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 「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」につい

て次のように定める。 

 

   平成２５年６月１９日 

 

 

原子力規制委員会        

 

 

 

「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

の制定について 

 

 

 原子力規制委員会は、「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す 

る規則の解釈」を別添のとおり定める。 

なお、規制等業務の当面の実施手順に関する方針（原規総発第 120919097 号）２．（２）

の規定に基づき旧原子力安全・保安院より継承されている「ナトリウム冷却型高速増殖炉

発電所の原子炉施設に関する構造等の技術基準」（平成 16・07・14 原院第２号）は、以後

用いない。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２５年７月８日より施行する。 



 
 

附 則 

この規程は、平成２６年７月９日より施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日より施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２８年１０月２４日より施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２９年５月１日より施行する。 

附 則 

この規程は、再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改

正する規則の施行の日（平成２９年８月８日）より施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年１１月１５日から施行する。 

附 則 

この規程は、試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関す

る規則等の一部を改正する規則の施行の日（平成３０年２月２０日）より施行する。 

附 則 

この規程は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３

条の規定の施行の日（令和２年４月１日）から施行する。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

   第一章 総則  

 （適用範囲） 

第一条 この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設に

ついて適用する。 

 

 

１ 第1条は、本規則の適用範囲を定めたもので、「研究開発段階発電

用原子炉及びその附属施設」とは、は、研究開発段階発電用原子炉

の設置、運転等に関する規則（平成十二年総理府令第百二十二号）

別表第二に掲げられている事項を含むものであって、次の施設を含

む。 

（１） 原子炉本体 

（２） 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

（３） 原子炉冷却系統施設 

（４） 計測制御系統施設 

（５） 放射性廃棄物の廃棄施設 

（６） 放射線管理施設 

（７） 原子炉格納施設 

（８） その他発電用原子炉の附属施設 

① 非常用電源設備 

② 常用電源設備 

③ 補助ボイラー 

④ 火災防護設備 

⑤ 浸水防護施設 

⑥ 補機駆動用燃料設備（非常用発電設備及び補助ボイラーに

研開炉技術基準規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、本解釈に限定されるものではなく、研開炉技術基準規則に照らして十分

な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、研開炉技術基準規則に適合するものと判断する。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

係るものを除く。） 

⑦ 非常用取水設備 

⑧ 敷地内土木構造物 

⑨ 緊急時対策所 

２ 本規則の研究開発段階発電用原子炉に対する許認可上の位置付

けは、設置（変更）許可申請に対する安全審査で確認された事項を、

工事計画等の後段規制において具体的に確認するための基準であ

る。 

３ 本技術基準は、各条文において別途適用除外が規定されている場

合を除き、研究開発段階発電用原子炉が設計建設時（改造時を含

む。）に満足すべき基準であるとともに、供用を開始した後におい

ても維持すべき基準である。 

この場合において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制

法」という。）第４３条の３の９に基づく工事の計画の認可又は同

法第４３条の３の１０に基づく工事の計画の届出を行った場合に

あっては、当該認可又は届出に当たって申請された仕様又は規格

（経年劣化を想定した必要仕様を含む。）を維持することが求めら

れる。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）において使

用する用語の例による。 

２ この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 一 「放射線」とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則（平成十二年総理府令第百二十二号。以下「研開炉規

則」という。）第二条第二項第一号に規定する放射線をいう。 

 二 「通常運転」とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子

力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」とい

う。）第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。 

 三 「運転時の異常な過渡変化」とは、研開炉設置許可基準規則第

二条第二項第三号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。 

 四 「設計基準事故」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項

第四号に規定する設計基準事故をいう。 

 五 「設計基準対象施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第

二項第七号に規定する設計基準対象施設をいう。  

 六 「工学的安全施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二

項第十号に規定する工学的安全施設をいう。 

 

第２条（定義） 

１ この規則の解釈（内規）において使用する用語は、原子炉等規制

法及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則において使用する用語の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項第６号に規定する「工学的安全施設」とは、日本電気協会

「原子力発電所工学的安全施設及びその関連施設の範囲を定める

規程」（JEAC4605-2004）に規定する「工学的安全施設及びその関連
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 七 「重大事故等対処施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条

第二項第十一号に規定する重大事故等対処施設をいう。 

 八 「特定重大事故等対処施設」とは、研開炉設置許可基準規則第

二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。 

 九 「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他

の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接

に生じさせる設備であって次に掲げるものをいう。 

  イ 一次冷却系統に係る設備、制御設備その他の運転時において

発電用原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの

附属設備 

  ロ 非常用冷却設備（非常用炉心冷却設備を含む。以下同じ。）

、安全保護回路、非常用制御設備、非常用電源設備その他の原

子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備 

  ハ 原子炉格納容器及びその附属設備 

 

十 「設計基準事故対処設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二

条第二項第十三号に規定する設計基準事故対処設備をいう。 

 十一 「重大事故等対処設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二

施設」をいう。（「安全設計分野及び放射線管理分野における日本電

気協会規格に関する技術評価書（平成１７年１２月原子力安全・保

安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）」） 

 

 

 

 

３ 第２項第９号に規定する「安全設備」のイ、ハとは次の設備をい

う。 

 

 

イ 容器、配管、ポンプ等であって原子炉冷却材圧力バウンダリ（ナ

トリウム冷却型高速炉にあっては、原子炉冷却材バウンダリをい

う）に属する設備 

 

 

 

ハ ナトリウム冷却型高速炉にあっては、原子炉格納容器、格納容

器バウンダリを構成する配管、弁 
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条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。 

 十二 「重大事故防止設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条

第二項第十五号に規定する重大事故防止設備をいう。 

 十三 「重大事故緩和設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条

第二項第十六号に規定する重大事故緩和設備をいう。 

 十四 「管理区域」とは、研開炉規則第二条第二項第四号に規定す

る管理区域をいう。 

 十五 「周辺監視区域」とは、研開炉規則第二条第二項第六号に規

定する周辺監視区域をいう。 

 十六 「燃料材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二

十二号に規定する燃料材をいう。 

 十七 「燃料被覆材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項

第二十三号に規定する燃料被覆材をいう。 

 十八 「燃料要素」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第

二十四号に規定する燃料要素をいう。 

 十九 「燃料要素の許容損傷限界」とは、研開炉設置許可基準規則

第二条第二項第二十五号に規定する燃料要素の許容損傷限界を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項第１９号に規定する「燃料要素の許容損傷限界」に関する

判断基準は、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）」の「４．１運転

時の異常な過渡変化」によること。ただし、ナトリウム冷却型高速

炉においては、「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」（昭和５５年

１１月６日原子力安全規制委員会決定）の別紙「液体金属冷却高速

増殖炉（ＬＭＦＢＲ）の安全設計と安全評価について」を踏まえ、
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 二十 「反応度価値」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項

第二十八号に規定する反応度価値をいう。 

 二十一 「制御棒の最大反応度価値」とは、研開炉設置許可基準規

則第二条第二項第二十九号に規定する制御棒の最大反応度価値

をいう。 

 二十二 「反応度添加率」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第

二項第三十号に規定する反応度添加率をいう。 

 二十三 「一次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二

項第三十一号に規定する一次冷却材をいう。 

 二十四 「二次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二

項第三十二号に規定する二次冷却材をいう。 

 二十五 「一次冷却系統」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第

二項第三十三号に規定する一次冷却系統をいう。 

 二十六 「最終ヒートシンク」とは、研開炉設置許可基準規則第二

条第二項第三十四号に規定する最終ヒートシンクをいう。 

 二十七 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、研開炉設置許可基

準規則第二条第二項第三十五号に規定する原子炉冷却材圧力バ

ウンダリをいう。 

以下の通りとする。 

   (a) 燃料被覆管は、機械的に破損しないこと。 

   (b) 冷却材は沸騰しないこと。 

   (c) 燃料最高温度が燃料溶融温度を下回ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第２項第２７号に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、

原子炉の通常運転時に原子炉冷却材を内包して原子炉と同じ圧力

条件となり、異常状態において圧力障壁を形成するもので、それが
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二十八 「原子炉格納容器」とは、研開炉設置許可基準規則第二条

第二項第三十六号に規定する原子炉格納容器をいう。 

 二十九 「最高使用圧力」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第

二項第三十八号に規定する最高使用圧力をいう。 

破壊すると原子炉冷却材喪失となる範囲の施設をいう。原子炉冷却

材圧力バウンダリの範囲は次のとおりとする。 

(a)原子炉圧力容器及びその附属物（本体に直接付けられるもの

等） 

(b)原子炉冷却材系を構成する機器及び配管。 

 (c)接続配管 

ⅰ)通常時開、事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側から

みて、第２隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ⅱ)通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉、事故時

閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第２隔離弁

を含むまでの範囲とする。 

ⅲ)通常時閉、事故時閉となる弁を有するもののうち、ⅱ）以外

のものは、原子炉側からみて、第１隔離弁を含むまでの範囲

とする。 

ⅳ)通常時閉、原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉

心冷却系等もⅰ)に準ずる。 

ⅴ)上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時

ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 三十 「三次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項

第四十一号に規定する三次冷却材をいう。 

 三十一 「ナトリウム冷却型高速炉」とは、研開炉設置許可基準規

則第二条第二項第四十二号に規定するナトリウム冷却型高速炉

をいう。 

 三十二 「カバーガス」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二

項第四十三号に規定するカバーガスをいう。 

 三十三 「原子炉カバーガス」とは、研開炉設置許可基準規則第二

条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガスをいう。 

 三十四 「原子炉冷却材バウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規

則第二条第二項第四十五号に規定する原子炉冷却材バウンダリ

をいう。 

 三十五 「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、研開炉設置許

可基準規則第二条第二項第四十六号に規定する原子炉カバーガ

ス等のバウンダリをいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （特殊な設計による発電用原子炉施設） 

第三条 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、

この規則の規定によらないで発電用原子炉施設を施設することが

できる。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載

した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。 

 

第３条（特殊な設計による発電用原子炉施設） 

１ 本規則の規定によらない場合又は本解釈に照らして同等性の判

断が困難な場合については、第３条によること。 

 

２ 第２項の規定により申請する場合の申請書の様式及び添付図面

は、様式１のとおりである。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

   第二章 設計基準対象施設 

 （設計基準対象施設の地盤） 

第四条 設計基準対象施設は、研開炉設置許可基準規則第三条第一項

の地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分

に支持することができる地盤に施設しなければならない。 

第二章 設計基準対象施設 

第４条（設計基準対象の地盤） 

１ 第４条の規定は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子力規制

委員会規則第９号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。）第

３条第１項の規定に基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、

設計基準対象施設について、自重や運転時の荷重等に加え、研開炉

設置許可基準規則第３条第１項の地震力（耐震重要度分類（研究開

発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈（内規）（平成２５年６月１９日付け原管Ｐ発

１３０６１９２号）の第４条の解釈に規定する耐震重要度分類をい

う。以下同じ。）の各クラスに応じて研開炉設置許可基準規則第４

条第２項の規定により算定する地震力（研開炉設置許可基準規則第

３条第１項に規定する耐震重要施設にあっては、基準地震動による

地震力（設置許可基準規則第４条第３項に規定する基準地震動によ

る地震力をいう。以下同じ。）を含む。）をいう。）が作用した場合

においても、接地圧に対する十分な支持力を有することをいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （地震による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設は、これに作用する地震力（研開炉設置許

可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。）に

よる損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなけ

ればならない。 

２ 耐震重要施設（研開炉設置許可基準規則第三条第一項に規定する

耐震重要施設をいう。以下同じ。）は、基準地震動による地震力（研

開炉設置許可基準規則第四条第三項に規定する基準地震動による

地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるおそ

れがないように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

３ 耐震重要施設が研開炉設置許可基準規則第四条第三項の地震に

より生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがな

いよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

  

 

第５条（地震による損傷の防止） 

１ 第１項の規定は、研開炉設置許可基準規則第４条第１項の規定に

基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、設計基準対象施設

が、研開炉設置許可基準規則第４条第２項の地震力に対し、施設の

機能を維持していること又は構造強度を確保していることをいう。 

２ 第２項の規定は、研開炉設置許可基準規則第４条第３項の規定に

基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、耐震重要施設が、研

開炉設置許可基準規則第４条第３項の基準地震動による地震力に

対し、施設の機能を維持していること又は構造強度を確保している

ことをいう。 

３ 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは、基準

地震動による応答に対して、当該機器に要求される機能を保持する

ことをいう。具体的には、当該機器の構造、動作原理等を考慮した

評価を行うこと、既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済

加速度等を超えていないことを確認することをいう。 

４ 第３項の規定は、研開炉設置許可基準規則第４条第４項の規定に

基づき設置許可で確認した設計方針に基づき、研開炉設置許可基準

規則第４条第３項の地震により斜面の崩壊が生じるおそれがある

場合には、耐震重要施設の安全性を損なわないよう、敷地内土木工

作物による斜面の保持等の措置を講じること及びその機能を維持

していることをいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （津波による損傷の防止） 

第六条 設計基準対象施設が基準津波（研開炉設置許可基準規則第五

条に規定する基準津波をいう。以下同じ。）によりその安全性が損

なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

  

第６条（津波による損傷の防止） 

１ 第６条の規定は、研開炉設置許可基準規則第５条の規定に基づき

設置許可で確認した設計方針に基づき、基準津波（研開炉設置許可

基準規則第５条に規定する基準津波をいう。）により設計基準対象

施設の安全性を損なわないよう、津波防護施設、浸水防止設備及び

津波監視設備の設置等の措置を講じていること並びにそれらの機

能を維持していることをいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （外部からの衝撃による損傷の防止） 

第七条 設計基準対象施設が想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、

基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部

からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所に

おける火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機

の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）により発電用原子

炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置

を講じなければならない。 

３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれ

がある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

第７条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

１ 第１項に規定する「想定される自然現象」には、台風、竜巻、

降水、積雪、凍結、落雷、火山事象、生物学的事象、森林火災等

を含む 。 

２ 第１項に規定する「適切な措置を講じなければならない」とは、

供用中における運転管理等の運用上の措置を含む。 

３ 第２項に規定する「事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から

想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）」には、ダムの崩壊、船舶の衝突、電磁的障害等の敷地及び

敷地周辺の状況から生じうる事故を含む。 

４ 第２項に規定する「適切な措置を講じなければならない」には、

対象とする発生源から一定の距離を置くことを含む。 

 

５ 第３項の航空機の墜落については、「実用発電用原子炉施設への

航空機落下確率の評価基準について」（平成２１・０６・２５原院

第１号。平成１４年７月原子力安全・保安院制定））に基づいて確

認すること。この場合において、設置許可申請時の航路に変更が

ないことにより確認すること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （立ち入りの防止） 

第八条 工場等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように

壁、柵、塀その他の人の侵入を防止するための設備を設け、かつ、

管理区域である旨を表示しなければならない。 

 

２ 保全区域（研開炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域を

いう。以下この項において同じ。）と管理区域以外の場所との境界

には、他の場所と区別するため、柵、塀その他の保全区域を明らか

にするための設備を設けるか、又は保全区域である旨を表示しなけ

ればならない。 

３ 工場等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域

内に立ち入ることを制限するため、柵、塀その他の人の侵入を防止

するための設備を設けるか、又は周辺監視区域である旨を表示しな

ければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないこ

とが明らかな場合は、この限りでない。 

  

第８条（立ち入りの防止） 

１ 第１項及び第３項に規定する「みだりに」とは、不注意又は知ら

ずに容易に立ち入ることをいう。 

２ 「工場等」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

第７条第１項第２号に規定する「工場又は事業所」のことをいう。 

 

 

 

 

 

３ 第３項に規定する「当該区域に人が立ち入るおそれがないことが

明らかな場合」とは、河川、沼、湖、海、断崖等で当該区域の境界

が設定されているような場合であって、当該区域に人が立ち入るお

それがないことが明らかな場合をいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

第九条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危

害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれ

ること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する

法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正

アクセス行為をいう。第三十五条第五号において同じ。）を防止す

るため、適切な措置を講じなければならない。 

 

第９条（発電用原子炉施設への不法な侵入等の防止） 

１ 第９条に規定する「適切な措置」には、工場等内の人による核物

質の不法な移動又は妨害破壊行為、郵便物などによる工場等外から

の爆破物又は有害物質の持ち込み及びサイバーテロへの対策とし

ての柵等の障壁による区画、出入口の常時管理設備の施設等が含ま

れる。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （急傾斜地の崩壊の防止） 

第十条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四

年法律第五十七号）第三条第一項の規定により指定された急傾斜地

崩壊危険区域内に施設する設備は、当該区域内の急傾斜地（同法第

二条第一項に規定するものをいう。）の崩壊を助長し、又は誘発す

ることがないように施設しなければならない。 

 

第１０条（急傾斜地の崩壊の防止） 

１ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律

第５７号）に基づき急傾斜地崩壊危険区域として指定された地域に

設備を施設する場合には、急傾斜地崩壊防止工事の技術基準(同法

施行令第３条)によること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （火災による損傷の防止） 

第十一条 設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれな

いよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 

  イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その

他の措置を講ずること。 

  ロ 安全施設（研開炉設置許可基準規則第二条第二項第八号に規

定する安全施設をいう。以下同じ。）には、不燃性材料又は難

燃性材料を使用すること。ただし、次に掲げる場合は、この限

りでない。 

   （１） 安全施設に使用する材料が、不燃性材料又は難燃性材

料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」と

いう。）である場合 

   （２） 安全施設の機能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難な場合であって、安全施設における火災

に起因して他の安全施設において火災が発生することを

防止するための措置が講じられている場合 

 

 

 

 

 

第１１条（火災による損傷の防止） 

１ 第１１条に規定する措置とは、別に途定める「原子力発電所の

内部火災影響評価ガイド」（原規技発第１３０６１９１４号）を準

用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１号ロ（２）に規定する「安全施設の機能を確保するために

必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、安全施設に

おける火災に起因して他の安全施設において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁

等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した

場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じ

させるおそれが小さい場合をいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

  ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するため

の設備を施設すること。 

  ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性があ

る設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても発電用

原子炉施設の安全性を損なわないよう施設すること。 

  ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によっ

て、発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合には

、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二 火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に

火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び

早期に消火を行う設備（以下「消火設備」という。）を施設する

こと。 

  イ 火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その機

 

 

 

 

 

３ 第１号ホの規定については、「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護規定」のほか、以下によること。 

・「放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、

発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合」とは、

水の放射線分解によって発電用原子炉で発生する水素が滞留、

蓄積される可能性のある配管等の損傷により、発電用原子炉の

安全性を損なうおそれがあることをいう。この場合において、

水素燃焼によっても破断可能性が極めて小さい配管内容積（１

～３０リットル程度）を有し、破断対策として元弁を閉じて破

断部を隔離できる配管（計装系配管等）にあっては、発電用原

子炉の安全性を損なうおそれがないものとみなすことができ

る。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

能が損なわれることがないこと。 

  ロ 消火設備にあっては、その損壊、誤作動又は誤操作が起きた

場合においても発電用原子炉施設の安全性が損なわれること

がないこと。 

 

 三 火災の影響を軽減するため、耐火性能を有する壁の設置その他

の延焼を防止するための措置その他の発電用原子炉施設の火災

により発電用原子炉を停止する機能が損なわれることがないよ

うにするための措置を講ずること。 

 

 

４ 第２号ロの規定について、消火設備の損壊、誤作動又は誤操作

が起きた場合のほか、火災感知設備の損壊、誤作動又は誤操作が

起きたことにより消火設備が作動した場合においても、発電用原

子炉施設の安全性を損なわないものであること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止） 

第十二条 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢水の

発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その

他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体が

あふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいす

ることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

第１２条（発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設内における溢水の発生」と

は、発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起

因を含む。）、消火系統等の作動、使用済燃料貯蔵プール（燃料池）

等のスロッシングその他の事象により発生する溢水をいう。 

２ 第１項に規定する「防護措置その他の適切な措置」とは、発電用

原子炉施設内部で発生が想定される溢水に対し、運転状態にある場

合は原子炉を高温停止及び、引き続き低温停止することができ、並

びに放射性物質の閉じ込め機能を維持できる措置をすること、ま

た、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる措置を

いう。さらに、使用済燃料貯蔵プール（燃料池）においては、プー

ル冷却機能及びプールへの給水機能を維持できる措置をいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （安全避難通路等） 

第十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければ

ならない。 

 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別

できる安全避難通路 

 二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避

難用の照明 

 三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

 

 

第１３条（安全避難通路等） 

 

 

 

 

 

 

１ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用いる照明

（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源」は、昼夜、

場所を問わず、発電用原子炉施設内で事故対策のための作業が生じ

た場合に、作業が可能となる照明及び電源を施設すること。なお、

現場作業の緊急性との関連において、仮設照明（可搬式）の準備に

時間的余裕がある場合には、仮設照明による対応を考慮してもよ

い。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （安全設備） 

第十四条 第二条第二項第九号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備

を構成する機械又は器具の単一故障（研開炉設置許可基準規則第十

二条第二項に規定する単一故障をいう。以下同じ。）が発生した場

合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよ

う、構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、

多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設しな

ければならない。 

２ 安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる

よう、施設しなければならない。 

第１４条（安全設備） 

１ 第１項に規定する「単一故障」は、短期間では動的機器の単一故

障を、長期間では動的機器の単一故障又は静的機器の想定される単

一故障のいずれかをいう。ここで、 短期間と長期間の境界は24時

間を基本とする。 

 

 

 

２ 第２項の規定は、安全設備のほか、「発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２年８月３０日原子

力安全委員会）」において規定される安全機能を有する構築物、系

統及び機器についても適用するものとする。 

３ 第２項に規定する「想定される全ての環境条件」とは、通常運転

時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、所定

の機能を期待されている構築物、系統及び機器が、その間にさらさ

れると考えられる全ての環境条件をいう。ただし、ナトリウム冷却

型高速炉を除き、格納容器内の安全設備であれば通常運転からＬＯ

ＣＡ（冷却材喪失事故）時までの状態において考えられる圧力、温

度、放射線、湿度をいう。また、「環境条件」には、冷却材の性状

（冷却材中の破損物等の異物を含む）が含まれる。なお、配管内円

柱状構造物が流体振動により破損物として冷却材に流入すること

の評価に当たっては、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

動評価指針（JSME S012）」を適用すること。 

４ 第２項について、安全設備のうち供用期間中において中性子照射

脆化の影響を受ける原子炉圧力容器（ナトリウム冷却型高速炉にあ

っては、原子炉容器）にあっては、「日本電気協会「原子力発電所

用機器に対する破壊靭性の確認試験方法」（JEAC 4206-2007）の適

用に当たって(別記－１)」に掲げる、破壊じん性の要求を満足する

こと。 

（「日本電気協会規格「原子炉構造材の監視試験方法」（JEAC 

4201-2007）及び「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試

験方法」（JEAC 4206-2007）に関する技術評価書」（平成２１年８月

原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （設計基準対象施設の機能） 

第十五条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉の

反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変

化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するととも

に、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応

を制御できる能力を有するものでなければならない。 

２ 設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検

査を含む。）ができるよう、施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設計基準対象施設は、通常運転時において容器、配管、ポンプ、

弁その他の機械又は器具から放射性物質を含む流体が著しく漏え

いする場合は、流体状の放射性廃棄物を処理する設備によりこれを

安全に処理するように施設しなければならない。 

 

 

第１５条（設計基準対象施設の機能等） 

 

 

 

 

 

１ 第２項に規定する「保守点検（試験及び検査を含む。）ができる

よう、施設しなければならない」とは、発電用原子炉施設が所要の

性能を確認するために必要な保守及び点検が可能な構造であり、か

つ、そのために必要な配置、空間等を備えたものであること。 

また、試験及び検査には、原子炉等規制法第４３条の３の１１（使

用前検査）、同第４３条の３の１３（溶接安全管理検査）、同第４３

条の３の１５（施設定期検査）及び同法第４３条の３の１６（定期

安全管理検査）に規定する検査並びに本規則第２０条、同規則第３

３条第４項、同規則第３４条第７号、同規則第４３条第１号ハ、同

条第２号ホ及び同条第５号ロに規定する試験を含む。 

２ 第３項に規定する「これを安全に処理するよう、施設しなければ

ならない」とは、通常運転時において容器、配管、ポンプ、弁その

他の機械器具からの放射性物質を含む流体が著しく漏えいする場

合、液体にあってはこれらを原子炉格納容器内、原子炉建屋、ター

ビン建屋、原子炉補助建屋等に設けられた機器又は床のそれぞれの

ドレンサンプ又はタンクに収集し、サンプ又はタンクから放射性廃
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

４ 設計基準対象施設に属する設備であって、蒸気タービン、ポンプ

その他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、発電

用原子炉施設の安全性を損なうことが想定されるものには、防護施

設の設置その他の損傷防止措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 設計基準対象施設に属する安全設備であって、第二条第二項第九

号ロに掲げるものは、二以上の発電用原子炉施設において共用し、

又は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発

棄物処理設備に移送して適切に処理ができるような施設とするこ

と。ナトリウム冷却型高速炉にあっては、漏えい時にガードベッセ

ルに貯留されない放射性物質を含むナトリウムは、ライニング上に

留まるように施設し、回収したナトリウムを安全に処理できるよう

にすることをいう。 

３ 第４項に規定する「蒸気タービンの損壊に伴う飛散物により損傷

を受け、発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される」と

は、タービンミサイル発生時の対象物を破損する確率が１０－７回

／炉・年を超える場合をいう。 

「ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷

を受け、発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される」

とは、冷却材循環ポンプフライホイールにあっては、限界回転数

が予想される最大回転数に比べて十分大きいことを確認すれば安

全性を損なうことが想定されないものと判断する。 

４ 第４項に規定する「その他の損傷防止措置」とは、（１）想定さ

れる飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとること、又

は、（２）想定される飛散物の飛散方向を考慮し、防護対象を損傷

し安全性を損なうことがないよう配置上の配慮又は多重性を考慮

すること。 

５ 第５項に規定する「設計基準対象施設に属する安全設備であっ

て、第二条第二項第九号ハに掲げるもの」については、「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成
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電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二

以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 前項の安全設備以外の安全設備を二以上の発電用原子炉施設と

共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性

を損なわないよう、施設しなければならない。 

 

２年８月３０日原子力安全委員会決定）において、クラスＭＳ－１

に分類される下記の機能を有する設備に準じる 。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能（ナトリウム冷却型

高速炉を除く。） 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能 

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

・安全上特に重要な関連機能（第２条第２項第９号ハに掲げるもの

を含む。ただし、原子炉制御室遮蔽、取水口、排水口 を除く。） 
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 （全交流動力電源喪失対策設備） 

第十六条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事

故等（重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下

同じ。）に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備か

ら開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電

用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するととも

に、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作すること

ができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池そ

の他の設計基準事故に対処するための電源設備を施設しなければ

ならない。 

第１６条（全交流動力電源喪失対策設備） 

１ 第１６条に規定する「必要な容量」とは、発電用原子炉の停止、

停止後の冷却、原子炉格納容器の健全性の確保のために施設されて

いる設備に必要な容量をいう。 
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 （材料及び構造） 

第十七条 設計基準対象施設（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン

（発電用のものに限る。）、発電機、変圧器及び遮断器を除く。）

に属する容器、管、弁及びポンプ（以下「機器」という。）並びに

これらを支持する構造物並びに燃料体、減速材（ナトリウム冷却型

高速炉に係るものにあっては、減速材を除く。）及び反射材（ナト

リウム冷却型高速炉に係るものに限る。）を支持する構造物のうち

、発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要なもの（以下この条

において「機器等」という。）の材料及び構造は、当該機器等がそ

の設計上要求される強度を有するものでなければならない。 

２ 機器等のうち主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部を

いう。）は、次に定めるところによること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条（材料及び構造） 

１ 第１項の規定は、原子炉等規制法第４３条の３の１４に基づき維

持段階にも適用される。 

 

２ ナトリウム冷却型高速炉に係るものについて、第１項の規定に適

合する材料及び構造は、別紙１によること。 

 

 

 

 

３ 第２項に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは、以下に掲げる

ものの溶接部をいう。 

（１）原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質の取扱

施設若しくは貯蔵施設、放射線管理施設又は放射性廃棄物の廃棄

施設に属する容器（（２）に規定する容器を除く。）、これらの設

備に属する外径 150mm 以上の管（（３）に規定する部分及び（４）

に規定する管を除く。）であって、その内包する放射性物質の濃

度が 37mBq/cm3（その内包する放射性物質が液体中にある場合は、

37kBq/cm3）未満のもの、非常用電源設備、補機駆動用燃料設備

（補助ボイラー及び非常用発電設備に係るものを除く。）に属す

る容器又は、非常用電源設備、火災防護施設又は浸水防護施設（区

画排水設備に限る。）に属する外径 150mm 以上の管のうち、次の
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圧力以上の圧力が加えられるもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度 100℃未満のもの

については、最高使用圧力 1960ｋPa  

ロ イ以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イ以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手継手に

あっては、490kPa） 

（２）原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属する容器又は原子炉

冷却系統設備、計測制御系統設備若しくは放射線管理設備に属す

る容器であって非常時に安全装置として使用されるもの 

（３）原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられ

る管であって、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め

弁までの部分 

（４）原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、放射線管理設備又

は原子炉格納施設のうち、非常時に安全装置として使用されるも

の（（３）に規定する部分を除く。） 

（５）原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線

管理設備若しくは廃棄設備に属する容器（（２）に規定する容器

を除く。）又はこれらの設備に属する外径 61mm（最高使用圧力

98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超える管（（３）に規定す

る部分及び（４）に規定する管を除く。）であって、その内包す

る放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（その内包する放射性物質が液

体中にある場合は、37kBq/cm3）以上のもの 
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 一 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

 

 二 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の

確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験

により確認したものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）上記（１）～（５）に規定する容器又は管の耐圧部に取付く

溶接部（非耐圧部である場合を含む。） 

（例） ・キャノピーシールの溶接部 

・管と管板との溶接部 

・耐圧部材に直接溶接されるラグ、ブラケット等で

あって地震、熱膨張、反力、重量、振動等による

過度の変位を防止するために施設されるもの 

 

４ 第２項第１号に規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、

溶接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠

き等の不連続で特異な形状でないものをいう。 

 

５ 第２項第２号に規定する「溶接による割れが生ずるおそれがな

く」とは、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶

接時の有害な欠陥により割れが生じるおそれがないことをいい、

「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこ

と」とは、溶接部の設計及び形状が溶込み不足を生じがたいもので

あり、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がないことをいう。 

 

６ 第２項第２号に規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超

音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 
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 三 適切な強度を有するものであること。 

 

 

 四 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法、溶接設備

及び技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したもの

により溶接したものであること。 

 

７ 第２項第３号に規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同

等以上の機械的強度を有するものであることをいう。 

 

８ 第２項第４号の規定に適合する溶接部とは、別紙２及び別紙３に

よること。 
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 （流体振動等による損傷の防止） 

第十八条 燃料体及び反射材（ナトリウム冷却型高速炉に係るものに

限る。）並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係

る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、

沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体

振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷

却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないように施

設しなければならない。 

２ ナトリウム冷却型高速炉に係る二次冷却系統（二次冷却材が循環

する回路をいう。）を構成する容器、管、ポンプ及び弁は、二次冷

却材又は三次冷却材の循環、沸騰その他の二次冷却材又は三次冷却

材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その

他の二次冷却材又は三次冷却材の挙動により生ずる温度変動によ

り損傷を受けないように施設しなければならない。 

第１８条(流体振動等による損傷の防止) 

１ 「流体振動により損傷を受けないように施設しなければならな

い」とは、流れの乱れ、渦、気ほう等に起因する高サイクル疲労に

よる損傷の発生防止を規定するものであり、以下の措置を講じるこ

と。 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、日本機械学会「設計・

建設規格」（JSME S NC1-2005）PVB-3600 に規定する手法を適用

すること。 

・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適用すること。（「日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1）」(2005

年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指

針の技術評価書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、原子

力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

２ 「温度差のある流体の混合等により生ずる温度変動により損傷を

受けないように施設しなければならない」とは、日本機械学会「配

管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（JSME S017）に規定する

手法を適用し、損傷の発生防止措置を講じること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1）」(2005 年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関
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する評価指針の技術評価書」（平成１７年１２月原子力安全・保安

院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイクル熱疲労に

ついては、一次冷却材が循環する施設として、原子炉冷却材浄化系、

及び化学体積制御系を含めて措置を講じること。 
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 （安全弁等） 

第十九条 設計基準対象施設（蒸気タービン（発電用のものに限る。

）、発電機、変圧器及び遮断器を除く。以下この条において同じ。

）には、発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器に作用

する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する逃がし弁、安

全弁、破壊板又は真空破壊弁を必要な箇所に設けなければならない

。 

 

第１９条（安全弁等） 

１ 第１９条に規定する「安全弁等」とは、安全弁（蒸気又は他のガ

ス用に使用されるもの）及び逃がし弁（水又は他の液体用に使用さ

れるもの）をいう。 

２  ナトリウム冷却型高速炉においては、第２０条で規定する安全弁

等は、別紙１によること。 
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 （耐圧試験等） 

第二十条 発電用原子炉施設に属する機器のうち、発電用原子炉施設

の安全を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試

験を行ったとき、これに耐え、著しい漏えいがないものでなければ

ならない。 

第２０条（耐圧試験等） 

１ ナトリウム冷却型高速炉における耐圧試験については、別紙１に

よること。 
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 （監視試験片） 

第二十一条 設計基準対象施設に属する容器であって、その材

料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれが

あるものの内部には、監視試験片を備えなければならない。 

第２１条（監視試験片） 

１ ナトリウム冷却型高速炉における監視試験片については、別紙１

によること。 
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 （炉心等） 

第二十二条 燃料体、減速材（ナトリウム冷却型高速炉に係るものに

あっては、減速材を除く。）及び反射材（ナトリウム冷却型高速炉

に係るものに限る。）並びに炉心支持構造物の材料は、通常運転時

における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において

、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない

。 

 

２ ナトリウム冷却型高速炉を除く発電用原子炉施設の燃料体及び

減速材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重そ

の他の燃料体及び減速材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐

えるものでなければならない。 

３ ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設の燃料体及び

反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重、

燃料被覆管の内圧によるクリープ歪み及び中性子照射による膨張

により生ずる変形その他の燃料体及び反射材並びに炉心支持構造

物に加わる負荷に耐えるものでなければならない。 

４ ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、原子炉冷

却材バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい及び原子炉カバーガ

ス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装

置を施設しなければならない。 

 

第２２条（炉心等） 

１ 第１項に規定する「最も厳しい条件」とは、原子炉運転状態に対

応した圧力及び温度条件、燃料使用期間中の燃焼度、中性子照射量

等の組み合わせのうち想定される最も厳しい条件をいう。また、「必

要な物理的及び化学的性質」とは、物理的性質については耐放射線

性、寸法安定性、耐熱性、核性質等をいい、化学的性質については

耐食性、化学的安定性等をいう。 

 

２ 第２項に規定する「その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉

心支持構造物に加わる負荷」には、燃料体における核分裂生成物質

の蓄積による燃料被覆管の内圧上昇、熱応力等の荷重を含む。 

 

３ 第１項から第３項の燃料体の物理的性質、化学的性質及び強度等

については「燃料体に関する要求事項（別記－２）」によること。 
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 （熱遮蔽材） 

第二十三条 放射線により材料が著しく劣化するおそれがある原子

炉容器には、これを防止するため熱遮蔽材を施設しなければならな

い。 

２ 前項の熱遮蔽材は、熱応力による変形により発電用原子炉の運転

に支障を及ぼすことがないように施設しなければならない。 

第２３条（熱遮蔽材） 

 

 

 

１ 第２項に規定する「支障を及ぼすことがない」とは、遮蔽材自身

が発生する熱等による変形が原子炉圧力容器（ナトリウム冷却型高

速炉にあっては、原子炉容器）の内部構造物に過度の変形を及ぼす

ことのないように熱遮蔽材の材料、構造、取付方法等を考慮するこ

と。 
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 （一次冷却材等） 

第二十四条 一次冷却材及びナトリウム冷却型高速炉の二次冷却材

は、通常運転時における圧力、温度及び放射線によって起る最も厳

しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するもので

なければならない。 

 

第２４条（一次冷却材等） 

１ 第２４条に規定する「必要な物理的性質」は、核的性質と熱水力

的性質に分けられ、核的性質としては核反応断面積が核反応維持の

ために適切であること、熱水力的性質については冷却能力が適切で

あること。また、「必要な化学的性質」は、燃料体及び構造材の健

全性を妨げることのない性質であること及び通常運転時において

放射線に対して化学的に安定であること。 
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 （燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備） 

第二十五条 通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下この

条において「燃料体等」という。）を取り扱う設備は、次に定める

ところにより施設しなければならない。 

 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものであること。 

 

 

 

 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 

 

 

 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 

 

 

 

四 取扱中に燃料体等が破損しないこと。 

 

 

 

第２５条（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備） 

１ 第１項に規定する「燃料体又は使用済燃料を取り扱う設備」とは、

新燃料、再使用燃料又は使用済燃料の装荷、取出又は保管等を行う

ために使用する設備をいう。 

 

２ 第１項第１号に規定する「燃料体等を取り扱う能力」とは、新燃

料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する機

器間を連携し、当該燃料を搬入、搬出又は保管できる能力があるこ

と。 

 

３ 第１項第２号に規定する「燃料体等が臨界に達するおそれがない

構造であること」とは、臨界計算により燃料が臨界に達しないこと

を確認された構造であること。 

 

４ 第１項第３号に規定する「燃料体等が溶融しないものであるこ

と」とは、設計計算により、燃料が溶融しないことを確認された冷

却能力を有すること。 

 

５ 第１項第４号に規定する「燃料体等が破損しないこと」とは、以

下によること。 

・燃料交換機にあっては、掴み機構のワイヤーを二重化すること｡ 

・燃料交換機にあっては、燃料取扱中に過荷重となった場合は上
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五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃、熱その他の

容器に加わる負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであるこ

と。 

 

 

 

 

昇阻止される措置がなされていること。この場合において、取

扱い時の荷重監視等による運転管理による対応も含まれる。 

・原子炉建屋天井クレーンにあっては、吊り上げられた使用済燃

料運搬用容器等重量物が燃料プールに貯蔵された燃料上を走行

できない措置を行うこと。ただし、措置には、運用管理での対

応も含むものとする。この運用管理にあっては、運搬用容器等

重量物が燃料上に行かないことを確実にするものであること。

また、フックのワイヤー外れ止めを設けること｡なお、ここでの

「使用済燃料運搬用容器等」の等には、燃料交換機、原子炉建

屋天井クレーンを用いて取扱うものであって、その落下によっ

て燃料を破損させるおそれがあるものを含む。 

・燃料交換機、原子炉建屋天井クレーン等にあっては、適切な落

下防止対策等を施すことにより、その落下により燃料を破損す

るおそれがないとしてもよい。 

 

６ 第１項第５号に規定する「容易に破損しないものであること」と

は、「研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平

成１２年総理府令第１２２号）｣第８３条第１項第３号ロに規定さ

れている「容易かつ安全に取扱うことができ、かつ、運搬中に予想

される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じる

おそれがないものであること」。 

なお、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す
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六 前号の容器は、内部に燃料体等を入れた場合に、放射線障害を

防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メート

ルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定

める線量当量率を超えないように遮蔽できるものであること。た

だし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この

限りでない。 

七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力源がなく

なった場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器を設けるこ

とにより燃料体等の落下を防止できること。 

 

 

２ 燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなけ

ればならない。 

一 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 

る規則第３条等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の

外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等」（以下「科技

庁告示第５号」という。）を満たすものを、「燃料体等を封入する

容器」として用いてもよい。 

 

７ 第１項第５号に規定する「容器」は、「研究開発段階発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則」を準用し、理論的又は適切な試

験・実験により所定の機能が満足されていること。 

 

 

 

 

 

 

８ 第１項第７号に規定する「燃料体等の取扱中に燃料体等を取り

扱うための動力源がなくなった場合に、燃料体等を保持する構造」

とは、動力源である電源又は空気等が喪失した場合でも燃料を保

持できる性能を有すること｡ 

 

９ 第２項第１号に規定する「燃料体等が臨界に達するおそれがない

構造であること」とは、臨界計算により、燃料が臨界に達しないこ

とを確認された構造であること。 
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二 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 

 

 

 

三 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有する

ものであること。 

 

 

 

四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽（ナトリウ

ム冷却型高速炉に係るものにあっては、貯蔵槽とする。以下「使

用済燃料貯蔵槽」という。）は、次に定めるところによること。 

イ 放射性物質を含む水（ナトリウム冷却型高速炉に係るものに

あっては、液体とする。）があふれ、又は漏れない構造である

こと。 

 

ロ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の放射線を遮蔽するた

めに必要な量の水（ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっ

ては、遮蔽するために必要な水及び遮蔽とする。）があること。 

 

 

 

１０ 第２項第２号に規定する「燃料体等が溶融しないものであるこ

と」とは、設計計算により、燃料が溶融しないことを確認された冷

却能力を有すること。 

 

１１ 第２項第３号に規定する「燃料体等を必要に応じて貯蔵するこ

とができる容量を有する」とは、発電用原子炉に全て燃料が装荷さ

れている状態で、使用済燃料及び貯蔵されている取替燃料に加え

て、１炉心分以上の容量を確保すること。この場合において、｢容

量｣には、第６号に規定するキャスク貯蔵分を含むことができる。 

 

 

 

１２ 第２項第４号イに規定する「漏れない構造」とは、プール内面

をステンレス鋼等でライニングすること、燃料プールに必要な水位

より低い位置に排水口を設けないこと。 

 

１３ 第２項第４号ロに規定する「燃料体の放射線を遮蔽するために

必要な量の水」とは、燃料取替作業時に線量限度（「核原料物質又

は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示（平成２７年原子力規制委員会告示第８号）」に

よる。）を超えないよう放射線を遮蔽するために必要な量の水をい
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ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食す

るおそれがある場合は、これを防止すること。 

 

 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量

物の落下時においてもその機能が損なわれないこと。 

 

 

 

 

 

五 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質が放出

されることに伴い公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、

放射性物質による敷地外への影響を低減するため、燃料貯蔵設備

の格納施設及び放射性物質の放出を低減する発電用原子炉施設

を施設すること。 

 

 

う。 

この場合において、常用の補給水系統の一つが機能しない場合

においても、放射線を遮蔽するために必要な水量が確保できるこ

と。 

１４ 第２項第４号ハに規定する「燃料体の被覆が著しく腐食するお

それがある場合は、これを防止すること」とは、浄化装置を設置す

ること。 

 

１５ 第２項第４号ニに規定する「その機能が損なわれない」とは、

落下した燃料体やクレーン等の重量物によって使用済燃料貯蔵プ

ールの機能を失うような損傷は生じさせないよう必要な強度のラ

イニングを施設すること。この場合において、クレーン等にあって

は、適切な落下防止対策等を施すことにより、使用済燃料貯蔵プー

ルの機能を維持することとしてもよい。 

 

１６ 第２項第５号に規定する「放射性物質の放出を低減する発電用

原子炉施設」とは、空気系の浄化装置をいい、第４２条第４号（原

子炉格納施設の雰囲気の浄化）に規定された施設を兼ねることがで

きる。また、空気系の浄化装置として専用のものを施設する場合、

その浄化装置の機能については、設置許可申請書において評価した

当該事象による放射性物質の放出量の評価の条件として設定した

浄化装置の処理容量及びフィルターよう素除去効率に非保守的な
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六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク（以下「キャス

ク」という。）は、次に定めるところによること。 

 

 

 

 

イ 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、

かつ、その機能を適切に監視できること。 

 

変更がないことを確認すること。 

 

１７ 第２項第５号に規定する「公衆に放射線障害を及ぼすおそれが

ある場合」とは、燃料貯蔵プール等への燃料落下による敷地境界外

の実効線量が｢発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針（平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改訂）｣にある「４．

２事故（５）周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与

えないこと｣を参照する。この場合において、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の５（又は第４３

条の３の８）に基づき許可を受けた原子炉設置許可（変更）申請に

おいて確認されていることを、関連する設備が同申請要件を満たし

ていることにより確認することができる。 

 

１８ 第２項第６号に規定する「乾式キャスク」は、金属キャスクの

ことをいい、第１号及び第２号で規定する臨界防止機能及び除熱機

能に加え、第６号の要件及び「原子力発電所内の使用済燃料の乾式

キャスク貯蔵について（原子力安全委員会 平成１８年９月１９日

一部改訂）」の要件を満足すること。 

 

１９ 第２項第６号イの規定は以下によること。 

・耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金属ガスケット等のシール

を採用すること 
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ロ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有する

こと。 

ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変形を防止できるこ

と。 

 

ニ キャスク本体その他のキャスクを構成する部材は、使用され

る温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構

造であること。 

七 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。  

・蓋部を一次蓋と二次蓋の二重とし、一次蓋と二次蓋との間の圧力

を監視することにより密封性を監視できること 

・キャスク内部の負圧を維持できること 

 

 

２０ 第２項第６号ハに規定する「腐食を防止できる」とは、キャス

ク内部に不活性ガスを保持できる構造とすることにより被覆管の

腐食を防止すること。 
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 （原子炉冷却材圧力バウンダリ等） 

第二十六条 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷

却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉

心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

２ 原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリ

を構成する機器は、次の各号により施設しなければならない。 

 一 一次冷却系統に係る施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心

の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材バウン

ダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものであること。 

 二 原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても冷却

材の液位を必要な高さに保持するものであること。 

３ 原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリ

の必要な部位には、ナトリウムを液体の状態に保つことができる設

備を設けなければならない。 

４ ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、原子炉カ

第２６条（原子炉冷却材圧力バウンダリ等） 

１ 第２６条に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊その他の異常に伴う衝撃」とは、原子炉冷却材喪失事故に伴うジ

ェット反力等、安全弁等の開放に伴う荷重をいう。 

２ 第２６条に規定する「炉心の反応度の変化による荷重の増加その

他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷」と

は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において、反応度

が炉心に投入されることにより１次冷却系の圧力が増加すること

に伴う荷重の増加をいう。この場合において、浸水燃料の破裂に加

えて、ペレット／被覆管機械的相互作用を原因とする破損による衝

撃圧力等に伴う荷重の増加を含む。 
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バーガスが発電用原子炉の炉心内に流入するおそれがないものと

すること。 

５ ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、原子炉冷

却材バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい及び原子炉カバーガ

ス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装

置を施設しなければならない。 
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 （原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等） 

第二十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出

を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。 

 

２ 発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉

施設を除く。）には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷

却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。 

第２７条（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等） 

１ 第１項に規定する「原子炉冷却材の流出」とは、原子炉冷却材圧

力バウンダリに接続する配管等が破損することによって原子炉冷

却材が流出することをいう。 

２ 第２項に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷

却材の漏えいを検出する装置」とは、漏えい位置を特定できない格

納容器内の漏えいに対しては、１時間以内に０．２３立方メートル

の漏えい量を検出する能力を有すること。 
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 （一次冷却材処理装置） 

第二十八条 放射性物質を含む一次冷却材（第三十二条第一項第三号

及び第二項第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を

含む。）を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合は、

これを安全に処理する装置を施設しなければならない。 

第２８条（一次冷却材処理装置） 

１ 第２８条に規定する「安全に処理する装置」とは、放射性物質を

含む一次冷却材を通常運転時において一次冷却系統外に排出する

場合に、これを最終的に放射性廃棄物処理設備に適切に導く施設で

あること。 
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 （逆止め弁） 

第二十九条 放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器若しくは

管又は放射性廃棄物を処理する設備（排気筒並びに第三十九条及び

第四十二条に規定するものを除く。第四十六条において同じ。）へ

放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を設けなければ

ならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない

流体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

第２９条（逆止め弁） 

１ 第２９条に規定する「逆流するおそれがない場合」とは、直接接

続されていない場合、又は十分な圧力差を有している場合をいう。 
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 （蒸気タービン） 

第三十条 第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十一号）第三章の規

定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについて準用す

る。 

第３０条（蒸気タービン） 

１ 第３０条において準用する第１７条第２項に規定する「主要な耐

圧部の溶接部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

原子力発電所に係る蒸気タービンに係る蒸気だめ、蒸気タービン

に係る熱交換器又は蒸気タービンに係る管であって外径150mm以上

のもののうち、次の圧力以上の圧力が加えられるもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度100℃未満のものに

ついては、最高使用圧力1960ｋPa  

ロ イ以外の容器については、最高使用圧力98kPa 

ハ イ以外の管については、最高使用圧力980kPa（長手継手にあっ

ては、490kPa） 

２  第３０条において準用する第１７条第２項の規定に適合する溶

接部とは、別紙２及び別紙３によること。 

３ 第３０条において蒸気タービン（その附属設備を含む）について

「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」（平成９年３月

２７日通商産業省令第五十一号。以下「火力省令」という。）第３

章の規定を準用する範囲を準用する。 

４ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準の解

釈（2013507商局第2号（平成２５年５月１７日経済産業省制定））

の該当部分によること。 
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 （非常用炉心冷却設備） 

第三十一条 発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速炉に係る発電

用原子炉施設を除く。）には、非常用炉心冷却設備を施設しなけれ

ばならない。 

２ 非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならな

い。 

 一 燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を

生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものであること。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 二 燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ず

るものでないこと。 

 

 

 

第３１条（非常用炉心冷却設備） 

 

 

 

 

 

１ 第２項第１号に規定する「燃料体の著しい破損を生ずる温度を超

えて上昇することを防止できる」とは、「軽水型動力炉の非常用炉

心冷却系の性能評価指針（平成４年６月１１日 原子力安全委員会

一部改定）」に基づいて想定冷却材喪失事故の解析を行った結果、

燃料被覆の温度、燃料被覆の化学量論的酸化量が同指針に規定する

判断基準を満足することをいい、具体的には、非常用炉心冷却設備

の仕様が原子炉等規制法第４３条の３の５（または第４３条の３の

８）に基づき許可を受けた原子炉の設置（変更）許可申請書（以下

設置許可申請書という。）添付書類八に記載された仕様を満足する

とともに、設置（変更）許可申請書における評価条件と比較して非

保守的な変更がないことを確認すること。 

２ 第２項第２号に規定する「著しく多量の水素を生ずるものでな

い」とは、前号の要求条件に基づく想定冷却材喪失事故解析におい

て発生する水素量が同指針に規定する判断基準を満足することを

いい、具体的には、非常用炉心冷却設備の仕様が設置（変更）許可

申請書添付書類八に記載された仕様を満足するとともに、設置（変
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３ 非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の影響につき想定される最

も厳しい条件下においても、正常に機能する能力を有するものでな

ければならない。 

 

 

４ 非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、発

電用原子炉の運転中に試験ができるように施設しなければならな

い。 

更）許可申請書における評価条件と比較して非保守的な変更がない

ことを確認することをいう。 

３  第３項に規定する「想定される最も厳しい条件下」とは、予想さ

れる最も小さい有効吸込水頭をいい、非常用炉心冷却設備に係るろ

過装置の性能については「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去

設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成２０・０

２・１２原院第5号（平成２０年２月２７日原子力安全・保安院制

定））によること。 

４ 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中に試験ができるように

施設しなければならない」機器とは、動的機器（ポンプ及び事故時

に動作する弁等）をいう。 
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 （循環設備等） 

第三十二条 発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速炉に係る発電

用原子炉施設を除く。）には、次に掲げる設備を施設しなければな

らない。 

 一 原子炉圧力容器内において発生した熱を除去するために、熱を

輸送することができる容量の一次冷却材を循環させる設備 

 二 負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に伴う原子炉圧力容

器内の圧力の変動を自動的に調整する設備 

 三 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次

冷却材の減少分を自動的に補給する設備 

 

 

 

 四 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉

施設の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備 

 五 発電用原子炉停止時（全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始

されるまでの間を含む。）に原子炉圧力容器内において発生した

残留熱を除去することができる設備 

 六 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送す

ることができる設備 

 

第３２条（循環設備等） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第３号に規定する「一次冷却材の小規模漏えい時」とは、

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁、ポンプ等のシール部お

よび原子炉冷却材圧力バウンダリの小き裂等からの原子炉冷却材

の漏えいをいう。なお、「一次冷却材の減少」には、安全弁の正常

な作動による原子炉冷却材の体積の減少も含まれる。 

 

 

 

 

 

 

２ 第１項第６号の設備には第５号の設備により除去された熱を最

終的な熱の逃がし場へ輸送することが要求されているが、重大事故

に対処するために必要な電源設備からの電気の供給が開始される
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２ ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げ

る設備を施設しなければならない。 

 一 原子炉容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送

することができる容量の冷却材を循環させる設備 

 二 通常運転時に原子炉容器内の液位を調整する設備 

 三 一次冷却材中及び原子炉カバーガス中の不純物及び放射性物

質の濃度並びに二次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を

発電用原子炉の安全に支障を及ぼさない値以下に保つ設備 

 四 一次冷却材及び二次冷却材の温度を発電用原子炉の運転に支

障を及ぼさない値以上に保つ設備 

 五 発電用原子炉停止時（全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が電源設備から開始されるま

での間を含む。）に原子炉容器内において発生した残留熱を除去

することができる設備 

 六 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送す

ることができる設備 

 七 発電用原子炉施設の故障、損壊その他の異常が生じたときに想

定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発

生した熱を除去できる非常用冷却設備。ただし、第一号又は第五

号に掲げる設備がこれと同等以上の機能を有する場合にあって

までの間の全交流動力電源喪失時における機能確保は要求されな

い。 
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は、この限りでない。 

 八 二次冷却材と三次冷却材との化学反応が生じた場合に、その影

響を緩和する設備 
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 （計測装置） 

第三十三条 発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速炉に係る発電

用原子炉施設を除く。）には、次に掲げる事項を計測する装置を施

設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場合は

、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、これ

に代えることができる。 

 一 熱出力及び炉心における中性子束密度 

 二 炉周期 

 三 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあっては、その

濃度 

 四 一次冷却材に関する次の事項 

  イ 放射性物質及び不純物の濃度 

  ロ 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量 

 五 原子炉圧力容器内の水位 

  

六 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物

質の濃度及び線量当量率 

 七 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器

に接続する設備であって放射性物質を内包する設備の排ガス中

の放射性物質の濃度 

 

 

第３３条（計測装置） 

１ 第３３条における計測する手段としてはサンプリングによる測

定、演算（炉周期）が含まれる。 

第１項第９号の計測の場合、「間接的に測定する装置を施設する

ことをもって、これに代えることができる。」とは、排水路の出口

又はこれに近接する箇所における放射性物質の濃度を直接測定す

ることが技術的に困難な場合、排水路の上流における濃度を測定す

ることをいう。 
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 八 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射

性物質の濃度 

 九 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質

の濃度 

 十 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（管理区域の

うち、その場所における外部放射線に係る線量のみが研開炉規則

第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場所

を除いた場所をいう。以下同じ。）内に開口部がある排水路の出

口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 十一 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管

 

 

 

 

 

２ 第１項第１０号に規定する「放射性物質により汚染するおそれが

ある管理区域」とは、管理区域を規定する以下の３要素のうち外部

放射線に係る線量のみが「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業

に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に規定さ

れる基準を超える管理区域以外の管理区域をいい、３要素のうち

Ａ、Ｂ及びＣの組み合わせ、ＡとＢ若しくはＡとＣの組み合わせ、

ＢとＣの組み合わせ又はＢ若しくはＣのみで規定される管理区域

のことをいう。この場合において、管理区域の３要素は以下による。 

Ａ．その場所における外部放射線に係る線量が別に告示する実効線

量を超えるおそれがあるもの。 

Ｂ．空気中の放射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれている

ものを除く。）の濃度が別に告示する濃度を超えるおそれがある

もの。 

Ｃ．放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が

別に告示する密度を超えるおそれがあるもの。 
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理を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所を

いう。）の線量当量率 

 十二 周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射

性物質の濃度 

 

 

 

 

 十三 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温

及び水位 

 十四 敷地内における風向及び風速 

２ ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げ

る事項を計測する装置を施設しなければならない。ただし、直接計

測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定する装置を施

設することをもって代えることができる。 

 一 熱出力及び炉心における中性子束密度 

 二 炉周期 

 三 制御棒の位置 

 四 一次冷却材に関する次の事項 

  イ 放射性物質及び不純物の濃度 

  ロ 原子炉容器の入口及び出口における温度及び流量 

 

 

 

３ 第１項第１２号に規定する装置のうち、恒設のモニタリング設備

については、非常用電源設備に接続するか、無停電電源装置などに

より電源復旧までの期間の電気の供給を担保できる設計であるこ

と。また、必要な情報を原子炉制御室又は適切な場所に表示できる

設計であること。さらに、そのデータ伝送系は多様性を有する設計

であること。 
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  ハ 原子炉容器内及び主要な機器内における液位 

 五 二次冷却材に関する次の事項 

  イ 放射性物質及び不純物の濃度 

  ロ 一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口における温度及

び流量 

  ハ 主要な機器内における液位 

 六 原子炉カバーガスに関する次の事項 

  イ 放射性物質の濃度 

  ロ 圧力 

 七 原子炉格納容器内の圧力、温度、放射性物質の濃度及び線量当

量率並びに窒素雰囲気の酸素濃度 

 八 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器

に接続する設備であって放射性廃棄物を内包する設備の排ガス

中の放射性物質の濃度 

 九 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射

性物質の濃度 

 十 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質

の濃度 

 十一 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域（管理区域

のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが研開炉規

則第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場

所を除いた場所をいう。以下同じ。）内に開口部がある排水路の
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出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃

度 

 十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管

理を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所を

いう。）の線量当量率 

 十三 周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射

性物質濃度 

 十四 使用済燃料貯蔵槽の液体の温度及び液位 

 十五 敷地内における風向及び風速 

３ 第一項第六号及び第二項第七号に掲げる装置であって線量当量

率を計測する装置にあっては、多重性及び独立性を確保しなければ

ならない。 

４ 第一項第十一号から第十三号まで及び第二項第十二号から第十

四号までに掲げる事項を計測する装置（第一項第十一号及び第二項

第十二号に掲げる事項を計測する装置にあっては、燃料取扱設備及

び燃料貯蔵設備に属するものに限る。）にあっては、外部電源が喪

失した場合においてもこれらの事項を計測することができるもの

でなければならない。 

５ 第一項第一号及び第三号から第十四号まで並びに第二項第一号

及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測する装置にあっ

ては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存することができ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第５項に規定する「計測する装置にあっては、計測結果を表示し、

記録し、及びこれを保存する」には、計測、計測結果の表示、記録

及び保存を、複数の装置の組み合わせにより実現してもよい。 
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るものでなければならない。ただし、設計基準事故時の放射性物質

の濃度及び線量当量率を計測する主要な装置以外の装置であって、

断続的に試料の分析を行う装置については、運転員その他の従事者

が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を確認すること

をもって、これに代えることができる。 

 

 

５ 第５項に規定する「設計基準事故時の放射性物質の濃度及び線量

当量率を計測する主要な装置」とは、「発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測に関する審査指針（平成２年８月３０日

原子力安全委員会一部改訂）」に定める放射線計測系の分類１及び

２の計測装置をいう。 
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 （安全保護装置） 

第三十四条 発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるとこ

ろにより施設しなければならない。 

 一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生によ

り発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止

系統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損

傷限界を超えないようにできるものであること。 

 二 系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障

が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合

において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること

。 

 三 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞ

れのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立

性を確保すること。 

 四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合に

おいても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又

は当該状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支

障がない状態を維持できること。 

 五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき

動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被

害を防止するために必要な措置が講じられているものであるこ

と。 

第３４条（安全保護装置） 

 

 

１ 第１号の安全保護装置の機能の確認については、設置許可申請書

の添付書類八の設備仕様及び設置許可申請書において評価した運

転時の異常な過渡変化の評価の条件に非保守的な変更がないこと

を確認すること。 

 

 

 

 

２ 第３号に規定する「独立性を確保すること」とは、チャンネル間

の距離、バリア、電気的隔離装置等により、相互を分離することを

いう。 

 

 

 

 

３ 第５号に規定する「必要な措置が講じられているものであるこ

と」とは、外部ネットワークと物理的な分離又は機能的な分離を行

うこと、有線又は無線による外部ネットワークからの遠隔操作及び

ウイルス等の侵入を防止すること、物理的及び電気的アクセスの制
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 六 計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安

全保護機能を失わないよう、計測制御系から機能的に分離された

ものであること。 

 七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試

験ができるものであること。 

 八 運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。 

 

 

限を設けることにより、システムの据付、更新、試験、保守等で、

承認されていない者の操作及びウイルス等の侵入を防止すること

等の措置を講じることをいう。なお、ソフトウェアの内部管理を強

化するために、ウイルス等によるシステムの異常動作を検出させる

場合には以下の機能を有すること。 

 （１）ウイルス等によるシステムの異常動作を検出する機能を設け

る場合には、ウイルス等を検知した場合に運転員等へ告知する

こと。 

（２）ウイルス等によるシステムの異常動作を検出する機能は、安

全保護装置の機能に悪影響を及ぼさないこと。 

 

 

 

 

 

 

４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日本電気協会「安全保

護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC 4620-2008）

（以下「JEAC4620」という。）５．留意事項を除く本文、解説－４

から６まで、解説－８及び解説－１１から１８まで並びに「ディジ

タル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針」（JEAG 

4609-2008）本文及び解説－９に以下の要件を付したものによるこ
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と。ただし、「ディジタル」は「デジタル」と読み替えること。 

（１）JEAC4620 の４．１の適用に当たっては、運転時の異常な過渡

変化が生じる場合又は地震の発生等により原子炉の運転に支障

が生じる場合において、原子炉停止系統及び工学的安全施設と

併せて機能することにより、燃料許容損傷限界を超えないよう

安全保護系の設定値を決定すること。 

（２）JEAC4620 の４．１８．３において検証及び妥当性確認の実施

に際して作成された文書は、４．１８．２の構成管理計画の中

に文書の保存を定め、適切に管理すること。 

（３）JEAC4620 の４．８における「想定される電源擾乱、電磁波等

の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮した設計とするこ

と」を「想定される電源擾乱、サージ電圧、電磁波等の外部か

らの外乱・ノイズの環境条件を考慮して設計し、その設計によ

る対策の妥当性が十分であることを確証すること」と読み替え

ること。 

（４）JEAC4620 の４．５及び解説－６の適用に当たっては、デジ

タル安全保護系は、試験時を除き、計測制御系からの情報を受

けないこと。試験時に、計測制御系からの情報を受ける場合に

は、計測制御系の故障により、デジタル安全保護系が影響を受

けないよう措置を講じること。デジタル安全保護系及び計測制

御系の伝送ラインを共用する場合、通信をつかさどる制御装置

は発信側システムの装置とすること。 
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（５）JEAC4620 の４．１６の「外部からの影響を防止し得る設計」

を「外部影響の防止された設備」と読み替えること。 

（６）JEAC4620 の４．における安全保護機能に相応した高い信頼性

を有するとは、デジタル安全保護系のトリップ失敗確率及び誤

トリップする頻度を評価し、従来型のものと比較して同等以下

とすること。また、デジタル安全保護系の信頼性評価において、

ハードウェア構成要素に異常の検出、検出信号の伝送、入出力

信号の処理、演算処理、トリップ信号の伝送、トリップの作動

等、評価に必要な構成要素を含むこと。 

（７）安全保護系に用いられるデジタル計算機の健全性を実証でき

ない場合、安全保護機能の遂行を担保するための原理の異なる

手段を別途用意すること。 

（「日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する

規程（JEAC 4620-2008）」及び「ディジタル安全保護系の検証及

び妥当性確認に関する指針（JEAG 4609-2008）」に関する技術評

価書」（平成２３年１月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機

構取りまとめ）） 
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 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

第三十五条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統を施設しなけれ

ばならない。 

２ 反応度制御系統は、二つ以上の独立した制御棒、液体制御材その

他の反応度を制御する系統（ナトリウム冷却型高速炉に係るものに

あっては、制御棒による二つ以上の独立した系統とする。）を有す

るものであり、かつ、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要

素の許容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有するもの

でなければならない。 

３ 原子炉停止系統は、次の能力を有するものでなければならない。 

 一 通常運転時の高温状態において、二つ以上の独立した系統がそ

れぞれ発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できる

ものであり、かつ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態におい

ても原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損

傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未

臨界を維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備

その他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合

に作動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反

応度価値を加えることができる。 

 二 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態

において、少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、

及び未臨界を維持できること。 

第３５条（反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３項第１号に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行し、及び

未臨界を維持できる」とは、キセノン崩壊（ナトリウム冷却型高速

炉を除く。以下同じ。）により反応度が添加されるまでの期間、未

臨界を維持できること。キセノン崩壊により反応度が添加された以

降の長期的な未臨界の維持は、他の原子炉停止系統（ほう酸注入

系）、原子炉の停止能力を備えた原子炉停止系統以外の系統（非常

用炉心冷却設備）の作動を含むことができる。 

 

 

２ 第３項第２号に規定する「通常運転時及び運転時の異常な過渡変

化時における低温状態において、発電用原子炉を未臨界に移行し、

及び未臨界を維持できる」とは、高温臨界未満の状態からキセノン
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 三 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、少なくとも

一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行することができ、かつ、少

なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に維持できること。この

場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施設の

安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴っ

て注入される液体制御材による反応度価値を加えることができ

る。 

 四 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御

棒一本が固着した場合においても第一号から第三号までの規定

に適合すること。 

４ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度

投入事象（発電用原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）

に対して原子炉冷却材圧力バウンダリ（ナトリウム冷却型高速炉に

係るものにあっては、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガ

ス等のバウンダリとする。）を破損せず、かつ、炉心の冷却機能を

損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物

（ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、原子炉容器内部

構造物とする。）の損壊を起こさないものでなければならない。 

５ 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転

時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件におい

崩壊及び一次冷却材温度変化による反応度添加を補償しつつ原子

炉を低温状態で未臨界に移行して維持できること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３項第４号に規定する「制御棒一本が固着した場合」とは、制

御棒１本が、完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないことをい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第５項に規定する「必要な物理的及び化学的性質」とは、物理的

性質については耐放射線性、寸法安定性、耐熱性、核性質をいい、
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て、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

化学的性質については耐食性、化学的安定性をいう。 
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 （制御材駆動装置） 

第三十六条 制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設

しなければならない。 

 一 発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるも

のであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二 発電用原子炉の通常運転時において制御棒の異常な引き抜き

が発生した場合においても、燃料要素の許容損傷限界を超える速

度で駆動できないものであること。 

 

 

 

 

 

 

第３６条（制御材駆動装置） 

 

 

１ 第１号に規定する「発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材

を駆動できる」とは、発電用原子炉の緊急停止時に制御棒の挿入に

よる時間（この間に炉心に加えられる負の反応度）が、当該原子炉

の燃料及び原子炉冷却材圧力バウンダリ（ナトリウム冷却型高速炉

に係るものにあっては、原子炉冷却材バウンダリとする。）の損傷

を防ぐために適切な値となるような速度で炉心内に挿入されるこ

と。ここで、緊急停止時の制御棒の挿入時間は、設置許可申請書添

付書類八の仕様及び設置許可申請書における運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故の評価で設定した時間を満たしていること。 

 

２ 第２号に規定する「制御棒の異常な引き抜きが発生した場合にお

いても、燃料要素の許容損傷限界を超える速度で駆動できないも

の」とは、「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」及び

「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」により、制御棒が異常に

引き抜かれた場合でも、燃料要素の許容損傷限界を超えないよう引

抜速度が制限されていること。この場合において、設置許可申請書

において評価した「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜

き」及び「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」の評価の条件と

して設定した制御棒引抜速度に非保守的な変更がないことを確認
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 三 制御棒の駆動動力源が喪失した場合に、発電用原子炉の反応度

を増加させる方向に制御棒を動作させないものであること。 

 四 制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の挿入その他の衝撃

により制御棒、燃料体、反射材（ナトリウム冷却型高速炉に係る

ものに限る。）その他の炉心を構成するものを損壊しないもので

あること。 

すること。 
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 （原子炉制御室等） 

第三十七条 発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければ

ならない。 

２ 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備を操作する装置、非常用炉心冷却設備（ナトリウム冷却型高速炉

に係るものは除く。）その他の非常時に発電用原子炉の安全を確保

するための設備を操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に

係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置

の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉を安全に運転す

るための主要な装置（第四十六条第一項に規定する装置を含む。）

を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することがで

きるよう施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条（原子炉制御室等） 

 

 

１ 第２項に規定する「発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な

機械又は器具の動作状態」とは次の状態をいう。 

(1) 発電用原子炉の制御棒の動作状態 

(2) 発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要なポンプの起動・

停止状態 

(3) 発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な弁の開閉状態 

 

２ 第２項に規定する「その他の発電用原子炉を安全に運転するため

の主要な装置」とは、警報装置、機械器具を操作する装置及び機械

器具の動作状況を表示する装置をいう。 

 

３ 第２項に規定する「主要計測装置の計測結果を表示する装置」と

は、発電用原子炉の炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ（ナトリウ

ム冷却型高速炉に係るものにあっては、原子炉冷却材バウンダリと

する。）及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関する系統

の健全性を確認するために必要なパラメータを計測する装置であ

って、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、中性子

束、制御棒位置、一次冷却系統の圧力、温度、流量、水位（ナトリ

ウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液位とする。）等の重要
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なパラメータを計測し、かつ監視できる設備（原子炉制御室以外に

放射線や放射性物質の放出の状況を適切に測定及び監視し、必要な

情報を表示できる設備を設けない場合はこれを含む。）をいう。 

 

４ 第２項に規定する「第４７条第１項に規定する装置」を「集中し」

施設するに当たり、当該設備の専用制御場所に集中して警報表示す

る場合は、原子炉制御室に一括して警報表示してもよい。また、複

数の発電用原子炉で廃棄物処理設備等を共用する場合にあっては、

当該設備の属するいずれかの発電用原子炉の原子炉制御室に一括

して警報表示してもよい。 

 

５ 第３４条に規定する安全保護装置及びそれにより駆動又は制御

される機器については、バイパス状態、使用不能状態について表示

すること等により運転員が的確に認知できること。 

 

６ 第２項に規定する安全設備を運転中に試験するため、電動弁用電

動機に熱的過負荷保護装置（以下「保護装置」という。）を使用す

る場合には、保護装置の使用状態又は不使用状態を運転員が的確に

識別できるように、表示装置が設けられていること。ただし、保護

装置が常時使用され、事故時にのみ自動的にバイパスされるように

設計されている場合、又は保護装置が事故時において不要な作動を

しないように設定されている場合は、同表示装置の設置は不要であ
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３ 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するた

めの装置を施設しなければならない。 

 

 

４ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制

御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原

子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装

置を施設しなければならない。 

 

 

 

５ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用

原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支

障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措

る。 

 

７ 第２項に規定する「誤操作することなく適切に運転操作すること

ができる」とは｢原子炉制御室における誤操作防止のための設備面

への要求事項(実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基

準の解釈（別記－７）)｣を参照すること。 

 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の外部の状況を把握するた

めの装置」とは、発電用原子炉施設に迫る津波等の自然現象をカメ

ラの映像等により昼夜にわたり監視できる装置をいう。 

 

９ 第４項に規定する「原子炉制御室以外の場所」とは、原子炉制御

室を構成する区画壁の外であって、原子炉制御室退避の原因となっ

た居住性の悪化の影響が及ぶおそれがない程度に隔離された場所

をいい、「安全な状態に維持することができる装置」とは、原子炉

制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止でき、引き続き低温

停止できる機能を有した装置であること。 

 

１０ 第５項に規定する｢これに連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が原子炉制御室に出入りするための区域｣とは、一次冷却系

統に係る施設の故障、損壊等が生じた場合に原子炉制御室に直交替

等のため入退域する通路及び区域をいう。 
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置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場

所の区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じなければならな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１ 第５項においては、原子炉制御室等には事故・異常時において

も従事者が原子炉制御室に立ち入り、一定期間滞在できるように放

射線に係る遮蔽壁、放射線量率の計測装置の設置等の「適切な放射

線防護措置」が施されていること。この「放射線防護措置」として

は必ずしも設備面の対策のみではなく防護具の配備、着用等運用面

の対策も含まれる。「一定期間」とは、運転員が必要な交替も含め、

一次冷却材喪失等の設計基準事故時に過度の被ばくなしにとどま

り、必要な操作を行う期間をいう。 

１２ 第５項に規定する「遮蔽その他の適切な放射線防護措置」とは、

一次冷却材喪失等の設計基準事故時に、原子炉制御室内にとどまり

必要な操作、措置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設

し、運転員が原子炉制御室に入り、とどまる間の被ばくを「核原料

物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく

線量限度等を定める告示」第７条第１項における緊急時作業に係る

線量限度１００ｍＳｖ以下にできるものであることをいう。 

この場合における運転員の被ばく評価は、判断基準の線量限度内

であることを確認すること。被ばく評価手法は、「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成２

１・０７・２７原院第１号（平成２１年８月１２日原子力安全・保

安院制定））（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）に基づくこ

と。 

チャコールフィルターを通らない空気の原子炉制御室への流入
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一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 

工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当

該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室におい

て自動的に警報するための装置の設置 

 

二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽その他の

適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外

の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他

の適切な防護措置 

 

 

量については、被ばく評価手法（内規）に基づき、原子炉制御室換

気設備の新設の際、原子炉制御室換気設備再循環モード時における

再循環対象範囲境界部での空気の流入に影響を与える改造の際、及

び、定期的に測定を行い、運転員の被ばく評価に用いている想定し

た空気量を下回っていることを確認すること。 

１３ 第５項に規定する「当該措置をとるための操作を行うことがで

きる」には、有毒ガスの発生時において、原子炉制御室の運転員の

吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下と

することを含む。「防護措置」には、必ずしも設備面の対策のみで

はなく防護具の配備、着用等運用面の対策を含む。 

１４ 第５項第１号に規定する「工場等内における有毒ガスの発生を

検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場

合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置」に

ついては「有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要

求事項（別記－１）」によること。 

１５ 第５項第２号に規定する「換気設備の隔離」とは、原子炉制御

室外の火災により発生した燃焼ガスを原子炉制御室換気設備によ

って取り入れないように外気との連絡口を遮断することをいい、

「換気設備」とは、隔離時の酸欠防止を考慮して外気取入れ等の再

開が可能であるものをいう。 
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６ 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。 １６ 第６項に規定する「酸素濃度計」は、設計基準事故時において、

外気から原子炉制御室への空気の取り込みを、一時的に停止した場

合に、事故対策のための活動に支障のない酸素濃度の範囲にあるこ

とが正確に把握できるものであること。また、所定の精度を保証す

るものであれば、常設設備、可搬式を問わない。 
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 （廃棄物処理設備等） 

第三十八条 工場等には、次に定めるところにより放射性廃棄物を処

理する設備（排気筒を含み、次条及び第四十二条に規定するものを

除く。）を施設しなければならない。 

 一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における

水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める

濃度限度以下になるように発電用原子炉施設において発生する

放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。 

 二 放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備と区別して施設す

ること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の

放射性廃棄物を処理する設備に導く場合において、流体状の放射

性廃棄物が放射性廃棄物以外の廃棄物を取り扱う設備に逆流す

るおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、かつ、放射性廃棄物

第３８条（廃棄物処理設備等） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃棄物」とは、液体状

の放射性廃棄物及び液体にスラッジ等の固体が混入している状態

のものをいう（以下、本解釈において同じ。）。 

 

２ 第１項第２号に規定する「流体状の放射性廃棄物を処理する設

備」とは、流体状の放射性廃棄物に係る廃棄設備のうち、流体状の

放射性廃棄物を処理する樹脂塔、熱交換器、濃縮器、ポンプ、タン

ク（処理の過程で一時的に貯蔵するもの）、弁等の機器をいい、貯

蔵する設備（長期間貯蔵するタンク等）以外の設備をいう。なお、

廃棄物処理設備に該当するタンク類としては、機器ドレンタンク、

床ドレンタンクが含まれる。（第３９条第３項及び第４０条第３項

も同じ。） 

 

３ 第１項第３号に規定する「その他の負荷」とは、不純物の影響を
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に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しな

いものであること。 

 四 気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、第四十二条第三号の

規定に準ずるほか、排気筒の出口以外の箇所において気体状の放

射性廃棄物を排出しないこと。 

 五 流体状の放射性廃棄物及び原子炉冷却材圧力バウンダリ（ナト

リウム冷却型高速炉に係るものにあっては原子炉冷却材バウン

ダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリとする。）内に施設さ

れたものから発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物を工場

等内において運搬するための容器は、取扱中における衝撃その他

の負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。ただし、

管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りで

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう。（本規則第３９条第１項第３号も同じ。） 

 

 

 

 

４ 第１項第５号で対象とする｢流体状の放射性廃棄物｣は、内包する

流体の放射性物質の濃度が37mBq/cm³（流体が液体の場合にあって

は、37kBq/cm³）以上のものをいう。 

 

５ 第１項第５号に規定する「原子炉冷却材圧力バウンダリ（ナトリ

ウム冷却型高速炉に係るものあっては原子炉冷却材バウンダリ及

び原子炉カバーガス等のバウンダリとする。）内に施設されたもの

から発生する高放射性の固体状の放射性廃棄物」とは、炉内構造物

取替工事により発生する高線量（除染等により線量低減ができるも

のは除く）の主要な固体状放射性廃棄物をいう。 

なお、「高線量の主要な固体放射性廃棄物」とは、構内輸送する

固体放射性廃棄物の放射能量が科技庁告示第５号第３条第１号に

規定するＡ１値又はＡ２値（２種類以上の放射性物質がある場合に

あっては、それらの放射性物質の放射能の量のそれぞれその放射性

物質についてのＡ１値又はＡ２値に対する割合の和が１）を超える

ものをいう。 
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 六 前号の容器は、内部に放射性廃棄物を入れた場合に、放射線障

害を防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メ

ートルの距離における線量当量率が原子力規制委員会の定める

線量当量率を超えないよう、遮蔽できるものであること。ただし、

管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りで

ない。 

２ 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される放射性廃棄

物処理施設（流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがあ

る部分に限る。以下この項において同じ。）は、次に定めるところ

により施設しなければならない。 

 

 

６ 第１項第５号に規定する「取扱中における衝撃その他の負荷に耐

え、かつ、容易に破損しないものであること」とは、「研究開発段

階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第８３条第１項第３号

ロ」に規定されている「容易かつ安全に取扱うことができ、かつ、

運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破

損等が生じるおそれがないもの」であること。 

また、流体状の放射性廃棄物を運搬する容器は、本規則第１７条

の規定を満足すること。主要な固体状放射性廃棄物を運搬する容器

については、同規則第３９条第１項第２号及び第３号の規定を満足

すること。 

 

 

 

 

 

 

７ 第２項に規定する「流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置

される放射性廃棄物処理施設」とは、流体状の放射性廃棄物を処理

する設備が設置される建屋全部をいう（本規則第３９条において同

じ）。また、「漏えいが拡大するおそれがある部分に限る」とは、流

体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される施設内であって

も、流体状の放射性物質が流入するおそれがない場所であって流体
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 一 放射性廃棄物処理施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性

廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

 

 

 

 

 

 二 放射性廃棄物処理施設内部の床面は、床面の傾斜又は床面に設

けられた溝の傾斜により流体状の放射性廃棄物が排液受け口に

導かれる構造であり、かつ、流体状の放射性廃棄物（気体状のも

のを除く。以下同じ。）を処理する設備の周辺部には、流体状の

放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するための堰が施設されて

いること。 

 三 放射性廃棄物処理施設外に通じる出入口又はその周辺部には、

流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物処理施設外へ漏えいする

ことを防止するための堰が施設されていること。ただし、放射性

廃棄物処理施設内部の床面が隣接する発電用原子炉施設の床面

状の放射性廃棄物を処理する設備が設置されていない場所（例えば

廃棄設備の制御室、換気空調室、電気室等）及び二重管構造等によ

り流体状の放射性廃棄物が漏えいし難い構造となっている場所を

適用除外にすることができる。 

 

８ 第２項第１号に規定する「漏えいし難い構造」とは、適切な高さ

までの壁面、床面全部及び両者の接合部には耐水性を有する塗料が

塗布されていること、並びに漏えい防止措置の必要な床面及び壁面

の貫通部にはラバーブーツ又はモルタル等の充填が施されている

こと等、堰の機能を失わせないよう適切な耐漏えい措置が施された

構造とすること（本規則第４０条において同じ。） 

 

９ 第２項第２号に規定する「漏えいの拡大を防止するための堰」と

は、ポンプのシールがリークした時、機器のメンテナンス時又は除

染時等に飛散する液体状の放射性廃棄物が広範囲に拡大すること

を防止するために設けるものをいい、排水溝、床面段差等堰と同様

の効果を有するものを含む。 

 

１０ 第２項第３号に規定する「施設外へ漏えいすることを防止する

ための堰」とは、処理する設備に係わる配管について、長さが当該

設備に接続される配管の内径の１／２、幅がその配管の肉厚の１／

２の大きさの開口を当該設備と当該配管との接合部近傍に仮定し
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又は地表面より低い場合であって、放射性廃棄物処理施設外へ漏

えいするおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 四 工場等外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって放

射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がな

いもの並びに排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に

処理する設備を施設するものを除く。）上に放射性廃棄物処理施

設内部の床面がないよう、施設すること。 

 

 

３ 第一項第五号の流体状の放射性廃棄物を運搬するための容器は、

第二項第三号に準じて流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防

止するように施設しなければならない。ただし、管理区域内におい

てのみ使用されるもの及び漏えいするおそれがない構造のものは、

この限りでない。 

たとき、開口からの流体状の放射性廃棄物の漏えい量のうち最大の

漏えい量をもってしても、流体状の放射性廃棄物の漏えいが広範囲

に拡大することを防止するため、当該貯蔵設備の周辺近傍に設ける

こと。この場合の仮定は堰の能力を算定するためにのみに設けるも

のであり、開口は施設内の貯蔵設備に１ヶ所想定し、漏えい時間は

漏えいを適切に止めることができるまでの時間とし、床ドレンファ

ンネルの排出能力は考慮できるものとする。ただし、床ドレンファ

ンネルの排出機能を期待する場合は、その機能が確実なものでなけ

ればならない。 

 

１１ 第２項第４号に規定する「湧水に係るものであって放射性物質

により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除

く。」とは、自然発生的に地下から大量に湧き出し、この排出を止

めることが技術的に不可能な湧水に係る排水路は、放射性物質によ

り汚染するおそれがある管理区域に開口部がない場合には本号を

適用除外することができる。 

 

１２ 第３項における「漏えいの拡大を防止するように施設しなけれ

ばならない」とは、第２項第３号に準じて運搬容器の周辺に堰、受

皿（トレイ）、吸収材を設置すること。 

「漏えいするおそれのない構造」とは、胴の二重容器構造やフラ

ンジ部の二重Ｏリング構造とすることを含む。 
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 （廃棄物貯蔵設備等） 

第三十九条 放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところによ

り施設しなければならない。 

 一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があるこ

と。 

 二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

 三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射

性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく

腐食しないこと。 

２ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される発電用原子

炉施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなけ

ればならない。 

３ 前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設

置される放射性廃棄物処理施設について準用する。この場合におい

て、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とあるのは「流体状

の放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるものとする。 

第３９条（廃棄物貯蔵設備等） 

 

 

１ 第１項第１号に規定する「貯蔵する容量」とは、発生量と処理能

力、設備の稼働率を想定したものであること。 

 

 

 

 

２ 第２項に規定する「汚染が広がらないように施設」とは、ドラム

缶に詰める等汚染拡大防止措置を講じること。 

 

３ 第３項に規定する「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」とは、

貯蔵タンク等で、内包する放射性廃棄物の濃度が３７Ｂｑ／ｃｍ３

を超える設備をいう。ただし、当該設備に係る床ドレンサンプの容

量が貯蔵容量を超える設備は適用除外とすることができる。 

 また、第３項は第３８条第２項の解釈８、９、１１を準用するも

のとし、この場合「処理する」を「貯蔵する」と読み替えるものと

する。 

４ 堰の設置に関しては、漏えいの拡大を防止するための堰として、

貯蔵する設備について、長さが当該設備に接続される配管の内径の

１／２、幅がその配管の肉厚の１／２の大きさの開口を当該設備と
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当該配管との接合部近傍に仮定したとき、開口からの流体状の放射

性廃棄物の漏えい量のうち最大漏えい量をもってしても、流体状の

放射性廃棄物の漏えいが広範囲に拡大することを防止するため、当

該貯蔵設備の周辺に近傍に設けるものをいう。この場合の仮定は、

堰の能力を算定するためにのみに設けるものであり、開口は施設内

の貯蔵設備１ヶ所想定し、漏えい時間は漏えいを適切に止めること

ができるまでの時間とし、床ドレンファンネルの排出能力は考慮で

きるものとする。ただし、床ドレンファンネルの排出機能を期待す

る場合は、その機能が確実なものでなければならない。 

また、施設外へ漏えいすることを防止するための堰は、漏えい

の拡大を防止するための堰の想定に加え、開口を仮定する貯蔵設

備が設置されている区画内の床ドレンファンネルが排出機能を喪

失したとしても、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防

止できる能力をもつものとする。 
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 （放射性物質による汚染の防止） 

第四十条 発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物の内

部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分

であって、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質によ

る汚染を除去し易いものでなければならない。 

 

２ 発電用原子炉施設には、人が触れるおそれがある物の放射性物質

による汚染を除去する設備を施設しなければならない。 

３ 放射性物質により汚染されるおそれがある管理区域内に開口部

がある排水路であって、工場等外に排水を排出するものには、排水

監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備を施設

しなければならない。 

第４０条（放射性物質による汚染の防止） 

１ 第１項に規定する「放射性物質により汚染されるおそれがある部

分であって、人が触れるおそれがある部分」とは、管理区域内で人

が頻繁に出入りする場所の床面、壁面（人が触れるおそれがある高

さまで）、手摺、梯子をいう。また「表面は、放射性物質による汚

染を除去し易いもの」とは、当該表面が平滑に施工されていること。 

 

 

２ 第３項に規定する「排水監視設備」とは、排水中の放射性物質の

濃度を測定することができる設備をいい、排出する排水が間欠的で

あるものはサンプリング分析等により、また連続的であるものは連

続モニタ等により排水中の放射性物質濃度が測定可能な設備であ

ること。 

３ 第３項に規定する「安全に処理する設備」とは、排水中の放射性

物質の濃度に異常を検出した場合には、適切な処理により排水中の

放射性物質の濃度を低下させ、周辺監視区域の外側の境界における

水中の放射性物質の濃度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」第８条

に定める濃度限度を超えないようにできる設備であること。 

ここで、「適切な処理」とは、排水中の放射性物質の濃度を測定

し、放射性物質の濃度の異常を検出した場合には、当該排水の排出

をすみやかに停止することができ、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法
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等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の

方法により排出中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させるこ

と。 
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 （生体遮蔽等） 

第四十一条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉

施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場

等周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線量限度を十分

下回るように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

２ 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要

がある場所には、次に定めるところにより生体遮蔽を施設しなけれ

ばならない。 

 一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するもので

あること。 

 

 

 

 

 

 二 開口部又は配管その他の貫通部があるものにあっては、必要に

応じて放射線漏えい防止措置が講じられていること。 

第４１条（生体遮蔽等） 

１ 第１項においては、第２項で規定する従事者の放射線障害を防止

するために必要な生体遮蔽等を適切に施設すること及び発電用原

子炉施設と周辺監視区域境界までの距離とあいまって、敷地周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低減し、周辺監視区域外にお

ける線量限度（年間１ｍＳｖ）に比べ十分下回る水準とすること。

ここで、「十分下回る水準」とは、｢発電用軽水型原子炉施設の安全

審査における一般公衆の線量評価について（平成１３年３月２９日

原子力安全委員会一部改訂）｣に記載の空気カーマで年間５０μＧ

ｙ程度をいう。 

 

 

 

２ 第２項第１号に規定する「遮蔽能力を有する」とは、通常運転時

の作業員の被ばく線量が適切な作業管理と相まって、「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量

限度等を定める告示」第１条及び第５条を満足することをいい、こ

れを遮蔽計算により確認すること。なお、既に供用中の原子力発電

施設にあっては、定期的な線量率の測定、従事者の被ばく線量の確

認により上記告示を満足していることを確認すること。 

３ 第２項第２号に規定する「放射線漏えい防止措置」としては、次

の措置によること。 
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 三 自重、附加荷重及び熱応力に耐えるものであること。 

（１）開口部を設ける場合、人が容易に接近できないような場所

（通路の行き止まり部、高所等）への開口部設置 

（２）貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙への遮

蔽材の充塡等） 

（３）線源機器と貫通孔との位置関係により、貫通孔から線源機

器が直視できない措置 

 

４ 第４１条に規定する｢生体遮蔽｣及び遮蔽設計の具体的仕様に関

する規定（第２項第３号を除く。）は、日本電気協会「原子力発電

所放射線遮へい設計規程」(JEAC 4615-2008)の事故時の遮蔽設計に

係る事項を除き、本文及び解説４－５に以下の条件を付したものに

よること。 

（１）４．１．２の適用に当たっては、「実効線量が１．３ｍＳ

ｖ/３月間以下となる区域は管理区域外として設定できる。」

を除き、また、「設定にあたっては、管理区域の外側で作業

する者」を「管理区域の外側の区域における遮蔽設計基準線

量率の設定に当たっては、その区域で作業する者」と、「超

える区域」を「超えるおそれがある区域」と、「運転開始後

の放射線管理の運用に支障のないよう」を「従事者の実効線

量限度である年間５０ｍＳｖ及び５年間で１００ｍＳｖを

超えないように、」と読み替えるものとする。 
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 （換気設備） 

第四十二条 発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空

気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めると

ころにより換気設備を施設しなければならない。 

 一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するもので

あること。 

 二 放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構

造であること。 

 

 

 

 

 

 三 排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあっては、ろ過装

置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易

な構造であること。 

 

 

 

 

 

第４２条（換気設備） 

 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「漏えいし難い構造」とは、ダクトであって内

包する流体の放射線物質の濃度が３７ｍＢｑ／ｃｍ３以上のもの

（クラス４管。ナトリウム冷却型高速炉にあっては、高速原型炉第

３種菅）は、第１７条に基づく構造とするとともに第２０条の耐圧

試験により漏えいし難い構造であることが確認されていることを

いう。また、「逆流し難い構造」とは、ファン、逆流防止用ダンパ

ー等を設けることをいう。 

２ 第３号に規定する「ろ過装置」とは、気体状の放射性よう素を除

去するよう素（チャコール又は同等品）フィルター及び放射性微粒

子を除去する微粒子（高性能粒子又は同等品）フィルターを用いる

ことをいう。 

３ 第３号に規定する「ろ過装置の取替えが容易な構造であること」

とは、換気設備がろ過装置交換に必要な空間を有するとともに、必

要に応じて梯子等を設置し、ろ過装置の取替えが容易な構造である

ことをいう。 
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 四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いよう

に施設すること。 

４ 第４号に規定する「汚染された空気を吸入し難い」は、排気筒か

ら十分に離れた位置に設置することをいう。 
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 （原子炉格納施設） 

第四十三条 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊又は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射

線障害を及ぼすおそれがないよう、次に定めるところにより原子炉

格納施設を施設しなければならない。 

 一 原子炉格納容器にあっては、次に定めるところによること。 

  イ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際

に想定される最大の圧力及び最高の温度に耐えること。 

  ロ 原子炉格納容器に開口部を設ける場合には気密性を確保す

ること。 

  ハ 原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は、想定される漏

えい量その他の漏えい試験に影響を与える環境条件に応じて

漏えい試験ができること。 

 

 

 

 

 二 原子炉格納容器を貫通して取り付ける管には、次により隔離弁

（閉鎖隔離弁（ロック装置が付されているものに限る。）又は自

動隔離弁（隔離機能がない逆止め弁を除く。）をいう。以下同じ。）

を設けること。 

 

第４３条（原子炉格納施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」とは、日本電気協会

「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）２．５に

定めるＢ種試験ができること。なお、総合漏えい率の判定基準に見

込む「漏えいの増加要因を考慮した余裕係数」を０．２とすること。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」

（JEAC4203-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子力安

全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

２ 第２号に規定する「閉鎖隔離弁（ロック装置が付されているもの

に限る。）」とはキーロックにて管理されている遠隔操作閉止弁及び

チェーンロックにて管理されている手動弁も含む。 

３ 第２号に規定する「自動隔離弁」とは、次のいずれかの設備をい

う。 
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  イ 原子炉格納容器に取り付ける管であって原子炉格納容器を

貫通するものには、当該貫通箇所の内側及び外側であって近接

した箇所に一個の隔離弁を施設すること。 

  ロ イの規定にかかわらず、次に掲げるところにより隔離弁を施

設することをもって、イの規定による隔離弁の設置に代えるこ

とができる。 

   （１） 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設内及び原子炉格

納容器内に開口部がなく、かつ、一次冷却系統に係る発

電用原子炉施設の損壊の際に損壊するおそれがない管又

は一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の

異常の際に構造上内部に滞留する液体により原子炉格納

容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管

にあっては、貫通箇所の内側又は外側の近接した箇所に

一個の隔離弁を施設すること。 

 

 

 

・安全保護装置からの信号により、自動的に閉鎖する動力駆動によ

る隔離弁 

・隔離機能を有する逆止弁（強制閉鎖装置が付設しているもの、又

は、逆止弁に対する逆圧が全て喪失した場合にあっても必要な隔

離機能が重力等に維持される逆止弁） 

 

 

 

 

 

 

５ 第２号ロ（１）に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施

設内及び原子炉格納容器内に開口部がなく」とは、原子炉格納容器

の内側で閉じた系を構成する管をいう。この場合において、隔離弁

は遠隔操作にて閉止可能な弁でもよい。 

６ 第２号ロ（１）に規定する「構造上内部に滞留する液体により原

子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管」

は、以下の要件を満たすこと。 

－ 原子炉冷却材喪失事故時においても原子炉格納容器内におい

て水封が維持されること 

－ 原子炉格納容器外側で閉じた系を構成すること 

－ 格納容器外へ導かれた水の漏えいによる放射性物質の放出量
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   （２） 貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設ける場合には、

一方の側の設置箇所における管であって、湿気その他の

隔離弁の機能に影響を与える環境条件によりその隔離弁

の機能が著しく低下するおそれがあると認められるもの

にあっては、貫通箇所の外側であって近接した箇所に二

個の隔離弁を施設すること。 

   （３） 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力開放板を適切

に設ける場合には、原子炉格納容器の内側又は外側に通

常時において閉止された一個の隔離弁を設けること。 

  ハ イ及びロの規定にかかわらず、次の場合には隔離弁を設ける

ことを要しない。 

   （１） 設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な系統の配

管に隔離弁を設けることにより安全性を損なうおそれが

あり、かつ、当該系統の配管により原子炉格納容器の隔

離機能が失われない場合 

 

 

 

   （２） 計測制御系統施設又は制御棒駆動装置に関連する配管

であって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容され

が、原子炉冷却材喪失事故の格納容器内気相部からの漏えいによ

る放出量に比べて十分小さいこと 

７ 第２号ロ（２）に規定する「湿気その他の隔離弁の機能に影響を

与える環境条件によりその隔離弁の機能が著しく低下するおそれ

があると認められるもの」とは、湿気や水滴等により隔離弁の駆動

機構等の機能が著しく低下するおそれがある管、配管が狭隘部を貫

通する場合であって貫通部に近接した箇所に設置できないことに

より隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある管をいう。 

 

 

 

 

 

８ 第２号ハ（１）に規定する「配管」とは、第３１条で規定する非

常用炉心冷却設備又は第４３条第３号、第４号及び第５号で規定す

る原子炉格納容器を貫通する配管、その他隔離弁を設けることによ

り安全性に支障を生じるおそれがある配管をいう。ただし、原則遠

隔操作が可能であり、隔離機能を有する弁（事故時に容易に閉鎖可

能であり、運転管理により確実に対応できることが確認されている

場合は手動操作弁も含む）を設置すること。 

９ 第２号ハ（２）に規定する「配管を通じての漏えい量が十分許容

される程度に抑制されているもの」とは、安全上重要な計測系配管
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る程度に抑制されているものの場合 

  ニ 隔離弁は、閉止後において駆動動力源が喪失した場合におい

ても隔離機能が失われないこと。 

  ホ 隔離弁は、想定される漏えい量その他の漏えい試験に影響を

与える環境条件に応じて漏えい試験ができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に

生ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の安全性を損なうお

それがある場合は、水素又は酸素の濃度を抑制する設備を施設す

ること。 

 

 

 

 四 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に

原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいすることによ

又は制御系配管であって、口径が小さい配管をいう。 

 

 

１０ 第２号ホに規定する「漏えい試験ができる」とは、日本電気協

会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」（JEAC4203-2008）２．６

に定めるＣ種試験ができること。なお、総合漏えい率の判定基準に

見込む「漏えいの増加要因を考慮した余裕係数」を０．２とするこ

と。 

（「日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」

（JEAC4203-2008）に関する技術評価書」（平成２１年２月原子力安

全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

（原子炉格納容器の可燃性ガスの濃度制御） 

１１ 第３号に規定する「安全性を損なうおそれがある場合」とは、

事故評価期間中に原子炉格納容器内の水素濃度が４％以上、かつ酸

素濃度が５％以上であることをいう。 

１２ 第３号における可燃性ガス濃度制御設備は、設置許可申請書及

び同添付書類八に規定された仕様を満たすものであること。 

 

（放射性物質の濃度低減設備） 

１３ 第４号に規定する気体状の放射性物質を低減する装置の機能

は、設置許可申請書において評価した当該事象による放射性物質の



 

98 
 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

り公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、当該放射性物

質の濃度を低減する設備（当該放射性物質を格納する設備を含

む。）を施設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 五 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速

炉に係る発電用原子炉施設を除く。）の損壊又は故障の際に生ず

る原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容

器の安全性を損なうことを防止するため、原子炉格納容器内にお

いて発生した熱を除去する設備（以下「格納容器熱除去設備」と

いう。）を次により施設すること。 

  イ 格納容器熱除去設備は、原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに冷却材中の異物の影響の想定される最も厳しい条件下に

おいても、正常に機能すること。 

 

 

 

放出量の評価の条件を確認することにより確認することができる。

また当該設備は、設置許可申請書及び同添付書類八に規定された仕

様を満たすものであること。 

１４ 第４号に規定する「公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場

合」とは、一次冷却材系統に係る施設の損壊又は故障による敷地境

界外の実効線量が「「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する

審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会）」「解説 Ⅱ.３.

判断基準について」に規定する線量を超える場合をいう。 

 

（原子炉格納容器熱除去装置） 

１５ 第５号に規定する「安全性を損なうこと」とは、一次冷却系統

に係る施設の損壊又は故障によるエネルギー放出によって生ずる

圧力と温度に原子炉格納容器が耐えられないか又は原子炉格納容

器漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれが生ずるほど大き

くなることをいう。 

 

１６ 第５号イに規定する「想定される最も厳しい条件下」とは、予

想される最も小さい有効吸込水頭をいい、格納容器熱除去設備に係

るろ過装置の性能については「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱

除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成２

０・０２・１２原院第 5号（平成２０年２月２７日原子力安全・保

安院制定））によること。 
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  ロ 格納容器熱除去設備は、その能力を確認するため、発電用原

子炉の運転中に試験ができること。 

１７ 第５号イに規定する「正常に機能する」とは、具体的には、格

納容器熱除去設備の仕様が設置許可申請書添付書類八に規定され

た仕様を満足するとともに、設置許可申請書における評価条件と比

較して非保守的な変更がないことを確認することをいう。 

１８ 第５号ロに規定する「発電用原子炉の運転中に試験ができる」

機器とは、動的機器（ポンプ及び事故時に動作する弁等）をいう。 
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 （保安電源設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、電線路及び当該発電用原子炉施

設において常時使用される発電機からの電力の供給が停止した場

合において発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装

置の機能を維持するため、内燃機関を原動力とする発電設備又はこ

れと同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければな

らない。 

 

２ 設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必要な設備には、

無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設し

なければならない。 

 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

には、第一項の電線路、当該発電用原子炉施設において常時使用さ

れる発電機及び非常用電源設備から発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な装置への電力の供給が停止することがない

よう、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 高エネルギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止

するために必要な措置 

 

 

 

第４４条（保安電源設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を確保するために

必要な装置」とは、以下の装置をいう。 

・第２条第２項第９号ホに規定される装置 

・燃料プール補給水系 

・第３３条第１項第６号に規定する事故時監視計器 

・原子炉制御室外からの原子炉停止装置 

・非常用電源設備の機能を達成するための燃料系 

２ 第２項に規定する「特に必要な設備」とは、非常用炉心冷却系の

計測制御用電源設備等をいう。 

「同等以上の機能を有する装置」とは、直流電源装置をいい、第

１６条に規定する蓄電池を兼ねて設置してもよい。 

３ 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電機又は非常用

電源設備から電気が供給されている状態をいう。 
 
 
 
４ 第３項第１号に規定する「高エネルギーのアーク放電による電気

盤の損壊の拡大を防止するために必要な措置」とは、重要安全施設

（研開炉設置許可基準規則第２条第２項第９号に規定する重要安

全施設をいう。以下同じ。）への電力供給に係る電気盤及び当該電

気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（安全施設（重要安全施設
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二 前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障その他の異常を検

知し、及びその拡大を防止するために必要な措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 設計基準対象施設に接続する第一項の電線路のうち少なくとも

二回線は、それぞれ互いに独立したものであって、当該設計基準対

象施設において受電可能なものであって、使用電圧が六万ボルトを

超える特別高圧のものであり、かつ、それにより当該設計基準対象

施設を電力系統に連系するように施設しなければならない。 

 

 

 

を除く。）への電力供給に係るものに限る。）について、遮断器の遮

断時間の適切な設定等により、高エネルギーのアーク放電によるこ

れらの電気盤の損壊の拡大を防止することができることをいう。 

５ 第３項第２号に規定する「異常を検知し、及びその拡大を防止す

るために必要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低電圧又は過電流

などを検知し、遮断器等により故障箇所を隔離し、保安を確保する

ために必要な装置への影響を限定できる設計及び外部電源に直接

接続している変圧器の一次側において３相のうちの１相の電路の

開放が生じた場合に、安全施設への電力の供給が不安定になったこ

とを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異

常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行うこ

とによって、安全施設への電力の供給が停止することがないよう

に、電力供給の安定性を回復できる設計とすることをいう。 
 

６ 第４項に規定する「少なくとも二回線」とは、送受電可能な回線

又は受電専用の回線の組み合わせにより、電力系統と非常用所内配

電設備とを接続する外部電源受電回路を 2 つ以上設けることによ

り達成されることをいう。 

７ 第４項に規定する「互いに独立したもの」とは、２回線以上の電

線路の上流側が一つの変電所又は開閉所のみに連系し、当該変電所

又は開閉所が停止することによって、発電用原子炉施設に連系する

全ての電線路が停止する事態にならないことをいう。 
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５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、当該設計基準対象施設

において他の回線と物理的に分離して受電できるように施設しな

ければならない。 

 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の敷地内の二以上の

発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線

が喪失した場合においても電力系統からそれらの発電用原子炉施

設への電力の供給が同時に停止しないように施設しなければなら

ない。 

 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保

し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一

故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設

計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処す

るための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するも

のでなければならない。 

 

８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源

設備から受電する場合には、当該非常用電源設備から供給される電

力に過度に依存しないように施設しなければならない。 

 

８ 第５項に規定する「物理的に分離」とは、同一の送電鉄塔等に架

線されていないことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第７項に規定する「附属設備」には、非常用電源設備の機能を達

成するための燃料系を含む。 

１０ 第７項に規定する「工学的安全施設等及び設計基準事故に対処

するための設備がその機能を確保するために十分な容量」とは、工

学的安全施設等の設備が必要とする電源が所定の時間内に所定の

電圧に到達し、継続的に供給できる容量をいう。工学的安全施設等

の設備に継続的に供給できる容量に達する時間は、発電用原子炉設

置許可申請書において評価した原子炉冷却材喪失事故における工

学的安全施設等の設備の作動開始時間を満たすものであるととも

に、７日間の外部電源喪失を仮定しても、電力を供給できる容量以

上の燃料を敷地内に貯蔵すること。また当該設備は、発電用原子炉
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設置許可申請書に規定された仕様を満たすものであること。 
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 （緊急時対策所） 

第四十五条 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損

壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対

策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、

有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報する

ための装置の設置その他の適切な防護措置を講じなければならな

い。 

第４５条（緊急時対策所） 

１ 第４５条に規定する「緊急時対策所」の機能としては、一次冷却

材喪失事故等が発生した場合において、関係要員が必要な期間にわ

たり滞在でき、原子炉制御室内の運転員を介さずに事故状態等を正

確にかつ速やかに把握できること。また、発電所内の関係要員に指

示できる通信連絡設備、並びに発電所外関連箇所と専用であって多

様性を備えた通信回線にて連絡できる通信連絡設備及びデータを

伝送できる設備を施設しなければならない。さらに、酸素濃度計を

施設しなければならない。酸素濃度計は、設計基準事故時において、

外気から緊急時対策所への空気の取り込みを、一時的に停止した場

合に、事故対策のための活動に支障がない酸素濃度の範囲にあるこ

とが正確に把握できるものであること。また、所定の精度を保証す

るものであれば、常設設備、可搬式を問わない。 

２ 第２項に規定する「有毒ガスが発生した場合」とは、緊急時対策

所の指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための

判断基準値を超えるおそれがあることをいう。「工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報する

ための装置の設置」については「有毒ガスの発生を検出し警報す

るための装置に関する要求事項（別記－１）」によること。 
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 （警報装置等） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、その機械又は器具の機能の喪

失、誤操作その他の異常により発電用原子炉の運転に著しい支障を

及ぼすおそれが発生した場合、第三十三条第一項第八号又は第二項

第九号の放射性物質の濃度若しくは同条第一項第十一号及び第十

二号若しくは第二項第十二号及び第十三号の線量当量率が著しく

上昇した場合又は流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設

備から流体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが発生し

た場合においてこれらを確実に検出して自動的に警報する装置を

施設しなければならない。 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の水温（ナトリウム冷

却型高速炉に係るものにあっては、液体の温度とする。以下この項

において同じ。）の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵槽の水位（ナト

リウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液位とする。以下この

項において同じ。）の著しい低下を確実に検知し、自動的に警報す

る装置を施設しなければならない。ただし、発電用原子炉施設が、

使用済燃料貯蔵槽の水温の著しい上昇又は使用済燃料貯蔵槽の水

位の著しい低下に自動的に対処する機能を有している場合は、この

限りでない。 

３ 発電用原子炉施設には、発電用原子炉並びに一次冷却系統及び放

射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備に係る主要な機械又は器具

第４６条（警報装置等） 

１ 第１項に規定する「警報する装置」とは、表示ランプ点灯だけで

なく同時にブザー鳴動等を行うこと。 

 

２ 第１項に規定する「放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが

発生した場合においてこれらを確実に検出して」とは、床への漏

えい又はそのおそれ（数滴程度の微少漏えいを除く。）を早期に検

出するよう、ポンプ及び弁からのシールリーク、タンクからのリ

ーク等により、通常の運転状態から逸脱が生じた場合に、タンク

又はサンプの水位の異常変化を検出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３項における表示すべき動作状態の種類は、ポンプの運転・停

止状態、弁の開・閉状態等を、表示方法としては表示ランプの点灯
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の動作状態を表示する装置を施設しなければならない。 

 

４ 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故

障の際に発電用原子炉施設内の人に対し必要な指示ができるよう、

警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該発電用原

子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる

よう、多様性を確保した専用通信回線を施設しなければならない。 

をいう。 

 

４ 第４項に規定する「一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊

又は故障」とは、事故の発生等（一次冷却系に係る発電用原子施設

の損傷又は故障を含む。）に伴い従業員等の一時退避、事故対策の

ための集合等を要する事態をいう。 

 

５ 第４項に規定する「警報装置及び多様性を確保した通信連絡設

備」とは、原子炉制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建

屋、タービン建屋等の建屋内外各所の人に操作、作業、退避の指示

等の連絡を、ブザー鳴動等により行うことができる設備及び音声に

より行うことができる設備をいう。 

 

６ 第５項に規定する「当該発電用原子炉施設外の通信連絡」とは、

原子炉制御室等から、使用制限を受けない専用の通信回線を通じ

て、所外必要箇所への事故の発生等（一次冷却系に係る発電用原子

炉施設の損傷又は故障を含む。）に係る連絡をいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （ナトリウムの漏えいによる影響の防止） 

第四十七条 発電用原子炉施設がナトリウムの漏えいによる物理的

又は化学的影響（ナトリウム及びナトリウム化合物が関与する腐食

が構造物及び機器に及ぼす影響を含む。）を受けることにより、発

電用原子炉施設の安全に支障が生じるおそれがある場合には、その

影響を抑制するための適切な措置を講じなければならない。 

第４７条（ナトリウム漏えいによる影響の防止） 

１  「その影響を抑制するための適切な措置」とは、以下をいう。 

   ・建物内にライニング設備を施設すること。 

   ・ナトリウム漏えい検出装置を設置すること。 

   ・放射性のナトリウムを保有する系統、機器を収納する部屋は、

運転時の雰囲気を窒素雰囲気とする換気設備を施設すること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （ナトリウムの取扱い） 

第四十八条 ナトリウムを取り扱う機器のうち、ナトリウムにより腐

食するおそれのあるものには、腐食しにくい材料を使用しなければ

ならない。 

２ ナトリウムを取り扱う系統は、原則として密閉したものとし、当

該系統に属する機器のうち内部に液面を有するものは、その液面上

をカバーガスで覆う構造としなければならない。 

第４８条（ナトリウムの取扱い） 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （カバーガスの取扱い） 

第四十九条 カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質

を有し、かつ、通常運転時における放射線につき想定される最も厳

しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するも

のでなければならない。 

２ カバーガスを取り扱う系統には、圧力が過度に上昇することを防

止しうる設備を施設しなければならない。 

３ 放射性物質を含むカバーガスを通常運転時において系統外に排

出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならな

い。 

第４９条（カバーガスの取扱い） 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （準用）  

第五十条 第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令第二章の規定は、設計基準対象施設に施設する補

助ボイラーについて準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第

二十三条までの規定は、設計基準対象施設に施設するガスタービン

について準用する。 

 

 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十五条から

第二十九条までの規定は、設計基準対象施設に施設する内燃機関に

第５０条（準用） 

１ 第１項において準用する第１７条第１５号に規定する「主要な

耐圧部の溶接部」とは、以下に掲げるものの溶接部をいう。 

原子力発電所に係る補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料

燃焼設備に係る熱交換器又は補助ボイラーに係る管であって外径

150mm以上のもののうち、次の圧力以上の圧力が加えられるもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度100℃未満のものに

ついては、最高使用圧力1960ｋPa  

ロ イ以外の容器については、最高使用圧力98kPa 

ハ イ以外の管については、最高使用圧力980kPa（長手継手にあ

っては、490kPa） 

 

２ 第１項において準用する第１７条第１５号の規定に適合する溶

接部とは、別紙２及び別紙３による。 

 

３ ガスタービンの附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉施

設に含まれることから、第１７条、第２０条及び第２１条によりそ

れぞれ材料及び構造、安全弁等並びに耐圧試験の規定が適用され

る。 

 

４ 内燃機関の附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉施設に

含まれることから、第１７条、第２０条及び第２１条によりそれぞ
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

ついて準用する。 

 

４ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命

令（平成二十四年経済産業省令第七十号）第四条から第十六条まで、

第十九条から第二十八条まで及び第三十条から第三十五条までの

規定は、設計基準対象施設に施設する電気設備について準用する。 

れ材料及び構造、安全弁等並びに耐圧試験の規定が適用される。 

 

５ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命

令（平成２４年経済産業省令第７０号）の準用に当たっては、「発

電用火力設備の技術基準の解釈」（平成17･11･17 原院第3 号。平

成１７年１２月１４日経済産業省制定）の該当部分によること。 

 

６ 火力省令の準用に当たっては、「発電用火力設備の技術基準の

解釈」の該当部分によること。 

 

７ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命

令（平成２４年経済産業省令第７０号）の準用に当たっては、「原

子力発電工作物に係る電気設備の技術基準の解釈（原規技発

1306199 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））の該

当部分によること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

   第三章 重大事故等対処施設 

 （重大事故等対処施設の地盤） 

第五十一条   重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応

じ、それぞれ次に定める地盤に施設しなければならない。 

  一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止

設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故

対処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大

事故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作

用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持す

ることができる地盤 

  二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 研開炉設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定

する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設

を十分に支持することができる地盤 

  三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和

設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場

合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することが

できる地盤 

 四 特定重大事故等対処施設 研開炉設置許可基準規則第四条第

   第三章 重大事故等対処施設 

第５１条（重大事故等対処施設の地盤） 

１ 第５１条の適用に当たっては、第４条の解釈に準ずるものとす

る。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

二項の規定により算定する地震力が作用した場合及び基準地震

動による地震力が作用した場合においても当該特定重大事故等

対処施設を十分に支持することができる地盤 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

（地震による損傷の防止） 

第五十二条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。 

  一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地

震力に対してその重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。 

  二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。） 研開炉設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定

する地震力に十分に耐えること。 

  三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対し

てその重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないこと。 

  四 特定重大事故等対処施設 研開炉設置許可基準規則第四条第

二項の規定により算定する地震力に十分に耐え、かつ、基準地震

動による地震力に対してその重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないこと。 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。）

が研開炉設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜

面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が

第５２条（地震による損傷の防止） 

１ 第５２条の適用に当たっては、第５条の解釈に準ずるものとす

る。 

 

 

 

 

２ 第 1 項第２号に規定する「設置許可基準規則第４条第２項の規定

により算定する地震力」とは、研開炉設置許可基準規則第３９条第

１項第２号に規定する地震力とする。 

 

 

 

 

 

３ 第 1 項第４号に規定する「設置許可基準規則第４条第２項の規定

により算定する地震力」とは、設置許可基準規則第３９条第１項第

４号に規定する地震力とする。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講

じなければならない。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （津波による損傷の防止） 

第五十三条 重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護

措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

第５３条（津波による損傷の防止） 

１ 第５３条の適用に当たっては、第６条の解釈に準ずるものとす

る。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （火災による損傷の防止） 

第五十四条 重大事故等対処施設が火災によりその重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

  一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 

    イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その

他の措置を講ずること。 

    ロ 重大事故等対処施設には、不燃性材料又は難燃性材料を使用

すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

   （１） 重大事故等対処施設に使用する材料が、代替材料であ

る場合 

      （２） 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代

替材料の使用が技術上困難な場合であって、重大事故等対処

施設における火災に起因して他の重大事故等対処施設にお

いて火災が発生することを防止するための措置が講じられ

ている場合 

    ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するため

の設備を施設すること。 

    ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性があ

る設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても重大事

故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう施設すること。 

第５４条（火災による損傷の防止） 

１ 第５４条の適用に当たっては、第１１条の解釈に準ずるものとす

る。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

    ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によっ

て、重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措

置を講ずること。 

  二 火災の感知及び消火のため、火災と同時に発生すると想定され

る自然現象により、火災感知設備及び消火設備の機能が損なわれ

ることがないように施設すること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （特定重大事故等対処施設） 

第五十五条 工場等には、次に定めるところにより特定重大事故等対

処施設を施設しなければならない。 

  一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有する

こと。 

 

 

 

 

 

 

第５５条（特定重大事故等対処施設） 

 

 

１ 第１号に規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないこと」とは、以下に規定す

る設備又はこれと同等以上の効果を有する設備とする。 

 (a) 原子炉建屋と特定重大事故等対処施設が同時に破損するこ

とを防ぐために必要な離隔距離（例えば 100m 以上）を確保す

ること、又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建

屋に収納すること。 

２ 第１号と、第４９条第１項第４号、第５２条第１項第４号及び第

５３条を一の施設が同時に満たす必要はなく、複数の施設で要求を

満たしてもよい。 

３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備」とは、以下に規定する設備又はこれと同等以上の効果を有

する設備をいう。 

(a)以下の機能を有すること。 

ⅰ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（ナトリウム冷

却型高速炉を除く。） 

ⅱ．炉内の溶融炉心の冷却機能ⅲ．原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心の冷却機能ⅳ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物
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質低減機能ⅴ．原子炉格納容器の過圧破損防止機能（例えば、

格納容器圧力逃がし装置（排気筒を除く）） 

ⅵ．原子炉格納容器内の水素爆轟防止機能（必要な原子炉）（例

えば、水素濃度制御設備） 

ⅶ．サポート機能（例えば、電源設備、計装設備、通信連絡設備） 

ⅷ．上記設備の関連機能（例えば、減圧弁、配管等） 

(b)上記３(a)の機能を制御する緊急時制御室を設けること。 

(c)上記３(a)の機能を有する設備は、設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）に対して、可能な限り、多重性又は多様性及び独立性を有

し、位置的分散を図ること。 

(d)重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するもの

を除く。）による格納容器破損防止対策が有効に機能しなかった

場合は、原子炉制御室から移動し緊急時制御室で対処することを

想定し、緊急時制御室の居住性について、次の要件を満たすもの

であること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は出力規模当たり東京電力

株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 
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④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えな

いこと。 

(e)緊急時制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍に、

有毒ガスの発生時において、緊急時制御室の運転員の吸気中の有

毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするよう、

工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当

該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時制御室におい

て自動的に警報するための装置の設置（「有毒ガスの発生を検出

し警報するための装置に関する要求事項（別記－１）」による。）

その他の適切な防護措置を講じなければならない。 

(f)通信連絡設備は緊急時制御室に整備され、原子炉制御室及び工

場等内緊急時対策所その他の必要箇所との通信連絡を行えるも

のであること。 

(g)電源設備は、「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設

備」に電力を供給するものであり、特定重大事故等対処施設の要

件を満たすこと。同電源設備には、可搬型代替電源設備及び常設

代替電源設備のいずれからも接続できること。なお、電源設備は、

特定重大事故等対処施設に属するが、重大事故に至るおそれがあ

る事故が発生した場合にも活用可能である。 

（h）重大事故等対処施設に係る蒸気タービンについては、発電用火

力設備に関する技術基準を定める省令、電気設備については、原

子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令
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  三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるま

での間、使用できること。 

を準用して施設すること。 

４ 第３号に規定する「発電用原子炉施設の外からの支援が受けられ

るまでの間、使用できること」とは、例えば、少なくとも 7日間、

必要な設備が機能するに十分な容量を有するよう設計を行うこと

をいう。 
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（特定重大事故等対処設備） 

第五十六条 重大事故等対処設備は、次に定めるところによらなけれ

ばならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、

荷重その他の使用条件において重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮すること。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において、確実に操作で

きること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停

止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができる

こと。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り

替えられる機能を備えること。 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 

 

 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講ずること。 

２ 常設重大事故等対処設備は、前項の規定によるほか、次に定める

第５６条 （特定重大事故等対処設備） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」とは、

設置許可基準規則解釈第３７条において想定する事故シーケンス

グループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、 

 

 

 

２ 第１項第３号の規定の適用に当たって、第１５条第２項の解釈に

準ずるものとする。 

 

 

 

 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だ

けでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含

む。 
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ところによらなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有すること。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用しないこと。ただし、

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上

の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工

場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場

合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備には、共通要因（研開炉設置許可基準規

則第二条第二項第十八号に規定する共通要因をいう。以下同じ。

）によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項の規定によるほか

、次に定めるところによらなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕

のある容量を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講ずる

こと」とは、可能な限り多様性を考慮することをいう。 

 

 

 

 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、次

によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可

搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するもの

に限る。）にあっては、必要な容量を賄うことができる可搬型

重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上を持つこと。 

  これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機

除外時のバックアップを工場等全体で確保する。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であ
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二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間

に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。

以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易か

つ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原

子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統

一その他の適切な措置を講ずること。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対

処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。

）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けること。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事

故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続するこ

とができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずるこ

と。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

って負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当たり１セッ

トに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故等

において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために有効

に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 

 

 

 

 

 

 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用する場

合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能性がある

場合は、合計の容量）を確保することができるように接続口を設け

ること。 

 

 

 

 

 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所
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その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事

故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事

故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため

、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ず

ること。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものには、共通要因によって

設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至る

おそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建

屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けない

こと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有する

こと 

 

 

 



 

127 
 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

（安全弁等） 

第五十七条 重大事故等対処施設には、発電用原子炉施設の安全性を

確保する上で機器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する

性能を有する安全弁、逃がし弁、破壊板又は真空破壊弁を必要な箇

所に設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５７条（安全弁等） 

１ 「発電用原子炉施設の安全性を確保する上で機器に作用する圧力

の過度の上昇を適切に防止する性能を有する安全弁、逃がし弁、破

壊板又は真空破壊弁」とは、第１９条の規定に準ずるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

128 
 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時にお

いて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が

発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合において

も炉心の著しい損傷を防止するため、冷却材バウンダリ（ナトリウ

ム冷却型高速炉に係るものにあっては、原子炉冷却材バウンダリ及

び原子炉カバーガス等のバウンダリとする。）及び原子炉格納容器

の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するた

めに必要な設備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５８条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設

備） 

１ 「発電用原子炉を緊急に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合」とは、原子炉が緊急停止していなければならな

い状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力（ナトリウム冷却

型高速炉に係るものを除く）等のパラメータの変化から緊急停止し

ていないことが推定される場合のことをいう。 

 

２ 「発電用原子炉を臨界未満に移行するために必要な設備」とは、

以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備等をいう。 

ａ 主炉停止系統から独立した後備炉停止系は、共通要因故障を

防止して信頼性を向上させること。 

ｂ 原子炉停止機能喪失の兆候を検知した場合には、原子炉出力

を抑制するため、後備炉停止系を自動させる装置を装備するこ

と。後備炉停止系が自動的に作動しない場合には、手動による原

子炉スクラム操作を行うこと。 

ｃ 原子炉停止機能喪失の兆候を検した場合には、制御棒保持電

源のしゃ断操作を実施すること。 

ｄ 原子炉停止機能喪失の兆候を検知した場合には、制御棒駆動

機構駆動軸の挿入操作を行うこと。  
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 （原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速炉に係る発電

用原子炉施設を除く。）には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を施設しなければな

らない。 

第５９条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備） 
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 （原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第六十条 発電用原子炉施設（ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用

原子炉施設を除く。）には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧

機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６０条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 
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 （原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備） 

第六十一条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６１条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備） 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に規定

する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備等をいう。 

ａ 重大事故防止設備 

ⅰ) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多様

性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ⅱ) 可搬型重大事故防止設備を配備すること。（ナトリウム冷却

型高速炉のナトリウムを直接冷却する系統については常設の

重大事故防止設備を設置すること。） 

ⅲ) 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対

応するため、常設の重大事故防止設備を設置すること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発

生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第６２条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」とは、

以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備等をいう。 

ａ) 炉心損傷を防止するため、重大事故防止設備等を整備するこ

と。 

ｂ) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

c) 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統の機能が喪失した

場合、中央制御室での補助冷却設備自然循環移行操作を行うこ

と（自動での移行の確認を含む。）。 

ｄ) 中央制御室での補助冷却設備自然循環移行操作に失敗した

場合、現場での補助冷却設備自然循環移行操作を行うこと。 

ｅ) 必要に応じ、メンテナンス冷却系の緊急起動を行うこと。 

ｆ) フィルタ・ベントを整備する場合は、第４９条第１項(a)を

準用ものとする。また、その使用に際しては、敷地境界での線

量評価を行うこと。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第六十三条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備

を施設しなければならない。 

 

第６３条（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

１ 第 1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質濃度を低下させるために必要な設

備」とは、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備等をいう。 

（１）重大事故対処設備 

 炉心の著しい損傷が発生した場合に、原子炉格納容器の破損

を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度、放射性物

質濃度を低下させる設備として、原子炉格納容器の冷却設備等

（アニュラス循環排気系空調設備）を設置すること。 

（２）兼用 

   第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の原子炉格納容器

破損防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

第六十四条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を施設しなけれ

ばならない。 

 

第６４条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第６４条に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットを設置す

ること。 

 ｂ）上記ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を

低減するものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策

が講じられていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例え

ば SGTS）や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しな

いこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応

じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備す

ること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確

実に開閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又

は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置す

ること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げに

ならないよう、十分に低い圧力に設定されたラプチャーデ

ィスク（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたものでは

なく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用

する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊す

る装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の

悪影響を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減する

ための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第六十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉

格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を施

設しなければならない。 

 

第６５条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

１ ６５条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉

心を冷却するために必要な設備」とは、実用発電用原子炉に要求さ

れるものと同等のレベルの設備対応をナトリウム冷却型高速炉と

して求めるものである。なお、格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却は、損傷した炉心・ナトリウム・コンクリート相互作用を抑制

すること及び損傷した炉心が拡がり格納容器バウンダリに接触す

ることを防止するために行われるものである。 

これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第六十六条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素

爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を

施設しなければならない。 

 

第６６条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備） 

１ 第６６条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するために必要な設備」とは、以下に規定する措置又はこれと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ 水素濃度制御設備を設置すること。 

ｂ 水素とナトリウム蒸気との混合気体の誘導拡散燃焼を助長す

る設備を設置すること。 

ｃ 水素ガスを格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素

爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物

質濃度測定装置を設けること。 

ｄ 炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源か

らの給電を可能とすること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第六十七条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気

体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」と

いう。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、水

素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備を施設しなければならない。 

 

第６７条（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備） 

１ 第６７条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な設備」とは、以下に規定する措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のお

それがないことを示すこと）、又は水素排出設備（動的機器等

に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性物質低減機能

を付けること。）を設置すること。 

 ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で推定できる監視設備を設置すること。 

  ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源からの給電を可能とすること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第六十八条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又

は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水（ナトリウム

冷却型高速炉に係るものにあっては、液体とする。以下この条にお

いて同じ。）の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の

水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使

用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６８条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

(炉外燃料貯蔵槽（EVST）の冷却機能喪失定義) 

１ 炉外燃料貯蔵槽においては、第 1 項の「使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽から水（ナト

リウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液体とする。）が漏え

いした場合」とは、設計基準対処応設備の冷却機能が喪失した場合

又は炉外燃料貯蔵槽から冷却材が漏えいし、炉外燃料貯蔵槽中のナ

トリウム液位が低下した状態を示す。なお、炉外燃料貯蔵槽に対す

る設備要求は、以下に例示する。 

 

２ 炉外燃料貯蔵槽においては、第 1項の「貯蔵槽内燃料体等を冷却

し、放射線を遮へいし、及び臨界を防止するために必要な設備」と

は、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備等をいう。 

ａ 炉外燃料貯蔵槽の強制冷却機能が喪失した場合、制御室での貯

蔵槽内燃料冷却設備の自然循環移行操作を行うこと（自動での移

行の確認を含む。）。 

ｂ 制御室での貯蔵槽内燃料冷却設備の自然循環移行操作に失敗

した場合、現場での貯蔵槽内燃料冷却設備の自然循環移行操作を

行うこと。 

 

３ 水中に貯蔵する使用済燃料貯蔵槽においては、第 1項の「使用済
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位（ナトリウム冷

却型高速炉に係るものにあっては、液位とする。）が異常に低下し

た場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及

び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽から水（ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液体と

する。）が流出した場合」とは、プール水の漏えいのことである。 

 

４ 水中に貯蔵する使用済燃料貯蔵槽においては、第 1項の「貯蔵槽

内燃料体等を冷却し、放射線を遮へいし、及び臨界を防止するため

に必要な設備」とは、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備等をいう。 

ａ 代替注水設備として、可搬型代替注水設備（例、注水ライン、

ポンプ車）を配備すること。 

ｂ 代替注水設備は、設計基準対応の冷却、注水設備が機能喪失し

及び小規模な漏えいがあった場合でも、貯蔵槽水位を維持できる

ものであること。 

 

５ 第２項の「使用済燃料貯蔵槽から大量の水（ナトリウム冷却型高

速炉に係るものにあっては、液体とする。）が漏えいその他の要因

により水位が異常に低下した場合」とは、使用済燃料貯蔵槽から水

（ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液体とする。）

が漏えいし、使用済燃料貯蔵槽中の水位（ナトリウム冷却型高速炉

に係るものにあっては、液位とする。）が低下した状態をいう。 

 

６ 炉外燃料貯蔵槽においては、第２項の「貯蔵槽内燃料体等の著し
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い損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」と

は、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備等をいう。 

ａ 炉外燃料貯蔵槽から冷却材が喪失しても、外容器等により燃料

対の冷却に必要な液位を確保して強制循環冷却を可能とするこ

と。 

 

７ 水中に貯蔵する使用済燃料貯蔵槽においては、第２項の「貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するため

に必要な設備」とは、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備等をいう。 

ａ スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（例、スプレイヘッ

ダ、スプレイライン、ポンプ車）を配備すること。 

ｂ スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水

位維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであるこ

と。 

 

８ 第 1 項及び第 2項の設備等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、

以下によること。 

ａ 使用済燃料貯蔵槽の水位（ナトリウム冷却型高速炉に係るもの

にあっては、液位とする。）、貯蔵槽水（ナトリウム冷却型高速炉

に係るものにあっては、液体とする。）温度、貯蔵槽上部の空間
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線量率について、設計基準を超える事故により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代

替電源からの給電を可能とすること。 

ｃ 貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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 （工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第六十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合に

おいて工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設

備を施設しなければならない。 

 

第６９条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１ 第７０条に規定する「工場又は事業所の外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な設備」とは、以下に規定する措置又

はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備、手順

等をいう。 

ａ ナトリウム冷却型高速炉においては、漏えいナトリウムと水

の化学反応が生じうることに留意し、格納容器や貯蔵槽内燃料の

著しい損傷時に、敷地外への放射性物質の拡散を効果的に抑制し

うる措置を具体化すること。 

ｂ 炉外燃料貯蔵槽は、不活性ガス雰囲気の部屋に設置するなど、

水素爆発を防止する設備を講ずること。 

ｃ 原子炉建屋は、格納容器が損傷した場合でも、水素爆発を防

止する設備など放射性物質の拡散を抑制する対策を講ずるこ

と。 

ｄ 使用済燃料貯蔵プールの燃料損傷に至った場合のために、

原子炉補助建物に放水できる設備を配備すること。 

ｅ 放水設備は、航空機燃料火災に対応できること。 

ｆ 放水設備は、移動する等して、複数の方向から原子炉補助

建屋に向けて放水することが可能なこと。 

ｇ 海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備、手順等を整備す

ること。 
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 （緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するための設備） 

第七十条 ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、炉

心の原子炉冷却材の流量が低下し、かつ、発電用原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生した場合においても、炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

設備を設けなければならない。 

 

第７０条（緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

破損を防止するための設備） 

１ 第１項に規定する「炉心の冷却材流量が低下し、かつ、発電用原

子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生した場合」

とは、ナトリウム冷却型高速増殖炉に特有のシビアアクシデントの

ひとつである一次冷却材流量減少時原子炉停止機能喪失事象

（ULOF：Unprotected Loss of Flow）をいう。 

 

２ 第１項に規定する「炉心の著しい損傷」とは、原子炉冷却材バウ

ンダリの健全性を維持できない機械的エネルギーが生じる炉心損

傷状態をいう。 
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 （重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第七十一条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに

加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の

水を供給するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

第７１条（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

１ 第７１条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別

に、重大事故等の収束必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処

設備及び重大事故対処等設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な設備」とは、以下に規

定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

 ａ）想定する重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給で

きること。 

 ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保され

ていること。 

 ｃ）海を水源として利用できること。 

 ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

 ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （電源設備） 

第七十二条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が

喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止

中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保するために必要な設備を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７２条（電源設備） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」

とは、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

 ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備する

こと。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分

散を図ること。 

 ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8

時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離し

を行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等におい

て簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その

後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24時間に

わたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

 ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直

流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備

すること。 

 ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行

えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できる
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２ 発電用原子炉施設には、第四十四条第一項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損

、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を施設しなけれ

ばならない。 

 

こと。 

 ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワ

ーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、

代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を

失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性

の確保を図ること。 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とす

る。 

 ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室

又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離し

を行う場合を含まない。）を行わずに 8 時間、その後、必要な

負荷以外を切り離して残り 16時間の合計 24時間にわたり、重

大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能

であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電

源設備（3系統目）を整備すること。 
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 （計装設備） 

第七十三条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器

（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメータを計測することが困難と

なった場合において当該パラメータ（研開炉設置許可基準第十六条

第三項第二号に規定するパラメータをいう。以下同じ。）を推定す

るために有効な情報を把握できる設備を施設しなければならない。 

第７３条（計装設備） 

１ 第７３条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータを計測することが困難となった場合にお

いて当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設

備」とは、以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべ

き炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

 ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

 ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

  ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

  ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

  ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこ

と。 

 ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射
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線量率など想定する重大事故等の対応に必要となるパラメー

タが計測又は監視及び記録ができる設備。 
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 （原子炉制御室） 

第七十四条 第三十七条第一項の規定により設置される原子炉制御

室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるため

に必要な設備を施設しなければならない。 

第７４条（原子炉制御室） 

１ 第７４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、

以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

 ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源からの給電を可能とすること。 

 ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次のとおり、評価すること。 

  ① 設置許可基準規則解釈第３７条の想定する格納容器破損

モードのうち、原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から

結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケン

ス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし

装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を

想定 

  ② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場

合は、実施のための体制を整備すること 

  ③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実

施のための体制を整備すること 

  ④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で１００ｍＳｖ

を超えないこと 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止する



 

151 
 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

ため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画

を設けること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （監視測定設備） 

第七十五条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工

場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原

子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、

及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を施設し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等にお

いて風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録す

ることができる設備を施設しなければならない。 

 

第７５条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度及び放射線の量を監視し、及び測定し、並びにその結果

を記録することができる設備」とは、以下に規定する措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質

の濃度及び放射線の量を測定できるものであること。 

 ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失

しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型

代替モニタリング設備を配備すること。 

 ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源からの給電を可能と

すること。 
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 （緊急時対策所） 

第七十六条 第四十五条の規定により設置される緊急時対策所は、重

大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するた

めの適切な措置が講じられるよう、次に定めるところによらなけれ

ばならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどま

ることができるよう、適切な措置を講ずること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けるこ

と。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７６条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に規定

する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備を備えたものをいう。 

 ａ）基準地震動に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能

を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けな

いこと。 

 ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪

失しないこと。 

 ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。

また、当該代替電源を含めて緊急時対策所の電源は、多重性

又は多様性を有すること。 

 d）居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計を行

うこと。 

 e）想定する重大事故等が発生した場合の緊急時対策所の居住性に

ついては、次のとおり評価すること。 

  ① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等とすること 

  ② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価

すること 

  ③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮し
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２ 緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容することができる措置を講じなければならない。 

 

てもよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備す

ること 

  ④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で１００ｍＳｖ

を超えないこと 

 f）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、

モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設け

ること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要

員」とは、第１項第１号に規定する重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員に加え、重大事故等発生時に工場等内において

重大事故等に対処するために必要な全ての数の要員をいう。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （通信連絡を行うために必要な設備） 

第七十七条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合にお

いて当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設備を施設しなければならない。 

第７７条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第７７条に規定する「当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以

下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

 ａ）通信連絡設備は、代替電源（電池等の予備電源を含む。）から

の給電を可能とすること。 
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （準用） 

第七十八条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九

条から第二十三条までの規定は、重大事故等対処施設に施設するガ

スタービンについて、同令第二十五条から第二十九条までの規定

は、重大事故等対処施設に施設する内燃機関について準用する。 

２ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命

令第四条から第十六条まで、第十九条から第二十八条まで及び第三

十条から第三十五条までの規定は、重大事故等対処施設に施設する

電気設備について準用する。 

 

 



 

［様式１］ 

 

発電用原子力施設技術基準特殊設計施設認可申請書 

（○○発電所発電施設） 

（文書番号） 

 申請年月日 

 原子力規制委員会 殿 

申請者住所 

氏   名              ○印  

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第３条の規定により次のとお

り同規則第○条第○項第○号の規定によらないで施設したいので申請します。 

１ 申請施設（注１） 

２ 申請理由（注２） 

３ 施設方法（注３） 

４ 添付図面及び資料 

（注１）申請施設の記載例 

○○○発電所廃棄施設のうち 

（１）液体廃棄物処理系 

（イ）配管 

（ロ）濃縮装置 

（注２）この規則に定められた基準によれない特別な理由及びその場合になお安全性を確保できる理由

を具体的に記載すること。 

（注３）安全性に関する事項について特に詳細に記載すること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図1  FBRにおける「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（第 3 章）」を準用する範囲 

本規則適用範囲 
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第１章 総則 

 

（機器等の区分） 

第1条 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6

月28日 原子力規制委員会規則第10号。以下「研開炉技術基準規則」という。）第17条

第1項の規定による発電用原子炉施設（蒸気タービン及びその附属設備を除く。）に属す

る容器，管，弁及びポンプ（以下「機器」という。）並びにこれらを支持する構造物（以

下「支持構造物」という。）並びに燃料体を支持する構造物（以下「高速原型炉炉心支持

構造物」という。）の区分は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 高速原型炉第1種機器（容器，管，ポンプ及び弁） 

二 高速原型炉第2種機器（容器） 

三 高速原型炉第3種機器（容器，管，ポンプ及び弁） 

四 高速原型炉第4種機器（容器及び管） 

五 高速原型炉第5種機器（管） 

六 高速原型炉第1種支持構造物 

七 高速原型炉第2種支持構造物 

八 高速原型炉第3種支持構造物 

九 高速原型炉炉心支持構造物 

（注）本条の解説は、「解説 ナトリウム冷却型高速増殖炉発電所の原子炉施設に関する

構造等の技術基準（昭和５９年１１月 科学技術庁原子力安全局原子炉規制課）（以

下「旧構造等の技術基準解説」という。）」解説１．１を参照。 

 

 

（定義等） 

第2条 この技術基準において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるとおりとする。 

一 「高速原型炉第1種機器（容器，管，ポンプ及び弁）」とは，原子炉冷却材バウンダ

リ（原子炉冷却材圧力バウンダリのうちナトリウム冷却型高速炉に係るものをいう。

以下同じ。）を構成する機器をいう。 

二 「高速原型炉第2種機器（容器）」とは，原子炉格納容器及びこれに接続する容器で
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あって，容器内の機械又は器具から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを

防止するために設けられるものをいう。 

三 「高速原型炉第3種機器（容器，管，ポンプ及び弁）」とは，次に掲げる機器をいう。 

イ 原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器 

  ロ 原子炉を安全に停止するために必要な設備又は非常時に安全を確保するために必

要な設備であって，その故障，損壊等により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを間

接に生じさせるものに属する機器（放射線管理の用に供するダクトにあっては，原

子炉格納容器の貫通部から外側隔離弁までの部分に限る。） 

ハ 格納容器バウンダリを構成する機器 

ニ 多量の放射性物質を内蔵している設備であって，その故障，損壊等により公衆に

放射線障害を及ぼすおそれを直接に生じさせるものに属する機器 

ホ 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を抑制するために必要

な機器 

四 「高速原型炉第4種機器（容器及び管）」とは，高速原型炉第1種機器，高速原型炉

第2種容器，高速原型炉第3種機器及び高速原型炉第５種管機器（管）以外の容器又は

管（内包する流体の放射性物質の濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル（流体

が液体の場合にあっては，37キロベクレル毎立方センチメートル）以上の管又は最高

使用圧力が零メガパスカルを超える管に限る。）をいう。 

五 「高速原型炉第5種機器（管）」とは，高速原型炉第５種機器（管）であって，内包

する流体の放射性物質の濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上のもの（高

速原型炉第3種管に属する部分を除く。）をいう。 

六 「高速原型炉第1種支持構造物」，「高速原型炉第2種支持構造物」又は「高速原型炉

第3種支持構造物」とは，それぞれ高速原型炉第1種機器，高速原型炉第2種容器又は

高速原型炉第3種機器の支持構造物をいう。 

七 「応力強さ」とは，与えられた点における主応力の代数的な最大値と最小値との差

をいう。（引張応力の符号は正とし，圧縮応力の符号は負として計算する。） 

八 「膜応力」とは，断面の垂直応力の平均値に等しい当該断面に垂直な応力成分をい

う。 

九 「曲げ応力」とは，垂直応力の平均値からの変化成分をいう。 

十 「一次応力」とは，外力，内力及びモーメントに対して単純な平衡の法則を満足す
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る垂直応力又はせん断応力をいう。 

十一 「二次応力」とは，隣接部分の拘束又は自己拘束により生ずる垂直応力又はせん

断応力をいう。 

十二 「一次一般膜応力」とは，圧力又は機械的荷重によって生ずる膜応力であって，

構造上の不連続性及び応力集中のない部分のものをいう。 

十三 「一次局部膜応力」とは，圧力又は機械的荷重によって生ずる局部膜応力をいう。

この場合において，「局部」とは，この応力が別表第2に定める値の1.1倍以上である範

囲が当該機器の平均半径と厚さとの積の平方根以内であり，かつ，この応力が別表第

2に定める値の1.1倍を超える他の範囲と当該機器の平均半径と厚さとの積の平方根の

2.5倍以上接近していない範囲をいう。 

十四 「ピーク応力」とは，応力集中又は局部熱応力により，一次応力又は二次応力に

付加される応力の増加分をいう。 

十五 「ピーク応力強さ」とは，一次応力，二次応力及びピーク応力を組み合わせて求

めた応力強さをいう。 

十六 「繰返しピーク応力強さ」とは，ピーク応力強さのサイクルを求め，その極大値

と極小値の差の2分の1をいう。 

十七 「疲れ累積係数」とは，各応力サイクルにおける実際の繰返し回数と繰返しピー

ク応力強さに対応する許容繰返し回数との比をすべての応力サイクルについて加えた

ものをいう。 

十八 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状態をいう。 

十九 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び試験状態以外の

状態をいう。 

二十 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作動等により発電用原子

炉の運転の停止が緊急に必要とされる状態をいう。 

二十一 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全設計上想定される異常な事態が

生じている状態をいう。 

二十二 「試験状態」とは，耐圧試験により発電用原子炉施設に最高使用圧力を超える

圧力が加えられている状態をいう。 

二十三 「最高使用圧力」とは，次に掲げる機器又は炉心支持構造物についてそれぞれ

定める運転状態においてその内面（炉心支持構造物にあっては，内面又は外面）が受
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ける最高の圧力以上の圧力であって，設計上定めるものをいう。 

イ 高速原型炉第1種機器及び高速原型炉炉心支持構造物 運転状態Ⅰ 

ロ 高速原型炉第2種機器（容器） 運転状態Ⅳ 

ハ 高速原型炉第3種機器，高速原型炉第4種機器 運転状態 

二十四 「最高使用温度」とは，次に掲げる機器，支持構造物又は炉心支持構造物につ

いてそれぞれ定める運転状態において生ずる最高の温度以上の温度であって，設計上

定めるものをいう。 

イ 高速原型炉第1種機器及び高速原型炉炉心支持構造物 運転状態Ⅰ 

ロ 高速原型炉第2種機器 運転状態Ⅳ 

ハ 高速原型炉第3種機器，高速原型炉第4種機器及び支持構造物 運転状態 

二十五 「最低使用温度」とは，機器，支持構造物又は炉心支持構造物の運転状態又は

試験状態において生ずる最低の温度以下の温度であって，設計上定めるものをいう。 

二十六 「機械的荷重」とは，自重，管又は支持構造物からの反力その他付加荷重をい

う。 

二十七 「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」とは，高速原型炉第1種機器の高

温構造設計指針－（高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等を付録として含む。）

をいう。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１．２、１．３、１．４、１．５、

１．６、１．７、１．８、１．９を参照。 

 

 

第2条の2 発電用原子炉施設に属する蒸気タービン及びその附属設備については，「発電

用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成9年3月27日 通商産業省令第51号）」

第3章第12条及び第13条並びに第16の規定を準用する。 

 

 

第２条の３ 研開炉技術基準規則第3条（特別な設計による認可）に基づき、ナトリウム

冷却型原子炉への適用を除外することができる設備は、次によること。 

一 研開炉技術基準規則第19条に基づき原子炉容器に設置される安全弁については、冷

却材の使用温度、運転圧力等から原子炉容器及び原子炉冷却材バウンダリを構成する
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機器の安全性が確認された場合には、施設しなくてもよい 
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第2章 高速原型炉第1種容器 

 

（高速原型炉第1種容器の材料） 

第3条 高速原型炉第1種容器（容器に直接溶接されるラグ，ブラケット，強め材，控え，

強め輪等であって重要なものを含む。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第1種

容器の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれ

と同等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第1種容器に使用する材料は，次条第1項に規定する方法による破壊靭性試

験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の

各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト，スタッド及びナット（以下「ボルト等」と

いう。）の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 第1項及び前項において，加工中に熱処理を受けるフェライト系の材料の機械試験を行

う場合は，その供試材及び試験片は，次の各号により熱処理を受けたものでなければな

らない。 

一 オーステナイト化温度から焼入れを行う場合は，試験片については試験片の冷却曲

線と材料を代表する冷却曲線とが20秒の時間差において14度以内の温度差にあるこ

とを示すことができる任意の方法により行い，供試材については材料と同等の熱処理

を行うこと。この場合において，材料を代表とする冷却曲線とは，次項に規定する試

験片の採取位置に相当する材料の冷却曲線をいう。 

二 溶接後の応力除去を行う熱処理の場合は，材料の厚さが50ミリメートル以下の炭素
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鋼を除き，材料が実際に受ける溶接後の応力除去の合計保持時間の80パーセント以上

の時間連続して行うことをもって足りる。 

三 前2号の場合以外の場合は，材料と同等の熱処理を行うこと。 

5 前項第1号及び第3号の規定により熱処理を行った供試材から試験片を採取する場合に

おけるその採取位置は，第1項に規定する規格のうち試験片の採取位置に係る部分にか

かわらず，次の各号によらなければならない。 

一 板 

試験片の長手中心軸が圧延表面から厚さの4分の1以上，試験片の長手方向の中央部

が熱処理端から厚さ以上離れた位置であること。 

二 棒 

試験片の長手方向の中央部が熱処理端から直径又は対辺距離以上離れ，かつ，試験

片の長手中心軸が棒の外面から直径又は対辺距離の4分の1以上離れた位置であるこ

と。 

三 ボルト等の材料（以下「ボルト材」という。） 

イ 衝撃試験片にあっては，日本工業規格G 4108（1994）「特殊用途合金ボルト用棒

鋼」の「9.2.2」に規定する位置であること。 

ロ 衝撃試験片以外の試験片にあっては，試験片の長手方向の中央部が熱処理端から

直径以上離れ，かつ，試験片の長手中心軸がボルト材の表面から直径の4分の1以上

離れた位置であること。 

四 管 

試験片の長手方向の中央部が熱処理端から厚さ以上離れ，かつ，試験片の長手中心

軸が管の内面及び外面から厚さの4分の1以上離れた位置であること。 

五 鋳造品 

イ 製品の最大厚さが50ミリメートル以下の鋳造品にあっては，日本工業規格G 5101

（1991）「炭素鋼鋳鋼品」の「10.3 機械試験」に適合する位置であること。 

ロ 製品の最大厚さが50ミリメートルを超える鋳造品にあっては，試験片の長手方向

の中央部が熱処理端から最大熱処理厚さ以上離れ，かつ，試験片の長手中心軸が熱

処理面から最大熱処理厚さの4分の1以上離れた位置であること。 

ハ 大型鋳造品であって，熱処理前に仕上り形状に鋳造又は機械加工するものにあっ

ては，余長部又は余肉部から採取する場合は，イ及びロの規定にかかわらず，試験
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片の長手中心軸が熱処理面から高引張応力面とその面の余肉部の熱処理面との距離

のうちで最大のもの以上離れ，かつ，試験片の長手方向の中央部が熱処理端から当

該距離の2倍以上離れた位置。この場合において，試験片の長手中心軸は熱処理面

から19ミリメートル以上離れ，かつ，試験片の長手方向の中央部は熱処理端から38

ミリメートル以上離れていなければならない。 

ニ 次の条件のもとで別に鋳造した供試材から採取する場合は，イ及びロの規定にか

かわらず，試験片の長手中心軸が熱処理面から供試材の厚さの4分の1以上離れ，か

つ，試験片の長手方向の中央部が熱処理端から供試材の厚さ以上離れた位置 

(ｲ) 同一溶解のものであって，同等の鋳造を行うこと。 

(ﾛ) 製品と同一条件で熱処理すること。 

(ﾊ) 供試材の厚さが，製品の最大厚さ以上であること。 

六 鍛造品 

イ 試験片の長手方向の中央部が最大熱処理厚さ以上離れ，かつ，試験片の長手中心

軸が熱処理面から最大熱処理厚さの4分の1以上離れた位置であること。 

ロ 厚肉管板，容器フランジその他の仕上り形状が複雑な鍛造品であって，熱処理前

に仕上り形状に成形又は機械加工を行うものにあっては，余長部又は余肉部から採

取する場合は，イの規定にかかわらず，試験片の長手中心軸が熱処理面から高引張

応力面とその面の余肉部の熱処理面との距離のうちで最大のもの以上離れ，かつ，

試験片の長手方向の中央部が熱処理端から当該距離の2倍以上離れた位置。この場

合において，試験片の長手中心軸は熱処理面から19ミリメートル以上離れ，かつ，

試験片の長手方向の中央部は熱処理端から38ミリメートル以上離れていなければ

ならない。 

ハ 平らな環及び単純な環状鍛造品にあっては，次の条件のもとで別に鍛造した供試

材から採取する場合は，イの規定にかかわらず，試験片の長手中心軸が熱処理面か

ら供試材の厚さの4分の1以上離れ，かつ，試験片の長手方向の中央部が熱処理端か

ら供試材の厚さ以上離れた位置 

(ｲ) 同一溶解のものであって，同等の鍛造を行うこと。 

(ﾛ) 製品と同一条件で熱処理すること。 

(ﾊ) 供試材の厚さが，製品の最大厚さ以上であること。 

6 熱処理面又は熱処理端の冷却速度を補償するために次の各号に掲げる方法のいずれか
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を採用した供試材にあっては，前項の規定にかかわらず，前項に規定する試験片の採取

位置における材料の冷却曲線と温度差が20秒の時間差において14度以内である冷却曲

線を有する当該供試材の部分から試験片を採取することができる。 

一 供試材の熱処理面又は熱処理端に溶接により鋼製当て金を取り付けること。 

二 供試材の熱処理面又は熱処理端に熱絶縁体を取り付けること。 

7 フェライト系材料を冷間加工する場合は，破壊靭性試験に係る試験片は，曲げ加工後

に採取しなければならない。ただし，次の各号のいずれかの場合は，この限りでない。 

一 冷間曲げ加工後にオーステナイト化温度から焼ならし又は焼入れ焼もどしを行う場

合 

二 製品の材料と同等のものであって，製品と同等の加工を行ったものから採取した試

験片について次条第1項に規定する方法による破壊靭性試験を行い，同項に規定する

合格基準に適合する場合 

三 次の計算式により計算した加工度が0.5以下の場合 

イ 円筒形，球形，さら形又は半だ円形 

o

f

f R
R1

R
Ct  

ロ 管 

R
r100  

：加工度 

C：係数で，円筒形の場合は50，球形，さら形又は半だ円形の場合は75 

t：材料の厚さ（ミリメートル） 

Rf：曲げ加工後の材料の厚さの中心における曲率半径（ミリメートル） 

Ro：曲げ加工前の材料の厚さの中心における曲率半径（ミリメートル） 

r：管の外半径（ミリメートル） 

R：曲げ加工後の管の中心における曲率半径（ミリメートル） 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２、２．３を参照。（破壊靭性

試験） 

 

第4条 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 
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一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，最低使用温度以下の

温度で第4項に規定する衝撃試験を行ったとき，3個の試験片の横膨出量及び吸収エネ

ルギーが次の表の左欄に掲げる直径の区分に応じ，それぞれ同表の中欄及び右欄に掲

げる値以上であること。 
 

直径 
（ミリメートル） 

横膨出量 
（ミリメートル） 

吸収エネルギー 
（ジュール） 

25以上100以下 0.65 － 

100を超えるもの 0.65 60 
 
二 前号に定める合格基準に適合しない場合であって，次のイ及びロに該当するときは，

最低使用温度以下の温度で第4項に規定する衝撃試験を新たな2個の試験片について

再度行った場合に，当該2個の試験片が前号に定める合格基準に適合すること。 

イ 3個の試験片の横膨出量の平均値及び吸収エネルギーの平均値が，前号に定める

合格基準に適合すること。 

ロ 前号に定める合格基準に適合しない試験片が1個であり，かつ，当該試験片が次

の表の左欄に掲げる直径の区分に応じ，それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる値以

上であること。 
 

直径 
（ミリメートル） 

横膨出量 
（ミリメートル） 

吸収エネルギー 
（ジュール） 

25以上100以下 0.50 － 

100を超えるもの 0.50 46 
 
三 直径若しくは対辺距離が50ミリメートル以下の棒材又はマルテンサイト系ステン

レス鋼の場合は，最低使用温度以下の温度で第4項に規定する衝撃試験を行ったとき，

3個の試験片の横膨出量が次の表の左欄に掲げる厚さ，直径又は対辺距離に応じ，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。 
 

厚さ，直径又は対辺距離 
（ミリメートル） 

横膨出量 
（ミリメートル） 

16 以上 19 以下 0.50 

19 を超え 38 以下 0.65 
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38 を超えるもの 1.00 
 
四 前号に定める合格基準に適合しない場合であって，次のイ及びロに該当するときは，

最低使用温度以下の温度で第4項に規定する衝撃試験を新たな2個の試験片について

再度行った場合に，当該2個の試験片が前号に定める合格基準に適合すること。 

イ 3個の試験片の横膨出量の平均値が，前号に定める合格基準に適合すること。 

ロ 前号に定める合格基準に適合しない試験片が1個であり，かつ，当該試験片が次

の表の左欄に掲げる厚さ，直径又は対辺距離の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に

掲げる値以上であること。 
 

厚さ，直径又は対辺距離 
（ミリメートル） 

横膨出量 
（ミリメートル） 

16 以上 19 以下 0.35 

19 を超え 38 以下 0.50 

38 を超えるもの 0.85 
 
五 第1号及び第3号に掲げる材料以外の場合は，次項に規定する試験を行って求めた関

連温度が次の不等式を満足すること。 

Ke344.143.29 9.88RT0261.0 ＞  

T：運転状態における材料の温度（摂氏温度） 

R：次項に規定する関連温度（摂氏温度） 

K：運転状態における材料の応力と応力係数との積 

2 関連温度は，次の各号により求めたものでなければならない。 

一 次のいずれかの温度を無延性遷移温度とする。 

イ 次項に規定する落重試験を行ったとき，2個の試験片が非破断である場合の温度

より5度低い温度 

ロ 次項に規定する落重試験を行ったとき，試験片の1個が非破断であり他の1個が破

断である場合は，次項に規定する落重試験を新たな4個の試験片について再度行っ

たときに，当該4個の試験片が非破断である場合の温度より5度低い温度 

二 次のいずれかに適合する場合は，無延性遷移温度を関連温度とする。 

イ 無延性遷移温度より33度高い温度以下の温度で第4項に規定する衝撃試験を行っ
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たとき，3個の試験片の吸収エネルギーがそれぞれ68ジュール以上及び横膨出量が

0.90ミリメートル以上であること。 

ロ イに適合しない場合であって，次に適合するときは，第4項に規定する衝撃試験

を新たな2個の試験片について再度行った場合に，当該2個の試験片がイに適合する

こと。 

(ｲ) 3個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び横膨出量の平均値が，イに定める

値以上であること。 

(ﾛ) イに適合しない試験片が1個であり，かつ，当該試験片の吸収エネルギーが54

ジュール以上及び横膨出量が0.75ミリメートル以上であること。 

三 前号に適合しない場合は，無延性遷移温度より33度高い温度を超える温度で第4項

に規定する衝撃試験を行い，すべての試験片が前号イ又はロに適合するときは，その

温度より33度低い温度を関連温度とする。 

3 落重試験は，次の各号によらなければならない。 

一 試験は，2個（前項第1号ロに規定する再度の試験を行う場合にあっては6個）を1組

として材料から次により採取した試験片について行うこと。 

イ 板の場合は，1枚ごとに1組 

ロ 棒の場合は，ロットごとに1組。この場合において，1ロットは，2,700キログラ

ムを超えてはならない。 

ハ ボルト材の場合は，ロットごとに1組。この場合において，1ロットは，次の表の

左欄に掲げるボルト材の直径に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる質量を超えては

ならない。 
 

ボルト材の直径 
（ミリメートル） 

ロット質量 
（キログラム） 

45 以下 675 

45 を超え 65 以下 1,350 

65 を超え 130 以下 2,700 

130 を超えるもの 4,500 
 

ニ 管の場合は，引張試験を行うロットごとに1組 

ホ 鋳造品又は鍛造品の場合は，次によること。 
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(ｲ) 1個の質量が450キログラム以下のときは，ロットごとに1組 

(ﾛ) 1個の質量が450キログラムを超え4,500キログラム以下のときは，1個ごとに1

組。ただし，供試材を別に作る場合は，供試材から1組を採取することをもって

足りる。 

(ﾊ) 1個の質量が4,500キログラムを超えるときは，1個ごとに2組（相対する位置か

ら1組ずつ採取するものとする。）。ただし，鋳造品であって供試材を別に作る場

合は，供試材から1組を採取することをもって足りる。 

二 試験片の寸法は，次の表の左欄に掲げる試験片の種類に応じ，それぞれ同表の右欄

に掲げるとおりとすること。 
 

試験片 
の種類 

寸法（ミリメートル） 

厚さ 長さ 幅 

1種 25（2.5） 360（10） 90（2.0） 

2種 19（1.0） 130（10） 50（1.0） 

3種 16（0.5） 130（10） 50（1.0） 
（備考）かっこ内は，許容差を示す。 

 
三 試験片の片面の長手方向に長さが60ミリメートル以上70ミリメートル以下で幅が

12ミリメートル以上16ミリメートル以下の溶接ビードを表面硬化用溶接棒を使用し

て溶接すること。この場合において，溶接ビードは，次の図に示すように，その中心

が試験片の中心に一致し，かつ，A点から出発してB点が終点となるように溶接しなけ

ればならない。 
 

 

 

 

 
四 溶接ビードの中央には，次の図に示すような切欠きを設けること。 
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 （備考）寸法の単位は，ミリメートルとする。  
 

五 落錘の質量は，23キログラム以上136キログラム以下とし，落錘の試験片に接する

面の形状は，半径が25ミリメートルの半円柱形の側面の形状であること。 

六 試験片を置く受台の寸法は，次の表の左欄に掲げる試験片の種類に応じ，それぞれ

同表の右欄に掲げるとおりとすること。 
 

試験片 
の種類 

受台各部の寸法（ミリメートル） 

S D C E F 
1種 305（1.5） 7.6（0.1） 38以上 90以上 50以上 
2種 100（1.5） 1.5（0.1） 38以上 50以上 50以上 
3種 100（1.5） 1.9（0.1） 38以上 50以上 50以上 

 G R H I J 
1種 50（25） 1.0（0.1） 90以上 22（3.0） 10以上 
2種 50（25） 1.0（0.1） 50以上 22（3.0） 10以上 
3種 50（25） 1.0（0.1） 50以上 22（3.0） 10以上 

（備考）1 かっこ内は，許容差を示す。 
2 表中S，D，C，E，F，G，R（曲率半径），H，I及びJは，それぞれ次の

図によること。 
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七 試験片に対する落重は，前号に規定する受台の上に溶接ビードのある面が下になる

ように試験片を置き，次号に規定する落重エネルギーで落錘を1.2メートル以上の高さ

から落下させて行うこと。この場合において，試験片の表面が受台の撓み止めに接し

ない場合は，次号に規定する落重エネルギーより高いエネルギーで行うものとし，1

種試験片にあっては136ジュール，2種試験片及び3種試験片にあっては68ジュールず

つ増加させ，試験片の表面が受台の撓み止めに接するようにすること。 

八 落重エネルギーは，次の表の左欄に掲げる試験片の種類及び同表の中欄に掲げる試

験片の降伏点に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値とすること。 
 

試験片 
の種類 

試験片の降伏点 
（ニュートン毎平方ミリメートル） 

落重エネルギー 
（ジュール） 

1種 

210を超え340以下 800 
340を超え480以下 1,100 
480を超え620以下 1,350 
620を超え760以下 1,650 

2種 

210を超え410以下 350 
410を超え620以下 400 
620を超え830以下 450 
830を超え1,030以下 550 

3種 

210を超え410以下 350 
410を超え620以下 400 
620を超え830以下 450 
830を超え1,030以下 550 

 
九 試験の結果は，次の3種類に分類する。 

イ 破断 溶接ビードの切欠き底部のみに割れが生じている場合であって，溶接ビー

ドを溶接した面のいずれかの端まで当該割れが進行している場合をいう。 

ロ 非破断 溶接ビードの切欠き底部のみに割れが生じている場合であって，溶接ビ

ードを溶接した面のいずれの端までにも当該割れが進行していない場合をいう。 

ハ 無効 イ及びロ以外の場合をいう。 

4 衝撃試験は，次の各号によらなければならない。 

一 試験は，3個（第1項第2号，第4号及び第2項第2号に規定する再度の試験を行う場合

にあっては5個）を1組とし，材料から前項第1号イからホまで及び次号の規定により

採取した試験片について行うこと。 

二 試験片の長手方向は，次によること。 
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イ 板の場合は，最終圧延方向及び厚さ方向に直角な方向 

ロ 棒及びボルト材の場合は，軸方向 

ハ 管（管台に使用するものを含む。）の場合は，軸方向 

ニ 鋳造品の場合は，引張試験片の軸方向に同一な方向 

ホ 鍛造品の場合は，主鍛造方向に直角な方向 

三 試験片の寸法及び形状は，日本工業規格 Z 2202（1998）「金属材料衝撃試験片」の

4号試験片によるものとし，かつ，切欠きの深さ方向は，材料の厚さ方向に直角な方

向とすること。 

四 試験片に対する衝撃及び吸収エネルギーの算出は，日本工業規格 Z 2242（1998）

「金属材料衝撃試験方法」（シャルピー衝撃試験に係る部分に限る。）を行い，横膨出

量は，次の計算式により計算した値とすること。 

=（ 1又は 4 のうちいずれか大きい値）＋（ 2 又は 3 のうちいずれか大きい値） 

1， 2 ， 3 及び 4 は，破断後の試験片の変形量であって，それぞれ次の図に示す

値（ミリメートルを単位とする。） 
 

 

 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２、２．３を参照。 

 

（材料の非破壊試験） 

第5条 高速原型炉第1種容器に使用する材料は，次の各号に掲げる試験を行い，これに合

格するものでなければならない。 

一 板  

垂直法による超音波探傷試験 

二 棒 
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イ 直径又は対辺距離が50ミリメートル以下のものにあっては，磁粉探傷試験又は浸

透探傷試験 

ロ 直径又は対辺距離が50ミリメートルを超え100ミリメートル以下のものにあって

は，垂直法による超音波探傷試験（半径方向探傷）及び磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

ハ 直径又は対辺距離が100ミリメートルを超えるものにあっては，垂直法による超

音波探傷試験（半径方向探傷及び軸方向探傷）及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験 

三 ボルト等 

イ 呼び径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のものにあっては，磁粉探傷

試験又は浸透探傷試験 

ロ 呼び径が50ミリメートルを超え100ミリメートル以下のものにあっては，垂直法

による超音波探傷試験（半径方向探傷）及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験 

ハ 呼び径が100ミリメートルを超えるものにあっては，垂直法による超音波探傷試

験（半径方向探傷及び軸方向探傷）及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験 

四 管  

斜角法による超音波探傷試験（軸方向探傷及び円周方向探傷）及び磁粉探傷試験又

は浸透探傷試験。ただし，斜角法による超音波探傷試験（軸方向探傷）については，

渦流探傷試験をもってこれに代えることができる。 

五 鋳造品 

 放射線透過試験（放射線透過試験を行うことが困難な部分にあっては，垂直法によ

る超音波探傷試験又は斜角法による超音波探傷試験）及び磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

六 鍛造品 

 垂直法による超音波探傷試験又は斜角法による超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又

は浸透探傷試験 

2 前項各号に掲げる試験に合格しない板，管，鋳造品及び鍛造品であって，次の各号に

適合するものは，前項の規定にかかわらず，これを使用することができる。 

一 欠陥のある部分を削り取り，その部分に溶接により肉盛りをすること。 

二 欠陥のある部分を削り取った面は，磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い，これに

合格するものであること。 
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三 溶接により肉盛りした部分は，第２部第９条の規定により熱処理を行うこと。 

四 溶接により肉盛りした部分は，放射線透過試験（板及び管以外の場合であって，放

射線透過試験を行うことが困難なときは，垂直法による超音波探傷試験又は斜角法に

よる超音波探傷試験）及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い，これらに合格する

ものであること。 

 

（垂直法による超音波探傷試験） 

第6条 前条第1項第1号，第2号ロ及びハ，第3号ロ及びハ，第5号並びに第6号並びに同条

第2項第4号に規定する垂直法による超音波探傷試験は，次の各号によらなければならな

い。 

一 超音波探傷試験を行う装置は，次に適合するものであること。 

イ 超音波の周波数は，0.4メガヘルツ以上15メガヘルツ以下であること。 

ロ 増幅直線性は，日本工業規格JIS Z 2352(1992)「超音波探傷試験装置の性能測定

方法」により測定し，次に適合すること。 

(ｲ) 基準値からの差（正及び負の最大値）の和が 6％以下であること。 

(ﾛ) マイナス 30 デシベルでエコーが消失しないこと。 

二 超音波を材料に伝えるために用いる媒質は，液体状又はのり状のものであること。 

三 材料の表面は，清浄で，かつ，滑らかであること。ただし，材料の表面に固着した

スケール又は塗料であって，その表面が滑らかで，はく離するおそれがなく，かつ，

超音波の伝ぱを妨げるおそれがないものは，取り除くことを要しない。 

四 材料が板又は鋳造品の場合は，その片側の全表面について走査を行うこと。 

五 材料が棒又はボルト等の場合は，半径方向探傷を行うときはその全表面について，

軸方向探傷のときはその両側の全表面について走査を行うこと。 

六 材料が鍛造品の場合は，直交する2方向からすべての部分について走査を行うこと。 

2 標準試験片は，次の各号に適合するものでなければならない。 

一 棒又はボルト等であって，軸方向探傷を行うものにあっては，次に適合するもので

あること。 

イ 材料及び直径は，試験される材料と同等であること。 

ロ 形状及び寸法は，次の図によること。 
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（備考） 
1 寸法の単位は，ミリメートルとする。 
2 Tは，それぞれ75ミリメートル，試験される材料の長さの4分の1の長さ及び試験され

る材料の長さの2分の1の長さとする。 

二 鋳造品にあっては，次に適合するものであること。 

イ 材料は，試験される材料と同等であること。 

ロ 形状及び寸法は，次の図によること。 
 

 
（備考） 

1 寸法の単位は，ミリメートルとする。 
2 T及びDは，それぞれ次の表のとおりとする。 
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 T（ミリメートル） D（ミリメートル）  

25 50以上 

50 50以上 

75 50以上 

150 75以上 

250 100以上 

380 125以上 
（備考） 

1 試験される材料の厚さが380ミリメートル以下の場合にあっては，Tの値が試験される材料の

厚さを超えない範囲のこの表に掲げる標準試験片を用いることで足りる。 
2 試験される材料の厚さが380ミリメートルを超える場合にあっては，この表に掲げる標準試

験片の外にTがその材料の厚さと同等な寸法であって，Dが125ミリメートルの標準試験片を

用いること。 
 
3 第1項の試験を板について行った場合において，当該板の欠陥のない部分の底面からの

反射波の高さをブラウン管の全目盛の75パーセント以上90パーセント以下になるよう

に試験装置を調整したとき，次の各号に適合するものは，これを合格とする。 

一 底面からの反射波が全く現れない部分が75ミリメートル又は厚さの2分の1のうち

いずれか大きい方の直径の円内におさまるもの 

二 前号に掲げる欠陥のある部分より小さな2個以上の欠陥のある部分がある場合であ

って，その間隔が当該欠陥のある部分の最大径以上離れているか又は前号に掲げる径

の円内におさまるもの 

4 第1項の垂直法による超音波探傷試験を棒又はボルト等について行った場合において，

次の各号に適合するものは，これを合格とする。 

一 半径方向探傷にあっては，当該棒又はボルト等の欠陥からの反射波の高さが欠陥の

ない部分の底面からの反射波の高さの20パーセント以下で，かつ，底面からの反射波

の高さが欠陥のない部分の底面からの反射波の高さの50パーセントを超えるもの。 

二 軸方向探傷にあっては，標準試験片の標準穴からの反射波の高さのうち最も高いも

のをブラウン管の全目盛の75パーセント以上90パーセント以下になるように調整し

たとき，当該棒又はボルト等の欠陥からの反射波の高さが標準試験片の標準穴からの

反射波の高さを探触子と欠陥のある部分との距離について補正した値以下のもの。 

5 第1項の試験を鋳造品について行った場合において，標準試験片の標準穴からの反射波
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の高さのうち最も高いものをブラウン管の全目盛の75パーセント以上90パーセント以

下になるように調整したとき，次の各号のいずれかに適合する場合は，これを合格とす

る。 

一 欠陥からの反射波の高さが標準試験片の標準穴からの反射波の高さを探触子と欠陥

のある部分との距離について補正した値以下のとき。 

二 欠陥からの反射波の高さが標準試験片の標準穴からの反射波の高さを探触子と欠陥

のある部分との距離について補正した値を超える部分が次のイからホまでに適合する

とき。 

イ 面積及び長さが，次の表の左欄に掲げる接触部（探触子を接触させる箇所の材料

をいう。以下同じ。）の厚さの区分に応じ，それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる値

以下であること。 
 

接触部の厚さの区分 
（ミリメートル） 

面積 
（平方ミリメートル） 

長さ 
（ミリメートル） 

50以下 500 38 

50を超え100以下 1,900 62 

100を超えるもの 3,200 75 
 

ロ 欠陥から表面までの距離が25ミリメートル以下である場合は，面積が500平方ミ

リメートル以下，長さが38ミリメートル以下であること。 

ハ 厚さ方向の長さが，接触部の厚さの2分の1（厚さの2分の1が25ミリメートルを超

えるものにあっては，25ミリメートル）以下であること。 

ニ 欠陥が表面と平行な平面上に2個以上ある場合は，次のいずれかであること。 

(ｲ) 任意の隣接する欠陥の間の距離が大きい方の欠陥の長さを超えること。 

(ﾛ) 隣接する欠陥の間の距離が大きい方の欠陥の長さ以下であって，任意の欠陥及

びその長さの範囲にある他の欠陥を囲む円の直径がイに定める長さの値以下であ

ること。 

ホ 次の表の左欄に掲げる接触部の厚さの区分に応じ，面積がそれぞれ同表の右欄に

掲げる値を超える欠陥が2個以上ある場合は，次のいずれかであること。 

(ｲ) 任意の隣接する欠陥の間の距離が大きい方の欠陥の長さを超えること。 

(ﾛ) 隣接する欠陥の間の距離が大きい方の欠陥の長さ以下であって，任意の欠陥及
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びその長さの範囲にある他の欠陥を囲む円の面積がイに定める値以下であること。 
 

接触部の厚さの区分 
（ミリメートル） 

面積 
（平方ミリメートル） 

50を超え100以下 900 

100を超えるもの 1,900 
 
6 鍛造品について行った場合において，当該鍛造品の欠陥のない部分の底面からの反射

波の高さをブラウン管の全目盛の75パーセント以上90パーセント以下になるように試

験装置を調整したとき，底面からの反射波の高さがブラウン管の全目盛の5パーセント

以下になる部分がないものは，これを合格とする。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２を参照。 

 

（斜角法による超音波探傷試験） 

第7条 第5条第1項第4号から第6号まで及び同条第2項第4号の場合において，斜角法によ

る超音波探傷試験は，次の各号によらなければならない。 

一 超音波探傷試験を行う装置は，次に適合するものであること。 

イ 超音波の周波数は，0.4メガヘルツ以上15メガヘルツ以下であること。 

ロ 増幅直線性は，日本工業規格Z 2352(1992)「超音波探傷試験装置の性能測定方法」

により測定し，次に適合すること。 

(ｲ) 基準値からの差（正及び負の最大値）の和が 6％以下であること。 

(ﾛ) マイナス 30 デシベルでエコーが消失しないこと。 

ハ 探触子の屈折角は，材料の表面の凹凸等からの反射波により試験に支障を及ぼさ

ないものであること。 

二 超音波を材料に伝えるために用いる媒質は，液体状又はのり状のものであること。 

三 材料の表面は，清浄で，かつ，滑らかであること。ただし，材料の表面に固着した

スケール又は塗料であって，その表面が滑らかで，はく離するおそれがなく，かつ，

超音波の伝ぱを妨げるおそれがないものは，取り除くことを要しない。 

2 標準試験片は，次の各号に適合するものでなければならない。 

一 管にあっては，次に適合するものであること。 

イ 材料，厚さ及び直径は，試験される材料と同等であること。 
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ロ 内面及び外面には，長さが25ミリメートル，幅が1.5ミリメートル，深さが管の厚

さの5パーセント（管の厚さの5パーセントが0.1ミリメートル未満の場合は，0.1ミ

リメートル）の角形のみぞ又はこれと同等の反射効果を有する反射体を設けること。

ただし，内面及び外面のみぞ相互の距離は，探触子の径の2倍以上でなければなら

ない。 

二 鋳造品にあっては，次に適合するものであること。 

イ 材料は，試験される材料と同等であること。 

ロ 形状及び寸法は，第２部第13条の規定によること。 

ハ ロの規定にかかわらず，当該鋳造品の厚さが25ミリメートルを超える場合にあっ

ては，標準穴の直径は，9ミリメートルとすることができる。 

三 鍛造品にあっては，次に適合するものであること。 

イ 材料及び厚さは，試験される材料と同等であること。 

ロ 表面には，長さが25ミリメートル，幅及び深さが標準試験片の厚さの3パーセン

ト（標準試験片の厚さの3パーセントが6.4ミリメートルを超える場合は，6.4ミリメ

ートル）の角形のみぞ又はこれと同等の反射効果を有する反射体を設けたものであ

ること。 

3 第1項の試験を管及び鍛造品について行った場合において，標準試験片の標準みぞ又は

これと同等の反射効果を有する反射体からの反射波の高さのうち最も高いものがブラウ

ン管の全目盛の75パーセント以上90パーセント以下になるように試験装置を調整した

とき，欠陥からの反射波の高さが、標準試験片の標準みぞ又はこれと同等の反射効果を

有する反射体からの反射波の高さを探触子と欠陥のある部分との距離について補正した

値以下であるときは，これを合格とする。 

4 第1項の試験を鋳造品について行った場合において，標準試験片の標準穴からの反射波

の伝ぱ距離が、接触部の厚さが25ミリメートル以下のものにあっては4分の3スキップ，

25ミリメートルを超えるものにあっては8分の3スキップであって，反射波の高さのうち

最も高いものがブラウン管の全目盛の75パーセント以上90パーセント以下になるよう

に試験装置を調整したとき，次の各号のいずれかに適合するときは，これを合格とする。 

一 欠陥からの反射波の高さが、標準試験片の標準穴からの反射波の高さを探触子と欠

陥のある部分との距離について補正した値以下のとき。 

二 欠陥からの反射波の高さが、標準試験片の標準穴からの反射波の高さを探触子と欠
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陥のある部分との距離について補正した値を超える部分が前条第5項第2号イからホ

までに適合するとき。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２を参照。 

 

（放射線透過試験） 

第8条 第5条第1項第5号及び第2項第4号に規定する放射線透過試験は，次の各号によらな

ければならない。 

一 板，管及び鍛造品にあっては，第２部第15条の規定に準じて行うこと。 

二 鋳造品にあっては，日本工業規格 G 0581（1999）「鋳鋼品の放射線透過試験方法」

の「8 透過写真の撮影方法」により行うこと。 

2 前項の放射線透過試験を行った場合において，次の各号に適合するときは，これを合

格とする。 

一 板，管及び鍛造品にあっては，第２部第15条に規定する基準に適合すること。 

二 鋳造品にあっては，次に適合すること。 

イ ブローホール，砂かみ，介在物及び引け巣の程度は，日本工業規格 G 0581（1999）

「鋳鋼品の放射線透過試験方法」の「付属書（規定）４ きずの像の分類」の１類

又は２類であること。この場合において補修溶接部のスラグ巻込みは，砂かみ又は

介在物とみなす。 

ロ 割れ，ケレン，鋳ぐるみ又は不完全な溶込みがないこと。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２を参照。 

 

（渦流探傷試験） 

第9条 第5条第1項第4号に規定する渦流探傷試験は，次の各号によらなければならない。 

一 管の内面及び外面には，結果の判定を困難にするような異物が付着していないこと。 

二 貫通コイル型プローブの内径は管の外径の1.2倍以下，内部そう入型プローブの外径

は管の内径の0.8倍以上であること。 

2 対比試験片は，次の各号に適合するものでなければならない。 

一 材料，厚さ及び外径は試験される材料と同等であり，長さは試験操作を行うに十分

な長さを有していること。 

二 内面又は外面には，長さが25ミリメートル，幅が1.5ミリメートル，深さが管の厚さ
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の5パーセント（管の厚さの5パーセントが0.1ミリメートル未満の場合は，0.1ミリメ

ートル）のみぞ及び直径が1.5ミリメートル，深さが管の厚さの50パーセント（管の厚

さの50パーセントが1ミリメートル未満の場合は，1ミリメートル）の穴を設けること。 

3 第1項の渦流探傷試験を行った場合において，管の欠陥によるインピーダンスの値が対

比試験片の標準みぞ及び標準穴によるインピーダンスの値以下であるときは，これを合

格とする。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２を参照。 

 

（磁粉探傷試験） 

第10条 第5条第1項第2号から第6号まで並びに同条第2項第2号及び第4号に規定する磁

粉探傷試験は，次の各号によらなければならない。 

一 試験は，磁場の方向が直角となるように2方向から行うこと。 

二 磁粉は，日本工業規格 G 0565（1992）「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模

様の分類」の「5.2 磁粉及び検査液」によること。 

三 材料の表面は，清浄で，かつ，滑らかであること。 

四 ボルト等の場合は，呼び径まで削り，又はねじを削成した後において試験を行うこ

と。 

五 磁化の方法は，日本工業規格G 0565（1992）「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁

粉模様の分類」の「8.4 磁化」によること。 

六 磁場の強さは，日本工業規格 G 0565（1992）「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び

磁粉模様の分類」の「6.1 A形標準試験片」の
50
15A1 又は

100
30A1 を用いて磁化し

たとき，人工傷の磁粉模様が明確に現れる強さ以上であること。 

七 材料が磁化した後に，材料の表面に磁粉を散布すること。 

2 前項の磁粉探傷試験を板，棒，管，鋳造品及び鍛造品について行った場合において，

次の各号に適合するときは，これを合格とする。 

一 日本工業規格 G 0565（1992）「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類」

の「9.2 磁粉模様の分類」の線状の磁粉模様（以下「線状の磁粉模様」という。）が

ある場合は，その長さが次の表の左欄に掲げる材料の厚さの区分に応じ，それぞれ同

表の右欄に掲げる値以下であること。  
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材料の厚さの区分 
（ミリメートル） 

線状の磁粉模様の長さ 
（ミリメートル） 

16以下 2 

16を超え50以下 4 

50を超えるもの 6 
 
二 日本工業規格JIS G 0565（1992）「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分

類」の「9.2 磁粉模様の分類」の円形状の磁粉模様（以下「円形状の磁粉模様」とい

う。）がある場合は，その長さが4ミリメートル以下であること。 

三 4個以上の線状の磁粉模様又は円形状の磁粉模様が直線上に並んでいる場合は，隣

接する磁粉模様の間の距離が1.5ミリメートルを超えること。 

四 面積が3,750平方ミリメートルの長方形（短辺の長さは，25ミリメートル以上とす

る。）内に長さが1.5ミリメートルを超える線状の磁粉模様又は円形状の磁粉模様が10

個以上含まれないこと。 

3 第1項の磁粉探傷試験をボルト等について行った場合において，次の各号に適合すると

きは，これを合格とする。 

一 円周方向に線状の磁粉模様がないこと。 

二 軸方向に線状の磁粉模様がある場合は，その長さが25ミリメートル以下であること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２を参照。 

 

（浸透探傷試験） 

第11条 第5条第1項第2号から第6号まで並びに同条第2項第2号及び第4号に規定する浸透

探傷試験は，次の各号によらなければならない。 

一 試験方法は，日本工業規格 Z 2341-1(2001)「非破壊検査－浸透探傷試験－第１部：

一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」の「5.4 装置」，「６ 探傷剤

の組合せ，感度及び分類」，「8 試験手順」によること。 

二 ボルト等の場合は，呼び径まで削り，又はねじを削成した後において試験を行うこ

と。 

2 前項の浸透探傷試験を板，棒，管，鋳造品及び鍛造品について行った場合において，

次の各号に適合するときは，これを合格とする。 
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一 日本工業規格 Z 2343-1(2001)「非破壊検査－浸透探傷試験－第一部：一般通則：浸

透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」の「10.1 浸透指示模様の分類」の線上浸

透指示模様」（以下「線状浸透指示模様」という。）がある場合は，その長さが次の表

の左欄に掲げる材料の厚さの区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値以下である

こと。 
 

材料の厚さの区分 
（ミリメートル） 

線状浸透指示模様の長さ 
（ミリメートル） 

16以下 2 

16を超え50以下 4 

50を超えるもの 6 
 
二 日本工業規格 Z 2343-1(2001)「非破壊検査－浸透探傷試験－第一部：一般通則：浸

透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」の「10.1 浸透指示模様の分類」の円形状

浸透指示模様（以下「円形状浸透指示模様」という。）がある場合は，その長さが4ミ

リメートル以下であること。 

三 4個以上の線状浸透指示模様又は円形状浸透指示模様が直線上に並んでいる場合は，

隣接する浸透指示模様の間の距離が1.5ミリメートルを超えること。 

四 面積が3,750平方ミリメートルの長方形（短辺の長さは，25ミリメートル以上とす

る。）内に長さが1.5ミリメートルを超える線状浸透指示模様又は円形状浸透指示模様

が10個以上含まれないこと。 

3 第1項の浸透探傷試験をボルト等について行った場合において，次の各号に適合すると

きは，これを合格とする。 

一 円周方向に線状浸透指示模様がないこと。 

二 軸方向に線状浸透指示模様がある場合は，その長さが25ミリメートル以下であるこ

と。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．２を参照。 

 

（高速原型炉第1種容器の構造の規格） 

第12条 高速原型炉第1種容器の構造の規格は，次条から第19条までの規定によらなけれ

ばならない。ただし，使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える高速原型炉
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第1種容器（ボルト等を除く）にあっては，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」

によらなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１、２．６、２．７を参照。 

 

（材料の応力強さの限界及び許容応力） 

第13条 材料の応力強さの限界及び許容応力は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 容器（穴の周辺部（注），ボルト等，オメガシール及びキャノピシールを除く。）にあ

っては，次によることとする。ただし，容器に直接溶接されるラグ，ブラケット等の

取付物（強め材，支持構造物及び炉心支持構造物を除く。）を取り付けるすみ肉溶接部

にあっては，次の値の2分の1以下でなければならない。 

イ 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，

次の値を超えないこと。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，最高使用温度における別表第 2 に定める値 

(ﾛ) 一次局部膜応力強さは，(ｲ)に定める値の 1.5 倍の値 

(ﾊ) 一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，(ｲ)に定める値に応力解

析による純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比又は 1.5 のいずれか小

さい方の値を乗じた値 

ロ 運転状態Ⅲにおいて生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次の値を超え

ないこと。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，別表第9に定める値又は別表第10に定める値の3分の2

の値のいずれか小さい方の値。ただし，オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金にあっては，別表第2に定める値の1.2倍の値 

(ﾛ) オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金以外の材料にあっては，圧

力荷重のみによる一次一般膜応力強さは，別表第2に定める値の1.1倍の値又は別

表第9に定める値の0.9倍の値のいずれか大きい方の値 

(ﾊ) 一次局部膜応力強さは，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾆ) 一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，(ｲ)に定める値に応力解

析による純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比又は1.5のいずれか小

さい方の値を乗じた値 

ハ 運転状態Ⅳにおいて生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次の値を超え
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ないこと。ただし，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表第2の適用温度範囲を超え

る場合にあっては，材料のクリープ特性を考慮して一次応力強さを適切に制限する

こと。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，別表第10に定める値の3分の2の値。ただし，オーステ

ナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，別表第2に定める値の2.4

倍の値又は別表第10に定める値の3分の2の値のいずれか小さい方の値 

(ﾛ) 一次局部膜応力強さは，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾊ) 一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，(ｲ)に定める値に応力解

析による純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比又は1.5のいずれか小

さい方の値を乗じた値 

ニ 試験状態において生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次の値を超えな

いこと。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，試験温度における別表第9に定める値の0.9倍の値 

(ﾛ) 一次局部膜応力強さは，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾊ) 一次一般膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，次の値 

(1) 一次一般膜応力強さが試験温度における別表第9に定める値の3分の2以下の

ときは(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(2) 一次一般膜応力強さが試験温度における別表第9に定める値の3分の2を超え

るときは，試験温度における別表第9に定める値の2.15倍の値と一次一般膜応力

強さの1.2倍の値の差 

ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる一次応力と二次応力を加えて求めた応

力解析による応力強さのサイクルにおいて，その最大値と最小値との差は，別表第

2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

ヘ 容器の胴及び管台にあっては，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力解

析による熱応力のサイクルにおいて，その最大値と最小値との差（以下ヘにおいて

「熱応力変動値」という。）は，次に適合すること。 

(ｲ) 厚さ方向の温度変化が放物線状に単調増加又は単調減少の場合 

(1) 最大一次一般膜応力と別表第9に定める値（オーステナイト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金にあっては別表第2に定める値の1.5倍の値。以下ヘにおい

て同じ。）との比が0.615以下のときは，熱応力変動値を別表第9に定める値で
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除じた値が，次の表の上欄に掲げる値に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値

を超えないこと。 
 

 
y

p

S
 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.615  

 
y

s

S
 8.43 6.20 4.65 3.55 2.70 2.00  

（備考）1 中間の値は，比例法によって計算する。 
2 p は，最大一次一般膜応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 
3 Syは，別表第9に定める値（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 
4 s は，熱応力変動値（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

 
(2) 最大一次一般膜応力と別表第9に定める値との比が0.615を超え1以下のとき

は，熱応力変動値が，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

pyS2.5  

は，応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Sy及び p は，それぞれ(1)の表の備考に定めるところによる。 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

(1) 最大一次一般膜応力と別表第9に定める値との比が0.5以下のときは，熱応力

変動値が，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

p

2
yS  

：応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sy及び p ：それぞれ(ｲ)(1)の表の備考に定めるところによる。 

(2) 最大一次一般膜応力と別表第9に定める値との比が0.5を超え1以下のときは，

熱応力変動値が，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

pyS4 －  

：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Sy及び p ：それぞれ(ｲ)(1)の表の備考に定めるところによる。 

ト 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の疲れ解析による，繰返しピーク

応力強さに，別図第1又は別図第2において対応する許容繰返し回数が実際の繰返し

回数以上であること。ただし，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，疲れ累

積係数が1以下でなければならない。 
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チ 純せん断荷重を受ける部分にあっては，イ及びロの規定にかかわらず，運転状態

Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び試験状態において生ずる平均せん断応力は，別表

第2に定める値の0.6倍の値を超えず，かつ，運転状態Ⅳにおいて生ずる平均せん断

応力は別表第10に定める値の0.4倍の値を超えないこと。 

リ 支圧荷重を受ける部分にあっては，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び試

験状態において生ずる平均支圧応力は，次の値を超えないこと。ただし，クラッド

容器にあっては，クラッド部を除いた母材が直接作用面に作用しているものとして

応力計算を行うことができる。 

(ｲ) 支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合

は，別表第9に定める値の1.5倍の値 

(ﾛ) (ｲ)以外の場合は，別表第9に定める値 

ヌ 軸方向に圧縮荷重を受ける円筒形の胴にあっては，圧縮応力は，次の値を超えな

いこと。ただし，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える

場合においては材料のクリープ特性を考慮して圧縮応力を適切に制限すること。 

(ｲ) 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいては，次に掲げる値のいずれか小さい方の値 

(1) 別表第2に定める値 

(2) 別図第5から別図第24までにより定めた値 

(ﾛ) 運転状態Ⅲにおいては，(ｲ)に定める値の1.2倍の値 

(ﾊ) 運転状態Ⅳにおいては，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

二 ボルト等にあっては，次によること。ただし，金属温度が別表第3の適用温度範囲

を超える場合にあっては，材料のクリープ特性を考慮して生ずる応力を適切に制限す

ること。 

イ 最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケット締付時のボルト荷重により生ず

る平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における別表第3に定める値を超えない

こと。 

ロ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅲにおいて生ずる応力は，次の値を超えな

いこと。 

(ｲ) 軸方向に垂直な断面の平均引張応力は，別表第3に定める値の2倍の値 

(ﾛ) (ｲ)に規定する平均引張応力と曲げ応力との和は，ボルトの断面の外周において，

別表第3に定める値の3倍の値 
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ハ 運転状態Ⅳにおいて生ずる応力は，次の値を超えないこと。 

(ｲ) 軸方向に垂直な断面の平均引張応力は，別表第10に定める値の3分の2の値。た

だし，オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，別表第3

に定める値の2.4倍の値又は別表第10に定める値の3分の2の値のいずれか小さい

方の値 

(ﾛ) (ｲ)に規定する平均引張応力と曲げ応力との和は，ボルトの断面の外周において，

(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

ニ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の疲れ解析は，次によること。 

(ｲ) 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートル以下の場合は別図第

1又は別図第2において繰返しピーク応力強さに対応する許容繰返し回数が実際

の繰返し回数以上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以

上であるときは，疲れ累積係数が1以下でなければならない。 

(ﾛ) 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートルを超える場合は，別

図第4において繰返しピーク応力強さに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し

回数以上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あると

きは，疲れ累積係数が1以下でなければならない。 

三 前2号の場合において，繰返し荷重が次に適合するときは，疲れ解析を行うことを

要しない。 

イ 大気圧から運転圧力となり，再び大気圧に戻る実際の繰返し回数が，別図第1又

は別図第2において別表第2に定める値の3倍の値を繰返しピーク応力強さとした場

合に，これに対応する許容繰返し回数を超えないこと。 

ロ 起動時，停止時及び耐圧試験時等を除く運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける実際

の圧力変動の全振幅が，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

(ｲ) 次の計算式により計算した値 

m
m

S
SP

3
1A  

Am：圧力変動の全振幅（メガパスカル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

Sm：別表第2に規定する値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

S：別図第1においては10の6乗，別図第2においては10の11乗を許容繰返し回
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数とした場合に，これに対応する繰返しピーク応力強さの値（ニュートン毎

平方ミリメートル） 

(ﾛ) (ｲ)に規定する値を超えるものにあっては，次の計算式により計算した値 

m

a
m

S
SP

3
1A  

Am：圧力変動の全振幅（メガパスカル） 

Sa：別図第1又は別図第2において，(ｲ)の計算式により計算した値を超える実際

の圧力変動の回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピ

ーク応力強さの値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

P，Sm：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ハ 起動時及び停止時において，相互の距離が(ｲ)の計算式により計算した値を超えな

い任意の2点間の温度差が，(ﾛ)の計算式により計算した値を超えないこと。 

(ｲ) Rt2p  

p：容器の任意の2点間の距離（ミリメートル） 

R：それぞれの点における容器の平均半径（半径が異なる場合は，それらの平均

値。ミリメートル） 

tは，それぞれの点における容器の厚さ（厚さが異なる場合は，それらの平均値。

ミリメートル） 

(ﾛ) 
E2
ST a  

T：温度差（摂氏温度） 

E：2点間の平均温度における別表第11に規定する縦弾性係数の値（ニュートン毎

平方ミリメートル） 

：2点間の平均温度における別表第12に規定する熱膨張係数の値（ミリメート

ル毎ミリメートル度） 

Sa：別図第1又は別図第2において，起動停止の回数を許容繰返し回数とした場合

に，これに対応する繰返しピーク応力強さの値（ニュートン毎平方ミリメート

ル） 

ニ 起動時及び停止時を除く運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，相互の距離がハ(ｲ)

の計算式により計算した値を超えない任意の2点間の温度差の変動の全振幅は，ハ
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(ﾛ)の計算式により計算した値を超えないこと。この場合において，ハ(ﾛ)の計算式に

おけるSaの値は，別図第1又は別図第2において，次の計算式により計算した値を超

える温度差の変動回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピー

ク応力強さの値とする。 

E2
ST  

T：温度差の変動の全振幅（度を単位とする。） 

E， ：それぞれハ(ﾛ)に，Sはロ(ｲ)に定めるところによる。 

ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，別表第11又は別表第12にそれぞれ規定する

縦弾性係数又は熱膨張係数の値が異なる材料で作られた部分の温度の変動が，次の

計算式により計算した値を超えないこと。 

(ｲ) 次の計算式により計算した値 

2211 EE2
ST  

T：温度の変動（度を単位とする。） 

E1，E2：それぞれの点における別表第11に規定する縦弾性係数の値（ニュート

ン毎平方ミリメートル） 

1 ， 2 ：それぞれの点における別表第12に規定する熱膨張係数の値（ミリメ

ートル毎ミリメートル度） 

Sは，ロ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾛ) (ｲ)に規定する値を超えるものにあっては，次の計算式により計算した値 

2211

a

EE2
ST  

T：温度の変動（摂氏温度） 

Sa：別図第1又は別図第2において，(ｲ)の計算式により計算した値を超える温度

の変動の回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピーク

応力強さの値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

E1，E2， 1 及び 2 は，それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ヘ 機械的荷重により生ずる応力の全振幅は，別図第1又は別図第2において，荷重変

動回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピーク応力強さの値
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を超えないこと。ただし，荷重変動回数は，別図第1においては10の6乗，別図第2

においては10の11乗を許容繰返し回数としたときに，これに対応する繰返しピーク

応力強さの値を超える応力を生ずる荷重変動回数をとるものとし，その値が別図第

1において10の6乗を超えるときは，10の6乗とし，別図第2において10の11乗を超

えるときは，10の11乗とすることができる。 

四 オメガシール及びキャノピシールにあっては，次によること。 

イ 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる応力の応力解析による一次一般膜応力

強さは，最高使用温度における別表第2に定める値を超えないこと。 

ロ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる一次応力と二次応力を加えて求めた応力解

析による応力強さのサイクルにおいて，その最大値と最小値との差は，別表第2に定め

る値の3倍の値を超えないこと。2 外面に圧力を受ける容器の胴，鏡板又は管にあって

は，次の各号によらなければならない。 

一 円筒形若しくは円すい形の胴，円すい形の鏡板又は管にあっては，次によること。 

イ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて外面に受ける圧力は，次の値を超えないこと。 

(ｲ) 厚さが外径の0.1倍以下のものにあっては，次の計算式により計算した値 

o
a

D3
Bt4P  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

t：胴，鏡板又は管の厚さ（ミリメートル） 

D0：胴，鏡板又は管の外径（ミリメートル） 

(ﾛ) 厚さが外径の0.1倍を超えるものにあっては，次の2つの計算式により計算した値

のいずれか小さい方の値 

B0833.0
D

t167.2P
o

a  

oo

t
a

D
t1

D
S2P  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

S：別表第2に定める値の1.5倍の値又は別表第9に定める値の0.9倍の値のいず

れか小さい方の値（ニュートン毎平方ミリメートル） 
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B，t及びD0：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて外面に受ける圧力は，イに定める値の1.2倍の値を超えないこ

と。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて外面に受ける圧力は，イに定める値の1.5倍の値を超えないこ

と。 

ニ 試験状態において外面に受ける圧力は，次のいずれかの値を下廻ること。 

(ｲ) イの計算式により計算した値の1.35倍の値 

(ﾛ) 応力解析による崩壊圧力又は弾性不安定圧力のいずれか低い方の値の0.8倍の

値 

(ﾊ) 次の計算式により計算した値 

yt

yds
a

S
SP8.0P  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

Syd：試験状態の温度における別表第9に規定する材料の設計降伏点（ニュート

ン毎平方ミリメートル） 

Syt：室温における試験片の降伏点（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Ps：室温における破壊実験による圧壊圧力（メガパスカル） 

二 球形の胴又はさら形若しくは全半球形の鏡板にあっては，次によること。 

イ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて外面に受ける圧力は，次の計算式により計算

した値を超えないこと。 

o
a

R
BtP  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

t：胴又は鏡板の厚さ（ミリメートル） 

R0：胴又は鏡板の外半径（ミリメートル） 

B：前号イ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて外面に受ける圧力は，イの計算式により計算した値の1.2倍の

値を超えないこと。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて外面に受ける圧力は，イの計算式により計算した値の1.5倍の

値を超えないこと。 
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ニ 試験状態において外面に受ける圧力は，イの計算式により計算した値の1.35倍を

超えないこと。 

三 半だ円形鏡板にあっては，前号の規定に準ずること。この場合において，同号中R0

は外面で測った長径のK倍とし，Kは次の表の上欄に掲げる鏡板の長径と短径との比

に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 
 
（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１、２．３、２．９、２．１０、

２．１１、２．１２、２．１３、２．１４、２．１５、２．１６、２．１７、 

２．１８、２．１９、２．２０、２．２１、２．２２を参照。 

 

（弾塑性解析） 

第14条 前条第1項第1号ホ及び第4号ロの規定に適合しない部分がある容器で当該部分が

次の各号に適合するものにあっては，当該部分は，前条第1項第1号ホ及びト並びに同項

第4号ロの規定に適合することを要しない。 

一 別表第2に規定する当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が，0.8倍以

下であること。 

二 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける当該部分の温度は，次の値を超えないこと。 

イ 低合金鋼，マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 370度 

ロ オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 430度 

三 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる一次応力と二次応力（熱応力のうち曲げ

応力を除く。）を加えて求めた応力解析による応力強さ（オメガシール及びキャノピシ

ールにあっては一次膜応力と二次膜応力を加えて求めた応力解析による応力強さ）の

サイクルにおいて，その最大値と最小値との差は，別表第2に定める値の3倍の値を超

えないこと。 

四 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の疲れ解析による繰返しピーク応力

強さは，別図第1又は別図第2における10回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピ

ーク応力強さの値を超えないこと。 
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五 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける次に定める応力強さを繰返しピーク応力強さと

し，別図第1又は別図第2においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数

以上であること。ただし，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，疲れ累積係数

が1以下でなければならない。 

イ 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，

その最大値と最小値との差が別表第2に定める値の3倍未満の場合は，応力強さは，

次の計算式により計算した値とする。 

2
SS pl  

S l ：応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sp：疲れ解析によるピーク応力強さのサイクルにおいて，その極大値と極小値と

の差（ニュートン毎平方ミリメートル） 

ロ 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，

その最大値と最小値との差が別表第2に定める値の3倍以上であり，かつ，次の表に

掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表に掲げるmの値と別表第2に定める値とを乗

じた値の3倍以下の場合は，応力強さは，次の2つの計算式により計算した値のいず

れか大きい方の値とする。 

2
SKS pel  

1
S3
SSAS

2
1S

m

p
nopl  

S l ：応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Ke：次の計算式より計算した値 

1
S3
S

1mn
n11K

m

n
e  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにお

いて，その極大値と極小値との差（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sm：別表第2に規定する値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

m，n及びA0：次の表に掲げる材料の種類に応じ，それぞれ同表に掲げる値 

Sp：イに定めるところによる。 
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材料の種類 m ｎ A0 

低合金鋼 2.0 0.2 1.0 

マルテンサイト系ステンレス鋼 2.0 0.2 1.0 

炭素鋼 3.0 0.2 0.66 

オーステナイト系ステンレス鋼 1.7 0.3 0.7 

高ニッケル合金 1.7 0.3 0.7 
 

ハ 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，

その最大値と最小値との差がロの表に掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表に掲げ

るmの値と別表第2に定める値とを乗じた値の3倍を超える場合は，応力強さは，次

の計算式により計算した値とする。 

n2
SS pl  

S l ：応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sp：イに定めるところによる。 

n：ロに定めるところによる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１、２．９、２．１４を参照。 

 

（クラッド容器） 

第15条 クラッド容器の応力解析及び疲れ解析は，第13条及び前条によることとする。た

だし，次の各号に留意しなければならない。 

一 クラッド部は，強度部材として考慮しないこと。ただし，支圧荷重に対する強度計

算を行う場合は，この限りでない。 

二 計算に使用する容器の寸法は，次によること。 

イ 内面に圧力を受ける容器にあっては，容器内径は，母材の内径をとること。 

ロ 外面に圧力を受ける容器にあっては，容器外径は，母材の外径をとること。 

三 クラッド部の厚さが全板厚の0.1倍を超える場合は，応力解析及び疲れ解析において

クラッド部の存在を考慮すること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１を参照。 
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（疲れ強度減少係数等） 

第16条 疲れ解析に使用する疲れ強度減少係数及び応力集中係数は，理論的又は実験的に

求めたものでなければならない。 

2 次の表の左欄に掲げる容器の部分（材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメ

ートルを超えるボルトを除く。）の疲れ強度減少係数又は応力集中係数は，前項の規定に

かかわらず，それぞれ同表の右欄に掲げる値とすることができる。 

 

容器の部分 疲れ強度減少係数又は 
応力集中係数 

局部的な構造上の不連続部 5 

ボルトのねじ部 4 

容器のラグ，ブラケット等の取付物（強め

材，支持構造物及び炉心支持構造物を除

く。）を取り付けるすみ肉溶接部 
4 

 
3 前項の表の左欄に掲げる容器の部分のうち，材料の最小引張強さが690ニュートン毎平

方ミリメートルを超えるボルトであって，疲れ強度減少係数又は応力集中係数が4未満

のものにあっては，第1項の規定にかかわらず，4としなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１を参照。 

 

（穴と補強） 

第17条 容器に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 第13条第1項第3号の規定により疲れ解析を行うことを要しない場合は，穴を補強す

ること。 

二 前号の場合以外の場合は，穴を補強し，かつ，穴の周辺部について次に適合するこ

と。 

イ 第13条第1項第1号ホの規定に適合すること。ただし，機械的荷重による応力と熱

応力を加えて求めた応力強さが別表第2に規定する値の1.5倍の値を超えない場合は，

この限りでない。 

ロ 第13条第1項第1号トの規定に適合すること。 
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三 穴は，円形又はだ円形であること。 

四 管台の内径と胴の内径（平板の場合，平板の径）の比は，0.5以下であること。 

五 隣接して穴を設ける場合は，当該穴の中心間の胴の内面に沿った弧の長さは，次の

値以上であること。ただし，著しい配管反力がない場合は，この限りでない。 

イ 鏡板又は円筒形の胴の長手方向に穴が設けられる場合は，当該穴の半径の和の3

倍の値 

ロ 円筒形の胴の円周方向に穴が設けられる場合は，当該穴の半径の和の2倍の値 

2 穴の周辺部における応力強さの限界が第13条第1項第1号から第3号まで及び第14条の

規定に準じて応力解析及び疲れ解析を行い，これに適合する場合は，前項の規定による

ことを要しない。 

3 円形の穴であって，次の各号に適合するものは，第1項第1号及び第2号の規定に適合す

ることを要しない。 

一 穴の直径は，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

Rt2.0d  

d：穴の直径（ミリメートル） 

R：穴のある部分の容器の平均半径（ミリメートル） 

t：穴のある部分の容器の厚さ（ミリメートル） 

二 イの計算式により計算した値を直径とする容器内面に沿った円の中に，2つ以上の

穴がある場合は，それらの穴の直径の和がロの計算式により計算した値を超えないこ

と。この場合において，それぞれの穴の中心間の容器内面に沿った弧の長さは，ハの

計算式により計算した値以上であること。 

イ Rt5.2D1  

D1：直径（ミリメートル） 

R及びt：それぞれ前号に定めるところによる。 

ロ Rt25.0D2  

D2：2つ以上の穴の直径の和（ミリメートル） 

R及びt：それぞれ前号に定めるところによる。 

ハ 21 dd5.1p  

p：それぞれの穴の中心間の容器内面に沿った弧の長さ（ミリメートル） 

d1及びd2：それぞれ穴の直径（ミリメートル） 
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三 隣接する2つの穴の中心間の容器内面に沿った弧の長さは，次の2つの計算式により

計算した値のいずれか大きい方の値以上であること。ただし，前号の規定に適合する

場合は，この限りでない。 

211 dd5.1p  

212 dd5.0Rt5.2p  

p1及びp2：隣接する2つの穴の中心間の容器内面に沿った弧の長さ（ミリメートル） 

d1及びd2：それぞれ前号ハに，R及びtはそれぞれ第1号に定めるところによる。 

四 穴の端と当該穴が存在する部分以外の部分にある局部応力の発生箇所との距離は，

次の計算式により計算した値以上であること。 

Rt5.2p  

p：距離（ミリメートル） 

R及びt：それぞれ第1号に定めるところによる。 

4 穴を補強する場合は，次の各号によらなければならない。 

一 補強は，穴の中心を含み，かつ，胴板の面に垂直な任意の平面に現われる断面につ

いて，イの補強に有効な範囲内にあるロの補強に有効な面積がハの補強に必要な面積

より大きくなるように行うこと。 

イ 補強に有効な範囲 

 穴の中心を含み，かつ，胴板の面に垂直な平面上において，(ｲ)に掲げる穴の中心

線に平行な2つの直線及び(ﾛ)に掲げる胴板の面に沿う2つの線（注）によって囲まれる

範囲 

(ｲ) 穴の中心線に平行な直線 

 穴の中心線からその両側に，胴板の中心線に沿って，それぞれ各断面に現れる

穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっては長径をいう。以下この

項において同じ。）又は各断面に現れる穴の径の2分の1と胴板の厚さと管台があ

る場合における管台壁の厚さの和のいずれか大きいものに等しい距離にある直線 

(ﾛ) 胴板の面に沿う線 

 胴板の面からその両側に胴板の面に直角に測った距離が次の表の左欄に掲げる

区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる計算式により計算した値に等しい距離

にある線 
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区分 計算式 

図1から図4までの場合 2m r5.0tr5.0p  

図5及び図6の場合 nmtr5.0p  
（備考） 
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2 P：距離（ミリメートル） 
3 d0：管台に接続される管の外径（ミリメートル） 
4 rm：管台の平均半径（ミリメートル） 
5 t：管台の厚さ（ミリメートル） 
6 Ts：胴の厚さ（ミリメートル） 
7 x：傾斜面の食違い（ミリメートル） 
8 ri：管台の内半径（ミリメートル） 
9 r1：管台の内側のすみの丸みの半径（ミリメートル） 

10 r2：管台と胴との移行部の半径（ミリメートル） 
11 r3：管台と管との移行部の半径（ミリメートル） 
12 tn：次による。 

イ 図5の場合 次の計算式により計算した値 
tn = tp + 0.667x 
tpは，接続される管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

ロ 図6の場合 t 
 

ロ 補強に有効な面積 

 次に規定する断面積の和 

(ｲ) 胴の厚さのうち胴に穴がない場合における一次一般膜応力強さに基づいて要

求される厚さを除いた部分の断面積 

(ﾛ) 管台が胴と一体であるか又は胴に完全溶け込み溶接されている場合における

管台の厚さのうち一次一般膜応力強さに基づいて要求される厚さを除いた部分の

断面積 

(ﾊ) 管台が胴に完全溶け込み溶接されている場合におけるすみ肉部の断面積 

(ﾆ) 強め材が胴と一体であるか又は胴に完全溶け込み溶接されている場合におけ

る強め材の断面積 

ハ 補強に必要な面積 

 次の計算式により計算した値に等しい断面積 

(ｲ) 円筒形若しくは円すい形の胴又は円すい形の鏡板の場合 

FdtA 1rr  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートルを単位とする。） 

d：穴の径（ミリメートルを単位とする。） 

tr1：胴又は鏡板に穴がない場合における一次一般膜応力強さに基づいて要求さ

れる厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

F：次の図により求めた値 
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(ﾛ) 球形の胴又はさら形，全半球形若しくは半だ円形の鏡板の場合 

2rr dtA  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

tr2：胴又は鏡板に穴がない場合における一次一般膜応力強さに基づいて要求さ

れる厚さ（ミリメートル） 

d：(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾊ) 平板の場合 

3rr dt5.0A  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

tr3：平板に穴がない場合における一次一般膜応力強さ又は一次膜応力と一次曲

げ応力を加えて求めた応力強さのいずれか大きい方に基づいて要求される厚

さ（ミリメートル） 

d：(ｲ)に定めるところによる。 

二 前号の場合において，2以上の穴が接近しているためそれぞれの同号イに規定する

補強に有効な範囲が重なり合うときは，次によること。 

イ 重なり合う部分の面積は，2以上の穴の補強に有効な面積としないこと。 
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ロ 隣接する2つの穴の間にある補強に有効な面積は，これらの穴の補強に必要な面

積の50パーセント以上であること。 

三 別表第12に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の熱膨張係数は，容器の胴の

材料のそれの0.85倍以上1.15倍以下であること。 

四 補強に必要な面積の3分の2以上の補強に有効な面積は，穴の中心から次の計算式に

より計算した値のうちいずれか大きいものに等しい距離内にあること。 

Rt5.0rp  

ntt
3
2rp  

p：距離（ミリメートル） 

r：穴の径の2分の1（ミリメートル） 

R：胴の平均半径（ミリメートル） 

t：胴の厚さ（ミリメートル） 

tn：管台の厚さ（ミリメートル） 

五 補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は，穴の中心線の両側にあるこ

と。 

六 別表第2に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の設計応力強さが同表に規定

する胴の材料の設計応力強さより大きい場合は，これらの材料の設計応力強さを胴の

材料の設計応力強さと同等として計算に用いること。 

七 別表第2に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の設計応力強さが同表に規定

する胴の材料の設計応力強さより小さい場合は，これらの材料の設計応力強さと胴の

材料の設計応力強さとの比に反比例してこれらの断面積を増加すること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１、２．２４を参照。 

 

（応力係数） 

第18条 前条第1項第2号ロの場合において，円形の穴の周辺のピーク応力強さの疲れ解析

のうち内圧力については，容器が次の各号に適合するときは，次項に規定する応力係数

を使用することができる。 

一 管台が取り付けられる容器の胴は，円筒形又は球形であり，かつ，胴の内径と胴の

厚さとの比が100以下であること。 
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二 管台の形状及び寸法は，次の図1から図6までに適合するものであること。 
 

 
 

 
 

  
（備考） 

1 d0：管台に接続される管の外径（ミリメートル） 
2 rm：管台の平均半径（ミリメートル） 
3 t：管台の厚さ（ミリメートル） 
4 Ts：胴の厚さ（ミリメートル） 
5 x：傾斜面の食違い（ミリメートル） 
6 ri：管台の内半径（ミリメートル） 
7 r1：管台の内側のすみの丸みの半径で胴の厚さの0.1倍以上1.0倍以下とする。 
8 r2：胴と管台との面を滑らかに結合する面の曲率半径であり，かつ，管台が円筒形の胴若

しくは長径と短径との比が2対1のだ円形鏡板に設けられる場合において穴の径が胴又は

鏡板の厚さの1.5倍を超えるとき，又は管台が球形の胴に設けられる場合において穴の径が

胴の厚さの3倍を超えるときは，胴又は管台の厚さのいずれか大きい方の値の2分の1以上

とする。 
9 r3：次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方の値以上とする。 

03 d002.0r θ  
θ3

3 sinx2r  
θ は，図1，図3又は図5に示す角度（度） 
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三 管台の軸が容器の面に直角でない場合は，管台の内径に対する胴の内径の比は，0.15

を超えないこと。 

四 管台が球形部に設けられている場合は前条第4項第1号イの補強に有効な範囲にあ

る同号ロの補強に有効な面積の0.4倍以上の値は，一次一般膜応力強さに基づいて要求

される胴の板厚の外側にあること。 

五 管台の内径は，胴の内径と胴の板厚の積の平方根の0.8倍以下であること。 

2 応力係数は，次の各号に適合しなければならない。 

一 管台の軸が容器の面に直角である場合は，応力係数は，次の表の左欄に掲げる応力

の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとすること。 

 

応力係数 

応力係数 
球形部に設けられている場合 円筒部に設けられている場合 

内側すみ部 外側すみ部 
長手面 円周面 

内側すみ部 外側すみ部 内側すみ部 外側すみ部 

n  2.0 2.0 3.1 1.2 1.0 2.1 

t  
ﾅｽ

ﾏｲ
0.2 2.0 

ﾅｽ

ﾏｲ
0.2 1.0 

ﾅｽ

ﾏｲ
0.2 2.6 

r  
ﾅｽ

ﾏｲ

R
t2  0 

ﾅｽ

ﾏｲ

R
t  0 

ﾅｽ

ﾏｲ

R
t  0 

（備考） 
1 n ， t 及び r は，それぞれ次の図に示す応力成分とする。 

 
  

 

 

2 tは，円筒形又は球形の胴の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
3 Rは，円筒形又は球形の胴の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 

 
二 管台の軸が容器の面に直角でない場合は， n に係る内側すみ部の応力係数は，次の
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計算式により計算した値，その他の応力係数は，前号の表の左欄に掲げる応力区分に

応じ，それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとすること。 

イ 円筒形又は球形の胴において，管台が次の図のように斜交する場合 
2

12 sin21kk  
k2は，斜交する管台の応力係数 
k1は，前号に規定する応力係数 

 
ロ 円筒形の胴において，管台が次の図のように斜交する場合 

3
4

12 tan1kk  

k2は，斜交する管台の応力係数 
k1は，イに定めるところによる。 

 
（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１を参照。 

 

（容器の形状） 

第19条 容器の形状は，次の各号によらなければならない。 

一 容器の胴は，円筒形，球形又は円すい形であること。 

二 容器の鏡板は，さら形，全半球形，半だ円形又は円すい形であること。 

三 円筒形若しくは円すい形の胴又は鏡板の軸に垂直な同一断面又は球形の胴の中心を

通る同一断面における最大内径と最小内径との差は，次の2つの計算式により計算し

た値のいずれか小さいもの以下であること。 

200
270,1D  

100
D  

：同一断面における最大内径と最小内径との差（ミリメートル） 
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D：同一断面における胴の呼び内径（ミリメートル） 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２．１を参照。 

 

（流体による励振力を受ける管群） 

第19条の2 外面に流体による励振力を受ける管群において，U字管の曲げ部は，次の各号

によらなければならない。 

一 運転状態Ⅰにおいて次の計算式により計算した流力弾性振動発生判別値は，1未満

であること。 

c

e

U
USR  

SR：流力弾性振動発生判別値 

Ue：有効流速（管の曲げ部における流速及び密度の分布並びに管の振動モードから

求めた流速。メートル毎秒） 

Uc：限界流速（流力弾性振動が発生する限界の有効流速。メートル毎秒） 

二 前号の規定に適合しないおそれがある場合は，振動が発生した場合の振幅を制限す

ること。 
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第3章 高速原型炉第2種容器 

 

（高速原型炉第2種容器の材料） 

第20条 高速原型炉第2種容器（容器に直接溶接されるラグ，ブラケット，強め材，控え，

強め輪等であって重要なものを含む。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第2種

容器の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれ

と同等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第2種容器に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靭性試験を行

い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の各号に

掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 容器の最低使用温度より17度低い温度以下の温度で第4条第3項に規定する落重試

験又は同条第4項に規定する衝撃試験を行ったとき，次のいずれかに適合すること。 

イ 落重試験にあっては，すべての試験片が非破断であること。 

ロ 衝撃試験にあっては，試験片による吸収エネルギーが材料の種類に応じ，それぞ

れ別表第4又は別表第5の吸収エネルギーの欄に掲げる値以上であること。 

二 前号に定める合格基準に適合しない場合は，容器の最低使用温度より17度低い温度

以下の温度で第4条第3項に規定する落重試験又は同条第4項に規定する衝撃試験をそ

れぞれ新たな4個又は6個の試験片について行ったとき，当該試験片が前号に定める合

格基準に適合すること。 
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5 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１を参照。 

 

（高速原型炉第2種容器の構造の規格） 

第21条 高速原型炉第2種容器の構造の規格は，次条から第29条までの規定によらなけれ

ばならない。 

2 第2種容器のうち，前項の構造の規格に規定されない荷重により著しい応力が生ずる部

分及び前項の構造の規格に規定されない形の部分にあっては，第13条第1項第1号（ニ及

びヌを除く。以下この項において同じ。）から第3号まで，第14条及び第16条の規定に準

ずるほか，次の各号によらなければならない。この場合において，第13条第1項第1号及

び第3号並びに第14条第1号，第3号及び第5号中「別表第2」とあるのは「別表第4」と，

第13条第1項第2号中「別表第3」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。 

一 試験状態において生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次に掲げる値を超

えないこと。 

イ 一次一般膜応力強さは，試験温度における別表第9に定める値の0.75倍（水圧試験

の場合は0.9倍）の値 

ロ 一次局部膜応力強さは，イに定める値の1.5倍の値 

ハ 一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，イに定める値の1.5倍の値 

二 ジェット力及び機械的荷重により生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次

の値を超えないこと。 

イ 一次一般膜応力強さは，次の値 

(ｲ)構造上の連続な部分にあっては，別表第10に定める値の0.6倍の値。ただし，オ

ーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，別表第10に定める

値の0.6倍の値又は別表第4に定める値の2倍の値のいずれか小さい方の値 

(ﾛ)構造上の不連続な部分にあっては，別表第9に定める値又は別表第10に定める値

の0.6倍の値のいずれか小さい方の値。ただし，オーステナイト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金にあっては，別表第4に定める値の1.2倍の値 

ロ 一次局部膜応力強さは，イに定める値の1.5倍の値 

ハ 一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，イに定める値の1.5倍の値 
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3 前項において使用中の金属温度が別表第4の適用温度範囲を超える場合にあっては，

「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の3及び4.3(1)の規定に準じること。 

 この場合において，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」3.2及び3.3中「別表

1.2（別図1.2）」とあるのは「別表1.14（別図1.12）」と，3.2.3(4)中「2Su/3」とあるの

は「0.6Su」と，3.2.4中「第13条第1項第1号ニ」とあるのは「第21条第2項第1号」と読

み替えるものとする。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２、３．３を参照。 

 

（容器の胴） 

第22条 容器の胴の形は，次の各号によらなければならない。 

一 円筒形，球形又は図1から図4までに示す円すい形であること。 
 

  
ｔ≧ 2D06.0r 00 又は3tのいずれか大

きい方の値 
ｔ≧ 2D06.0r ss 又は 3t のいずれか大

きい方の値 

ｔ≧ 2D06.0r 00 又は3tのいずれか大

きい方の値 
ｔ≧ 2D06.0r ss 又は 3t のいずれか

大きい方の値 

 

別紙１ －53－ 



 

ｔ≧ 2D06.0r 00 又は3tのいずれか 
大きい方の値 
θ ≦30° θ ≦30° 

 

二 円筒形若しくは円すい形の胴の軸に垂直な同一断面又は球形の胴の中心を通る同一

断面における最大内径と最小内径との差は，当該断面の呼び内径の1パーセント以下

であること。 

三 外面に圧力を受ける胴は，円筒形又は円すい形のものにあっては軸に垂直な断面，

球形のものにあっては中心を通る断面における真円に対する最大偏差が図1に示すe

の値以下のものであること。この場合において，真円に対する偏差は，図2に示す弧

の長さの2倍の長さの弦を有する弓形に対する胴の内側又は外側の半径方向の偏差と

する。 
 
 

 

 

（備考） 
1 中間の値は，比例法によって計算する。 
2 D0は，胴の外径（ミリメートルを単位とする。） 
3 tは，胴の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
4 l は，球形の胴にあっては外径の 2 分の 1，球形以外の胴にあっては胴の軸方向の長さ

であって鏡板取付部間の距離，強め輪の中心間の距離，胴の端に最も近い強め輪の中心

と胴の端との距離又は胴の端に最も近い強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる箇所ま

での長さにその鏡板の深さの 3 分の 1 を加えた長さ（ミリメートルを単位とする。） 
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（備考） 
図 1 の備考と同様とする。 

 
2 容器の継手は，溶接継手又はフランジ継手としなければならない。 

3 容器の胴の厚さは，次の各号に掲げる値のいずれか大きい方の値以上でなければなら

ない。 

一 炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものにあっては3ミリメートル，その他の

材料で作られたものにあっては，1.5ミリメートル 

二 次の計算式により計算した値 

イ 内面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが内半径の2分の1以下のもの 

P2.1S2
PDt i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

Di：胴の内径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第4に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎

平方ミリメートルを単位とする。）ただし，最高使用温度が別表第4の適用温度

範囲を超える場合にあっては「別表第4」とあるのは「別表第6」と読み替える

ものとする。 
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：長手継手の効率又は連続した穴がある場合における当該部分の効率。ただし，

穴と長手継手の溶接部の溶着金属との距離が6ミリメートル以下の場合又は穴

が長手継手を通る場合は，当該長手継手の効率と当該穴がある部分の効率との

積とする。 

ロ 内面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが内半径の2分の1を超えるも

の 

1ZRt i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Ri：胴の内半径（ミリメートル） 

Z：次の計算式により計算した値 

PS
PSZ  

P，S及び ：それぞれイに定めるところによる。 

ハ 外面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが外径の0.1倍以下のもの 

B4
DP3t oe  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D0：胴の外径（ミリメートル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

ニ 外面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが外径の0.1倍を超えるもの 

 次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方の値 

167.2

0833.0
B
PD

t

e
o

 

S
P211

2
Dt eo  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位） 

S：最高使用温度における別表第4に定める値の1.82倍の値又は別表第9に定める

値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値（ニュートン毎平方ミリメートル） 
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 ただし，最高使用温度が別表第4又は別表第9の適用温度範囲を超える場合に

あっては，「別表第4」とあるのは「別表第6」と，「別表第9」とあるのは「高

速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等の別表1.4」と読み替えるものとする。 

D0，B及びPe：それぞれハに定めるところによる。 

ホ 内面に圧力を受ける球形の胴であって，その厚さが内半径の0.356倍以下のもの 

P4.0S4
PDt i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P，Di，S及びη：それぞれイに定めるところによる。 

ヘ 内面に圧力を受ける球形の胴であって，その厚さが内半径の0.356倍を超えるもの 

1YRt 3i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Y：次の計算式により計算した値 

PS2
PS2Y  

P，S及び ：それぞれイに，Riはロに定めるところによる。 

ト 外面に圧力を受ける球形の胴 

B
RPt oe  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

R0：胴の外半径（ミリメートルを単位とする。） 

Pe及びB：それぞれハに定めるところによる。 

チ 内面に圧力を受ける円すい形の胴（すその丸みの部分を除く。） 

P6.0Scos2
PDt i

θ
 

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Di：円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の内径（ミ

リメートルを単位とする。） 

θ ：円すいの頂角の2分の1 

P，S及び ：それぞれイに定めるところによる。 
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リ 外面に圧力を受ける円すい形の胴 

(ｲ) 円すいの頂角の2分の1が22.5度以下のものにあっては，その軸方向の長さ（強

め輪を設けている胴にあっては強め輪のその中心間の距離）を長さとし，軸に垂

直な断面の外径の最大のもの（強め輪を設けている胴にあってはその取り付けら

れている部分の外径の最大のもの）を外径とする円筒形の胴について，ハ又はニ

の計算式により計算した値 

(ﾛ) 円すいの頂角の2分の1が22.5度を超え60度以下のものにあっては，その軸に垂

直な断面の内径の最大のもの（強め輪を設けている胴にあってはその取り付けら

れている部分の内径の最大のもの）を長さ及び外径とする円筒形の胴について，

ハ又はニの計算式により計算した値 

(ﾊ) 円すいの頂角の2分の1が60度を超えるものにあっては，その軸に垂直な断面の

内径の最大のものを直径とする平板について，第24条第1項の計算式により計算

した値 

4 前項第2号イに規定する継手の効率は，次の表の左欄に掲げる継手の種類に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる値とする。 
 

継手の種類 

効率 
第２部第13条の規定に

準じて放射線透過試験

を行い，これに合格す

るもの 

その他の 
もの 

突合せ両側溶接及び裏当金を使用した突合せ

片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものに

限る。）並びにこれらと同等以上の効果が得ら

れる方法による溶接 

1.00 0.70 

裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏

当金を取り除いたものを除く。） 0.90 0.65 

裏当金を使用しない突合せ片側溶接 0.60 0.60 

 
5 第3項第2号イに規定する連続した穴がある場合における当該部分の効率は，当該部分

を第8項の規定に準じて補強する場合は1，その他の場合は次の各号に掲げる値とする。 

一 大きさの同じ穴が胴の長手方向の一直線上に同一のピッチで配置されている場合は，

次の計算式により計算した値 
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p
dp  

：穴のある部分の効率 

p：穴の長手方向のピッチ（ミリメートル） 

d：穴の径（ミリメートル） 

二 数群の大きさの同じ穴が胴の長手方向の一直線上に規則的に配置され，かつ，各群

における穴の配置が同一である場合は，次の計算式により計算した値 

l
l nd  

：穴のある部分の効率 

l ：各群の長さ（ミリメートル） 

n：各群の穴の数 

d：前号に定めるところによる。 

三 大きさの同じ穴が胴の長手方向の一直線上に不規則に配置されている場合は，次に

掲げる値のうちいずれか小さいもの 

イ 次の計算式により計算した値のうち最小のもの 

1

cba
l

･･････  

：穴のある部分の効率 

a，b，c･･････：それぞれ穴の間の帯の幅（ミリメートル） 

1l ：胴の内径に等しい長さ（ミリメートル）。ただし，内径が1,500ミリメートル

を超える場合は，1,500ミリメートルとする。 

ロ 次の計算式により計算した値のうち最小のもの 

2

cba
l

･･････  

：穴のある部分の効率 

2l ：胴の内半径に等しい長さ（ミリメートル）。ただし，内半径が750ミリメート

ルを超える場合は，750ミリメートルとする。 

a，b，c･･････：それぞれイに定めるところによる。 

四 大きさの同じ穴が斜線上又は千鳥形に配置されている場合は，次の図により求めた
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値。ただし，千鳥形に配置されている場合において，同図において効率を示す点がAA

線より右側にあるときは長手方向について，BB線より左側にあるときは周方向につい

て，次の計算式により計算した値とする。 

p
dp  

：穴のある部分の効率 

p及びd：それぞれ第1号に定めるところによる。 
 

 
 
6 容器の胴に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 第13条第1項第3号の規定に準じて疲れ解析を行うことを要しない場合は，穴を補強

すること。 

二 前号の場合以外の場合は，穴を補強し，かつ，穴の周辺部について次に適合するこ

と。 

イ 第13条第1項第1号ホの規定に準ずること。ただし，熱応力強さが別表第4に規定

する値の1.5倍の値を超えない場合は，この限りでない。 
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ロ 第13条第1項第1号トの規定に準ずること。この場合において，第18条の応力係数

を使用することができる。 

三 前2号の場合において，第13条第1項第1号及び第3号中「別表第2」とあるのは，「別

表第4」と読み替えるものとする。 

四 前3号の規定にかかわらず，使用中の金属温度が別表第4の適用温度範囲を超える場

合にあっては，穴を補強し，かつ，穴の周辺部について「高速原型炉第1種機器の高

温構造設計指針」の3.4及び3.5の規定に適合すること。 

五 円筒形又は球形の胴に設けられる円形の穴であって，その直径が61ミリメートルを

超えないものは，第1号及び第2号の規定に適合することを要しない。 

7 穴の周辺部における応力強さの限界が第13条第1項第1号から第3号まで及び第14条の

規定に準じて応力解析及び疲れ解析を行い，これに適合する場合は，前項（第4号を除

く）の規定によることを要しない。この場合において，第13条第1項第1号及び第3号並

びに第14条第1号，第3号及び第5号中「別表第2」とあるのは「別表第4」と，第13条第

1項第2号中「別表第3」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。 

一 使用中の金属温度が別表第4の適用温度範囲を超える場合にあって，穴の周辺部に

おいて「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の3の規定に適合する場合は，前

項の規定によることを要しない。この場合において，「高速原型炉第1種機器の高温構

造設計指針」の3.2及び3.3中「別表1.2（別図1.2）」とあるのは「別表1.14（別図1.12）」

と，3.2.3(4)中「2Su/3」とあるのは「0.6Su」と，3.2.4中「第13条第1項二」とある

のは「第21条第2項第1号」と読み替えるものとする。 

8 第6項の規定により補強する場合は，次の各号によらなければならない。 

一 補強は，穴の中心を含み，かつ，胴板の面に垂直な任意の平面に現われる断面につ

いて，イの補強に有効な範囲内にあるロの補強に有効な面積がハの補強に必要な面積

より大きくなるように行うこと。 

イ 補強に有効な範囲 穴の中心を含み，かつ，胴板の面に垂直な平面上において，

(ｲ)に掲げる穴の中心線に平行な2つの直線及び(ﾛ)に掲げる胴板の面に沿う2つの線

によって囲まれる範囲 

(ｲ) 穴の中心線に平行な直線 穴の中心からその両側に，胴板の中心線に沿って，

それぞれ各断面に現われる穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっ

ては長径をいう。以下この項において同じ。）又は各断面に現われる穴の径の2分
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の1と胴板の厚さと管台がある場合における管台壁の厚さとの和のうちいずれか

大きいものに等しい距離にある直線 

(ﾛ) 胴板の面に沿う線 胴板の面からその両側に胴板の面に直角に測った距離が

次の表の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる計算式により計

算した値に等しい距離にある線 
 

区  分 計算式 

1 強め材を当板又はリングにより取り付ける場合 

次の2つの計算式のうちい

ずれかpの値の大きい方 

e

em

tt5.2p
ttr5.0p  

2 1の場合以外の場合 
図1から図4までの場合 2m r5.0tr5.0p  

図5及び図6の場合 nmtr5.0p  
（備考） 

1 図1から図6までは，次のとおりとする。 
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2 p：距離（ミリメートル） 
3 d0：管台に接続される管の外径（ミリメートル） 
4 rm：管台の平均半径（ミリメートル） 
5 t：管台の厚さ（ミリメートル） 
6 te：強め材の厚さ又は胴の厚さの2.5倍のうちいずれか小さい方（ミリメートル） 
7 Ts：胴の厚さ（ミリメートル） 
8 x：傾斜面の食違い（ミリメートル） 
9 ri：管台の内半径（ミリメートル） 

10 r1：管台の内側のすみの丸みの半径（ミリメートル） 
11 r2：管台と胴との移行部の半径（ミリメートル） 
12 r3：管台と管との移行部の半径（ミリメートル） 
13 tn：次によること。 

イ 図5の場合 次の計算式により計算した値 
x667.0tt pn  

tpは，接続される管の厚さ（ミリメートル） 
ロ 図6の場合 t 

 
ロ 補強に有効な面積 次に規定する断面積の和 

(ｲ) 胴の厚さのうち胴に穴がないものとして求めた計算上必要な厚さを除いた部

分の断面積 

(ﾛ) 管台の厚さのうち計算上必要な厚さを除いた部分の断面積 

(ﾊ) 強め材の断面積 

(ﾆ) 管台，強め材等を溶接により取り付ける場合におけるすみ肉部の断面積 

ハ 補強に必要な面積 次の計算式により計算した値に等しい断面積 

(ｲ) 円筒形又は円すい形の胴の場合 

FdtA rr  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

d：穴の径（ミリメートル） 

trは，胴に穴がないものとして求めた計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

F：次の図により求めた値 
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(ﾛ) 球形の胴の場合 

rr dtA  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

d及びtr：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

二 前号の場合において，2以上の穴が接近しているためそれぞれの同号イに規定する

補強に有効な範囲が重なり合うときは，次によること。 

イ 重なり合う部分の面積は，2以上の穴の補強に有効な面積としないこと。 

ロ 隣接する2つの穴の中心間の距離は，これらの穴の径の平均値の1.5倍以上であり，

かつ，これらの穴の間にある補強に有効な面積は，これらの穴の補強に必要な面積

の50パーセント以上であること。 

三 別表第12に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の熱膨張係数は，容器の胴の

材料のそれらの0.85倍以上1.15倍以下であること。 

四 補強に必要な面積の3分の2以上の補強に有効な面積は，穴の中心から次の計算式に
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より計算した値のうちいずれか大きいものに等しい距離内にあること。 

Rt5.0rp  

ntt
3
2rp  

p：距離（ミリメートル） 

r：穴の径の2分の1（ミリメートル） 

R：胴の平均半径（ミリメートル） 

t：胴の厚さ（ミリメートル） 

tn：管台の厚さ（ミリメートル） 

五 補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は，穴の中心線の両側にあるこ

と。 

六 別表第4に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の許容引張応力が同表に規定

する胴の材料の許容引張応力より大きい場合は，これらの材料の許容引張応力を胴の

材料の許容引張応力と同等として計算に用いること。 

七 別表第4に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の許容引張応力が同表に規定

する胴の材料の許容引張応力より小さい場合は，これらの材料の許容引張応力と胴の

材料の許容引張応力との比に反比例してこれらの断面積を増加すること。 

八 強め材を溶接により取り付ける強さは，次に掲げる値のうちいずれか小さいもの以

上であること。 

イ 強さを要求される部分の強め材の断面積と別表第4に定める許容引張応力との積 

ロ 次の(ｲ)の値から(ﾛ)の値を引いた値 

(ｲ) 穴の径と胴に穴がないものとして求めた計算上必要な厚さと別表第4に規定す

る胴の材料の許容引張応力との積 

(ﾛ) 第1号ロ(ｲ)の面積と別表第4に規定する胴の材料の許容引張応力との積 

九 前号の強め材を取り付ける強さは，別表第4に規定する胴の材料の許容引張応力と

次の表に掲げる数値と溶接部が切断する面の断面積との積とする。この場合において，

溶接部が切断する面の断面積は，第1号本文に規定する断面の片側をとるものとする。 
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管台壁のせん断 突合せ溶接部 
すみ肉溶接部のせん断 

引張 せん断 

0.70 0.74 0.60 0.49 

 
9 容器の内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合は，次の各号

によらなければならない。 

一 円すい形の胴と円筒形の胴との接続は，第1項第1号の図1から図4までに示すように

行うこと。 

二 第1項第1号の図4の場合において，円すいの頂角の2分の1が次の表の上欄に掲げる

値に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値より大きいときは，円すい形の胴の大径端

と円筒形の胴との接続部に強め輪を設けること。 
 

S
P100  

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

角度 11 15 18 21 23 25 27 28.5 30 

（備考） 
1 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
2 P，S及びηは，それぞれ第3項第2号イに定めるところによる。 

 
三 前号の強め輪は，次により設けること。 

イ 強め輪のうち円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中

心に沿って(ｲ)の計算式により計算した距離の範囲内にある強め材の断面積（以下こ

の号において「強め輪の有効断面積」という。）は，(ﾛ)の計算式により計算した値

以上であること。 

(ｲ) 
2
tDa 00  

(ﾛ) θ
θ
θ tan1

S8
PDA 1

2
0  

a：円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中心に沿っ

た距離（ミリメートル） 

D0：円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の内径（ミリメートル） 

t0：円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の厚さ（ミリメートル） 
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A：強め輪に必要な断面積（平方ミリメートル） 

1θ ：前号の表の下欄に掲げる角度 

P，S及び ：それぞれ第3項第2号イに，θ は同号チに定めるところによる。 

ロ 強め輪の断面の重心は，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴

の板厚の中心に沿ってイ(ｲ)の計算式により計算した値の2分の1の距離の範囲内に

あること。 

ハ イの場合において，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円すい形の胴

及び円筒形の胴の厚さがそれぞれの計算上必要な厚さより大きいときは，次の計算

式により計算した値以下の面積を強め輪の有効断面積に算入することができる。 

2
tDt4A 00

ee  

Ae：胴板の断面積のうち強め輪の有効断面積に算入することができる最大断面積

（平方ミリメートル） 

te：次の2つの計算式により計算した値のいずれか小さい方の値（ミリメートル） 

'ttt 0e  

θcos
'ttte  

t’：円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚

さ（ミリメートル） 

t：円すい形の胴の厚さ（ミリメートル） 

D0及びt0：それぞれイに，θ は第3項第2号チに定めるところによる。 

四 第1項第1号の図3及び図4の場合において，円すいの頂角の2分の1が次の表の上欄に

掲げる値に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値より大きいときは，円すい形の胴の

小径端と円筒形の胴との接続部に強め輪を設けること。 
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S
P100  0.2 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 10.0 12.5 

角度 4 6 9 12.5 17.5 24 27 30 

（備考） 
1 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
2 P，S及び は，それぞれ第3項第2号イに定めるところによる。 

 
五 前号の強め輪は，次により設けること。 

イ 強め輪のうち円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中

心に沿って(ｲ)の計算式により計算した距離の範囲内にある強め材の断面積（以下こ

の号において「強め輪の有効断面積」という。）は，(ﾛ)の計算式により計算した値

以上であること。 

(ｲ) 
2
tDa ss  

(ﾛ) θ
θ
θ tan1

S8
PDA 2

2
s  

a：円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中心に沿っ

た距離（ミリメートル） 

A：強め輪に必要な断面積（平方ミリメートル） 

Ds：円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の内径（ミリメートル） 

ts：円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の厚さ（ミリメートル） 

2θ ：前号の表の下欄に掲げる角度 

P，S及び ：それぞれ第3項第2号イに，θ は同号チに定めるところによる。 

ロ 強め輪の断面の重心は，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴

の板厚の中心に沿ってイ(ｲ)の計算式により計算した値の2分の1の距離の範囲内に

あること。 

ハ イの場合において，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円すい形の胴

及び円筒形の胴の厚さがそれぞれの計算上必要な厚さより大きいときは，次の計算

式により計算した値以下の面積を強め輪の有効断面積に算入することができる。 

'tt
cos

'tt
2
tDmA s

ss
e θ

 

m：次の2つの計算式により計算した値のいずれか小さい方の値 
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2
s cos
't

tm θθ  

't
coscostm 2θθθ  

Ae，t’及びt：それぞれ第3号ハに，θ は第3項第2号チに， 2θ ，Ds及びtsはそれぞ

れイに定めるところによる。 

10 容器の外面に圧力を受ける胴に強め輪を設ける場合は，次の各号によらなければなら

ない。 

一 強め輪の断面の重心を通り，胴の中心線に平行な軸についての強め輪の慣性モーメ

ントは，次の計算式により計算した値以上であること。 

14

AatD
I

2
0

l
l

 

I：強め輪に必要な慣性モーメント（ミリメートルの4乗） 

D0：胴の外径（ミリメートル） 

l ：胴の軸方向の長さであって，次の図に示す 1l ， 2l 又は 3l （ミリメートル。） 

 
 

t：胴の厚さ（ミリメートル） 

a：強め輪の断面積（平方ミリメートル） 

A：別図第5から別図第24までにより求めた値。この場合において，Bは次の計算式

により計算した値とする。 
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l
at4

DP3B 0e  

Pe外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

二 前号の場合において，次に適合するときは，胴板の慣性モーメントを強め輪の慣性

モーメントに算入することができる。 

イ 胴板と強め輪との合成慣性モーメントは，前号の計算式により計算した値の1.3

倍以上であること。 

ロ 慣性モーメントを算入することができる胴板の幅は，強め輪の重心を中心とし，

胴の板厚の中心に沿って両側に次の計算式により計算した値以下であること。この

場合において，強め輪が近接して設けられ，この幅が重複するときは，重複した幅

の2分の1を重複しない幅に加えるものとする。 

tD55.0W 0  

W：慣性モーメントを算入することができる胴板の幅（ミリメートル） 

D0及びt：それぞれ前号に定めるところによる。 

三 強め輪の取付け方法は，次の図に示すところによること。 
 

 

 

四 強め輪の切欠き部の弧の長さは，図1により求めた値以下であること。ただし，当

該部分に強め材が取り付けられている場合又は次に適合する場合は，この限りでない。 

イ 強め輪の切欠き部の弧の中心角は，90度以下であること。 

ロ 隣接する強め輪の切欠き部は，180度の角度をもって配置されていること。 
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ハ 強め輪の断面の重心を通り，胴の中心線に平行な軸についての強め輪の慣性モー

メントは， l を図2に示す 1l ， 2l 又は 3l （ミリメートル）として第1号の計算式によ

り計算した値以上であること。 
 
 

 

 

（備考） 
1 中間の値は，比例法によって計算する。 
2 l ：1つおきの強め輪の中心間の距離，胴の端から2番目の強め輪の中心と胴

の端との距離又は胴の端から2番目の強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる

箇所までの長さにその鏡板の深さの3分の1を加えた長さのうちいずれか大き

いもの（ミリメートル） 
3 Arc：許容できる弧の長さ（ミリメートル） 
4 D0及びt：それぞれ第1号に定めるところによる。 
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五 強め輪の接合は，次によること。 

イ 容器の全周に沿って完全に連続するようにすること。 

ロ 強め輪の端部の継手部は，強め輪に必要な慣性モーメントを有すること。 

11 軸方向に圧縮荷重を受ける円筒形の胴にあっては，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおい

て生ずる圧縮応力は，次の各号に掲げる値のいずれか小さい方の値を超えてはならない。 

ただし，金属温度が別表第4の適用温度範囲を超える場合にあっては，材料のクリープ

特性を考慮して圧縮応力を適切に制限すること。 

一 別表第4に定める値の1.5倍の値 

二 別図第5から別図第24までにより求めた値の1.5倍の値 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２、３．４を参照。 

 

（容器の鏡板） 

第23条 容器の鏡板の形は，次の各号に掲げるもののうちいずれかでなければならない。 

一 さら形であって，次に適合するもの 

イ 外径が中央部における内面の半径以上であること。 

ロ すみの丸みの内半径が厚さの3倍以上であり，かつ，外径の0.06倍（50ミリメー

トル未満の場合は，50ミリメートル）以上であること。 

二 全半球形 

三 半だ円形であって，内面における長径と短径との比が2以下であるもの 

四 円すい形であって，すその丸みの内半径が厚さの3倍以上であり，かつ，外径の0.06

倍以上であるもの 

2 容器の鏡板の厚さは，次の各号に掲げる値以上でなければならない。この場合におい

て，フランジ部にあっては，鏡板が取り付けられる胴について前条第3項の規定に準じ

て求めた計算上必要な厚さ以上とする。 

一 前項第1号に掲げる形の鏡板（以下この条において「さら形鏡板」という。）であっ

て中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PRWt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 
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R：鏡板の中央部における内面の半径（ミリメートル） 

Wは，さら形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  

r：さら形鏡板のすみの丸みの内半径（ミリメートル） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率。この場合において，継手の

効率については，前条第4項の規定を準用する。 

S：最高使用温度における別表第4に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎

平方ミリメートル）ただし，最高使用温度が別表第4の適用温度範囲を超える

場合にあっては「別表第4」とあるのは「別表第6」に読み替えるものとする。 

二 さら形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式により計算

した値 

B
RPt e  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

R：鏡板の中央部の外半径（ミリメートル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

三 前項第2号に掲げる形の鏡板（以下この条において「全半球形鏡板」という。）であ

って中低面に圧力を受けるものにあっては，次の値 

イ 厚さが内半径の0.356倍以下のものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PRt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：鏡板の内半径（ミリメートル） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率又は鏡板を胴に取り付ける場

合の継手の効率のうちいずれか小さいもの。この場合において，継手の効率に

ついては，前条第4項の規定を準用する。 

P及びS：それぞれ第1号に定めるところによる。 

ロ 厚さが内半径の0.356倍を超えるものにあっては，前条第3項第2号ヘの規定に準
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じて計算した値 

四 全半球形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，前条第3項第2号トの

規定に準じて計算した値 

五 前項第3号に掲げる形の鏡板（以下この条において「半だ円形鏡板」という。）であ

って中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PDKt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D：鏡板の内面における長径（ミリメートル） 

K：半だ円形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 
2

h2
D2

6
1K  

h：鏡板の内面における短径の2分の1（ミリメートル） 

P，S及び ：それぞれ第1号に定めるところによる。 

六 半だ円形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，第2号の規定に準じ

て計算した値。この場合において，同号中Rは外面で測った長径のK倍とし，Kは次の

表の上欄に掲げる鏡板の長径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値と

する。 

 

鏡板の長径と 
短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 

（備考） 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
 
七 前項第4号に掲げる形の鏡板（以下この条において「円すい形鏡板」という。）であ

って中低面に圧力を受けるものにあっては，前条第3項第2号チ（すみの丸みの部分に

あっては第21条第2項）の規定に準じて計算した値 

八 円すい形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，前条第3項第2号リの

規定に準じて計算した値 

3 容器の鏡板に穴を設ける場合は，前条第6項の規定に準じなければならない。この場合

において，前条第6項第5号の規定により補強をすることを要しない穴は，監視計器，薬
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品注入管，連続吹出し管等を取り付ける穴で穴の径が20ミリメートル以下のものを除き，

さら形鏡板にあってはすみの曲り部に，半だ円形鏡板にあっては鏡板の中心を中心とし，

鏡板のフランジ部の内径の0.8倍を直径とする円外に，円すい形鏡板にあってはすその丸

みの部分にあってはならない。 

4 前項の規定により穴を補強する場合は，前条第8項の規定に準ずるものとする。 

5 前条第7項の規定は，容器の鏡板に穴を設ける場合について準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２、３．４を参照。 

 

（容器の平板） 

第24条 容器の平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

S
KPdt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d：次の表の左欄に掲げる平板の取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図に示す当該平

板の径又は最小内のり（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

S：最高使用温度における別表第4に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方

ミリメートル） 

K：平板の取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方法に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる値 

 
取付け方法 Kの値 

(a) 

 

平板が胴又はフランジ部にボル

トにより固定される場合 
ただし，ボルトを締付けることに

より平板に曲げモーメントが作

用しない場合に限る。 

0.17 
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取付け方法 Kの値 
(b) 

 

平板が胴又は管と一体又は突合

せ溶接され，dが600ミリメートル

以下で，平板の厚さがdの20分の1
以上4分の1未満で，かつ，そのす

みの丸みの内半径が平板のフラ

ンジ部の厚さの4分の1以上の場

合 

0.13 

(c) 

 

平板が胴又は管と一体又は突合

せ溶接され，フランジ部の厚さが

胴又は管の厚さの2倍以上で，か

つ，そのすみの丸みの内半径が平

板のフランジ部の厚さの3倍以上

の場合 

0.17 

(d) 

 

平板が胴又は管と一体又は突合

せ溶接され，フランジ部の厚さが

胴又は管の厚さ以上で，かつ，そ

のすみの丸みの内半径が平板の

フランジ部の厚さの1.5倍以上の

場合 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又

は管の計算上必要な

厚さ 
(e) 

 

平板が胴又は管と一体又は突合

せ溶接され，そのすみの丸みの内

半径が平板のフランジ部の厚さ

の3倍以上の場合 

0.17 
ただし，tからtsへ移

行するテーパは1対4
又はそれより緩かで

あり，かつ，下記の

いずれかに適合する

場合，0.10とするこ

とができる。 
(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) 胴板の厚さtsが2 sdt 以上の長さにわたって次に

適合すること。 

dt1.1t12.1ts ／≧ l  
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取付け方法 Kの値 
(f) 

 

平板が胴又は管の内側に溶接さ

れる場合であって，のど厚twが継

目のない胴又は管の計算上必要

な厚さの2倍以上で，かつ，胴又

は管の厚さの1.25倍以上である

とき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又

は管の計算上必要な

厚さ 
(g) 

 

平板が胴又は管の端に突合せ溶

接され，平板の一部が胴又は管に

はまり込んで溶接の裏当金の作

用をする場合であって，tw1とtw2

の和が胴又は管の厚さの2倍以

上，tw1が胴又は管の厚さ以上で，

かつ，胴又は管の厚さが継目のな

い胴又は管の計算上必要な厚さ

の1.25倍以上であるとき。 

0.33 

(h) 

 

(1) 平板が鍛造品で，かつ，平板

面からの開先角度が45度未満

の場合 
平板が胴又は管に全貫通溶接

される場合であって，twがtsの

0.5倍又はtの0.25倍のいずれか

小さい値以上で，かつ，すみ肉

ののど厚がtsの0.7倍又は6ミリ

メートルのうちいずれか小さ

い値以上であるとき。 
(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に全貫通溶接

される場合であって，twがtsの

1.0倍又はtの0.5倍のいずれか

小さい値以上で，かつ，すみ肉

ののど厚がtsの0.7倍又は6ミリ

メートルのうちいずれか小さ

い値以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又

は管の計算上必要な

厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(i) 

 

平板が胴又は管に全貫通溶接さ

れる場合であって，すみ肉ののど

厚がtsの0.7倍又は6ミリメートル

のうちいずれか小さい値以上で

あるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又

は管の計算上必要な

厚さ 
(j) 

 

胴又は管が内外から平板に溶接

され，かつ，溶接部の長さと深さ

の和の値が胴又は管の厚さの2倍
以上の場合。平板への肉盛溶接が

ない場合（tw2が零の場合）を含む。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又

は管の計算上必要な

厚さ 
 
2 容器の平板に穴を設ける場合は，第22条第6項第1号から第4号まで，第7項及び第8項の

規定に準じなければならない。この場合において，補強に有効な面積は，補強に必要な

面積の2分の1まで減ずることができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２を参照。 

 

（容器のフランジ付きさら形ふた板） 

第25条 容器のふた板であって，締付けボルトで取り付けるフランジをもつもので中低面

に圧力を受けるものは，その形が次の図1から図4までに示すさら形でなければならない。 
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2 前項のふた板（フランジを除く。）の厚さは，次の各号に掲げる値以上でなければなら

ない。 

一 前項の図1に示すふた板にあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PRWt  

t：ふた板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

R：ふた板の中央部の内面の半径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第4に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平

方ミリメートル） 

：ふた板を継ぎ合わせて作る場合における当該継手の効率。この場合において，

継手の効率については，第22条第4項の規定を準用する。 

W：さら形ふた板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  

r：さら形ふた板のすみの丸みの内半径（ミリメートル） 

二 前項の図2から図4までに示すふた板にあっては，次の計算式により計算した値 

S2.1
PRt  

t：ふた板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

：継手の効率。この場合において，継手の効率については，第22条第4項の規定を

準用する。 

P，R及びS：それぞれ前号に定めるところによる。 
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3 第23条第3項から第5項までの規定のうちさら形鏡板に係る部分の規定は，第1項のふた

板について準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２を参照。 

 

（容器の管台） 

第26条 容器の管台の厚さは，次の各号に掲げる値のいずれか大きい方の値以上でなけれ

ばならない。 

一 内面に圧力を受ける管台にあっては，次の計算式により計算した値 

P8.0S2
PDt 0  

t：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

D0：管台の外径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第4に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平

方ミリメートル）。 

 ただし，最高使用温度が別表第4の適用温度範囲を超える場合にあっては，「別

表第4」とあるのは「別表第6」と読み替えるものとする。 

：第22条第3項第2号イに定めるところによる。 

二 外面に圧力を受ける管台にあっては，次の図により求めた値。ただし，次の図から

求められない場合は，次の計算式により計算した値 

B4
DP3t 0e  

t：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

D0：前号に定めるところによる。 
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 （備考）中間の値は，比例法によって計算する。  
 
三 炭素鋼鋼管を使用する管台にあっては，次の表の左欄に掲げる管台の外径に応じ，

それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

管台の外径 
（ミリメートル） 

管台の厚さ 
（ミリメートル） 

25未満 1.4 
25以上38未満 1.7 
38以上45未満 1.9 
45以上57未満 2.2 
57以上64未満 2.4 
64以上82未満 2.7 
82以上101未満 3.0 

101以上127未満 3.4 
127以上 3.8 
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（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２、３．４を参照。 
 
（容器のフランジ） 

第27条 フランジ（第25条第1項のフランジを除く。）は，鋼製管フランジにあっては，日

本工業規格JIS B 2238(1996)「鋼管製フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合

するもの又は別表14に掲げるもの，鋳鉄製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 

2239(1996)「鋳鉄製管フランジ通則」材料に係る部分を除く。）に適合するもの又は別

表第14に掲げるものでなければならない。ただし，応力計算を行って必要な強度を有す

ることが明らかである場合は，この限りでない。 

2 第25条第1項のフランジの厚さは，次の各号によらなければならない。 

一 第25条第1項の図1に示す形のフランジにあっては，前項に規定するフランジの規格

に準ずること。 

二 第25条第1項の図2に示す形のフランジにあっては，次によること。 

イ 輪形パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上である

こと。 

BA
BA

SB
MT  

T：フランジの厚さ（ミリメートル） 

M：フランジに作用するモーメントで，次のモーメントの合計値（ニュートンミ

リメートル） 

(ｲ) さら形ふた板の中低面に加わる荷重によるモーメント 

(ﾛ) さら形ふた板の内面に加わる全荷重とさら形ふた板の中低面に加わる荷重

との差によるモーメント 

(ﾊ) フランジのボルト荷重とさら形ふた板の内部に加わる全荷重との差による

モーメント 

A：フランジの外径（ミリメートル） 

B：フランジの内径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第4に規定する材料の許容引張応力（ニュートン

毎平方ミリメートル） 

ロ 平パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上であるこ

と。 
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BA
BCBAB

S
P6.0T  

T：フランジの厚さ（ミリメートル） 

C：ボルト穴の中心円の直径（ミリメートル） 

P：さら形ふた板を取り付ける胴の最高使用圧力（メガパスカル） 

A，B及びS：それぞれイに定めるところによる。 

三 第25条第1項の図3に示す形のフランジにあっては，次によること。 

イ 輪形パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上である

こと。 

PQBR
M5.711QT  

T：フランジの厚さ（ミリメートル） 

Q：次の計算式により計算した値 

(ｲ) 鏡板の端にスロットを設ける場合 

BC3
BC

S4
PRQ  

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

B5C7
BC

S4
PRQ  

R：さら形ふた板の中央部における内面の半径（ミリメートル） 

M，B，C，P及びS：それぞれ前号に定めるところによる。 

ロ 平パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上であるこ

と。 

QR
BBC311QT  

T：フランジの厚さ（ミリメートル） 

B及びCはそれぞれ前号に，Q及びR：それぞれイに定めるところによる。 

四 第25条第1項の図4に示す形のフランジにあっては，次の計算式により計算した値以

上であること。 
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2F
J1FT  

T：フランジの厚さ（ミリメートル） 

F：次の計算式により計算した値 

BAS8
BR4PBF

22
 

J：次の計算式により計算した値 

BA
BA

SB
MJ  

M，A，B，P及びS：それぞれ第2号に定めるところによる。 

R：前号に定めるところによる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２を参照。 

 

（伸縮継手） 

第28条 伸縮継手（材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。）にあっては，

次の計算式により計算した許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上でなければならない。

この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，実際の繰返し回数と許

容繰返し回数との比をそれぞれ加えた値は，1以下でなければならない。 
5.311031N  

N：許容繰返し回数 

：次の計算式により計算した値 

一 調整リングが付いていない場合 

Ct2
Ph

bhn
Et5.1

2

2

3
 

二 調整リングが付いている場合 

tC
Ph

bhn
Et5.1

3
 

E：別表第11に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートル） 

t：継手部の板の厚さ（ミリメートル） 
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：全伸縮量（ミリメートル） 

n：継手部の波数の2倍の値 

b：継手部の波のピッチの2分の1（ミリメートル） 

h：継手部の波の高さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

C：継手部の層数 

2 前項において，使用中の金属温度が別表第11の温度範囲を超える場合にあっては第21

条第3項の規定を準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１、３．２、３．５を参照。 

 

（高速原型炉第2種容器の材料及び構造の特例） 

第29条 第20条，第21条第2項（第1号及び第2号を除く。）及び第22条から前条までの規

定にかかわらず，高速原型炉第2種容器の材料及び構造の規格は，第3条から第11条まで

及び第13条から第19条までの規定に準じることができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説３．１を参照。 

 

（適用除外） 

第29条の2 コンクリート製原子炉格納容器のうち，コンクリート製原子炉格納容器に関

する構造等の技術基準（平成2年通商産業省告示第452号）の適用を受けるものについて

は，第20条から前条までの規定は，適用しない。 
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第4章 高速原型炉第3種容器 

 

（高速原型炉第3種容器の材料） 

第30条 高速原型炉第3種容器（容器に直接溶接されるラグ，ブラケット，強め材，控え，

強め輪等であって，重要なものを含む。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第3

種容器の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこ

れと同等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れもどしによる熱処理に代えること

ができる。 

3 高速原型炉第3種容器に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靭性試験を行

い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の各号に

掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

七 非鉄金属 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。），厚

さが63ミリメートル以下の管に接続されるフランジ若しくは管継手の材料又はマル

テンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が容器の最低使用温度より17度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第6項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用
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する。 

6 高速原型炉第3種容器に使用する鋳造品は第8条に規定する放射線透過試験（放射線透

過試験を行うことが困難な場合は，第6条に規定する垂直法による超音波探傷試験又は

第7条に規定する斜角法による超音波探傷試験）を行い，これに合格するものでなけれ

ばならない。 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない鋳造品に準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．２を参照。 

 

（高速原型炉第3種容器の構造の規格） 

第31条 高速原型炉第3種容器（開放タンク（開放部により内気と外気が通じているタン

クをいう。以下同じ。）を除く。）の構造の規格は，次条から第39条まで及び第41条の規

定によらなければならない。ただし，形状，穴の位置等によりこれにより難い耐圧部分

であって，その最高使用圧力が次の各号に掲げる検定圧力試験方法のうちいずれかによ

り試験を行って求めた検定圧力以下であるものについては，この限りでない。 

一 圧力を徐々に加え，最も弱い箇所が降伏点に達した時の圧力の値を求め，これに基

づいて次の計算式により検定圧力を計算すること。この場合において，あらかじめ最

も弱いと推定した箇所に選定した数箇の点について圧力を徐々に加えた場合の変形量

を測定し，その変形量の変化の状態から推定した当該箇所が降伏点に達する時の圧力

又は当該箇所の外面にあらかじめ石灰乳を塗って乾燥させておき，圧力を徐々に加え

て石灰乳膜が点状にはがれ落ちた時の圧力をもって当該箇所が降伏点に達した時の圧

力とみなすことができる。 

SPP 0  

P：検定圧力（メガパスカル） 

P0：最も弱い箇所が降伏点に達した時の水圧力（メガパスカル） 

S：使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニュー

トン毎平方ミリメートル） 

：材料の実際の降伏点（ニュートン毎平方ミリメートル） 

二 あらかじめ最も弱いと推定した箇所に選定した数個の点に抵抗線ひずみ計をはり付

け，当該耐圧部分の予定する最高使用圧力に相当する圧力を加えて生ずるひずみを応
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力に換算して求めた値のうち絶対値による最大の値に基づいて，次の計算式により検

定圧力を計算すること。 

0

0SPP  

P：検定圧力（メガパスカル） 

P0：予定する最高使用圧力に相当する水圧力（メガパスカル） 

0：最も弱いと推定される箇所に生じた応力の値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

S：前号に定めるところによる。 

2 開放タンクの構造の規格は，第40条の規定によらなければならない。 

3 高速原型炉第3種容器にあって，熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては，次

の各号によらなければならない。 

一 「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の4.の規定に準じること。この場合に

おいて，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の3.2及び3.3中「別表1.2（別図

1.2）」とあるのは「別表1.14（別図1.12）」と，3.2.3（4）中「2Su/3」とあるのは「0.6Su」

と，4.3中「別表1.2（別図1.2）」とあるのは「別表第6」と読み替えるものとする。 

二 前号の場合にあって使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超えない場合に

あっては第13条第1項第1号から第3号まで，第14条及び第16条の規定に準じること。

この場合において第13条第1項第1号（ホ及びヘを除く）及び第14条第1号中「別表第2」

とあるのは「別表第6」と，第13条第1項第1号ハ中「別表第10に定める値の3分の2の

値」とあるのは「別表第10に定める値の0.6倍の値」と，第13条第1項第2号中「別表

第3」とあるのは「別表第8」と読み替えるものとする。 

4 前項において，溶接部にあっては，第13条第1項第1号（ホ，へ，ト及びヌを除く）に

規定する材料の応力強さの限界及び許容応力並びに「高速原型炉第1種機器の高温構造

設計指針」の3.2及び3.3中（3.2.1），（3.2.2），（3.2.3），（3.2.5），（3.2.9），（3.2.11），（3.2.15），

（3.2.19），（3.3.1），（3.3.3），（3.3.5），（3.3.7）及び（3.3.9）式の右辺の値は，それら

の規定にかかわらず，継手の効率を乗じた値としなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．３、４．４、４．５、４．６、 

４．７、４．８、４．９、４．１０を参照。 

 

（容器の胴） 
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第32条 容器の胴の形は，次の各号によらなければならない。 

一 円筒形，球形又は図1から図4までに示す円すい形であること。 
 

 
 

r0≧0.06（D0＋2t）又は3tのいずれか大

きい方の値 
rs≧0.06（Ds＋2t）又は3tのいずれか大

きい方の値 

r0≧0.06（D0＋2t）又は3tのいずれか大

きい方の値 
rs≧0.06（Ds＋2t）又は3tのいずれか大

きい方の値 

  
r0≧0.06（D0＋2t）又は3tのいずれか大

きい方の値 
θ ≦30° 

θ ≦30° 

 
二 円筒形若しくは円すい形の胴の軸に垂直な同一断面又は球形の胴の中心を通る同一

断面における最大内径と最小内径との差は，当該断面の呼び内径の1パーセント以下

であること。 

三 外面に圧力を受ける胴は，円筒形又は円すい形のものにあっては軸に垂直な断面，
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球形のものにあっては中心を通る断面における真円に対する最大偏差が図1に示すe

の値以下のものであること。この場合において，真円に対する偏差は，図2に示す弧

の長さの2倍の長さの弦を有する弓形に対する胴の内側又は外側の半径方向の偏差と

する。 
 
 

 

 

（備考） 
1 中間の値は比例法によって計算する。 
2 D0：胴の外径（ミリメートル） 
3 t：胴の厚さ（ミリメートル） 
4 l：球形の胴にあっては外径の2分の1，球形以外の胴にあっては胴の軸方向の長さであ

って鏡板取付部間の距離，強め輪の中心間の距離，胴の端に最も近い強め輪の中心と胴

の端との距離又は胴の端に最も近い強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる箇所までの

長さにその鏡板の深さの3分の1を加えた長さ（ミリメートル） 
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（備考） 図1の備考と同様とする。 

 

2 容器の継手は，溶接継手又はフランジ継手としなければならない。 

3 容器の胴の厚さは，次の各号に掲げる値のいずれか大きい方の値以上でなければなら

ない。 

一 炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものにあっては3ミリメートル，その他の

材料で作られたものにあっては1.5ミリメートル 

二 次の計算式により計算した値 

イ 内面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが内半径の2分の1以下のもの 

P2.1S2
PDt i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

Di：胴の内径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートル） 

：長手継手の効率又は連続した穴がある場合における当該部分の効率，ただし，

穴と長手継手の溶接部の溶着金属との距離が6ミリメートル以下の場合又は穴
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が長手継手を通る場合は，当該長手継手の効率と当該穴がある部分の効率との

積とする。 

ロ 内面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが内半径の2分の1を超えるも

の 

1ZRt i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Ri：胴の内半径（ミリメートル） 

Z：次の計算式により計算した値 

PS
PSZ  

P，S及び ：それぞれイに定めるところによる。 

ハ 外面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが外径の0.1倍以下のもの 

B4
DP3t 0e  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

D0：胴の外径（ミリメートル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

ニ 外面に圧力を受ける円筒形の胴であって，その厚さが外径の0.1倍を超えるもの 

次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方の値 

167.2

0833.0
B
PD

t

e
0

 

S
P211

2
Dt e0  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第6又は別表第7に定める値の2倍の値又は別表第9

に定める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値（ニュートン毎平方ミリメート

ル） 

Pe，D0及びB：それぞれハに定めるところによる。 
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ホ 内面に圧力を受ける球形の胴であって，その厚さが内半径の0.356倍以下のもの 

P4.0S4
PDt i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Di：胴の内径（ミリメートル） 

P，S及び ：それぞれイに定めるところによる。 

へ 内面に圧力を受ける球形の胴であって，その厚さが内半径の0.356倍を超えるもの 

1YRt 3i  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Y：次の計算式により計算した値 

PS2
PS2Y  

P，S及び ：それぞれイに，Riはロに定めるところによる。 

ト 外面に圧力を受ける球形の胴 

B
RPt 0e  

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R0：胴の外半径（ミリメートル） 

Pe及びB：それぞれハに定めるところによる。 

チ 内面に圧力を受ける円すい形の胴 

(ｲ) 円すいの部分 

P6.0Scos2
PDt i

θ
 

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Di：円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の内径

（ミリメートル） 

θ ：円すいの頂角の2分の1 

P，S及び ：それぞれイに定めるところによる。 

(ﾛ) すその丸みの部分 
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P1.0Scos4
WPDt i

θ
 

t：胴の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

W：円すいの形状による係数で，次の計算式により計算した値 

θcosr2
D3

4
1W i  

r：円すいのすその丸みの部分の内半径（ミリメートル） 

P，S及び ：それぞれイに，Di及びθ はそれぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

リ 外面に圧力を受ける円すい形の胴 

(ｲ) 円すいの頂角の2分の1が22.5度以下のものにあっては，その軸方向の長さ（強

め輪を設けている胴にあっては強め輪のその中心間の距離）を長さとし，軸に垂

直な断面の外径の最大のもの（強め輪を設けている胴にあってはその取り付けら

れている部分の外径の最大のもの）を外径とする円筒形の胴についてハ又はニの

計算式により計算した値 

(ﾛ) 円すいの頂角の2分の1が22.5度を超え60度以下のものにあっては，その軸に垂

直な断面の内径の最大のもの（強め輪を設けている胴にあってはその取り付けら

れている部分の内径の最大のもの）を長さ及び外径とする円筒形の胴について，

ハ又はニの計算式により計算した値 

(ﾊ) 円すいの頂角の2分の1が60度を超えるものにあっては，その軸に垂直な断面の

内径の最大のものを直径とする平板について，第34条第1項の計算式により計算

した値 

4 前項第2号イに規定する継手の効率は，次の表の左欄に掲げる継手の種類に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる値とする。 
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継手の種類 

効 率 

第２部第 13 条の規定に

準じて放射線透過試験を

行い，これに合格するも

の 

その他のもの 

突合せ両側溶接及び裏当金を使用した突合せ

片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものに

限る。）並びにこれらと同等以上の効率が得ら

れる方法による溶接 

1.00 0.70 

裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏

当金を取り除いたものを除く。） 0.90 0.65 

裏当金を使用しない突合せ片側溶接 0.60 0.60 

 
5 第3項第2号イに規定する連続した穴がある場合における当該部分の効率は，当該部分

の第7項の規定に準じて補強する場合は1，その他の場合は次の各号に掲げる値とする。 

一 大きさの同じ穴が胴の長手方向の一直線上に同一のピッチで配慮されている場合は，

次の計算式により計算した値 

p
dp  

：穴のある部分の効率 

p：穴の長手方向のピッチ（ミリメートル） 

d：穴の径（ミリメートル） 

二 数群の大きさの同じ穴が胴の長手方向の一直線上に規則的に配置され，かつ，各群

における穴の配置が同一である場合は，次の計算式により計算した値 

l
l nd  

：穴のある部分の効率 

l ：各群の長さ（ミリメートル） 

n：各群の穴の数 

d：前号に定めるところによる。 

三 大きさの同じ穴が胴の長手方向の一直線上に不規則に配置されている場合は，次に

掲げる値のうちいずれか小さいもの 

別紙１ －95－ 



 

イ 次の計算式により計算した値のうち最小のもの 

1

cba
l

 

：穴のある部分の効率 

a，b，c……：それぞれ穴の間の帯の幅（ミリメートルを単位とする。） 

1l ：胴の内径に等しい長さ（ミリメートルを単位とする。）ただし，内径が1,500

ミリメートルを超える場合は，1,500ミリメートルとする。 

ロ 次の計算式により計算した値のうち最小のもの 

25.1cba
2l

 

：穴のある部分の効率 

2l ：胴の内半径に等しい長さ（ミリメートルを単位とする。）ただし，内半径が

750ミリメートルを超える場合は，750ミリメートルとする。 

a，b，c……：それぞれイに定めるところによる。 

四 大きさの同じ穴が斜線上又は千鳥形に配置されている場合は，次の図により求めた

値。ただし，干鳥形に配置されている場合において，同図において効率を示す点がAA

線より右側にあるときは長手方向について，BB線より左側にあるときは周方向につい

て，次の計算式により計算した値とする。 

p
dp  

：穴のある部分の効率 

p及びd：それぞれ第1号に定めるところによる。 
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6 容器の胴に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を補強すること。ただし，次に掲げる穴を容器の胴に設ける場合は，この限りで

ない。 

イ 穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっては長径をいう。以下この

条において同じ。）が61ミリメートル以下で，かつ，胴の内径の4分の1以下の穴 

ロ イに掲げるものを除き，穴の径が200ミリメートル以下で，かつ，次の図により

求めたdの値以下の穴 
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（備考） 

1 d：穴の径（ミリメートル） 
2 D：胴の外径（円すい形の胴の場合にあっては，穴の中心における胴の外径）（ミ

リメートル） 
3 K：次の計算式により計算した値 

イ 円筒形の場合 

stS82.1
PDK  

ロ 球形の場合 

stS64.3
PDK  
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ハ 円すい形の場合 

θcostS82.1
PDK

s
 

4 ts：胴板の厚さ（ミリメートル） 
5 θ ：円すいの頂角の2分の1 
6 ：穴が長手継手又は胴と全半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合は第4項に

規定する効率，その他の場合は1 
7 P及びS：それぞれ第3項第2号イに定めるところによる。 

 
7 穴の周辺部における応力強さの限界が第13条第1項第1号から第3号まで及び第14条の

規定に準じて応力解析及び疲れ解析を行い，これに適合する場合は前項の規定によるこ

とを要しない。この場合において第13条第1項第1号（ホ及びへを除く）及び第14条第1

号中「別表第2」とあるのは「別表第6」と，また第13条第1項第1号ハ中「別表第10に定

める値の3分の2の値」とあるのは「別表第10に定める値の0.6倍の値」と読み替えるも

のとする。 

 この場合において使用中の金属温度が別表第 2 の適用温度範囲を超える場合にあって

は，第 31 条第 3 項第 1 号及び第 4 項の規定に準じること。 

8 第6項第2号の規定により補強する場合は，次の各号によらなければならない。 

一 補強は，穴の中心を含み，かつ，胴板の面に垂直な任意の平面に現われる断面につ

いて，イの補強に有効な範囲内にあるロの補強に有効な面積がハの補強に必要な面積

より大きくなるように行うこと。 

イ 補強に有効な範囲 穴の中心を含み，かつ，胴板の面に垂直な平面上において，

(ｲ)に掲げる穴の中心線に平行な2つの直線及び(ﾛ)に掲げる胴板の面に沿う2つの線

によって囲まれる範囲 

(ｲ) 穴の中心線に平行な直線 穴の中心線からその両側に胴板の中心線に沿って

それぞれ各断面に現われる穴の径又は各断面に現われる穴の径の2分の1と胴板

の厚さと管台がある場合における管台壁の厚さとの和のうちいずれか大きいもの

に等しい距離にある直線 

(ﾛ) 胴板の面に沿う線 胴板の面からその両側にそれぞれ胴板の厚さの2.5倍又は

強め材の厚さと管台がある場合における管合壁の厚さの2.5倍との和のうちいず

れか小さいものに等しい距離にある線 

ロ 補強に有効な面積 次に規定する断面積の和 

(ｲ) 次の2つの計算式により求めた断面積のうちいずれか大きいもの 
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dFttA srs  

nssrs ttFtt2A  

A：補強に有効な断面積（平方ミリメートルを単位とする。） 

：穴が長手継手又は胴と全半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合は第4

項に規定する効率，その他の場合は1 

ts：胴の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

tsr：継目のない胴の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

tn：管台を取り付ける場合における当該管台壁の厚さ（ミリメートルを単位と

する。） 

d：断面に現われる穴の径（ミリメートルを単位とする。） 

F：次の図により求めた値 
 

 
 

(ﾛ) 管台がある場合は，管台のうち次の計算式により計算した値を超える部分の断
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面積及び当該管台のフランジ又は強め材の断面積 

P2.1S2
PDt i

nr  

tnr：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Di：管台の内径（ミリメートルを単位とする。） 

P及びS：それぞれ第3項第2号イに定めるところによる。 

(ﾊ) 管台，管台のフランジ又は強め材を溶接により取り付ける場合におけるすみ肉

部の断面積 

ハ 補強に必要な面積 次の計算式により計算した値に等しい断面積 

(ｲ) 円筒形又は円すい形の胴の場合 

FdtA srr  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートルを単位とする。） 

d，tsr及びF：それぞれロ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾛ) 球形の胴の場合 

srr dtA  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートルを単位とする。） 

d及びtsr：それぞれロ(ｲ)に定めるところによる。 

二 前号の場合において，2以上の穴が接近しているためそれぞれの同号イの補強に有

効な範囲が重なり合うときは，次によること。 

イ 重なり合う部分の面積は，2以上の穴の補強に有効な面積としないこと。 

ロ 隣接する2つの穴の中心間の距離は，これらの穴の径の平均値の1.5倍以上であり，

かつ，これらの穴の間にある補強に有効な範囲の面積は，これらの穴の補強に必要

な面積の50パーセント以上であること。 

ハ 2以上の穴を次の図に示すように溶接により取り付けた強め材で補強する場合は，

隣接する2つの穴の間の胴の断面積（胴板内に溶着された管壁を含む。）は次の計算

式により計算した値以上であること。 

Ft7.0A srs l  

As：2つの穴の間の胴の断面積（平方ミリメートル） 

l ：2つの穴の中心間の距離（ミリメートル） 

tsr及びF：それぞれ前号ロ(ｲ)に定めるところによる。 
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胴の断面積は，5，6，7，8で囲まれる面積 

 
三 別表第12に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の熱膨張係数は，容器の胴の

材料のそれの0.85倍以上1.15倍以下であること。 

四 内径が1,500ミリメートル以下の胴に設ける穴の径が胴の内径の2分の1（500ミリメ

ートルを超える場合は，500ミリメートル）を超える場合及び内径が1,500ミリメート

ルを超える胴に設ける穴の径が胴の内径の3分の1（1,000ミリメートルを超える場合

は，1,000ミリメートル）を超える場合は，第1号ハの補強に必要な面積の3分の2以上

が穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内にあること。 

五 補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は，穴の中心線の両側にあるこ

と。 

六 別表第6又は別表第7に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の許容引張応力が

これらの表に規定する胴の材料の許容引張応力より大きい場合は，これらの材料の許

容引張応力を胴の材料の許容引張応力と同等として計算に用いること。 

七 別表第6又は別表第7に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の許容引張応力が

これらの表に規定する胴の材料の許容引張応力より小さい場合は，これらの材料の許

容引張応力と胴の材料の許容引張応力との比に反比例してこれらの材料の断面積を増

加すること。 

別紙１ －102－ 



 

八 強め材を溶接により取り付ける強さは，次に掲げる値のうちいずれか小さいもの以

上であること。 

イ 強さを要求される部分の強め材の断面積と別表第6又は別表第7に規定する許容

引張応力との積 

ロ 次の(ｲ)の値から(ﾛ)の値を引いた値 

(ｲ) 穴の径と胴に穴がないものとして求めた計算上必要な厚さと別表第6又は別表

第7に規定する胴の材料の許容引張応力との積 

(ﾛ) 第1号ロ(ｲ)の断面積と別表第6又は別表第7に規定する胴の材料の許容引張応力

との積 

九 前号の強め材を取り付ける強さは，別表第6又は別表第7に規定する胴の材料の許容

引張応力と次の表に掲げる数値と溶接部が切断する面の断面積との積とする。この場

合において，溶接部が切断する面の断面積は，第1号本文に規定する断面の片側をと

るものとする。 
 

応力除去の有無 管台壁のせん断 
突合せ溶接部 

すみ肉溶接部のせん断 
引張 せん断 

行った場合 0.70 0.74 0.60 0.49 

行わない場合 0.70 0.70 0.56 0.46 
 
9 容器の内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合は，次の各号

によらなければならない。 

一 円すい形の胴と円筒形の胴との接続は，第1項第1号の図1から図4までに示すように

行うこと。 

二 第1項第1号の図4の場合において，円すい形の頂角の2分の1が次の表の上欄に掲げ

る値に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値より大きいときは，円すい形の胴の大径

端と円筒形の胴との溶接部に強め輪を設けること。 
 

S
P100

 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

角度 11 15 18 21 23 25 27 28.5 30 
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（備考） 
1 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
2 P，S 及び は，それぞれ第 3 項第 2 号イに定めるところによる。 

三 前号の強め輪は，次により設けること。 

イ 強め輪のうち円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中

心に沿って(ｲ)の計算式により計算した距離の範囲内にある強め輪の断面積（以下こ

の号において「強め輪の有効断面積」という。）は，(ﾛ)の計算式により計算した値

以上であること。 

(ｲ) 
2
tDa 00  

(ﾛ) θ
θ
θ tan1

S8
PDA 1

2
0  

a：円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中心に沿っ

た距離（ミリメートル） 

D0：円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の内径（ミリメートル） 

t0：円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の厚さ（ミリメートル） 

A：強め輪に必要な断面積（平方ミリメートル） 

1θ ：前号の表の下欄に掲げる角度 

P，S及び ：それぞれ第3項第2号イに，θ は同号チ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 強め輪の断面の重心は，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれ胴の

板厚の中心に沿ってイ(ｲ)の計算式により計算した値の2分の1の距離の範囲内にあ

ること。 

ハ イの場合において，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円すい形の胴

及び円筒形の胴の厚さがそれぞれの計算上必要な厚さより大きいときは，次の計算

式により計算した値以下の面積を強め輪の有効断面積に算入することができる。 

2
tDt4A 00

ee  

Ae：胴板の断面積のうち強め輪の有効断面積に算入することができる最大断面積

（平方ミリメートルを単位とする。） 

te：次の2つの計算式により計算した値のいずれか小さい方の値（ミリメートル） 

ttt 0e  
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θcos
ttte  

t ：円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚

さ（ミリメートルを単位とする。） 

t：円すい形の胴の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

D0及びt0：それぞれイに定めるところによる。 

θ ：第3項第2号チ(ｲ)に定めるところによる。 

四 第1項第1号の図3及び図4の場合において，円すいの頂角の2分の1が次の表の上欄に

掲げる値に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値より大きいときは，円すい形の胴の

小径端と円筒形の胴との接続部に強め輪を設けること。 
 

S
P100  0.2 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 10.0 12.5 

角度 4 6 9 12.5 17.5 24 27 30 

（備考） 
1 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
2 P，S 及び ：それぞれ第 3 項第 2 号イに定めるところによる。 

 
五 前号の強め輪は，次により設けること。 

イ 強め輪のうち円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中

心に沿って(ｲ)の計算式により計算した距離の範囲内にある強め輪の断面積（以下こ

の号において「強め輪の有効断面積」という。）は，(ﾛ)の計算式により計算した値

以上であること。 

(ｲ) 
2
tDa ss  

(ﾛ) θ
θ
θ tan1

S8
PDA 2

2
s  

a：円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の板厚の中心に沿っ

た距離（ミリメートルを単位とする。） 

A：強め輪に必要な断面積（平方ミリメートルを単位とする。） 

Ds：円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の内径（ミリメートルを単位と

する。） 
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ts：円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の厚さ（ミリメートルを単位と

する。） 

2θ ：前号の表の下欄に掲げる角度 

P，S及び ：それぞれ第3項第2号イに定めるところによる。 

θ ：同号チ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 強め輪の断面の重心は，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴

の板厚の中心に沿ってイ(ｲ)の計算式により計算した値の2分の1の距離の範囲内に

あること。 

ハ イの場合において，円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円すい形の胴

及び円筒形の胴の厚さがそれぞれの計算上必要な厚さより大きいときは，次の計算

式により計算した値以下の面積を強め輪の有効断面積に算入することができる。 

'tt
cos

'tt
2
tDmA s

ss
e θ

 

Ae：胴板の断面積のうち強め輪の有効断面積に算入することができる最大断面積

（平方ミリメートルを単位とする。） 

m：次の2つの計算式により計算した値のいずれか小さい方の値 

2
s cos

t
tm θθ  

t
coscostm 2θθθ  

t'及びt：それぞれ第3号ハに定めるところによる。 

θ ：第3項第2号チ(ｲ)に定めるところによる。 

2θ ，Ds及びts：それぞれイに定めるところによる。 

10 容器の外面に圧力を受ける胴に強め輪を設ける場合は，次の各号によらなければなら

ない。 

一 強め輪の断面の重心を通り，胴の中心線に平行な軸についての強め輪の慣性モーメ

ントは，次の計算式により計算した値以上であること。 

14

AatD
I

2
0

l
l

 

別紙１ －106－ 



 

I：強め輪に必要な慣性モーメント（ミリメートルの4乗） 

D0：胴の外径（ミリメートル） 

l ：胴の軸方向の長さであって，次の図に示す 1l ， 2l 又は 3l （ミリメートル） 
 

 
 

t：胴の厚さ（ミリメートル） 

a：強め輪の断面積（平方ミリメートル） 

A：別図第5から別図第24までにより求めた値。この場合において，Bは，次の計算

式により計算した値とする。 

l
at4

DP3B 0e  

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

二 前号の場合において，次に適合するときは，胴板の慣性モーメントを強め輪の慣性

モーメントに算入することができる。 

イ 胴板と強め輪との合成慣性モーメントは，前号の計算式により計算した値の1.3

倍以上であること。 

ロ 慣性モーメントを算入することができる胴板の幅は，強め輪の重心を中心とし，

胴の板厚の中心に沿って両側に次の計算式により計算した値以下であること。この

場合において，強め輪が近接して設けられ，この幅が重複するときは，重複した幅

の2分の1を重複しない幅に加えるものとする。 

tD55.0W 0  
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W：慣性モーメントを算入することができる胴板の幅（ミリメートル） 

D0及びt：それぞれ前号に定めるところによる。 

三 強め輪の取付け方法は，次の図に示すところによること。この場合において，強め

輪の片側の溶接部の全長は，強め輪を胴の外部に取り付けるときは胴の外側の全周の

2分の1以上，強め輪を胴の内部に取り付けるときは胴の内側の全周の3分の1以上であ

ること。 
 

 
 
四 強め輪の切欠き部の弧の長さは，図1により求めた値以下であること。ただし，当

該部分に強め材が取り付けられている場合又は次に適合する場合は，この限りでない。 

イ 強め輪の切欠き部の弧の中心角は，90度以下であること。 

ロ 隣接する強め輪の切欠き部は，180度の角度をもって配置されていること。 

ハ 強め輪の断面の重心を通り，胴の中心線に平行な軸についての強め輪の慣性モー

メントは， l を図2に示す 1l ， 2l 又は 3l （ミリメートルを単位とする。）として第1

号の計算式により計算した値以上であること。 
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（備考） 

1 中間の値は，比例法によって計算する。 
2 l は，一つおきの強め輪の中心間の距離，胴の端から2番目の強め輪の中心と

胴の端との距離又は胴の端から2番目の強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる

箇所までの長さにその鏡板の深さの3分の1の長さを加えた長さのうちいずれか

大きいもの（ミリメートルを単位とする。） 
3 Arcは，許容できる弧の長さ（ミリメートルを単位とする。） 
4 D0及びtは，それぞれ第1号に定めるところによる。 
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五 強め輪の接合は，次によること。 

イ 容器の全周に沿って完全に連続するようにすること。 

ロ 強め輪の端部の継手部は，強め輪に必要な慣性モーメントを有すること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１１、４．１２を参照。 

 

（容器の鏡板） 

第33条 容器の鏡板の形は，次の各号に掲げるもののうちいずれかでなければならない。 

一 さら形であって，次に適合するもの 

イ 外径が中央部における内面の半径以上であること。 

ロ すみの丸みの内半径が厚さの3倍以上であり，かつ，外径の0.06倍（50ミリメー

トル未満の場合は，50ミリメートル）以上であること。 

二 全半球形 

三 半だ円形であって，内面における長径と短径との比が2以下であるもの 

四 円すい形であって，すその丸みの内半径が厚さの3倍以上であり，かつ，外径の0.06

倍以上であるもの 

2 容器の鏡板の厚さは，次の各号に掲げる値以上でなければならない。この場合におい

て，フランジ部にあっては，鏡板が取り付けられる胴について前条第3項の規定に準じ

て求めた計算上必要な厚さ以上とする。 

一 前項第1号に掲げる形の鏡板（以下この条において「さら形鏡板」という。）であっ

て中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PRWt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

R：鏡板の中央部における内面の半径（ミリメートル） 

W：さら形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  

r：さら形鏡板のすみの丸みの内半径（ミリメートル） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率。この場合において，継手の効
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率については，前条第4項の規定を準用する。 

S：最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートル） 

二 さら形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式により計算

した値 

B
RPt e  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

R：鏡板の中央部の外半径（ミリメートル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

三 前項第2号に掲げる形の鏡板（以下この条において「全半球形鏡板」という。）であ

って中低面に圧力を受けるものにあっては，次の値 

イ 厚さが内半径の0.356倍以下のものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PRt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：鏡板の内半径（ミリメートル） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率又は鏡板を胴に取り付ける場

合の継手の効率のうちいずれか小さいもの。この場合において，継手の効率に

ついては，前条第4項の規定を準用する。 

P及びS：それぞれ第1号に定めるところによる。 

ロ 厚さが内半径の0.356倍を超えるものにあっては，前条第3項第2号へに準じて計

算した値 

四 全半球形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，前条第3項第2号トに

準じて計算した値 

五 前項第3号に掲げる形の鏡板（以下この条において「半だ円形鏡板」という。）であ

って中底面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PDKt  
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t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D：鏡板の内面における長径（ミリメートル） 

K：半だ円形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 
2

h2
D2

6
1K  

h：鏡板の内面における短径の2分の1（ミリメートル） 

P，S及び ：それぞれ第1号に定めるところによる。 

六 半だ円形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，第2号の規定に準じ

て計算した値。この場合において，同号中Rは外面で測った長径のK倍とし，Kは次の

表の上欄に掲げる鏡板の長径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値と

する。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 

（備考）表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
 
七 前項第4号に掲げる形の鏡板（以下この条において「円すい形鏡板」という。）であ

って中低面に圧力を受けるものにあっては，前条第3項第2号チの規定に準じて計算し

た値 

八 円すい形鏡板であって中高面に圧力を受けるものにあっては，前条第3項第2号リの

規定に準じて計算した値 

3 容器の鏡板に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を補強すること。ただし，次に適合する場合は，この限りではない。 

イ 穴の径が，次のいずれかによること。 

(ｲ) 61ミリメートル以下で，かつ，鏡板のフランジ部の内径の4分の1以下であるこ

と。 

(ﾛ) (ｲ)に規定するものを除き，200ミリメートル以下で，かつ，前条第6項第2号ロ

の図により求めたdの値以下であること。この場合において，さら形鏡板及び半

だ円形鏡板にあっては，同号ロの図の備考3イの式を適用するものとし，Dは鏡板
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のフランジ部の外径（ミリメートルを単位とする。），tsは鏡板の厚さ（ミリメー

トルを単位とする。）， は鏡板の継手の効率であって穴が継手を通る場合は前条

第4項に規定する値，その他の場合は1とする。 

ロ さら形鏡板にあってはすみの曲り部に，半だ円形鏡板にあっては鏡板の中心を中

心とし，鏡板のフランジ部の内径の0.8倍を直径とする円外に，円すい形鏡板にあっ

てはすその丸みの部分にないこと。ただし，監視計器，薬品注入管，連続吹出し管

等を設けるための穴であって，穴の径が20ミリメートル以下のものにあっては，こ

の限りではない。 

ハ 2以上の穴がある場合は，その中心間の距離が次の計算式により計算した値以上

であること。 

K12
ddL 21  

L：鏡板の外面に沿った2つの穴の中心間の距離（ミリメートル） 

d1及びd2：それぞれ穴の直径（ミリメートル） 

K：次の計算式により計算した値 

(ｲ) さら形鏡板又は半だ円形鏡板の場合 

s

1

tS82.1
PDK  

(ﾛ) 全半球形鏡板の場合 

s

1

tS64.3
PDK  

(ﾊ) 円すい形鏡板の場合 

θcostS82.1
PDK

s

2  

D1：鏡板の外径（ミリメートル） 

D2：円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の外径

（ミリメートル） 

ts：鏡板の厚さ（ミリメートル） 

θ ：円すいの頂角2分の1 

P，S及び ：それぞれ前項第1号に定めるところによる。 
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4 前条第7項の規定は容器の鏡板に穴を設ける場合について準用する。 

5 前3項第2号の規定により補強する場合は，次の各号によらなければならない。 

一 前条第8項の規定に準じて補強すること。この場合において，Fは1，tsrは次による

ものとする。 

イ さら形鏡板であって中低面に圧力を受けるものにあっては，W及び を1として第

2項第1号の計算式により計算した値 

ロ 半だ円形鏡板であって中低面に圧力を受けるものにあっては，その内面における

長径のK1倍を半径とする全半球形鏡板について第2項第3号の計算式により計算し

た値。この場合において，K1は，次の表の上欄に掲げる鏡板の長径と短径との比に

応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値とすること。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K1 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 

（備考） 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
 

ハ 円すい形鏡板であって中低面に圧力を受けるものにあっては，第2項第7号の規定

に準ずる値。この場合において，D1は，穴の中心を通り鏡板の軸に垂直な断面の内

径とする。 

ニ その他の鏡板にあっては，その計算上必要な厚さ 

二 穴の周囲に強め材を取り付けて補強する場合は，前号の規定によるほか，次による

こと。 

イ さら形鏡板にあっては，穴及び強め材は，鏡板の球形の部分にあること。 

ロ 半だ円形鏡板にあっては，穴及び強め材は，鏡板の中心を中心とし，鏡板のフラ

ンジ部の内径の0.8倍を直径とする円内にあること。 

ハ 円すい形鏡板にあっては，穴及び強め材は，鏡板の円すい部分にあること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１３を参照。 

 

（容器の平板） 

第34条 容器の平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

S
KPdt  
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t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d：次の表の左欄に掲げる平板の取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図に示す当該平

板の径又は最小内のり（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

S：最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニュ

ートン毎平方ミリメートル） 

K：平板の取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方法に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

取付け方法 Kの値 
(a) 

 

平板が胴又はフランジ部にボ

ルトにより固定される場合 
ただし，ボルトを締付けるこ

とにより平板に曲げモーメン

トが作用しない場合に限る。 

0.17 

(b) 

 

平板が胴又は管と一体又は突

合せ溶接され，dが600ミリメ

ートル以下で，平板の厚さがd
の20分の1以上4分の1未満

で，かつ，そのすみの丸みの

内半径が平板のフランジ部の

厚さの4分の1以上の場合 

0.13 

(c) 

 

平板が胴又は管に一体又は突

合せ溶接され，フランジ部の

厚さが胴又は管の厚さの2倍
以上で，かつ，そのすみの丸

みの内半径が平板のフランジ

部の厚さの3倍以上の場合 

0.17 

(d) 平板が胴又は管と一体又は突

合せ溶接され，フランジ部の

厚さが胴又は管の厚さ以上

で，かつ，そのすみの丸みの

内半径が平板のフランジ部の

厚さの1.5倍以上の場合 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は管の

計算上必要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 

 
(e) 

 

平板が胴又は管と一体又は突

合せ溶接され，そのすみの丸

みの内半径が平板のフランジ

部の厚さの3倍以上の場合 

0.17 
ただし，tからtsへ移行する

テーパは1対4又はそれよ

り緩かであり，かつ，下記

のいずれかに適合する場

合，0.10とすることができ

る。 
(1) フランジの長さlが次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) 胴板の厚さ ts が sdt2 以上の長さにわたって次に適

合すること。 
dt1.1t12.1ts ／≧ l  

(f) 

 
 

 

平板が胴又は管の端にはめ込

まれ，かつ，ねじ込み輪，分

割リング等の機械的装置で取

り付けられ，平板に作用する

力によって生ずる機械的装置

の応力が別表第6又は別表第7
に定める値の0.8倍以下であ

る場合（漏れ止め溶接を行う

場合を含む。） 

0.20 

(g) 

 

平板が胴又は管にパッキンを

はさんで締付けボルトで取り

付けられ，かつ，平板に作用

する力によって生ずる締付け

ボルトの応力が別表第8に定

める値の0.8倍以下である場

合（漏れ止め溶接を行う場合

0.20 
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取付け方法 Kの値 
を含む。） 

(h) 

 

平板が胴又は管の内側に溶接

される場合であって，のど厚

twが継目のない胴又は管の計

算上必要な厚さの2倍以上で，

かつ，胴又は管の厚さの1.25
倍以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は管の

計算上必要な厚さ 

(i) 

 

平板が胴又は管の端に突合せ

溶接され，平板の一部が胴又

は管にはまり込んで溶接の裏

当金の作用をする場合であっ

て，tw1とtw2の和が胴又は管の

厚さの2倍以上，tw1が胴又は

管の厚さ以上で，かつ，胴又

は管の厚さが継目のない胴又

は管の計算上必要な厚さの

1.25倍以上であるとき。 

0.33 

(j) 

 
 

 

(1) 平板が鍛造品で，かつ，

平板面からの開先角度が45
度未満の場合，平板が胴又

は管に全貫通溶接される場

合であって，twがtsの0.5倍
又はtの0.25倍のいずれか

小さい値以上で，かつ，す

み肉ののど厚がtsの0.7倍又

は6ミリメートルのうちい

ずれか小さい値以上である

とき。 
(2) (1)以外の場合 
平板が胴又は管に全貫通溶

接される場合であって，tw

がtsの1.0倍又はtの0.5倍の

いずれか小さい値以上で，

かつ，すみ肉ののど厚がts

の0.7倍又は6ミリメートル

のうちいずれか小さい値で

あるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は管の

計算上必要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(k) 

 

平板が胴又は管に全貫通溶接

される場合であって，すみ肉

ののど厚がtsの0.7倍又は6ミ
リメートルのいずれか小さい

方の値以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は管の

計算上必要な厚さ 

(l) 

 

胴又は管が内外から平板に溶

接され，かつ，溶接部の長さ

と深さの和の値が胴又は管の

厚さの2倍以上の場合（平板へ

の肉盛り溶接がない場合（tw2

が零の場合）を含む。） 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は管の

計算上必要な厚さ 

(m) 

 
 

 

平板が胴又はフランジにボル

トで締め付けられた場合であ

って，ボルトを締め付けるこ

とによって平板がさら形にな

る傾向を生じ，圧力が平板を

取り付けるフランジ側から平

板に作用するとき。 

Wd
Fh0.120.0 g  

Fは，全体のボルトに作用

する力（ニュートンを単位

とする。） 
hgは，ボルトのピッチ円の

直径とdとの差の2分の1
（ミリメートルを単位とす

る。） 
Wは，パッキンの外径又は

平板の接触面の外径内の面

積に作用する全圧力（ニュ

ートンを単位とする。） 
ただし，tnの厚さにあって

は次式で求まる値をKの値

とする。 

Wd
Fh0.1 g  

(n) その他の場合  0.50 

 
2 容器の平板に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を次により補強すること。 
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イ 穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっては長径をいう。以下この

項において同じ。）が前項のdの値の2分の1以下である場合は，次のいずれかによる

こと。 

(ｲ) 第32条第7項の規定に準じて補強すること。この場合において，tsrは，平板の

計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。）とし，かつ，補強に有効な面積

は，補強に必要な面積の2分の1まで減ずることができる。 

(ﾛ) 平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上であること。 

S
KP2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d，P，S及びK：それぞれ前項に定めるところによる。ただし，Kは，前項の図

中(m)の場合を除き，0.375以上とすることを要しない。 

ロ 穴の径が前項のdの値の2分の1を超える場合は，平板の厚さは，次の計算式によ

り計算した値以上であること。 

S
KP25.2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d，P，S及びK：それぞれ前項に定めるところによる。 

3 第32条第7項の規定は容器の平板に穴を設ける場合について準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１４を参照。 

 

（容器のフランジ付きさら形ふた板） 

第35条 容器のふた板であって，締付けボルトで取り付けるフランジをもつもので中低面

に圧力を受けるものは，その形が次の図1から図4までに示すさら形でなければならない。 
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2 前項のふた板（フランジを除く。）の厚さは，次の各号に掲げる値以上でなければなら

ない。 

一 前項の図1に示すふた板にあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PRWt  

t：ふた板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

R：ふた板の中央部の内面の半径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートル） 

：ふた板を継ぎ合わせて作る場合における当該継手の効率。この場合において，

継手の効率については，第32条第4項の規定を準用する。 

Wは，さら形ふた板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  
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rは，さら形ふた板のすみの丸みの内半径（ミリメートルを単位とする。） 

二 前項の図2から図4までに示すふた板にあっては，次の計算式により計算した値 

S2.1
PRt  

t：ふた板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

：継手の効率。この場合において，継手の効率については，第32条第4項の規定を

準用する。 

P，R及びS：それぞれ前号に定めるところよる。 

3 第33条第3項から第5項の規定のうち，さら形鏡板に係る部分の規定は第1項のふた板に

ついて準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１５を参照。 

 

（容器の管板） 

第36条 容器の管板は，次の各号によらなければならない。 

一 管穴の中心間の距離は，管の外径にその0.25倍を加えた値以上であること。 

二 管板の厚さは，次の計算式により計算した値のうちいずれか大きいもの（10ミリメ

ートル未満の場合は，10ミリメートル）以上であること。 

イ 
S
P

2
FDt  

ロ 
maxL

A
S85.0

Pt  

t：管板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Dは，パッキンの中心円の径（胴と一体となった管板にあっては，胴の内径）（ミリ

メートルを単位とする。） 

Fは，管及び管板の支え方による係数で，管板が胴と一体となっていない場合にお

いて管に直管を使用するときは1.0，U字管を使用するときは1.25，管板が胴と一

体となっている場合は次の図により求めた値 
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Pは，最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

Sは，最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

の最大値は，　
L
A

L
A

max
 

Aは管板に取り付けられる任意の管の中心が囲む面積（平方ミリメートルを単位と

する。） 

Lは，面積Aの周のうち穴の径以外の部分の長さ（ミリメートルを単位とする。） 

 

（容器の管台） 

第37条 容器の管台の厚さは，次の各号に掲げる値のいずれか大きい方の値以上でなけれ

ばならない。 

一 内面に圧力を受ける管台にあっては，次の計算式により計算した値 

P8.0S2
PDt 0  

tは，管台の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Pは，最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

D0は，管台の外径（ミリメートルを単位とする。） 

Sは，最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

は，第32条第3項2号イに定めるところによる。 

二 外面に圧力を受ける管台にあっては，次の図により求めた値，ただし，次の図から

求められない場合は，次の計算式により計算した値 
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B4
DP3t 0e  

tは，管台の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Peは，外面に受ける最高の圧力（メガパスカルを単位とする。） 

Bは，別図第5から別図第24までにより求めた値 

D0は，前号に定めるところによる。 
 

 
（備考）中間の値は，比例法によって計算する。 

 
三 炭素鋼鋼管を使用する管台にあっては，次の表の左欄に掲げる管台の外径に応じ，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

管台の外径 
（ミリメートル） 

管台の厚さ 
（ミリメートル） 

25未満 1.4 
25以上38未満 1.7 
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38以上45未満 1.9 
45以上57未満 2.2 
57以上64未満 2.4 
64以上82未満 2.7 
82以上101未満 3.0 

101以上127未満 3.4 
127以上 3.8 

 
（容器のフランジ） 

第38条 フランジ（第35条第1項のフランジを除く。）は，鋼製管フランジにあっては，日

本工業規格JIS B 2238(1996)「鋼製管フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合

するもの又は別表第14に掲げるもの，鋳鉄製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 

2239(1996)「鋳鉄製管フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合するもの又は別

表第14に掲げるものでなければならない。ただし，応力計算を行って必要な強度を有す

ることが明らかである場合は，この限りでない。 

2 第35条第1項のフランジの厚さは，次の各号によらなければならない。 

一 第35条第1項の図1に示す形のフランジにあっては，前項に規定するフランジの規格

に準ずること。 

二 第35条第1項の図2に示す形のフランジにあっては，次によること。 

イ 輪形パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上である

こと。 

BA
BA

SB
MT  

Tは，フランジの厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Mは，フランジに作用するモーメントで，次のモーメントの合計値（ニュートン

ミリメートルを単位とする。） 

(ｲ) さら形ふた板の中低面に加わる荷重によるモーメント 

(ﾛ) さら形ふた板の内面に加わる全荷重とさら形ふた板の中低面に加わる全

荷重との差によるモーメント 

(ﾊ) フランジのボルト荷重とさら形ふた板の内部に加わる全荷重との差によ

るモーメント 
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Aは，フランジの外径（ミリメートルを単位とする。） 

Bは，フランジの内径（ミリメートルを単位とする。） 

Sは，最高使用温度における別表第6及び別表第7に規定する材料の許容引張応力

（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

ロ 平パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上であるこ

と。 

BA
BCBAB

S
P6.0T  

Tは，フランジの厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Cは，ボルト穴の中心円の直径（ミリメートルを単位とする。） 

Pは，さら形ふた板を取り付ける胴の最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

A，B及びSは，それぞれイに定めるところによる。 

三 第35条第1項の図3に示す形のフランジにあっては，次によること。 

イ 輪形パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上である

こと。 

PQBR
M5.71QT  

Tは，フランジの厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Qは，次の計算式により計算した値 

(ｲ) 鏡板の端にスロットを設ける場合 

BC3
BC

S4
PRQ  

(ﾛ) (ｲ)以外の場合 

B5C7
BC

S4
PRQ  

Rは，さら形ふた板の中央部における内面の半径（ミリメートルを単位とする。） 

M，B，C，P及びSは，それぞれ前号に定めるところによる。 

ロ 平パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上であるこ

と。 

別紙１ －125－ 



 

QR
BBC311QT  

Tは，フランジの厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

B及びCは，それぞれ前号に，Q及びRはそれぞれイに定めるところによる。 

四 第35条第1項の図4に示す形のフランジにあっては，次の計算式により計算した値以

上であること。 

2F
J11FT  

Tは，フランジの厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Fは，次の計算式により計算した値 

BAS8
BR4PBF

22
 

Jは，次の計算式により計算した値 

BA
BA

SB
MJ  

M，A，B，P及びSはそれぞれ第2号に，Rは前号に定めるところによる。 

 

（伸縮継手） 

第39条 伸縮継手（材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。）にあっては，

次の計算式により計算した許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上でなければならない。

この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，実際の繰返し回数と許

容繰返し回数との比をそれぞれ加えた値は，1以下でなければならない。 
5.311031N  

Nは，許容繰返し回数 

は，次の計算式により計算した値 

一 調整リングが付いていない場合 

ct2
Ph

bhn
Et5.1

2

2

3
 

二 調整リングが付いている場合 

別紙１ －126－ 



 

tc
Ph

bhn
Et5.1

3
 

Eは，別表第11に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートルを単

位とする。） 

tは，継手部の板の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

は，全伸縮量（ミリメートルを単位とする。） 

nは，継手部の波数の2倍の値 

bは，継手部の波のピッチの2分の1（ミリメートルを単位とする。） 

hは，継手部の波の高さ（ミリメートルを単位とする。） 

Pは，最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

cは，継手部の層数 

2 伸縮継手の使用中の金属温度が別表第11の適用温度範囲を超える場合は，第31条第3項

第1号の規定を準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１６を参照。 

 

（開放タンク） 

第40条 開放タンクの構造の規格は次の各項によらなければならない。ただし，次の各号

のいずれかによる場合にあってはこの限りではない。 

一 形状，穴の位置等により次項から第11項までの規定により難い場合にあっては，第

13条第1項第1号から第3号まで，第14条及び第16条の規定に準じること。この場合に

おいて第13条第1項第1号（ホ及びへを除く）及び第14条第1号中「別表第2」とあるの

は「別表第6」と，第13条第1項第2号中「別表第3」とあるのは「別表第8」と，また

第13条第1項第1号ハ中「別表第10に定める値の3分の2の値」とあるのは「別表第10

に定める値の0.6倍の値」と読み替えるものとする。 

二 前号の場合にあって使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合は第

31条第3項第1号の規定を準用する。 

三 第31条第4項の規定は前2号による場合に準用する。 

2 開放タンクの胴の形は，次の各号によらなければならない。ただし，内張りの用のも

のにあってはこの限りでない。 

一 円筒形であること。 
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二 円筒形の胴の軸に垂直な同一断面における最大内径と最小内径との差は，当該断面

の呼び内径の1パーセント以下であること。 

3 開放タンクの胴の厚さは，次の各号に掲げる値のうちいずれか大きいもの（内張り用

のもにあっては第1号に掲げる値）以上でなければならない。 

一 炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は3ミリメートル，その他の材料で作

られた場合は1.5ミリメートル 

二 次の計算式により計算した値 

S204.0
HDt i  

tは，胴の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Diは，胴の内径（メートルを単位とする。） 

Hは，水頭（メートルを単位とする。） 

は，液体の比重。ただし，1未満の場合は，1とする。 

Sは，最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

は，長手継手の効率で，第32条第4項に定めるところによる。 

三 次の表の左欄に掲げる胴の内径の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

胴の内径の区分（メートル） 胴の厚さ（ミリメートル） 

5を超え16未満 4.5 

16を超え35未満 6 

35を超え60未満 8 

60を超えるもの 10 
 
4 屋根がない開放タンクの胴の上部には，次の表の左欄に掲げる胴の内径の区分に応じ，

それぞれ同表の右欄に掲げる寸法以上の山形鋼又はこれと同等以上の強度を有する形鋼

を連続溶接により溶接しなければならない。ただし，内張り用のものにあっては，この

限りでない。 
 

胴の内径の区分（メートル） 山形鋼の寸法（ミリメートル） 

3を超え10以下 65×65×6 
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10を超え18以下 65×65×8 

18を超えるもの 75×75×9 
 
5 開放タンクの胴に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。ただし，内

張り用のものにあっては，この限りでない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を補強すること。ただし，穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっ

ては長径をいう。）が85ミリメートル以下の場合は，この限りでない。 

6 第32条第7項の規定は開放タンクの胴に穴を設ける場合について準用する。 

7 第5項第2号の規定により穴を補強する場合は，第32条第8項の規定に準じなければなら

ない。この場合において，Pは，次の計算式により計算した値とする。 

H1080665.9P 3  

H及び は，それぞれ第2項第2号に定めるところによる。 

8 開放タンクの底抜は，次の各号に掲げるもののうちいずれかでなければならない。た

だし，内張り用のものにあっては，この限りでない。 

一 平板 

二 第33条第1項に掲げるもの 

9 前項の底板の厚さは，次の各号に掲げる値以上でなければならない。ただし，内張り

用のものにあっては，この限りでない。 

一 地面，基礎等に直接接触するものにあっては，6ミリメートル 

二 前号に掲げるもの以外のものにあっては，第33条第2項又は第34条第1項に規定する

値。この場合において，Pは，次の計算式により計算した値とする。 

H1080665.9P 3  

H及び は，それぞれ第3項第2号に定めるところによる。 

10 開放タンクの管台の厚さは，次の各号に掲げる値のいずれか大きい方の値以上でなけ

ればならない。 

一 第2項第2号の規定に準じて計算した値 

二 次の表の左欄に掲げる管台の外径に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

管台の外径（ミリメートル） 管台の厚さ（ミリメートル） 

25未満 1.4 
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25以上38未満 1.7 

38以上45未満 1.9 

45以上57未満 2.2 

57以上64未満 2.4 

64以上82未満 2.7 

82以上 3.5 
 
11 第38条第1項の規定は，フランジに準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１７、４．１８を参照。 

 

 

（高速原型炉第3種容器の材料及び構造の特例） 

第41条 第30条から第39条までの規定にかかわらず高速原型炉第3種容器の材料及び構造

の規格は，第3条から第19条までの規定に準ずることができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説４．１９を参照。 
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第5章 高速原型炉第4種容器 

 

（高速原型炉第4種容器の材料） 

第42条 高速原型炉第4種容器に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第4種容器の欄に

示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上

の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 安全設備に属する高速原型炉第4種容器に使用する材料は，次項に規定する方法による

破壊靱性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。た

だし，次の各号に掲げる材料にあっては，この限りではない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

七 非鉄金属 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1号及び第2

号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。）厚

さが63ミリメートル以下の管に接続するフランジ若しくは管継手の材料又はマルテ

ンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が容器の最低使用温度より17度低い温良以下であること。 

5 第3条第4項から第6項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 
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（高速原型炉第4種容器の構造の規格） 

第43条 第31条，第32条（第4項，第6項及び第7項を除く。），第33条第1項及び第2項，第

35条から第38条まで並びに第40条（第5項を除く。）の規定は，高速原型炉第4種容器の

構造の規格に準用する。この場合において，第31条第1項中「次条から第39条まで及び

第41条の規定」とあるのは「第32条（第4項，第6項及び第7項を除く。），第33条第1項

及び第2項，第35条から第38条まで，第40条（第5項を除く）。並びに第43条第2項から

第9項までの規定」と，第32条第8項中「第6項第2号」とあるのは「第43条第3項第2号」

と，同項第1号中「第4項に規定する」とあるのは「第43条第2項に規定する」と，第33

条第2項第1号及び第3号中「前条第4項の規定」とあるのは「第43条第2項の規定」と，

第35条第2項中「第32条第4項の規定」とあるのは「第43条第2項の規定」と，第40条第

2項第2号中「第32条第4項に定める」とあるのは「第43条第2項に定める」と，同条第6

項中「前項第2号」とあるのは「第43条第9項第2号」と，同条第8項第1号中「6ミリメー

トル」とあるのは「3ミリメートル」と読み替えるものとする。 

2 前項において準用する第32条第3項第2号イに規定する継手の効率は，次の表の左欄に

掲げる継手の種類に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値とする。 
 

継手の種類 

効率 
第２部第13条の規定に

準じて放射線透過試験

を行い，これに合格す

るもの 

その他のもの 

突合せ両側溶接及び裏当金を使用した突合せ

片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものに限

る。）並びにこれらと同等以上の成果が得られ

る方法による溶接 

1.00 0.70 

裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当

金を取り除いたものを除く。） 0.90 0.65 

裏当金を使用しない突合せ片側溶接 0.60 0.60 

両側全厚すみ肉重ね溶接 0.55 0.55 

プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接 0.50 0.50 

プラグ溶接を行わない片側全厚肉重ね溶接 0.45 0.45 
 
3 容器の胴に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 
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一 穴は，円形又はだ円形であること。ただし，容器内の流体等の監視用のために設け

る穴で長方形の両端が凸形に半円形状であるものにあっては，この限りでない。 

二 穴を補強すること。ただし，次に掲げる穴を容器の胴に設ける場合は，この限りで

はない。 

イ 穴の径（円形の穴にあっては直径。だ円形の穴にあっては長径をいう。以下この

条において同じ。）が61ミリメートル以下で，かつ，胴の内径の4分の1以下の穴 

ロ イに掲げるものを除き，穴の径が200ミリメートル以下で，かつ，次の図により

求めたdの値以下の穴 
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（備考） 
1 d：穴の径（ミリメートルを単位とする。） 
2 D：胴の外径（円すい形の胴の場合にあっては，穴の中心における胴の

外径）（ミリメートルを単位とする。） 
3 K：次の計算式により計算した値 

イ 円筒形の場合 

sS82.1
PDK  

ロ 球形の場合 

stS64.3
PDK  

ハ 円すい形の場合 

θcostS82.1
PDK

s
 

4 ts：胴板の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
5 θ ：円すいの頂角の 2 分の 1 
6 ：穴が長手継手又は胴と全半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合

は前項に規定する効率，その他の場合は 1 
7 P 及び S：それぞれ第 1 項で準用する第 32 条第 3 項第 2 号イに定める

ところによる。 
 
三 穴の周辺部における応力強さの限界が第13条第1項第1号から第3号まで及び第14条

の規定に準じて応力解析及び疲れ解析を行い，これに適合する場合は前項の規定によ

ることを要しない。この場合において第13条第1項第1号（ホ及びへを除く）中「別表

第2」とあるのは「別表第6」と，また第13条第1項第1号ハ中「別表第10に定める値の

3分の2の値」とあるのは「別表第10に定める値の0.6倍の値」と読み替えるものとす

る。 

 この場合において使用中の金属温度が別表第 2 の適用温度範囲を超える場合にあっ
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ては，第 31 条第 3 項第 1 号の規定に準じること。 

4 容器の鏡板に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は円形又はだ円形であること。 

二 穴を補強すること。ただし，次に適合する場合は，この限りでない。 

イ 穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっては長径をいう。以上この

項において同じ。）は，次のいずれかによること。 

(ｲ) 61ミリメートル以下で，かつ，鏡板のフランジ部の内径の4分の1以下であるこ

と。 

(ﾛ) (ｲ)に規定するものを除き，200ミリメートル以下で，かつ，前項第2号ロの図

により求めたdの値以下であること。この場合において，さら形鏡板及び半だ円

形鏡板にあっては，同号ロの図の備考3イの式を適用するものとし，Dは鏡板のフ

ランジ部の外径（ミリメートルを単位とする。），tsは鏡板の厚さ（ミリメートル

を単位とする。） は鏡板の継手の効率であって穴が継手を通る場合は第2項に規

定する値，その他の場合は1とする。 

ロ 鏡板にフランジを折り込んだ穴を設ける属合には，当該穴のフランジの縁曲げの

始まる部分と他の穴の縁との距離は，鏡板の厚さ以上であること。 

ハ さら形鏡板にあってはすみの曲り部に，半だ円形鏡板にあっては鏡板の中心を中

心とし，鏡板のフランジ部の内径の0.8倍を直径とする円外に，円すい形鏡板にあっ

てはすその丸みの部分にないこと。ただし，監視計器，薬品注入管，連続吹出し管

等を設けるための穴であって，穴の径が20ミリメートル以下のものにあっては，こ

の限りでない。 

ニ 2以上の穴がある場合は，その中心間の距離が次の計算式により計算した値以上

であること。 

K12
ddL 21  

L：鏡板の外面に沿った2つの穴の中心間の距離（ミリメートルを単位とする。） 

d1及びd2：それぞれの穴の径（ミリメートルを単位とする。） 

K：次の計算式により計算した値 

(ｲ) さら形鏡板又は半だ円形鏡板の場合 
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s

1

tS82.1
PDK  

(ﾛ) 全半球形鏡板の場合 

s

1

tS64.3
PDK  

(ﾊ) 円すい形鏡板の場合 

θcostS82.1
PDK

s

2  

D1：鏡板の外径（ミリメートルを単位とする。） 

D2：円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の外径

（ミリメートルを単位とする。） 

ts：鏡板の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

θ ：円すいの頂角の2分の1 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率。この場合において，継手の

効率については，第1項の規定を準用する。 

P及びS：それぞれ第1項で準用する第33条第2項第1号に定めるところによる。 

三 前項第3号の規定は容器の鏡板に穴を設ける場合について準用する。 

5 前項第2号の規定により補強する場合は，次の各号のいずれかによらなければならない。 

一 第1項において準用する第32条第7項の規定に準じて補強すること。この場合におい

て，Fは1，tsrは次によるものとする。 

イ さら形鏡板であって中低面に圧力を受けるものにあっては，W及び を1として第

1項において準用する第33条第2項第1号の計算式により計算した値 

ロ 半だ円形鏡板であって中低面に圧力を受けるものにあっては，その内面における

長径のK1倍を半径とする全半球形鏡板について第1項において準用する第33条第2

項第3号の計算式により計算した値。この場合において，K1は，次の表の上欄に掲

げる鏡板の長径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値とすること。 
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鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K1 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 

（備考） 表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
 

ハ 円すい形鏡板であって中低面に圧力を受けるものにあっては，第1項において準

用する第33条第2項第7号の規定に準ずる値。この場合において，D1は，穴の中心を

通り鏡板の軸に垂直な断面の内径とする。 

ニ その他の鏡板にあっては，その計算上必要な厚さ。 

二 穴の周囲に強め材を取り付けて補強する場合は，前項の規定によるほか，次による

こと。 

イ さら形鏡板にあっては，穴及び強め材は，鏡板の球形の部分にあること。 

ロ 半だ円形鏡板にあっては，穴及び強め材は，鏡板の中心を中心とし，鏡板のフラ

ンジ部の内径の0.8倍を直径とする円内にあること。 

ハ 円すい形鏡板にあっては，穴及び強め材は，鏡板の円すい部分にあること。 

三 穴の周囲にフランジを折り込んで補強する場合は，次によること。 

イ フランジの高さは，次の計算式により計算した値以上であること。 

t5.0tr96.0h  

h：穴の直径に沿って鏡板の外面に当てた平板面からのフランジの高さ（ミリメ

ートルを単位とする。） 

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

r：次の計算式により計算した値（ミリメートルを単位とする。） 

2
tbar  

a及びb：穴がだ円形である場合はその長半径及び短半径，穴が円形である場合は

半径（ミリメートルを単位とする。） 

ロ 鏡板の厚さは，次の値に鏡板の厚さの0.15倍（3ミリメートル未満の場合は，3ミ

リメートル）の値を加えた値以上であること。 

(ｲ) さら形鏡板にあっては，鏡板の中央部における内面の半径をフランジ部の内径

の0.8倍未満の場合は鏡板の中央部における内径の半径をフランジ部の内径の0.8

倍として第1項において準用する第33条第2項第1号の計算式により計算した値，
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その他の場合は計算上必要な厚さ 

(ﾛ) 全半球形鏡板にあっては，鏡板の中央部の内面の半径をフランジ部の内径の

0.8倍として第1項において準用する第33条第2項第2号の計算式により計算した

値 

(ﾊ) 半だ円形鏡板にあっては，次の計算式により計算した値 

P2.0S2
PR77.1t  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

R：鏡板のフランジ部の内径の0.8倍の値（ミリメートルを単位とする。） 

P及びS：それぞれ第1項において準用する第33条第2項第1号に， は第2項に定

めるところによる。 

6 容器の平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

S
KPdt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

d：次の表の左欄に掲げる平板の取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図に示す当該平

板の径又は最小内のり（ミリメートルを単位とする。） 

P：最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

S：最高使用温度における別表第6又は別表第7に規定する材料の許容引張応力（ニュ

ートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

K：平板の取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方法に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

取付け方法 Kの値 
(a) 

 

平板が胴又はフランジ部にボ

ルトにより固定される場合 
ただし，ボルトを締付けること

により平板に曲げモーメント

が作用しない場合に限る。 

0.17 
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取付け方法 Kの値 
(b) 

 

平板が胴又は管と一体又は突

合せ溶接され，dが600ミリメー

トル以下で，平板の厚さがdの
20分の1以上4分の1未満で，か

つ，そのすみの丸みの内半径が

平板のフランジ部の厚さの4分
の1以上の場合 

0.13 

(c) 

 

平板が胴又は管に一体又は突

合せ溶接され，フランジ部の厚

さが胴又は管の厚さの2倍以上

で，かつ，そのすみの丸みの内

半径が平板のフランジ部の厚

さの3倍以上の場合 

0.17 

(d) 

 

平板が胴又は管と一体又は突

合せ溶接され，フランジ部の厚

さが胴又は管の厚さ以上で，か

つ，そのすみの丸みの内半径が

平板のフランジ部の厚さの1.5
倍以上の場合 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は

管の計算上必要な厚さ 

(e) 

 

平板が胴又は管と一体又は突

合せ溶接され，そのすみの丸み

の内半径が平板のフランジ部

の厚さの3倍以上の場合 

0.17 
ただし，tからtsへ移行

するテーパは1対4又は

それより緩かであり，

かつ，下記のいずれか

に適合する場合，0.10
とすることができる。 

(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) 胴板の厚さ ts が 2 sdt 以上の長さにわたって次に

適合すること。 

dt1.1t12.1ts ／≧ l  
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取付け方法 Kの値 
(f) 

 

平板が胴又は管に重ね溶接継

手で取り付けられるか，その外

側にねじ込まれ，かつ，平板に

作用する力によってねじ部に

生ずる応力が別表第8に定める

値の0.8倍以下で，そのすみの丸

みの内半径がフランジ部の厚

さの3倍以上の場合 

0.20 

(g) 

 

平板が胴又は管の端にはめ込

まれ，かつ，ねじ込み輪，分割

リング等の機械的装置で取り

付けられ，平板に作用する力に

よって生ずる機械的装置の応

力が別表第6又は別表第7に定

める値の0.8倍以下である場合

（漏れ止め溶接を行う場合を

含む。） 

(h) 

 

平板が胴又は管にパッキンを

はさんで締付けボルトで取り

付けられ，かつ，平板に作用す

る力によって生ずる締付けボ

ルトの応力が別表第8に定める

値の0.8倍以下である場合（漏れ

止め溶接を行う場合を含む。） 
(i) 

 

平板が胴又は管の内側に溶接

される場合であって，のど厚tw

が継目のない胴又は管の計算

上必要な厚さの2倍以上で，か

つ，胴又は管の厚さの1.25倍以

上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は

管の計算上必要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(j) 

 

平板が胴又は管の端に突合せ

溶接され，平板の一部が胴又は

管にはまり込んで溶接の裏当

金の作用をする場合であって，

tw1とtw2の和が胴又は管の厚さ

の2倍以上，tw1が胴又は管の厚

さ以上で，かつ，胴又は管の厚

さが継目のない胴又は管の計

算上必要な厚さの1.25倍以上

であるとき。 

0.33 

(k) 

 

 

(1) 平板が鍛造品で，かつ，平

板面からの開先角度が45度未

満の場合，平板が胴又は管に

全貫通溶接される場合であっ

て，twがtsの0.5倍又はtの0.25
倍のいずれか小さい値以上

で，かつ，すみ肉ののど厚が

tsの0.7倍又は6ミリメートル

のうちいずれか小さい値以上

であるとき。 
(2) (1)以外の場合 
平板が胴又は管に全貫通溶接

される場合であって，twがts

の1.0倍又はtの0.5倍のいずれ

か小さい値以上で，かつ，す

み肉ののど厚がtsの0.7倍又は

6ミリメートルのうちいずれ

か小さい値以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は

管の計算上必要な厚さ 

(l) 

 

平板が胴又は管に全貫通溶接

される場合であって，すみ肉の

のど厚がtsの0.7倍又は6ミリメ

ートルのいずれか小さい方の

値以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は

管の計算上必要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(m) 

 

胴又は管が内外から平板に溶

接され，かつ，溶接部の長さと

深さの和の値が胴又は管の厚

さの2倍以上の場合（平板への

肉盛り溶接がない場合（tw2が零

の場合）を含む。） 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のない胴又は

管の計算上必要な厚さ 
(n) 

 
 

 

平板が胴又はフランジにボル

トで締め付けられた場合であ

って，ボルトを締め付けること

によって平板がさら形になる

傾向を生じ，圧力が平板を取り

付けるフランジ側から平板に

作用するとき。 

Wd
Fh0.120.0 g  

Fは，全体のボルトに作

用する力（ニュートン

を単位とする。） 
hgは，ボルトのピッチ円

の直径とdとの差の2分
の1（ミリメートルを単

位とする。） 
Wは，パッキンの外径又

は平板の接触面の外径

内の面積に作用する全

圧力（ニュートンを単

位とする。） 
ただし，tnの厚さにあっ

ては次式で求まる値を

Kの値とする。 

Wd
Fh0.1 g  

(o) その他の場合  0.50 
 
7 容器の平板に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を次により補強すること。 

イ 穴の径が前項のdの値の2分の1以下である場合は，次のいずれかによること。 

(ｲ) 第1項において準用する第32条第7項の規定に準じて補強すること。 

この場合において，tsrは，平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。）

とし，かつ，補強に有効な面積は，補強に必要な面積の2分の1まで減ずることが

できる。 

(ﾛ) 平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上であること。 
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S
KP2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

d，P，S及びK：それぞれ前項に定めるところによる。ただし，Kは，前項の図

中(n)の場合を除き，0.375以上とすることを要しない。 

ロ 穴の径が前項のdの値の2分の1を超える場合は，平板の厚さは，次の計算式によ

り計算した値以上であること。 

S
KP25.2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

d，P，S及びK：それぞれ前項に定めるところによる。 

三 第3項第3号の規定は容器の平板に穴を設ける場合について準用する。 

8 伸縮継手は，次の各号によらなければならない。 

一 伸縮継手にあっては，次の計算式により計算した繰返し応力を繰返しピーク応力強

さとし，別図第1又は別図第2においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し

回数以上でなければならない。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あ

るときは，実際の繰返し回数と許容繰返し回数との比をそれぞれ加えた値は，1以下

でなければならない。 

2
P  

P ：繰返し応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

：次の計算式により計算した値 

イ 調整リングが付いてない場合 

ct2
Ph

bhn
Et5.1

2

2

3
 

ロ 調整リングが付いている場合 

tc
Ph

bhn
Et5.1

3
 

E：別表第11に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートルを単位

とする。） 
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t：継手部の板の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

：全伸縮量（ミリメートルを単位とする。） 

n：継手部の波数の2倍の値 

b：継手部の波のピッチの2分の1（ミリメートルを単位とする。） 

h：継手部の波の高さ（ミリメートルを単位とする。） 

c：継手部の層数 

P：第6項に定めるところによる。 

二 伸縮継手の使用中の金属温度が別表11の適用温度範囲を超える場合は第31条第3項

第1号の規定を準用する。 

三 第3項第3号の規定は開放タンクに穴を設ける場合について準用する。 

9 開放タンクの胴に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。ただし，内

張り用のものにあっては，この限りでない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。ただし，容器内の流体等の監視用のために設け

る穴で長方形の両端が凸形に半円形状であるものにあっては，この限りでない。 

二 穴を補強すること。ただし，穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっ

ては長径をいう。）が85ミリメートル以下の場合は，この限りでない。 

三 第3項第3号の規定は開放タンクに穴を設ける場合について準用する。 

10 容器の胴として使用できる管継手は，日本工業規格 JIS B 2312(2001)「配管用鋼製突

き合わせ溶接式管継手」のうち，同心レジューサ，同径ティー，径違いティー，及びキ

ャップ（形状及び寸法に係る部分に限る。）のいずれかに適合するもの又は別表第 16 に

掲げる管継手のうち、同心レジューサでなければならない。この場合において、容器の

胴の一部として使用できる管継手に接続される胴は，第 1 項の規定により必要とされる

強度を有することが明らかである場合は，この限りでない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説５．２、５．３、５．４、５．５、

５．６、５．７を参照。 
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第6章 高速原型炉第1種管 

 

（高速原型炉第1種管の材料） 

第44条 高速原型炉第1種管（管に直接溶接されるラグ，ブラケット，強め材，控え，強

め輪等であって重要なものを含む。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第1種管

の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同

等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第1種管に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靭性試験を行い，

同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の各号に掲げ

る材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは，対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。），

厚さが63ミリメートル以下の管に接続されるフランジ若しくは管継手の材料又はマ

ルテンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が管の最低使用温度より56度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 
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6 高速原型炉第1種管に使用する材料は，第5条に規定する非破壊試験を行い，これに合

格するものでなければならない。 

7 第6条から第11条までの規定は，前項に規定する試験を行う場合に準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．２を参照。 

 

（高速原型炉第1種管の構造の規格） 

第45条 高速原型炉第1種管の構造の規格は次条から第53条までの規定によらなければな

らない。ただし，使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合における管

（ボルト等を除く。）にあっては，「高速原型炉第１種機器の高温構造設計指針」の規定

によらなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．３、６．４、６．５を参照。 

 

（材料の許容応力） 

第46条 材料の許容応力は，次の各号に掲げるとおりとする。ただし，第13条第1項第1

号から第3号まで，第14条及び第16条の規定に準ずる場合は，この限りでない。 

一 次の計算式により計算した一次応力は，最高使用温度における別表第2に定める値

の1.5倍の値を超えないこと。 

イ 管台及び突合せ溶接式ティー 

r

rpr2

b

bpb201

Z
MB

Z
MB

t2
PDBS  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

P：最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

D0：管の外径（ミリメートルを単位とする。） 

t：管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Mbp：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重により生ず

るモーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

Mrp：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重により生ずる

モーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

Zb：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数（立方ミリメー

トルを単位とする。） 
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Zr：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数（立方ミリメート

ルを単位とする。） 

B1，B2b及びB2r：それぞれ応力係数 

ロ イ以外の管 

i

ip201

Z
MB

t2
PDBS  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Mip：管の機械的荷重により生ずるモーメント（ニュートンミリメートルを単位

とする。） 

Zi：管の断面係数（立方ミリメートルを単位とする。） 

B2：応力係数 

B1，P，D0及びt：それぞれイに定めるところによる。 

二 連続状態Ⅲにおける前号の計算式により計算した一次応力は，別表第2に定める値

の2.25倍の値又は別表第9に定める値の1.8倍の値のいずれか小さい方の値を超えない

こと。この場合において，Pは，運転状態Ⅲにおいて生ずる圧力とする。 

三 運転状態Ⅳにおける第1号の計算式により計算した一次応力は，別表第2に定める値

の3倍の値又は別表第9に定める値の2倍の値のいずれか小さい方の値を超えないこと。

この場合において，Pは，運転状態Ⅳにおいて生ずる圧力とする。 

四 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける次の計算式により計算した一次応力と二次応力

を加えて求めた応力は，別表第2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

イ 管台及び突合せ溶接式ティー 

bbaaab3
r

rsr2

b

bsb2001
n TTEC

Z
MC

Z
MC

t2
DPCS  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力（ニュートン毎平方ミリメートルを

単位とする。） 

P0：運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる圧力（メガパスカルを単位とする。） 

Mbs：管台又は溶接式ティーに接続される分岐管の熱膨張，支持点の変位及び機

械的荷重により生ずるモーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

Mrs：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の熱膨張，支持点の変位及

び機械的荷重により生ずるモーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 
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Ta及びTb：構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境と

するそれぞれの側における次の計算式により計算した範囲内の平均温度（度を

単位とする。） 

aaa tdl  

bbb tdl  

al 及び bl は，構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を

境とするそれぞれの側における範囲（ミリメートルを単位とする。） 

da及びdb：構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を境

とするそれぞれの側における管の内径（ミリメートルを単位とする。） 

ta及びtb： al 及び bl の範囲内における管の平均厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

a 及び b ：構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点を

境とするそれぞれの側における室温における別表第12に規定する熱膨張係

数（ミリメートル毎ミリメートル度を単位とする。） 

Eab：構造上の不連続部分のうち応力集中度が最も高いと推定した点又は材質を

異にする点を境とするそれぞれの側の室温における別表第11に規定する縦

弾性係数の平均値（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

C1，C2b，C2r及びC3：それぞれ応力係数 

D0，t，Zb及びZr：それぞれ第1号イに定めるところによる 

ロ イ以外の管 

bbaaab3
i

is2001
n TTEC

Z
MC

t2
DPCS  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力（ニュートン毎平方ミリメートルを

単位とする。） 

Mis：管の熱膨張，支持点の変位及び機械的荷重により生ずるモーメント（ニュー

トンミリメートルを単位とする。） 

C2：応力係数 

P0，Ta，Tb，Eab， a ， b ，C1及びC3：それぞれイに定めるところによる。 

D0及びt：それぞれ第1号イに，Ziは同号ロに定めるところによる。 

五 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける次の計算式により計算した応力を繰返しピーク

応力強さとし，別図第1又は別図第2においてこれに対応する許容操返し回数が実際の

別紙１ －148－ 



 

繰返し回数以上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上ある

ときは，疲れ累積係数が1以下でなければならない。 

2
SS pl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Sp：次の計算式により計算した値 

イ 管台及び突合せ溶接式ティー 

7.0
TETTECK

4.1
TEK

Z
MCK

Z
MCK

t2
DPCKS

2
bbaaab33

13

r

rsr2r2

b

bsb2b20011
p

　　　

 

ロ イ以外の管 

7.0
TE

TTECK
4.1

TEK
Z

MCK
t2

DPCKS
2

bbaaab33
13

i

is220011
p  

E：室温における別表第11に規定する縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートル

を単位とする。） 

：室温における別表第12に規定する熱膨張係数（ミリメートル毎ミリメートル度

を単位とする。） 

ΔT1：線形化した厚さ方向の温度分布における管の内外面の温度差（度を単位とす

る。） 

ΔT2：管の内面又は外面において生ずる温度とそれに対応する線形化した温度との

差のうちいずれか大きい方の温度（負の場合は，零とする。）（度を単位とする。） 

K1，K2b，K2r，K2及びK3：それぞれ応力係数 

D0，t，Zb及びZr：それぞれ第1号イに定めるところによる。 

Zi：同号ロに定めるところによる。 

C1，P0，C2b，C2r，Mbs，Mrs，Ta，Tb， a ， b 及びEab：それぞれ前号イに定める

ところによる。 

C2及びMis：それぞれ同号ロに定めるところによる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．６、６．７、６．８、６．９、

６．１０、６．１１、６．１２、６．１３、６．１４を参照。 
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（弾塑性解析） 

第47条 前条第4号の規定に適合しない部分がある管で当該部分が次の各号に適合するも

のにあっては，当該部分は，前条第4号及び第5号の規定に適合することを要しない。 

一 別表第2に定める当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が，0.8以下で

あること。 

二 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる当該部分の温度は，次の値を超えないこ

と。 

イ 低合金鋼，マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 370度 

ロ オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 430度 

三 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける次の計算式により計算した一次応力と二次応力

を加えて求めた応力は，別表第2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

イ 管台及び突合せ溶接式ティー 

bbaaab3
r

rsr2

b

bsb2001
n TTEC

Z
MC

Z
MC

t2
DPCS ’  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力（ニュートン毎平方ミリメートルを

単位とする。） 

Mbs：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の支持点の変位（熱によ

るものを除く。以下この号において同じ。）及び機械的荷重により生ずるモーメ

ント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

Mrs：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の支持点の変位及び機械的

荷重により生ずるモーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

C3’：応力係数 

P0，Eab， a ， b ，Ta，Tb，C1，C2b及びC2r：それぞれ前条第4号イに定めると

ころによる。 

D0，t，Zb及びZr：それぞれ同条第1号イに定めるところによる。 

ロ イ以外の管 

bbaaab3
i

is2001
n TTEC

Z
MC

t2
DPCS ’  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力（ニュートン毎平方ミリメートルを

単位とする。） 
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Mis：管の支持点の変位及び機械的荷重により生ずるモーメント（ニュートンミリ

メートルを単位とする。） 

P0，Eab， a ， b ，Ta，Tb及びC1はそれぞれ前条第4号イに定めるところによる。 

D0及びt：それぞれ同条第1号イに定めるところによる。 

Ziは同号ロに定めるところによる。 

C2は同条第4号ロに定めるところによる。 

C3’はイに定めるところによる。 

四 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける前条第5号の計算式により計算した応力を繰返

しピーク応力強さとした値は，別図第1又は別図第2における10回の許容繰返し回数に

対応する許容繰返しピーク応力強さの値を超えないこと。 

五 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける次に定める応力を操返しピーク応力強さとし，

別図第1又は別図第2においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以

上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，疲れ

累積係数が1以下でなければならない。 

イ 前条第4号の計算式により計算した一次応力と二次応力を加えて求めた応力が別

表第2に定める値の3倍未満の場合は，応力は，次の計算式により計算した値とする。 

2
SS pl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Sp：前条第5号の計算式により計算した値（ニュートン毎平方ミリメートルを単

位とする。） 

ロ 前条第4号の計算式により計算した一次応力と二次応力を加えて求めた応力が別

表第2に定める値の3倍以上であり，かつ，次の表に掲げる材料の種類に応じそれぞ

れ同表に掲げるmの値と別表第2に定める値とを乗じた値の3倍以下の場合は，応力

は，次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方の値とする。 

2
SKS pel  

1
S3
SSAS

2
1S

m

p
n0pl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 
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Ke：次の計算式により計算した値 

1
S3
S

1mn
n11K

m

n
e  

Sn：前条第4号の計算式により計算した一次応力と二次応力を加えて求めた応力

（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Sｍ：別表第2に規定する材料の設計応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートルを

単位とする。） 

m，n及びA0：次の表に掲げる材料の種類に応じ，それぞれ同表に掲げる値 

Sp：イに定めるところによる。 
 

材料の種類 m n A0 

低合金鋼 2.0 0.2 1.0 

マルテンサイト系ステンレス鋼 2.0 0.2 1.0 

炭素鋼 3.0 0.2 0.66 

オーステナイト系ステンレス鋼 1.7 0.3 0.7 

高ニッケル合金 1.7 0.3 0.7 
 

ハ 前条第4号の計算式により計算した一次応力と二次応力を加えて求めた応力がロ

の表に掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表に掲げるmの値と別表第2に定める値

とを乗じた値の3倍を超える場合は，応力は，次の計算式により計算した値とする。 

n2
SS pl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Spはイに定めるところによる。 

n：ロに定めるところによる。 

六 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて次の計算式により計算した熱膨張応力は，別表

第2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

イ 管台及び突合せ溶接式ティー 

r

rsr2

b

bsb2
e

Z
MC

Z
MCS  

Se：熱膨張応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 
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Mbs：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の熱による支持点の変位

及び熱膨張により生ずるモーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

Mrs：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の熱による支持点の変位及

び熱膨張により生ずるモーメント（ニュートンミリメートルを単位とする。） 

C2b及びC2r：それぞれ前条第4号に，Zb及びZrはそれぞれ同条第1号イに定めると

ころによる。 

ロ イ以外の管 

i

is2
e

Z
MCS  

Se：熱膨張応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Mis：管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生ずるモーメント（ニュートン

ミリメートルを単位とする。） 

C2：前条第4号ロに定めるところによる。 

Zi：同条第1号ロに定めるところによる。 

七 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて線型化した厚さ方向の温度分布における管の内

外面の温度差は，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

4
y C

E
Sy4.1T ・

・

・  

ΔT：温度差（摂氏温度） 

yは，次表の上欄に掲げるxの区分に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値 
 

x 0.3 0.5 0.7 0.8 

y 3.33 2.00 1.20 0.80 

（備考）表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 
 

xは，次の計算式により計算した値 

Sy
1

t2
DPx 00

・
’  

P0’：運転状態における最大圧力（メガパスカルを単位とする。） 

C4：フェライト系材料の場合1.1，オーステナイト系材料の場合1.3 

E：室温における別表第11に規定する縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメート
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ルを単位とする。） 

：室温における別表第12に規定する熱膨張係数（ミリメートル毎ミリメートル

度を単位とする。） 

Sy：運転状態の流体温度における別表第9に定める値（ニュートン毎平方ミリメ

ートルを単位とする。） 

D0及びt：それぞれ前条第1号イに定めるところによる。 

 

（応力係数） 

第48条 第46条第1号，第4号及び第5号並びに前条第3号に規定する応力係数は，理論的ま

たは実験的に求めたものでなければならない。 

2 管の外径と厚さとの比が100以下の場合にあっては，応力係数は，前項の規定にかかわ

らず，次の各号に定めるところによることができる。 

一 次の表の左欄に掲げる管の部分の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

管の部分の区分 応力係数 

溶接部等の区分 継手の仕上 
げ等の種類 B1 C1 K1 B2 C2 K2 C3 K3 C3’ 

(a) 溶接部以外の直管  0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

(b) 容器，管，ポンプ又

は弁（いずれもテーパ

を有しないものに限

る。）と管との周継手の

突合せ溶接部 

イ 0.5 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 0.6 1.1 0.5 

ロ 0.5 1.0 1.2 1.0 1.0 1.8 0.6 1.7 0.5 

ハ 0.5 1.0 1.2 1.0 1.4 2.5 0.6 1.7 0.5 

(c) 直管と管との周継手

のすみ肉溶接部  0.75 1.8 3.0 1.5 2.1 2.0 2.0 3.0 1.0 

(d) 直管の長手継手の突

合せ溶接部 
イ 0.5 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1  

ニ 0.5 1.1 1.2 1.0 1.2 1.3 1.0 1.2  
(e) 容器，管，ポンプ又

は弁（いずれもテーパ

を有するものに限る。）

と管との周継手の突合

せ溶接部 

イ 0.5  1.2 1.0  1.1  1.1  

ニ 0.5  1.2 1.0  1.8  1.7  

(f) 曲管又は突合せ溶接

式エルボ  0.5  1.0   1.0 1.0 1.0 0.5 

(g) 突合せ溶接式レジュ

ーサ     1.0   1.0 1.0 0.5 
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(h) 突合せ溶接式ティー  0.5 1.5 4.0    1.0 1.0 0.5 
 
（備考） 

1 継手の仕上げ等の種類は，継手の仕上げ等のうち，次に掲げるものとする。 
イは，継手面の食違いがないもの 
ロは，継手面の食違いが管の厚さの0.1倍以下のもの 
ハは，イ及びロに掲げるもの以外のもの 
ニは，イに掲げるもの以外のもの 

2 (a)の部分又は(b)若しくは(d)の溶接部であって管の軸に垂直な断面における最大外径と最小外

径との差が管の厚さの0.08倍を超えるものにあっては，K1は，表中の値にかかわらず，表に示す

値と次の計算式により計算した値との積 

3

3
0

minmax

Et
PD455.01

5.1
t

DD1K  

K：係数 
Dmax：最大外径（ミリメートルを単位とする。） 
Dmin：最小外径（ミリメートルを単位とする。） 
t：管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
P：最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 
D0：管の外径（ミリメートルを単位とする。） 
E：室温における別表第11に規定する縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とす

る。） 
3 (b)の部分の溶接にあっては次を満たすこと。 

(ｲ) 溶接端から軸方向に tD0 の範囲の両側の管の厚さは，0.875t以上1.125t以下であること。 
(ﾛ) 半径方向の溶接収縮量が次の値を超えないこと。 

Δ=0.25t 
Δは，配管外面から計測した溶接収縮量（ミリメートルを単位とする。） 
t及びD0は，備考2に定めるところによる。 

4 (e)の部分の溶接部にあっては次を満たすこと。 
(ｲ) 溶接端から軸方向に tD0 の範囲の片側の管の厚さは，0.875t以上1.125t以下であること。 
(ﾛ) 他の片側は，溶接部が図に示す形状を満たす場合，又は溶接部の外面の勾配が溶接端から

軸方向に tD0 の範囲で1対3以下であり，かつ，内面の勾配がない場合。 
 
二 前号の表において，数値の記載されていない欄の応力係数は，次の値 

イ 前号の表の(e)の項において溶接部が備考4(ﾛ)の図の形状を満たす場合C1，C2，C3

及びC3’は，次の値 

(ｲ) C1は，次の計算式により計算した値又は1.8のいずれか小さい方の値 

t
5.1

t
D33.05.0C

3.0
0

1  

D0：管の外径（ミリメートルを単位とする。） 

：溶接部の継手面の食違い（ミリメートルを単位とする。） 

t：管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
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(ﾛ) C2は，次の計算式により計算した値又は2.1のいずれか小さい方の値 

t
37.1C2  

及びt：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾊ) C3は，次の計算式により計算した値又は2.0のいずれか小さい方の値 

t
D03.00.1C 0

3  

D0及びt：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾆ) C3’は，1.0 

(ｲ) 及び(ﾛ)において，tが6ミリメートルを超える場合は， は零とする。 

ロ 前号の表の(e)の項において溶接部の外面及び内面の勾配が備考4(ﾛ)の勾配を満た

す場合，C1，C2，C3及びC3’は，次の値 

(ｲ) C1は，次の計算式により計算した値又は1.8のいずれか小さい方の値 

t
5.10.1C1  

：溶接部の継手面の食違い（ミリメートルを単位とする。） 

t：管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

(ﾛ) C2は，次の計算式により計算した2つの値又は2.1の内のいずれか小さい方の値 

t
3

t
tC max

2  

t
3

t
D04.033.1C 0

2  

D0：管の外径（ミリメートルを単位とする。） 

tmax：継手部の最大板厚（ミリメートルを単位とする。） 

及びt：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾊ) C3は，次の計算式により計算した値又は2.0のいずれか小さい方の値 

25.0
t

t35.0C max
3  

t：(ｲ)に定めるところによる。 

tmax：(ﾛ)に定めるところによる。 
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(ﾆ) C3’は，0.6 

(ｲ)及び(ﾛ)においてtが6ミリメートルを超える場合は， は零とする。また，(ｲ)，(ﾛ)

及び(ﾊ)において
t

tmax
が1.10以下の場合は，C1，C2及びC3は前号の表の(b)の値を

用いることができる。 

ハ 前号の表の(f)の項におけるC1，B2及びC2は，次の値 

(ｲ) C1は，次の計算式により計算した値 

rR2
rR2C1  

R：曲管又はエルボの中心線の曲率半径（ミリメートルを単位とする。） 

r：次の計算式により計算した値 

2
tDr 0  

D0：曲管又はエルボの外径（ミリメートルを単位とする。） 

t：曲管又はエルボの厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

(ﾛ) B2は，次の計算式により計算した値又は1.0のいずれか大きい方の値 

3
22

h

30.1B  

h：次の計算式により計算した値 

2r
tRh  

t：イ(ｲ)に定めるところによる。 

R及びr：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾊ) C2は，次の計算式により計算した値又は1.5のいずれか大きい方の値 

3
22

h

95.1C  

h：(ﾛ)に定めるところによる。 

ニ 前号の表の(g)の項におけるB1，C1，K1，C2及びK2は，次によること。 

(ｲ) B1（軸を含むレジューサの最大勾配が60度以下であり，かつ，レジューサの厚

さが次条第1項第1号の計算式により計算した値以上である場合に限る。）は，次
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の値 

(1) が30度以下の場合 

B1=0.5 

：軸を含むレジューサの最大勾配（度を単位とする。） 

(2) が30度を超え，60度以下の場合 

B1=1.0 

：軸を含むレジューサの最大勾配（度を単位とする。） 

(ﾛ) C1及びC2（軸を含むレジューサの最大勾配が60度以下であり，かつ，レジュー

サの厚さが次条第1項第1号の計算式により計算した値以上である場合に限る。）

は，次の値 

(1) 次の図に示すr1及びr2がレジューサの大径端側の外径の0.1倍以上の場合は，

次の計算式により計算した値 

n

n
1

t
D0058.01C  

5.0
D
D4.0

n

n4.0
2

1

2

t
D36.01C  

：軸を含むレジューサの最大勾配（度を単位とする。） 

n

n

t
D

：レジューサの大径端側の外径と厚さとの比又は小径端側の外径と厚さ

の比のいずれか大きい方の値 

 
D1及びD2：それぞれレジューサの大径端側及び小径端側の外径（ミリメート
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ルを単位とする。） 

(2) (1)の図に示すr1又はr2がレジューサの大径端側の外径の0.1倍未満の場合は，

次の計算式により計算した値 
39.0

n

n285.1
1

t
D00465.01C  

n

n
2

t
D0185.01C  

：軸を含むレジューサの最大勾配（度を単位とする。） 

n

n

t
D

：(1)に定めるところによる。 

(ﾊ) K1及びK2は，次の値 

(1) 前号の表の備考1イに規定する継手の仕上げ等の場合は，次の計算式により

計算した値又は1.0のいずれか大きい方の値 

X1.01.1KK 21  

X：次の2つの計算式により計算した値のいずれか小さい方の値 

11

1

tD
LX  

22

2

tD
LX  

L1及びL2：それぞれレジューサの大径端側及び小径端側の直管部の長さ（ミ

リメートルを単位とする。） 

t1及びt2：それぞれレジューサの大径端側及び小径端側の厚さ（ミリメート

ルを単位とする。） 

D1及びD2：それぞれ(ﾛ)(1)に定めるところによる。 

(2) 前号の表の備考1ロに規定する継手の仕上げ等の場合は，次の計算式により

計算した値又は1.0のいずれか大きい方の値 

X2.02.1K1  

X8.08.1K2  

X：(1)に定めるところによる。 

(3) 前号の表の備考1ハに規定する継手の仕上げ等の場合は，次の計算式により
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計算した値又は1.0のいずれか大きい方の値 

X2.02.1K1  

X5.15.2K 2  

X：(1)に定めるところによる。 

三 第1号の表に掲げる(b)，(c)又は(e)（継手の一方が直管であるものに限る。）の溶接

部と同表に掲げる(d)の溶接部との交さ部分にあっては，B1，C1，K1，B2，C2，K2，

C3及びK3は，前2号の規定にかかわらず，次によること。 

イ C1，K1，B2，C2，K2，C3及びK3は，第1号の表の(b)，(c)又は(e)の項に掲げるそ

れぞれの値と同表の(d)の項に掲げるそれぞれの値（(e)にあっては，C1，C2及びC3

は，それぞれ前号イ又はロに掲げる値）との積 

ロ B1は，0.5（第1号の表に掲げる(c)の溶接部と同表に掲げる(d)の溶接部との交さ部

にあっては，0.75） 

四 突合せ溶接式エルボ，突合せ溶接式レジューサ又は突合せ溶接式ティー（いずれも

長手継手の突合せ溶接部を有するものに限る。）にあっては，K1，K2（突合せ溶接式

ティーのものを除く。）及びK3は，第1号及び第2号の規定にかかわらず，第1号の表に

掲げるそれぞれの値と次の値との積 

イ 第1号の表の備考1イに規定する継手の仕上げ等の場合 1.1 

ロ イ以外の場合 1.3 

五 曲管と曲管，突合せ溶接式エルボと突合せ溶接式エルボ又は曲管と突合せ溶接式エ

ルボとの間に管の外径以下の長さの直管を突合せ溶接する場合における当該溶接部に

あっては，B1，C1，K1，B2，C2，K2，C3，K3及びC3’は，第1号及び第2号の規定にか

かわらず，次によること。 

イ C1，K1，B2，C2，K2，C3及びK3は，第1号の表の(b)の項に掲げるそれぞれの値

と同表の(f)の項に掲げるそれぞれの値（C1，B2及びC2は，それぞれ第2号ハに定め

る値）との積 

ロ B1は，1.0 

ハ C3’は，0.5 

六 管台であって，次のイからニまでに適合する場合は，ホに規定する値 

イ 管台の外径と主管の外径との比が，0.5以下であること。 

ロ 管台の形状及び寸法は，次の図1から図6までに適合するものであること。 
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（備考） 
1 d0：管台に接続される分岐管の外径（ミリメートルを単位とする。） 
2 rm：管台の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 
3 t：管台の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
4 Ts：主管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
5 x：傾斜面の食違い（ミリメートルを単位とする。） 
6 ri：管台の内半径（ミリメートルを単位とする。） 
7 r1：管台の内側のすみの丸みの半径で主管の厚さの0.1倍以上，0.5倍以下とする。 
8 r2：管台の厚さの2分の1又は主管の厚さの2分の1のいずれか大きい方の値以上とする。 
9 r3：次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方の値以上とする。 

03 d002.0r θ  
θ3

3 sinx2r  
θ ：図1，図3又は図5に示す角度（度を単位とする。） 

10 L：図 1，図 3 又は図 5 に示す管台の高さ（ミリメートルを単位とする。） 
 
ハ 隣接して管台が取り付けられる場合は，当該管台の中心線間の主管の内面に沿っ

た弧の長さは，次の値以上であること。 

(ｲ) 主管の軸方向に隣接して管台が取り付けられる場合は，当該管台の内半径の和

の 3 倍の値 

(ﾛ) 主管の円周方向に隣接して管台が取り付けられる場合は，当該管台の内半径の

和の 2 倍の値 

ニ 管台の軸は，主管の面に直角であること。 

ホ 応力係数は，次の値とする。 

(ｲ) B1は，0.5 

(ﾛ) C1は，次の計算式により計算した値又は 1.2 のいずれか大きい方の値 
148.0

2

n
382.0

n

s
367.0

m

m
182.0

s

m
1

r
t

t
T

R2
d

T
R24.1C  

Rm：主管の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 

dm：管台の平均直径であって，次の計算式により求める。 

dm=(di+tn) 

di：管の内径（ミリメートルを単位とする。） 

tn：次による。 

(1) ロの図 1 及び図 3 にあっては， 

L： td5.0 m 以上の場合には，tn=t とする。 

L： td5.0 m 未満の場合には，tn=Tbとする。 

(2) ロの図 2 にあっては，tn=t とする。 
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(3) ロの図 5 にあっては， 

θ が 30 度以上の場合には， x
3
2ttn とする。 

θ が 30 度未満の場合には，tn=t+0.385L とする。 

t：ロの図備考 3 に定めるところによる。 

L：ロの図備考 10 に定めるところによる。 

Tb：管台に接続される分岐管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

θ ：ロの図備考 9 に定めるところによる。 

x：ロの図備考 5 に定めるところによる。 

Ts：ロの図備考 4 に定めるところによる。 

r2：ロの図備考 8 に定めるところによる。 

(ﾊ) K1は，2.0 

(ﾆ) B2bは，次の計算式により計算した値又は 1.0 のいずれか大きい方の値 

p

b

s

b2
1

m

b3
2

s

m
b2

r
r

T
T

R
r

T
R5.1B  

rb：管台に接続される分岐管の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 

Tb：管台に接続される分岐管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

rp：管台の外半径（ミリメートルを単位とする。） 

Rm：(ﾛ)に定めるところによる。 

Ts：ロの備考 4 に定めるところによる。 

(ﾎ) B2r は，次の計算式により計算した値又は 1.0 のいずれか大きい方の値 

4
1

n

b
r2

t
r87.0B  

rb：(ﾆ)に定めるところによる。 

tn：(ﾛ)に定めるところによる。 

(ﾍ) C2bは，次の計算式により計算した値又は 1.5 のいずれか大きい方の値 

p

b

s

b2
1

m

b3
2

s

m
b2

r
r

T
T

R
r

T
R3C  

Rm は(ﾛ)に定めるところによる。 

rb，Tb及び rp：それぞれ(ﾆ)に定めるところによる。 
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Ts：ロの備考 4 に定めるところによる。 

(ﾄ) C2r は，次の計算式により計算した値又は 1.5 のいずれか大きい方の値 

4
1

n

b
r2

t
r15.1C  

rb：(ﾆ)に定めるところによる。 

tn：(ﾛ)に定めるところによる。 

(ﾁ) K2bは，1.0 

(ﾘ) K2r は，1.75 

(ﾇ) C3は，1.8 

(ﾙ) K3は，1.7 

(ｦ) C3’は，1.0 

七 突合せ溶接式ティーにあっては，B2b，B2r，C2b，C2r，K2b及びK2rは，次の値 

イ B2bは，次の計算式により計算した値又は1.0のいずれか大きい方の値 

3
2

r

m
b2

T
R4.0B  

Rm：主管の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 

Tr：主管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

ロ B2r は，次の計算式により計算した値又は 1.0 のいずれか大きい方の値 

3
2

r

m
r2

T
R5.0B  

Rm 及び Tr：それぞれイに定めるところによる。 

ハ C2b及び C2r は，次の計算式により計算した値又は 2.0 のいずれか大きい方の値 

3
2

r

m
r2b2

T
R67.0CC  

Rm 及び Tr：それぞれイに定めるところによる。 

ニ K2b及びK2rは，1.0。ただし，長手継手の突合せ溶接部を有する突合せ溶接式ティ

ーにあっては，第4号イ又はロに定める値とする。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．１５を参照。 

 

（管の形状等） 
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第49条 管（鏡板，平板，フランジ及び管継手を除く。）の厚さは，次の各号に掲げる値

のいずれか大きい方の値以上でなければならない。 

一 内面に圧力を受ける管にあっては，次の計算式により計算した値 

P8.0S2
PDt

m

0  

t：管の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

P：最高使用圧力（メガパスカルを単位とする。） 

D0：管の外径（ミリメートルを単位とする。） 

Sm：最高使用温度における別表第 2 に規定する材料の設計応力強さ（ニュートン毎

平方ミリメートルを単位とする。） 

二 外面に圧力を受ける管にあっては，次の計算式により計算した値 

B4
DP3t 0e  

t：管の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

Pe：外面に受ける最高の圧力（メガパスカルを単位とする。） 

B：別図第 5 から別図第 24 までにより求めた値 

D0：前号に定めるところによる。 

三 熱交換器用の管以外の管で炭素鋼鋼管にあっては，次の表の左欄に掲げる管の外径

に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 
 
 

管の外径（ミリメートル） 管の厚さ（ミリメートル） 

25 未満 1.4 

25 以上 38 未満 1.7 

38 以上 45 未満 1.9 

45 以上 57 未満 2.2 

57 以上 64 未満 2.4 

64 以上 82 未満 2.7 

82 以上 101 未満 3.0 

101 以上 127 未満 3.4 
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127 以上 3.8 
 
2 管の鏡板は，次の各号によらなければならない。 

一 形は，次のいずれかであること。 

イ さら形であって，次に適合するもの 

(ｲ) 外径が中央部における内面の半径以上であること。 

(ﾛ) すみの丸みの内半径が厚さの 3 倍以上であり，かつ，外径の 0.06 倍（50 ミリ

メートル未満の場合は，50 ミリメートル）以上であること。 

ロ 全半球形 

ハ 半だ円形であって，内面における長径と短径との比が2以下であるもの 

二 厚さは，次に掲げる値以上であること。この場合において，フランジ部にあっては，

当該鏡板が取り付けられる管について前項の規定により求めた計算上必要な厚さ以上

とする。 

イ 前号イに掲げる形の鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

P2.0S2
PRWt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

R：鏡板の中央部における内面の半径（ミリメートルを単位とする。） 

W：さら形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  

r：さら形鏡板のすみの丸みの内半径（ミリメートルを単位とする。） 

S：最高使用温度における別表第 6 に規定する材料の許容引張応力（ニュートン

毎平方ミリメートルを単位とする。） 

は，鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率で，第 22 条第 4 項に定める

ところによる。 

P：前項第 1 号に定めるところによる。 

ロ 前号イに掲げる形の鏡板で中高面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 
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B
RPt e  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

R：鏡板の中央部の外半径（ミリメートルを単位とする。） 

Pe 及び B：それぞれ前項第 2 号に定めるところによる。 

ハ 前号ロに掲げる形の鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

P2.0S2
PRt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

R：鏡板の内半径（ミリメートルを単位とする。） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率又は鏡板を管に取り付ける場合

の継手の効率のいずれか小さい方の値。この場合において，継手の効率について

は，第 22 条第 4 項に定めるところによる。 

S：イに定めるところによる。 

P：前項第 1 号に定めるところによる。 

ニ 前号ロに掲げる形の鏡板で中高面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

B
RPt e  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

R：鏡板の外半径（ミリメートルを単位とする。） 

Pe 及び B：それぞれ前項第 2 号に定めるところによる。 

ホ 前号ハに掲げる形の鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

P2.0S2
PDKt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

D：鏡板の内面における長径（ミリメートルを単位とする。） 

K：半だ円形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 
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2

h2
D2

6
1K  

h：鏡板の内面における短径の 2 分の 1（ミリメートルを単位とする。） 

S 及び ：それぞれイに定めるところによる。 

P：前項第 1 号に定めるところによる。 

ヘ 前号ハに掲げる形の鏡板で中高面に圧力を受けるものにあっては，ロの規定に準

じて計算した値。この場合において，ロ中Rは外面で測った長径のK倍とし，Kは次

の表の上欄に掲げる鏡板の長径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる

値とする。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 
 
3 管の平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

S
KPdt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

d：次の表の左欄に掲げる平板の取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図に示す当該平板

の径又は最小内のり（ミリメートルを単位とする。） 

K：平板の取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方法に応じ，それぞ

れ同表の右欄に掲げる値 

P：第 1 項第 1 号に定めるところによる。 

S：前項第 2 号イに定めるところによる。 
取付け方法 K の値 

(a) 

 

平板が管又はフランジ部にボル

トにより固定される場合 
ただし，ボルトを締付けること

により平板に曲げモーメントが

作用しない場合に限る。 

0.17 

(b) 平坂が管と一体又は突合せ溶接

され，d が 600 ミリメートル以

下で，平板の厚さが d の 20 分

の 1 以上 4 分の 1 未満で，かつ，

0.13 
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取付け方法 K の値 

 

そのすみの丸みの内半径が平板

のフランジ部の厚さの 4 分の 1
以上の場合 

(c) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶接

され，フランジ部の厚さが管の

厚さの 2 倍以上で，かつ，その

すみの丸みの内半径が平板のフ

ランジ部の厚さの 3 倍以上の場

合 
 

0.17 

(d) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶接

され，フランジ部の厚さが管の

厚さ以上で，かつ，そのすみの

丸みの内半径が平板のフランジ

部の厚さの 1.5 倍以上の場合 
 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr は継目のない管の計算上必

要な厚さ 

(e) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶接

され，そのすみの丸みの内半径

が平板のフランジ部の厚さの 3
倍以上の場合 

0.17 
ただし，t から tsへ移行するテ

ーパは 1 対 4 又はそれより緩

かであり，かつ，左記のいず

れかに適合する場合，0.10 と

することができる。 
(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) 管の厚さ ts が sdt2 以上の長さにわたって次に適合する

こと。 
dt1.1t12.1ts ／≧ l  
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取付け方法 K の値 
(f) 

 

 

平板が管又はフランジにボ

ルトで締め付けられた場合

であって，ボルトを締め付け

ることによって平板がさら

形になる傾向を生じ，圧力が

平板を取り付けるフランジ

側から平板に作用するとき。 

Wd
Fh0.120.0 g  

F は，全体のボルトに作用

する力（ニュートンを単位

とする。） 
hg は，ボルトのピッチ円の

直径と d との差の 2 分の 1
（ミリメートルを単位とす

る。） 
W は，パッキンの外径又は

平板の接触面の外径内の面

積に作用する全圧力（ニュ

ートンを単位とする。） 
ただし，tn の厚さにあって

は次式で求まる値を K の値

とする。 

Wd
Fh0.1 g  

(g) その他の場合  0.50 

 

4 運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて管の内面に受ける圧力は，次の各号に掲げる値を

超えてはならない。 

一 運転状態Ⅲにおいては，最高使用圧力の1.5倍の値 

二 運転状態Ⅳにおいては，最高使用圧力の2倍の値 

 

（管の接続） 

第50条 管と管とを接続する場合は，溶接継手又はフランジ継手によらなければならない。 

2 溶接継手による場合は，主管に穴を設けて管台又は分岐管を取り付ける場合を除き，

管の軸に垂直な断面で溶接しなければならない。 

3 フランジ継手による場合は，次の各号に適合しなければならない。 

一 次に適合するもの 

イ フランジ（ボルト等を除く。）の最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる周方向，

半径方向及び軸方向の応力は，それぞれ最高使用温度における別表第2に定める値

の1.5倍の値を超えないこと。 
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ロ ボルト等の最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケット締付時のボルト荷重

により生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における別表第3に定める値

を超えないこと。 

二 鋼製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 2238(1996)「鋼製管フランジ通則」

（材料に係る部分を除く。），鋳鉄製管フランジにあっては，日本工業規格JIS 

B2239(1996)「鋳鉄製管フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合するもの。 

三 前二号において使用中の金属温度が別表第2又は別表第3の適用温度範囲を超える

場合にあっては適切にクリープ効果を考慮しなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．１６を参照。 

 

（穴と補強） 

第51条 管に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を補強すること。ただし，次のいずれかの場合は，この限りでない。 

イ 穴の周辺部における応力強さの限界が第13条第1項第1号から第3号まで及び第14

条の規定に準じて応力解析及び疲れ解析を行い，これに適合する場合 

ロ 円形の穴であって，次に適合する場合 

(ｲ) 穴の直径は，次の計算式により計算した値を超えないこと。 

Rt2.0d  

d：穴の直径（ミリメートルを単位とする。） 

R：穴のある部分の管の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 

t：穴のある部分の管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

(ﾛ) 次の(1)の計算式により計算した値を直径とする管内面に沿った円の中に，2 つ

以上の穴がある場合は，それらの穴の直径の和が(2)の計算式により計算した値を

超えないこと。この場合において，それぞれの穴の中心間の管内面に沿った弧の

長さは，(3)の計算式により計算した値以上であること。 

(1) Rt5.2D1  

D1：直径（ミリメートルを単位とする。） 

R 及び t：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(2) Rt25.0D2  
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D2は，2 つ以上の穴の直径の和（ミリメートルを単位とする。） 

R 及び t は，それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(3) 21 dd5.1p  

p：それぞれの穴の中心間の管内面に沿った弧の長さ（ミリメートルを単位と

する。） 

d1及び d2：それぞれ穴の直径（ミリメートルを単位とする。） 

(ﾊ) 隣接する 2 つの穴の中心間の管内面に沿った弧の長さは，次の 2 つの計算式に

より計算した値のいずれか大きい方の値以上であること。ただし，(ﾛ)の規定に適

合する場合は，この限りでない。 

211 dd5.1p  

212 dd5.0Rt5.2p  

p1及び p2：隣接する 2 つの穴の中心間の管内面に沿った弧の長さ（ミリメートル

を単位とする。） 

d1及び d2は，それぞれ(ﾛ)(3)に，R 及び t はそれぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾆ) 穴の端と当該穴が存在する部分以外の部分にある局部応力の発生箇所との距

離は，次の計算式により計算した値以上であること。 

Rt5.2p  

p：距離（ミリメートルを単位とする。） 

R 及び t：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ハ 平板に穴を設ける場合であって，次に適合する場合 

(ｲ) 穴の径が第 49 条第 3 項の d の値の 2 分の 1 以下である場合は，平板の厚さが

次の計算式により計算した値以上であること。 

S
KP2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

d，K，P 及び S：それぞれ第 49 条第 3 項に定めるところによる。ただし，K は，

同項の図中(f)の場合を除き，0.375 以上とすることを要しない。 

(ﾛ) 穴の径が第 49 条第 3 項の d の値の 2 分の 1 を超える場合は，平板の厚さが次

の計算式により計算した値以上であること。 
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S
KP25.2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

d，K，P 及び S：それぞれ第 49 条第 3 項に定めるところによる。 

三 さら形鏡板にあってはすみの曲り部に，半だ円形鏡板にあっては鏡板の中心を中心

とし，鏡板のフランジ部の内径の0.8倍を直径とする円外にないこと。ただし，監視計

器，薬品注入管，連続吹出し管等を設けるための穴であって，穴の径が20ミリメート

ル以下のものにあっては，この限りでない。 

2 前項第2号の規定により補強する場合は，次の各号によらなければならない。 

一 補強は，穴の中心を含み，かつ，主管の面に垂直な任意の平面に現われる断面につ

いて，イの補強に有効な範囲内にあるロの補強に有効な面積がハの補強に必要な面積

より大きくなるように行うこと。 

イ 補強に有効な範囲 穴の中心を含み，かつ，主管の面に垂直な平面上において，

(ｲ)に掲げる穴の中心線に平行な2つの直線及び(ﾛ)に掲げる主管の面に沿う2つの線

によって囲まれる範囲 

(ｲ) 穴の中心線に平行な直線 穴の中心線からその両側に，主管の中心線に沿って，

それぞれ各断面に現われる穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の穴にあっ

ては長径をいう。以下この項において同じ。）又は各断面に現われる穴の径の 2

分の 1 と主管の厚さと管台がある場合における管台壁の厚さとの和のうちいずれ

か大きいものに等しい距離にある直線 

(ﾛ) 主管の面に沿う線 主管の面からその両側に主管の面に直角に測った距離が

次の表の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる計算式により計

算した値に等しい距離にある線 
 
 
 
 
 

区 分 計算式 
図 1 から図 4 までの場合 2m r5.0tr5.0p  
図 5 及び図 6 の場合 nmtr5.0p  
（備考） 

1 図 1 から図 6 までは，次のとおりとする。 
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2 P：距離（ミリメートルを単位とする。） 
3 d0：管台に接続される分岐管の外径（ミリメートルを単位とする。） 
4 rm：管台の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 
5 t：管台の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
6 Ts：主管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
7 x：傾斜面の食違い（ミリメートルを単位とする。） 
8 ri：管台の内半径（ミリメートルを単位とする。） 
9 r1：管台の内側のすみの丸みの半径（ミリメートルを単位とする。） 

10 r2：管台と主管との移行部の半径（ミリメートルを単位とする。） 
11 r3：管台と分岐管との移行部の半径（ミリメートルを単位とする。） 
12 tn：次によること。 

イ 図 5 の場合 次の計算式により計算した値 
x667.0tt pn  

tp：接続される分岐管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 
ロ 図 6 の場合 t 
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ロ 補強に有効な面積 次に規定する断面積の和 

(ｲ) 主管の厚さのうち次に掲げる厚さを除いた部分の断面積 

(1) 鏡板の場合 第 49 条第 2 項第 2 号の規定により必要とされる厚さ 

(2) 平板の場合 第 49 条第 3 項の規定により必要とされる厚さ 

(3) (1)及び(2)以外の場合 第 49 条第 1 項の規定により必要とされる厚さ 

(ﾛ) 管台が主管と一体であるか又は主管に完全溶け込み溶接されている場合にお

ける管台の厚さのうち第 49 条第 1 項の規定により必要とされる厚さを除いた部

分の断面積 

(ﾊ) 管台が主管に完全溶け込み溶接されている場合におけるすみ肉部の断面積 

(ﾆ) 強め材が主管と一体であるか又は主管に完全溶け込み溶接されている場合に

おける強め材の断面積 

ハ 補強に必要な面積 次の計算式により計算した値に等しい断面積 

(ｲ) 鏡板の場合 

1rr dtA  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートルを単位とする。） 

d：穴の径（ミリメートルを単位とする。） 

tr1：第 49 条第 2 項第 2 号の規定により必要とされる鏡板の厚さ（ミリメート

ルを単位とする。） 

(ﾛ) 平板の場合 

2rr dt5.0A  

tr2：第 49 条第 3 項の規定により必要とされる平板の厚さ（ミリメートルを単

位とする。） 

Ar 及び d：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾊ) (ｲ)及び(ﾛ)以外の場合 

θsin2dtA 3rr  

tr3：第 49 条第 1 項の規定により必要とされる主管の厚さ（ミリメートルを単

位とする。） 

θ ：分岐管の中心線と主管の中心線との交角（度を単位とする。） 

Ar 及び d：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

二 前号の場合において，2以上の穴が接近しているためそれぞれの同号イに規定する
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補強に有効な範囲が重なり合うときは，次によること。 

イ 重なり合う部分の面積は，2以上の穴の補強に有効な面積としないこと。 

ロ 隣接する2つの穴の中心間の距離は，これらの穴の径の平均値の1.5倍以上であり，

かつ，これらの穴の間にある補強に有効な面積は，これらの穴の補強に必要な面積

の50パーセント以上であること。 

三 別表第12に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の熱膨張係数は，主管の材料

のそれの0.85倍以上1.15倍以下であること。 

四 補強に必要な面積の3分の2以上の補強に有効な面積は，穴の中心から次の計算式に

より計算した値に等しい距離内にあること。 

Rt5.0rp  

p：距離（ミリメートルを単位とする。） 

r：穴の径の 2 分の 1（ミリメートルを単位とする。） 

R：主管の平均半径（ミリメートルを単位とする。） 

t：主管の厚さ（ミリメートルを単位とする。） 

五 補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は，穴の中心線の両側にあるこ

と｡ 

六 別表第2に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の設計応力強さが同表に規定

する主管の材料の設計応力強さより大きい場合は，これらの材料の設計応力強さを主

管の材料の設計応力強さと同等として計算に用いること｡ 

七 別表第2に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の設計応力強さが同表に規定

する主管の材料の設計応力強さより小さい場合は，これらの材料の設計応力強さと主

管の材料の設計応力強さとの比に反比例してこれらの断面積を増加すること｡ 

 

（管継手） 

第52条 管継手は，次の各号に掲げる規格（形状及び寸法に係る部分に限る。）のいずれ

かに適合するもの又は別表第16に掲げるものでなければならない。この場合において，

管継手の厚さは，当該管継手に接続される管の第49条第1項の規定により必要とされる

厚さ以上でなければならない。ただし，応力計算を行って必要な強度を有することが明

らかである場合は，この限りでない｡ 

一 日本工業規格JIS B 2312（2001）「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 
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二 日本工業規格JIS B 2313（2001）「配管用鋼板突合せ溶接式管継手」 

三 日本工業規格JIS B 2316（1997）「特殊配管用鋼製差込み溶接式管継手」 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．１７を参照。 

 

（高速原型炉第1種管の材料及び構造の特例） 

第53条 第44条から前条までの規定にかかわらず，高速原型炉第1種管の材料及び構造の

規格は，第3条から第19条までの規定に準じることができる｡ 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説６．１８を参照。 
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第7章 高速原型炉第3種管 

 

（高速原型炉第3種管の材料） 

第54条 高速原型炉第3種管（管に直接溶接されるラグ，ブラケット，強め材，控え，強

め輪等であって重要なものを含む。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第3種管

の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同

等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第3種管に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靭性試験を行い，

同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の各号に掲げ

る材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。），厚

さが63ミリメートル以下の管に接続されるフランジ若しくは管継手の材料又はマル

テンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が管の最低使用温度より17度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第6項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 
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6 第3種管に使用する鋳造品は，第8条に規定する放射線透過試験（放射線透過試験を行

うことが困難な部分は，第6条に規定する垂直法による超音波探傷試験又は第7条に規定

する斜角法による超音波探傷試験）を行い，これに合格するものでなければならない。 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない鋳造品に準用する。 

 

（高速原型炉第3種管の構造の規格） 

第55条 高速原型炉第3種管の構造の規格は，次条から第62条までの規定によらなければ

ならない。ただし，形状，穴の位置等によりこれにより難い耐圧部分であって，その最

高使用圧力が次の各号に掲げる検定圧力試験方法のうちいずれかにより試験を行って求

めた検定圧力以下であるものについては，この限りでない。 

一 圧力を徐々に加え，最も弱い箇所が降伏点に達した時の圧力の値を求め，これに基

づいて次の計算式により検定圧力を計算すること｡この場合において，あらかじめ最も

弱いと推定した箇所に選定した数個の点について圧力を徐々に加えた場合の変形量を

測定し，その変形量の変化の状態から推定した当該箇所が降伏点に達する時の圧力又

は当該箇所の外面にあらかじめ石灰乳を塗って乾燥させておき，圧力を徐々に加えて

石灰乳膜が点状にはがれ落ちた時の圧力をもって当該箇所が降伏点に達した時の圧力

とみなすことができる。 

SPP 0  

P：検定圧力（メガパスカルを単位とする。） 

P0：最も弱い箇所が降伏点に達した時の水圧力（メガパスカルを単位とする。） 

S：使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方ミ

リメートルを単位とする。） 

：材料の実際の降伏点（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

二 あらかじめ最も弱いと推定した箇所に選定した数個の点に抵抗線ひずみ計をはり付

け，当該耐圧部分の予定する最高使用圧力に相当する圧力を加えて生ずるひずみを応

力に換算して求めた値のうち絶対値による最大の値に基づいて，次の計算式により検

定圧力を計算すること。 

0

0SPP  
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P：検定圧力（メガパスカルを単位とする。） 

P0：予定する最高使用圧力に相当する水圧力（メガパスカルを単位とする。） 

0：最も弱いと推定される箇所に生じた応力の値（ニュートン毎平方ミリメートル

を単位とする。） 

S：前号に定めるところによる。 

2 高速原型炉第3種管のうち，熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては，次の各

号によらなければならない。 

一 第56条，第57条に替え「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の5によらなけ

ればならない。この場合において，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の3.2，

3.3，5.2及び5.3中「別表1.2（別図1.2）」とあるのは「別表1.14（別図1.12）」と3.2.3(4)

中「2Su／3」とあるのは「0.6Su」と，5.7(1)において4.3を準用するものにあっては，

「別表1.2（別図1.2）」とあるのは「別表第6」と読み替えるものとする。 

二 前号の場合にあって使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超えない場合に

あっては第46条から第48条の規定に準じること。この場合において第46条第1号から

第3号並びに第47条第1号中「別表第2」とあるのは「別表第6」と読み替えるものとす

る。 

3 前項において，溶接部にあっては，次の各号に掲げる値は，第32条第4項に定める継手

の効率を乗じた値としなければならない。 

一 第46条第1号から第3号に規定する許容応力 

二 「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の3.2及び3.3中（3.2.1），（3.2.2），

（3.2.3），（3.2.5），（3.2.9），（3.2.11），（3.2.15），（3.2.19），（3.3.1），（3.3.3），（3.3.5），

（3.3.7），及び（3.3.9）式の右辺の値 

三 「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」の5.2中（5.2.1），（5.2.2），（5.2.3），

（5.2.8），（5.2.12），（5.2.14），（5.2.18）及び（5.2.20）式の右辺の許容応力 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説７．２、７．３、７．４を参照。 

 

（材料の許容応力） 

第56条 材料の許容応力は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 一次応力は，次によること。 

イ 次の計算式により計算した一次応力は，最高使用温度における別表第6に定める
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値の1.5倍の値を超えないこと。 

(ｲ) 管台及び突合せ溶接式ティー 

r

arr2

b

abb201

Z
MB

Z
MB

t2
PDBS  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

D0：管の外径（ミリメートル） 

t：管の厚さ（ミリメートル） 

B1，B2b及びB2r：応力係数で，第48条で規定する値 

Mab：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（自重そ

の他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント（ニュートンミリメート

ル） 

Mar：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（自重その

他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント（ニュートンミリメートル） 

Zb：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数（立方ミリメ

ートル） 

Zr：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数（立方ミリメー

トル） 

(ﾛ) (ｲ)以外の管 

Z
MB

t2
PDBS a201  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Ma：管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメ

ント（ニュートンミリメートル） 

B2：応力係数で，第48条で規定する値 

Z：管の断面係数（立方ミリメートル） 

B1，P，D0及びt：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 次の計算式により計算した一次応力は，最高使用温度における別表第6に定める

値の1.8倍を超えないこと。 

(ｲ) 管台及び突合せ溶接式ティー 
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r

brarr2

b

bbabb20m1

Z
MMB

Z
MMB

t2
DPBS  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Pm：内面に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

Mbb：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（逃し弁

又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメン

ト（ニュートンミリメートル） 

Mbr：管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（逃し弁又

は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント

（ニュートンミリメートル） 

D0，t，B1，B2b，B2r，Mab，Mar，Zb及びZr：それぞれイに定めるところによ

る。 

(ﾛ) (ｲ)以外の管 

Z
MMB

t2
DPBS ba20m1  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Mb：管の機械的荷重（逃し弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限

る。）により生ずるモーメント（ニュートンミリメートル） 

Pm：(ｲ)に定めるところによる。 

D0，t，B1，B2，Ma及びZ：それぞれイに定めるところによる。 

二 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおけるイ及びロの計算式により計算した一次応力と二

次応力を加えて求めた応力は，それぞれハ及びニの計算式により計算した許容応力を

超えないこと。 

イ 
Z

MiMi75.0
t4

PDS c2a10
n  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

i1：応力係数で次条に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値 

i2：応力係数で次条に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値 

Mc：管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生ずるモーメント（ニュートンミ

リメートル） 

別紙１ －182－ 



 

P，D0，t，Ma及びZ：それぞれ前号イに定めるところによる。 

ロ 
Z

MiMMi75.0
t4
DPS c2ba10m

n  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

i1，i2及びMc：それぞれイに定めるところによる。 

Pm及びMb：それぞれ前号ロに定めるところによる。 

D0，t，Ma及びZ：それぞれ同号イに定めるところによる。 

ハ hca Sf25.01Sf25.1S  

Sa：許容応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

f：許容応力低減係数で，次の表の左欄に掲げる温度変化サイクル数の区分に応じ，

それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

温度変化サイクル数 fの値 

  7,000未満 1.0 

  7,000以上14,000未満 0.9 

 14,000以上22,000未満 0.8 

 22,000以上45,000未満 0.7 

 45,000以上100,000未満 0.6 

100,000以上 0.5 
 

Sc：室温における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方ミリメ

ートル） 

Sh：使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方

ミリメートル） 

ニ hca Sf25.02.1Sf25.1S  

Sa許容応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

f，Sc及びShそれぞれハに定めるところによる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説７．５を参照。 

 

（応力係数） 

第57条 前条第2号に規定する応力係数は，理論的又は実験的に求めたものでなければな
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らない。 

2 管の外径と厚さとの比が100以下の場合にあっては，応力係数は，前項の規定にかかわ

らず，次の各号に定めるところによることができる。 

一 溶接部以外の直管にあっては，1.0 

二 容器，管，ポンプ又は弁（いずれもテーパを有しないものに限る。）と直管との周継

手の突合せ溶接部及び直管の長手継手の突合せ溶接部であって，第２部第4条，第7条

及び第8条の規定によるによる継手の仕上げ等のうち，次に掲げるものにあっては，

次の値 

イ 継手面の食違いが管の厚さの0.1倍以下のもの 1.0 

ロ イに掲げるもの以外のもの 1.8 

三 管と管との周継手のすみ肉溶接部にあっては，次の値 

イ 表面が凹形に仕上げてある場合 

次の計算式により計算した値又は1.3のいずれか大きい方の値 

t
C

1.2i
x

 

i：応力係数 

Cx：溶接脚長の最小値（ミリメートル） 

t：管の厚さ（ミリメートル） 

ロ 表面が凸形に仕上げてある場合 2.1 

四 容器，管，ポンプ又は弁（いずれもテーパを有するものに限る。）と管との周継手の

突合せ溶接部にあっては，次の計算式により計算した値又は1.9のいずれか小さい方の

値 

t
6.3D0036.03.1i 0  

iは，応力係数 

D0：管の外径（ミリメートル） 

：継手面の食違い（ミリメートル） 

t：第3号に定めるところによる。 

五 曲管又は突合せ溶接式エルボにあっては，次の計算式により計算した値 
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イ フランジが接続されていない場合 

3
2

h

9.0i  

i：応力係数 

h：次の計算式により計算した値 

2r
tRh  

t：曲管又はエルボの厚さ（ミリメートル） 

R：曲管又はエルボの中心線の曲率半径（ミリメートル） 

r：次の計算式により計算した値 

2
tDr 0  

D0：曲管又はエルボの外径（ミリメートル） 

ロ 片側にフランジが接続されている場合 

h
9.0i  

i：応力係数 

h：イに定めるところによる 

3 h
9.0i  

i：応力係数 

h：イに定めるところによる 

六 突合せ溶接式レジューサであって，軸を含む断面の最大勾配が60度以下のものにあ

っては，次の計算式により計算した値又は2.0のいずれか小さい方の値 

t
D01.05.0i  

i：応力係数 

：レジューサの軸を含む断面の最大勾配（度） 

D：レジューサの小径端側の外径（ミリメートル） 

t：レジューサの小径端側の厚さ（ミリメートル） 
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七 管台であって，次のイからニまでに適合する場合は，ホに規定する値 

イ 管台の外径と主管の外径との比が，0.5以下であること。 

ロ 管台の形状及び寸法は，次の図1から図6までに適合するものであること。 
 

 
 

 
 

 
 

（備考） 
1 d0：管台に接続される分岐管の外径（ミリメートル） 
2 rm：管台の平均半径（ミリメートル） 
3 t：管台の厚さ（ミリメートル） 
4 Ts：主管の厚さ（ミリメートル） 
5 x：傾斜面の食違い（ミリメートル） 
6 ri：管台の内半径（ミリメートル） 
7 r1：管台の内側のすみの丸みの半径で主管の厚さの0.1倍以上，0.5倍以下とする。 
8 r2：管台の厚さの2分の1又は主管の厚さの2分の1のいずれか大きい方の値以上とする。 
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9 r3：次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方の値以上とする。 
03 d002.0r θ  
θ3

3 sinx2r  
θ ：図1，図3又は図5に示す角度（度） 

 
ハ 隣接して管台が取り付けられる場合は，当該管台の中心線間の主管の内面に沿っ

た弧の長さは，次の値以上であること。 

(ｲ) 主管の軸方向に隣接して管台が取り付けられる場合は，当該管台の内半径の和の

3倍の値 

(ﾛ) 主管の円周方向に隣接して管台が取り付けられる場合は，当該管台の内半径の和

の2倍の値 

ニ 管台の軸は，主管の面に直角であること。 

ホ 応力係数は，次の計算式により計算した値とする。 

p

b

s

b2
1

m

b3
2

s

m

r
r

T
T

R
r

T
R5.1i  

i：応力係数 

Rm：主管の平均半径（ミリメートル） 

rb：管台に接続される分岐管の平均半径（ミリメートル） 

Tb：管台に接続される分岐管の厚さ（ミリメートル） 

rp：管台の外半径（ミリメートル） 

Ts：ロの備考4に定めるところによる。 

八 突合せ溶接式ティーにあっては，次の計算式により計算した値 

3
2

h

9.0i  

i：応力係数 

h：次の計算式により計算した値 

r
t4.4h  

t：管台及び突合せ溶接式ティーの厚さ（ミリメートル） 

r：次の計算式により計算した値 

2
tDr 0  
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D0：管台及び突合せ溶接式ティーの外径（ミリメートル） 

九 えび状の管にあっては，次の計算式により計算した値 

3
2

h

9.0i  

i：応力係数 

h：次の計算式により計算した値 

2r
tRh  

t：えび状の管の厚さ（ミリメートル） 

R：えび状の管の中心線の曲率半径（ミリメートル） 

R：次の計算式により計算した値 

2
tDr 0  

D0：えび状の管の外径（ミリメートル） 

十 第1号から第9号に規定するもの以外のものにあっては，次の計算式により計算した

値又は1.0のいずれか大きい方の値 

2
KCi 22  

i：応力係数 

C2及びK2：第48条第2項に定める値 

 

（管の形状） 

第58条 管（鏡板，平板，フランジ及び管継手を除く。）の厚さは，次の各号に掲げる値

のいずれか大きい方の値以上でなければならない。 

一 内面に圧力を受ける管にあっては，次の計算式により計算した値 

P8.0S2
PDt 0  

t：管の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

D0：管の外径（ミリメートル） 
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S：最高使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平

方ミリメートル） 

：長手継手の効率で，第32条第4項に定めるところによる。 

二 外側に圧力を受ける管にあっては，次の図により求めた値。ただし，次の図から求

められない場合は，次の計算式により計算した値 

B4
DP3t 0e  

t：管の計算上必要な厚さ（ミリメートル単位） 

Pe：外側に受ける最高の圧力（メガパスカル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

D0：前号に定めるところによる。 
 
 

 

 

（備考）中間の値は，比例法によって計算する。 
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三 熱交換器用の管以外の管で炭素鋼鋼管を使用するものにあっては，次の表の左欄に

掲げる管の外径に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 
 

管の外径（ミリメートル） 管の厚さ（ミリメートル） 

25 未満 1.4 

25 以上 38 未満 1.7 

38 以上 45 未満 1.9 

45 以上 57 未満 2.2 

57 以上 64 未満 2.4 

64 以上 82 未満 2.7 

82 以上 101 未満 3.0 

101 以上 127 未満 3.4 

127 以上 3.8 
 
2 管の鏡板は，次の各号によらなければならない。 

一 形は，次のいずれかであること。 

イ さら形であって，次に適合するもの 

(ｲ)外径が中央部における内面の半径以上であること。 

(ﾛ)すみの丸みの内半径が厚さの 3 倍以上であり，かつ，外径の 0.06 倍（50 ミリメ

ートル未満の場合は，50 ミリメートル）以上であること。 

ロ 全半球形 

ハ 半だ円形であって，内面における長径と短径との比が2倍以下であるもの 

二 厚さは，次に掲げる値以上であること。この場合において，フランジ部にあっては，

当該鏡板が取り付けられる管について前項の規定により求めた計算上必要な厚さ以上

とする。 

イ 前号イに掲げる形の鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

P2.0S2
PRWt  

別紙１ －190－ 



 

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：鏡板の中央部における内面の半径（ミリメートル） 

W：さら形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  

r：さら形鏡板のすみの丸みの内半径（ミリメートル） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率で，第 32 条第 4 項に定めると

ころによる。 

P 及び S：それぞれ前項第 1 号に定めるところによる。 

ロ 前号イに掲げる形の鏡板で中高面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

B
RPt e  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：鏡板の中央部の外半径（ミリメートル） 

Pe 及び B：それぞれ前項第 2 号に定めるところによる。 

ハ 前号ロに掲げる形の鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

P2.0S2
PRt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：鏡板の内半径（ミリメートル） 

：鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率又は鏡板を管に取り付ける場

合の継手の効率のいずれか小さい方の値。この場合において，継手の効率につい

ては，第 32 条第 4 項に定めるところによる。 

P 及び S：それぞれ前項第 1 号に定めるところによる。 

ニ 前号ロに掲げる形の鏡板で中高面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

B
RPt e  
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t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：鏡板の中央部の外半径（ミリメートル） 

Pe 及び B：それぞれ前項第 2 号に定めるところによる。 

ホ 前号ハに掲げる形の鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，次の計算式に

より計算した値 

P2.0S2
KPDt  

t：鏡板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D：鏡板の内面における長径（ミリメートル） 

K：半だ円形鏡板の形状による係数で，次の計算式により計算した値 
2

h2
D2

6
1K  

h：鏡板の内面における短径の 2 分の 1（ミリメートル） 

はイに定めるところによる。 

P 及び S：それぞれ前項第 1 号に定めるところによる。 

ヘ 前号ハに掲げる形の鏡板で中高面に圧力を受けるものにあっては，ロの規定に準

じて計算した値。この場合において，ロ中Rは外面で測った長径のK倍とし，Kは次

の表の上欄に掲げる鏡板の長径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる

値とする。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 

 
3 管の平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

S
KPdt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d：次の表の左欄に掲げる平板の取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図に示す当該平

板の径又は最小内のり（ミリメートル） 

K：平板の取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方法に応じ，それ
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ぞれ同表の右欄に掲げる値 

P 及び S：それぞれ前項第 1 号に定めるところによる。 
 

取付け方法 K の値 
(a) 

 

平板が管又はフランジ部にボ

ルトにより固定される場合 
ただし，ボルトを締付けるこ

とにより平板に曲げモーメン

トが作用しない場合に限る。 

0.17 

(b) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶

接され，d が 600 ミリメート

ル以下で，平板の厚さが d の

20分の1以上4分の1未満で，

かつ，そのすみの丸みの内半

径が平板のフランジ部の厚さ

の 4 分の 1 以上の場合 

0.13 

(c) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶

接され，フランジ部の厚さが

管の厚さの 2 倍以上で，かつ，

そのすみの丸みの内半径が平

板のフランジ部の厚さの 3 倍

以上の場合 

0.17 

(d) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶

接され，フランジ部の厚さが

管の厚さ以上で，かつ，その

すみの丸みの内半径が平板の

フランジ部の厚さの 1.5 倍以

上の場合 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 

(e) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶

接され，そのすみの丸みの内

半径が平板のフランジ部の厚

さの 3 倍以上の場合 

0.17 
ただし，t から tsへ移行する

テーパは1対4又はそれより

緩やかであり，かつ，下記の

いずれかに適合する場合，

0.10 とすることができる。 
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取付け方法 K の値 
(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) 管の厚さ ts が sdt2 以上の長さにわたって次に適合す

ること。 
dt1.1t12.1ts ／≧ l  

(f) 

 

平板が管の端にはめ込まれ，

かつ，ねじ込み輪，分割リン

グ等の機械的装置で取り付け

られ，平板に作用する力によ

って生ずる機械的装置の応力

が別表第 6 又は別表第 7 に定

める値の 0.8 倍以下である場

合（漏れ止め溶接を行う場合

を含む。） 

0.20 

(g) 

 

平板が管にパッキンをはさん

で締付けボルトで取り付けら

れ，かつ，平板に作用する力

によって生ずる締付けボルト

の応力が別表第 8 に定める値

の 0.8 倍以下である場合（漏

れ止め溶接を行う場合を含

む。） 

0.20 

(h) 

 

平板が管の内側に溶接される

場合であって，のど厚 twが継

目のない管の計算上必要な厚

さの 2 倍以上で，かつ，管の

厚さの 1.25 倍以上であると

き。 
 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 
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取付け方法 K の値 
(i) 

 

平板が管の端に突合せ溶接さ

れ，平板の一部が管にはまり

込んで溶接の裏当金の作用を

する場合であって，tw1 と tw2

の和が管の厚さの 2 倍以上，

tw1が管の厚さ以上で，かつ，

管の厚さが継目のない管の計

算上必要な厚さの 1.25倍以上

であるとき。 

0.33 

(j) 

 
 

 

(1) 平板が鍛造品で，かつ，

平板の面からの開先角度が 45
度未満の場合 
平板が管に全貫通溶接される

場合であって，tw が ts の 0.5
倍又は t の 0.25 倍のいずれか

小さい値以上で，かつ，すみ

肉ののど厚が tsの0.7倍又は6
ミリメートルのうちいずれか

小さい値以上であるとき。 
(2) (1)以外の場合 
平板が管に全貫通溶接される

場合であって，tw が ts の 1.0
倍又は tの0.5倍のいずれか小

さい値以上で，かつ，すみ肉

ののど厚が ts の 0.7 倍又は 6
ミリメートルのうちいずれか

小さい値以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 

(k) 

 

平板が管に全貫通溶接される

場合であって，すみ肉ののど

厚が tsの 0.7 倍又は 6 ミリメ

ートルのいずれか小さい値以

上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 
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取付け方法 K の値 
(l) 

 

管が内外から平板に溶接さ

れ，かつ，溶接部の長さと深

さの和の値が管の厚さの 2 倍

以上の場合（平板への肉盛り

の溶接がない場合（tw2が零の

場合）を含む。） 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 

(m) 

 

 

平板が管又はフランジにボル

トで締め付けられた場合であ

って，ボルトを締め付けるこ

とによって平板がさら形にな

る傾向を生じ，圧力が平板を

取り付けるフランジ側から平

板に作用するとき。 
 

Wd
Fh0.120.0 g  

F：全体のボルトに作用する

力（ニュートン） 
hg：ボルトのピッチ円の直径

と d との差の 2 分の 1（ミリ

メートル） 
W：パッキンの外径又は平板

の接触面の外径内の面積に

作用する全圧力（ニュート

ン） 
ただし，tnの厚さにあっては

次式で求まる値を K の値と

する。 

Wd
Fh0.1 g  

(n) その他の場合  0.50 
 
（管の接続） 

第59条 管と管とを接続する場合は，溶接継手又はフランジ継手によらなければならない。 

2 溶接継手による場合は，次の場合を除き，管の軸に垂直な断面で溶接しなければなら

ない。 

一 管の中心線の交角が30度以下で，かつ，管の厚さが前条第1項の規定により必要と

される厚さに次の計算式により計算した係数を乗じた値以上である場合 

rR
r5.0RK  

K：係数 

R：管の中心線の曲率半径（ミリメートル） 

r：管の内半径（ミリメートル） 

二 主管に穴を設けて管台又は分岐管を取り付ける場合 
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3 フランジ継手による場合は，当該フランジは，次の各号のいずれかに適合するもの又

は別表第14に掲げるものでなければならない。 

一 次に適合するもの 

イ フランジ（ボルト等を除く。）の最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる周方向，

半径方向及び軸方向の応力は，それぞれ最高使用温度における別表第6に定める値

の1.5倍の値を超えないこと。 

ロ ボルト等の最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケット締付時のボルト荷重

により生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における別表第8に定める値

を超えないこと。 

二 鋼製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 2238（1996）「鋼製管フランジ通

則」（材料に係る部分を除く。），鋳鉄製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 

2239(1996)「鋳鉄製管フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合するもの。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説７．６を参照。 

 

（穴と補強） 

第60条 管に穴を設ける場合は，次の各号によらなければならない。 

一 穴は，円形又はだ円形であること。 

二 穴を補強すること。ただし，次に掲げる穴を管（管台及びフランジを除く。以下こ

の号において同じ。）に設ける場合は，この限りでない。 

イ 平板以外の管に設ける穴であって，穴の径（円形の穴にあっては直径，だ円形の

穴にあっては長径をいう。以下この条において同じ。）が61ミリメートル以下で，

かつ，管の内径の4分の1以下の穴 

ロ 平板以外の管に設ける穴であって，イに掲げるものを除き，穴の径が200ミリメ

ートル以下で，かつ，次の図により求めたdの値以下の穴 
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 （備考） 
1 d：穴の径（ミリメートル） 
2 D：管の外径（ミリメートル） 
3 K：次の計算式により計算した値 
イ 直管，曲管，さら形鏡板又は半だ円鏡板の場合 

stS82.1
PDK  

ロ 全半球形鏡板の場合 

stS64.3
PDK  
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4 ts：管の厚さ（ミリメートル） 
5 P：最高使用圧力（メガパスカル） 
6 S：最高使用温度における別表第 6に規定する材料の許容引張応力（ニ

ュートン毎平方ミリメートル） 
7 ：穴が管の長手継手，鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手又は

管と全半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合は第 32 条第 4 項に

規定する効率，その他の場合は 1 
 

ハ 平板に穴を設ける場合であって，次に適合する場合 

(ｲ) 穴の径が第 58 条第 3 項の d の値の 2 分の 1 以下である場合は，平板の厚さが

次の計算式により計算した値以上であること。 

S
KP2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d，K，P 及び S：それぞれ第 58 条第 3 項に定めるところによる。ただし，K

は，同項の図中(m)の場合を除き，0.375 以上とすることを要しない。 

(ﾛ) 穴の径が第 58 条第 3 項の d の値の 2 分の 1 を超える場合は，平板の厚さが次

の計算式により計算した値以上であること。 

S
KP25.2dt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d，K，P 及び S：それぞれ第 58 条第 3 項に定めるところによる。 

三 さら形鏡板にあってはすみの曲り部に，半だ円形鏡板にあっては鏡板の中心を中心

とし，鏡板のフランジ部の内径の0.8倍を直径とする円外にないこと。ただし，監視計

器，薬品注入管，連続吹出し管等を設けるための穴であって，穴の径が20ミリメート

ル以下のものにあっては，この限りでない。 

四 穴の周辺部における応力強さの限界が13条第1項第1号から第3号まで及び第14条の

規定に準じて応力解析及び疲れ解析を行い，これに適合する場合は，前3号の規定に

よることを要しない。この場合において，第13条第1項第1号（ホ及びヘを除く）中「別

表第2」とあるのは，「別表第6」と，第13条第1項第1号ハ中｢別表第10に定める値の3

分の2の値｣とあるのは，｢別表第10に定める値の0.6倍の値｣と読み替えるものとする。 

 この場合において，使用中の金属温度が別表第 2 の適用温度範囲を超える場合は第

55 条第 2 項第 1 号を準用する。 
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2 前項第2号の規定により補強する場合は，次の各号によらなければならない。 

一 補強は，穴の中心を含み，かつ，主管の面に垂直な任意の平面に現われる断面につ

いて，イの補強に有効な範囲内にあるロの補強に有効な面積がハの補強に必要な面積

より大きくなるように行うこと。 

イ 補強に有効な範囲 穴の中心を含み，かつ，主管の面に垂直な平面上において，

(ｲ)に掲げる穴の中心線に平行な2つの直線及び(ﾛ)に掲げる主管の面に沿う2つの線

によって囲まれる範囲 

(ｲ) 穴の中心線に平行な直線 穴の中心線からその両側に，主管の中心線に沿って，

それぞれ各断面に現われる穴の径又は各断面に現われる穴の径の 2 分の 1 と主管

の厚さと管台がある場合における管台壁の厚さとの和のうちいずれか大きいもの

に等しい距離にある直線 

(ﾛ) 主管の面に沿う線 主管の面からその両側にそれぞれ主管の厚さの 2.5 倍又は

強め材の厚さと管台がある場合における管台壁の厚さの 2.5 倍との和のうちいず

れか小さいものに等しい距離にある線 

ロ 補強に有効な面積 次に規定する断面積の和 

(ｲ) 次の 2 つの計算式により求めた断面積のうちいずれか大きいもの 

dFttA srs  

nssrs ttFtt2A  

A：補強に有効な断面積（平方ミリメートル） 

：穴が管の長手継手，鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手又は管と全半

球形鏡板との接合部の周継手を通る場合は第 32 条第 4 項に規定する効率，そ

の他の場合は 1 

ts：管の厚さ（ミリメートル） 

tsr：次に定めるところによる。 

(1) 鏡板の場合 

(一) さら形鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，W 及び を 1 とし

て第 58 条第 2 項第 2 号イの計算式により計算した値 

(二) 半だ円形鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，その内面におけ

る長径の K1倍を半径とする全半球形鏡板について第 58 条第 2 項第 2 号ハの

計算式により計算した値。この場合において，K1は，次の表の上欄に掲げる
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鏡板の長径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K1 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 
（備考）表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 

 
(三) その他の鏡板にあっては，その計算上必要な厚さ 

(2) 平板の場合 第 58 条第 3 項の計算式により計算した値 

(3) (1)及び(2)以外の場合 を 1 として第 58 条第 1 項の規定により必要とされ

る厚さ 

tn：管台を取り付ける場合における当該管台壁の厚さ（ミリメートル） 

d：断面に現われる穴の径（ミリメートル） 

F：次の図により求めた値。鏡板の場合は 1 とする。 
 

 
 

(ﾛ) 管台がある場合は，管台のうち次の計算式により計算した値を超える部分の断
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面積及び当該管台のフランジ又は強め材の断面積 

P2.1S2
PDt i

nr  

tnr：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Di：管台の内径（ミリメートル） 

P 及び S：それぞれ前項第 2 号ロの図の備考に定めるところによる。 

(ﾊ) 管台，管台のフランジ又は強め材を溶接により取り付ける場合におけるすみ肉

部の断面積 

ハ 補強に必要な面積 次の計算式により計算した値に等しい断面積 

(ｲ) 鏡板の場合 

r1r dtA  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

d：穴の径（ミリメートル） 

tr1：次に定めるところによる。 

(1) さら形鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，W 及び を 1 として第

58 条第 2 項第 2 号イの計算式により計算した値 

(2) 半だ円形鏡板で中低面に圧力を受けるものにあっては，その内面における長

径の K1倍を半径とする全半球形鏡板について第 58 条第 2 項第 2 号ハの計算式

により計算した値。この場合において，K1は，次の表の上欄に掲げる鏡板の長

径と短径との比に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 
 

鏡板の長径と短径との比 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

K1 0.90 0.81 0.73 0.65 0.57 0.50 
（備考）表中の値の中間の値は，比例法によって計算する。 

 
(3) その他の鏡板にあっては，その計算上必要な厚さ 

(ﾛ) 平板の場合 

r2r dt5.0A  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

tr2：第 58 条第 3 項の規定により必要とされる平板の厚さ（ミリメートル） 

d は，(ｲ)に定めるところによる。 
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(ﾊ) (ｲ)及び(ﾛ)以外の場合 

θsin2dt07.1A r3r  

Ar：補強に必要な断面積（平方ミリメートル） 

tr3：第 58 条第 1 項の規定により必要とされる厚さ（ミリメートル） 

θ ：分岐管の中心線と主管の中心線との交角（度） 

d：(ｲ)に定めるところによる。 

二 前号の場合において，2以上の穴が接近しているためそれぞれの同号イの補強に有

効な範囲が重なり合うときは，次によること。 

イ 重なり合う部分の面積は，2以上の穴の補強に有効な面積としないこと。 

ロ 隣接する2つの穴の中心間の距離は，これらの穴の径の平均値の1.5倍以上であり，

かつ，これらの穴の間にある補強に有効な範囲の面積は，これらの穴の補強に必要

な面積の50パーセント以上であること。 

ハ 2以上の穴を次の図に示すように溶接により取り付けた強め材で補強する場合は，

隣接する2つの穴の間の主管の断面積（主管内に溶着された管壁を含む。）は次の計

算式により計算した値以上であること。 

Ft7.0A srs l  

As：2 つの穴の間の主管の断面積（平方ミリメートル） 

l ：2 つの穴の中心間の距離（ミリメートル） 

tsr 及び F：それぞれ前号ロ(ｲ)に定めるところによる。 

 

別紙１ －203－ 



 

 

 

 

胴の断面積は，5，6，7，8 で囲まれる面積 
 
三 別表第12に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の熱膨張係数は，主管の材料

のそれの0.85倍以上1.15倍以下であること。 

四 内径が1,500ミリメートル以下の主管に設ける穴の径が主管の内径の2分の1（500

ミリメートルを超える場合は，500ミリメートル）を超える場合及び内径が1,500ミリ

メートルを超える主管に設ける穴の径が主管の内径の3分の1（1,000ミリメートルを

超える場合は，1,000ミリメートル）を超える場合は，第1号ハの補強に必要な面積の

3分の2以上が穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内にあること。 

五 補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は，穴の中心線の両側にあるこ

と。 

六 別表第6に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の許容引張応力が同表に規定

する主管の材料の許容引張応力より大きい場合は，これらの材料の許容引張応力を主

管の材料の許容引張応力と同等として計算に用いること。 

七 別表第6に規定する管台，強め材又は溶着金属の材料の許容引張応力が同表に規定

する主管の材料の許容引張応力より小さい場合は，これらの材料の許容引張応力と主

管の材料の許容引張応力との比に反比例してこれらの材料の断面積を増加すること。 

八 強め材を溶接で取り付ける強さは，次に掲げる値のいずれか小さい方の値以上であ
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ること。 

イ 強さを要求される部分の強め材の断面積と別表第6に規定する許容引張応力との

積 

ロ 次の(ｲ)の値から(ﾛ)の値を引いた値 

(ｲ) 穴の径と主管の計算上必要な厚さと別表第6に規定する主管の材料の許容引張

応力との積 

(ﾛ) 第 1 号ロ(ｲ)の断面積と別表第 6 に規定する主管の材料の許容引張応力との積 

九 前号の強め材を取り付ける強さは，別表第6に規定する主管の材料の許容引張応力

と次の表に掲げる数値と溶接部が切断する面の断面積との積とする。この場合におい

て，溶接部が切断する面の断面積は，第1号本文に規定する断面の片側をとるものと

する。 
 

応力除去の有無 管台壁のせん断 
突合せ溶接部 

すみ肉溶接部のせん断 
引張 せん断 

行った場合 0.70 0.74 0.60 0.49 

行わない場合 0.70 0.70 0.56 0.46 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説７．７を参照。 
 
（管継手） 

第61条 管継手は，次の各号のいずれかに適合するもの又は別表第16に掲げるものでなけ

ればならない。この場合において，伸縮継手以外の管継手の厚さは，当該管継手に接続

される管の第58条第1項の規定により必要とされる厚さ以上でなければならない。ただ

し，応力計算を行って必要な強度を有することが明らかである場合は，この限りでない｡ 

一 次に掲げる規格（形状及び寸法に係る部分に限る。）のいずれかに適合するもの。 

イ 日本工業規格JIS B 2312（2001）「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 

ロ 日本工業規格JIS B 2313（2001）「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」 

ハ 日本工業規格JIS B 2316（1997）「特殊配管用鋼製差込み溶接式管継手」 

二 伸縮継手（材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。）にあっては，

次の計算式により計算した許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上のもの。この場

合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，実際の繰返し回数と許容

繰返し回数との比をそれぞれ加えた値は，1以下であること。 
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 この場合において，伸縮継手の使用中の金属温度が「別表第 11」の適用温度範囲

を超える場合は第 31 条第 3 項第 1 号の規定を準用する。 
5.311032N  

N：許容繰返し回数 

：次の計算式により計算した値 

イ 調整リングが付いていない場合 

ct2
Ph

bhn
Et5.1

2

2

3
 

ロ 調整リングが付いている場合 

tc
Ph

bhn
Et5.1

3
 

E：別表第 11 に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートル） 

t：継手部の板の厚さ（ミリメートル） 

：全伸縮量（ミリメートル） 

n：継手部の波数の 2 倍の値 

b：継手部の波のピッチの 2 分の 1（ミリメートル） 

h：継手部の波の高さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

c：継手部の層数 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説７．８を参照。 

 

（高速原型炉第3種管の材料及び構造の特例） 

第62条 第54条から前条までの規定にかかわらず，高速原型炉第3種管の材料及び構造の

規格は，第44条から第53条までの規定に準じることができる｡ 
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第8章 高速原型炉第4種管 

 

（高速原型炉第4種管の構造の規格） 

第63条 高速原型炉第4種管に使用する材料は，別表第1の第4種管の欄に示す材料の規格

（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上の化学的成分及

び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 安全設備に属する高速原型炉第4種管に使用する材料は，次項に規定する方法による破

壊靭性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただ

し，次の各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

七 非鉄金属 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 日本工業規格JIS G 5502（2001）「球状黒鉛鋳鉄品」及び日本工業規格JIS G 5526

（1998）「ダクタイル鋳鉄管」に適合する鋳造品の場合は，次の表の左欄に掲げる試

験温度以下の温度で第4条第4項に規定する衝撃試験を行ったとき，それぞれ3個の試

験片の吸収エネルギーが同表の右欄に掲げる値以上であること。 
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試験温度（度） 吸収エネルギー（ジュール） 

26 7.1 
マイナス40 3.1 

 
三 前号に定める合格基準に適合しない場合は，前号の表の左欄に掲げる試験温度以下

の温度で第4条第4項に規定する衝撃試験をそれぞれ新たな6個の試験片について行っ

たとき，当該試験片が前号に定める合格基準に適合すること。 

四 第1号及び第2号に掲げる材料以外の材料であって，厚さ，直径若しくは対辺距離が

63ミリメートル以下の材料，厚さが63ミリメートル以下の管に接続するフランジ若し

くは管継手の材料又はマルテンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及

び第4号の規定によること。 

五 第1号，第2号及び前号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により

求めた関連温度が管の最低使用温度より17度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第6項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

 

（第4種管の構造の規格） 

第64条 高速原型炉第4種管の構造は次の各号によらなければならない。 

一 第55条第1項，第58条第1項及び第2項並びに第60条の規定は，高速原型炉第4種管

の構造の規格に準用する。この場合において，第55条第1項中「次条から第62条まで

の規定」とあるのは「第58条第1項及び第2項，第60条並びに第64条第2項から第7項

までの規定」と，第55条第1項第1号，第58条第1項第1号並びに第60条第1項第2号及

び第2項第6号から第9項まで中「別表第6」とあるのは「別表第6又は別表第7」と，第

58条第1項第1号及び第2項第2号並びに第60条第1項第2号及び第2項第1号中「第32条

第4項」とあるのは「第43条第2項」は，第60条第1項第2号及び第2項第1号中「第58

条第3項」とあるのは「第64条第2項」と読み替えるものとする。 

二 高速原型炉第4種管のうち熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては前号の

規定にかかわらず，第55条第1項及び第56条から第62条までの規定に準じなければな

らない。 

2 管の平板の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 
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S
KPdt  

t：平板の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d：次の表の左欄に掲げる平板の取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図に示す当該平

板の径又は最小内のり（ミリメートル） 

K：平板の取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方法に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる値 

P及びS：それぞれ前項において準用する第58条第1項第1号に定めるところによる。 

 
取付け方法 Kの値 

(a) 

 

平板が管又はフランジ部にボ

ルトにより固定される場合。た

だし，ボルトを締め付けること

により平板に曲げモーメント

が作用しない場合に限る。 
0.17 

(b) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶

接され，d が 600 ミリメートル

以下で，平板の厚さが d の 20
分の 1 以上 4 分の 1 未満で，

かつ，そのすみの丸みの内半径

が平板のフランジ部の厚さの

4 分の 1 以上の場合 

0.13 

(c) 

 

平板が管と一体又は突合せ

溶接され，フランジ部の厚

さが管の厚さの 2 倍以上で，

かつ，そのすみの丸みの内

半径が平板のフランジ部の

厚さの 3 倍以上の場合 
0.17 

(d) 平板が管と一体又は突合せ溶

接され，フランジ部の厚さが管

の厚さ以上で，かつ，そのすみ

の丸みの内半径が平板のフラ

ンジ部の厚さの 1.5 倍以上の

場合 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 

 
(e) 

 

平板が管と一体又は突合せ溶

接され，そのすみの丸みの内半

径が平板のフランジ部の厚さ

の 3 倍以上の場合 

0.17 
ただし，t から ts へ移行する

テーパは 1 対 4 又はそれより

緩かであり，かつ，下記のい

ずれかに適合する場合，0.10
とすることができる。 

(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) 管の厚さ tsが sdt2 以上の長さにわたって次に適合する

こと。 
dt1.1t12.1ts ／≧ l  

(f) 

 

平板が管の端にはめ込まれ，か

つ，ねじ込み輪，分割リング等

の機械的装置で取り付けられ，

平板に作用する力によって生

ずる機械的装置の応力が別表

第 6 又は別表第 7 に定める値

の 0.8 倍以下である場合（漏れ

止め溶接を行う場合を含む。） 

0.20 

(g) 

 

平板が管にパッキンをはさん

で締付けボルトで取り付けら

れ，かつ，平板に作用する力に

よって生ずる締付けボルトの

応力が別表第 8 に定める値の

0.8 倍以下である場合（漏れ止

め溶接を行う場合を含む） 

別紙１ －210－ 



 

取付け方法 Kの値 
(h) 

 

平板が管の内側に溶接される

場合であって，のど厚 tw が継

目のない管の計算上必要な厚

さの 2 倍以上で，かつ，管の厚

さの 1.25 倍以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない胴又は管の計

算上必要な厚さ 

(i) 

 

平板が管の端に突合せ溶接さ

れ，平板の一部が管にはまり込

んで溶接の裏当金の作用をす

る場合であって，tw1と tw2の和

が管の厚さの 2 倍以上，tw1が

管の厚さ以上で，かつ，管の厚

さが継目のない管の計算上必

要な厚さの 1.25 倍以上である

とき。 

0.33 

(j) 

 
 

 

(1) 平板が鍛造品で，かつ，

平板の面からの開先角度が 45
度未満の場合 

平板が管に全貫通溶接され

る場合であって，tw が ts の

0.5 倍又は t の 0.25 倍のい

ずれか小さい値以上で，か

つ，すみ肉ののど厚が ts の

0.7倍又は6ミリメートルの

うちいずれか小さい値以上

であるとき。 
(2) (1)以外の場合 

平板が管に全貫通溶接され

る場合であって，tw が ts の

1.0 倍又は t の 0.5 倍のいず

れか小さい値以上で，かつ，

すみ肉ののど厚が ts の 0.7
倍又は 6 ミリメートルのう

ちいずれか小さい値である

とき。 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない管の計算上必

要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(k) 

 

平板が管に全貫通溶接される

場合であって，すみ肉ののど厚

が tsの0.7倍又は6ミリメート

ルのいずれか小さい方の値以

上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない胴又は管の計

算上必要な厚さ 

(l) 

 

管が内外から平板に溶接され，

かつ，溶接部の長さと深さの和

の値が管の厚さの 2 倍以上の

場合（平板への肉盛りの溶接が

ない場合（tw2 が零の場合）を

含む。） 
 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のない胴又は管の計

算上必要な厚さ 

(m) 

 
 

 

平板が管又はフランジにボル

トで締め付けられた場合であ

って，ボルトを締め付けること

によって平板がさら形になる

傾向を生じ，圧力が平板を取り

付けるフランジ側から平板に

作用するとき。 

Wd
Fh0.120.0 g  

F：全体のボルトに作用する

力（ニュートンを単位とす

る。） 
hg：ボルトのピッチ円の直径

と d との差の 2 分の 1（ミリ

メートルを単位とする。） 
W：パッキンの外径又は平板

の面積に作用する全圧力（ニ

ュートンを単位とする。） 
ただし，tn の厚さにあっては

次式で求まる値を K の値と

する。 

Wd
Fh0.1 g  

(n) 

 

平板が管に重ね溶接継手で取

り付けられるか，その外側にね

じ込まれ，かつ，平板に作用す

る力によってねじ部に生ずる

応力が別表第 8 に定める値の

0.8 倍以下で，そのすみの丸み

の内半径がフランジ部の厚さ

の 3 倍以上の場合 

0.20 

(o) その他の場合  0.50 
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3 管と管とを接続する場合は，溶接継手，フランジ継手，ねじ込み継手又は機械的継手

（メカニカルジョイント，ビクトリックジョイント等であって当該継手が十分な強度を

有する機械的な締付けにより行われ，かつ，漏えいを防止する方法によるものに限る。

以下この条において同じ。）によらなければならない。 

4 溶接継手による場合は，次の場合を除き，管の軸に垂直な断面で溶接しなければなら

ない。 

一 管の中心線の交角が30度以下で，かつ，管の厚さが第1項において準用する第58条

第1項の規定により必要とされる厚さに次の計算式により計算した係数を乗じた値以

上である場合 

rR
r5.0RK  

K：係数 

R：管の中心線の曲率半径（ミリメートル） 

r：管の内半径（ミリメートル） 

二 主管に穴を設けて管台又は分岐管を取り付ける場合 

5 フランジ継手による場合は，当該フランジは，次の各号のいずれかに適合するもの又

は別表第14に掲げるものでなければならない。 

一 次に適合するもの 

イ フランジ（ボルト等を除く。）の最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる周方向，

半径方向及び軸方向の応力は，それぞれ最高使用温度における別表第6又は別表第7

に定める値の1.5倍の値を超えないこと。 

ロ ボルト等の最高使用圧力における荷重及びガスケット締付時のボルト荷重により

生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における別表第8に定める値を超え

ないこと。 

二 鋼製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 2238（1996）「鋼製管フランジ通

則」（材料に係る部分を除く。），鋳鉄製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 

2239(1996)「鋳鉄製管フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合するもの 

6 継手部に著しい配管反力が生ずる場合は，ねじ込み継手又は機械的継手によってはな

らない。 

7 管継手は，次の各号のいずれかに適合するもの又は別表第16に掲げるものでなければ
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ならない。この場合において，伸縮継手以外の管継手の厚さは，当該管継手に接続され

る管の第1項において準用する第58条第1項の規定により必要とされる厚さ以上でなけ

ればならない。ただし，応力計算を行って，必要な強度を有することが明らかな場合は，

この限りでない。 

一 次に掲げる規格（形状及び寸法に係る部分に限る。）のいずれかに適合するもの 

イ 日本工業規格JIS B 2301（2001）「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」，日本工業規格

JIS B 2301（2001）「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（追補）」 

ロ 日本工業規格JIS B 2302（1998）「ねじ込み式鋼管製管継手」 

ハ 日本工業規格JIS B 2303（1995）「ねじ込み式排水管継手」 

ニ 日本工業規格JIS B 2311（2001）「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 

ホ 日本工業規格JIS B 2312（2001）「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 

ヘ 日本工業規格JIS B 2313（2001）「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」 

ト 日本工業規格JIS B 2316（1997）「配管用鋼製差込み溶接式管継手」 

チ 日本工業規格JIS G 3451（1987）「水輸送用塗覆装鋼管の異形管」 

リ 日本工業規格JIS G 5527（1998）「ダクタイル鋳鉄異形管」 

二 伸縮継手（材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。）にあっては，次

の計算式により計算した許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上のもの。この場合に

おいて，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，実際の繰返し回数と許容繰返し

回数との比をそれぞれ加えた値は，1以下であること。 
5.311032N  

N：許容繰返し回数 

：次の計算式により計算した値 

イ 調整リングが付いていない場合 

ct2
Ph

bhn
Et5.1

2

2

3
 

ロ 調整リングが付いている場合 

tc
Ph

bhn
Et5.1

3
 

E：別表第 11 に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートル） 
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t：継手部の板の厚さ（ミリメートル） 

：全伸縮量（ミリメートル） 

n：継手部の波数の 2 倍の値 

b：継手部の波のピッチの 2 分の 1（ミリメートル） 

h：継手部の波の高さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

c：継手部の層数 

三 伸縮継手の使用中の金属温度が別表第11の適用温度範囲を超える場合は，前2号の

規定にかかわらず第31条第3項第1号の規定を準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説８．２、８．３、８．４を参照。 
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第9章 高速原型炉第5種管 

 

（高速原型炉第5種管の材料） 

第65条 高速原型炉第5種管に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第5種管の欄に示す

規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上の化学的成

分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼きならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代える

ことができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説９．１を参照。 

 

（高速原型炉第5種管の構造の規格） 

第66条 高速原型炉第5種管の構造の規格は，次条から第69条までの規定によらなければ

ならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説９．１、９．２を参照。 

 

（管の形状） 

第67条 管の軸に垂直な断面は，円形又は長方形でなければならない。ただし，管の軸に

垂直な断面が円形の管（以下「円形の管」という。）と管の軸に垂直な断面が長方形の管

（以下「長方形の管」という。）とを接続する継手部にあっては，この限りでない。 

2 管の厚さは，次の各号によらなければならない。 

一 円形の管にあっては，次の表の左欄に掲げる管の径に応じ，それぞれ同表の右欄に

掲げる値以上であること。 
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管の径（ミリメートル） 管の厚さ（ミリメートル） 

500以下 0.5 

500を超え750以下 0.6 

750を超え1,000以下 0.8 

1,000を超え1,250以下 1.0 

1,250を超えるもの 1.2 
 
二 長方形の管にあっては，次の表の左欄に掲げる管の長径に応じ，それぞれ同表の右

欄に掲げる値以上であること。 
 

管の長径（ミリメートル） 管の厚さ（ミリメートル） 

450以下 0.5 

450を超え750以下 0.6 

750を超え1,500以下 0.8 

1,500を超え2,250以下 1.0 

2,250を超えるもの 1.2 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説９．１、９．２を参照。 
 
（管の接続） 

第68条 管と管とを接続する場合は，非常用の排気管の継手であってフィルターまでのも

のにあっては溶接継手又はフランジ継手，フィルターから先のものにあっては溶接継手，

フランジ継手又ははぜ継手（はんだ付けを併用したものに限る。）によらなければならな

い。 

2 フランジ継手による場合は，当該フランジは，次の各号のいずれかに適合するもの又

は別表第14に掲げるものでなければならない。 

一 25ミリメートル×25ミリメートル×3ミリメートル以上の形鋼又はこれと同等以上

の断面積を有するもの 

二 次に掲げる規格（材料に係る部分を除く。）のいずれかに適合するもの 

イ 日本工業規格JIS B 2238（1996）「鋼製管フランジ通則」 
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  ロ 日本工業規格 JIS B 2239（1996）「鋳鉄製管フランジ通則」 

ハ 日本工業規格JIS B 2240（1996）「銅合金製管フランジ通則」 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説９．１、９．２を参照。 

 

（管継手） 

第69条 管継手は，次の各号に掲げる規格（形状及び寸法に係るものに限る。）のいずれ

かに適合するもの又は別表第16に掲げるものでなければならない。ただし，応力計算を

行って必要な強度を有することが明らかである場合は，この限りでない。 

一 日本工業規格JIS B 2311（2001）「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 

二 日本工業規格JIS B 2312（2001）「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 

三 日本工業規格JIS B 2313（2001）「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」 

四 日本工業規格JIS B 2316（1997）「特殊配管用鋼製差込み溶接式管継手」 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説９．１、９．２を参照。 
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第10章 高速原型炉第1種ポンプ 

 

（高速原型炉第1種ポンプの材料） 

第70条 高速原型炉第1種ポンプのうち、内面に被駆動流体から零メガパスカルを超える

圧力を受ける部分及びこれらを互いに締め付けるボルト等（この章及び次章において「耐

圧部分等」という。）並びにこれに直接溶接されるラグ，ブラケット等であって重要なも

のに使用する材料は，別表第1の高速原型炉第1種ポンプの欄に示す材料の規格（寸法の

許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上の化学的成分及び機械的

強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第1種ポンプの耐圧部分等に使用する材料は，次項に規定する方法による破

壊靱性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただ

し，次の各号に掲げる材料にあっては，この限りではない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるポンプの

材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靭性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。），厚

さが63ミリメートル以下の管に接続されるポンプの材料（ボルト材を除く。）又はマ

ルテンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

がポンプの最低使用温度より56度低い温度以下であること。ただし，第4条第1項第5
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号の規定に適合する場合は，この限りでない。 

5 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

6 高速原型炉第1種ポンプの耐圧部分等に使用する材料は，第5条第1項に規定する非破壊

試験を行い，これに合格するものでなければならない。ただし，外径が115ミリメート

ル以下の管に接続される鋳造品及び鍛造品にあっては，第10条に規定する磁粉探傷試験

又は第11条に規定する浸透探傷試験を行い，これに合格する場合は，この限りでない。 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない板，管，鋳造品又は鍛造品に

準用する。 

8 第6条から第11条までの規定は，第6項に規定する試験を行う場合に準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１０．２を参照。 

 

（高速原型炉第1種ポンプの構造の規格） 

第71条 高速原型炉第1種ポンプの構造の規格は，次条及び第73条の規定によらなければ

ならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１０．３を参照。 

 

（ポンプの形式） 

第72条 ポンプの形式は，次の各号に掲げるもののうちいずれかでなければならない。 

一 2重うず巻ポンプであって，ケーシングが軸垂直割りであるもの 

二 ターボポンプ（うず巻ポンプを除く。以下同じ。）であって，次に掲げるもの 

イ ケーシングが軸垂直割りで軸対称であるもの 

ロ キャンドモータ又は固定子浸水形モータで駆動される密封式ポンプであって，モ

ータケーシングが軸垂直割りで軸対称であるもの 

 

（ポンプの形状等） 

第73条 ポンプの耐圧部分等は，第3項から第7項までの規定によらなければならない。だ

たし，第13条第1項第1号から第3号まで，第14条及び第16条の規定に準ずる場合は，こ

の限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては「高速原型
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炉第1種機器の高温構造設計指針」の4の規定に準じること。 

 ただし，この場合において使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超えない場

合にあっては，第13条第1項第1号から第3号まで第14条及び第16条の規定に準じること。 

3 耐圧部分等のうちケーシングに係るもの（吸込口部分及び吐出口部分を除く。）の厚さ

は，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

S2
PAt  

t：ケーシングの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

A：図1から図3までに示す寸法（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方

ミリメートル） 
 

図1 片吸込み2重うず巻形ポンプであって，ケーシングが軸垂直割りであるもの 
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図2 両吸込みの2重うず巻ポンプであって，ケーシングが軸垂直割りであるもの 
 

 

 

 
 

図3 ターボポンプであって，ケーシングが軸垂直割りで軸対称であるもの 

 

 

 

 
4 ケーシングの吸込口部分及び吐出口部分のうち次の図の l で示す範囲の厚さは，前項の

計算式により計算した値以上でなければならない。この場合において， l は，次の計算

式により計算した値とする。 

tr5.0 ml  

l ：次の図に示す範囲（ミリメートル。） 
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rm：次の計算式により計算した値（ミリメ一トル） 

t5.0rr 1m  

r1：吸込口部分又は吐出口部分の内半径（ミリメートル） 

t：前項の計算式により計算した値（ミリメートル） 
 
 

 

 

 
5 耐圧部分等のうちケーシングカバーに係るものの応力解析による一次応力強さは，次

の各号に掲げる値を超えてはならない。 

一 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる一次一般膜応力強さは，最高使用温度に

おける別表第6に定める値 

二 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる一次局部膜応力強さは，最高使用温度に

おける別表第6に定める値の1.5倍の値 

三 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求め

た応力強さは，最高使用温度における別表第6に定める値の1.5倍の値 

ただし，平板形のケーシングカバーにあっては，その厚さが次の計算式より計算し

た値以上であればよい。 

S
KPdt  

t：ケーシングカバーの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d：次の表左欄に掲げるケーシングカバーの取付け方法に応じ，それぞれ同欄の図

に示す当該ケーシングカバーの径又は最小内のり（ミリメートル） 

K：ケーシングカバーの取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方

法に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 
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P及びS：それぞれ第2項に定めるところによる。 
 

取付け方法 Kの値 
(a) 

 

ケーシングカバーがケーシン

グ又はフランジ部にボルトに

より固定される場合 
ただし，ボルトを締付けるこ

とによってケーシングカバー

に曲げモーメントが作用しな

い場合に限る。 

0.17 

(b) 

 

ケーシングカバーがケーシン

グ又は他のケーシングカバー

に突合せ溶接され，d が 600
ミリメートル以下で，ケーシ

ングカバーの厚さが d の 20
分の 1 以上 4 分の 1 未満で，

かつ，そのすみの丸みの内半

径が平板のフランジ部の厚さ

の 4 分の 1 以上の場合 

0.13 

(c) 

 

ケーシングカバーがケーシン

グ又は他のケーシングカバー

に突合せ溶接され，フランジ

部の厚さがケーシング又は他

のケーシングカバーの厚さの

2 倍以上で，かつ，そのすみ

の丸みの内半径がケーシング

カバーのフランジ部の厚さの

3 倍以上の場合 

0.17 

(d) 

 

ケーシングカバーがケーシン

グ又は他のケーシングカバー

に突合せ溶接され，フランジ

部の厚さがケーシング又は他

のケーシングカバーの厚さ以

上で，かつ，そのすみの丸み

の内半径がケーシングカバー

のフランジ部の厚さの 1.5 倍

以上の場合 

0.33m 
ただし，0.2 以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のないケーシング又

は他のケーシングカバーの

計算上必要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(e) 

 

ケーシングカバーがケーシン

グ又は他のケーシングカバー

に突合せ溶接され，そのすみ

の丸みの内半径がケーシング

又は他のケーシングカバーの

フランジ部の厚さの 3 倍以上

の場合 

0.17 
ただし，t から ts へ移行す

るテーパは 1 対 4 又はそれ

より緩やかであり，かつ，

下記のいずれかに適合する

場合，0.10 とすることがで

きる。 
(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) ケーシングの厚さ ts が sdt2 以上の長さにわたって

次に適合すること。 
dt1.1t12.1ts ／≧ l  

(f) 

 
 

 

ケーシングがケーシング又は

フランジにボルトで締め付け

られた場合であって，ボルト

を締め付けることによってケ

ーシングがさら形になる傾向

を生じ，圧力がケーシングカ

バーを取り付けるフランジ側

からケーシングカバーに作用

するとき。 

Wd
Fh0.120.0 g  

F：全体のボルトに作用する

力（ニュートンを単位とす

る。） 
hg：ボルトのピッチ円の直

径と d との差の 2分の 1（ミ

リメートルを単位とする。） 
W：パッキンの外径又はケ

ーシングカバーの接触面の

外径内の面積に作用する全

圧力（ニュートンを単位と

する。） 
ただし，tn の厚さにあって

は次の式で求まる値を K の

値とする。 

Wd
Fh0.1 g  

(g) その他の場合  0.50 
 
6 耐圧部分等のうちボルト等に係るものの最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケ

ット締付時のボルト荷重により生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における

別表第8に定める値を超えてはならない。 

7 前条第1号に掲げるポンプの形状は，次の各号によらなければならない。 

一 図1に示す分流壁の点Bから点Cまでの範囲の厚さは，第2項の計算式により計算し
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た値の0.7倍の値以上であること。 

二 図1に示す分流壁の両端の丸みの半径は，第2項の計算式により計算した値の0.05倍

の値以上であること。 

三 図1に示す分流壁がケーシング壁面に交わる部分のすみの丸みの半径は，第2項の計

算式により計算した値の0.1倍の値又は7ミリメートルのうちいずれか大きい値以上で

あること。 

四 図2に示すボリュート巻始めの丸みの半径は，第2項の計算式により計算した値の

0.05倍の値以上であること。 

五 図2に示すクロッチの丸みの半径は，第2項の計算式により計算した値の0.3倍の値以

上であること。 

六 図2に示すボリュート巻始めとケーシング壁面の交わる部分のすみの丸みの半径は，

第2項の計算式により計算した値の0.1倍の値又は7ミリメートルのうちいずれか大き

い値以上であること。 
 

 

 

 

 

別紙１ －226－ 
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第11章 高速原型炉第3種ポンプ 

 

（高速原型炉第3種ポンプの材料） 

第74条 高速原型炉第3種ポンプの耐圧部分等及びこれに直接溶接されるラグ，ブラケッ

ト等であって重要なものに使用する材料は，別表第1の高速原型炉第3種ポンプの欄に示

す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上の

化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第3種ポンプの耐圧部分等に使用する材料は，次項に規定する方法による破

壊靱性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただ

し，次の各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるポンプの

材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高二ッケル合金 

4 破壊靱性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を徐く。），厚

さが63ミリメートル以下の管に接続されるポンプの材料（ボルト材を除く。）又はマ

ルテンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

がポンプの最低使用温度より17度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第6項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 
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6 高速原型炉第3種ポンプの耐圧部分等に使用する鋳造品は，次の各号に掲げる試験を行

い，これに合格するものでなければならない。 

一 外径が63ミリメートル以上115ミリメートル以下の管に接続されるもの 第10条に

規定する磁粉探傷試験又は第11条に規定する浸透探傷試験 

二 外径が115ミリメートルを超える管に接続されるもの 第8条に規定する放射線透

過試験（放射線透過試験を行うことが困難な部分は，第6条に規定する垂直法による

超音波探傷試験又は第7条に規定する斜角法による超音波探傷試験（垂直法による超

音波探傷試験及び斜角法による超音波探傷試験を行うことが困難な部分は，第10条に

規定する磁粉探傷試験又は第11条に規定する浸透探傷試験）） 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない鋳造品に準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１１．２、１１．３を参照。 

 

（第3種ポンプの構造の規格） 

第75条 高速原型炉第3種ポンプの構造の規格は，次条から第78条までの規定によらなけ

ればならない。ただし，形状，穴の位置等によりこれにより難い耐圧部分等（ボルト等

を除く。以下この条において同じ。）であって，その最高使用圧力が次の各号に掲げる検

定圧力試験方法のうちいずれかにより試験を行って求めた検定圧力以下であるものにつ

いては，この限りでない。 

一 圧力を徐々に加え，最も弱い箇所が降伏点に達した時の圧力の値を求め，これに基

づいて次の計算式により検定圧力を計算すること。この場合において，あらかじめ最

も弱いと推定した箇所に選定した数個の点について圧力を徐々に加えた場合の変形量

を測定し，その変形量の変化の状態から推定した当該箇所が降伏点に達する時の圧力

又は当該箇所の外面にあらかじめ石灰乳を塗って乾燥させておき，圧力を徐々に加え

て石灰乳膜が点状にはがれ落ちた時の水圧力をもって当該箇所が降伏点に達した時の

圧力とみなすことができる。 

SPP 0  

P：検定圧力（メガパスカル） 

P0：最も弱い箇所が降伏点に達した時の水圧力（メガパスカル） 

S：使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方ミ
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リメートル） 

：材料の実際の降伏点（ニュートン毎平方ミリメートル） 

二 あらかじめ最も弱いと推定した箇所に選定した数個の点に抵抗線ひずみ計をはり付

け，当該耐圧部分等の予定する最高使用圧力に相当する圧力を加えて生ずるひずみを

応力に換算して求めた値のうち絶対値による最大の値に基づいて，次の計算式により

検定圧力を計算すること。 

0

0SPP  

P：検定圧力（メガパスカル） 

P0：予定する最高使用圧力に相当する圧力（メガパスカル） 

0：最も弱いと推定された箇所に生じた応力の値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

S：前号に定めるところによる。 

2 高速原型炉第3種ポンプにあって熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては第

31条第3項及び第4項の規定に準じるものとする。この場合において継手の効率ついては，

第32条第4項の規定を準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１１．２、１１．３、１１．４を参照。 

 

（ポンプの形式） 

第76条 ポンプの形式は，次の各号に掲げるもののうちいずれかでなければならない。 

一 うず巻ポンプであって，ケーシングが軸垂直割り又は軸平行割りであるもの 

二 ターボポンプであって，ケーシングが軸垂直割りで軸対称であるもの又は軸平行割

りであるもの 

三 往復ポンプ 

 

（ポンプの形状等） 

第77条 ポンプの耐圧部分等は，前条第1号及び第2号に掲げるポンプにあっては次項，第

3項及び第5項から第8項まで並びに次条の規定，前条第3号に掲げるポンプにあっては第

4項から第6項まで及び第8項並びに次条の規定によらなければならない。 

2 耐圧部分等のうちケーシングに係るもの（吸込口部分及び吐出口部分を除く。）の厚さ

は，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 
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S2
PAt  

t：ケーシングの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

A：図1から図6までに示す寸法（ミリメートル） 
 

図1 1重うず巻ポンプであって，ケーシングが軸垂直割りであるもの 
 

 

 

 
 

図2 2重うず巻ポンプであって，ケーシングが軸垂直割りであるもの 
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図3 うず巻ポンプであって，ケーシングが軸垂直割りで案内羽根を有するもの 

 
 
図4 1重うず巻ポンプ又は2重うず巻ポンプであって，ケーシングが軸平行割りであるもの 
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図5 ターボポンプであって，ケーシングが軸垂直割りで軸対称であるもの 
 

 

 

 
図6 ターボポンプであって，ケーシングが軸平行割りであるもの 

 

 

 

 
S：最高使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方

ミリメートル） 

3 ケーシングの吸込口部分及び吐出口部分のうち次の図の l で示す範囲の厚さは，前項の

計算式により計算した値以上でなければならない。この場合において， l は，次の計算

式により計算した値とする。ただし，当該部分が管台である場合であって，第32条第6

項及び第7項の規定に準ずるときは，この限りでない。 

tr5.0 ml  

l ：次の図に示す範囲（ミリメートル） 

rm：次の計算式により計算した値（ミリメートル） 
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t5.0rr im  

ri：吸込口部分又は吐出口部分の内半径（ミリメートル） 

t：前項の計算式により計算した値（ミリメートル） 
 

 
 
4 耐圧部分等のうちリキッドシリンダー又はマニホールドに係るものの厚さは，次の各

号に掲げる値以上でなければならない。 

一 厚さが内半径の2分の1以下のものにあっては，次の計算式により計算した値 

P2.1S2
PDt i  

t：リキッドシリンダー又はマニホールドの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Di：リキッドシリンダー又はマニホールドの内径（ミリメートル） 

：長手継手の効率で，第32条第4項に定めるところによる。 

P及びSは，それぞれ第2項に定めるところによる。 

二 厚さが内半径の2分の1を超えるものにあっては，次の計算式により計算した値 

1ZRt i  

t：リキッドシリンダー又はマニホールドの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

Ri：リキッドシリンダー又はマニホールドの内半径（ミリメートル） 

Z：次の計算式により計算した値 

PS
PSZ  

は前号に定めるところによる。 

S及びP：それぞれ第2項に定めるところによる。 
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5 耐圧部分等のうちケーシングカバー（軸封部を除く。）（往復ポンプにあっては，リキ

ッドシリンダーカバー又はマニホールドカバー。以下この項及び次条第2項において同

じ。）に係るものの厚さは，次の各号のいずれかによらなければならない。 

一 平板形のケーシングカバーの厚さは，次の計算式により計算した値以上であること。 

S
KPdt  

t：ケーシングカバーの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

d：次の表の左欄に掲げるケーシングカバーの取付け方法に応じ，それぞれ同欄の

図に示す当該ケーシングカバーの径又は最小内のり（ミリメートル） 

K：ケーシングカバーの取付け方法による係数で，次の表の左欄に掲げる取付け方

法に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値 

P及びS：それぞれ第2項に定めるところによる。 
 

取付け方法 Kの値 
(a) 

 

ケーシングカバーがケーシング

（往復ポンプにあっては，リキッ

ドシリンダー又はマニホールド。

以下この号及び次条において同

じ。），他のケーシングカバー又は

フランジ部にボルトにより固定

される場合 
ただし，ボルトを締め付けること

によって，ケーシングカバーに曲

げモーメントが作用しない場合

に限る。 

0.17 

(b) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーに突

合せ溶接され，dが600ミリメート

ル以下で，ケーシングカバーの厚

さがdの20分の1以上4分の1未満

で，かつ，そのすみの丸みの内半

径が平板のフランジ部の厚さの4
分の1以上の場合 

0.13 
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取付け方法 Kの値 
(c) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーに突

合せ溶接され，フランジ部の厚さ

がケーシング又は他のケーシン

グカバーの厚さの2倍以上で，か

つ，そのすみの丸みの内半径がケ

ーシングカバーのフランジ部の

厚さの3倍以上の場合 

0.17 

(d) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーと突

合せ溶接され，フランジ部の厚さ

がケーシング又は他のケーシン

グカバーの厚さ以上で，かつ，そ

のすみの丸みの内半径がケーシ

ングカバーのフランジ部の厚さ

の1.5倍以上の場合 
 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

tr：継目のないケーシン

グ又は他のケーシングカ

バーの計算上必要な厚さ 

(e) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーに突

合せ溶接され，そのすみの丸みの

内半径がケーシングカバーの厚

さの3倍以上の場合 

0.17 
ただし，tからtsへ移行す

るテーパは1対4又はそ

れより緩やかであり，か

つ，下記のいずれかに適

合する場合，0.10とする

ことができる。 
(1) フランジの長さ l が次に適合すること。 

dt
t
t8.01.1 2

2
s

≧l  

(2) ケーシングの厚さtsが sdt2 以上の長さにわたって次

に適合すること。 
dt1.1t12.1ts ／≧ l  

(f) ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーの端

にはめ込まれ，かつ，ねじ込み輪，

分割リング等の機械的装置で取

り付けられ，ケーシングカバーに

作用する力によって生ずる機械

的装置の応力が別表第6に定める

値の0.8倍以下である場合（漏れ

止め溶接を行う場合を含む。） 

0.20 
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取付け方法 Kの値 

 

 

(g) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーにパ

ッキンをはさんで締付けボルト

で取り付けられ，かつ，ケーシン

グカバーに作用する力によって

生ずる締付けボルトの応力が別

表第8に定める値の0.8倍以下で

ある場合（漏れ止め溶接を行う場

合を含む。） 
 

0.20 

(h) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーの内

側に溶接される場合であって，の

ど厚twがケーシング又は他のケ

ーシングカバーの計算上必要な

厚さの2倍以上で，かつ，ケーシ

ング又は他のケーシングカバー

の厚さの1.25倍以上であるとき。 
 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のないケーシン

グ又は他のケーシングカ

バーの計算上必要な厚さ 
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取付け方法 Kの値 
(i) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーの端

に突合せ溶接され，ケーシングカ

バーの一部がケーシング又は他

のケーシングカバーにはまり込

んで溶接の裏当金の作用をする

場合であって，tw1とtw2の和がケ

ーシング又は他のケーシングカ

バーの厚さの2倍以上，tw1がケー

シング又は他のケーシングカバ

ーの厚さ以上で，かつ，ケーシン

グ又は他のケーシングカバーの

計算上必要な厚さの1.25倍以上

であるとき。 

0.33 

(j) 

 
 

 

(1) ケーシングカバーが鍛造品

で，かつ，ケーシングカバーか

らの開先角度が45度未満の場

合 
ケーシングカバーがケーシン

グ又は他のケーシングカバー

に全貫通溶接される場合であ

って，twが tsの0.5倍又はtの
0.25倍のいずれか小さい値以

上で，かつ，すみ肉ののど厚が

tsの0.7倍又は6ミリメートルの

いずれか小さい値以上である

とき。 
 
(2) (1)以外の場合 

ケーシングカバーがケーシン

グ又は他のケーシングカバー

に全貫通溶接される場合であ

って，twがtsの1.0倍又はtの0.5
倍のいずれか小さい値以上で，

かつ，すみ肉ののど厚がtsの0.7
倍又は6ミリメートルのうちい

ずれか小さい値以上であると

き。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のないケーシン

グ又は他のケーシングカ

バーの計算上必要な厚さ 

別紙１ －238－ 



 

取付け方法 Kの値 
(k) 

 

ケーシングカバーがケーシング

又は他のケーシングカバーに全

貫通溶接される場合であって，す

み肉ののど厚がtsの0.7倍又は6ミ
リメートルのうちいずれか小さ

い値以上であるとき。 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のないケーシン

グ又は他のケーシングカ

バーの計算上必要な厚さ 
(l) 

 

ケーシング又は他のケーシング

カバーが内外からケーシングカ

バーに溶接され，かつ，溶接部の

長さと深さの和の値がケーシン

グ又は他のケーシングカバーの

厚さの2倍以上の場合。（ケーシン

グカバーへの肉盛り溶接がない

場合（tw2が零の場合）を含む。） 

0.33m 
ただし，0.2以上 

s

r

t
tm  

trは継目のないケーシン

グ又は他のケーシングカ

バーの計算上必要な厚さ 

(m) 

 
 

 

ケーシングカバーがケーシング，

他のケーシングカバー又はフラ

ンジにボルトで締め付けられた

場合であって，ボルトを締め付け

ることによってケーシングカバ

ーがさら形になる傾向を生じ，圧

力がケーシングカバーを取付け

るフランジ側からケーシングカ

バーに作用するとき。 

Wd
Fh0.120.0 g  

Fは，全体のボルトに作

用する力（ニュートンを

単位とする。） 
hgは，ボルトのピッチ円

の直径とdとの差の2分
の1（ミリメートルを単位

とする。） 
Wは，パッキンの外径又

はケーシングカバーの接

触面の外径内の面積に作

用する全圧力（ニュート

ンを単位とする。） 
ただし，tnの厚さにあっ

ては次式で求まる値をK
の値とする。 

Wd
Fh0.1 g  

(n) その他の場合  0.50 
 
二 さら形のケーシングカバー（フランジを除く。）の厚さは，次に掲げる値以上である

こと。 

イ 次の図に示すケーシングカバーにあっては，次の計算式により計算した値 
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P2.0S2
PRWt  

t：ケーシングカバーの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

R：ケーシングカバーの中央部の内面の半径（ミリメートル） 

：ケーシングカバーを継ぎ合わせて作る場合における当該継手の効率。この場

合において，継手の効率については，第32条第4項の規定を準用する。 

W：ケーシンシングカバーの形状による係数で，次の計算式により計算した値 

r
R3

4
1W  

r：ケーシングカバーのすみの丸みの内半径（ミリメートル） 

P及びS：それぞれ第2項に定めるところによる。 
  

ロ 図1から図3までに示すケーシングカバーにあっては，次の計算式により計算した

値 

S2.1
PRt  

t：ケーシングカバーの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

：継手の効率。この場合において，継手の効率については，第32条第4項の規定

を準用する。 

P及びS：それぞれ第2項に，Rはイに定めるところによる。 
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6 耐圧部分等のうちボルト等に係るものの最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケ

ット締付時のボルト荷重により生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における

別表第8に定める値を超えてはならない。 

7 前条第1号に掲げるポンプの形状は，次の各号によらなければならない。 

一 図1に示す分流壁の点Bから点Cまでの範囲の厚さは，第2項の計算式により計算し

た値の0.7倍の値以上であること。 

二 図1に示す分流壁の両端の丸みの半径は，第2項の計算式により計算した値の0.05倍

の値以上であること。 

三 図1に示す分流壁がケーシング壁面に交わる部分のすみの丸みの半径は，第2項の計

算式により計算した値の0.1倍の値又は7ミリメートルのうちいずれか大きい値以上で

あること。 

四 図2に示すボリュート巻始めの丸みの半径は，第2項の計算式により計算した値の

0.05倍の値以上であること。 

五 図2に示すクロッチの丸みの半径は，第2項の計算式により計算した値の0.3倍の値以

上であること。 

六 図2に示すボリュート巻始めとケーシング壁面の交わる部分のすみの丸みの半径は，

第2項の計算式により計算した値の0.1倍の値又は7ミリメートルのうちいずれか大き

い値以上であること。 
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8 耐圧部分等のうち管台に係るもの（ケーシングの吸込口部分及び吐出口部分を除く。）

の厚さは，次の計算式により計算した値以上でなければならない。 

P8.0S2
PDt 0  

t：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D0：管台の外径（ミリメートル） 

：第32条第4項に定めるところによる。 

P及びS：それぞれ第2項に定めるところによる。 

 

（フランジ） 

第77条の2 吸込入口及び吐出口に用いるフランジ（第25条第1項のフランジを除く。）は，
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鋼製管フランジにあっては，日本工業規格JIS B 2238（1996）「鋼製管フランジ通則」

（材料に係る部分を除く。）に適合するもの又は別表第14に掲げるもの，鋳鉄製管フラ

ンジにあっては，日本工業規格JIS B 2239(1996)「鋼製管フランジ通則」（材料に係る部

分を除く。）に適合するもの又は別表第14に掲げるものでなければならない。ただし，

応力計算を行って必要な強度を有することが明らかである場合は，この限りでない。 

2 さら形のケーシングカバーのフランジの厚さは，次の各号によらなければならない。 

一 前条第5項第2号イの図に示す形のフランジにあっては，前項に規定するフランジの

規格に準ずること。 

二 前条第5項第2号ロの図1に示す形のフランジにあっては，次によること。 

イ 輪形パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上である

こと。 

BA
BA

SB
MT  

T：フランジの厚さ（ミリメートル） 

M：フランジに作用するモーメントで，次のモーメントの合計値（キログラムミ

リメートル） 

（イ）ケーシングカバーの中低面に加わる荷重によるモーメント 

（ロ）ケーシングカバーの内面に加わる全荷重とケーシングカバーの中低面に加

わる荷重との差によるモーメント 

（ハ）フランジのボルトと荷重とケーシングカバーの内部に加わる全荷重との差

によるモーメント 

A：フランジの外径（ミリメートル） 

B：フランジの内径（ミリメートル） 

S：前条第2項に定めるところによる。 

ロ 平パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上であるこ

と。 

BA
BCBAB

S
P06.0T  

C：ボルト穴の中心円の直径（ミリメートル） 

P：ケーシングカバーを取り付けるケーシングの最高使用圧力（キログラム毎平

方センチメートル） 
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T，A及びBはそれぞれイに定めるところによる。 

S：前条第2項に定めるところによる。 

三 前条第5項第2号ロの図2に示すかたちのフランジにあっては，次によること。 

イ 輪形パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上である

こと。 

PQBR
M75011QT  

Q：次の計算式により計算した値 

B5C7
BC

S400
PRQ  

R：ケーシングカバーの中央部における内面の半径（ミリメートル） 

T，M，B，C及びPはそれぞれ前号に定めるところによる。 

S：前条第2項に定めるところによる。 

ロ 平パッキンを用いるものにあっては，次の計算式により計算した値以上であるこ

と。 

QR
BBC311QT  

T，B及びCはそれぞれ前号に定めるところによる。 

Q及びR：それぞれイに定めるところによる。 

四 前条第5項第2号ロの図3に示す形のフランジにあっては，次の計算式により計算し

た値以上であること。 

2F
J11FT  

F：次の計算式により計算した値 

BAS800
BR4PBF

22
 

J：次の計算式により計算した値 

BA
BA

SB
MJ  

T，M，A，B及びP：それぞれ第2号に定めるところによる。 

R：前号に定めるところによる。 

S：前条第2項に定めるところによる。 
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（電磁ポンプ） 

第78条 第74条から前条までの規定にかかわらず，高速原型炉第3種ポンプのうち電磁ポ

ンプにあっては第54条から第62条までの規定に準じることができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１１．５を参照。 
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第12章 高速原型炉第1種弁 

 

（高速原型炉第1種弁の材料） 

第79条 高速原型炉第1種弁のうち，内包する流体から零メガパスカルを超える圧力を受

ける部分及びこれらを互いに締め付けるボルト等（この章及び次章において「耐圧部分

等」という。）並びにこれに直接溶接されるラグ，ブラケット等であって重要なものに使

用する材料は，別表第1の高速原型炉第1種弁の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係

る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上の化学的成分及び機械的強度を有す

るものとする。ただし，超硬合金，ステライトその他の弁体の機能を維持することがで

きる耐摩耗性及び靱性を有する材料を弁体に使用する場合は，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第1種弁の耐圧部分等に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靱

性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，

次の各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続される弁の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靱性試検の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。），厚

さが63ミリメートル以下の管に接続される弁の材料（ボルト材を除く。）又はマルテ

ンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が弁の最低使用温度より56度低い温度以下であること。ただし，第4条第1項第5号の
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規定に適合する場合は，この限りでない。 

5 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

6 高速原型炉第1種弁の耐圧部分等に使用する材料は，第5条第1項に規定する非破壊試験

を行い，これに合格するものでなければならない。ただし，外径が115ミリメートル以

下の管に接続される鋳造品及び鍛造品にあっては，第10条に規定する磁粉探傷試験又は

第11条に規定する浸透探傷試験を行い，これに合格する場合は，この限りでない。 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない板，管，鋳造品又は鍛造品に

準用する。 

8 第6条から第11条までの規定は，第6項に規定する試験を行う場合に準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１２．２を参照。 

 

（高速原型炉第1種弁の構造の規格） 

第80条 高速原型炉第1種弁の構造の規格は次の各号のいずれかによらなければならない。 

一 次条及び第82条の規定に適合すること。 

二 第82条の第1項から第3項までの規定に適合し，第13条第1項第1号から第3号まで，

第14条及び第16条の規定に準じること。ただし，使用中の金属温度が別表第2の適用

温度範囲を超える場合は，「第13条第1項第1号から第3号まで，第14条及び第16条の

規定」とあるのは「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」と読み替える。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１２．３を参照。 

 

（材料の許容応力） 

第81条 材料の許容応力は，次の各号に掲げるとおりとする。ただし，外径が115ミリメ

ートル以下の管に接続される弁にあっては，この限りでない。 

一 耐圧部分等のうち弁箱に係るものにあっては，次によること。 

イ 次の計算式により計算した一次応力は，260度の温度における別表第2に定める値

を超えないこと。 

5.0
A
APS

m

f
s  

S：一次応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 
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Ps：次の計算式により計算した値（メガパスカル） 

12
12

1
1s PrPr

PP
PPPrP  

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

P1：最高使用温度における別表第13に規定する許容圧力の欄のうち，最高使用圧

力より低く，かつ，最も近い呼び圧力の項の許容圧力（メガパスカル） 

P2：最高使用温度における別表第13に規定する許容圧力の欄のうち，最高使用圧

力より高く，かつ，最も近い呼び圧力の項の許容圧力（メガパスカル） 

Pr1：260度の温度における別表第13に規定する許容圧力の欄のうち，最高使用圧

力より低く，かつ，最も近い呼び圧力の項の許容圧力（メガパスカル） 

Pr2：260度の温度における別表第13に規定する許容圧力の欄のうち，最高使用圧

力より高く，かつ，最も近い呼び圧力の項の許容圧力（メガパスカル） 

Af：次の図に示す流体部面積（平方ミリメートル） 

Am：次の図に示す金属部面積（平方ミリメートル） 
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（備考） 
1 LA：次の計算式により計算した値とTrのうちいずれか大きいもの（ミリメートル） 

bA Td5.0L  
2 LN：次の計算式により計算した値（ミリメートル） 

bb1N TdT354.0r5.0L  
3 d，Tb，Tr及びr1：それぞれこの図に示す寸法（ミリメートル） 

 
ロ 次の3つの計算式により計算した応力は，それぞれ260度の温度における別表第2

に定める値の1.5倍の値を超えないこと。 

2

y1
d

A
SAP  

2

y1b
b

Z
SZCP  

P

y1
t

Z
SZ2P  
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Pd，Pb及びPt：それぞれ応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

A1：接続管の断面積の2分の1（平方ミリメートル） 

Sy：接続管の260度の温度における別表第9に規定する材料の設計降伏点（ニュー

トン毎平方ミリメートル） 

A2：図に示すAA断面における金属部の断面積（平方ミリメートル） 

Cb：応力係数で，次の計算式により計算した値又は1.0のいずれか大きい方の値 

3
2

e
b

t
r335.0C  

te：図に示すAA断面における金属部の厚さ（ミリメートル） 

r：図に示すAA断面における平均半径（ミリメートル） 

Z1：接続管の断面係数（立方ミリメートル） 

Z2：図に示すAA断面における断面係数（立方ミリメートル） 

ZP：図に示すAA断面における極断面係数（立方ミリメートル） 
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（備考）LA：イの図の備考1に定めるところによる。 
 
 

ハ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ（運転状態Ⅲにおいて開閉操作を必要とする弁にあっ

ては，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅲ）における次の2つの計算式により

計算した応力は，それぞれ260度の温度における別表第2に定める値の3倍の値を超

えないこと。 

TEC2P5.0
t
rKP3S 2e

e

i
sn  

fm42
e

i
mfn TCEC5.0

t
rPK3S  

Sn：応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

K：ネック部の角度による係数で，ネック部の中心線が流路に直角な場合は1，直

角でない場合は次の計算式により計算した値 

θsin
8.02.0K  
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θ ：ネック部の中心線と流路の中心線との交角（度） 

ri：ロの図1に示すAA断面における内半径（ミリメートル） 

Pe：ロの3つの計算式により計算した応力のうち最大の応力（ニュートン毎平方

ミリメートル） 

：260度の温度における別表第12に規定する材料の熱膨張係数（ミリメートル

毎ミリメートル度） 

E：260度の温度における別表第11に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平

方ミリメートル） 

C2：応力係数で，図1により求めた値 

ΔT：図2により求めた値（度） 

ΔPfm：圧力の段階的な変化の最大値と最小値との差（起動時及び停止時を除く。）

（メガパスカル） 

C4：応力係数で，図3により求めた値 

ΔTfm：流体温度の段階的な温度変化の最大値と最小値との差（起動時及び停止時

を除く。）（度） 

Ps：イに定めるところによる。 

te：ロに定めるところによる。 
 
 

 

 

（備考） 

別紙１ －252－ 



 

1 Te2：図4に示す円の直径（ミリメートルを単位とする。） 
2 r及びte：それぞれロに定めるところによる。 

 
 

 

 

（備考） 
1 Te1：図4に示す円の直径（ミリメートル） 
2 te：ロに定めるところによる。 

 
 

 

 

（備考） 
Te1及びte：それぞれ図2の備考1及び2に定めるところによる。 
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ニ 運転状態Ⅲにおいて開閉操作を必要とする弁以外の弁にあっては，次の計算式に

より計算した応力が260度の温度における別表第2に定める値の2.25倍の値を超え

ないこと。 

e
e

i
s P2.15.0

t
rKP5.1S  

S：応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

K，ri及びPe：それぞれハに定めるところによる。 

Ps：イに定めるところによる。 

te：ロに定めるところによる。 

ホ 疲れ解析は，次によること。 

(ｲ) 起動時及び停止時における次の2つの計算式により計算した応力を繰返しピー
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ク応力強さとし，別図第1又は別図第2においてこれに対応する許容繰返し回数が

それぞれ2,000回以上であること。 

T3
e

e

i
s Q3.1TEC

2
P5.0

t
rP2Sl  

TEC2P5.0
t
rP2.1S 3e

e

i
sl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

C3：応力係数で，図1により求めた値 

QT：厚さ方向の温度勾配による最大熱応力で，図2により求めた値 

Ps：イに定めることろによる。 

te：ロに定めるところによる。 

ri，Pe， ，E及びΔT：それぞれハに定めるところによる。 
 

 
（備考）te及びr：それぞれロに定めるところによる。 

Te2：ハの図4に定めるところによる。 
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（備考）Te1は，ハの図4に定めるところによる。 

 
(ﾛ) 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ（運転状態Ⅲにおいて開閉操作を必要とする弁にあ

っては，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅲ）における(ｲ)の計算式により計

算した応力及び次に定める応力を繰返しピーク応力強さとし，別図第1又は別図

第2においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。

この場合において，実際の操返し回数が2種類以上あるときは，疲れ累積係数が1

以下でなければならない。 

(1) (一)の計算式により計算した値が260度の温度における別表第2に定める値

の3倍未満の場合は，応力は，(二)の計算式により計算した値とする。 

(一) fm43
e

i
fmn TCEC5.0

t
rP3S  

(二) 
2

SS pl  

Sn及びS l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sp：次の計算式により計算した値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

543f
e

i
fmp CCCTE5.0

t
rP4S  
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ΔTf：流体温度変動の振幅（度を単位とし，17度以上のものに限る。） 

C5：応力係数で，次の図により求めた値 

ΔPfm，ri， ，E，C4及びΔTfmはそれぞれハに定めるところによる。 

te：ロに定めるところによる。 

C3：(ｲ)に定めるところによる。 
 

 
（備考）Te1は，ハの図4に定めるところによる。 

 
(2) (1)(一)の計算式により計算した値が，260度の温度における別表第2に定める

値の3倍以上であり，かつ，次の表に掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表に

掲げるmの値と260度の温度における別表第2に定める値とを乗じた値の3倍以

下の場合は，応力は，次の2つの計算式により計算した値のいずれか大きい方

の値とする。 

2
SKS Pel  

1
S3
SSAS

2
1S

m

p
n0pl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

Ke：次の計算式により計算した値 

1
S3
S

1mn
n11K

m

n
e  

m，n及びA0：次の表に掲げる材料の種類に応じ，それぞれ同表に掲げる値 
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Sn：(1)(一)の計算式により計算した値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sm：260度の温度における別表第2に規定する材料の設計応力強さ（ニュート

ン毎平方ミリメートル） 

Sp：(1)に定めるところによる。 
 

材料の種類 m n A0 

低合金鋼 2.0 0.2 1.0 

マルテンサイト系ステンレス鋼 2.0 0.2 1.0 

炭素鋼 3.0 0.2 0.66 

オーステナイト系ステンレス鋼 1.7 0.3 0.7 

高ニッケル合金 1.7 0.3 0.7 
 

(3) (1)(一)の計算式により計算した値が(2)の表に掲げる材料の種類に応じそれ

ぞれ同表に掲げるmの値と260度の温度における別表第2に定める値とを乗じ

た値の3倍を超える場合は，応力は，次の計算式により計算した値とする。 

n2
SS pl  

S l ：応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sp：(1)に定めるところによる。 

n：(2)に定めるところによる。 

二 耐圧部分等のうち弁体に係るものの最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる一次

応力は，最高使用温度における別表第2に定める値の1.5倍の値を超えないこと。 

三 弁箱と弁ふたとがフランジで接合される場合にあっては，当該フランジは，次によ

ること。 

イ フランジ（ボルト等を除く。）の最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる周方向，

半径方向及び軸方向の応力は，それぞれ最高使用温度における別表第2に定める値

の1.5倍の値を超えないこと。 

ロ ボルト等の最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケット締付時のボルト荷重

により生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における別表第3に定める値

を超えないこと。 
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2 前項の規定にかかわらず，使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合に

は，材料のクリープ特性を考慮して応力を適切に制限すること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１２．４を参照。 

 

（弁の形状等） 

第82条 耐圧部分等のうち弁箱又は弁ふたに係るものの厚さは，次の各号に掲げる値以上

でなければならない。 

一 弁箱（ネック部内径と弁入口流路内径との比が1.5を超えるもののネック部を除く。）

又は弁ふたの厚さは，次の計算式により計算した値 

12

121
1

PP
ttPPtt  

t：弁箱又は弁ふたの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

t1又はt2：それぞれ別表第15の呼び圧力（別表第13においてそれぞれP1又はP2に対

応する呼び圧力をいう。）の欄のうち当該弁の弁入口流路内径に対応する値（ミリ

メートル） 

P，P1及びP2：それぞれ前条第1号イに定めるところによる。 

二 ネック部内径と弁入口流路内径との比が1.5を超える弁箱のネック部の厚さは，次の

計算式により計算した値 

m

n
m

d3
td2t  

tm：ネック部の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

dn：ネック部内径（ミリメートル） 

t：前号の計算式により計算した値（ミリメートル） 

dm：弁入口流路内径（ミリメートル） 

2 弁箱の形状は，次の各号によらなければならない。ただし，外径が115ミリメートル以

下の管に接続される弁にあっては，この限りでない。 

一 図1に示す弁箱のネック部と流路部の交わる部分のすみの丸みの半径は，前項に規

定する厚さの0.3倍の値以上であること。 

二 図2に示す弁座挿入部のすみの丸みの半径は，前項に規定する厚さの0.05倍の値又は

弁座挿入部の高さの0.1倍の値のうちいずれか大きい値以上であること。 
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三 ネック部内径と弁入口流路内径との比は，2未満であること。 

3 耐圧部分等のうち管台に係るものの厚さは，次の計算式により計算した値以上でなけ

ればならない。 

P8.0S2
PDt 0  

t：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D0：管台の外径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方
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ミリメートル） 

P：前条第1号イに定めるところによる。 

：第22条第4項に定めるところによる。 

4 運転状態Ⅲにおいて耐圧部分等に生ずる圧力は，最高使用圧力の1.2倍の値を超えては

ならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１２．５、１２．６を参照。 
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第13章 高速原型炉第3種弁 

 

（高速原型炉第3種弁の材料） 

第83条 高速原型炉第3種弁の耐圧部分等及びこれに直接溶接されるラグ，ブラケット等

であって重要なものに使用する材料は，別表第1の高速原型炉第3種弁の欄に示す材料の

規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等以上の化学的成

分及び機械的強度を有するものとする。ただし，超硬合金，ステライトその他の弁体の

機能を維持することができる耐摩耗性及び靱性を有する材料を弁体に使用する場合は，

この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第3種弁の耐圧部分等に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靱

性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，

次の各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続される弁の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靱性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が63ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。），厚

さが63ミリメートル以下の管に接続される弁の材料（ボルト材を除く。）又はマルテ

ンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定によること。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が弁の最低使用温度より17度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第6項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用
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する。 

6 高速原型炉第3種弁の耐圧部分等に使用する鋳造品は，次の各号に掲げる試験を行い，

これに合格するものでなければならない。 

一 外径が63ミリメートル以上115ミリメートル以下の管に接続されるもの 第10条に

規定する磁粉探傷試験又は11条に規定する浸透探傷試験 

二 外径が115ミリメートルを超える管に接続されるもの 第8条に規定する放射線透

過試験（放射線透過試験を行うことが困難な部分は，第6条に規定する垂直法による

超音波探傷試験又は第7条に規定する斜角法による超音波探傷試験（垂直法による超

音波探傷試験及び斜角法による超音波探傷試験を行うことが困難な部分は，第10条に

規定する磁粉探傷試験又は第11条に規定する浸透探傷試験）） 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない鋳造品に準用する。 

 

（高速原型炉第3種弁の構造の規格） 

第84条 高速原型炉第3種弁の構造の規格は，次条の規定によらなければならない。ただ

し，形状，穴の位置等により難い耐圧部分等（ボルト等を除く。以下この条において同

じ。）であって，その最高使用圧力が次の各号に掲げる検定圧力試験方法のうちいずれか

により試験を行って求めた検定圧力以下であるものについては，この限りでない。 

一 圧力を徐々に加え，最も弱い箇所が降伏点に達した時の圧力の値を求め，これに基

づいて次の計算式により検定圧力を計算すること。この場合において，あらかじめ最

も弱いと推定した箇所に選定した数個の点について圧力を徐々に加えた場合の変形量

を測定し，その変形量の変化の状態から推定した当該箇所が降伏点に達する時の圧力

又は当該箇所の外面にあらかじめ石灰乳を塗って乾燥させておき，圧力を徐々に加え

て石灰乳膜が点状にはがれ落ちた時の水圧力をもって当該箇所が降伏点に達した時の

圧力とみなすことができる。 

SPP 0  

P：検定圧力（メガパスカル） 

P0：最も弱い箇所が降伏点に達した時の圧力（メガパスカル） 

S：使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方ミ

リメートル） 
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：材料の実際の降伏点（ニュートン毎平方ミリメートル） 

二 あらかじめ最も弱いと推定した箇所に選定した数個の点に抵抗線ひずみ計をはり付

け，当該耐圧部分等の予定する最高使用圧力に相当する水圧力を加えて生ずるひずみ

を応力に換算して求めた値のうち絶対値による最大の値に基づいて，次の計算式によ

り検定圧力を計算すること。 

0

0SPP  

P：検定圧力（メガパスカル） 

P0：予定する最高使用圧力に相当する水圧力（メガパスカル） 

0は，最も弱いと推定される箇所に生じた応力の値（ニュートン毎平方ミリメート

ル） 

S：前号に定めるところによる。 

2 高速原型炉第3種弁にあって，熱荷重により著しい応力が生じる部分にあっては次の各

号によらなければならない。 

一 第81条の規定を準用する。この場合において第81条第1項（第1号ハ及びホを除く）

中，「別表第2」とあるのは「別表第6」と，「別表第3」とあるのは「別表第8」と読み

替える。 

二 前号において溶接部にあっては，第81条第1項第1号（ハ及びホを除く）に規定する

材料の応力強さの限界及び許容応力の右辺の値はそれらの規定にかかわらず，継手の

効率を乗じた値とすること。この場合において継手の効率については，第32条第4項

の規定を準用する。 

三 前2号の規定にかかわらず，高速原型炉第3種弁にあっては，第31条第3項及び第4

項の規定に準じることができる。この場合において継手の効率については，第32条第

4項の規定を準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１３．２、１３．３を参照。 

 

（弁の形状等） 

第85条 耐圧部分等のうち弁箱又は弁ふたに係るものの厚さは，次の各号に掲げる値以上

でなければならない。ただし，耐圧部分等のうち弁ふたにあっては，応力計算を行って

必要な強度を有することが明らかである場合は，この限りでない。 
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一 弁箱（ネックを除く。）又は弁ふたの厚さは，次の計算式により計算した値。ただし，

最高使用圧力が最高使用温度における別表第13に規定する許容圧力の欄に掲げる許

容圧力以下の場合は，別表第15の呼び圧力1.03メガパスカルの欄のうち当該弁の弁入

口流路内径に対応する値 

12

121
1
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ttPPtt  

t：弁箱又は弁ふたの計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

P：最高使用圧力（メガパスカル） 

P1：最高使用温度における別表第13に規定する許容圧力の欄のうち，最高使用圧力

より低く，かつ，最も近い呼び圧力の項の許容圧力（メガパスカル） 

P2：最高使用温度における別表第13に規定する許容圧力の欄のうち，最高使用圧力

より高く，かつ，最も近い呼び圧力の項の許容圧力（メガパスカル） 

t1又はt2：それぞれ別表第15の呼び圧力（別表第13においてそれぞれP1又はP2に対

応する呼び圧力をいう。）の欄のうち当該弁の弁入口流路内径に対応する値（ミリ

メートル） 

二 弁箱のネック部の厚さは，イの計算式により計算した値。ただし，ネック部内径と

弁入口流路内径との比が1.5以下の場合は，次の図に示すl（ロの計算式により計算し

た値とする。）の範囲の厚さは，前号の計算式により計算した値以上であること。 

イ 
m

n
m

d3
td2t  

ロ td1.1 ml  

tm：ネック部の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

dn：ネック部の内径（ミリメートル） 

t：前号の計算式により計算した値（ミリメートル） 

dm：弁入口流路内径（ミリメートル） 

l ：範囲（ミリメートル） 
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2 前項の規定に適合しない部分がある弁箱であって，当該部分が次の各号に適合するも

のにあっては，前項の規定にかかわらず，そのすべての部分について前項の規定に適合

することを要しない。 

一 前項の規定に適合しない部分は，次の計算式により計算したDを直径とする円内に

あること。 

td35.0D m  

D：直径（ミリメートル） 

t：前項に規定する厚さ（ミリメートル） 

dm：前項第2号に定めるところによる。 

二 前項の規定に適合しない部分の厚さは，前項の規定する厚さの4分の3の値以上であ

ること。 

三 前項の規定に適合しない部分が2個以上ある場合は，それぞれの部分を囲んだ円と

円との中心間の距離が次の計算式により計算した値以上であること。 

21m dd5.0td75.1l  

l ：円と円との中心間の距離（ミリメートル） 

d1及びd2：それぞれ前項の規定に適合しない部分を囲んだ円の直径（ミリメートル） 

dm：前項第2号に定めるところによる。 

t：第1号に定めるところによる。 

3 耐圧部分等のうち管台に係るものの厚さは，次の計算式により計算した値以上でなけ

ればならない。 

別紙１ －266－ 



 

P8.0S2
PDt 0  

t：管台の計算上必要な厚さ（ミリメートル） 

D0：管台の外径（ミリメートル） 

S：最高使用温度における別表第6に規定する材料の許容引張応力（ニュートン毎平方

ミリメートル） 

Pは第1項第1号に定めるところによる。 

：第32条第4項に定めるところによる。 

4 弁箱と弁ふたとがフランジで接合される場合にあっては，当該フランジは，次の各号

によらなければならない。ただし，外径が115ミリメートル以下の管に接続される弁に

あっては，この限りでない。 

一 フランジ（ボルト等を除く。）の最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる周方向，

半径方向及び軸方向の応力は，それぞれ最高使用温度における別表第6に定める値の

1.5倍の値を超えないこと。 

二 ボルト等の最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケット締付時のボルト荷重に

より生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における別表第8に定める値を超

えないこと。 

5 弁の入口部及び出口部に用いるフランジは，鋼製管フランジにあっては，日本工業規

格JIS B 2238（1996）「鋼製管フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合するも

のまたは別表第14に掲げるもの，鋳鉄製フランジにあっては，日本工業規格JIS B 

2239(1996)「鋳鉄フランジ通則」（材料に係る部分を除く。）に適合するもの又は別表14

に掲げるもの又は前項の規定によらなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１３．２、１３．４を参照。 

 

（高速原型炉第3種弁の材料及び構造の特例） 

第85条の2 第83条から第84条の2までの規定にかかわらず，高速原型炉第3種弁の材料及

び構造の規格は第79条から第82条までの規定に準ずることができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１３．５を参照。 
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第14章 高速原型炉第1種支持構造物 

 

（高速原型炉第1種支持構造物の材料） 

第86条 高速原型炉第1種支持構造物（ガスケット，シール，ばね，圧縮ばね用端板，軸

受，座金，摩擦板その他これらに類するものであって，支持することを主たる目的とし

ないもの及び第1種機器に直接溶接されるラグ，ブラケット，控え等であって，重要な

ものを除く。以下この条において同じ。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第1

種支持構造物の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの

又はこれと同等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第1種支持構造物のうち高速原型炉第1種容器又は高速原型炉第1種ポンプ

を支持するものに使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靭性試験を行い，同

項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の各号に掲げる

材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料若しくは管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

七 最大一次引張応力が41ニュートン毎平方ミリメートル未満の支持構造物の材料 

4 破壊靱性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材の場合は，最低使用温度以下の温度で第4条第4項に規定する衝撃試験を行

ったとき，3個の試験片の横膨出量が0.65ミリメートル以上であること。 

二 前号に定める合格基準に適合しない場合であって，次のイ及びロに該当するときは，

最低使用温度以下の温度で第4条第4項に規定する衝撃試験を新たな2個の試験片につ

いて再度行った場合に，当該2個の試験片が前号に定める合格基準に適合すること。 
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イ 3個の試験片の横膨出量の平均値が，前号に定める合格基準に適合すること。 

ロ 前号に定める合格基準に適合しない試験片が1個であり，かつ，当該試験片の横

膨出量が0.50ミリメートル以上あること。 

三 第1号に掲げる材料以外の場合は，最低使用温度以下の温度で第4条第4項に規定す

る衝撃試験を行ったとき，3個の試験片の横膨出量が次の表の左欄に掲げる厚さ，直

径又は対辺距離に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。 
 

厚さ，直径又は対辺距離 
（ミリメートル） 

横膨出量 
（ミリメートル） 

16以上25以下 0.40 

25を超えるもの 0.65 
 
四 前号に定める合格基準に適合しない場合であって，次のイ及びロに該当するときは，

最低使用温度以下の温度で第4条第4項に規定する衝撃試験を新たな2個の試験片につ

いて再度行った場合に，当該2個の試験片が前号に定める合格基準に適合すること。 

イ 3個の試験片の横膨出量の平均値が前号に定める合格基準に適合すること。 

ロ 前号に定める合格基準に適合しない試験片が1個であり，かつ，当該試験片が次

の表の左欄に掲げる厚さ，直径又は対辺距離の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に

掲げる値以上であること。 
 

厚さ，直径又は対辺距離 
（ミリメートル） 

横膨出量 
（ミリメートル） 

16以上25以下 0.25 

25を超えるもの 0.50 
 
5 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

6 高速原型炉第1種支持構造物に使用する棒及びボルト等は，次の各号に規定する非破壊

試験を行い，これに合格するものでなければならない。 

一 直径，対辺距離又は呼び径が50ミリメートルを超え100ミリメートル以下のものに

あっては，第10条に規定する磁粉探傷試験又は第11条に規定する浸透探傷試験 

二 直径，対辺距離又は呼び径が100ミリメートルを超えるものにあっては，第6条に規
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定する垂直法による超音波探傷試験（半径方向探傷）及び第10条に規定する磁粉探傷

試験又は第11条に規定する浸透探傷試験 

 

（高速原型炉第1種支持構造物の構造の規格） 

第87条 高速原型炉第1種支持構造物の構造の規格は，次条及び第89条の規定によらなけ

ればならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１４．２を参照。 

 

（材料の許容応力及び許容荷重） 

第88条 高速原型炉第1種容器に溶接により取り付けられる支持構造物であって，その損

壊により高速原型炉第1種容器の損壊を生じさせるおそれのあるものの材料は，第13条

第1項第1号及び第3号，第14条並びに第16条の規定に準じなければならない。 

 ただし，使用中の金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合にあっては「高速

原型炉第1種機器の高温構造設計指針」によらなければならない。 

2 前項に掲げる材料以外の材料は，次項又は第4項の規定に適合するものでなければなら

ない。 

 ただし，使用中の金属温度が別表第9，別表第10又は別表第11の適用温度範囲を超え

る場合には材料のクリープ特性を考慮して応力を適切に制限する。 

3 材料の許容応力は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 支持構造物（ボルト等及びガスケット，シール，ばね，圧縮ばね用端板，軸受，座

金，摩擦板その他これらに類するものであって，支持することを主たる目的としない

ものを除く。）にあっては，次によること。 

イ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる1次応力は，次の値を超えないこと。 

(ｲ) 一次引張応力については，次の計算式により計算した値 

5.1
Ff t  

ft：許容引張応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：次に定める値 

(1) 溶接部であって第２部第13条の規定に準じてそれぞれ磁粉探傷試験，液体浸

透探傷試験，放射線透過試験又は超音波探傷試験を行った場合に合格する部分
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又は溶接部以外の部分，別表第9に定める値又は別表第10に定める値の0.7倍の

値のいずれか小さい方の値。ただし，使用温度が40度を超えるオーステナイト

系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，別表第9に定める値の1.35倍の

値，別表第10に定める値の0.7倍の値又は室温における別表第9に定める値のい

ずれか小さい方の値（ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。） 

(2) 溶接部であって，(1)に掲げる部分以外の部分 (1)に定める値の0.45倍の値 

(ﾛ) 一次せん断応力については，次の計算式により計算した値 

35.1
Ffｓ  

fs：許容せん断応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾊ) 一次圧縮応力については，次の値 

(1) 圧縮材の有効細長比が限界細長比以下のものにあっては，全断面積に対する

一次圧縮応力については，次の計算式により計算した値 

ν

F4.01f
2

c  

fc：許容圧縮応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

は圧縮材の有効細長比で，次の計算式により計算した値 

i
kll  

l k：座屈長さ（ミリメートル） 

i：座屈軸についての断面二次半径（ミリメートル） 

：限界細長比で，次の計算式により計算した値 

F6.0
E2

 

E：別表第11に規定する材料の縦弾性係数（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

ν：次の計算式により計算した値 
2

3
25.1ν  
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(2) 圧縮材の有効細長比が限界細長比を超えるものにあっては，全断面積に対す

る一次圧縮応力については，次の計算式により計算した値 
2

c F277.0f  

fc：許容圧縮応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

及び ：それぞれ(1)に定めるところによる。 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

(3) 圧延形鋼又は溶接Ⅰ型鋼の断面のウェッブフイレットの先端部における一

次圧縮応力については，次の計算式により計算した値 

3.1
Ff c  

fc：許容圧縮応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾆ) 一次曲げ応力については，次の値 

(1) 荷重面内に対称軸を有する圧延形鋼及び溶接組立鋼であって，強軸まわりに

曲げを受けるもの（箱形断面のものを除く。）にあっては，次の2つの計算式に

より計算した値のうちいずれか大きい値又は(ｲ)に定める値のいずれか小さい

方の値 

t22

2
b

b f
iC

4.01f l  

h
EA433.0f

b

f
b

l
 

fb：許容曲げ応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

l b：圧縮フランジの支点間距離（ミリメートル） 

h：はりのせい（ミリメートル） 

Af：圧縮フランジの断面積（平方ミリメートル） 

I：圧縮フランジとはりのせいの6分の1とからなるT形断面のウェッブ軸まわ

りの断面二次半径（ミリメートルを単位とする。） 

C：次の計算式により計算した値又は2.3のうちいずれか小さいもの（座屈区

間中間の強軸まわりの曲げモーメントがM1より大きい場合は，1とする。） 
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2

1

2

1

2

M
M3.0

M
M05.175.1C  

M2及びM1：それぞれ座屈区間端部における強軸まわりの曲げモーメント。

この場合において，M2とM1との比は，1より小さいものとし，単曲率の場

合を正に，複曲率の場合を負とする。 

ft：(ｲ)に定めるところによる。 

及びE：それぞれ(ﾊ)(1)に定めるところによる。 

(2) 荷重面内に対称軸を有する圧延形鋼及び溶接組立鋼であって弱軸まわりに

曲げを受けるもの，面内に曲げを受けるガセットプレート並びに曲げを受ける

鋼管及び箱形断面のものにあっては，(ｲ)に定める値 

(3) みぞ形断面のもの並びに荷重面内に対称軸を有しない圧延形鋼及び溶接組

立鋼にあっては，次の計算式により計算した値又は(ｲ)に定める値のいずれか小

さい方の値 

hl
EA433.0f

b

f
b  

fb：許容曲げ応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Af， l b及びh：それぞれ(1)に定めるところによる。 

E：(ﾊ)(1)に定めるところによる。 

(4) 面外に曲げを受ける板にあっては，次の計算式により計算した値 

3.1
Ffb  

fb：許容曲げ応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

(5) 曲げを受けるピンにあっては，次の計算式により計算した値 

1.1
Ffb  

fb：許容曲げ応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾎ) 一次支圧応力については，次の値 

(1) ピン，荷重点補強板等（すべり支承，ローラ支承及びボルト締めの板を除く。）

別紙１ －273－ 



 

の接触部の支圧面にあっては，次の計算式により計算した値 

1.1
Ffp  

fp：許容支圧応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。ただし，接触する材料の材質が異なる場合は，

いずれか小さい方の値とする。 

(2) すべり支承及びローラ支承の支圧部にあっては，次の計算式により計算した

値 
F9.1fp  

fp：許容支圧応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(1)に定めるところによる。 

(3) ボルト締めの板の接触部の支圧面にあっては，次の計算式により計算した値 
F25.1fp  

fp：許容支圧応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて生ずる一次応力は，イに定める値の1.5倍の値を超えないこと。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて生ずる一次応力は，イに定める値の1.5倍の値を超えないこと。

この場合において，イ(ｲ)(1)本文中「別表第9に定める値」とあるのは，「別表第9に

定める値の1.2倍の値」に読み替えるものとする。 

ニ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる一次応力と二次応力（支持される機器

の熱膨張により生ずる応力に限る。）を加えて求めた応力は，次の値を超えないこと。 

(ｲ) 引張応力及び圧縮応力のサイクルにおける最大値と最小値との差（引張応力の

符号は正とし，圧縮応力の符号は負として計算する。）については，イ(ｲ)に定め

る値の3倍の値 

(ﾛ) せん断応力のサイクルにおける最大値と最小値との差については，イ(ﾛ)に定め

る値の3倍の値（すみ肉溶接部にあっては，イ(ﾛ)に定める値の1.5倍の値） 

(ﾊ) 曲げ応力のサイクルにおける最大値と最小値との差については，イ(ﾆ)に定める

値の3倍の値。ただし，荷重面内に対称軸を有する圧延形鋼及び溶接組立鋼であ

って，強軸のまわりに曲げを受けるもの（箱形断面のものを除く。）にあっては，

(1)の計算式により計算した値の1.5倍の値又は(2)の計算式により計算した値の3

別紙１ －274－ 



 

倍の値のいずれか小さい方の値 

(1) t22

2
b

b f
iC

4.01f l  

(2) 
h
EA433.0f

b

f
b

l
 

fb：許容曲げ応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

l b，C，i，Af及びh：それぞれイ(ﾆ)(1)に定めるところによる。 

及びE：それぞれイ(ﾊ)(1)に定めるところによる。 

ft：イ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾆ) 支圧応力については，イ(ﾎ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾎ) 座屈応力については，イ(ﾛ)又はイ(ﾊ)に定める値の1.5倍の値 

二 ボルト等にあっては，次によること。 

イ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて呼び径断面に生ずる応力は，次の値を超えな

いこと。 

(ｲ) 引張応力については，次の計算式により計算した値 

2
Ff t  

ft：許容引張応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：前号イ(ｲ)に定めるところによる。 

(ﾛ) せん断応力については，次の計算式により計算した値 

35.1
Ffs  

fs：許容せん断応力（ニュートン毎平方ミリメートル） 

F：前号イ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて呼び径断面に生ずる応力は，イに定める値の1.5倍の値を超え

ないこと。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて呼び径断面に生ずる応力は，イに定める値の1.5倍の値を超え

ないこと。この場合において，前号イ(ｲ)(1)本文中「別表第9に定める値」とあるの

は，「別表第9に定める値の1.2倍の値」と読み替えるものとする。 

4 材料の許容荷重は，次の各号に掲げるとおりとする。この場合において，計算に用い
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る材料の設計降伏点は，当該支持構造物に使用する材料のうち最高使用温度における別

表第9に定める値と試験温度における別表第9に定める値との比が最小となる材料の値

としなければならない。 

一 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける荷重については，次の計算式により計算した値

を超えないこと。この場合において，当該支持構造物と同一の材質及び形状を有する

支持構造物がある場合は，その支持構造物で求めた値を使用することができる。 

yt

ydL
L

S3
STA  

AL：許容荷重（ニュートン） 

TL：荷重試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重（ニュートン） 

Syd：最高使用温度における別表第9に規定する材料の設計降伏点（ニュートン毎平

方ミリメートル） 

Syt：試験温度における別表第9に規定する材料の設計降伏点（ニュートン毎平方ミ

リメートル） 

二 運転状態Ⅲにおける荷重については，次の計算式により計算した値を超えないこと。

この場合において，当該支持構造物と同一の材質及び形状を有する支持構造物がある

場合は，その支持構造物で求めた値を使用することができる。 

yt

ydL
L

S2
STA  

AL：許容荷重（ニュートン） 

TL，Syd及びSyt：それぞれ前号に定めるところによる。 

三 運転状態Ⅳにおける荷重については，次の計算式により計算した値を超えないこと。

この場合において，当該支持構造物と同一の材質及び形状を有する支持構造物がある

場合は，その支持構造物で求めた値を使用することができる。 

yt

ydL
L

S
ST6.0A  

AL：許容荷重（ニュートン） 

TL，Syd及びSyt：それぞれ第1号に定めるところによる。 

四 前3号の荷重試験における供試体の個数は，同一の材質及び形状を有する支持構造

物ごとに3個とし，供試体によって得られた値のうち最小の値を用いて前3号の計算を
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行うこと。ただし，前3号の計算を行って得られた許容荷重の0.9倍の値を許容荷重と

する場合は，同一の材質及び形状を有する支持構造物ごとに1個の供試体により得ら

れた値を用いることができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１４．３、１４．４を参照。 

 

（支持構造物の形状等） 

第89条 支持構造物の形状等は，次の各号によらなければならない。 

一 圧縮荷重を受ける支持構造物の有効細長比は，200以下であること。 

二 支持構造物の接合部は，溶接又はボルト締めによること。 

三 ボルト締めは，次によること。 

イ ボルト締めの接合部にゆるみが生ずるおそれがある場合は，ゆるみ止めの措置を

講ずること。 

ロ 隣接するボルト穴の中心間の距離は，ボルトの呼び径の2.5倍以上であること。 

ハ ボルトのせん断応力によって荷重を支える場合は，ボルトの穴の径はボルトの呼

び径より1ミリメートル（ボルトの呼び径が20ミリメートルを超える場合は，1.5ミ

リメートル）以上大きくないこと。ただし，基礎ボルトにあっては，この限りでな

い。 

四 ハンガーロッド又はばねを用いる支持構造物にあっては，次によること。 

イ ハンガーロッドの径は，外径が50ミリメートル未満の管を支持する場合は10ミリ

メートル以上，外径が50ミリメートル以上の管を支持する場合は12ミリメートル以

上であること。 

ロ ばねを用いる支持構造物にあっては，ばねが破損した場合に支持構造物の支持能

力が完全に失われる構造でないこと。 
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第15章 高速原型炉第2種支持構造物 

 

（高速原型炉第2種支持構造物の材料） 

第90条 高速原型炉第2種支持構造物（ガスケット，シール，ばね，圧縮ばね用端板，軸

受，座金，摩擦板その他これらに類するものであって，支持することを主たる目的とし

ないもの及び高速原型炉第2種容器に直接溶接されるラグ，ブラケット，控え等であっ

て，重要なものを除く。以下この条において同じ。）に使用する材料は，別表第1の高速

原型炉第2種支持構造物の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適

合するもの又はこれと同等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉第2種支持構造物に使用する材料は，第86条第4項に規定する方法による破

壊靭性試験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただ

し，次の各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料若しくは管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

七 最大一次引張応力が41ニュートン毎平方ミリメートル未満の支持構造物の材料 

4 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１５．１を参照。 

 

（高速原型炉第2種支持構造物の構造の規格） 

第91条 高速原型炉第2種支持構造物（ガスケット，シール，ばね，圧縮ばね用端板，軸

受，座金，摩擦板その他これらに類するものであって，支持することを主たる目的とし
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ないものを除く。）の構造の規格は，第88条第2項から第4項まで及び第89条の規定によ

らなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１５．２を参照。 
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第16章 高速原型炉第3種支持構造物 

 

（高速原型炉第3種支持構造物の材料） 

第92条 高速原型炉第3種支持構造物（ガスケット，シール，ばね，圧縮ばね用端板，軸

受，座金，摩擦板その他これらに類するものであって，支持することを主たる目的とし

ないもの及び高速原型炉第3種機器に直接溶接されるラグ，ブラケット，控え等であっ

て，重要なものを除く。）に使用する材料は，別表第1の高速原型炉第3種支持構造物の

欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれと同等

以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理の係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１６．１を参照。 

 

（高速原型炉第3種支持構造物の構造の規格） 

第93条 高速原型炉第3種機器（管にあっては，外径が65ミリメートル以上のものに限る。）

に溶接により直接取り付けられる支持構造物（ガスケット，シール，ばね，圧縮ばね用

端板，軸受，座金，摩擦板その他これらに類するものであって，支持することを主たる

目的としないものを除く。）であって，その破損により高速原型炉第3種機器の損壊を生

じさせるおそれのあるものの構造の規格は，第88条第3項第1号イ又は第4項第1号及び第

4号の規定によらなければならない。ただし，使用中の金属温度が別表第9，別表第10又

は別表第11の適用温度範囲を超える場合は，材料のクリープ特性を考慮し応力を適切に

制限すること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１６．１、１６．２を参照。 
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第17章 高速原型炉炉心支持構造物 

 

（高速原型炉炉心支持構造物の材料） 

第94条 高速原型炉炉心支持構造物に使用する材料は，別表第1の高速原型炉炉心支持構

造物の欄に示す材料の規格（寸法の許容差に係る部分を除く。）に適合するもの又はこれ

と同等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，材料の規格のうち熱処理に係る部分については，必要に応

じ，オーステナイト化温度からの焼ならし又は焼入れ焼もどしによる熱処理に代えるこ

とができる。 

3 高速原型炉炉心支持構造物に使用する材料は，次項に規定する方法による破壊靱性試

験を行い，同項に規定する合格基準に適合するものでなければならない。ただし，次の

各号に掲げる材料にあっては，この限りでない。 

一 厚さが16ミリメートル未満の材料 

二 断面積が625平方ミリメートル未満の棒の材料 

三 呼び径が25ミリメートル未満のボルト等の材料 

四 外径が169ミリメートル未満の管の材料 

五 厚さが16ミリメートル又は外径が169ミリメートル未満の管に接続されるフランジ

の材料及び管継手の材料 

六 オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

4 破壊靱性試験の方法及び合格基準は，次のとおりとする。 

一 ボルト材（マルテンサイト系ステンレス鋼を除く。）の場合は，第4条第1項第1号及

び第2号の規定によること。 

二 厚さ，直径若しくは対辺距離が50ミリメートル以下の材料（ボルト材を除く。）又

はマルテンサイト系ステンレス鋼の場合は，第4条第1項第3号及び第4号の規定よるこ

と。 

三 前2号に掲げる材料以外の材料の場合は，第4条第2項の規定により求めた関連温度

が高速原型炉炉心支持構造物の最低使用温度より56度低い温度以下であること。 

5 第3条第4項から第7項までの規定は，第1項及び前項に規定する試験を行う場合に準用

する。 

6 高速原型炉炉心支持構造物に使用する材料は，厚さが19ミリメートル以上の板にあっ
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ては第6条に規定する垂直法による超音波探傷試験，板以外のものにあっては第5条第1

項第2号から第6号までに規定する非破壊試験を行い，これに合格するものでなければな

らない。 

7 第5条第2項の規定は，前項に規定する試験に合格しない板，管，鋳造品又は鍛造品に

準用する。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１を参照。 

 

（高速原型炉炉心構造物の構造規格） 

第95条 高速原型炉炉心構造物の規格は，次条から第100条までの規定によらなければな

らない。ただし，使用中の金属温度が，別表第2の適用温度範囲を超える高速原型炉炉

心支持構造物（ボルト等を除く。）にあっては「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指

針」によらなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１、１７．２、１７．３、 

１７．４を参照。 

 

（材料の応力強さの限界及び許容応力） 

第96条 材料の応力強さの限界及び許容応力は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 高速原型炉炉心構造物（ボルト等を除く。）にあっては，次によること。 

イ 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，

次の値を超えないこと。ただし，最高使用圧力による荷重と機械的荷重を加えた荷

重が，材料の降伏点が最高使用温度における別表第2に定める値の1.5倍である完全

弾塑性体として極限解析により求めた崩壊荷重の下限（荷重とそれによる変位量の

関係直線又は関係曲線と荷重軸に対し弾性範囲の関係直線の勾配の2倍の勾配を有

する直線が交わる点に対応する荷重とする。以下この条において同じ。）の3分の2

を超えない場合は，この限りでない。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，最高使用温度における別表第2に定める値 

(ﾛ) 一次一般膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，(ｲ)に定める値の

1.5倍の値 

ロ 運転状態Ⅲにおいて生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次の値を超え

ないこと。ただし，運転状態Ⅲにおいて生ずる荷重が，材料の降伏点が別表第2に
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定める値の1.5倍である完全弾塑性体として極限解析により求めた崩壊荷重の下限

を超えない場合は，この限りでない。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，別表第2に定める値の1.5倍の値 

(ﾛ) 一次一般膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，(ｲ)に定める値の

1.5倍の値 

ハ 運転状態Ⅳにおいて生ずる応力の応力解析による一次応力強さは，次の値を超え

ないこと。ただし，運転状態Ⅳにおいて生ずる荷重が，材料の降伏点が別表第2に

定める値の2.3倍である完全弾塑性体として極限解析により求めた崩壊荷重の下限

の0.9倍の値を超えない場合は，この限りでない。 

 なお，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合にあ

っては，材料のクリープ特性を考慮して，一次応力強さを適切に制限すること。 

(ｲ) 一次一般膜応力強さは，別表第10に定める値の3分の2の値。ただし，オーステ

ナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，別表第2に定める値の2.4

倍の値又は別表第10に定める値の3分の2の値のいずれか小さい方の値 

(ﾛ) 一次一般膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さは，(ｲ)に定める値の

1.5倍の値 

ニ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる一次応力と二次応力を加えて求めた応

力解析による応力強さのサイクルにおいて，その最大値と最小値との差は，別表第

2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の疲れ解析による繰返しピーク応

力強さに別図第1又は別図第2において対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回

数以上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，

疲れ累積係数が1以下でなければならない。 

へ 純せん断荷重を受ける部分にあっては，イ，ロ及びハの規定にかかわらず，平均

せん断応力は，次の値を超えないこと。 

 ただし，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合に

あっては，材料のクリープ特性を考慮して，平均せん断応力を適切に制限すること。 

(ｲ) 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいては，別表第2に定める値の0.6倍の値 

(ﾛ) 運転状態Ⅲにおいては，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾊ) 運転状態Ⅳにおいては，(ｲ)に定める値の2倍の値 
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ト 支圧荷重を受ける部分にあっては，平均支圧応力は，次の値を超えないこと。こ

の場合において，クラッド構造の炉心支持構造物にあっては，クラッド部を除いた

母材が直接作用面に作用しているものとして応力計算を行うことができる。 

 ただし，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表第 2 の適用温度範囲を超える場合に

あっては，材料のクリープ特性を考慮して，平均支圧応力を適切に制限すること。 

(ｲ) 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいては，次の値 

(1) 支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場

合は，別表第9に定める値の1.5倍の値 

(2) (1)以外の場合は，別表第9に定める値 

(ﾛ) 運転状態Ⅲにおいては，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾊ) 運転状態Ⅳにおいては，(ｲ)に定める値の2倍の値 

チ 軸方向に圧縮荷重を受ける円筒形の胴にあっては，圧縮応力は，次の値を超えな

いこと。 

 ただし，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表第 2 の適用温度範囲を超える場合に

あっては，材料のクリープ特性を考慮して，圧縮応力を適切に制限すること。 

(ｲ) 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいては，次に掲げる値のいずれか小さい方の値 

(1) 別表第2に定める値 

(2) 別図第5から別図第24までにより求めた値 

(ﾛ) 運転状態Ⅲにおいては，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾊ) 運転状態Ⅳにおいては，(ｲ)に定める値の2倍の値 

リ ねじり荷重を受ける中実円断面の形状のものにあっては，イ，ロ及びハの規定に

かかわらず，その外周で応力集中を除いた一次せん断応力は，次の値を超えないこ

と。 

 ただし，運転状態Ⅳにおける金属温度が別表 2 の適用温度範囲を超える場合にあ

っては，材料のクリープ特性を考慮して，一次せん断応力を適切に制限すること。 

(ｲ) 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいては，別表第2に定める値の0.8倍の値 

(ﾛ) 運転状態Ⅲにおいては，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾊ) 運転状態Ⅳにおいては，(ｲ)に定める値の2倍の値 

二 ボルト等にあっては，次によること。 

 ただし，金属温度が別表第2の適用温度範囲を超える場合にあっては，材料のクリ
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ープ特性を考慮して，生ずる応力を適切に制限すること。 

イ 最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる応力の応力解析による一次一般膜応力

強さは，最高使用温度における別表第2に定める値を超えないこと。 

ロ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の応力解析による応力強さは，次

の値を超えないこと。 

(ｲ) 一次膜応力と二次膜応力を加えて求めた応力強さは，別表第9に定める値の0.9

倍の値又は別表第10に定める値の3分の2の値のいずれか小さい方の値 

(ﾛ) 一次応力と二次応力を加えて求めた応力強さは，次の値 

(1) 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートル以下の場合は，別

表第9に定める値の1.2倍の値又は別表第10に定める値の9分の8の値のいずれ

か小さい方の値 

(2) 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートルを超える場合は，

別表第9に定める値の0.9倍の値 

ハ 運転状態Ⅲにおいて生ずる応力の応力解析による応力強さは，次の値を超えない

こと。 

(ｲ) 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートル以下の場合は，前号

ロ(ｲ)及び(ﾛ)に定める値 

(ﾛ) 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートルを超える場合は，前

号ロ(ｲ)及び(ﾛ)並びにロ(ｲ)及び(ﾛ)(2)に定める値 

ニ 運転状態Ⅳにおいて生ずる応力の応力解析による応力強さは，前号ハ(ｲ)及び(ﾛ)

に定める値を超えないこと。 

ホ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の疲れ解析による繰返しピーク応

力強さに別図第1又は別図第2において対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回

数以上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，

疲れ累積係数が1以下でなければならない。 

へ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずるボルト頭部の平均支圧応力は，別表第

2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

三 前2号の場合において，繰返し荷重が次に適合するときは，疲れ解析を行うことを

要しない。 

イ 起動時及び停止時において，相互の距離が(ｲ)の計算式により計算した値を超えな
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い任意の2点間の温度差が，(ﾛ)の計算式により計算した値を超えないこと。 

(ｲ) Rt2p  

p：高速原型炉炉心支持構造物の任意の2点間の距離（ミリメートル） 

R：それぞれの点における高速原型炉炉心支持構造物の平均半径（半径が異なる

場合は，それらの平均値。ミリメートルを単位とする。） 

t：それぞれの点における炉心支持構造物の厚さ（厚さが異なる場合はそれらの平

均値。ミリメートルを単位とする。） 

(ﾛ) 
E2
ST a  

T：温度差（度） 

E：2点間の平均温度における別表第11に規定する縦弾性係数の値（ニュートン毎

平方ミリメートル） 

：2点間の平均温度における別表第12に規定する熱膨張係数の値（ミリメート

ル毎ミリメートル度） 

Sa：別図第1又は別図第2において，起動停止の回数を許容繰返し回数とした場合

に，これに対応する繰返しピーク応力強さの値（ニュートン毎平方ミリメート

ル） 

ロ 起動時及び停止時を除く運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，相互の距離がイ(ｲ)

の計算式により計算した値を超えない任意の2点間の温度差の変動の全振幅は，イ

(ﾛ)の計算式により計算した値を超えないこと。この場合において，イ(ﾛ)の計算式に

おけるSaの値は，別図第1又は別図第2において，次の計算式により計算した値を超

える温度差の変動回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピー

ク応力強さの値とする。 

E2
ST  

T：温度差の変動の全振幅（度） 

S：別図第1においては10の6乗，別図第2においては10の11乗を許容繰返し回数

とした場合に，これに対応する繰返しピーク応力強さの値（ニュートン毎平方

ミリメートル） 

E及び ：それぞれイ(ﾛ)に定めるところによる。 
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ハ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，別表第11又は別表第12にそれぞれ規定する

縦弾性係数又は熱膨張係数の値が異なる材料で作られた部分の温度の変動が，次の

計算式により計算した値を超えないこと。 

(ｲ) 次の計算式により計算した値 

2211 EE2
ST  

T：温度の変動（度） 

E1及びE2：それぞれの点における別表第11に規定する縦弾性係数の値（ニュー

トン毎平方ミリメートル） 

1 及び 2 ：それぞれの点における別表第12に規定する熱膨張係数の値（ミリ

メートル毎ミリメートル度） 

S：ロに定めるところによる。 

(ﾛ) (ｲ)に規定する値を超えるものにあっては，次の計算式により計算した値 

2211

a

EE2
ST  

T：温度の変動（度） 

Sa：別図第1又は別図第2において，(ｲ)の計算式により計算した値を超える温度

の変動の回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピーク

応力強さの値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

E1，E2， 1 及び 2 ：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ニ 機械的荷重により生ずる応力の全振幅は，別図第1又は別図第2において，荷重変

動回数を許容繰返し回数とした場合に，これに対応する繰返しピーク応力強さの値

を超えないこと。この場合において，荷重変動回数は，別図第1においては10の6乗

を，別図第2においては10の11乗を許容繰返し回数としたときに，これに対応する

繰返しピーク応力強さの値を超える応力を生ずる荷重変動の回数をとるものとし，

その値が別図第1において10の6乗を超えるときは，10の6乗とし，別図第2において

10の11乗を超えるときは，10の11乗とすることができる。 

2 外面に圧力を受ける高速原型炉炉心支持構造物の胴又は管にあっては，次の各号によ

らなければならない。 

一 円筒形若しくは円すい形の胴又は管にあっては，次によること。 
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イ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて外面に受ける圧力は，次の値を超えないこと。 

(ｲ) 厚さが外径の0.1倍以下のものにあっては，次の計算式により計算した値 

0
a

D3
Bt4P  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

B：別図第5から別図第24までにより求めた値 

t：胴又は管の厚さ（ミリメートル） 

D0：胴又は管の外径（ミリメートル） 

(ﾛ) 厚さが外径の0.1倍を超えるものにあっては，次の2つの計算式により計算した

値のいずれか小さい方の値 

B0833.0
D

t167.2P
0

a  

00
a

D
t1

D
St2P  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

S：別表第2に定める値の1.5倍の値又は別表第9に定める値の0.9倍の値のいずれ

か小さい方の値（ニュートン毎平方ミリメートル） 

B，t及びD0：それぞれ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて外面に受ける圧力は，イに定める値の1.5倍の値を超えないこ

と。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて外面に受ける圧力は，イに定める値の2倍の値を超えないこ

と。ただし，炉心槽にあっては，動的座屈圧力の0.75倍の値を超えない場合は，こ

の限りでない。 

二 球形の胴にあっては，次によること。 

イ 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて外面に受ける圧力は，次の計算式により計算

した値を超えないこと。 

0
a

R
BtP  

Pa：許容外圧（メガパスカル） 

t：胴の厚さ（ミリメートル） 
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R0：胴の外半径（ミリメートル） 

B：前号イ(ｲ)に定めるところによる。 

ロ 運転状態Ⅲにおいて外面に受ける圧力は，イに定める値の1.5倍の値を超えないこ

と。 

ハ 運転状態Ⅳにおいて外面に受ける圧力は，イに定める値の2倍の値を超えないこ

と。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１、１７．２、１７．５、 

１７．６を参照。 

 

（弾塑性解析） 

第97条 前条第1項第1号ニの規定に適合しない部分がある高速原型炉炉心支持構造物で

当該部分が次の各号に適合するものにあっては，当該部分は，前条第1項第1号ニ及びホ

の規定に適合することを要しない。 

一 別表第2に規定する当該部分の材料の最小降伏点と最小引張強さとの比が0.8倍以下

であること。 

二 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける当該部分の温度は，次の値を超えないこと。 

イ 低合金鋼，マルテンサイト系ステンレス鋼及び炭素鋼 370度 

ロ オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 430度 

三 運転状態Ⅰ及び運伝状態Ⅱにおいて生ずる一次応力と二次応力（熱応力のうち曲げ

応力を除く。）を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，その最大

値と最小値との差は，別表第2に定める値の3倍の値を超えないこと。 

四 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の疲れ解析による繰返しピーク応力

強さは，別図第1又は別図第2における10回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピ

ーク応力強さの値を超えないこと。 

五 運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおける次に定める応力強さを繰返しピーク応力強さと

し，別図第1又は別図第2においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数

以上であること。この場合において，実際の繰返し回数が2種類以上あるときは，疲

れ累積係数が1以下でなければならない。 

イ 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，

その最大値と最小値との差が別表第2に定める値の3倍未満の場合は，応力強さは，
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次の計算式により計算した値とする。 

2
SS pl  

S l ：応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sp：疲れ解析によるピーク応力強さのサイクルにおいて，その極大値と極小値と

の差（ニュートン毎平方ミリメートル） 

ロ 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，

その最大値と最小値との差が別表第2に定める値の3倍以上であり，かつ，次の表に

掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表に掲げるmの値と別表第2に定める値とを乗

じた値の3倍以下の場合は，応力強さは，次の2つの計算式により計算した値のいず

れか大きい方の値とする。 

2
SKS pel  

1
S3
SSAS

2
1S

m

p
n0pl  

S l ：応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Ke：次の計算式により計算した値 

1
3S
S

1mn
n11K

m

n
e  

Sn：一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにお

いて，その極大値と極小値との差（ニュートン毎平方ミリメートル） 

Sm：別表第2に規定する材料の設計応力強さ（ニュートン毎平方ミリメートル） 

m，n及びA0：次の表に掲げる材料の種類に応じ，それぞれ同表に掲げる値 

Sp：イに定めるところによる。 
 

材料の種類 m n A0 

低合金鋼 2.0 0.2 1.0 

マルテンサイト系ステンレス鋼 2.0 0.2 1.0 

炭素鋼 3.0 0.2 0.66 

オーステナイト系ステンレス鋼 1.7 0.3 0.7 
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高ニッケル合金 1.7 0.3 0.7 
 

ハ 一次応力と二次応力を加えて求めた応力解析による応力強さのサイクルにおいて，

その最大値と最小値との差がロの表に掲げる材料の種類に応じそれぞれ同表に掲げ

るmの値と別表第2に定める値とを乗じた値の3倍を超える場合は，応力強さは，次

の計算式により計算した値とする。 

n2
SS pl  

S l 及びSp：それぞれイに定めるところによる。 

n：ロに定めるところによる。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１、１７．２を参照。 

 

（クラッド構造の高速原型炉炉心支持構造物） 

第98条 クラッド構造の高速原型炉炉心支持構造物の応力解析及び疲れ解析は，第96条及

び前条によるほか次の各号によらなければならない。 

一 クラッド部は，強度部材として考慮しないこと。ただし，支圧荷重に対する強度計

算を行う場合は，この限りでない。 

二 計算に使用する高速原型炉炉心支持構造物の寸法は，次によること。 

イ 内圧を受ける高速原型炉炉心支持構造物にあっては，炉心支持構造物の内径は，

母材の内径をとること。 

ロ 外圧を受ける高速原型炉炉心支持構造物にあっては，炉心支持構造物の外径は，

母材の外径をとること。 

三 クラッド部の厚さが全板厚の0.1倍を超える場合は，応力解析及び疲れ解析において

クラッド部の存在を考慮すること。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１、１７．２を参照。 

 

（疲れ強度減少係数等） 

第99条 疲れ解析に使用する疲れ強度減少係数又は応力集中係数は，理論的又は実験的に

求めたものでなければならない。 

2 次の表の左欄に掲げる高速原型炉炉心支持構造物の部分（材料の最小引張強さが690ニ
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ュートン毎平方ミリメートルを超えるボルトを除く。）の疲れ強度減少係数又は応力集中

係数は，前項の規定にかかわらず，それぞれ同表の右欄に掲げる値とすることができる。 

 

高速原型炉炉心支持構造物の部分 疲れ強度減少係数又は応力集中係数 

局部的な構造上の不連続部 5 

ボルトのねじ部 4 

完全溶込み溶接部 2 

完全溶込み溶接部以外の溶接部 4 
 
3 材料の最小引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートルを超えるボルトであって，疲

れ強度減少係数又は応力集中係数が4未満のものにあっては，第1項の規定にかかわらず，

4としなければならない。 

4 溶接部にあっては，第96条第1項第1号（ホを除く。以下この項において同じ。）に規定

する材料の応力強さの限界及び許容応力は，同号の規定にかかわらず，同号に規定する

値に次の表の左欄に掲げる溶接方法等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる継手効

率を乗じた値としなければならない。 
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溶接方法等の区分 
継手効率 

継手の種類 継手の分類 検査の種類 
完全溶込み溶接 胴若しくは管の長手継手若しくは

周継手，胴若しくは管とフランジ，

リング若しくは平板との継手，管

台の付根の継手又は梁，ラグ，ブ

ラケット等の端部の継手 

イ 1.00 
ロ 0.90 
ハ 0.90 
ニ 0.75 
ホ 0.65 
ヘ 0.50 

両側に開先を有する部

分溶込みの突合せ溶接

及び両側すみ肉溶接 

胴若しくは管の長手継手若しくは

周継手又は胴若しくは管と，リン

グ若しくは平板との継手 

イ 0.50 
ロ 0.45 
ハ 0.45 
ニ 0.40 
ホ 0.35 
ヘ 0.25 

管台の付根の継手又は梁，ラグ，

ブラケット等の端部の継手 
イ 0.90 
ロ 0.80 
ハ 0.80 
ニ 0.70 
ホ 0.60 
ヘ 0.40 

片側に開先を有する部

分溶込み突合せ溶接及

び片側すみ肉溶接 

管台の付根の継手又は梁，ラグ，

ブラケット等の端部の継手 
イ 0.60 
ロ 0.55 
ハ 0.55 
ニ 0.45 
ホ 0.40 
ヘ 0.35 

不連続すみ肉溶接又は

プラグ溶接 
梁，ラグ，ブラケット等の端部の

継手 
ロ 0.45 
ハ 0.45 
ニ 0.40 
ホ 0.35 
ヘ 0.30 

（備考） 検査の種類は，次のとおりとする。 
イは，第２部第13条の規定に準じて液体浸透探傷試験及び放射線透過試験を行い，こ

れに合格するもの 
ロは，第２部第13条の規定に準じて液体浸透探傷試験及び超音波探傷試験を行い，こ

れに合格するもの 
ハは，溶接部の初層，中間層及び表面において，それぞれ第２部第13条の規定に準じ

て液体浸透探傷試験を行い，これに合格するのもの 
ニは，溶接部の初層及び表面において，それぞれ第２部第13条の規定に準じて液体浸

透探傷試験を行い，これに合格するもの 
ホは，溶接部の表面において，第２部第13条の規定に準じて液体浸透探傷試験を行い，

これに合格するもの 
へは，表面目視検査を行い，割れがないもの 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１、１７．２を参照。 
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（高速原型炉炉心支持構造物の形状） 

第100条 外面に圧力を受ける高速原型炉炉心支持構造物の胴の形状は，次の各号によら

なければならない。 

一 円筒形，円すい形又は球形であること。 

二 円筒形又は円すい形のものにあっては軸に垂直な断面，球形のものにあっては中心

を通る断面における真円に対する最大偏差が図1に示すeの値以下であること。この場

合において，真円に対する偏差は，図2に示す弧の長さの2倍の長さの弦を有する弓形

に対する胴の内側又は外側の半径方向の偏差とする。 

 

 
（備考） 

1 中間の値は，比例法によって計算する。 
2 D0：胴の外径（ミリメートル） 
3 t：胴の厚さ（ミリメートル） 
4 l ：球形の胴にあっては外径の 2 分の 1，球形以外の胴にあっては胴の軸方向

の長さ（ミリメートル） 
 

別紙１ －294－ 



 

 
（備考）図 1 の備考と同様とする。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１７．１、１７．２を参照。 
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第 18 章 安全弁等 

 

（安全弁等の規格） 

第101条 研開炉技術基準規則第17条の規定による発電用発電用原子炉施設（蒸気タービ

ン及びその附属設備を除く。以下本章において同じ。）の安全弁，逃し弁，破壊板及び真

空破壊弁は，次の各項に適合しなければならない。 

2 安全弁又は逃し弁（以下「安全弁等」という。以下本章において同じ。）は，次の各号

によらなければならない。 

一 安全弁等は，円筒形コイルばねによる直動式のものであって，第101条の2に定める

規格に適合するものであること。 

二 安全弁等の弁軸は，鉛直であること。 

三 蒸気発生器（三次冷却材料）にあっては，次によること。 

イ 安全弁を適当な個所に2個以上設けること。 

ロ 安全弁の容量の合計は，当該蒸気発生器の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に

保持するのに必要な容量以上であること。 

ハ 安全弁の吹出し圧力は，1個は蒸気発生器の最高使用圧力以下の圧力，他は蒸気

発生器の最高使用圧力の1.05倍以下の圧力であること。 

ニ 安全弁の吹下がり圧力は，吹出し圧力の0.07倍の圧力以下であること。 

四 減圧弁を有する管であって，低圧側の部分又はこれに接続する機器が高圧側の圧力

に耐えるように設計されていないものにあっては，次によること。 

イ 安全弁等を減圧弁の低圧側にこれに接近して1個以上設けること。 

ロ 安全弁等の容量の合計は，減圧弁が全開したとき管の低圧側の部分及びこれに接

続する機器の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要な容量以上

であること。 

ハ 安全弁等の吹出し圧力は，次によること。 

(ｲ)安全弁等が1個の場合は，管の低圧側の最高使用圧力以下の圧力 

(ﾛ)安全弁等が2個以上の場合は，1個は管の低圧側の最高使用圧力以下の圧力，他は

管の低圧側の最高使用圧力の1.05倍以下の圧カ 

ニ 安全弁の吹下がり圧力は，吹出し圧力の0.1倍以下の圧カであること。 

五 発電用原子炉施設に属する容器（第3号及び第4項に掲げるもの並びに高速原型炉第
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2種容器を除く。）又は管（前号に掲げるものを除く。）であって，内部に最高使用圧

力の1.1倍を超える圧力を受けるおそれがあるものにあっては，第3号ロ並びに前号イ，

ハ及びニの規定に準じて安全弁等を適当な箇所に設けること。 

3 前項の場合において，安全弁等の入口側又は出口側に破壊板を設けるときは，次の各

号によらなければならない。 

一 安全弁の入口側に設けるときは次によること。 

イ 破壊板の吹出し圧力は，当該容器の最高使用圧力以下の圧力であること。 

ロ 破壊板の破壊により安全弁等の機能に支障を及ぼさないようにすること。 

二 安全弁等の出口側に設けるときは，次によること。 

イ 破壊板は，0.9キログラム毎平方センチメートル以下の圧力で破壊するものである

こと。 

ロ 安全弁等の吹出し圧力は，前項に規定する吹出し圧力より0.9キログラム毎平方セ

ンチメートル以上低いこと。 

ハ 破壊板の支持機構は，流体が排出するときの通過面積が安全弁等の出口の面積以

上となるものであること。 

ニ 破壊板の破壊により吹出し管の機能に支障を及ぼさないようにすること。 

4 発電用原子炉施設に属する容器であって，内部に液体炭酸ガス等，安全弁等の作動を

不能にするおそれがある物質を含むものには，次の各号により破壊板を設けなければな

らない。 

一 適当な箇所に1個以上設けること。 

二 破壊板の容量及び吹出し圧力は，それぞれ第2項第3号ロ及び第4号ハの規定に準ず

ること。 

三 容器と破壊板との連絡管の断面積は，破壊板の断面積以上であること。 

5 第2項または前項の場合において，安全弁等または破壊板の入口側または出口側に止め

弁を設けるときは，発電用原子炉を起動させているとき及び運転中に，止め弁が全開し

ていることを確認できる装置を設けなければならない。 

6 発電用原子炉施設に属する容器又は管であって，内部が大気圧未満となることにより

外面に設計上定める圧力を超える圧力を受けるおそれのあるものには，次の各号により

真空破壊弁を設けなければならない。 

一 真空破壊弁は，次条に定める規格に適合するものであること。 
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二 高速原型炉第2種容器にあっては，真空破壊弁を適当な箇所に2個以上設けること。 

三 前号に掲げる容器以外の容器又は管にあっては，真空破壊弁を適当な箇所に1個以

上設けること。 

7 発電用原子炉施設は，安全弁，逃し弁，破壊板又は真空破壊弁から放出される液体が

放射性物質を含む場合は，これを安全に処理することができるように施設しなければな

らない。 

8 第2項第3号から第5号まで及び第4項の規定に基づき設ける安全弁，逃し弁又は破壊板

の容量の計算式は，第103条に定める。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１８．１を参照。 

 

（安全弁等の規格） 

第101条の2 第101条第2項第1号の規定による安全弁又は逃し弁の規格は，次の各号によ

らなければならない。 

一 安全弁又は逃し弁の耐圧部分（閉弁状態において内包する流体から零メガパスカル

を超える圧力を受ける部分をいう。）に使用する材料は，次に適合すること。 

イ 高速原型炉第3種容器又は高速原型炉第3種管に取り付けられる安全弁又は逃し

弁にあっては，第83条（超硬合金，ステライトその他の弁体の機能を維持すること

ができる耐摩耗性及び靱性を有する材料を使用する弁体にあっては，第3項を除く。）

の規定に準ずること。 

ロ 高速原型炉第4種容器又は高速原型炉4種管に取り付けられる安全弁又は逃し弁

にあっては，日本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の

「8 材料」によること。 

二 安全弁又は逃し弁の構造は，次に適合すること。 

イ 日本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「4.6 耐圧

性」「5構造」「6 形状・寸法」「7 非破壊試験」「9 外観」（逃し弁及び補助作動

装置付きの安全弁にあっては，揚弁装置に係る部分を除く。）によること。ただし，

安全弁又は逃し弁のフランジにあっては，第59条第3項の規定に適合する場合は，

この限りでない。 

ロ 補助作動装置付きのものにあっては，当該補助作動装置が故障しても所要な吹出

し容量が得られること。 
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ハ ベローズの破損によって生ずる背圧の影響によりその作動に著しい支障が生ずる

おそれのあるものにあっては，補助背圧平衡ピストンを設けること。 

 

（真空破壊弁の規格） 

第102条 第101条第6項の規定による真空破壊弁の規格は，次の各号によらなければなら

ない。 

一 真空破壊弁の弁箱，弁ふた及び弁体並びにこれらをお互いに締め付けるボルト等に

使用する材料は，次に適合すること。 

イ 高速原型炉第2種容器，高速原型炉第3種容器又は高速原型炉第3種管に取り付け

られる真空破壊弁にあっては，第83条の規定に準ずること。 

ロ 高速原型炉第4種容器又は高速原型炉第4種管に取り付けられる真空破壊弁にあ

っては，日本工業規格JlS B 8210（1994）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「8 

材料」によること。 

二 外面に受ける圧力が設計上定める圧力に達するまでの間に，駆動装置によることな

く自力によって開弁し，必要な容量を得られる構造であること。 

 

（安全弁等の容量の計算式） 

第103条 第101条第8項の規定による安全弁，逃し弁又は破壊板の容量の計算式は，次の

各号に掲げるとおりとする。 

一 蒸気用の安全弁にあっては，日本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸気用及びガス用

ばね安全弁」の「附属書 安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「2 蒸気に対する

公称吹出し量」によること。 

二 ガス用の安全弁にあっては，日本工業規格JIS B 8210（1994）「蒸気用及びガス用

ばね安全弁」の「附属書 安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「3 ガス用に対す

る公称吹出し量」によること。 

三 逃し弁にあっては，次によること。 

PG1.1An4.50W  

W：弁の容量（キログラム毎時） 

A：弁の流体通路の最小面積（平方ミリメートル） 

n：流量係数で，0.5又は実験的に求めた値 
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ΔP：逃し弁入口の圧力と逃し弁出口の圧力との差（メガパスカル） 

G：入口側の液体の比重量（キログラム毎立方メートル） 

四 破壊板にあっては，次によること。 

イ 蒸気用の破壊板の場合 

9.0K1P03.1A246.5W  

W：破壊板の容量（キログラム毎時） 

A：破壊板の蒸気通路の最小面積（平方ミリメートル） 

P：破壊板の吹出し圧力（メガパスカル） 

K：吹出し係数で，日本工業規格JIS B 8225（1993）「安全弁－吹出し係数測定

方法」の「4.2.3(2) 公称吹出し係数の決定」による方法又はこれと同等以上と

認められる方法により求めた値 

ロ ガス用の破壊板の場合は，第2号の規定を準用する。 

 

（影響を緩和する設備） 

第103条の2 研開炉技術基準規則第32条第2項第8号で規定する影響を緩和する設備の設

計は，解析または実験等により適切に行うこと。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１８．２を参照。 
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第 19 章 耐圧試験 

 

（耐圧試験） 

第104条 研開炉技術基準規則第17条の規定による発電用原子炉施設（蒸気タービン及び

その附属設備を除く。）の耐圧試験の圧力は，次の各号によらなければならない。ただし，

気圧により試験を行う場合であって，当該圧力に耐えることが確認されたときは，当該

圧力を最高使用圧力（高速原型炉第2種容器にあっては，最高使用圧力の0.9倍）までに

減じて著しい漏えいがないことを確認することができる。 

一 内圧を受ける機器にあっては，次によること。 

イ 原子炉容器にあっては，最初の据付け後燃料を装入するまでの間においては最高

使用圧力の1.25倍の水圧（水圧で行うことが困難な場合は，最高使用圧力の1.25倍

の気圧），その後においては通常運転における圧力の1.1倍の水圧（水圧で行うこと

が困難な場合は通常運転時における圧力の1.1倍の気圧） 

ロ 原子炉容器以外の高速原型炉第1種機器にあっては，原子炉容器（最初の据付け

後燃料を装入するまでの間のものを除く。）と一体で耐圧試験を行う必要がある場合

は通常運転時における圧力の1.1倍の水圧（水圧で行うことが困難な場合は通常運転

時における圧力の1.1倍の気圧），それ以外の場合は，最高使用圧力の1.25倍の水圧

（水圧で行うことが困難な場合は通常運転時における圧力の1.25の気圧）。ただし，

弁にあっては，別表第17の呼び圧力（最高使用温度における別表第13に規定する許

容圧力が最高使用圧力以上となる呼び圧力をいう。）の項のうち当該材料に対応する

水圧（水圧で行うことが困難な場合は気圧）とすることができる。 

ハ 高速原型炉第2種容器にあっては，最高使用圧力の1.125倍の気圧又は最高使用圧

力の1.35倍の水圧 

ニ 高速原型炉第3種機器，高速原型炉第4種容器又は高速原型炉第4種管にあっては，

最高使用圧力の1.5倍の水圧（水圧で行うことが困難な場合は，最高使用圧力の1.25

倍の気圧）。ただし，弁にあっては，別表第17の呼び圧力（最高使用温度における

別表第13に規定する許容圧力が最高使用圧カ以上となる呼び圧力をいう。）の項の

うち当該材料に対応する水圧（水圧で行うことが困難な場合は気圧）とすることが

できる。 

ホ ニの規定にかかわらず，開放タンクにあっては，その頂部の山形鋼の下部より50
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ミリメートル下部（溢出口がある場合は，溢出口の下部）まで水を満たしたときの

圧力 

ヘ 高速原型炉第5種管にあっては，最高使用圧力の1.25倍の気圧 

二 内部が大気圧未満になることより，大気圧により外圧を受ける機器（開放タンクを

除く。）にあっては，大気圧と内面に受ける圧力との最高の差の1.5倍の水圧又は気圧。

この場合において，水圧又は気圧は，機器の内部から加えることができるものとする。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説１９．１、１９．２、１９．３、 

１９．４を参照。 
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第 20 章 監視試験片 

 

（監視試験片） 

第105条 研開炉技術基準規則第21条の規定による監視試験片は，次の各号によらなけれ

ばならない。 

一 監視試験片を採取する試験材は，中性子による照射領域にある容器の材料と同等の

製造履歴を有するものであること。 

二 監視試験片の種類は，引張試験片とし，その形状及び寸法は日本工業規格JIS Z 2201

（1998）「金属材料引張試験片」の10号試験片によること。ただし，この形状及び寸

法の試験片を使用することが困難な場合は，これより小型の試験片とすることができ

る。この場合にあたっては，あらかじめ両者の対比を行っておかなければならない。 

三 1回に取り出して試験する監視試験片の数は，次の表の左欄に掲げる試験片の種類

に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる試験片の数以上とすること。 
 

試験片の種類 試験片の数 

引張試験片 
母材 3 

溶接金属（中性子の照射領域に溶接部がある場合に限る） 3 
 
2 監視試験片について行う試験は，容器の使用期間中に3回以上行わなければならない。 

3 監視試験片は，中性子の照射領域にある容器の材料が受ける中性子スペクトル，中性

子照射量及び温度履歴が同等となるように配置しなければならない。 

4 監視試験片について行う場合は，引張試験とし，その方法は，日本工業規格JIS Z 2241

（1998）「金属材料引張試験方法」によらなければならない。 

（注）本条の解説は、旧構造等の技術基準解説 解説２０．１を参照。 
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機
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種
類

 

第 一 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 二 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 五 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 三 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 一 種 弁 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 弁 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 一 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 二 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 三 種 
高 速 原 型 炉 

構 造 物 

炉 心 支 持 

高 速 原 型 炉 

JI
S 

G
 3

10
1 

(1
99

5)
 

一
般

構
造

用
圧

延
鋼

材
 

SS
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

10
3 

(1
98

7)
 

 
ボ

イ
ラ

及
び

圧
力

容
器

用
炭

素
鋼

及
び

モ
リ

ブ

デ
ン

鋼
鋼

板
 

SB
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

10
6 

(1
99

9)
 

溶
接

構
造

用
圧

延
鋼

材
 

SM
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

11
5 

(2
00

0)
 

圧
力

容
器

用
鋼

板
 

SP
V 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

11
8 

(2
00

0)
 

中
・

常
温

圧
力

容
器

用
炭
素

鋼
鋼

板
 

SG
V 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

JI
S 

G
 3

11
9 

(1
98

7)
 

ボ
イ

ラ
及

び
圧

力
容

器
用

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
ニ

ッ
ケ

ル
鋼

鋼
板

 
SB

V 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

JI
S 

G
 3

12
0 

(1
98

7)
 

圧
力

容
器

用
調

質
型

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ
ン

ニ
ッ

ケ
ル
鋼

鋼
板

 
SQ

V 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

JI
S 

G
 3

12
6 

(2
00

0)
 

低
温

圧
力

容
器

用
炭

素
鋼
鋼

板
 

SL
A 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

30
2 

(1
99

8)
 

溶
融

亜
鉛

め
っ

き
鋼

板
及
び

鋼
帯

 
SG

C,
 S

G
H

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 4
10

9 
(1

99
7)

 
ボ

イ
ラ

及
び

圧
力

容
器

用
ク

ロ
ム

モ
リ

ブ
デ

ン

鋼
鋼

板
 

SC
M

V 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 

JI
S 

G
 3

60
1 

(1
98

9)
 

ス
テ

ン
レ

ス
ク

ラ
ッ

ド
鋼

 
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

G
 3

60
2 

(1
99

2)
 

ニ
ッ

ケ
ル

及
び

ニ
ッ

ケ
ル
合

金
ク

ラ
ッ
ド

鋼
 

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 3
60

3 
(1

99
2)

 
チ

タ
ン

ク
ラ

ッ
ド

鋼
 

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 3
60

4 
(1

99
2)

 
銅

及
び

銅
合

金
ク

ラ
ッ

ド
鋼

 
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

G
 4

05
1（

19
79

）
 

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼
材

 
S－

C 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 4
10

2（
19

79
）
 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鋼

鋼
材

 
SN

C 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 4
10

3（
19

79
）
 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ
デ

ン
鋼

鋼
材

 
SN

CM
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 4

10
4（

19
79

）
 

ク
ロ

ム
鋼

鋼
材

 
SC

r 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 4
10

5（
19

79
）
 

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼
鋼
材

 
SC

M
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 4

10
7（

19
94

）
 

高
温

用
合

金
鋼

ボ
ル

ト
材

 
SN

B 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 4
10

8（
19

94
）
 

特
殊

用
途

合
金

鋼
ボ

ル
ト
用

棒
鋼

 
SN

B 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

低
温

用
合

金
鋼

ボ
ル

ト
材

 
G

BL
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

原
子

力
発

電
用

規
格

 
高

温
高

圧
用

合
金

鋼
ナ

ッ
ト

材
 

G
N

H
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

別紙１ －304－ 



 

材
料

の
規

格
 

記
号

 

機
器

等
の

種
類

 

第 一 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 二 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 五 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 三 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 一 種 弁 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 弁 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 一 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 二 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 
第 三 種 

高 速 原 型 炉 

構 造 物 

炉 心 支 持 

高 速 原 型 炉 

JI
S 

G
 3

20
1(

19
88

) 
炭

素
鋼

鍛
鋼

品
 

SF
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

20
2(

19
88

) 
圧

力
容

器
用

炭
素

鋼
鍛

鋼
品

 
SF

VC
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

JI
S 

G
 3

20
3(

19
88

) 
高

温
圧

力
容

器
用

合
金

鋼
鍛

鋼
品

 
SF

VA
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

20
4(

19
88

) 
圧

力
容

器
用

調
質

型
合

金
鋼

鍛
鋼

品
 

SF
VQ

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

合
金

鋼
鍛

鋼
品

 
G

ST
H

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

低
温

用
炭

素
鋼

鍛
鋼

品
及

び
低

温
用

合
金

鋼
鍛

鋼
品

 
G

LF
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

44
4(

19
94

) 
一

般
構

造
用

炭
素

鋼
管

 
ST

K
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

44
5(

19
88

) 
機

械
構

造
用

炭
素

鋼
鋼

管
 

ST
K

M
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

45
2(

19
97

) 
配

管
用

炭
素

鋼
鋼

管
 

SG
P 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

45
4(

19
88

) 
圧

力
配

管
用

炭
素

鋼
鋼

管
 

ST
PG

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 3
45

5(
19

88
) 

高
圧

配
管

用
炭

素
鋼

鋼
管

 
ST

S 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 3
45

6(
19

88
) 

高
温

配
管

用
炭

素
鋼

鋼
管

 
ST

PT
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

45
7(

19
88

) 
配

管
用

ア
ー

ク
溶

接
炭

素
鋼

鋼
管

 
ST

PY
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

G
 3

45
8(

19
88

) 
配

管
用

合
金

鋼
鋼

管
 

ST
PA

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
JI

S 
G

 3
46

0(
19

88
) 

低
温

配
管

用
鋼

管
 

ST
PL

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
JI

S 
G

 3
46

1(
19

88
) 

ボ
イ

ラ
・

熱
交

換
器

用
炭
素

鋼
鋼

管
 

ST
B 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 3

46
2(

19
88

) 
ボ

イ
ラ

・
熱

交
換

器
用

合
金

鋼
鋼

管
 

ST
BA

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 3
46

6(
19

88
) 

一
般

構
造

用
角

形
鋼

管
 

ST
K

R 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 5
52

6(
19

98
) 

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

 
D

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

低
温

配
管

用
炭

素
鋼

鋼
管

 
G

ST
PL

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 5
10

1(
19

91
) 

炭
素

鋼
鋳

鋼
品
 

SC
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

G
 5

10
2(

19
91

) 
溶

接
構

造
用

鋳
鋼

品
 

SC
W
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

G
 5

15
1(

19
91

) 
高

温
高

圧
用

鋳
鋼

品
 

SC
PH

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

JI
S 

G
 5

15
2(

19
91

) 
低

温
高

圧
用

鋳
鋼

品
 

SC
PL

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

JI
S 

G
 5

20
2(

19
91

) 
高

温
高

圧
用

遠
心

力
鋳

鋼
管
 

SC
PH

-C
F 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

原
子

力
発

電
用

規
格
 

炭
素

鋼
鋳

鋼
品
 

G
SC

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○
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材
料

の
規

格
 

記
号

 

機
器

等
の

種
類

 

第 一 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 二 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 五 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 三 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 一 種 弁 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 弁 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 一 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 二 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 
第 三 種 

高 速 原 型 炉 

構 造 物 

炉 心 支 持 

高 速 原 型 炉 

JI
S 

G
 5

50
2(

20
01

) 
球

状
黒

鉛
鋳

鉄
品

 
FC

D
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 5

70
5(

20
00

) 
可

鍛
鋳

鉄
品

 （
黒

心
可

鍛
鋳

鉄
品

）
 

FC
M

B 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
 

（
白

心
可

鍛
鋳

鉄
品

）
 

FC
M

W
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
（

パ
ー

ラ
イ

ト
可

鍛
鋳

鉄
品

）
 

FC
M

P 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 3
21

4(
19

91
) 

圧
力

容
器

用
ス

テ
ン

レ
ス
鋼

鍛
鋼

品
 

SU
SF

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
JI

S 
G

 3
44

6(
19

94
) 

機
械

構
造

用
ス

テ
ン

レ
ス
鋼

管
 

SU
S-

TK
A 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

JI
S 

G
 3

45
9(

19
97

) 
配

管
用

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

管
 

SU
S-

TP
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

JI
S 

G
 3

46
3(

19
94

) 
ボ

イ
ラ

・
熱

交
換

器
用

ス
テ

ン
レ

ス
鋼
管

 
SU

S-
TB

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
○

 
JI

S 
G

 3
46

8(
19

94
) 

配
管

用
溶

接
大

径
ス

テ
ン
レ

ス
鋼

管
 

SU
S-

TP
Y 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

G
 4

30
3(

19
98

) 
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
棒

 
SU

S 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
JI

S 
G

 4
30

4(
19

99
) 

熱
間

圧
延

ス
テ

ン
レ

ス
鋼
板

及
び

鋼
帯

 
SU

S 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
JI

S 
G

 4
30

5(
19

99
) 

冷
間

圧
延

ス
テ

ン
レ

ス
鋼
板

及
び

鋼
帯

 
SU

S 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
JI

S 
G

 4
30

9(
19

99
) 

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

線
 

SU
S 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

JI
S 

G
 4

31
7(

19
99

) 
熱

間
圧

延
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
等

辺
山

形
鋼

 
SU

S 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
G

 5
12

1(
19

91
) 

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

鋳
鋼

品
 

SC
S 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

原
子

力
発

電
用

規
格

 
13

ク
ロ

ム
鋼

鍛
鋼

品
及

び
13

ク
ロ

ム
鋼

棒
 

G
13

CR
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

原
子

力
発

電
用

規
格

 
高

温
用

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒
材

 
G

31
6C

W
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

原
子

力
発

電
用

規
格

 
耐

熱
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
 

G
XM

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

耐
食

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

鋳
鋼
品

 
G

SC
S1

6 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

耐
食

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

鍛
鋼
品

 
G

SU
S3

17
J4

L 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
JI

S 
G

 4
31

1(
19

91
) 

耐
熱

鋼
棒

 
SU

H
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

JI
S 

G
 4

90
1(

19
99

) 
耐

食
耐

熱
超

合
金

棒
 

N
CF

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
JI

S 
G

 4
90

2(
19

91
) 

耐
食

耐
熱

超
合

金
板

 
N

CF
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

JI
S 

G
 4

90
3(

19
91

) 
配

管
用

継
目

無
ニ

ッ
ケ

ル
ク

ロ
ム

鉄
合
金

管
 

N
CF

-T
P 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

JI
S 

G
 4

90
4(

19
91

) 
 

熱
交

換
器

用
継

目
無

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鉄

合
金

管
 

N
CF

-T
B 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

原
子

力
発

電
用

規
格

 
耐

食
耐

熱
合

金
鋼

 
G

N
CF

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

  

ニ
ッ

ケ
ル

・
ク

ロ
ム

・
鉄
合

金
69

0 
  

G
N

CF
69

0H
, 

G
N

CF
69

0C
, 

GN
CF

69
0H

YS
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
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材
料

の
規

格
 

記
号

 

機
器

等
の

種
類

 

第 一 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 二 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 容 器 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 四 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 五 種 管 

高 速 原 型 炉 

第 一 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 三 種 ポ ン プ  

高 速 原 型 炉 

第 一 種 弁 

高 速 原 型 炉 

第 三 種 弁 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 一 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 

第 二 種 

高 速 原 型 炉 

支 持 構 造 物 
第 三 種 

高 速 原 型 炉 

構 造 物 

炉 心 支 持 

高 速 原 型 炉 

JI
S 

H
 3

10
0(

20
00

) 
 

銅
及

び
銅

合
金

の
板

及
び
条

 
 

CX
XX

XP
, 

 
PP

, R
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

H
 3

25
0(

20
00

) 
 

銅
及

び
銅

合
金

棒
 

 
CX

XX
XB

D
, 

 
BD

S,
 B

S,
 B

F 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
JI

S 
H

 3
30

0(
19

97
) 

銅
及

び
銅

合
金

継
目

無
管

 
CX

XX
XT

, T
S 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

H
 4

00
0(

19
99

) 
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

及
び

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

合
金

の
板

及
び

条
 

AX
XX

XP
, P

C 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

JI
S 

H
 4

04
0(

19
99

) 
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

及
び

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

合
金

の
棒

及
び

線
 

AX
XX

XB
E,

 
BE

S,
 B

D
, 

BD
S,

 W
, W

S 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

JI
S 

H
 4

08
0(

19
99

) 
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

及
び

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

合
金

継
目

無
管

 
AX

XX
XT

E,
 

TE
S,

 T
D

, 
TD

S 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

JI
S 

H
 4

55
1(

20
00

) 
ニ

ッ
ケ

ル
及

び
ニ

ッ
ケ

ル
合

金
板

及
び
条

 
N

iC
u3

0 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
H

 4
55

2(
20

00
) 

ニ
ッ

ケ
ル

及
び

ニ
ッ

ケ
ル
合

金
継

目
無

管
 

N
iC

u3
0 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

H
 4

60
0(

20
01

) 
チ

タ
ン

及
び

チ
タ

ン
合

金
の

板
及

び
条

 
TP

, T
R 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

H
 4

63
0(

20
01

) 
チ

タ
ン

及
び

チ
タ

ン
合

金
の

継
目

無
管

 
TT

P 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
H

 4
63

1(
20

01
) 

熱
交

換
器

用
チ

タ
ン

管
及
び

チ
タ

ン
合
金

管
 

TT
H

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
JI

S 
H

 4
63

5(
20

01
) 

チ
タ

ン
及

び
チ

タ
ン

合
金
の

溶
接

管
 

TT
P 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

H
 4

65
0(

20
01

) 
チ

タ
ン

及
び

チ
タ

ン
合

金
の

棒
 

TB
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

JI
S 

H
 5

12
0(

19
97

) 
銅

及
び

銅
合

金
鋳

物
 

CA
C 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

JI
S 

H
 5

12
1(

19
97

) 
銅

合
金

連
続

鋳
造

鋳
物

 
CA

CX
XX

C 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
○

 
－

 

 (備
考

) 
1 

機
器
等
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
機
器
等
の
種
類
の
欄
に
お
い
て
丸
印
を
付
し
た
項
の
材
料
の
規

格
に
適
合
す
る
材
料
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 2 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

01
(1

99
5)
「
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
」
に
あ
っ
て
は
，

SS
40

0に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 3 

高
速
原
型
炉
第

2種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

3種
機
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
支
持
構
造
物
及

び
高
速
原
型
炉
第

2種
支
持
構
造
物
に
係
る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

06
(1

99
9)
「
溶
接
構
造

用
圧
延
鋼
材
」
に
あ
っ
て
は
，

SM
40

0B
，

SM
40

0C
，

SM
49

0B
，

SM
49

0C
，

SM
49

0Y
B，

SM
52

0B
，

SM
52

0C
及
び

SM
57

0に
係
る
部
分
で
あ
っ
て
，
以
下
の
板
厚
の
範
囲
に
限
る
。 

 
種
類
の
記
号

 
板
厚

(m
m

) 
SM

40
0B

，
SM

40
0C

 
≦

10
0 

SM
49

0B
，S

M
49

0C
，S

M
49

0Y
B，

SM
52

0B
，S

M
52

0C
，S

M
57

0 
≦

 7
5 
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4 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
36

01
(1

98
9)「

ス
テ
ン
レ
ス
ク
ラ
ッ
ド
鋼
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
36

02
(1

99
2)
「
ニ
ッ
ケ
ル
及
び
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
ク
ラ
ッ
ド
鋼
」
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
36

03
(1

99
2)「

チ
タ
ン
ク
ラ
ッ
ド
鋼
」
及
び
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
36

04
(1

99
2)「

銅
及
び
銅

合
金
ク
ラ
ッ
ド
鋼
」
に
あ
っ
て
は
，
母
材
及
び
合
せ
材
に
使
用
す
る
材
料
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
容

器
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
に
限
る
。

 
 5 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
40

51
(1

97
9)
「
機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
材
」
に
あ
っ
て
は
，
ボ
ル
ト

等
に
使
用
す
る
場
合
は

S2
0C

か
ら

S4
5C

ま
で
に
係
る
部
分
，
高
速
原
型
炉
支
持
構
造
物
に
使

用
す
る
場
合
は

S1
0C

か
ら

S4
5C

ま
で
に
係
る
部
分
，
そ
れ
ら
以
外
に
使
用
す
る
場
合
は

S1
0C

か
ら

S3
0C

ま
で
に
係
る
部
分
に
限
り
，
か
つ
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類

に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
範
囲
の
温
度
で
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

 
 

鋼
材
の
種
類

 
熱
処
理
温
度

 

焼
な
ら
し
温
度

 
焼
入
れ
焼
も
ど
し

 
焼
入
れ
温
度

 
焼
も
ど
し
温
度

 

S1
0C

 
90

0℃
以
上

 
95

0℃
以
下

 
－

 
－

 

S1
2C

及
び

S1
5C

 
88

0℃
以
上

 
93

0℃
以
下

 
－

 
－

 

S1
7C

及
び

S2
0C

 
87

0℃
以
上

 
92

0℃
以
下

 
－

 
－

 

S2
2C

及
び

S2
5C

 
86

0℃
以
上

 
91

0℃
以
下

 
－

 
－

 

S2
8C

及
び

S3
0C

 
85

0℃
以
上

 
90

0℃
以
下

 
85

0℃
以
上

 
90

0℃
以
下

 
55

0℃
以
上

 
65

0℃
以
下

 

S3
3C

及
び

S3
5C

 
84

0℃
以
上

 
89

0℃
以
下

 
84

0℃
以
上

 
89

0℃
以
下

 
55

0℃
以
上

 
65

0℃
以
下

 

S3
8C

及
び

S4
0C

 
83

0℃
以
上

 
88

0℃
以
下

 
83

0℃
以
上

 
88

0℃
以
下

 
55

0℃
以
上

 
65

0℃
以
下

 

S4
3C

及
び

S4
5C

 
82

0℃
以
上

 
87

0℃
以
下

 
82

0℃
以
上

 
87

0℃
以
下

 
55

0℃
以
上

 
65

0℃
以
下

 
 6 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
41

03
(1

97
9)「

ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
材
」
に
あ
っ
て

は
，

SN
CM

24
0，

SN
CM

43
1，

SN
CM

43
9，

SN
CM

44
7，

SN
CM

62
5及

び
SN

CM
63

0

に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 7 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
41

05
(1

97
9)
「
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
材
」
に
あ
っ
て
は
，

SC
M

43
0，

SC
M

43
2，

SC
M

43
5，

SC
M

44
0及

び
SC

M
44

5に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 8 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

01
(1

98
8)
「
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」
に
あ
っ
て
は
，
必
要
に
応
じ
，
マ

ン
ガ
ン
量
を

0.3
0％

以
上

1.3
5％

以
下
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 9 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

20
(1

98
7)「

圧
力
容
器
用
調
質
型
マ
ン
ガ
ン
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
及
び

マ
ン
ガ
ン
モ
リ
ブ
デ
ン
ニ
ッ
ケ
ル
鋼
鋼
板
」
及
び
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

02
(1

98
8)
「
圧
力

容
器
用
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」
及
び
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

04
(1

98
8)
「
圧
力
容
器
用
調
質
型
合

金
鋼
鍛
鋼
品
」
に
あ
っ
て
は
，
け
い
素
量
が

0.1
5％

以
上
で
あ
る
も
の
と
機
械
的
性
質
が
同
等

以
上
と
な
る
も
の
に
限
り
，
け
い
素
量
を

0.1
5％

以
下
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 10

 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係
る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

02
(1

98
8)「

圧
力
容
器
用
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」
及
び
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

04
(1

98
8)「

圧

力
容
器
用
調
質
型
合
金
鋼
鍛
鋼
品
」
に
あ
っ
て
は
溶
鋼
時
真
空
処
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
，

SF
VC

2B
，

SF
VQ

1A
及
び

SF
VQ

2A
に
係
わ
る
部
分
に
限
る
。

 
 11
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

44
(1

99
4)
「
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
」
に
あ
っ
て
は
，

ST
K4

00
及
び

ST
K5

00
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 12
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

45
(1

98
8)「

機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
」
に
あ
っ
て
は
，

13
種

A，
13
種

B及
び

13
種

Cに
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 13
 
高
速
原
型
炉
第

1種
管
に
係
る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

61
(1

98
8)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器

用
炭
素
鋼
鋼
管
」
に
あ
っ
て
は
，

ST
B4

10
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 14
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
51

02
(1

99
1)「

溶
接
構
造
用
鋳
綱
品
」
に
あ
っ
て
は
，

SC
W

41
0及

び
SC

W
48

0に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 15
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
51

51
(1

99
1)
「
高
温
高
圧
用
鋳
鋼
品
」
に
あ
っ
て
は
，

SC
PH

1，
SC

PH
2，

SC
PH

11
，

SC
PH

21
，

SC
PH

32
及
び

SC
PH

61
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 16
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

14
(1

99
1)「

圧
力
容
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鍛
鋼
品
」に

あ
っ
て
は
，
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SU
SF

30
4，

SU
SF

30
4L

，
SU

SF
31

6，
SU

SF
31

6L
，

SU
SF

32
1及

び
SU

SF
34

7に
係

る
部
分
に
限
る
。

 
 17
 
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係
る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

46
(1

99
4)「

機
械
構
造
用

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
に
あ
っ
て
は
，

SU
S3

04
TK

A，
SU

S3
16

TK
A，

SU
S3

21
TK

A及
び

SU
S3

47
TK

Aに
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 18
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

59
(1

99
7)
「
配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
に
あ
っ
て
は
，

SU
S3

04
TP

，
SU

S3
04

LT
P
，

SU
S3

16
TP

，
SU

S3
16

LT
P
，

SU
S3

21
TP

及
び

SU
S3

47
TP

に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 19
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
、
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

63
(1

99
4)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
に
あ
っ

て
は
，

SU
S3

04
TB

、
SU

S3
04

LT
B、

SU
S3

16
TB

、
SU

S3
16

LT
B、

SU
S3

21
TB

、

SU
S3

47
TB

、
SU

S4
10

TB
、

SU
S3

04
H

TB
、

SU
S3

16
H

TB
、

SU
S3

21
H

TB
、

SU
S3

47
H

TB
及
び

SU
S4

10
H

TB
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 20
 
高
速
原
型
炉
第

1種
管
に
係
る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

68
(1

99
4)
「
配
管
用
溶
接
大
径
ス

テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
に
あ
っ
て
は
，

SU
S3

04
TP

Y，
SU

S3
04

LT
PY

，
SU

S3
16

TP
Y，

SU
S3

16
LT

PY
，

SU
S3

21
TP

Y及
び

SU
S3

47
TP

Yに
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 21
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
43

03
(1

99
8)
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
」
に
あ
っ
て
は
，

SU
S3

04
，

SU
S3

04
L，

SU
S3

16
，

SU
S3

16
L，

SU
S3

21
，

SU
S3

47
，

SU
S4

03
，

SU
S4

10
及
び

SU
S6

30
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 22
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
43

04
(1

99
9)
「
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
」
に
あ
っ
て

は
，鋼

板
で
あ
っ
て
、S

U
S3

04
，S

U
S3

04
L，

SU
S3

16
，S

U
S3

16
L，

SU
S3

21
，S

U
S3

47
，

SU
S4

03
及
び

SU
S4

10
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 23
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
43

05
(1

99
9)
「
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
」
に
あ
っ
て

は
，鋼

板
で
あ
っ
て
、S

U
S3

04
，S

U
S3

04
L，

SU
S3

16
，S

U
S3

16
L，

SU
S3

21
，S

U
S3

47
，

SU
S4

03
及
び

SU
S4

10
に
係
る
部
分
に
限
る
。
鋼
帯
に
あ
っ
て
は
，
高
速
原
型
炉
第

2種
容
器
，

高
速
原
型
炉
第

3種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

4種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
，
高
速
原
型
炉

第
3種

管
，
高
速
原
型
炉
第

4種
管
及
び
高
速
原
型
炉
第

5種
管
の
使
用
に
限
る
。
又
，
高
速
原

型
炉
第

1種
管
は

SU
S3

04
，

SU
S3

04
L，

SU
S3

16
，

SU
S3

16
L，

SU
S3

21
，

SU
S3

47
及
び

SU
S4

10
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 24
 
高
速
原
型
炉
第

1種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

1種
管
及
び
高
速
原
型
炉
炉
心
支
持
構
造
物
に
係

る
日
本
工
業
規
格

JI
SG

51
21

(1
99

1)
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼
品
」
に
あ
っ
て
は
，

SC
S1

3，
SC

S1
3A

，
SC

S1
4，

SC
S1

4A
，

SC
S1

6，
SC

S1
6A

，
SC

S1
9，

SC
S1

9A
及
び

SC
S2

1
に
係
る
部
分
に
限
る
。

 
 25

 
最
高
使
用
温
度
が

35
0℃

を
超
え
る
機
器
，
高
速
原
型
炉
支
持
構
造
物
又
は
高
速
原
型
炉
炉

心
支
持
構
造
物
に
は
，
次
に
掲
げ
る
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
イ
 
け
い
素
量
が

0.1
％
未
満
の
鉄
鋼
材
料
。
た
だ
し

,け
い
素
量
が

0.1
％
以
上
で
あ
る
も
の
と

機
械
的
性
質
が
同
等
以
上
と
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
ロ
 
粗
粒
キ
ル
ド
で
な
い
炭
素
鋼
鋼
材

 
ハ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
55

02
(2

00
1)
「
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
」

 
ニ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
55

26
(1

99
8)
「
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
」

 
ホ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
57

05
(2

00
0)
「
可
鍛
鋳
鉄
品
」
の
う
ち
「
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品
」

 
 26

 
最
高
使
用
温
度
が

23
0℃

を
超
え
る
高
速
原
型
炉
第

4種
容
器
又
は
高
速
原
型
炉
第

4種
管
に

は
，
次
に
掲
げ
る
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
イ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
57

05
(2

00
0)
「
可
鍛
鋳
鉄
品
」
の
う
ち
「
白
心
可
鍛
鋳
鉄
品
」

 
ロ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
57

05
(2

00
0)「

可
鍛
鋳
鉄
品
」
の
う
ち
「
パ
ー
ラ
イ
ト
可
鍛
鋳
鉄

品
」

 
 27

 
最
高
使
用
温
度
が

11
0℃

を
超
え
る
高
速
原
型
炉
第

5種
管
に
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
33

02
(1

99
8)
「
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
」
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 28
 
最
高
使
用
圧
力
が

2.9
M

Pa
を
超
え
る
機
器
に
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

06
(1

99
9)「

溶

接
構
造
用
圧
延
鋼
材
」
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 29

 
最
高
使
用
圧
力
が

2.4
M

Pa
を
超
え
る
高
速
原
型
炉
第

4種
容
器
又
は
高
速
原
型
炉
第

4種
管

に
は
，
次
に
掲
げ
る
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
イ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
55

02
(2

00
1)
「
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
」
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ロ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
55

26
(1

99
8)
「
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
」

 
ハ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
57

05
(2

00
0)
「
可
鍛
鋳
鉄
品
」
の
う
ち
「
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品
」

 
 30

 
最
高
使
用
圧
力
が

1.6
M

Pa
を
超
え
る
高
速
原
型
炉
第

4種
容
器
又
は
高
速
原
型
炉
第

4種
管

に
は
，
次
に
掲
げ
る
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
イ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
57

05
(2

00
0)
「
可
鍛
鋳
鉄
品
」
の
う
ち
「
白
心
可
鍛
鋳
鉄
品
」

 
ロ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
57

05
(2

00
0)「

可
鍛
鋳
鉄
品
」
の
う
ち
「
パ
ー
ラ
イ
ト
可
鍛
鋳
鉄

品
」

 
 31

 
最
高
使
用
圧
力
が

1.0
M

Pa
を
超
え
る
高
速
原
型
炉
第

4種
容
器
，
高
速
原
型
炉
第

4種
管
又

は
高
速
原
型
炉
第

5種
管
に
は
，
次
に
掲
げ
る
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
イ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

01
(1

99
5)
「
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
」

 
ロ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

52
(1

99
7)
「
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」

 
ハ
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

57
(1

98
8)
「
配
管
用
ア
ー
ク
溶
接
炭
素
鋼
鋼
管
」

 
 32

 
原
子
力
発
電
用
規
格
「
低
温
用
合
金
鋼
ボ
ル
ト
材
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。 

イ
 
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
入
れ
焼
も
ど
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
ボ
ル
ト
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の

分
析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

ボ
ル
ト
材

の
種

類
 

化
学
成
分

 
炭

素
 

け
い

素
 

マ
ン

ガ
ン

 
り

ん
 

硫
黄

 
ニ
ッ
ケ

ル
 

ク
ロ

ム
 

モ
リ
ブ
デ
ン

 

1種
 

0.3
8以

上
 

0.4
8以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
5以

下
 

0.7
5以

上
 

1.0
0以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以

下
 

－
 

0.8
0以

上
 

1.1
0以

下
 

0.1
5以

上
 

0.2
5以

下
 

2種
 

0.3
5以

上
 

0.4
0以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
5以

下
 

0.7
0以

上
 

0.9
0以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以

下
 

－
 

－
 

0.2
0以

上
 

0.3
0以

下
 

3種
 

0.3
5以

上
 

0.4
0以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
5以

下
 

0.7
0以

上
 

0.9
0以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以

下
 

－
 

0.8
0以

上
 

1.1
0以

下
 

0.1
5以

上
 

0.2
5以

下
 

4種
 

0.3
8以

上
 

0.4
3以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
5以

下
 

0.7
5以

上
 

1.0
0以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以

下
 

0.4
0以

上
 

0.7
0以

下
 

0.4
0以

上
 

0.6
0以

下
 

0.2
0以

上
 

0.3
0以

下
 

5種
 

0.3
3以

上
 

0.4
3以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
5以

下
 

0.6
0以

上
 

0.8
5以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以

下
 

1.6
5以

上
 

2.0
0以

下
 

0.7
0以

上
 

0.9
0以

下
 

0.2
0以

上
 

0.3
0以

下
 

 
ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
 

引
張
強
さ

 
(N

/m
m

2 ) 
耐
力

 
(N

/m
m

2 ) 
伸
び

 
(％

) 
絞
り

 
(％

) 
86

2以
上

 
72

4以
上

 
16

以
上

 
50

以
上

 
(備

考
) 

ボ
ル
ト
材
の
直
径
が
，
１
種
か
ら
４
種
ま
で
は

63
.5m

m
以
下
，
５
種
は

10
0m

m
以
下
の
も
の
に
適

用
す
る
。

 
 

ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

１
個
と
す
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

10
号
試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。

 
 33
 
原
子
力
発
電
用
規
格
「
高
温
高
圧
用
合
金
鋼
ナ
ッ
ト
材
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ

と
。

 
イ
 
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
な
ら
し
焼
も
ど
し
又
は
焼
入
れ
焼
も
ど
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
ナ
ッ
ト
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の

分
析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

ナ
ッ
ト

材

の
種

類
 

化
学
成
分

 
炭

素
 

け
い

素
 

マ
ン

ガ
ン

 
り

ん
 

硫
黄

 
ク

ロ
ム

 
モ
リ
ブ
デ
ン

 

1種
 

0.
10

以
上

 
1.

00
以

下
 

1.
00

以
下

 
0.

04
0
以

下
 

0.
03

0
以

下
 

4.
00

以
上

6.
00

以
下

 
0.

40
以

上

0.
65

以
下

 

2種
 

0.
40

以
上

0.
50

以
下

 
0.

15
以

上

0.
35

以
下

 
0.

70
以

上

0.
90

以
下

 
0.

03
5
以

下
 

0.
04

0
以

下
 

－
 

0.
20

以
上

0.
30

以
下

 
 

ニ
 
硬
さ
は
，
熱
処
理
の
種
類
ご
と
に
次
の
表
に
掲
げ
る
値
の
い
ず
れ
か
の
値
に
適
合
す
る
こ

と
。

 

別紙１ －310－ 



 

 
熱
処
理
の
種
類

 
硬
さ
試
験

 
ブ
リ
ネ
ル
硬
さ

 
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル

C硬
さ

 
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル

B硬
さ

 
a 

な
ら
し
焼
も
ど
し
又
は
焼

入
れ
焼
も
ど
し
 

24
8以

上
 

35
2以

下
 

24
以
上
 

38
以
下
 

－
 

b 
aの

熱
処
理
後
59
0℃

で
24

時
間
お
き
炉
冷
 

20
1以

上
 

－
 

94
以
上
 

(備
考
) 

aの
熱
処
理
に
お
い
て
焼
も
ど
し
温
度
は
，
１
種
に
あ
っ
て
は
57
0℃

以
上
，
2種

に
あ

っ
て
は
59
0℃

以
上
と
す
る
こ
と
。

 
 

ホ
 
硬
さ
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
ご
と
に
１
個
と
す
る
。

 
ヘ
 
硬
さ
試
験
方
法
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

43
(1

99
8)
「
ブ
リ
ネ
ル
硬
さ
試
験
－
試
験

方
法
」
又
は
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

45
(1

99
8)「

ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
硬
さ
試
験
－
試
験
方
法
」

に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
合
金
鋼
鍛
鋼
品
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
入
れ
焼
も
ど
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，

化
学
成
分
の
分
析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

炭
 
素

 
け
い
素

 
マ
ン
ガ
ン

 
り
ん

 
硫
 
黄

 
ク
ロ
ム

 
モ
リ
ブ
デ
ン

 
0.2

5以
上

 
0.3

5以
下

 
0.1

5以
上

 
0.3

5以
下

 
0.4

0以
上

 
0.9

0以
下

 
0.0

25
以
下

 
0.0

25
以
下

 
0.8

0以
上

 
1.1

5以
下

 
0.1

5以
上

 
0.2

5以
下

 
 

ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。
 

 
引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点

(N
/m

m
2 ) 

伸
び

(％
) 

82
8以

上
99

9以
下

 
48

2以
上

 
18
以
上

 
 

ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

1個
と
す
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
（

19
98
）「

金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

5

号
試
験
片
又
は

12
号
試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
低
温
用
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
及
び
低
温
用
合
金
鋼
鍛
鋼
品
」
に
関
す
る
規

格
は

,次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
な
ら
し
，
焼
な
ら
し
焼
も
ど
し
又
は
焼
入
れ
焼
も
ど
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鍛
鋼
品
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の
分

析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

鍛
鋼
品

 
の
種
類

 
化
学
成
分

 
炭
 
素

 
け
い
素

 
マ
ン
ガ
ン

 
り
ん

 
硫
 
黄

 
ニ
ッ
ケ
ル

 

1種
 

0.3
0以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
0以

下
 

1.3
5以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以
下

 
－

 

2種
 

0.3
0以

下
 

0.1
5以

上
 

0.3
0以

下
 

1.3
5以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以
下

 
－

 

3種
 

0.2
0以

下
 

0.2
0以

上
 

0.3
5以

下
 

0.9
0以

下
 

0.0
35

以
下

 
0.0

40
以
下

 
3.2

5以
上

 
3.7

5以
下

 
 

ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鍛
鋼
品
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

鍛
鋼
品

 
の
種
類

 
機

械
的

性
質

 
引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点

(N
/m

m
2 ) 

伸
び

(％
) 

絞
り

(％
) 

1種
 

41
4以

上
58

6以
下

 
20

7以
上

 
25

以
上

 
38

以
上

 
2種

 
48

2以
上

65
5以

下
 

24
8以

上
 

22
以
上

 
30

以
上

 
3種

 
48

2以
上

65
5以

下
 

27
6以

上
 

25
以
上

 
50

以
上

 
 

ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

１
個
と
す
る
こ
と
。
 

別紙１ －311－ 



 

ヘ
 
引
張
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

10
号
試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
低
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。 

イ
 
継
目
な
く
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
な
ら
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，

化
学
成
分
の
分
析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

炭
素
 

け
い
素
 

マ
ン
ガ
ン
 

り
ん
 

硫
黄
 

0.
30
以
下
 

0.
10
以
下
 

0.
29
以
上

1.
06
以
下
 

0.
04
8以

下
 

0.
05
8以

下
 

(備
考
) 

必
要
に
応
じ
，
炭
素
量
が
0.
01
％
減
ず
る
ご
と
に
マ
ン
ガ
ン
量
を

0.
05
％
加
え
た
値
（
1.
35
％
を
超
え
る
場
合
は
1.
35
％
）
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 
ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。
 

 

引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点
又
は

耐
力

(N
/m

m
2 ) 

伸
 
 
 
び
（
％
）
 

11
号
試
験

片
又
は

12
号
試
験
片
た

て
方
向

 

5号
試
験
片

横
方
向

 
4号

試
験
片

た
て
方
向

 
4号

試
験
片

横
方
向

 

41
4以

上
 

24
1以

上
 

30
以
上

 
17

以
上

 
22

以
上

 
12

以
上

 
 

ホ
 
外
径
が

49
m

m
を
超
え
る
管
は
，
管
の
端
か
ら
長
さ

50
m

m
以
上
を
切
り
取
り
，
常
温
の

ま
ま

2枚
の
平
板
間
に
は
さ
み
，
平
板
の
距
離
が
次
の
計
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
値
に
な
る

ま
で
圧
縮
し
，
へ
ん
平
し
た
と
き
，
管
の
壁
に
傷
又
は
割
れ
が
生
じ
な
い
こ
と
。

 

Dt
08.0

t
08.1

H
 

H
は
，
平
板
の
距
離
（

m
m
を
単
位
と
す
る
。）

 
tは

，
管
の
厚
さ
（

m
m
を
単
位
と
す
る
。）

 
Dは

，
管
の
外
径
（

m
m
を
単
位
と
す
る
。）

 
へ
 
外
径
が

49
m

m
以
下
の
管
は
，
管
の
端
か
ら
適
当
な
長
さ
を
切
り
取
り
，
管
の
外
径
の

6
倍
の
内
側
半
径
を
も
つ
円
筒
の
ま
わ
り
に

18
0度

曲
げ
た
と
き
，
管
の
壁
に
傷
又
は
割
れ
が

生
じ
な
い
こ
と
。

 
ト
 
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

1個
と
す
る
こ
と
。

 
チ
 
引
張
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

4
号
試
験
片
，

5号
試
験
片
，

11
号
試
験
片
又
は

12
号
試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
リ
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
ヌ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
焼
な
ま
し
，
焼
な
ら
し
又
は
焼
な
ら
し
焼
も
ど
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋳
鋼
品
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の
分

析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

鋳 鋼 品 の 種 類 

化
 
 
学
 
 
成
 
 
分
 

炭 素 
け い 素 

マ ン ガ ン 

り ん 

硫 黄 

ニ ッ ケ ル 

ク ロ ム 

モ リ ブ デ ン 

銅 

バ ナ ジ ウ ム 

ニ
ッ
ケ
ル
，
ク

ロ
ム
，
モ
リ
ブ

デ
ン
，
銅
及
び

バ
ナ

ジ
ウ

ム

の
合
計
 

1種
 

0.2
5 

以
下

 
0.6

0 
以
下

 
0.7

0 
以
下

 
0.0

4 
以
下

 
0.0

4 
以
下

 
0.5

0 
以
下

 
0.5

0 
以
下

 
0.2

0 
以
下

 
0.3

0 
以
下

 
0.0

3 
以
下

 
1.0

0以
下

 

2種
 

0.3
0 

以
下

 
0.6

0 
以
下

 
1.0

0 
以
下

 
0.0

4 
以
下

 
0.0

4 
以
下

 
0.5

0 
以
下

 
0.5

0 
以
下

 
0.2

0 
以
下

 
0.3

0 
以
下

 
0.0

3 
以
下

 
1.0

0以
下

 

3種
 

0.2
5 

以
下

 
0.6

0 
以
下

 
1.2

0 
以
下

 
0.0

4 
以
下

 
0.0

4 
以
下

 
0.5

0 
以
下

 
0.5

0 
以
下

 
0.2

0 
以
下

 
0.3

0 
以
下

 
0.0

3 
以
下

 
1.0

0以
下

 

(備
考

) 
1 

１
種
の
も
の
に
あ
っ
て
は
，
必
要
に
応
じ
、
炭
素
量
が

0.0
1％

減
ず
る
ご
と
に
マ
ン
ガ
ン
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 量
を

0.0
4％

加
え
た
値
（

1.1
0％

を
超
え
る
場
合
は
，

1.1
0％

）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

2 
２
種
の
も
の
に
あ
っ
て
は
，
必
要
に
応
じ
，
炭
素
量
が

0.0
1％

減
ず
る
ご
と
に
マ
ン
ガ
ン

量
を

0.0
4％

加
え
た
値
（

1.2
8％

を
超
え
る
場
合
は
，

1.2
8％

）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

3 
３
種
の
も
の
に
あ
っ
て
は
，
必
要
に
応
じ
，
炭
素
量
を

0.0
1％

減
ず
る
ご
と
に
マ
ン
ガ
ン

量
を

0.0
4％

加
え
た
値
（

1.4
0％

を
超
え
る
場
合
は
，

1.4
0％

）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
ハ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋳
鋼
品
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
 

鋳
鋼
品

 
の
種
類

 
機

械
的

性
質

 
引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点

(N
/m

m
2 ) 

伸
び

(％
) 

絞
り

(％
) 

1種
 

41
4以

上
 

20
7以

上
 

24
以
上

 
35

以
上

 
2種

 
48

2以
上

 
24

8以
上

 
22

以
上

 
35

以
上

 
3種

 
48

2以
上

 
27

6以
上

 
25

以
上

 
35

以
上

 
 

ニ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

1個
と
す
る
こ
と
。

 
ホ
 
引
張
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

10
号
試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
ト
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「

13
ク
ロ
ム
鋼
鍛
鋼
品
及
び

13
ク
ロ
ム
鋼
棒
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次

に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
な
ま
し
又
は
焼
入
れ
焼
も
ど
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
百
分
率
に
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，

化
学
成
分
の
分
析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

炭
 
素

 
け
い
素

 
マ
ン
ガ
ン

 
り
ん

 
硫
 
黄

 
ニ
ッ
ケ
ル

 
ク
ロ
ム

 
0.
06
以
上
 

0.
13
以
下
 

0.
50
以
下
 

0.
25
以
上
 

0.
80
以
下
 

0.
03
以
下
 

0.
03
以
下
 

0.
50
以
下
 

11
.5
0以

上
 

13
.0
0以

下
 

 
ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鍛
鋼
品
又
は
棒
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。
 

 

鍛
鋼
品

又
は
棒

の
種
類

 

機
械

的
性

質
 

引
張
試
験

 
硬
さ
試
験

 
引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点

(N
/m

m
2 ) 

伸
び

(％
) 

絞
り

(％
) 

硬
さ

 
(ブ

リ
ネ
ル
硬
さ

) 
1種

 
48

2以
上

 
27

6以
上

 
22

以
上

 
50

以
上

 
－

 
2種

 
75

8以
上

 
62

1以
上

 
16

以
上

 
50

以
上

 
22

6以
上

27
7以

下
 

 
ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

1個
と
す
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

10
号
試
験
片
，

13
B号

試
験
片
，

14
A号

試
験
片
又
は

14
B号

試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
チ
 
硬
さ
試
験
片
は
，
引
張
試
験
片
の

1部
を
使
用
し
，
硬
さ
試
験
方
法
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

43
(1

99
8)
「
ブ
リ
ネ
ル
硬
さ
試
験
－
試
験
方
法
」
に
よ
る
こ
と
。

 
リ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
高
温
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
材
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
固
溶
化
熱
処
理
後
冷
間
加
工
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，

化
学
成
分
の
分
析
は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

炭
 
素

 
け
い
素

 
マ
ン
ガ
ン

 
り
ん

 
硫
 
黄

 
ニ
ッ
ケ
ル

 
ク
ロ
ム

 
モ
リ
ブ
デ
ン

 

0.0
8以

下
 

1.0
0以

下
 

2.0
0以

下
 

0.0
45以

下
 

0.0
30以

下
 

10.
00以

上
 

14.
00以

下
 

16.
00以

上
 

18.
00以

下
 

2.0
0以

上
 

3.0
0以

下
 

 
ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
棒
材
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
棒

材
の
直
径
の
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
値
を
適
合
す
る
こ
と
。
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棒
材
の

種
 
類

 

機
械

的
性

質
 

棒
材
の
直
径

(m
m

) 
引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

耐
力

 
(N

/m
m

2 ) 
伸
び

(％
) 

絞
り

(％
) 

硬
 さ

 

1種
 

19
未
満

 
75

8以
上

 
65

5以
上

 
15
以
上

 
45
以
上

 
32

IH
B又

は
 

35
HR

C以
下

 
19
以
上

 
25
未
満

 
68

9以
上

 
55

2以
上

 
20
以
上

 
45
以
上

 
32

IH
B又

は
 

35
HR

C以
下

 
25
以
上

 
32
未
満

 
65

5以
上

 
44

8以
上

 
25
以
上

 
45
以
上

 
32

IH
B又

は
 

35
HR

C以
下

 
32
以
上

 
38
未
満

 
62

1以
上

 
34

5以
上

 
30
以
上

 
45
以
上

 
32

IH
B又

は
 

35
HR

C以
下

 

2種
 

50
.8以

下
 

58
6以

上
 

44
8以

上
 

30
以
上

 
60
以
上

 
‐

 
50

.8を
 

超
え
る
も
の

 
58

6以
上

 
41

4以
上

 
30
以
上

 
60
以
上

 
‐

 

 
ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

1個
と
す
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
り
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

10
号
試
験
片
，

13
B号

試
験
片
，

14
A号

試
験
片
又
は

14
B号

試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
引
張
強
さ
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
試
験
片
平
行
部
の
ひ
ず
み
増
加
率
が

50
%

/m
in
を
超
え

80
%

/m
in
ま
で
の
引
張
速
度
を
用
い
て
も
良
い
。

 
チ
 
硬
さ
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

43
(1

99
8)「

ブ
リ
ネ
ル
硬
さ
試
験
－
試
験
方
法
」

又
は
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

45
(1

99
8)
「
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
硬
さ
試
験
－
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
リ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
耐
熱
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
板
及
び
棒
は
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
，
管
は
縫
目
な
く
製
造
す
る
か
又
は
自
動
ア

ー
ク
溶
接
若
し
く
は
電
気
抵
抗
溶
接
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
固
溶
化
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の
分
析
は
，

溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

鋼
材
の
 

種
 
類

 
化
学
成
分

 

炭
素

 
け
い
素

 
マン

ガン
 

り
ん

 
硫
黄

 
ニッ

ケル
 

クロ
ム 

モリ
ブデ

ン 
バナ

ジウ
ム 

ニ
オ
ブ

 
窒
素

 

1種
 

(板
,

棒
又

は
管

) 

0.0
6 

以
下

 
1.0

0 
以
下

 

4.0
0 

以
上

 
6.0

0 
以
下

 

0.0
4 

以
下

 
0.0

3 
以
下

 

11
.50

 
以
上

 
13

.50
 

以
下

 

20
.50

 
以
上

 
23

.50
 

以
下

 

1.5
0 

以
上

 
3.0

0 
以
下

 

0.1
0 

以
上

 
0.3

0 
以
下

 

0.1
0 

以
上

 
0.3

0 
以
下

 

0.2
0 

以
上

 
0.4

0 
以
下

 

2種
 

(鍛
造

 
品

) 

0.0
6 

以
下

 
1.0

0 
以
下

 

4.0
0 

以
上

 
6.0

0 
以
下

 

0.0
4 

以
下

 
0.0

3 
以
下

 

11
.55

 
以
上

 
13

.50
 

以
下

 

20
.50

 
以
上

 
23

.50
 

以
下

 

1.5
0 

以
上

 
3.0

0 
以
下

 

0.1
0 

以
上

 
0.3

0 
以
下

 

0.1
0 

以
上

 
0.3

0 
以
下

 

0.2
0 

以
上

 
0.4

0 
以
下

 
 

ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。
 

 

鋼
材
の
種
類
 

機
械
的
性
質
 

引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点

(N
/m

m
2 ) 

伸
び

(％
) 

1種
(板

，
棒
又
は
管

) 
68

9以
上

 
38

0以
上

 
35

以
上

 
2種

(鍛
造
品

) 
75

8以
上

 
41

4以
上

 
35

以
上

 
 

ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

１
個
と
す
る
こ
と
。
 

ヘ
 
引
張
り
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)「

金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

4
号
試
験
片
，

5号
試
験
片
又
は

10
号
試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
引
張
強
さ
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
管
を
除
い
て
、
試
験
片
平
行
部
の
ひ

ず
み
増
加
率
が

50
%

/m
in
を
超
え

80
%

/m
in
ま
で
の
引
張
速
度
を
用
い
て
も
良
い
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
耐
食
耐
熱
合
金
鋼
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
板
及
び
棒
は
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
，
管
は
縫
目
な
く
製
造
す
る
か
又
は
イ
ナ
ー

ト
ガ
ス
ア
ー
ク
溶
接
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
焼
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の
分
析

は
，
溶
湯
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 鋼

材
の
 

種
 
類

 
化
学
成
分

 

炭
素

 
け

い
素

 マ
ンガ

ン 
り
ん

 
硫
黄

 
ニッ

ケル
 ク

ロム
 

モリ
ブデ

ン 
銅

 
コバ

ルト
 
鉄

 
アル

ミニ
ウム

 チ
タ

ン
 ニ

オ
ブ

 

1種
 

0.
10
 

以
下
 

0.
50
 

以
下
 

0.
50
 

以
下
 

0.0
15 

以
下
 

0.0
15 

以
下
 

58
.0
 

以
上
 

20
.0
 

以
上
 

23
.0
 

以
下
 

8.
0 

以
上
 

10
.0
 

以
下
 

－
 

1.
0 

以
下
 

5.
0 

以
下
 

0.
40
 

以
下
 

0.
40
 

以
下
 

3.
15
 

以
上
 

4.
15
 

以
下
 

2種
 

0.
05
 

以
下
 

0.
50
 

以
下
 

1.
00
 

以
下
 

－
 

0.0
30 

以
下
 

38
.0
 

以
上
 

46
.0
 

以
下
 

19
.5
 

以
上
 

23
.5
 

以
下
 

2.
5 

以
上
 

3.
5 

以
下
 

1.
5 

以
上
 

3.
0 

以
下
 

－
 

22
.0
 

以
上
 

0.
20
 

以
下
 

0.
60
 

以
上
 

1.
20
 

以
下
 

－
 

3種
 

0.
07
 

以
下
 

1.
00
 

以
下
 

2.
00
 

以
下
 

0.0
45 

以
下
 

0.0
35 

以
下
 

32
.0
 

以
上
 

38
.0
 

以
下
 

19
.0
 

以
上
 

21
.0
 

以
下
 

2.
0 

以
上
 

3.
0 

以
下
 

3.
0 

以
上
 

4.
0 

以
下
 

－
 

残
部
 

－
 

－
 

C%
×
 

8以
上 

1.
00
 

以
下
 

4種
 

0.
07
 

以
下
 

1.
50
 

以
下
 

1.
50
 

以
下
 

0.0
40 

以
下
 

0.0
40 

以
下
 

27
.5
 

以
上
 

30
.5
 

以
下
 

19
.0
 

以
上
 

22
.0
 

以
下
 

2.
0 

以
上
 

3.
0 

以
下
 

3.
0 

以
上
 

4.
0 

以
下
 

－
 

残
部
 

－
 

－
 

－
 

 

ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。
 

 

鋼
材
の
種
類

 
機
 
械
 
的
 
性
 
質

 
引
張
強
さ
（

N
/m

m
2 ）

 
降
伏
点
（

N
/m

m
2 ）

 
伸
び
（

%
）

 
1種

 
75

8以
上

 
41

4以
上

 
30
以
上

 
2種

 
58

6以
上

 
24

1以
上

 
30
以
上

 
3種

 
55

1以
上

 
24

1以
上

 
30
以
上

 
4種

 
43

1以
上

 
17

3以
上

 
35
以
上

 
 

ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

1個
と
す
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
試
験
片
は
，
板
又
は
棒
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材

料
引
張
試
験
片
」
の

4号
試
験
片
，

5号
試
験
片
又
は

10
号
試
験
片
，
管
に
あ
っ
て
は
日
本
工

業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)「

金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

11
号
試
験
片
又
は

12
号
試
験
片

に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。

 
 42
 
原
子
力
発
電
用
規
格
「
ニ
ッ
ケ
ル
・
ク
ロ
ム
・
鉄
合
金

69
0（

GN
CF

69
0H

，
GN

CF
69

0C
及
び

GN
CF

69
0H

YS
）」

に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 

GN
CF

69
0H

は
，
板
及
び
棒
は
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
，
管
は
継
目
な
く
製
造

し
た
熱
間
仕
上
材
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
，
管
に
あ
っ
て
は
外
径
が

12
7m

m
以
下
の
も
の

に
限
る
。

 
 

GN
CF

69
0C

は
，
板
及
び
棒
は
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
，
管
は
継
目
な
く
製
造

し
た
冷
間
仕
上
材
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
，
管
に
あ
っ
て
は
外
径
が

12
7m

m
以
下
の
も
の

に
限
る
。

 
 

GN
CF

69
0H

YS
は
，
外
径
（
呼
称
値
）

6.3
5～

22
.23

m
m
，
肉
厚
最
大

2.5
4m

m
の
伝

熱
管
に
限
る
。

 
ロ
 
焼
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
百
分
率
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学

成
分
の
分
析
は
，
溶
湯
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 炭

 
素

 
け
い
素

 
マ
ン
ガ
ン

 
り
ん

 
硫
 
黄

 
ニ
ッ
ケ
ル

 
ク
ロ
ム

 
鉄

 
銅

 

0.0
5以

下
 

0.5
以
下

 
0.5

以
下

 
0.0

30以
下

 
0.0

15以
下

 
58.

0以
下

 
27.

0以
上

 
31.

0以
下

 
7.0

以
上

 
11.

0以
下

 
0.5

以
下

 

 
ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。
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鋼
材
の
種
類

 
機
 
械
 
的
 
性
 
質

 
引
張
強
さ
（

N
/m

m
2 ）

 
降
伏
点
（

N
/m

m
2 ）

 
伸
び
（

%
）

 

GN
CF

69
0H

 
58

6以
上

 
20

6以
上

 
35
以
上

 

GN
CF

69
0C

 
58

6以
上

 
24

5以
上

 
30
以
上

 

GN
CF

69
0H

YS
 

58
6以

上
 

27
5以

上
 

44
7以

下
 

30
以
上

 

 
ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
な
っ
た
も
の
ご
と

に
１
個
と
す
る
こ
と
。

 
ヘ
 
引
張
試
験
片
は
，
板
又
は
棒
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材

料
引
張
試
験
片
」
の

4号
試
験
片
，

5号
試
験
片
，

10
号
試
験
片
，

13
B号

試
験
片
，

14
A号

試
験
片
又
は

14
B号

試
験
片
，
管
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属

材
料
引
張
試
験
片
」
の

11
号
試
験
片
，

12
A号

試
験
片
，

12
B号

試
験
片
又
は

12
C号

試
験

片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。
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原
子
力
発
電
用
規
格
「
耐
食
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
」
に
関
す
る
規
格
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
鍛
鋼
品
は
，
鍛
造
又
は
圧
延
に
よ
り
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ロ
 
固
溶
化
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
ハ
 
化
学
成
分
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
百
分
率
の
値
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
化
学
成
分
の
分
析

は
，
溶
鋼
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 鋼
材
の

 
種
 
類

 
化
 
 
学
 
 
成
 
 
分

 

炭
素

 
け
い
素

 
マン

ガン
 

り
ん

 
硫
黄

 
ニッ

ケル
 

ク
ロ
ム

 
モリ

ブデ
ン 

窒
素

 

鋳
綱
品

 
0.0

40
 

以
下

 
1.5

0 
以
下

 
1.0

0 
以
下

 
0.0

40
 

以
下

 
0.0

30
 

以
下

 

15
.00

 
以
上

 
21

.50
 

以
下

 

22
.00

 
以
上

 
26

.00
 

以
下

 

4.0
0 

以
上

 
6.0

0 
以
下

 

0.1
0 

以
上

 
0.2

5 
以
下

 

鍛
鋼
品

 
0.0

40
 

以
下

 
0.8

0 
以
下

 
2.0

0 
以
下

 
0.0

40
 

以
下

 
0.0

30
 

以
下

 

22
.50

 
以
上

 
27

.00
 

以
下

 

17
.00

 
以
上

 
21

.00
 

以
下

 

6.0
0 

以
上

 
8.0

0 
以
下

 

0.1
0 

以
上

 
0.2

5 
以
下

 
 

ニ
 
機
械
的
性
質
は
，
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
  

鋼
 
材

 
の
種
類

 
機

械
的

性
質

 
引
張
強
さ

(N
/m

m
2 ) 

降
伏
点

(N
/m

m
2 ) 

伸
び

(％
) 

絞
り

(％
) 

鋳
鋼
品

 
43

5以
上

 
22

1以
上

 
20

以
上

 
‐

 
鍛
鋼
品

 
63

7以
上

 
24

9以
上

 
40

以
上

 
35

以
上

 
 

ホ
 
引
張
試
験
片
の
数
は
，
同
一
溶
解
の
鋼
で
あ
っ
て
，
同
一
熱
処
理
を
行
っ
た
も
の
ご
と
に

１
個
と
す
る
こ
と
。
 

ヘ
 
引
張
り
試
験
片
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

01
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
片
」
の

10
号
試
験
片
，

13
B号

試
験
片
，

14
A号

試
験
片
，

14
B号

試
験
片
に
よ
る
こ
と
。

 
ト
 
引
張
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

Z 
22

41
(1

99
8)
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
に
よ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
引
張
強
さ
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
鍛
鋼
品
は
、
試
験
片
平
行
部
の
ひ
ず

み
増
加
率
が

50
%

/m
in
を
超
え

80
%

/m
in
ま
で
の
引
張
速
度
を
用
い
て
も
良
い
。

 
チ
 
再
試
験
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
03

03
(2

00
0)「

鋼
材
の
検
査
通
則
」
の
「

4.4
再
試
験
」

に
よ
る
こ
と
。

 
 44
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

15
（

20
00
）「

圧
力
容
器
用
鋼
板
」
に
あ
っ
て
は
，
以
下
の
板
厚

の
範
囲
に
限
る
。
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種
類
の
記
号

 
板
厚

(m
m

) 
SP

V3
15

 
≦

10
0 

SP
V3

55
，

SP
V4

10
，

SP
V4

50
，

SP
V4

90
 

≦
 7

5 
 45

 
日

本
工

業
規

格
JI

S 
G 

57
05

(2
00

0)
「

可
鍛

鋳
鉄

品
」

に
係

る
FC

M
B3

5-
10

，

FC
M

W
34
-0

4，
FC

M
W

38
-0

7，
FC

M
P7

0-
02
に
あ
っ
て
は
，
以
下
の
機
械
的
性
質
の
範

囲
に
限
る
。
 

 

記
号

 
主
要
寸
法

 
m

m
 

引
張
強
さ

 
N

/m
m

2 以
上

 
0.2

%
耐
力

 
N

/m
m

2 以
上

 
伸
び

 
%
以
上

 
FC

M
B3

5-
10

 
－

 
36

0 
21

5 
14

 
FC

M
W

34
-0

4 
9以

上
 

35
0 

19
5 

4 
FC

M
W

38
-0

7 
9以

上
 

39
0 

21
5 

7 
FC

M
P7

0-
02

 
－

 
69

0 
51

0 
2 

 

46
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 45

51
(2

00
0)「

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
板
及
び
条
」
に
あ
っ

て
は
，
焼
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。

 
 47
 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 45

52
(2

00
0)「

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
継
目
無
管
」
に
あ
っ

て
は
，
冷
間
加
工
後
焼
な
ま
し
又
は
冷
間
加
工
後
応
力
除
去
焼
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。 
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別
表

第
2 

材
料

（
ボ

ル
ト

材
を

除
く

。
）

の
各

温
度

に
お

け
る

設
計

応
力

強
さ

（
N

/m
m

2 ）
 

種
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引

張
強

さ

N
/m

m
2  

最
小

降

伏
点

N
/m

m
2  

温
度

 
-
30

 
～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

中
・

常
温

圧
力

容
器

用
炭

素
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

8(
20

00
) 

 
SG

V4
10

 
41

0 
22

5 
13

7 
13

5 
13

4 
13

0 
12

5 
12

4 
12

1 
11

7 
11

2 
10

8 
10

7 
10

6 
 

 

 
SG

V4
50

 
45

0 
24

5 
15

0 
14

8 
14

6 
14

2 
13

8 
13

5 
13

1 
12

7 
12

3 
11

9 
11

7 
11

6 
 

 

 
SG

V4
80

 
48

0 
26

5 
16

0 
16

0 
15

9 
15

5 
15

0 
14

6 
14

3 
13

8 
13

2 
12

8 
12

7 
12

6 
 

 
ボ

イ
ラ

及
び

圧
力

容
器

用
マ

ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
ニ

ッ
ケ

ル
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

9(
19

87
) 

 
SB

V1
A 

52
0 

31
5 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
4 

17
1 

16
8 

 
 

 
SB

V1
B 

55
0 

34
5 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

 
 

 
SB

V2
 

55
0 

34
5 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

 
 

 
SB

V3
 

55
0 

34
5 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

 
 

圧
力

容
器

用
調

質
型

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
ニ

ッ
ケ

ル
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
12

0(
19

87
) 

 
SQ

V1
A 

55
0 

34
5 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

 
 

 
SQ

V1
B 

62
0 

48
0 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

 
 

 
SQ

V2
A 

55
0 

34
5 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

 
 

 
SQ

V2
B 

62
0 

48
0 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

 
 

 
SQ

V3
A 

55
0 

34
5 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

18
4 

 
 

 
SQ

V3
B 

62
0 

48
0 

20
6 

20
6 

20
6 

20
6 

20
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96

0 
61

5 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

2 
32

1 
 

N
CF

75
0(

H
2)

 
11

70
 

79
5 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

38
9 

配
管

用
継

目
無

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鉄

合
金

管
 

JI
S 

G
 4

90
3(

19
91

) 

 
N

CF
60

0T
P 

55
0 

20
5 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

 
 

52
0 

17
5 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

11
8 

 
 

55
0 

24
5 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

 
N

CF
80

0T
P 

45
0 

17
5 

11
8 

11
5 

11
5 

11
5 

11
5 

11
5 

11
5 

11
5 

11
4 

11
3 

10
9 

10
8 

10
7 

10
6 

 
 

52
0 

20
5 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

 
N

CF
80

0H
TP

 
45

0 
17

5 
11

8 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

4 
11

3 
10

9 
10

8 
10

7 
10

6 
熱

交
換

器
用

継
目

無
ニ

ッ
ケ

ル

ク
ロ

ム
鉄

合
金

管
 

JI
S 

G
 4

90
4(

19
91

) 

 
N

FC
60

0T
B 

55
0 

24
5 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CN

F8
00

TB
 

52
0 

20
5 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

13
7 

 
N

CF
80

0H
TB

 
45

0 
17

5 
11

8 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

5 
11

4 
11

3 
10

9 
10

8 
10

7 
10

6 
ニ

ッ
ケ

ル
・

ク
ロ

ム
・

鉄
合

金

69
0 

原
子

力
発

電
用

規
格

 

 
G

N
CF

69
0H

 
58

6 
20

6 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
13

7 
 

 
 

G
N

CF
69

0C
 

58
6 

24
5 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

16
4 

 
 

 
G

N
CF

69
0H

YS
 

58
6 

27
5 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 
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(備
考

) 
1 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

56
(1

98
8)「

高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

59
(1

99
7)
「
配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

60
(1

98
8)
「
低
温
配

管
用
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

61
(1

98
8)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

63
(1

99
4)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工

業
規
格

JI
S 

G 
34

68
(1

99
4)
「
配
管
用
溶
接
大
径
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
及
び
原
子
力
発
電
用
規

格
「
耐
熱
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
」
に
適
合
す
る
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
又
は
自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
の

設
計
応
力
強
さ
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

5条
の
規
定
に
準
じ
て
非

破
壊
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合
は
こ

の
表
に
示
す
値
の

0.8
5倍

の
値

 
ロ
 
自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
(ｲ)

 
突
合
せ
片
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第
５
条
の
規
定
に
準
じ

て
非
破
壊
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場

合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
突
合
せ
両
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第
５
条
の
規
定
に
準
じ

て
非
破
壊
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場

合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.9
倍
の
値

 
 2 

鋳
造
品
の
設
計
応
力
強
さ
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る

場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格

す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場

合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値

 

ロ
 
第

10
条
の
規
定
に
準
じ
て
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

11
条
の
規
定
に
準
じ
て
透
過
深
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す

値
の

0.8
5倍

の
値

 
ハ
 
イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
 3 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
設
計
応
力
強
さ
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 4 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
設
計
応
力
強
さ
の
値
は
，
当
該
材

料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

3分
の

1倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

3分
の
１
倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

3分
の

2倍
の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

3分
の

2倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

3分
の

1倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
り
強
さ
の

3分
の

1倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

3分
の

2倍
の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.9
倍
の
値
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別
表

第
3 

ボ
ル

ト
材

の
各

温
度

に
お

け
る

設
計

応
力

強
さ

（
N

/m
m

2 ）
 

種
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引

張
強

さ
N

/m
m

2  

最
小

降

伏
点

N
/m

m
2  

温
度

 
-
30

 
～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼
材

 
JI

S 
G

 4
05

1(
19

79
) 

 
S2

0C
 

40
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

24
5 

 8
1 

 7
7 

 7
6 

 7
2 

 6
8 

 6
6 

 6
3 

 6
1 

 5
9 

 5
7 

 
 

 
 

 
S2

5C
 

44
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

26
5 

 8
8 

 8
3 

 8
1 

 7
6 

 7
3 

 7
1 

 6
9 

 6
6 

 6
4 

 6
2 

 6
0 

 
 

 

 
S2

8C
 

47
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

28
5 

 9
5 

 8
9 

 8
7 

 8
2 

 7
7 

 7
6 

 7
4 

 7
1 

 6
9 

 6
7 

 6
4 

 
 

 

 
 

54
0(
直

径
 

40
m

m
以

下
) 

33
5 

11
1 

10
5 

10
2 

 9
7 

 9
1 

 8
8 

 8
6 

 8
3 

 8
0 

 7
7 

 7
5 

 
 

 

 
S3

0C
 

47
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

28
5 

 9
5 

 8
9 

 8
7 

 8
2 

 7
7 

 7
6 

 7
4 

 7
1 

 6
9 

 6
7 

 
 

 
 

 
S4

5C
 

69
0(
直

径
 

40
m

m
以

下
) 

49
0 

16
4 

15
5 

15
0 

14
2 

13
4 

13
0 

12
7 

12
3 

11
9 

11
5 

11
0 

 
 

 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鋼

鋼
材

 
JI

S 
G

 4
10

2(
19

79
) 

 
SN

C2
36

 
74

0(
直

径
 

50
m

m
以

下
) 

59
0 

19
6 

18
8 

18
4 

17
6 

16
8 

16
4 

16
0 

15
5 

15
1 

14
7 

14
3 

 
 

 

 
SN

C6
31

 
83

0(
直

径
 

70
m

m
以

下
) 

68
5 

22
8 

22
0 

21
5 

20
5 

19
5 

19
1 

18
6 

18
1 

17
7 

17
2 

16
7 

 
 

 

 
SN

C8
36

 
93

0(
直

径
 

80
m

m
以

下
) 

78
5 

26
2 

25
0 

24
5 

23
4 

22
4 

21
8 

21
3 

20
7 

20
2 

19
6 

19
1 

 
 

 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ

ン
鋼

鋼
材

 
JI

S 
G

 4
10

3(
19

79
) 

 
SN

CM
24

0 
88

0(
直

径
 

45
m

m
以

下
) 

78
5 

26
2 

25
0 

25
0 

23
4 

22
4 

21
8 

21
3 

20
7 

20
2 

19
6 

19
1 

 
 

 

 
SN

CM
43

1 
83

0(
直

径
 

80
m

m
以

下
) 

68
5 

22
8 

22
0 

21
5 

20
5 

19
5 

19
1 

18
6 

18
1 

17
7 

17
2 

16
7 

 
 

 

 
SN

CM
43

9 
98

0(
直

径
 

70
m

m
以

下
) 

88
5 

29
4 

28
1 

27
6 

26
4 

25
1 

24
5 

23
9 

23
3 

22
7 

22
1 

21
5 

 
 

 

 
SN

CM
44

7 
10

30
(直

径

80
m

m
以

下
) 

93
0 

31
1 

29
7 

29
1 

27
9 

26
5 

25
9 

25
2 

24
6 

23
9 

23
2 

22
7 

 
 

 

 
SN

CM
62

5 
93

0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

83
5 

27
8 

26
6 

26
1 

24
9 

23
7 

23
1 

22
6 

22
0 

21
4 

20
9 

20
3 

 
 

 

 
SN

CM
63

0 
10

80
(直

径

15
0m

m
以

下
) 

88
5 

29
4 

28
1 

27
6 

26
4 

25
1 

24
5 

23
9 

23
3 

22
7 

22
1 

21
5 

 
 

 

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼
鋼

材
 

JI
S 

G
 4

10
5(

19
79

) 
 

SC
M

43
5 

93
0(
直

径
 

60
m

m
以

下
) 

78
5 

26
2 

23
7 

22
8 

21
8 

20
9 

20
6 

20
4 

20
0 

19
7 

19
5 

19
2 
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種
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引

張
強

さ
N

/m
m

2  

最
小

降

伏
点

N
/m

m
2  

温
度

 
-
30

 
～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

高
温

用
合

金
鋼

ボ
ル

ト
材

 
JI

S 
G

 4
10

7(
19

94
) 

2種
 

SN
B7

 
86

0 
72

5 
24

2 
23

0 
22

4 
21

7 
21

1 
20

8 
20

5 
20

1 
19

8 
19

4 
18

9 
18

3 
17

8 
17

0 
 

 
80

0 
65

5 
21

9 
20

8 
20

2 
19

6 
18

9 
18

7 
18

5 
18

2 
17

9 
17

6 
17

2 
16

7 
16

1 
15

4 
 

 
69

0 
52

0 
17

4 
16

5 
16

0 
15

4 
15

1 
14

8 
14

6 
14

3 
14

1 
13

8 
13

5 
13

1 
12

7 
12

1 
3種

 
SN

B1
6 

86
0 

72
5 

24
2 

23
6 

23
3 

22
8 

22
5 

22
3 

22
0 

21
6 

21
0 

20
6 

20
4 

20
2 

19
6 

19
1 

 
 

76
0 

65
5 

21
9 

21
4 

21
1 

20
7 

20
3 

20
1 

19
9 

19
7 

19
4 

19
1 

18
6 

18
2 

17
8 

17
4 

 
 

69
0 

59
0 

19
6 

19
1 

18
9 

18
5 

18
1 

17
9 

17
8 

17
6 

17
4 

17
1 

16
8 

16
4 

15
9 

15
5 

特
殊

用
途

合
金

鋼
ボ

ル
ト

用

棒
鋼

 
JI

S 
G

 4
10

8(
19

94
) 

1種
1号

 
SN

B2
1-

1 
11

40
 

10
30

 
34

3 
33

4 
32

9 
31

9 
31

0 
30

5 
30

1 
29

5 
28

9 
28

2 
27

5 
 

 
 

1種
2号

 
SN

B2
1-

2 
10

70
 

 9
60

 
32

1 
31

2 
30

6 
29

7 
28

9 
28

5 
28

0 
27

6 
27

1 
26

4 
25

7 
 

 
 

1種
3号

 
SN

B2
1-

3 
10

00
 

 8
90

 
29

7 
28

9 
28

4 
27

7 
26

9 
26

5 
26

1 
25

6 
25

1 
24

5 
23

8 
 

 
 

1種
4号

 
SN

B2
1-

4 
 9

30
 

 8
25

 
27

5 
26

8 
26

2 
25

4 
24

8 
24

4 
24

0 
23

6 
23

1 
22

6 
22

0 
 

 
 

1種
5号

 
SN

B2
1-

5 
 8

20
 

 7
15

 
23

8 
23

4 
22

9 
22

4 
21

7 
21

3 
21

0 
20

7 
20

2 
19

8 
19

2 
 

 
 

 
 

 7
90

 
 6

85
 

22
8 

22
3 

21
9 

21
3 

20
6 

20
3 

20
0 

19
7 

19
3 

18
8 

18
3 

 
 

 
2種

1号
 

SN
B2

2-
1 

11
40

 
10

30
 

34
3 

33
4 

32
9 

31
9 

31
0 

30
5 

30
1 

29
5 

28
9 

 
 

 
 

 
2種

2号
 

SN
B2

2-
2 

10
70

 
 9

60
 

32
1 

31
2 

30
6 

29
7 

28
9 

28
5 

28
0 

27
6 

27
1 

26
4 

25
7 

 
 

 
2種

3号
 

SN
B2

2-
3 

10
00

 
 8

90
 

29
7 

28
9 

28
4 

27
7 

26
9 

26
5 

26
1 

25
6 

25
1 

24
5 

23
8 

 
 

 
2種

4号
 

SN
B2

2-
4 

 9
30

 
 8

25
 

27
5 

26
8 

26
2 

25
4 

24
8 

24
4 

24
0 

23
6 

23
1 

22
6 

22
0 

 
 

 
2種

5号
 

SN
B2

2-
5 

 8
20

 
 7

15
 

23
8 

23
4 

22
9 

22
4 

21
7 

21
3 

21
0 

20
7 

20
2 

19
8 

19
2 

 
 

 
 

 
 7

90
 

 6
85

 
22

8 
22

3 
21

9 
21

3 
20

6 
20

3 
20

0 
19

7 
19

3 
18

8 
18

3 
 

 
 

3種
1号

 
SN

B2
3-

1 
11

40
 

10
30

 
34

3 
33

4 
32

9 
31

9 
31

0 
30

5 
30

1 
29

5 
28

9 
 

 
 

 
 

3種
2号

 
SN

B2
3-

2 
10

70
 

 9
60

 
32

1 
31

2 
30

6 
29

7 
28

9 
28

5 
28

0 
27

6 
27

1 
26

4 
25

7 
 

 
 

3種
3号

 
SN

B2
3-

3 
10

00
 

 8
90

 
29

7 
28

9 
28

4 
27

7 
26

9 
26

5 
26

1 
25

6 
25

1 
24

5 
23

8 
 

 
 

3種
4号

 
SN

B2
3-

4 
 9

30
 

 8
25

 
27

5 
26

8 
26

2 
25

4 
24

8 
24

4 
24

0 
23

6 
23

1 
22

6 
22

0 
 

 
 

3種
5号

 
SN

B2
3-

5 
 8

20
 

 7
15

 
23

8 
23

4 
22

9 
22

4 
21

7 
21

3 
21

0 
20

7 
20

2 
19

8 
19

2 
 

 
 

 
 

 7
90

 
 6

85
 

22
8 

22
3 

21
9 

21
3 

20
6 

20
3 

20
0 

19
7 

19
3 

18
8 

18
3 

 
 

 
4種

1号
 

SN
B2

4-
1 

11
40

 
10

30
 

34
3 

33
4 

32
9 

31
9 

31
0 

30
4 

30
1 

29
5 

28
9 

 
 

 
 

 
4種

2号
 

SN
B2

4-
2 
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70

 
 9

60
 

32
1 

31
2 

30
6 

29
7 

28
9 

28
5 
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0 
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6 
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1 
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4 
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7 

 
 

 
4種
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3 
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 8

90
 

29
7 

28
9 

28
4 

27
7 

26
9 

26
5 

26
1 
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6 
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1 
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5 

23
8 
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4 
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25
 

27
5 

26
8 

26
2 

25
4 

24
8 

24
4 

24
0 
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6 
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1 

22
6 
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5号
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5 
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20

 
 7

15
 

23
8 

23
4 

22
9 

22
4 

21
7 
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3 
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0 

20
7 
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2 
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8 
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2 
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90
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85
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8 
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3 
21

9 
21

3 
20

6 
20
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20

0 
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7 
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3 
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8 
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種
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引

張
強

さ
N

/m
m

2  

最
小

降

伏
点

N
/m

m
2  

温
度

 
-
30

 
～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

低
温

用
合

金
鋼

ボ
ル

ト
材

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

1種
～

 
5種

 
G

BL
1～

 
G

BL
5 

 8
62

 
72

4 
24

2 
23

2 
22

7 
22

0 
21

2 
20

8 
20

5 
20

1 
19

6 
19

2 
18

6 
18

1 
17

5 
16

8 

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒
 

JI
S 

G
 4

30
3(

19
98

) 
 

SU
S3

04
 

 5
20

 
20

5 
 6

9 
 6

2 
 5

8 
 5

0 
 4

5 
 4

4 
 4

2 
 4

1 
 4

0 
 4

0 
 3

9 
 3

8 
 3

8 
 3

8 

 
SU

S3
16

 
 5

20
 

20
5 

 6
9 

 6
3 

 5
9 

 5
4 

 5
0 

 4
8 

 4
7 

 4
5 

 4
4 

 4
3 

 4
2 

 4
1 

 4
0 

 4
0 

 
SU

S3
21

 
 5

20
 

20
5 

 6
9 

 6
4 

 6
0 

 5
7 

 5
3 

 5
2 

 5
0 

 4
9 

 4
8 

 4
6 

 4
6 

 4
5 

 4
4 

 4
3 

 
SU

S3
47

 
 5

20
 

20
5 

 6
9 

 6
4 

 6
0 

 5
7 

 5
3 

 5
2 

 5
0 

 4
9 

 4
8 

 4
6 

 4
6 

 4
5 

 4
4 

 4
3 

 
SU

S6
30

 
10

00
 

86
0 

28
7 

27
3 

26
5 

25
4 

24
6 

24
3 

23
9 

23
6 

23
3 

23
0 

 
 

 
 

 
 

 9
30

 
72

5 
24

2 
22

9 
22

2 
21

4 
20

7 
20

4 
20

1 
19

8 
19

6 
19

4 
 

 
 

 

耐
熱

鋼
棒

 
JI

S 
G

 4
31

1(
19

91
) 

 
SU

H
66

0 
 9

00
 

59
0 

19
6 

19
2 

19
0 

18
8 

18
7 

18
7 

18
7 

18
6 

18
6 

18
6 

18
5 

18
4 

18
4 

18
3 

 (備
考

) 
1 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
設
計
応
力
強
さ
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
2 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
設
計
応
力
強
さ
の
値
は
，
当
該
材

料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 

イ
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

3分
の

1倍
の
値

 
ロ
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

3分
の

1倍
の
値
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材
料

（
ボ

ル
ト

材
を

除
く

。
）

の
各

温
度

に
お

け
る

許
容

引
張

応
力

（
N

/m
m

2 ）
 

種
  

  
類

 
種

 別
 

記
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最
小

引
 

張
強
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N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

溶
接

構
造

用
圧

延
鋼

材
 

JI
S 

G
 3

10
6(

19
99

) 
 

SM
40

0B
 

 
24

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
0 

23
5 

27
 

21
 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

 
SM

40
0C

 
 

21
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SM
49

0B
 

 
32

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
0 

31
5 

40
 

33
 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

 
SM

49
0C

 
 

29
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SM
49

0Y
B 

49
0 

35
5 

40
 

33
 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

 
 

 
33

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

52
0B

 
 

36
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
52

0 
35

5 
40

 
33

 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
14

2 
 

SM
52

0C
 

 
33

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
46

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

57
0 

57
0 

45
0 

40
 

33
 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

15
7 

 
 

 
43

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

圧
力

容
器

用
鋼

板
 

JI
S 

G
 3

11
5(

20
00

) 
 

SP
V2

35
 

 
40

0 
 

23
5 

21
 

14
 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

21
5 

 
SP

V3
15

 
 

49
0 

 
31

5 
40

 
33

 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
29

5 
 

SP
V3

55
 

 
52

0 
 

35
5 

40
 

33
 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

33
5 

 
SP

V4
50

 
 

57
0 

 
45

0 
40

 
33

 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
15

7 
43

0 
 

SP
V4

90
 

61
0 

49
0 

40
 

33
 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

16
7 

中
・

常
温

圧
力

容
器

用
炭

素
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

8(
20

00
) 

 
SG

V4
10

 
41

0 
22

5 
21

 
14

 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

4 
11

3 
 

SG
V4

50
 

45
0 

24
5 

27
 

21
 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
4 

12
1 

 
SG

V4
80

 
48

0 
26

5 
27

 
21

 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
13

1 
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種
  

  
類

 
種

 別
 

記
  

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

ボ
イ

ラ
及

び
圧

力
容

器
用

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
ニ

ッ
ケ

ル
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

9(
19

87
) 

 
SB

V1
A 

52
0 

31
5 

40
 

33
 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

14
3 

 
SB

V1
B 

55
0 

34
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SB

V 
2 

55
0 

34
5 

40
 

33
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
SB

V 
3 

55
0 

34
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
圧

力
容

器
用

調
質

型
マ

ン
ガ

ン

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ
デ

ン
ニ

ッ
ケ

ル
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
12

0(
19

87
) 

1
種

A 
SQ

V1
A 

55
0 

34
5 

40
 

33
 

15
1 

15
1 

15
1 
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1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
SQ

V1
B 

62
0 

48
0 

40
 

33
 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

 
SQ

V2
A 

55
0 

34
5 

40
 

33
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
SQ

V2
B 

62
0 

48
0 

40
 

33
 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

 
SQ

V3
A 

55
0 

34
5 

40
 

33
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
SQ

V3
B 

62
0 

48
0 

40
 

33
 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

17
1 

低
温

圧
力

容
器

用
炭

素
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
12

6(
20

00
) 

1
種

A 
SL

A2
35

A 
 

40
0 

 
23

5 
21

 
14

 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
11

0 
1
種

B 
SL

A2
35

B 
21

5 

2
種

A 
SL

A3
25

A 
 

44
0 

 
32

5 
27

 
21

 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
12

1 
2
種

B 
SL

A3
25

B 

3 
種

 
SL

A3
65

 
49

0 
36

5 
40

 
33

 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
13

5 
機

械
構

造
用

炭
素

鋼
鋼

材
 

JI
S 

G
 4

05
1(

19
79

) 
 

S1
0C

 
31

0 
20

5 
21

 
14

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 
86

 

 
S1

2C
 

37
0 

23
5 

21
 

14
 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

 
S1

5C
 

34
3 

23
5 

21
 

14
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

94
 

 
S1

7C
 

40
0 

24
5 

27
 

21
 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

11
0 

 
S2

0C
 

37
3 

24
5 

27
 

21
 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

10
2 

 
S2

2C
 

44
0 

26
5 

27
 

21
 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

12
1 

 
S2

5C
 

41
2 

26
5 

27
 

21
 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

11
4 

 
S2

8C
 

47
0 

28
5 

27
 

21
 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

12
9 

 
S3

0C
 

44
1 

28
4 

27
 

21
 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 
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類
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号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
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N
／

m
m
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吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
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－
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～
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25
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27
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ニ
ッ
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ロ

ム
鋼

鋼
材

 
JI

S 
G

 4
10

2(
19

79
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径
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m

m
以

下
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47
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20
3 

20
3 

20
3 

20
3 

20
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SN
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31
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0(
直

径
 

70
m

m
以

下
) 

68
5 

47
 

40
 

22
8 

22
8 

22
8 

22
8 

22
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SN

C8
36

 
93

0(
直

径
 

80
m

m
以

下
) 

78
5 

47
 

40
 

25
7 

25
7 

25
7 

25
7 

25
7 

 
 

 
 

 
 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼
鋼

材
 

JI
S 

G
 4

10
3(

19
79
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SN
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0 
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直

径
 

45
m

m
以

下
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5 
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3 

24
3 

24
3 

24
3 

24
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SN
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1 
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直

径
 

80
m

m
以

下
) 

68
5 

47
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8 
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8 

22
8 

22
8 

22
8 

 
 

 
 

 
 

 
SN
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9 
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0(
直

径
 

70
m

m
以

下
) 
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5 

47
 

40
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0 

27
0 

27
0 

27
0 

27
0 

 
 

 
 

 
 

 
SN
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44

7 
10

30
(直

径
 

80
m

m
以

下
) 

93
0 

47
 

40
 

28
2 

28
2 

28
2 

28
2 

28
2 

 
 

 
 

 
 

 
SN
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5 
93

0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 
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5 

47
 

40
 

25
7 

25
7 

25
7 

25
7 

25
7 

 
 

 
 

 
 

 
SN
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0 
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80
(直

径
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0m

m
以

下
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5 
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40
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6 
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6 
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6 
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6 
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6 

 
 

 
 

 
 

ク
ロ
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1 
12

1 
 

SU
S3

04
L 

48
0 

17
5 

 
 

12
2 

12
0 

11
9 

11
6 

11
2 

11
1 

11
0 

10
8 

10
7 

10
6 

10
4 

 
SU

S3
16

 
52

0 
20

5 
 

 
14

1 
14

1 
14

1 
13

9 
13

7 
13

7 
13

6 
13

4 
13

1 
12

8 
12

7 
 

SU
S3

16
L 

48
0 

17
5 

 
 

12
2 

12
0 

12
0 

12
0 

11
8 

11
5 

11
1 

10
7 

10
5 

10
2 

99
 

 
SU

S3
21

 
52

0 
20

5 
 

 
14

1 
14

0 
13

8 
13

1 
12

9 
12

9 
12

9 
12

9 
12

7 
12

4 
12

2 
 

SU
S3

47
 

52
0 

20
5 

 
 

14
1 

13
8 

13
4 

12
4 

11
9 

11
8 

11
7 

11
5 

11
3 

11
2 

11
2 
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種
  

  
類

 
種

 別
 

記
  

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

鋳
鋼

品
 

JI
S 

G
 5

12
1(

19
91

) 
 

SC
S1

3 
44

0 
18

5 
 

 
12

1 
11

2 
10

7 
10

1 
97

 
96

 
94

 
94

 
93

 
93

 
92

 
 

SC
S1

3A
 

48
0 

20
5 

 
 

13
1 

12
8 

12
6 

11
8 

11
4 

11
3 

11
3 

11
3 

11
3 

11
2 

11
2 

 
SC

S1
4 

44
0 

18
5 

 
 

12
1 

11
7 

11
6 

11
6 

10
9 

10
8 

10
7 

10
6 

10
5 

10
4 

10
4 

 
SC

S1
4A

 
48

0 
20

5 
 

 
13

1 
13

1 
13

1 
12

9 
12

7 
12

7 
12

7 
12

7 
12

7 
12

7 
12

7 
 

SC
S1

6 
39

0 
17

5 
 

 
10

8 
10

4 
10

2 
10

2 
97

 
96

 
95

 
94

 
94

 
93

 
92

 
 

SC
S1

6A
 

48
0 

20
5 

 
 

13
1 

13
1 

13
1 

12
9 

12
7 

12
7 

12
7 

12
7 

12
7 

12
7 

12
7 

 
SC

S1
9 

39
0 

18
5 

 
 

10
8 

99
 

95
 

89
 

86
 

85
 

84
 

84
 

83
 

83
 

82
 

 
SC

S1
9A

 
48

0 
20

5 
 

 
13

1 
12

8 
12

6 
11

8 
11

4 
11

3 
11

3 
11

3 
11

3 
11

2 
11

2 
 

SC
S2

1 
48

0 
20

5 
 

 
13

1 
12

8 
12

5 
11

6 
10

9 
10

7 
10

6 
10

5 
10

5 
10

4 
10

4 
耐

熱
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
 

原
子

力
発

電
用

規
格

 
1 

 種
 

G
XM

1 
68

9 
38

0 
 

 
18

8 
18

8 
18

7 
17

8 
17

3 
17

0 
16

9 
16

8 
16

6 
16

5 
16

4 
2 

 種
 

G
XM

2 
75

8 
41

4 
 

 
20

7 
20

7 
20

6 
19

6 
18

8 
18

6 
18

5 
18

4 
18

3 
18

1 
17

9 
耐

食
耐

熱
超

合
金

棒
 

JI
S 

G
 4

90
1(

19
99

) 
 

N
CF

60
0 

55
0 

24
5 

 
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
N

CF
80

0H
 

45
0 

17
5 

 
 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

 
N

CF
80

0 
52

0 
20

5 
 

 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
 

NC
F7

50
(H

1)
 

96
0 

61
5 

 
 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

26
4 

 
NC

F7
50

(H
2)

 
11

70
 

79
5 

 
 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

32
1 

耐
食

耐
熱

超
合

金
板

 
JI

S 
G

 4
90

2(
19

91
) 

 
N

CF
60

0 
55

0 
24

5 
 

 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
 

N
CF

80
0H

 
45

0 
17

5 
 

 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
 

N
CF

80
0 

52
0 

20
5 

 
 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

 
NC

F7
50

(H
1)

 
96

0 
61

5 
 

 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
26

4 
 

NC
F7

50
(H

2)
 

11
70

 
79

5 
 

 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
32

1 
配

管
用

継
目

無
ニ

ッ
ケ

ル
ク

ロ

ム
鉄

合
金

管
 

JI
S 

G
 4

90
3(

19
91

) 

 
N

CF
60

0T
P 

55
0 

20
5 

 
 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

 
 

52
0 

17
5 

 
 

12
2 

12
0 

11
6 

11
0 

10
7 

10
5 

10
4 

10
3 

10
1 

10
0 

99
 

 
 

55
0 

24
5 

 
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
N

CF
80

0T
P 

45
0 

17
5 

 
 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

 
 

52
0 

20
5 

 
 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

 
NC

F8
00

H
TP

 
45

0 
17

5 
 

 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
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種
  

  
類

 
種

 別
 

記
  

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

熱
交

換
器

用
継

目
無

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鉄

合
金

管
 

JI
S 

G
 4

90
4(

19
91

) 

 
N

CF
60

0T
B 

55
0 

24
5 

 
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

 
N

CF
80

0T
B 

52
0 

20
5 

 
 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

14
1 

 
NC

F8
00

H
TB

 
45

0 
17

5 
 

 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
12

2 
ニ

ッ
ケ

ル
・

ク
ロ

ム
・

鉄
合

金

69
0 

原
子

力
発

電
用

規
格

 

 
G

N
CF

69
0H

 
58

6 
20

6 
 

 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 
14

1 

 
G

N
CF

69
0C

 
58

6 
24

5 
 

 
16

1 
16

1 
16

1 
16

0 
15

7 
15

4 
15

3 
15

2 
15

0 
14

9 
14

8 

 
GN

CF
69

0H
YS

 
58

6 
27

5 
 

 
16

1 
16

1 
16

1 
16

1 
16

1 
16

1 
16

1 
16

1 
16

0 
15

8 
15

7 
 (備

考
) 

1 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

56
(1

98
8)「

高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

59
(1

99
7)
「
配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

60
(1

98
8)
「
低
温
配

管
用
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

61
(1

98
8)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

63
(1

99
4)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
及
び
原
子

力
発
電
用
規
格
「
耐
熱
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
」
に
適
合
す
る
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
又
は
自
動
ア
ー
ク

溶
接
鋼
管
の
許
容
引
張
応
力
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

5条
の
規
定
に
準
じ
て
非

破
壊
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合
は
こ

の
表
に
示
す
値
の

0.8
5倍

の
値

 
ロ
 
自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
(ｲ)

 
突
合
せ
片
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

5条
の
規
定
に
準
じ

て
非
破
壊
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場

合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
(ﾛ)

突
合
せ
両
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

5条
の
規
定
に
準
じ
て

非
破
壊
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合

は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.9
倍
の
値

 
 2 

鋳
造
品
の
許
容
引
張
応
力
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る

場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格

す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
し
た
場

合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値

 

ロ
 
第

10
条
の
規
定
に
準
じ
て
磁
紛
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

11
条
の
規
定
に
準
じ
て
浸
透
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す

値
の

0.8
5倍

の
値

 
ハ
 
イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
は

,こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
 3 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 4 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
40

51
(1

97
9)「

機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
材
」
に
お
い
て

,そ
の
許
容
引

張
応
力
の
値
は
，
こ
の
表
に
示
す
値
の
う
ち
，
鋼
材
径
，
対
辺
距
離
又
は
主
体
部
の
厚
さ
が

10
0m

m
以
下
の
場
合
に
は
当
該
各
欄
の
上
段
に
掲
げ
る
も
の
，
鋼
材
径
，
対
辺
距
離
又
は
主

体
部
の
厚
さ
が

10
0m

m
を
超
え

20
0m

m
以
下
の
場
合
に
は
当
該
各
欄
の
下
段
に
掲
げ
る
も

の
を
適
用
す
る
。

 
 5 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

14
(1

99
1)
「
圧
力
容
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鍛
鋼
品
」
の
う
ち
，

SU
SF

30
4，

SU
SF

31
6，

SU
SF

32
1及

び
SU

SF
34

7に
お
い
て
，
引
張
強
さ

52
0N

/m
m

2

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
場
合
は
，
直
径
又
は
厚
さ
に
か
か
わ
ら
ず
最
小
引
張
強
さ

52
0N

/m
m

2 の
欄
の
値
を
用
い
て
よ
い
。

 
 6 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材

料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
75

倍
の
値
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 (ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
75

倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.6
87

倍
の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
87

倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
チ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 

(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
75

倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
75

倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.6
87

倍
の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.9
9倍

の
値
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別
表

第
5 

ボ
ル

ト
材

の
各

温
度

に
お

け
る

許
容

引
張

応
力

（
N

/m
m

2 ）
 

種
  

  
類

 
種

 別
 

記
  

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼
材

 
JI

S 
G

 4
05

1(
19

79
) 

 
S2

0C
 

40
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

24
5 

27
 

21
 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 6
8 

 
S2

2C
 

44
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

26
5 

27
 

21
 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 
S2

5C
 

44
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

26
5 

27
 

21
 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 7
3 

 
S2

8C
 

47
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

28
5 

27
 

21
 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 
 

54
0(
直

径
 

40
m

m
以

下
) 

33
5 

40
 

34
 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 
S3

0C
 

47
0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

28
5 

27
 

21
 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 7
8 

 
 

54
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

33
5 

40
 

34
 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 9
2 

 
S3

3C
 

57
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

39
0 

40
 

34
 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

 
S3

5C
 

57
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

39
0 

40
 

34
 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

 
S3

8C
 

61
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

44
0 

40
 

34
 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

 
S4

0C
 

61
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

44
0 

40
 

34
 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

12
2 

 
S4

3C
 

69
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

49
0 

40
 

34
 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

 
S4

5C
 

69
0(
直

径

40
m

m
以

下
) 

49
0 

40
 

34
 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

13
5 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鋼

鋼
材

 
JI

S 
G

 4
10

2(
19

79
) 

 
SN

C2
36

 
74

0(
直

径

50
m

m
以

下
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59
0 

47
 

40
 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

16
2 

 
SN

C6
31

 
83

0(
直

径

70
m

m
以

下
) 

68
5 

47
 

40
 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

 
SN

C8
36

 
93

0(
直

径

80
m

m
以

下
) 

78
5 

47
 

40
 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 
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類
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最
小

引
 

張
強
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N
／

m
m

2  

最
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降

伏
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N
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m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
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温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼
鋼

材
 

JI
S 

G
 4

10
3(

19
79

) 

 
SN

CM
24

0 
88

0(
直

径

45
m

m
以

下
) 

78
5 

47
 

40
 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

 
 

 
 

 
 

 
SN

CM
43

1 
83

0(
直

径

80
m

m
以

下
) 

68
5 

47
 

40
 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

 
 

 
 

 
 

 
SN

CM
43

9 
98

0(
直

径

70
m

m
以

下
) 

88
5 

47
 

40
 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

 
 

 
 

 
 

 
SN

CM
44

7 
10

30
(直

径

80
m

m
以

下
) 

93
0 

47
 

40
 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

 
 

 
 

 
 

 
SN

CM
62

5 
93

0(
直

径

10
0m

m
以

下
) 

83
5 

47
 

40
 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

 
 

 
 

 
 

 
SN

CM
63

0 
10

80
(直

径

15
0m

m
以

下
) 

88
5 

47
 

40
 

23
7 

23
7 

23
7 

23
7 

23
7 

 
 

 
 

 
 

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼
鋼

材
 

JI
S 

G
 4

10
5(

19
79

) 
 

SC
M

43
0 

83
0(
直

径

60
m

m
以

下
) 

68
5 

47
 

40
 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

18
3 

 
SC

M
43

2 
88

0(
直

径

60
m

m
以

下
) 

73
5 

47
 

40
 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

 
SC

M
43

5 
93

0(
直

径

60
m

m
以

下
) 

78
5 

47
 

40
 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

 
SC

M
44

0 
98

0(
直

径

65
m

m
以

下
) 

83
5 

47
 

40
 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

21
6 

 
SC

M
44

5 
10

30
(直

径

75
m

m
以

下
) 

88
5 

47
 

40
 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

22
7 

高
温

用
合

金
鋼

ボ
ル

ト
材

 
JI

S 
G

 4
10

7(
19

94
) 

1種
 

SN
B5

 
69

0 
55

0 
47

 
40

 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 
15

1 

2種
 

SN
B7

 
86

0 
72

5 
47

 
40

 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 

 
 

80
0 

65
5 

47
 

40
 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

17
7 

 
 

69
0 

52
0 

47
 

40
 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

14
2 

3種
 

SN
B1

6 
86

0 
72

5 
47

 
40

 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 
19

0 

 
 

76
0 

65
5 

47
 

40
 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

16
6 

 
 

69
0 

59
0 

47
 

40
 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 

15
1 
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種
  

  
類

 
種

 別
 

記
  

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

特
殊

用
途

合
金

鋼
ボ

ル
ト

用
棒

鋼
 

JI
S 

G
 4

10
8(

19
94

) 

1種
1号

 
SN

B2
1-

1 
11

40
 

10
30

 
47

 
40

 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 

1種
2号

 
SN

B2
1-

2 
10

70
 

96
0 

47
 

40
 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

1種
3号

 
SN

B2
1-

3 
10

00
 

89
0 

47
 

40
 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

1種
4号

 
SN

B2
1-

4 
 9

30
 

82
5 

47
 

40
 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

1種
5号

 
SN

B2
1-

5 
 8

20
 

71
5 

47
 

40
 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

 
 

 7
90

 
68

5 
47

 
40

 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 

2種
1号

 
SN

B2
2-

1 
11

40
 

10
30

 
47

 
40

 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 

2種
2号

 
SN

B2
2-

2 
10

70
 

96
0 

47
 

40
 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

2種
3号

 
SN

B2
2-

3 
10

00
 

89
0 

47
 

40
 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

2種
4号

 
SN

B2
2-

4 
 9

30
 

82
5 

47
 

40
 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

2種
5号

 
SN

B2
2-

5 
 8

20
 

71
5 

47
 

40
 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

 
 

 7
90

 
68

5 
47

 
40

 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 

3種
1号
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B2
3-

1 
11

40
 

10
30

 
47

 
40

 
25

0 
25

0 
25

0 
25
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25
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25
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25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
25

0 

3種
2号
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B2
3-

2 
10

70
 

96
0 

47
 

40
 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

23
5 

3種
3号

 
SN

B2
3-

3 
10

00
 

89
0 

47
 

40
 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

3種
4号

 
SN

B2
3-

4 
 9

30
 

82
5 

47
 

40
 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

20
5 

3種
5号

 
SN

B2
3-

5 
 8

20
 

71
5 

47
 

40
 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 

18
1 
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90

 
68

5 
47

 
40
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5 
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5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
17
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17
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17

5 
17

5 

4種
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40
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0 
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25
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0 
25
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25
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25
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0 
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0 
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5 
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5 
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5 

23
5 
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5 
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5 

23
5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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00
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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4-

4 
 9

30
 

82
5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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5 
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4-

5 
 8

20
 

71
5 
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40
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 

18
1 

18
1 
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1 
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1 
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1 
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90

 
68

5 
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40
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5 
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最
小

引
 

張
強

さ
 

N
／

m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N
／

m
m

2  

吸
収

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

J 
温

  
  

  
  

  
  

  
度

 

3個
の

 
平

均
 

最
小
値

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 

低
温

用
合

金
鋼

ボ
ル

ト
材

 
原

子
力

発
電

用
規

格
 

1種
～

 
5種

 
G

BL
1～

 
G

BL
 5

 
 8

62
 

72
4 

47
 

40
 

19
0 

19
0 

19
0 

19
0 

19
0 

19
0 

 
 

 
 

 

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒
 

JI
S 

G
 4

30
3(

19
98

) 
 

SU
S3

04
 

 5
20

 
20

5 
 

 
14

2 
12

7 
11

8 
10

7 
 9

9 
 9

6 
 9

3 
 9

0 
 8

7 
 8

6 
 8

4 

 
SU

S3
16

 
 5

20
 

20
5 

 
 

14
2 

12
8 

12
1 

11
0 

10
3 

 9
9 

 9
6 

 9
3 

 9
0 

 8
8 

 8
7 

 
SU

S3
21

 
 5

20
 

20
5 

 
 

14
2 

12
7 

11
9 

10
8 

 9
8 

 9
5 

 9
2 

 8
9 

 8
7 

 8
5 

 8
4 

 
SU

S3
47

 
 5

20
 

20
5 

 
 

14
2 

13
3 

12
9 

12
1 

11
5 

11
1 

10
8 

10
6 

10
3 

10
0 

 9
9 

 
SU

S6
30

 
10

00
 

86
0 

47
 

40
 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

22
0 

 

 
 

 9
30

 
72

5 
47

 
40

 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
20

0 
 

 (備
考

) 
1 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 2 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材

料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
2倍

の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
75

倍
の
値

 

(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
75

倍
の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
87

倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
2倍

の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
75

倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
75

倍
の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
87

倍
の
値

 
(ﾎ)

 
但
し
，
機
械
的
強
度
を
得
る
目
的
で
，
熱
処
理
又
は
歪
硬
化
処
理
を
行
な
わ
な
い
も
の

は
(ｲ)

(ﾊ)
は
適
用
し
な
く
て
も
よ
い
。
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別
表

第
6 

鉄
鋼

材
料

（
ボ

ル
ト

材
を

除
く

。
）

の
各

温
度

に
お

け
る

許
容

引
張

応
力

（
N

/m
m

2 ）
 

種
 
 
 

類
 

種
 別

 
記
 

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

Ｎ
／

mm
2  

最
小

 
降

伏
点

 
Ｎ

／
mm

2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
温

 
 

 
 

 
 

度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-30

 
～40

 
75 

100
 

150
 

200
 

225
 

250
 

275
 

300
 

325
 

350
 

375
 

400
 

425
 

450
 

475
 

500
 

525
 

550
 

575
 

600
 

625
 

650
 

675
 

700
 

725
 

750
 

775
 

800
 

一
般
構
造

用
圧
延
鋼

材
 

JI
S G

 31
01

(19
95

) 
 

 
 

24
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SS
40

0 
40

0 
23

5 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100
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101
 

101
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SC
S2

1 
48

0 
20

5 
120

 
117

 
114

 
105

 
100

 
98 

96 
95 

95 
94 

94 
94 

94 
94 

94 
94 

94 
94 

91 
84 

70 
52 

33 
 

 
 

 
 

 
耐
食
ス
テ

ン
レ
ス
鋼

鋳
鋼
品

 
原
子
力
発

電
用
規
格

 
 

GS
CS

16
 

43
5 

22
1 

109
 

98 
93 

89 
89 

88 
85 

80 
75 

75 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

耐
食
ス
テ

ン
レ
ス
鋼

鍛
鋼
品

 
原
子
力
発

電
用
規
格

 
 

GS
US

31
7J

4L
 

63
7 

24
9 

156
 

150
 

143
 

136
 

130
 

127
 

126
 

122
 

119
 

116
 

116
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

耐
熱
ス
テ

ン
レ
ス
鋼

 
原
子
力
発

電
用
規
格

 
1種

 
GX

M1
 

68
9 

38
0 

173
 

172
 

171
 

162
 

157
 

155
 

154
 

153
 

151
 

150
 

149
 

148
 

147
 

146
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2種

 
GX

M2
 

75
8 

41
4 

189
 

188
 

187
 

178
 

172
 

170
 

169
 

168
 

167
 

166
 

164
 

164
 

162
 

161
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
耐
食
耐
熱

超
合
金
棒

 
JI

S G
 49

01
(19

99
) 

 
NC

F6
00

 
55

0 
24

5 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
125

 
111

 
83 

59 
40 

26 
18 

13 
 

 
 

 
 

 
 

 
NC

F8
00

H 
45

0 
17

5 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
110

 
110

 
110

 
110

 
108

 
106

 
106

 
63 

62 
61 

60 
59 

58 
57 

56 
49 

39 
30 

25 
20 

15 
12 

 
NC

F8
00

 
52

0 
20

5 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
127

 
127

 
98 

97 
96 

95 
94 

90 
78 

60 
40 

27 
15 

10 
8 

6 
5 

 
NC

F7
50

(H
1) 

96
0 

61
5 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NC
F7

50
(H

2) 
11

70
 

79
5 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
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 種
 
 
 

類
 

種
 別

 
記
 

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

Ｎ
／

mm
2  

最
小

 
降

伏
点

 
Ｎ

／
mm

2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
温

 
 

 
 

 
 

度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-30

 
～40

 
75 

100
 

150
 

200
 

225
 

250
 

275
 

300
 

325
 

350
 

375
 

400
 

425
 

450
 

475
 

500
 

525
 

550
 

575
 

600
 

625
 

650
 

675
 

700
 

725
 

750
 

775
 

800
 

耐
食
耐
熱

超
合
金
板

 
JI

S G
 49

02
(19

91
) 

 
NC

F6
00

 
55

0 
24

5 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
125

 
111

 
83 

59 
40 

26 
18 

13 
 

 
 

 
 

 
 

 
NC

F8
00

H 
45

0 
17

5 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
110

 
110

 
110

 
110

 
108

 
106

 
106

 
63 

62 
61 

60 
59 

58 
57 

56 
49 

39 
30 

25 
20 

15 
12 

 
NC

F8
00

 
52

0 
20

5 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
127

 
127

 
98 

97 
96 

95 
94 

90 
78 

60 
40 

27 
15 

10 
8 

6 
5 

 
NC

F7
50

(H
1) 

96
0 

61
5 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

240
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NC
F7

50
(H

2) 
11

70
 

79
5 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

292
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
配

管
用

継
目

無
ニ

ッ
ケ

ル
ク

ロ
ム
鉄
合

金
管

 
JI

S G
 49

03
(19

91
) 

 
NC

F6
00

TP
 

55
0 

20
5 

128
 

128
 

128
 

126
 

121
 

119
 

117
 

115
 

113
 

110
 

109
 

108
 

107
 

106
 

104
 

103
 

84 
60 

41 
27 

19 
15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
52

0 
17

5 
111

 
109

 
105

 
100

 
97 

95 
94 

93 
92 

91 
90 

89 
89 

87 
84 

82 
76 

60 
41 

27 
19 

15 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55
0 

24
5 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

125
 

111
 

83 
59 

40 
26 

18 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

NC
F8

00
TP

 
45

0 
17

5 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
110

 
110

 
110

 
110

 
108

 
106

 
106

 
63 

62 
61 

60 
59 

58 
57 

56 
50 

44 
38 

32 
26 

23 
19 

 
 

52
0 

20
5 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

127
 

127
 

98 
97 

96 
95 

94 
90 

78 
60 

40 
27 

15 
12 

9 
7 

6 
 

NC
F8

00
HT

P 
45

0 
17

5 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
111

 
110

 
110

 
110

 
110

 
108

 
106

 
106

 
63 

62 
61 

60 
59 

58 
57 

56 
50 

44 
38 

32 
26 

23 
19 

熱
交

換
器

用
継

目
無

ニ
ケ

ッ

ル
ク
ロ
ム

鉄
合
金
管

 
JI

S G
 49

04
(19

91
) 

 
NC

F6
00

TB
 

55
0 

24
5 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

137
 

125
 

111
 

83 
59 

40 
26 

18 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

NC
F8

00
TB

 
52

0 
20

5 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
128

 
127

 
127

 
98 

97 
96 

95 
94 

90 
78 

60 
40 

27 
15 

10 
8 

6 
5 

 
NC

F8
00

HT
B 

45
0 

17
5 

111
 

111
 

111
 

111
 

111
 

111
 

111
 

110
 

110
 

110
 

110
 

108
 

106
 

106
 

63 
62 

61 
60 

59 
58 

57 
56 

49 
39 

30 
25 

20 
15 

12 
耐
食
耐
熱

合
金
鋼

  
原
子
力
発

電
用
規
格

 
1種

 
GN

CF
1 

75
8 

41
4 

189
 

189
 

188
 

184
 

179
 

178
 

176
 

175
 

174
 

173
 

172
 

171
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2種

 
GN

CF
2 

58
6 

24
1 

147
 

147
 

145
 

140
 

132
 

129
 

127
 

125
 

124
 

122
 

121
 

119
 

118
 

118
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3種

 
GN

CF
3 

55
1 

24
1 

147
 

147
 

145
 

144
 

141
 

141
 

141
 

141
 

141
 

141
 

140
 

140
 

140
 

139
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ニ

ッ
ケ

ル
・

ク
ロ

ム
・

鉄
合

金
69

0 
原
子
力
発

電
用
規
格

 

 
GN

CF
69

0H
 

58
6 

20
5 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

128
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GN
CF

69
0C

 
58

6 
24

5 
147

 
147

 
147

 
145

 
142

 
140

 
139

 
138

 
136

 
135

 
135

 
133

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GN

CF
69

0H
YS

 
58

6 
27

5 
147

 
147

 
147

 
147

 
147

 
147

 
147

 
147

 
145

 
144

 
142

 
140

 
139

 
138

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (備
考

) 
1 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 2 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
で
あ
っ
て
，
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
し
な
い
温
度
で
使
用

す
る
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材
料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値

の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25
倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 
(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 

(ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25
倍
の
値

 
(ﾎ)
 
但
し
，
機
械
的
強
度
を
得
る
目
的
で
，
熱
処
理
又
は
歪
硬
化
処
理
を
行
な
わ
な
い
も
の

は
(ｲ)

(ﾊ)
は
適
用
し
な
く
て
も
よ
い
。

 
ハ
 
非
鉄
金
属

 
(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
 3 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
で
あ
っ
て
，
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
す
る
温
度
で
使
用
す

る
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材
料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の

う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。
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イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25
倍
の
値

 
(ﾎ)
 

10
00
時
間
に

0.0
1パ

ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
(ﾍ)

 
10

00
00
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力
の
最
小
値

の
0.8

倍
又
は
平
均
値
の

0.6
倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 
(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25
倍
の
値

 

(ﾎ)
 

10
00
時
間
に

0.0
1パ

ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
(ﾍ)

 
10

00
00
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力
の
最
小
値

の
0.8

倍
又
は
平
均
値
の

0.6
倍
の
値

 
(ﾄ)
 
但
し
，
機
械
的
強
度
を
得
る
目
的
で
，
熱
処
理
又
は
歪
硬
化
処
理
を
行
な
わ
な
い
も
の

は
(ｲ)

(ﾊ)
は
適
用
し
な
く
て
も
よ
い
。

 
ハ
 
非
鉄
金
属

 
(ｲ)
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾊ)
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾎ)
 

10
00

0時
間
に

0.1
パ
ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
(ﾍ)
 

10
00

00
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力
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別
表

第
7 

非
鉄

材
料

（
ボ

ル
ト

材
を

除
く

。
）

の
各

温
度

に
お

け
る

許
容

引
張

応
力

（
N

/m
m

2 ）
 

種
 

類
 

種
別

 
質

別
 

記
号

 
最

小
引

張

強
さ

 
N

/m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N

/m
m

2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
12

5 
15

0 
17

5 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

銅
及

び
銅

合
金

の
板

及
び

条
 

JI
S 

H
 3

10
0(

20
00

) 

C1
02

0 
O

 
C1

02
0P

-
O

 
19

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1/

4H
 

C1
02

0P
-
1/

4H
 

21
5 

 
46

 
39

 
37

 
35

 
34

 
28

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1/

2H
 

C1
02

0P
-
1/

2H
 

24
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

 
C1

02
0P

-
H

 
27

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C1
20

1 
O

 
C1

20
1P

-
O

 
19

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1/

4H
 

C1
20

1P
-
1/

4H
 

21
5 

 
46

 
39

 
37

 
35

 
34

 
28

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1/

2H
 

C1
20

1P
-
1/

2H
 

24
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

 
C1

20
1P

-
H

 
27

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C4
62

1 
F 

C4
62

1P
-
F 

37
5 

 
86

 
86

 
86

 
86

 
84

 
53

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
34

5 
 

86
 

86
 

86
 

86
 

84
 

53
 

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
5 

 
78

 
78

 
78

 
78

 
76

 
53

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C4
64

0 
F 

C4
64

0P
-
F 

37
5 

 
86

 
86

 
86

 
86

 
84

 
53

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
34

5 
 

86
 

86
 

86
 

86
 

84
 

53
 

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
5 

 
78

 
78

 
78

 
78

 
76

 
53

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C6
16

1 
O

 
C6

16
1P

-
O

 
45

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1/

2H
 

C6
16

1P
-
1/

2H
 

49
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

63
5 

 
11

3 
11

3 
11

3 
10

8 
10

5 
10

1 
97

 
93

 
82

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
59

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

 
C6

16
1P

-
H

 
68

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C6
28

0 
F 

C6
28

0P
-
F 

62
0 

 
15

5 
15

5 
15

5 
15

5 
15

5 
15

5 
15

5 
15

2 
14

9 
11

8 
98

 
75

 
55

 
 

 
 

 
 

 
59

0 
 

14
7 

14
7 

14
7 

14
7 

14
6 

14
4 

14
1 

14
0 

13
7 

12
3 

98
 

75
 

55
 

 
 

 
 

 
 

55
0 

 
13

7 
13

5 
13

4 
13

3 
13

1 
13

0 
12

8 
12

7 
12

4 
11

6 
98

 
75

 
55

 
 

 
 

C7
06

0 
F 

C7
06

0P
-
F 

27
5 

 
69

 
67

 
65

 
64

 
62

 
60

 
59

 
57

 
56

 
51

 
45

 
 

 
 

 
 

C7
15

0 
F 

C7
15

0P
-
F 

34
5 

 
86

 
76

 
73

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72
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種
 

類
 

種
別

 
質

別
 

記
号

 
最

小
引

張

強
さ

 
N

/m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N

/m
m

2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
12

5 
15

0 
17

5 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

銅
及

び
銅

合
金

棒
 

JI
S 

H
 3

25
0(

20
00

) 
C1

02
0 

O
 

C1
02

0B
D
-
O

 
19

5 
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ケ
ル

合
金

継
目

無
管

 
JI

S 
H

 4
55

2(
20

00
) 

 
 

N
iC

u3
0 

48
0 

19
5 

12
0 

11
6 

11
2 

10
9 

10
6 

10
4 

10
2 

10
2 

10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

98
 

 
 

N
iC

u3
0 

59
0 

38
0 

14
7 

14
7 

14
7 

14
7 

14
7 

14
5 

14
5 

14
5 

14
5 

14
5 

14
5 

14
4 

14
1 

13
6 

12
5 

90
 

チ
タ

ン
及

び
チ

タ
ン

合
金

の
板

及
び

条
 

JI
S 

H
 4

60
0(

20
01

) 

1種
 

 
TP

27
0H

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TP

27
0C

 
27

0 
16

5 
69

 
63

 
57

 
51

 
47

 
42

 
38

 
36

 
34

 
30

 
27

 
 

 
 

 
 

 
 

TR
27

0H
 

 
 

 
 

 
 

 
TR

27
0C

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2種

 
 

TP
34

0H
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TP
34

0C
 

34
0 

21
5 

86
 

72
 

65
 

60
 

55
 

49
 

45
 

40
 

37
 

34
 

32
 

 
 

 
 

 
 

 
TR

34
0H

 
 

 
 

 
 

 
 

TR
34

0C
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3種
 

 
TP

48
0H

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TP

48
0C

 
48

0 
34

5 
12

0 
10

3 
94

 
87

 
80

 
75

 
68

 
63

 
58

 
54

 
50

 
 

 
 

 
 

 
 

TR
48

0H
 

 
 

 
 

 
 

 
TR

48
0C
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種
 

類
 

種
別

 
質

別
 

記
号

 
最

小
引

張

強
さ

 
N

/m
m

2  

最
小

 
降

伏
点

 
N

/m
m

2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
12

5 
15

0 
17

5 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

配
管

用
チ

タ
ン

管
 

JI
S 

H
 4

63
0(

20
01

) 
1種

 
 

TT
P2

70
H

 
27

0 
 

69
 

63
 

57
 

51
 

47
 

42
 

38
 

36
 

34
 

30
 

27
 

 
 

 
 

 
 

 
TT

P2
70

C 
 

 
 

 
 

 
2種

 
 

TT
P3

40
H

 
34

0 
 

86
 

72
 

65
 

60
 

55
 

49
 

45
 

40
 

37
 

34
 

32
 

 
 

 
 

 
 

 
TT

P3
40

C 
 

 
 

 
 

 
3種

 
 

TT
P4

80
H

 
48

0 
 

12
0 

10
3 

94
 

87
 

80
 

75
 

68
 

63
 

58
 

54
 

50
 

 
 

 
 

 
 

 
TT

P4
80

C 
 

 
 

 
 

 
熱

交
換

器
用

チ
タ

ン

管
及

び
チ

タ
ン

合
金

管
 

JI
S 

H
 4

63
1(

20
01

) 

1種
 

 
TT

H
27

0C
 

27
0 

 
69

 
63

. 
57

 
51

 
47

 
42

 
38

 
36

 
34

 
30

 
27

 
 

 
 

 
 

 
 

TT
H

27
0W

 
27

0 
 

59
 

53
 

48
 

43
 

40
 

36
 

32
 

30
 

29
 

25
 

24
 

 
 

 
 

 
 

 
TT

H
27

0W
C 

 
 

 
 

 
 

2種
 

 
TT

H
34

0C
 

34
0 

 
86

 
72

 
65

 
60

 
55

 
49

 
45

 
40

 
37

 
34

 
32

 
 

 
 

 
 

 
 

TT
H

34
0W

 
34

0 
 

74
 

61
 

55
 

51
 

47
 

41
 

38
 

34
 

31
 

29
 

27
 

 
 

 
 

 
 

 
TT

H
34

0W
C 

 
 

 
 

 
 

3種
 

 
TT

H
48

0C
 

48
0 

 
12

0 
10

3 
94

 
87

 
80

 
75

 
68

 
63

 
58

 
54

 
50

 
 

 
 

 
 

チ
タ

ン
及

び
チ

タ
ン

合
金

の
溶

接
管

 
JI

S 
H

 4
63

5(
20

01
) 

1種
 

 
TT

P2
70

W
 

27
0 

 
59

 
53

 
48

 
43

 
40

 
36

 
32

 
30

 
29

 
25

 
24

 
 

 
 

 
 

 
 

TT
P2

70
W

C 
 

 
 

 
 

 
2種

 
 

TT
P3

40
W

 
34

0 
 

74
 

61
 

55
 

51
 

47
 

41
 

38
 

34
 

31
 

29
 

27
 

 
 

 
 

 
 

 
TT

P3
40

W
C 

 
 

 
 

 
 

チ
タ

ン
及

び
チ

タ
ン

合
金

の
棒

 
JI

S 
H

 4
65

0(
20

01
) 

1種
 

 
TB

27
08

H
 

27
0 

 
69

 
63

 
57

 
51

 
47

 
42

 
38

 
36

 
34

 
30

 
27

 
 

 
 

 
 

 
 

TB
27

0C
 

 
 

 
 

 
 

2種
 

 
TB

34
0H

 
34

0 
 

86
 

72
 

65
 

60
 

55
 

49
 

45
 

40
 

37
 

34
 

32
 

 
 

 
 

 
 

 
TB

34
0C

 
 

 
 

 
 

 
3種

 
 

TB
48

0H
 

48
0 

 
12

0 
10

3 
94

 
87

 
80

 
75

 
68

 
63

 
58

 
54

 
50

 
 

 
 

 
 

 
 

TB
48

0C
 

 
 

 
 

 
 

銅
及

び
銅

合
金

鋳
物

 
JI

S 
H

 5
12

0(
19

97
) 

2種
 

 
CA

C4
02

 
24

5 
 

61
 

61
 

60
 

60
 

60
 

59
 

55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3種

 
 

CA
C4

03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6種
 

 
CA

C4
06

 
19

5 
 

49
 

49
 

49
 

49
 

48
 

47
 

46
 

45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7種
 

 
CA

C4
07

 
21

5 
 

54
 

54
 

54
 

54
 

54
 

54
 

52
 

49
 

47
 

40
 

 
 

 
 

 
 

銅
合

金
連

続
鋳

造
物

 
JI

S 
H

 5
12

1(
19

97
) 

2種
 

 
CA

C4
02

C 
27

5 
 

61
 

61
 

60
 

60
 

60
 

59
 

55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3種

 
 

CA
C4

03
C 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6種
 

 
CA

C4
06

C 
24

5 
 

49
 

49
 

49
 

49
 

48
 

47
 

46
 

45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7種
 

 
CA

C4
07

C 
25

5 
 

54
 

54
 

54
 

54
 

54
 

54
 

52
 

49
 

47
 

40
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(備
考

) 
1 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 40

00
(1

99
9)「

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
板
及
び

条
｣に

適
合
す
る
次
に
掲
げ
る
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に

よ
る
こ
と
。

 
イ

 
A1

10
0P

-H
12

及
び

A1
10

0P
-H

14
を

溶
接

構
造

材
と

し
て

用
い

る
場

合
は

，

A1
10

0P
-O
の
値

 
ロ

 
A3

00
3P

-H
12

及
び

A3
00

3P
-H

14
を

溶
接

構
造

材
と

し
て

用
い

る
場

合
は

，

A3
00

3P
-O

の
値

 
ハ

 
A5

05
2P

-H
32

及
び

A5
05

2P
-H

34
を

溶
接

構
造

材
と

し
て

用
い

る
場

合
は

，

A5
05

2P
-O

の
値

 
ニ
 

A5
15

4P
-H

34
を
溶
接
構
造
材
と
し
て
用
い
る
場
合
は
，

A5
15

4P
-O

の
値

 
 2 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 40

40
(1

99
9)「

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
棒
及
び

線
」
に
適
合
す
る

A2
02

4B
E-

T4
，

A2
02

4B
ES

-T
4，

A2
02

4B
D-

T4
，

A2
02

4B
DS

-T
4，

A2
02

4W
-T

4，
A2

02
4W

S-
T4

，
A6

06
1B

E-
T6

及
び

A6
06

1B
ES

-T
6を

溶
接
構
造
材
と

し
て
用
い
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す
許
容
引
張
応
力
を
適
用
で
き
な
い
。

 
 3 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 4

08
0(

19
99

)「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無

管
」
に
適
合
す
る
次
に
掲
げ
る
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に

よ
る
こ
と
。

 
イ
 

A3
00

3T
D-

H
14

，
A3

00
3T

DS
-H

14
，

A3
00

3T
D-

H
18

及
び

A3
00

3T
DS

-H
18

を

溶
接
構
造
材
と
し
て
用
い
る
場
合
は
，

A3
00

3T
D-

Oの
値

 
ロ
 

A5
05

2T
D-

H
34

及
び

A5
05

2T
DS

-H
34

を
溶
接
構
造
材
と
し
て
用
い
る
場
合
は
，

A5
05

2T
D-

Oの
値

 
 4 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 4

08
0(

19
99

)「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無

管
｣に

適
合
す
る

A6
06

1T
E-

T4
，

A6
06

1T
ES

-T
4，

A6
06

1T
D-

T4
，

A6
06

1T
DS

-T
4，

A6
06

1T
E-

T6
，

A6
06

1T
ES

-T
6，

A6
06

1T
D-

T6
，

A6
06

1T
DS

-T
6，

A6
06

3T
E-

T5
，

A6
06

3T
ES

-T
5，

A6
06

3T
E-

T6
，

A6
06

3T
ES

-T
6，

A6
06

3T
D-

T6
及
び

A6
06

3T
DS

-T
6

を
溶
接
構
造
材
と
し
て
用
い
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す
許
容
引
張
応
力
を
適
用
で
き
な
い
。 

 5 
鋳
鋼
品
の
許
容
引
張
応
力
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る

場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格

す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場

合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.9
倍
の
値

 
ロ
 
第

10
条
の
規
定
に
準
じ
て
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

11
条
の
規
定
に
準
じ
て
浸
透
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す

0.8
5倍

の
値

 
ハ
 
イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
 6 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 7 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
で
あ
っ
て
，
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
し
な
い
温
度
で
使
用

す
る
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材
料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値

の
う
ち
最
小
の
も
の
（
鋳
造
品
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
値
の

3分
の

2倍
）
と
す
る
。

 
イ
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
ロ
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
ハ
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.6
25

倍
の
値

 
ニ
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.9
倍
の
値

 
 8 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
で
あ
っ
て
，
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
す
る
温
度
で
使
用
す

る
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材
料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の

う
ち
最
小
の
も
の
（
鋳
造
品
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
値
の

3分
の

2倍
）
と
す
る
。

 
イ
 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
ロ
 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
ハ
 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.6
25

倍
の
値

 
ニ
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.9
倍
の
値

 
ホ
 

10
00

0時
間
に

0.1
パ
ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
ヘ
 

10
00

00
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力

 
 9 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

H
 45

52
(2

00
0)「

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
継
目
無
管
」
に
あ
っ

て
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
引
張
り
強
さ

48
0M

Pa
の
も
の
に
つ
い
て
は
，
冷
間
加
工
後
焼
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
に

限
る
。

 
ロ
 
引
張
り
強
さ

59
0M

Pa
の
も
の
に
つ
い
て
は
，
冷
間
加
工
後
応
力
除
去
焼
な
ま
し
を
行
っ

た
も
の
に
限
る
。
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別
表

第
8 

ボ
ル

ト
材

の
各

温
度

に
お

け
る

許
容

引
張

応
力

（
N

/m
m

2 ）
 

種
 
 
 

類
 

種
 別

 
記
 

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

Ｎ
／

mm
2  

最
小

 
降

伏
点

 
Ｎ

／
mm

2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
温

 
 

 
 

 
 

度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-30

 
～40

 
75 

100
 

150
 

200
 

225
 

250
 

275
 

300
 

325
 

350
 

375
 

400
 

425
 

450
 

475
 

500
 

525
 

550
 

575
 

600
 

625
 

650
 

675
 

700
 

725
 

750
 

775
 

800
 

一
般
構
造

用
圧
延
鋼

材
 

JI
S G

 31
01

(19
95

) 
 

SS
40

0 
40

0 
24

5 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

5 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

5 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

機
械
構
造

用
炭
素
鋼

鋼
材

 
JI

S G
 40

51
（

19
79

）
 

 
S2

0C
 

400
(直

径

100
mm

以
下

) 
24

5 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S2

2C
 

440
(直

径

100
mm

以
下

) 

 26
5 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S2

5C
 

440
(直

径

100
mm

以
下

) 
26

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S2

8C
 

470
(直

径

100
mm

以
下

) 
28

5 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

540
(直

径

40m
m以

下
) 

33
5 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S3

0C
 

470
(直

径

100
mm

以
下

) 
28

5 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

540
(直

径

40m
m以

下
) 

33
5 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S3

3C
 

570
(直

径

40m
m以

下
) 

 39
0 

98 
98 

98 
98 

98 
98 

98 
98 

98 
98 

98 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S3

5C
 

570
(直

径

40m
m以

下
) 

39
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S3

8C
 

610
(直

径

40m
m以

下
) 

 44
0 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S4

0C
 

610
(直

径

40m
m以

下
) 

44
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S4

3C
 

690
(直

径

40m
m以

下
) 

 49
0 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

123
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S4

5C
 

690
(直

径

40m
m以

下
) 

49
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ニ
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材
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 41

02
(19

79
) 

 
SN

C2
36

 
74

0(
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径
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以
下
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147
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147
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直
径

70
mm

以
下
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0(
直
径
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以
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類
 

種
 別

 
記
 

号
 

最
小

引
 

張
強

さ
 

Ｎ
／

mm
2  

最
小

 
降

伏
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Ｎ

／
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2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
温

 
 

 
 

 
 

度
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450
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550
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625
 

650
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700
 

725
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ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ

ン
鋼
鋼
材

 
JI

S G
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(19
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0 
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直
径

45
mm

以
下
) 

78
5 
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177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SN

CM
43

1 
83

0(
直
径

80
mm

以
下
) 

68
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167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SN
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43

9 
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0(
直
径

70
mm

以
下
) 
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196
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7 
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径

80
mm

以
下
) 
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206
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206
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93
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直
径
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m以
下
) 
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下
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216
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ク
ロ
ム
鋼

鋼
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S G
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径

40m
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下
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157
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157
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SC
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35
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径

40m
m以

下
) 
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177
 

177
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177
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SC

r4
40
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径

45m
m以

下
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78
5 

186
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186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SC
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45
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径

50m
m以

下
) 

83
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196
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196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ク
ロ
ム
モ

リ
ブ
デ
ン

鋼
鋼
材

 
JI

S G
 41

05
(19

79
) 

 
SC
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830
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径

60m
m以

下
) 

68
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167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

167
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SC

M4
32

 
880

(直
径

60m
m以

下
) 

73
5 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

177
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SC

M4
35

 
930

(直
径

60m
m以

下
) 

78
5 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

186
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SC

M4
40

 
980

(直
径

65m
m以

下
) 

83
5 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

196
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SC

M4
45

 
103

0(直
径

70m
m以

下
) 

88
5 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

206
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
温
用
合

金
鋼
ボ
ル

ト
材

 
JI

S G
 41

07
(19

94
) 

1種
 

SN
B5

 
69

0 
55

0 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
119

 
105

 
78 

58 
44 

33 
25 

19 
13 

9 
 

 
 

 
 

 
2種

 
SN

B7
 

86
0 

72
5 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

173
 

172
 

163
 

146
 

122
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

80
0 

65
5 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

161
 

158
 

142
 

139
 

116
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

69
0 

52
0 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

129
 

125
 

114
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3種
 

SN
B1

6 
86

0 
72

5 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
173

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

76
0 

65
5 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

151
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
69

0 
59

0 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137

 
137
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記
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最
小

引
 

張
強
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Ｎ
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最
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降

伏
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特
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用
途

合
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鋼
ボ

ル
ト

用
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1種
1号

 
SN

B2
1－

1 
11

40
 

10
30

 
228

 
228

 
228

 
228

 
228

 
228

 
228

 
228
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228

 
228

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1種

2号
 

SN
B2

1－
2 

10
70

 
96

0 
214

 
214

 
214

 
214

 
214

 
214

 
214

 
214

 
214

 
214

 
214
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3号
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1－
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10
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0 
200
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93
0 

82
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186
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SN

B2
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82

0 
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5 
165
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0 
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159
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2種

1号
 

SN
B2

2－
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40

 
10
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228
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228
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228
 

228
 

228
 

228
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SN
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2－
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10
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214
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(備
考

) 
1 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 2 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
で
あ
っ
て
，
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
し
な
い
温
度
で
使
用

す
る
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材
料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値

の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25

倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25

倍
の
値

 
(ﾎ)

 
但
し
，
機
械
的
強
度
を
得
る
目
的
で
，
熱
処
理
又
は
歪
硬
化
処
理
を
行
な
わ
な
い
も
の

は
(ｲ)

(ﾊ)
は
適
用
し
な
く
て
も
よ
い
。

 
ハ
 
非
鉄
金
属

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
 3 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
で
あ
っ
て
，
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
す
る
温
度
で
使
用
す

る
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
，
当
該
材
料
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
値
の

う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

 

イ
 
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
材
料

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25

倍
の
値

 
(ﾎ)

 
10

00
時
間
に

0.0
1パ

ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
(ﾍ

) 
10

00
00

時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力
の
最
小
値

の
0.8

倍
又
は
平
均
値
の

0.6
倍
の
値

 
ロ
 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
材
料
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾆ)

 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.6
25

倍
の
値

 
(ﾎ)

 
10

00
時
間
に

0.0
1パ

ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
(ﾍ

) 
10

00
00

時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力
の
最
小
値

の
0.8

倍
又
は
平
均
値
の

0.6
倍
の
値

 
(ﾄ)

 
但
し
，
機
械
的
強
度
を
得
る
目
的
で
，
熱
処
理
又
は
歪
硬
化
処
理
を
行
な
わ
な
い
も
の

は
(ｲ)

(ﾊ)
は
適
用
し
な
く
て
も
よ
い
。

 
ハ
 
非
鉄
金
属

 
(ｲ)

 
室
温
で
の
最
小
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
各
温
度
で
の
引
張
強
さ
の

0.2
倍
の
値

 
(ﾊ)

 
室
温
で
の
最
小
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

(ﾆ)
 
各
温
度
で
の
降
伏
点
の

0.2
5倍

の
値

 
(ﾎ)

 
10

00
0時

間
に

0.1
パ
ー
セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

 
(ﾍ)

 
10

00
00
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
ー
を
生
ず
る
応
力
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
応
力
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鋼
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0 

40
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5 
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7 
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1 
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5 
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ボ

イ
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用
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リ
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デ
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9 

19
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17
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25
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25
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24
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23
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23

0 
22

8 
22

5 
22

2 
21

9 
21

8 
21

3 
21
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20

6 
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19

8 
 

SB
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0M
 

48
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27
5 
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5 

26
5 
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9 

24
9 

24
6 

24
2 

23
9 

23
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23
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造
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5 

37
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容
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11
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20

00
) 

 
SP

V4
90

 
61

0 
49

0 
49

0 
47

6 
46

1 
43

8 
41

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
・
常
温

圧
力
容

器
用

炭

素
鋼
鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

8(
20

00
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SG

V4
10

 
41

0 
22

5 
22

5 
20

8 
20

1 
19

5 
18

9 
18

5 
18

0 
17

5 
16

7 
16

2 
16

0 
 

 
 

 
SG

V4
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45

0 
24

5 
24

5 
22

7 
22

0 
21

4 
20

7 
20

3 
19

7 
19

0 
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3 
17

8 
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5 
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26
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24
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19
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0 
 

 
 

別紙１ －363－ 



 

種
 
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引
張

強
さ

 
N

/m
m

2  
最

小
降
伏

点
 

N
/m

m
2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

ボ
イ

ラ
及

び
圧

力
容

器

用
マ

ン
ガ

ン
モ

リ
ブ

デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ

リ
ブ

デ
ン

ニ
ッ

ケ
ル

鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

9(
19

87
) 

 
SB

V1
A 

52
0 

31
5 

31
4 

29
9 

29
1 

28
1 

27
7 

27
4 

27
0 

26
6 

26
3 

26
0 

25
6 

25
2 

24
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55
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34
5 

34
3 

33
3 

32
7 

31
8 

31
2 

30
9 

30
8 

30
6 

30
3 
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2 

29
9 

29
6 

29
1 

28
7 

 
SB

V3
 

55
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
圧

力
容

器
用

調
質

型
マ

ン
ガ

ン
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ

デ
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ニ
ッ

ケ
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板
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S 
G

 3
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19

87
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55
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7 
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8 
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2 
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9 
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8 
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6 
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3 
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9 

29
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1 

28
7 
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B 

62
0 

48
0 

48
0 

46
2 

45
1 

44
4 

43
6 

43
3 

43
1 

42
8 

42
5 

42
2 

41
9 

41
5 

40
9 

40
2 

 
SQ

V2
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55
0 

34
5 

34
3 

33
3 

32
7 

31
8 

31
2 

30
9 

30
8 

30
6 

30
3 

30
2 

29
9 

29
6 

29
1 

28
7 

 
SQ

V2
B 

62
0 

48
0 

48
0 

46
2 

45
1 

44
4 

43
6 

43
3 

43
1 

42
8 

42
5 

42
2 

41
9 

41
5 

40
9 

40
2 

 
SQ

V3
A 

55
0 

34
5 

34
3 

33
3 

32
7 

31
8 

31
2 

30
9 

30
8 

30
6 

30
3 

30
2 

29
9 

29
6 

29
1 

28
7 

 
SQ

V3
B 

62
0 

48
0 

48
0 

46
2 

45
1 

44
4 

43
6 

43
3 

43
1 

42
8 

42
5 

42
2 

41
9 

41
5 

40
9 

40
2 

ボ
イ

ラ
及

び
圧

力
容

器

用
ク

ロ
ム

モ
リ

ブ
デ

ン

鋼
鋼
板

 
JI

S 
G

 4
10

9(
19

87
) 

 
SC

M
V1

 
38

0 
22

5 
22

5 
21

6 
20

9 
20

0 
19

2 
18

9 
18

6 
18

3 
18

0 
17

8 
17

5 
17

2 
16

8 
16

5 

 
 

48
0 

31
5 

31
4 

28
2 

26
7 

25
3 

24
9 

24
6 

24
3 

23
8 

23
1 

22
6 

22
0 

21
3 

21
0 

20
4 

 
SC

M
V2

 
38

0 
22

5 
22

5 
21

6 
20

9 
20

0 
19

2 
18

9 
18

6 
18

3 
18

0 
17

8 
17

5 
17

2 
16

8 
16

5 

 
 

45
0 

27
5 

27
5 

26
2 

25
3 

24
2 

23
3 

22
9 

22
6 

22
2 

21
9 

21
5 

21
2 

20
8 

20
4 

19
9 

 
SC

M
V3

 
41

0 
23

5 
23

5 
22

8 
22

2 
21

2 
20

4 
20

1 
19

7 
19

4 
19

1 
18

8 
18

5 
18

1 
17

8 
17

4 

 
 

52
0 

31
5 

31
4 

29
4 

28
4 

27
2 

26
2 

25
8 

25
3 

24
9 

24
6 

24
2 

23
8 

23
3 

22
9 

22
4 

 
SC

M
V4

 
41

0 
20

5 
20

5 
19

7 
19

1 
18

6 
18

5 
18

4 
18

4 
18

4 
18

4 
18

4 
18

4 
18

4 
18

4 
18

4 

 
 

52
0 

31
5 

31
4 

29
3 

28
3 

27
0 

26
5 

26
1 

25
8 

25
5 

25
3 

25
0 

24
7 

24
5 

24
1 

23
6 

 
SC

M
V5

 
41

0 
20

5 
20

5 
19

7 
19

1 
18

6 
18

5 
18

5 
18

5 
18

5 
18

5 
18

5 
18

5 
18

5 
18

5 
18

4 

 
 

52
0 

31
5 

31
4 

29
3 

28
3 

27
0 

26
5 

26
1 

25
8 

25
5 

25
3 

25
0 

24
7 

24
5 

24
1 

23
6 

 
SC

M
V6

 
41

0 
20

5 
20

5 
19

3 
18

6 
17

9 
17

8 
17

8 
17

7 
17

6 
17

5 
17

3 
17

1 
16

9 
16

4 
16

0 

 
 

52
0 

31
5 

31
4 

29
0 

27
9 

27
1 

26
7 

26
6 

26
5 

26
4 

26
2 

26
0 

25
6 

25
2 

24
6 

23
9 
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35
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5 

機
械

構
造

用
炭

素
鋼

鋼

材
 

JI
S 

G
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1(

19
79

) 

 
S1

0C
 

31
0 

(直
径

10
0m

m
以
下
) 

20
5 

20
5 

19
5 

18
9 

17
9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S1

2C
 

34
3 

(直
径

10
0m

m
を
超
え

20
0m

m
以
下
) 

23
5 

23
5 

22
3 

21
7 

20
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
0 

(直
径

10
0m

m
以
下
) 

23
5 

23
5 

22
3 

21
7 

20
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S1

5C
 

34
3 

(直
径

10
0m

m
を
超
え

20
0m

m
以
下
) 

23
5 

23
5 

22
3 

21
7 

20
5 

19
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

37
0 

(直
径

10
0m

m
以
下
) 

23
5 

23
5 

22
3 

21
7 

20
5 

19
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S1

7C
 

37
3 

(直
径

10
0m

m
を
超
え

20
0m

m
以
下
) 

24
5 

24
5 

23
1 

22
6 

21
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
0 

(直
径

10
0m

m
以
下
) 

24
5 

24
5 

23
1 

22
6 

21
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S2

0C
 

37
3 

(直
径

10
0m

m
を
超
え

20
0m

m
以
下
) 

24
5 

24
5 

23
1 

22
6 

21
4 

20
2 

19
6 

18
9 

18
3 

17
8 

17
2 

 
 

 
 

 
 

40
0 

(直
径

10
0m

m
以
下
) 

24
5 

24
5 

23
1 

22
6 

21
4 

20
2 

19
6 

18
9 

18
3 

17
8 

17
2 

 
 

 
 

 
S2

2C
 

41
2 

(直
径

10
0m

m
を
超
え

20
0m

m
以
下
) 

26
5 

26
5 

25
0 

24
4 

23
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

44
0 

(直
径

10
0m

m
以
下
) 

26
5 

26
5 

25
0 

24
4 

23
0 
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5C
 

41
2 

(直
径
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0m

m
を
超
え

20
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以
下
) 

26
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26
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24
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23
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S 

G 
34

45
(1

98
8)
「
機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

46
(1

99
4)
「
機
械
構

造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

54
(1

98
8)「

圧
力
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

56
(1

98
8)
「
高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

59
(1

99
7)
「
配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

60
(1

98
8)
「
低
温
配

管
用
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

61
(1

98
8)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

62
(1

98
8)
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
合
金
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規

格
JI

S 
G 

34
63

(1
99

4)「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

66
(1

98
8)
「
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

68
(1

99
4)
「
配
管
用
溶

接
大
径
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」
及
び
原
子
力
発
電
用
規
格
「
耐
熱
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
」
に
適
合
す
る

電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
，
自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
又
は
鍛
接
鋼
管
の
設
計
降
伏
点
は
，
表
中
の
値

に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂

直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ

て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定

に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
、
そ
れ

以
外
の
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
5倍

の
値

 
ロ
 
自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
(ｲ)

 
突
合
せ
片
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
こ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ

て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定

に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8
条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示

す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
突
合
せ
両
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ

て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定

に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8
条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示

す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.9
倍
の
値

 
ハ
 
鍛
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ

る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法

に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て

放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場

合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.6
5倍

の
値

 
 2 

鋳
造
品
の
設
計
降
伏
点
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る

場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格

す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場

合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値

 
ロ
 
第

10
条
の
規
定
に
準
じ
て
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

11
条
の
規
定
に
準
じ
て
浸
透
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す

値
の

0.8
5倍

の
値

 
ハ
 
イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
 3 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
設
計
降
伏
点
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計
算

す
る
。

 
 4 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
設
計
降
伏
点
の
値
は
，
備
考

1及
び

2の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
掲
げ
る
当
該
材
料
の
設
計
降
伏
点
曲
線
上
の
値
と
す
る
。
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イ
 
室
温
か
ら
当
該
材
料
の
最
高
使
用
温
度
ま
で
の
温
度
に
お
い
て
，
室
温
及
び
最
高
使
用
温

度
を
含
み
少
な
く
と
も

50
度
お
き
の
温
度
で

1溶
解

1熱
処
理
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
１
本
ず
つ

引
張
試
験
を
行
い
，
そ
れ
ぞ
れ
の
降
伏
点
又
は
耐
力
の
値
に
次
の
値
を
乗
じ
た
値
を
結
ん
だ

曲
線
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
高
温
側
の
降
伏
点
又
は
耐
力
の
値
が
低
温
側
の
降
伏
点
又
は

耐
力
の
値
を
超
え
る
場
合
は
，
低
温
側
の
極
小
値
を
超
え
な
い
値
を
結
ん
だ
曲
線
と
す
る
。 

(ｲ)
 
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
に
あ
っ
て
は
，

0.8
85

 
(ﾛ)

 
(ｲ)

以
外
の
材
料
に
あ
っ
て
は
，

0.8
56

 
ロ
 
当
該
材
料
に
つ
い
て
信
頼
度
の
あ
る
設
計
降
伏
点
曲
線
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
，
最
高
使
用
温
度
で

1溶
解

1熱
処
理
に
つ
き

2本
の
引
張
試
験
を
行
い
，
そ
れ
ぞ
れ
の

降
伏
点
又
は
耐
力
の
値
が
最
高
使
用
温
度
に
お
け
る
当
該
設
計
降
伏
点
曲
線
上
の
値
以
上

の
と
き
は
，
当
該
設
計
降
伏
点
曲
線

 

ハ
 
イ
及
び
ロ
の
引
渡
試
験
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
(ｲ)

 
試
験
片
の
採
取
位
置
は
，
第

3条
第

5項
の
規
定
に
準
じ
る
こ
と
。

 
(ﾛ)

 
引
張
試
験
片
及
び
引
張
試
験
方
法
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
05

67
(1

99
8)「

鉄
鋼
材

料
及
び
耐
熱
合
金
の
高
温
引
張
試
験
方
法
」
に
よ
る
こ
と
。
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別
表
第

10
 
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
設
計

引
張
強
さ
（

N
/m

m
2 ）

 

種
 
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引
張

強
さ

 
N

/m
m

2  
最

小
降
伏

点
 

N
/m

m
2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

一
般
構
造

用
圧
延

鋼
材

 
JI

S 
G

 3
10

1(
19

95
) 

 
SS

40
0 

40
0 

24
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

5 
40

0 
38

1 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
 

 
 

 
 

 
21

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ボ

イ
ラ

及
び

圧
力

容
器

用
炭

素
鋼

及
び

モ
リ

ブ

デ
ン
鋼
鋼

板
 

JI
S 

G
 3

10
3(

19
87

) 

 
SB

41
0 

41
0 

22
5 

41
0 

39
7 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

39
1 

37
9 

36
5 

33
9 

 
SB

45
0 

45
0 

24
5 

45
0 

43
9 

43
3 

43
3 

43
3 

43
3 

43
3 

43
3 

43
3 

43
3 

43
3 

40
8 

38
5 

36
2 

 
SB

48
0 

48
0 

26
5 

48
0 

44
9 

43
4 

42
9 

42
2 

42
2 

42
1 

42
1 

42
0 

41
6 

41
2 

39
7 

38
2 

36
2 

 
SB

45
0M

 
45

0 
25

5 
43

9 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

3 
43

1 

 
SB

48
0M

 
48

0 
27

5 
48

0 
44

9 
43

2 
43

2 
43

2 
43

2 
43

2 
43

2 
43

2 
43

2 
43

2 
42

2 
40

9 
38

4 

溶
接
構
造

用
圧
延

鋼
材

 
JI

S 
G

 3
10

6(
19

99
) 

 
SM

40
0A

 
 

24
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

40
0B

 
40

0 
23

5 
40

0 
38

1 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
37

3 
 

 
 

 
SM

40
0C

 
 

21
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

49
0A

 
 

32
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

49
0B

 
49

0 
31

5 
49

0 
45

7 
44

1 
44

1 
44

1 
44

1 
44

1 
44

1 
44

1 
44

1 
44

1 
 

 
 

 
SM

49
0C

 
 

29
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

49
0Y

A 
 

36
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

49
0Y

B 
49

0 
35

5 
49

0 
46

1 
44

7 
44

7 
44

7 
44

7 
44

7 
44

7 
44

7 
44

7 
44

7 
 

 
 

 
 

 
33

5 
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種
 
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引
張

強
さ

 
N

/m
m

2  
最

小
降
伏

点
 

N
/m

m
2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

 
SM

52
0B

 
 

36
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM

52
0C

 
52

0 
35

5 
52

0 
49

9 
49

0 
48

5 
48

1 
48

1 
48

1 
48

1 
48

1 
47

8 
47

4 
 

 
 

 
 

 
33

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SM

57
0 

57
0 

46
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
45

0 
56

9 
53

9 
52

7 
51

0 
51

0 
51

0 
51

0 
51

0 
51

0 
51

0 
51

0 
 

 
 

 
 

 
43

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
圧

力
容
器

用
鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

5(
20

00
) 

 
SP

V4
90

 
61

0 
49

0 
60

8 
57

7 
56

3 
55

4 
54

5 
54

5 
54

5 
54

5 
54

5 
54

5 
54

5 
53

0 
 

 

中
・

常
温
圧

力
容
器

用
炭

素
鋼
鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

8(
20

00
) 

 
SG

V4
10

 
41

0 
22

5 
41

0 
37

6 
37

3 
36

8 
36

2 
36

2 
36

1 
36

1 
36

0 
35

6 
35

3 
 

 
 

 
SG

V4
50

 
45

0 
24

5 
45

0 
40

7 
40

7 
40

2 
39

6 
39

6 
39

5 
39

5 
39

4 
39

0 
38

6 
37

3 
 

 

 
SG

V4
80

 
48

0 
26

5 
48

0 
44

9 
43

1 
42

4 
42

2 
42

2 
42

1 
42

1 
42

0 
41

6 
41

2 
39

7 
 

 
ボ

イ
ラ

及
び

圧
力

容
器

用
マ

ン
ガ

ン
モ

リ
ブ

デ

ン
鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ

リ
ブ

デ
ン

ニ
ッ

ケ
ル

鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
11

9(
19

87
) 

 
SB

V1
A 

52
0 

31
5 

52
0 

47
0 

47
0 

46
9 

46
4 

46
4 

46
4 

46
4 

46
4 

46
4 

46
4 

45
1 

43
8 

41
1 

 
SB

V1
B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SB

V2
 

55
0 

34
5 

54
9 

51
6 

50
0 

49
5 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

47
7 

46
3 

43
4 

 
SB

V3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

圧
力

容
器

用
調

質
型

マ

ン
ガ

ン
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼

及
び

マ
ン

ガ
ン

モ
リ

ブ

デ
ン
ニ
ッ

ケ
ル
鋼

鋼
板

 
JI

S 
G

 3
12

0(
19

87
) 

 
SQ

V1
A 

55
0 

34
5 

54
9 

51
6 

50
0 

49
5 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

47
7 

 
 

 
SQ

V1
B 

62
0 

48
0 

61
8 

58
1 

56
3 

55
7 

55
7 

55
2 

55
2 

55
2 

55
2 

55
2 

55
2 

53
6 

 
 

 
SQ

V2
A 

55
0 

34
5 

54
9 

51
6 

50
0 

49
5 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

47
7 

 
 

 
SQ

V2
B 

62
0 

48
0 

61
8 

58
1 

56
3 

55
7 

55
7 

55
2 

55
2 

55
2 

55
2 

55
2 

55
2 

53
6 
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種
 
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引
張

強
さ

 
N

/m
m

2  
最

小
降
伏

点
 

N
/m

m
2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

 
SQ

V3
A 

55
0 

34
5 

54
9 

51
6 

50
0 

49
5 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

47
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42
0 

42
0 

41
7 

41
5 

 
SC

S1
6 

39
0 

17
5 

39
0 

35
8 

35
7 

35
1 

34
3 

34
2 

34
2 

34
2 

34
2 

34
2 

34
2 

34
2 

34
0 

33
8 

 
SC

S1
6A

 
48

0 
20

5 
48

0 
43

8 
43

7 
43

0 
42

1 
42

0 
42

0 
42

0 
42

0 
42

0 
42

0 
42

0 
41

7 
41

5 
 

SC
S1

9 
39

0 
18

5 
39

0 
34

5 
33

5 
31

5 
30

7 
30

6 
30

4 
30

3 
30

3 
30

3 
30

3 
30

3 
30

1 
29

9 
 

SC
S1

9A
 

48
0 

20
5 

48
0 

42
3 

41
1 

38
5 

37
7 

37
5 

37
3 

37
2 

37
2 

37
2 

37
2 

37
2 

36
9 

36
7 

 
SC

S2
1 

48
0 

20
5 

48
0 

42
7 

41
6 

38
5 

36
4 

35
9 

35
4 

35
1 

34
8 

34
6 

34
4 

34
2 

34
2 

34
2 

耐
食

ス
テ
ン

レ
ス

鋼
鋳

鋼
品

 
原

子
力
発

電
用
規

格
 

 
G

SC
S1

6 
43

5 
22

0 
43

5 
39

2 
37

2 
35

5 
35

5 
35

5 
35

5 
35

5 
35

5 
35

5 
35

5 
 

 
 

耐
食

ス
テ
ン

レ
ス

鋼
鍛

鋼
品

 
原

子
力
発

電
用
規

格
 

 
G

SU
S3

17
J4

L 
63

7 
25

0 
63

7 
59

8 
57

4 
54

4 
52

2 
51

0 
50

3 
49

0 
48

8 
48

2 
48

2 
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種
 
類

 
種

別
 

記
号

 
最

小
引
張

強
さ

 
N

/m
m

2  
最

小
降
伏

点
 

N
/m

m
2  

温
度

 
－

30
 

～
40

 
75

 
10

0 
15

0 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 

13
ク

ロ
ム

鋼
鍛

鋼
品

及

び
13

ク
ロ
ム
鋼

棒
 

原
子
力
発

電
用
規

格
 

1種
 

G
13

CR
1 

48
2 

27
6 

48
2 

43
5 

43
5 

43
1 

42
0 

41
7 

41
5 

41
2 

40
6 

40
1 

39
6 

38
7 

 
 

2種
 

G
13

CR
2 

75
8 

62
1 

75
8 

68
7 

68
7 

67
4 

66
3 

66
1 

65
5 

64
7 

64
1 

63
4 

62
6 

62
3 

 
 

耐
熱
ス
テ

ン
レ
ス

鋼
 

原
子
力
発

電
用
規

格
 

1種
 

G
XM

1 
68

9 
38

0 
68

9 
62

5 
62

0 
59

0 
57

1 
56

5 
56

0 
55

6 
55

3 
54

9 
54

5 
54

1 
53

7 
53

2 

2種
 

G
XM

2 
75

8 
41

4 
75

8 
68

6 
68

2 
65

0 
62

8 
61

8 
61

6 
61

1 
60

8 
60

4 
59

8 
59

5 
59

0 
58

6 
高

温
用

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒
材

 
原

子
力
発

電
用
規

格
 

1種
 

G
31

6C
W

1 
62

1 
34

5 
62

1 
56

4 
56

0 
53

3 
51

8 
51

5 
51

2 
51

1 
51

1 
51

1 
51

1 
51

1 
51

1 
50

7 
 

 
65

5 
44

8 
65

5 
59

3 
59

1 
56

2 
54

5 
54

3 
54

0 
54

0 
54

0 
54

0 
54

0 
54

0 
54

0 
53

4 
 

 
68

9 
55

2 
68

9 
62

7 
62

3 
59

2 
58

4 
57

2 
57

0 
56

9 
56

9 
56

9 
56

9 
56

9 
56

9 
56

2 
 

 
75

8 
65

5 
75

8 
68

9 
68

5 
65

1 
63

0 
62

7 
62

6 
62

6 
62

6 
62

6 
62

6 
62

6 
62

6 
61

9 
2種

 
G

31
6C

W
2 

58
6 

44
8 

58
6 

53
3 

53
0 

50
3 

48
7 

48
5 

48
4 

48
3 

48
3 

48
3 

48
3 

48
3 

48
3 

47
9 

 
 

58
6 

41
4 

58
6 

53
3 

53
0 

50
3 

48
7 

48
5 

48
4 

48
3 

48
3 

48
3 

48
3 

48
3 

48
3 

47
9 

耐
熱
鋼
棒

 
JI

S 
G

 4
31

1(
19

91
) 

 
SU

H
66

0 
90

0 
59

0 
90

0 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

5 
81

4 
80

3 

耐
食
耐
熱

超
合
金

棒
 

JI
S 

G
 4

90
1(

19
91

) 
 

N
CF

60
0 

55
0 

24
5 

54
9 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

 
 

 
 

N
CF

80
0H

 
45

0 
17

5 
48

0 
40

7 
40

7 
40

1 
39

7 
39

5 
39

3 
39

2 
39

0 
38

9 
38

8 
38

8 
38

8 
38

8 
 

N
CF

80
0 

52
0 

20
5 

52
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

46
9 

 
 

 
 

N
CF

75
0(

H
1)

 
96

0 
61

5 
96

0 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

7 
 

 
 

 
N

CF
75

0(
H

2)
 

11
70

 
79

5 
11

67
 1

06
5 

10
65

 1
06

5 
10

65
 1

06
5 

10
65

 1
06

5 
10

65
 1

06
5 

10
64

 
 

 
 

耐
食
耐
熱

超
合
金

板
 

JI
S 

G
 4

90
2(

19
99

) 
 

N
CF

60
0 

55
0 

24
5 

54
9 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

 
 

 
 

N
CF

80
0H

 
45

0 
17

5 
48

0 
40

7 
40

7 
40

1 
39

7 
39

5 
39

3 
39

2 
39

0 
38

9 
38

8 
38

8 
38

8 
38

8 
 

N
CF

80
0 

52
0 

20
5 

52
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

46
9 

 
 

 
 

N
CF

75
0(

H
1)

 
96

0 
61

5 
96

0 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

8 
87

7 
 

 
 

 
N

CF
75

0(
H

2)
 

11
70

 
79

5 
11

70
 1

06
5 

10
65

 1
06

5 
10

65
 1

06
5 

10
65

 1
06

5 
10

65
 1

06
5 

10
64

 
 

 
 

配
管

用
継

目
無

ニ
ッ

ケ

ル
ク
ロ
ム

鉄
合
金

管
 

JI
S 

G
 4

90
3(

19
91

) 

 
N

CF
60

0T
P 

55
0 

20
5 

54
9 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

 
 

 
 

 
52

0 
17

5 
52

0 
39

6 
38

1 
36

4 
35

3 
34

6 
34

0 
33

8 
33

5 
33

1 
32

9 
 

 
 

 
 

55
0 

24
5 

54
9 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

 
 

 
 

N
CF

80
0T

P 
45

0 
17

5 
48

0 
40

7 
40

7 
40

1 
39

7 
39

5 
39

3 
39

2 
39

0 
38

9 
38

8 
38

8 
38

8 
38

8 
 

 
52

0 
20

5 
52

0 
47

0 
47

0 
47

0 
47

0 
47

0 
47

0 
47

0 
47

0 
47

0 
46

9 
 

 
 

熱
交

換
器

用
継

目
無

ニ
ッ

ケ

ル
ク

ロ
ム
鉄

合
金

管
 

JI
S 

G
 4

90
4(

19
91

) 

 
N

CF
60

0T
B 

55
0 

24
5 

54
9 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

50
1 

 
 

 
 

N
CF

80
0H

TB
 

45
0 

17
5 

48
0 

40
7 

40
7 

40
1 

39
7 

39
5 

39
3 

39
2 

39
0 

38
9 

38
8 

38
8 

38
8 

38
8 

 
N

CF
80

0T
B 

52
0 

20
5 

52
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

47
0 

46
9 

 
 

 
ニ

ッ
ケ
ル
・

ク
ロ

ム
・

鉄

合
金

69
0 

原
子
力
発

電
用
規

格
 

 
G

N
CF

69
0H

 
58

6 
20

6 
58

6 
58

6 
58

6 
57

7 
56

4 
55

8 
55

1 
54

5 
54

0 
53

5 
53

0 
52

5 
 

 
 

G
N

CF
69

0C
 

58
6 

24
5 

58
6 

58
6 

58
6 

58
1 

56
9 

56
1 

55
6 

55
3 

54
6 

53
9 

53
9 

53
4 

 
 

 
G

N
CF

69
0H

YS
 

58
6 

27
5 

58
6 

58
6 

58
6 

58
6 

58
6 

58
6 

58
6 

58
6 

58
0 

57
6 

56
9 

56
2 

55
6 

55
2 
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(備
考

) 
1 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

44
(1

99
4)
「
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

45
(1

98
8)
「
機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

46
(1

99
4)
「
機
械
構

造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

52
(1

99
7)
「
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本

工
業

規
格

JI
S 

G 
34

54
(1

98
8)
「

圧
力

配
管

用
炭

素
鋼

鋼
管

」
，

日
本

工
業

規
格

JI
SG

34
56

(1
98

8)
「
高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

59
(1

99
7)
「
配

管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

60
(1

98
8)
「
低
温
配
管
用
鋼
管
」，

日
本

工
業
規
格

JI
S 

G 
34

61
(1

98
8)「

ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
炭
素
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

62
(1

98
8)「

ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
合
金
鋼
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

63
(1

99
4)

「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

66
(1

98
8)
「
一
般

構
造
用
角
形
鋼
管
」，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
34

68
(1

99
4)
「
配
管
用
溶
接
大
径
ス
テ
ン
レ
ス

鋼
管
」
及
び
原
子
力
発
電
用
規
格
「
耐
熱
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
」
に
適
合
す
る
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
，

自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
又
は
鍛
接
鋼
管
の
設
計
引
張
強
さ
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次

に
よ
る
こ
と
。

 
イ
 
電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂

直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ

て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定

に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ

以
外
の
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
5倍

の
値

 
ロ
 
自
動
ア
ー
ク
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
(ｲ)

 
突
合
せ
片
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ

て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定

に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8
条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示

す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
(ﾛ)

 
突
合
せ
両
側
溶
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ

て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定

に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8
条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示

す
値
，
そ
れ
以
外
の
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.9
倍
の
値

 
ハ
 
鍛
接
鋼
管
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
溶
接
部
に
対
し
て
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ

る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法

に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て

放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
こ
の
表
に
示
す
値
，
そ
れ
以
外
の
場

合
は
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.6
5倍

の
値

 
 2 

鋳
造
品
の
設
計
引
張
強
さ
は
，
表
中
の
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 

イ
 
第

6条
の
規
定
に
準
じ
て
垂
直
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る

場
合
，
第

7条
の
規
定
に
準
じ
て
斜
角
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格

す
る
場
合
又
は
第

8条
の
規
定
に
準
じ
て
放
射
線
透
過
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場

合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値

 
ロ
 
第

10
条
の
規
定
に
準
じ
て
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
又
は
第

11
条
の
規
定
に
準
じ
て
透
過
探
傷
試
験
を
行
い
，
こ
れ
に
合
格
す
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す

値
の

0.8
5倍

の
値

 
ハ
 
イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
は
，
こ
の
表
に
示
す
値
の

0.8
倍
の
値

 
 3 

こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
設
計
引
張
強
さ
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

 
 4 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

14
(1

99
1)
「
圧
力
容
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鍛
鋼
品
」
の
う
ち
，

SU
SF

30
4，

SU
SF

31
6，

SU
SF

32
1及

び
SU

SF
34

7に
お
い
て
，
引
張
強
さ

52
0N

/m
m

2

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
場
合
は
，
直
径
ま
た
は
厚
さ
に
か
か
わ
ら
ず
最
小
引
張
強
さ

52
0N

/m
m

2 の
欄
の
値
を
用
い
て
よ
い
。

 
 5 

こ
の
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
設
計
引
張
強
さ
の
値
は
，
備
考

1
及
び

2の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
掲
げ
る
当
該
材
料
の
設
計
引
張
強
さ
曲
線
上
の
値
と
す

る
。

 
イ
 
室
温
か
ら
当
該
材
料
の
最
高
使
用
温
度
ま
で
の
温
度
に
お
い
て
，
室
温
及
び
最
高
使
用
温

度
を
含
み
少
な
く
と
も

50
℃
お
き
の
温
度
で

1溶
解

1熱
処
理
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ

1本
ず
つ
引

張
試
験
を
行
い
，
そ
れ
ぞ
れ
の
引
張
強
さ
の
値
に
次
の
値
を
乗
じ
た
値
を
結
ん
だ
曲
線
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
，
高
温
側
の
引
張
強
さ
の
値
が
低
温
側
の
引
張
強
さ
を
値
を
超
え
る
場
合

は
，
低
温
側
の
最
小
値
を
超
え
な
い
値
を
結
ん
だ
曲
線
と
す
る
。

 
(ｲ)

 
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
及
び
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
に
あ
っ
て
は
，

0.8
85

 
(ﾛ)

 
(ｲ)

以
外
の
材
料
に
あ
っ
て
は
，

0.8
56

 
ロ
 
当
該
材
料
に
つ
い
て
信
頼
度
の
あ
る
設
計
引
張
強
さ
曲
線
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
，
最
高
使
用
温
度
で

1溶
解

1熱
処
理
に
つ
き

2本
の
引
張
試
験
を
行
い
，
そ
れ
ぞ
れ

の
引
張
強
さ
の
値
が
最
高
使
用
温
度
に
お
け
る
当
該
設
計
引
張
強
さ
曲
線
上
の
値
以
上
の

と
き
は
，
当
該
設
計
引
張
強
さ
曲
線

 
ハ
 
イ
及
び
ロ
の
引
張
試
験
は
，
次
に
よ
る
こ
と
。

 
(ｲ)

 
試
験
片
の
採
取
位
置
は
，
第

3条
第

5項
の
規
定
に
準
ず
る
こ
と
。

 
(ﾛ)

 
引
張
試
験
片
及
び
引
張
試
験
方
法
は
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
05

67
(1

99
8)「

鉄
鋼
材

料
及
び
耐
熱
合
金
の
高
温
引
張
試
験
方
法
」
に
よ
る
こ
と
。
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別
表
第
1
1
 

材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
縦
弾
性
係
数
（

N
/m

m
2 ）

 

種
 
類

 
温
度

 
20

 
50

 
75

 
10

0 
12

5 
15

0 
17

5 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
27

5 
40

0 
42

5 
炭

素
量

が
0.3

%以
下

の
炭
素

鋼
 

20
30

00
 2

01
00

0 
20

00
00

 1
98

00
0 

19
60

00
 1

95
00

0 
19

30
00

 
19

10
00

 1
90

00
0 

18
80

00
 

18
70

00
 1

85
00

0 
18

20
00

 1
78

00
0 

17
60

00
 1

72
00

0 
16

70
00

 
炭

素
量

が
0.

3%
を

超
え

る
炭

素
鋼

 
20

20
00

 2
00

00
0 

19
80

00
 1

97
00

0 
19

50
00

 1
93

00
0 

19
20

00
 

19
00

00
 1

88
00

0 
18

70
00

 
18

50
00

 1
83

00
0 

18
10

00
 1

78
00

0 
17

40
00

 1
70

00
0 

16
60

00
 

モ
リ
ブ
デ
ン
鋼

 
20

10
00

 1
99

00
0 

19
80

00
 1

96
00

0 
19

40
00

 1
93

00
0 

19
10

00
 

18
90

00
 1

88
00

0 
18

60
00

 
18

50
00

 1
83

00
0 

18
00

00
 1

78
00

0 
17

40
00

 1
70

00
0 

16
50

00
 

ニ
ッ
ケ
ル
合
金
鋼

 
19

20
00

 1
89

00
0 

18
80

00
 1

86
00

0 
18

50
00

 1
84

00
0 

18
20

00
 

18
00

00
 1

78
00

0 
17

80
00

 
17

70
00

 1
75

00
0 

17
30

00
 1

72
00

0 
16

90
00

 1
64

00
0 

15
90

00
 

ク
ロ

ム
含

有
量

が
0.

5%
以

上
，

2%
以
下
の
合
金
鋼

 
20

50
00

 2
03

00
0 

20
10

00
 1

99
00

0 
19

80
00

 1
96

00
0 

19
40

00
 

19
20

00
 1

91
00

0 
19

00
00

 
18

80
00

 1
86

00
0 

18
40

00
 1

83
00

0 
18

10
00

 1
78

00
0 

17
60

00
 

ク
ロ

ム
含

有
量

が
2.

25
%
以

上
，

3%
以
下
の
合
金
鋼

 
21

10
00

 
20

90
00

 2
07

00
0 

20
50

00
 2

04
00

0 
20

30
00

 2
01

00
0 

19
90

00
 1

97
00

0 
19

60
00

 
19

40
00

 1
92

00
0 

19
00

00
 1

88
00

0 
18

60
00

 1
84

00
0 

18
10

00
 

ク
ロ

ム
含

有
量

が
5%

以
上

，

9%
以
下
の
合
金
鋼

 
21

30
00

 
21

10
00

 
20

90
00

 2
07

00
0 

20
60

00
 2

05
00

0 
20

30
00

 
20

00
00

 1
99

00
0 

19
80

00
 

19
60

00
 1

94
00

0 
19

20
00

 1
90

00
0 

18
70

00
 1

84
00

0 
18

00
00

 

ク
ロ
ム
合
金
鋼

 
20

10
00

 1
99

00
0 

19
80

00
 1

96
00

0 
19

40
00

 1
92

00
0 

19
00

00
 

18
80

00
 1

86
00

0 
18

40
00

 
18

30
00

 1
81

00
0 

17
90

00
 1

78
00

0 
17

70
00

 1
74

00
0 

17
10

00
 

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン

レ
ス
鋼
，
析
出
硬
化
ス
テ
ン
レ

ス
鋼
，
そ
の
他
高
合
金
鋼

 
19

50
00

 1
93

00
0 

19
10

00
 1

90
00

0 
18

80
00

 1
86

00
0 

18
40

00
 

18
30

00
 1

80
00

0 
17

80
00

 
17

70
00

 1
76

00
0 

17
40

00
 1

73
00

0 
17

10
00

 1
69

00
0 

16
70

00
 

ニ
ッ
ケ
ル
・
ク
ロ
ム
・
鉄
合
金

69
0原

子
力
発
電
用
規
格

 
20

60
00

 2
06

00
0 

20
50

00
 2

04
00

0 
20

20
00

 2
00

00
0 

19
90

00
 

19
70

00
 1

96
00

0 
19

40
00

 
19

20
00

 1
91

00
0 

18
90

00
 1

88
00

0 
18

60
00

 1
85

00
0 

18
40

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

1）
 2

14
00

0 
21

20
00

 2
10

00
0 

20
80

00
 2

07
00

0 
20

50
00

 2
05

00
0 

20
40

00
 2

02
00

0 
20

10
00

 
19

90
00

 1
98

00
0 

19
70

00
 1

96
00

0 
19

40
00

 1
92

00
0 

19
00

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

2）
 2

00
00

0 
19

80
00

 1
96

00
0 

19
50

00
 1

93
00

0 
19

10
00

 1
91

00
0 

19
00

00
 1

89
00

0 
18

70
00

 
18

60
00

 1
85

00
0 

18
40

00
 1

83
00

0 
18

10
00

 1
79

00
0 

17
80

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

3）
 2

14
00

0 
21

20
00

 2
10

00
0 

20
80

00
 2

07
00

0 
20

60
00

 2
05

00
0 

20
40

00
 2

02
00

0 
20

10
00

 
19

90
00

 1
98

00
0 

19
70

00
 1

96
00

0 
19

40
00

 1
92

00
0 

19
00

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

4）
 2

07
00

0 
20

50
00

 2
03

00
0 

20
20

00
 2

00
00

0 
19

80
00

 1
97

00
0 

19
70

00
 1

95
00

0 
19

40
00

 
19

30
00

 1
92

00
0 

19
10

00
 1

89
00

0 
18

80
00

 1
86

00
0 

18
40

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

5）
 1

93
00

0 
19

10
00

 1
89

00
0 

18
80

00
 1

86
00

0 
18

50
00

 1
84

00
0 

18
30

00
 1

82
00

0 
18

10
00

 
18

00
00

 1
79

00
0 

17
80

00
 1

77
00

0 
17

60
00

 1
74

00
0 

17
20

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

6）
 1

96
00

0 
19

40
00

 1
93

00
0 

19
10

00
 1

90
00

0 
18

90
00

 1
88

00
0 

18
70

00
 1

85
00

0 
18

40
00

 
18

30
00

 1
82

00
0 

18
10

00
 1

79
00

0 
17

80
00

 1
77

00
0 

17
60

00
 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

7）
 1

93
00

0 
19

10
00

 1
89

00
0 

18
80

00
 1

86
00

0 
18

50
00

 1
84

00
0 

18
30

00
 1

82
00

0 
18

10
00

 
18

00
00

 1
79

00
0 

17
80

00
 1

77
00

0 
17

60
00

 1
74

00
0 

17
20

00
 

 (備
考

) 
 
各
材
料
の
区
分
は
，
下
記
に
示
す
。

 
1 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

1）
 

 
 

N
i－

Cr
（

NC
F7

50
）

 
2 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

2）
 

 
 

N
i－

Cr
M

o－
Cb

（
NC

F7
18
）

 

3 
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

3）
 

 
 

N
i－

Cr
－

Fe
（

NC
F6

00
）

 
4 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

4）
 

 
 

N
i－

Cr
－

M
o－

H
g（

N
CF

62
5及

び
GN

CF
1種

）
 

5 
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

5）
 

 
 

Cr
－

Ni
－

Fe
－

M
o－

Cu
－

Cb
（

GN
CF

3種
）

 

6 
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

6）
 

 
 

N
i－

Fe
－

Cr
（

NC
F8

00
及
び

N
CF

80
0H

）
 

7 
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金
（
区
分

7）
 

 
 

N
i－

Fe
－

Cr
M

o－
Cu

（
N

CF
82

5及
び

GN
CF

2種
）
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別
表
第
1
2
 

材
料
の
各
温
度
に
お
け
る
熱
膨
張
係
数
（
×

10
－

6 m
m

/m
m
℃
）

 

種
 
類

 
区 分

 
温
度

 
20

 
50

 
75

 
10

0 
12

5 
15

0 
17

5 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 
炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

1)
 

A 
11

.5
2 

11
.9

1 
12

.2
4 

12
.5

6 
12

.8
6 

13
.1

5 
13

.4
6 

13
.7

4 
14

.0
3 

14
.3

3 
14

.6
3 

14
.8

9 
15

.1
3 

15
.3

7 
15

.5
9 

15
.8

1 
16

.0
1 

B 
11

.5
2 

11
.7

6 
11

.8
9 

12
.0

5 
12

.2
1 

12
.3

7 
12

.5
5 

12
.7

0 
12

.8
3 

12
.9

9 
13

.1
4 

13
.2

8 
13

.4
2 

13
.5

7 
13

.6
8 

13
.8

3 
13

.9
6 

炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

2)
 

A 
10

.0
5 

10
.7

9 
11

.3
7 

11
.9

3 
12

.4
6 

12
.9

4 
13

.4
1 

13
.8

4 
14

.2
3 

14
.5

9 
14

.9
2 

15
.2

2 
15

.4
8 

15
.7

2 
15

.9
2 

16
.1

0 
16

.2
3 

B 
10

.0
5 

10
.4

6 
10

.7
5 

11
.0

4 
11

.3
3 

11
.5

9 
11

.8
4 

12
.0

9 
12

.3
3 

12
.6

0 
12

.8
2 

13
.0

0 
13

.1
8 

13
.3

7 
13

.5
4 

13
.7

1 
13

.8
7 

炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

3)
 

A 
9.

73
 

10
.4

7 
11

.0
7 

11
.6

5 
12

.1
9 

12
.6

9 
13

.1
6 

13
.6

0 
14

.0
1 

14
.3

8 
14

.7
3 

15
.0

5 
15

.3
3 

15
.5

7 
15

.7
8 

15
.9

7 
16

.1
2 

B 
9.

73
 

10
.1

0 
10

.3
9 

10
.6

9 
11

.0
0 

11
.2

8 
11

.5
6 

11
.8

5 
12

.1
1 

12
.3

5 
12

.5
8 

12
.8

0 
12

.9
9 

13
.1

9 
13

.3
6 

13
.5

1 
13

.6
5 

炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

4)
 

A 
12

.6
2 

12
.9

6 
13

.2
2 

13
.4

7 
13

.7
2 

13
.9

4 
14

.1
7 

14
.3

8 
14

.5
8 

14
.7

7 
14

.9
6 

15
.1

3 
15

.2
8 

15
.4

2 
15

.5
5 

15
.6

8 
15

.8
0 

B 
12

.6
2 

12
.7

9 
12

.9
4 

13
.0

9 
13

.2
3 

13
.3

8 
13

.4
9 

13
.6

2 
13

.7
1 

13
.8

1 
13

.9
3 

14
.0

3 
14

.1
4 

14
.2

4 
14

.3
1 

14
.4

0 
14

.4
8 

炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

5)
 

A 
11

.1
4 

11
.6

6 
12

.0
6 

12
.4

2 
12

.7
4 

13
.0

6 
13

.3
5 

13
.6

2 
13

.8
8 

14
.1

2 
14

.3
6 

14
.5

7 
14

.7
6 

14
.9

5 
15

.1
3 

15
.2

9 
15

.4
2 

B 
11

.1
4 

11
.4

0 
11

.6
2 

11
.8

2 
12

.0
0 

12
.2

1 
12

.3
7 

12
.5

4 
12

.6
8 

12
.8

3 
12

.9
7 

13
.1

0 
13

.2
3 

13
.3

6 
13

.4
7 

13
.5

9 
13

.6
9 

ク
ロ

ム
含

有
量

が
2.

25
%
，

モ
リ

ブ
デ

ン
量

が

1%
の
合
金
鋼

 
A 

11
.5

9 
12

.0
4 

12
.3

0 
12

.5
3 

12
.9

4 
13

.2
4 

13
.4

5 
13

.7
2 

13
.9

2 
14

.1
3 

14
.3

1 
14

.4
7 

14
.6

2 
14

.7
4 

14
.8

7 
14

.9
8 

15
.1

1 
B 

11
.5

9 
11

.7
8 

11
.9

4 
12

.1
0 

12
.2

7 
12

.4
3 

12
.5

6 
12

.7
0 

12
.8

3 
12

.9
6 

13
.0

9 
13

.2
1 

13
.3

3 
13

.4
3 

13
.5

2 
13

.6
1 

13
.7

1 
ク

ロ
ム

含
有

量
が

5%
，

モ
リ

ブ
デ

ン
量

が

0.
5%

の
合
金
鋼

 
A 

11
.7

3 
11

.9
6 

12
.1

5 
12

.3
4 

12
.5

2 
12

.6
8 

12
.8

6 
13

.0
2 

13
.1

8 
13

.3
3 

13
.4

8 
13

.6
3 

13
.7

7 
13

.9
1 

14
.0

4 
14

.1
7 

14
.3

0 
B 

11
.7

3 
11

.8
2 

12
.0

2 
12

.1
4 

12
.2

6 
12

.3
7 

12
.4

7 
12

.5
3 

12
.5

9 
12

.6
6 

12
.7

4 
12

.8
2 

12
.8

9 
12

.9
6 

13
.0

4 
13

.1
1 

13
.1

7 
ク

ロ
ム

含
有

量
が

7%
，

モ
リ

ブ
デ

ン
量

が

0.
5%

，
及

び
ク

ロ
ム

含
有

量
が

9%
，

モ
リ

ブ

デ
ン
量
が

1%
の
合
金
鋼

 

A 
10

.4
7 

10
.7

2 
10

.9
3 

11
.1

4 
11

.3
5 

11
.5

5 
11

.7
4 

11
.9

2 
12

.1
0 

12
.2

9 
12

.4
6 

12
.6

3 
12

.7
9 

12
.9

5 
13

.1
1 

13
.2

5 
13

.3
8 

B 
10

.4
7 

10
.5

9 
10

.7
3 

10
.8

7 
10

.9
9 

11
.0

8 
11

.2
1 

11
.3

0 
11

.3
9 

11
.4

8 
11

.5
8 

11
.6

7 
11

.7
5 

11
.8

5 
11

.9
3 

11
.9

9 
12

.0
7 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

1)
 

A 
15

.1
4 

15
.6

6 
16

.0
7 

16
.4

7 
16

.8
5 

17
.2

2 
17

.5
5 

17
.8

6 
18

.1
1 

18
.3

5 
18

.5
8 

18
.7

9 
19

.0
0 

19
.2

0 
19

.4
0 

19
.5

7 
19

.7
5 

B 
15

.1
4 

15
.4

5 
15

.6
3 

15
.8

2 
16

.0
1 

16
.1

6 
16

.3
8 

16
.5

5 
16

.7
2 

16
.8

9 
17

.0
3 

17
.1

8 
17

.3
4 

17
.4

7 
17

.5
8 

17
.6

6 
17

.8
1 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

2)
 

A 
10

.6
0 

10
.6

0 
10

.6
1 

10
.6

2 
10

.6
2 

10
.6

2 
10

.6
4 

10
.6

4 
10

.6
4 

10
.6

4 
10

.6
6 

10
.7

0 
10

.7
5 

10
.8

0 
10

.8
7 

10
.9

5 
11

.0
5 

B 
10

.6
0 

10
.6

0 
10

.6
1 

10
.6

2 
10

.6
2 

10
.6

2 
10

.6
4 

10
.6

4 
10

.6
4 

10
.6

4 
10

.6
6 

10
.6

7 
10

.6
7 

10
.6

8 
10

.6
9 

10
.7

1 
10

.7
3 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

3)
 

A 
14

.2
8 

14
.6

7 
14

.9
7 

15
.2

5 
15

.5
4 

15
.8

2 
16

.0
7 

16
.3

2 
16

.5
6 

16
.7

9 
17

.0
2 

17
.2

3 
17

.4
3 

17
.6

2 
17

.7
9 

17
.9

8 
18

.3
0 

B 
14

.2
8 

14
.5

6 
14

.7
5 

14
.8

9 
15

.0
6 

15
.2

2 
15

.3
6 

15
.4

8 
15

.6
0 

15
.7

2 
15

.8
4 

15
.9

5 
16

.0
6 

16
.1

8 
16

.2
9 

16
.3

8 
16

.4
8 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

4)
 

A 
15

.2
1 

15
.7

2 
16

.0
9 

16
.4

3 
16

.7
3 

17
.0

4 
17

.3
3 

17
.5

9 
17

.8
4 

18
.0

8 
18

.3
3 

18
.5

5 
18

.7
6 

18
.9

4 
19

.1
1 

19
.2

7 
19

.4
1 

B 
15

.2
1 

15
.4

9 
15

.6
8 

15
.8

7 
16

.0
5 

16
.2

1 
16

.3
7 

16
.5

2 
16

.6
6 

16
.8

1 
16

.9
4 

17
.0

7 
17

.2
0 

17
.3

3 
17

.4
6 

17
.5

7 
17

.6
7 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

5)
 

A 
16

.1
4 

16
.3

3 
16

.5
0 

16
.6

0 
16

.8
1 

16
.9

4 
17

.0
7 

17
.2

0 
17

.3
2 

17
.4

4 
17

.5
5 

17
.6

6 
17

.7
7 

17
.8

8 
17

.9
8 

18
.0

8 
18

.1
7 

B 
16

.1
4 

16
.3

0 
16

.4
2 

16
.5

1 
16

.6
1 

16
.6

7 
16

.7
4 

16
.8

0 
16

.8
7 

16
.9

3 
16

.9
9 

17
.0

3 
17

.0
9 

17
.1

5 
17

.2
0 

17
.2

5 
17

.2
9 
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種
 
類

 
区 分

 
温
度

 
20

 
50

 
75

 
10

0 
12

5 
15

0 
17

5 
20

0 
22

5 
25

0 
27

5 
30

0 
32

5 
35

0 
37

5 
40

0 
42

5 
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

6)
 

A 
15

.3
3 

15
.9

0 
16

.3
8 

16
.8

3 
17

.2
5 

17
.6

2 
17

.9
4 

18
.2

4 
18

.4
7 

18
.7

0 
18

.9
0 

19
.0

8 
19

.2
5 

19
.4

1 
19

.5
7 

19
.7

3 
19

.8
8 

B 
15

.3
3 

15
.6

2 
15

.8
5 

16
.1

2 
16

.3
6 

16
.6

0 
16

.7
7 

16
.9

7 
17

.1
4 

17
.3

1 
17

.4
7 

17
.6

1 
17

.7
4 

17
.8

5 
17

.9
6 

18
.0

6 
18

.1
4 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

7)
 

A 
16

.3
7 

16
.7

1 
16

.9
8 

17
.2

4 
17

.5
0 

17
.7

4 
17

.9
7 

18
.1

9 
18

.4
1 

18
.6

1 
18

.8
0 

18
.9

9 
19

.1
7 

19
.3

3 
19

.4
8 

19
.6

4 
19

.7
7 

B 
16

.3
7 

16
.5

9 
16

.7
5 

16
.9

0 
17

.0
5 

17
.1

8 
17

.3
2 

17
.4

2 
17

.5
4 

17
.6

5 
17

.7
5 

17
.8

5 
17

.9
5 

18
.0

4 
18

.1
4 

18
.2

4 
18

.3
2 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

8)
 

A 
14

.8
2 

15
.1

6 
15

.4
2 

15
.6

7 
15

.8
9 

16
.1

2 
16

.3
3 

16
.5

4 
16

.7
4 

16
.9

2 
17

.0
9 

17
.2

5 
17

.4
1 

17
.5

5 
17

.6
9 

17
.8

1 
17

.9
4 

B 
14

.8
2 

15
.0

2 
15

.1
7 

15
.3

0 
15

.4
5 

15
.5

8 
15

.7
1 

15
.8

0 
15

.9
2 

16
.0

2 
16

.1
1 

16
.2

0 
16

.2
9 

16
.3

9 
16

.4
8 

16
.5

6 
16

.6
4 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

9)
 

A 
15

.8
5 

16
.0

8 
16

.2
2 

16
.3

3 
16

.4
1 

16
.5

1 
16

.5
9 

16
.6

7 
16

.7
1 

16
.7

7 
16

.8
3 

16
.8

8 
16

.9
3 

17
.0

0 
17

.0
6 

17
.1

4 
17

.2
0 

B 
15

.8
5 

16
.0

3 
16

.1
5 

16
.2

5 
16

.3
2 

16
.3

8 
16

.4
1 

16
.4

5 
16

.4
8 

16
.5

1 
16

.5
4 

16
.5

7 
16

.5
9 

16
.6

2 
16

.6
6 

16
.6

9 
16

.7
0 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

10
) 

A 
14

.7
9 

15
.0

8 
15

.3
2 

15
.5

6 
15

.7
9 

16
.0

1 
16

.2
2 

16
.4

2 
16

.6
1 

16
.7

9 
16

.9
7 

17
.1

4 
17

.3
1 

17
.4

6 
17

.6
1 

17
.7

4 
17

.8
7 

B 
14

.7
9 

14
.9

0 
15

.0
2 

15
.1

4 
16

.2
6 

15
.3

8 
15

.5
1 

15
.6

2 
15

.7
4 

15
.8

4 
15

.9
3 

16
.0

3 
16

.1
3 

16
.2

3 
16

.3
2 

16
.4

0 
16

.5
0 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

11
) 

A 
15

.6
8 

15
.9

8 
16

.1
3 

16
.2

7 
16

.4
2 

16
.5

7 
16

.7
1 

16
.8

6 
17

.0
2 

17
.1

7 
17

.3
1 

17
.4

7 
17

.6
3 

17
.7

9 
17

.9
3 

18
.0

8 
18

.2
4 

B 
15

.6
8 

15
.8

3 
15

.9
6 

16
.0

6 
16

.1
9 

16
.2

8 
16

.3
6 

16
.4

4 
16

.5
1 

16
.5

7 
16

.6
3 

16
.7

0 
16

.7
7 

16
.8

5 
16

.9
1 

16
.9

9 
17

.0
6 

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

以
外

の

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

1)
 

A 
10

.6
4 

10
.9

7 
11

.2
0 

11
.3

9 
11

.5
6 

11
.7

1 
11

.8
5 

11
.9

7 
12

.0
7 

12
.1

5 
12

.2
4 

12
.3

3 
12

.4
2 

12
.5

1 
12

.6
0 

12
.6

9 
12

.7
9 

B 
10

.6
4 

10
.8

4 
10

.9
9 

11
.1

0 
11

.2
3 

11
.3

4 
11

.4
2 

11
.5

1 
11

.5
7 

11
.6

4 
11

.6
9 

11
.7

3 
11

.7
8 

11
.8

4 
11

.8
9 

11
.5

5 
12

.0
0 

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

以
外

の

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

2)
 

A 
9.

58
 

9.
84

 
10

.0
5 

10
.2

4 
10

.4
1 

10
.5

9 
10

.7
7 

10
.9

3 
11

.1
0 

11
.2

5 
11

.3
9 

11
.5

4 
11

.6
8 

11
.8

1 
11

.9
4 

12
.0

7 
12

.1
8 

B 
9.

58
 

9.
73

 
9.

85
 

9.
97

 
10

.0
8 

10
.1

7 
10

.2
5 

10
.3

4 
10

.4
2 

10
.5

0 
10

.5
8 

10
.6

6 
16

.7
4 

10
.8

2 
10

.9
0 

10
.9

6 
11

.0
3 

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

以
外

の

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

3)
 

A 
9.

03
 

9.
18

 
9.

30
 

9.
43

 
9.

54
 

9.
65

 
9.

78
 

9.
90

 
10

.0
1 

10
.1

4 
10

26
 

10
.3

7 
10

.4
9 

10
.6

1 
10

.7
1 

10
.8

4 
10

.9
5 

B 
9.

03
 

9.
16

 
9.

23
 

9.
29

 
9.

37
 

9.
42

 
9.

46
 

9.
53

 
9.

58
 

9.
64

 
9.

70
 

9.
74

 
9.

80
 

9.
86

 
9.

91
 

9.
97

 
10

.0
2 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

1)
 

A 
12

.1
5 

12
.7

3 
13

.1
9 

13
.6

0 
13

.9
4 

14
.2

3 
14

.4
9 

14
.6

9 
14

.8
8 

15
.0

6 
15

.1
9 

15
.3

0 
15

.4
1 

15
.5

1 
15

.6
0 

15
.7

0 
15

.7
6 

B 
12

.1
5 

12
.5

5 
12

.8
1 

13
.0

1 
13

.1
8 

13
.3

3 
13

.4
9 

13
.6

1 
13

.7
2 

13
.8

2 
13

.9
3 

14
.0

3 
14

.1
1 

14
.2

1 
14

.3
0 

14
.3

9 
14

.4
7 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

2)
 

A 
13

.9
1 

14
.7

2 
15

.1
3 

15
.4

2 
15

.6
5 

15
.8

5 
16

.0
1 

16
.1

4 
16

.2
7 

16
.3

8 
16

.4
5 

16
.5

2 
16

.6
0 

16
.6

9 
16

.8
0 

16
.9

6 
17

.1
3 

B 
13

.9
1 

14
.4

9 
14

.8
2 

15
.0

7 
15

.2
9 

15
.4

9 
15

.6
5 

15
.7

8 
15

.9
0 

16
.0

1 
16

.0
9 

16
.1

6 
16

.2
4 

16
.3

3 
16

.4
1 

16
.4

9 
16

.5
6 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

3)
 

A 
13

.4
5 

13
.7

0 
13

.9
0 

14
.0

8 
14

.2
5 

14
.4

1 
14

.5
7 

14
.7

3 
14

.8
9 

15
.0

6 
15

.2
1 

15
.3

5 
15

.4
8 

15
.6

2 
15

.7
5 

15
.8

8 
16

.0
1 

B 
13

.4
5 

13
.6

3 
13

.7
7 

13
.9

1 
14

.0
2 

14
.1

3 
14

.2
3 

14
.3

3 
14

.4
3 

14
.5

2 
14

.6
1 

14
.7

7 
14

.8
0 

14
.8

9 
14

.9
6 

15
.0

5 
15

.1
2 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

4)
 

A 
12

.0
5 

12
.4

1 
12

.7
5 

12
.9

7 
13

.0
2 

13
.0

5 
13

.1
0 

13
.1

8 
13

.2
3 

13
.2

9 
13

.4
0 

13
.5

0 
13

.5
8 

13
.7

4 
13

.9
4 

14
.1

4 
14

.3
8 

B 
12

.0
5 

12
.2

6 
12

.6
1 

12
.8

3 
12

.9
0 

12
.9

6 
13

.0
4 

13
.1

3 
13

.1
7 

13
.2

1 
13

.2
8 

13
.3

6 
13

.4
4 

13
.5

1 
13

.5
5 

13
.6

1 
13

.6
8 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

5)
 

A 
12

.6
8 

12
.9

3 
13

.1
5 

13
.3

5 
13

.5
5 

13
.7

2 
13

.9
2 

14
.0

8 
14

.2
5 

14
.4

1 
14

.5
5 

14
.6

8 
14

.8
2 

14
.9

6 
15

.1
0 

15
.2

3 
15

.3
8 

B 
12

.6
8 

12
.8

0 
12

.9
1 

13
.0

2 
13

.1
2 

13
.2

0 
13

.3
0 

13
.3

9 
13

.4
9 

13
.5

9 
13

.6
7 

13
.7

6 
13

.8
4 

13
.9

2 
14

.0
0 

14
.0

8 
14

.1
4 

高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

6)
 

A 
12

.0
6 

12
.5

2 
12

.7
8 

12
.9

9 
13

.1
7 

13
.3

3 
13

.5
1 

13
.6

5 
13

.7
6 

13
.8

3 
13

.8
6 

13
.8

7 
13

.9
0 

13
.9

8 
14

.1
2 

14
.3

2 
14

.5
6 

B 
12

.0
6 

12
.3

0 
12

.4
8 

12
.6

4 
12

.8
1 

12
.9

7 
13

.1
3 

13
.2

9 
13

.4
1 

13
.4

8 
13

.5
0 

13
.5

1 
13

.5
4 

13
.5

9 
13

.6
8 

13
.7

9 
13

.9
1 

ニ
ッ
ケ
ル
・
ク
ロ
ム
・
鉄
合
金

69
0 

原
子
力
発
電
用
規
格

 
A 

13
.4

5 
13

.5
8 

13
.8

7 
13

.9
3 

14
.2

3 
14

.6
5 

14
.8

2 
14

.9
7 

15
.0

7 
15

.0
7 

15
.0

8 
15

.1
2 

15
.2

3 
15

.3
5 

15
.4

7 
15

.6
0 

15
.7

2 
B 

13
.4

5 
13

.5
7 

13
.6

8 
13

.7
3 

13
.8

2 
13

97
 

14
.1

1 
14

.2
0 

14
.3

0 
14

.3
5 

14
.4

3 
14

.4
8 

14
.5

3 
14

.6
3 

14
.6

8 
14

.7
3 

14
.7

7 
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(備
考

) 
1 

Aは
，
瞬
時
熱
膨
張
係
数

 
2 

Bは
，
室
温
か
ら
そ
の
温
度
ま
で
の
平
均
熱
膨
張
係
数

 
3 

各
材
料
の
区
分
は
下
記
に
示
す
。

 
イ
）
炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

1)
 

・
炭
素
鋼

 
・

3/4
N

i-1
/2M

o-
Cr

-V
 

・
3/4

N
i-1

M
o-

3/4
Cr

 
・
カ
ー
ボ
ン
・
マ
ン
ガ
ン
鋼

 
・

3/4
Ni

-1
/2M

o-
1/3

Cr
-V

 
・

1N
i-1

/2C
r-

1/2
M

o 
・

1/2
N

i-1
/2M

o-
V 

・
3/4

N
i-1

/2C
r-

M
o-

V 
ロ
）
炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

2)
 

・
カ
ー
ボ
ン
・
シ
リ
コ
ン
鋼

 
・

1/2
Cr

-1
/2M

o 
・

1C
r-

1/5
M

o-
Si

 
・

1/2
M

o 
・

1/2
Cr

-1
/5M

o-
V 

・
1C

r-
1/2

M
o 

・
1C

r-
1M

n-
1/4

M
o 

・
1C

r-
1/5

M
o 

・
1・

3/4
Cr

-1
/2M

o-
Cu

 
ハ
）
炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

3)
 

・
カ
ー
ボ
ン
・
マ
ン
ガ
ン
・
シ
リ
コ
ン
鋼

 ・
1・

1/4
Cr

-1
/2M

o 
・

2C
r-

1/2
M

o 
・

1/2
Cr

-1
/4M

o-
Si

 
・

1・
1/4

Cr
-1

/2M
o-

Si
 

・
3C

r-
1M

o 
・

1C
r-

1/2
M

o-
V 

ニ
）
炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

4)
 

・
M

n-
1/2

M
o 

・
M

n-
1/2

M
o-

1/2
N

i 
・

M
n-

1/2
M

o-
1/4

N
i 

・
M

n-
1/2

M
o-

3/4
N

i 
ホ
）
炭
素
鋼
，
合
金
鋼

(区
分

5)
 

・
1.1

/4N
i-1

Cr
-1

/2M
o 

・
2N

i-3
/4C

r-
1/4

M
o 

・
3.1

/2N
i 

・
1.3

/4N
i-3

/4C
r-

1/4
M

o 
・

2N
i-3

/4C
r-

1/2
M

o 
・

3.1
/2N

i-1
.3/

4C
r-

1/2
M

o-
V 

・
2N

i-1
Cu

 
・

2.1
/2N

i 
・

1C
r-

1/2
M

o－
V 

ヘ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

1)
 

・
18

Cr
-1

3N
i-3

M
o 

・
16

Cr
-1

2N
i-2

M
o 

ト
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

2)
 

・
17

Cr
-4

N
i-C

u 
チ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

3)
 

・
18

Cr
-5

N
i-3

M
o 

リ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

4)
 

・
18

Cr
-8

N
i 

・
18

Cr
-1

1N
i 

ニ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

5)
 

・
18

Cr
-1

0N
i-T

i 

ル
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

6)
 

・
18

Cr
-1

0N
i-C

b 
ヲ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

7)
 

・
18

Cr
-9

N
i-M

o-
W

 
ワ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

8)
 

・
22

Cr
－

13
N

i－
5M

n 
カ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

9)
 

・
25

Cr
-1

2N
i 

・
23

Cr
-1

2N
i 

・
25

Cr
-2

0N
i 

ヨ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

10
) 

・
(6

60
)2

6N
i-1

5C
r-

2T
i 

タ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

11
) 

・
28

N
i-1

9C
r-

Cu
-M

o 
レ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
以
外
の
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

1)
 

・
12

Cr
 

・
12

Cr
-1

Al
 

・
13

Cr
 

・
13

Cr
-4

N
i 

ソ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
以
外
の
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

2)
 

・
17

Cr
 

ツ
）
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
以
外
の
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

(区
分

3)
 

・
27

Cr
 

ネ
）
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

1)
 

・
N

i-C
r-

Fe
(N

CF
60

0)
 

ナ
）
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

2)
 

・
N

i-F
e-

Cr
(N

CF
80

0及
び

N
CF

80
0H

) 
ラ
）
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

3)
 

・
N

i-F
e-

Cr
-M

o-
Cu

(N
CF

82
5，

GN
CF

2種
及
び

GN
CF

3種
) 

ム
）
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

4)
 

・
N

i-C
r-

M
o-

Cb
(N

CF
62

5及
び

GN
CF

1種
) 

ウ
）
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

5)
 

・
N

i-C
r-

Fe
-M

o-
Cb

(N
CF

71
8)

 
ノ
）
高
ニ
ッ
ケ
ル
合
金

(区
分

6)
 

・
N

i-C
r(N

CF
75

0)
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別
表
第

13
 
弁
又
は
フ
ラ
ン
ジ
の
許
容
応
力
（

N
/m

m
2 ）

 

材
料

の
種
類

 
区
分 

呼
び 

圧
力 MP
a 

温
度

 
－

30 
～

40 
100

 
150

 
200

 
260

 
300

 
325

 
350

 
375

 
400

 
425

 
450

 
475

 
500

 
525

 
550

 
575

 
600

 
625

 
650

 
675

 
700

 
725

 
750

 
775

 
800

 

日
本

工
業

規
格

JIS
 G 

310
3(1

987
)「ボ

イ
ラ
及

び
圧

力
容

器
用

炭
素

鋼
及

び
モ

リ
ブ

デ
ン

鋼
鋼

板
」の

SB
450

及
び

SB
480

，日

本
工

業
規

格
JIS

 G 
311

8(2
000

)「中
・
常

温
圧

力
容

器
用

炭
素

鋼
鋼

板
」

の
SG

V4
80，

日
本

工
業

規
格

JIS
 G

 40
51(

197
9)

「
機

械
構

造
用

炭
素

鋼
鋼

材
」の

S25
C及

び
S28

C，
日
本

工
業

規
格

JIS
 G 

320
1(1

988
)「

炭
素

鋼
鍛

鋼
品
」
の

SF
440

A及
び

SF
490

A，
日

本
工

業
規

格
JIS

 G 
320

2(1
988

)「
圧
力
容

器
用

炭
素

鋼
鍛

鋼
品

」
の

SF
VC

，
日

本
工

業
規

格
JIS

 G
 

320
4(1

988
)「

圧
力

容
器

用
調

質
型

合
金

鋼
鍛

鋼
品

」
の

SF
VQ

1A
，原

子
力

発
電

用
規

格「
低
温

用
炭
素

鋼
鍛

鋼
品

及
び

低
温

用
合

金
鋼

鍛
鋼

品
」

の
2種

，
日

本
工

業
規

格
JIS

 G
 

510
1(1

991
)「

炭
素

鋼
鋳

鋼
品

」
の

SC
480

，
日

本
工

業
規

格

JIS
 G 

515
1(1

991
)「

高
温

高
圧
用

鋳
鋼

品
」

の
SC

PH
2，

原

子
力

発
電

用
規

格
「

炭
素

鋼
鋳

鋼
品
」

の
2種

並
び
に

炭
素

鋼
で

あ
っ

て
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

機
械

的
強
度

を
有

す
る

材
料

 

フ
ラ
ンジ

又は

フ
ラ
ンジ

付弁
 

1.03
 

1.96
 

1.78
 

1.58
 

1.39
 

1.18
 

1.02
 

0.93
 

0.83
 

0.75
 

0.65
 

0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
5.10

 
5.08

 
4.51

 
4.39

 
4.14

 
3.89

 
3.76

 
3.69

 
3.69

 
3.47

 
2.86

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.83
 

6.81
 

6.03
 

5.85
 

5.51
 

5.17
 

5.00
 

4.92
 

4.89
 

4.61
 

3.84
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
10.2

1 
10.1

7 
9.06

 
8.80

 
8.28

 
7.76

 
7.50

 
7.39

 
7.34

 
6.95

 
5.77

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

15.3
1 

15.2
5 

13.5
7 

13.1
6 

12.3
8 

11.6
1 

11.2
4 

11.0
8 

11.0
2 

10.3
9 

8.63
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
25.5

5 
25.4

6 
22.6

0 
21.9

6 
20.6

5 
19.3

6 
18.7

4 
18.4

8 
18.3

6 
17.3

4 
14.4

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

42.5
4 

42.3
9 

37.7
0 

36.5
7 

34.4
0 

32.2
7 

31.2
4 

30.7
9 

30.5
8 

28.8
9 

23.9
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

溶
接
端弁

 

1.03
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

1.92
 

1.88
 

1.85
 

1.82
 

1.65
 

1.39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.0 

4.89
 

4.82
 

4.79
 

4.32
 

3.60
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.78

 
6.89

 
6.89

 
6.89

 
6.89

 
6.89

 
6.65

 
6.51

 
6.43

 
6.36

 
5.77

 
4.79

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.14
 

10.3
5 

10.3
5 

10.3
5 

10.3
5 

10.3
5 

9.97
 

9.77
 

9.64
 

9.57
 

8.65
 

7.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.24

 
15.5

1 
15.5

1 
15.5

1 
15.5

1 
15.5

1 
14.9

6 
14.6

6 
14.4

5 
14.3

2 
12.9

7 
10.8

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.4
0 

25.8
6 

25.8
6 

25.8
6 

25.8
6 

25.8
6 

24.9
4 

24.4
2 

24.0
6 

23.9
0 

21.6
3 

17.9
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
17.3

4 
43.0

9 
43.0

9 
43.0

9 
43.0

9 
43.0

9 
41.5

5 
40.6

9 
40.0

9 
39.8

1 
36.0

5 
29.9

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
子

力
発

電
用

規
格

「
低

温
用

炭
素

鋼
鍛

鋼
品

及
び

低
温

用
合

金
鋼

鍛
鋼

品
」

の
3

種
，

日
本
工

業
規
格

JI
S 

G
 5

10
2(

19
91

)
「

溶
接

構
造

用
鋳

鋼
品

」
の

SC
W

48
0，

日
本

工
業
規

格
JI

S 
G

 5
15

2(
19

91
)「

低

温
高

圧
用

鋳
鋼

品
」

の
SC

PL
21

及
び

SC
PL

31
，
原

子
力
発

電
用
規
格
「
炭
素
鋼

鋳
鋼

品
」
の

3種
並

び
に
炭
素
鋼
で
あ
っ
て

こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
機

械
的

強
度

を
有

す
る

材
料

 

フ
ラ
ンジ

又は

フ
ラ
ンジ

付弁
 

1.03
 

2.00
 

1.77
 

1.58
 

1.39
 

1.18
 

1.02
 

0.93
 

0.83
 

0.75
 

0.65
 

0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
5.17

 
5.17

 
5.03

 
4.88

 
4.59

 
4.29

 
4.14

 
4.04

 
3.91

 
3.46

 
2.86

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.89
 

6.87
 

6.69
 

6.51
 

6.10
 

5.71
 

5.50
 

5.38
 

5.20
 

4.60
 

3.84
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
10.3

5 
10.3

1 
10.0

2 
9.77

 
9.17

 
8.57

 
8.26

 
8.04

 
7.79

 
6.93

 
5.77

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

15.5
1 

15.5
1 

15.0
5 

14.6
5 

13.7
6 

12.8
7 

12.4
0 

12.0
8 

11.7
0 

10.3
6 

8.63
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
25.8

6 
25.7

6 
25.0

9 
24.4

5 
22.9

3 
21.4

4 
20.6

5 
20.1

3 
19.4

9 
17.2

9 
14.4

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

43.0
9 

43.0
9 

41.8
3 

40.7
3 

38.2
0 

35.7
2 

34.4
3 

33.6
0 

32.4
4 

28.8
1 

23.9
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

溶
接
端弁

 

1.03
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

1.88
 

1.65
 

1.39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
5.17

 
4.85

 
4.32

 
3.60

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.89
 

6.89
 

6.89
 

6.89
 

6.89
 

6.89
 

6.89
 

6.89
 

6.50
 

5.76
 

4.79
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
10.3

5 
10.3

5 
10.3

5 
10.3

5 
10.3

5 
10.3

5 
10.3

5 
10.3

5 
9.75

 
8.64

 
7.20

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

15.5
1 

15.5
1 

15.5
1 

15.5
1 

15.5
1 

15.5
1 

15.5
1 

15.5
1 

14.6
1 

12.9
6 

10.8
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
25.8

6 
25.8

6 
25.8

6 
25.8

6 
25.8

6 
25.8

6 
25.8

6 
25.8

6 
24.3

6 
21.6

0 
17.9

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

43.0
9 

43.0
9 

43.0
9 

43.0
9 

43.0
9 

43.0
9 

43.0
9 

43.0
9 

40.5
8 

36.0
1 

29.9
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
日

本
工

業
規

格
JI

S 
G

 5
15

2(
19

91
)「

低

温
高

圧
用

鋳
鋼

品
」

の
SC

PL
1及

び
炭

素

鋼
で

あ
っ

て
こ

れ
と

同
等

以
上

の
機

械
的

強
度

を
有
す

る
材
料

 
フ
ラ
ンジ

又は

フ
ラ
ンジ

付弁
 

1.03
 

1.82
 

1.72
 

1.58
 

1.39
 

1.18
 

1.02
 

0.93
 

0.83
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.08
 

4.80
 

4.50
 

4.41
 

4.30
 

4.03
 

3.79
 

3.67
 

3.61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.37
 

6.01
 

5.85
 

5.72
 

5.34
 

5.02
 

4.86
 

4.79
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.14
 

9.58
 

9.03
 

8.79
 

8.55
 

8.03
 

7.53
 

7.30
 

7.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

14.3
8 

13.5
3 

13.2
0 

12.8
2 

12.0
3 

11.3
1 

10.9
6 

10.8
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.4
0 

23.9
3 

22.5
4 

21.9
9 

21.3
7 

20.0
6 

18.8
5 

18.2
6 

17.9
9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

39.8
8 

37.5
9 

36.6
3 

35.6
4 

33.4
4 

31.4
0 

30.4
1 

29.9
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

溶
接
端弁

 

1.03
 

1.82
 

1.82
 

1.82
 

1.82
 

1.82
 

1.82
 

1.81
 

1.78
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.08
 

4.80
 

4.80
 

4.80
 

4.80
 

4.80
 

4.80
 

4.76
 

4.67
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.37
 

6.37
 

6.37
 

6.37
 

6.37
 

6.37
 

6.34
 

6.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.14
 

9.58
 

9.58
 

9.58
 

9.58
 

9.58
 

9.58
 

9.51
 

9.33
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

14.3
8 

14.3
7 

14.3
8 

14.3
8 

14.3
8 

14.3
5 

14.3
4 

14.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.4
0 

23.9
3 

23.9
3 

23.9
3 

23.9
3 

23.9
3 

23.9
3 

23.7
6 

23.3
3 
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6.24
 

13.8
3 

11.5
4 

10.4
6 

9.62
 

8.83
 

8.45
 

8.23
 

8.02
 

7.87
 

7.72
 

7.59
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
23.0

7 
19.2

3 
17.4

2 
16.0

1 
14.6

9 
14.0

9 
13.7

2 
13.3

8 
13.1

2 
12.8

5 
12.6

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

38.4
0 

32.0
7 

29.0
1 

26.6
8 

24.4
8 

23.4
9 

22.8
6 

22.2
9 

21.8
6 

21.4
3 

21.1
2 
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材
料

の
種
類

 
区
分 

呼
び 

圧
力 MP
a 

温
度

 
－

30 
～

40 
100

 
150

 
200

 
260

 
300

 
325

 
350

 
375

 
400

 
425

 
450

 
475

 
500

 
525

 
550

 
575

 
600

 
625

 
650

 
675

 
700

 
725

 
750

 
775

 
800

 

日
本

工
業
規

格
JI

S 
G

 3
21

4(
19

91
)「

圧

力
容

器
用

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

鍛
鋼

品
」

の

SU
SF

32
1
，

日
本

工
業

規
格

JI
S 

G
 

43
03

(1
99

8)
「

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

棒
」

の

SU
S3

21
，

日
本

工
業

規
格

JI
S 

G
 

43
04

(1
99

9)
「

熱
間

圧
延

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

板
及

び
鋼
帯

」
の

SU
S3

21
，
日
本
工
業
規

格
JI

S 
G

 4
30

5(
19

99
)「

冷
間
圧
延
ス
テ

ン
レ

ス
鋼
板

及
び
鋼

帯
」
の

SU
S3

21
及
び

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

で
あ

っ
て

こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
機
械

的
強
度

を
有
す
る
材
料

 

フ
ラ
ンジ

又は

フ
ラ
ンジ

付弁
 

1.03
 

1.89
 

1.60
 

1.44
 

1.32
 

1.18
 

1.02
 

0.93
 

0.83
 

0.75
 

0.65
 

0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
4.96

 
4.15

 
3.75

 
3.44

 
3.17

 
3.05

 
2.99

 
2.96

 
2.89

 
2.86

 
2.86

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.62
 

5.54
 

4.99
 

4.59
 

4.21
 

4.08
 

4.00
 

3.91
 

3.85
 

3.82
 

3.80
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
9.92

 
8.31

 
7.50

 
6.88

 
6.31

 
6.11

 
5.98

 
5.87

 
5.79

 
5.72

 
5.69

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

14.9
0 

12.4
5 

11.2
5 

10.3
2 

9.48
 

9.16
 

8.96
 

8.80
 

8.67
 

8.58
 

8.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
24.8

2 
20.7

6 
18.7

5 
17.1

7 
15.7

9 
15.2

7 
14.9

5 
14.6

6 
14.4

6 
14.3

1 
14.2

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

41.3
6 

37.3
6 

31.2
4 

28.6
4 

26.3
4 

25.4
5 

24.9
1 

24.4
5 

24.0
9 

23.8
5 

23.7
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

溶
接
端弁

 

1.03
 

2.00
 

1.77
 

1.58
 

1.46
 

1.34
 

1.29
 

1.27
 

1.27
 

1.25
 

1.25
 

1.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
5.17

 
4.63

 
4.17

 
3.82

 
3.52

 
3.39

 
3.32

 
3.27

 
3.24

 
3.21

 
3.18

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.89
 

6.20
 

5.54
 

5.11
 

4.73
 

4.52
 

4.42
 

4.36
 

4.31
 

4.28
 

4.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
10.3

5 
9.26

 
8.33

 
7.68

 
7.07

 
6.80

 
6.64

 
6.52

 
6.43

 
6.37

 
6.34

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

15.5
1 

13.9
0 

12.4
9 

11.5
0 

10.5
8 

10.1
9 

9.97
 

9.82
 

9.64
 

9.58
 

9.48
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
25.8

6 
23.1

5 
20.7

9 
19.1

7 
17.6

5 
16.9

6 
16.5

9 
16.3

5 
16.0

8 
15.9

6 
15.8

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

43.0
9 

38.6
1 

34.6
6 

31.9
6 

29.4
1 

28.2
7 

27.6
5 

27.2
2 

26.8
2 

26.6
1 

26.3
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

14
(1

99
1)
「
圧
力
容

器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鍛
鋼
品
」
の

SU
SF

34
7，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
43

03
(1

99
8)
「
ス
テ
ン

レ
ス
鋼
棒
」
の

SU
S3

47
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
43

04
(1

99
9)
「
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板

及
び
鋼
帯
」
の

SU
S3

47
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
43

05
(1

99
9)
「
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板

及
び
鋼
帯
」
の

SU
S3

47
，
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
51

21
(1

99
1)
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼
品
」
の

SC
S2

1及
び

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

で
あ

っ
て

こ
れ

ら

と
同
等
以
上
の
機
械
的
強
度
を
有
す
る
材
料

 

フ
ラ
ンジ

又は

フ
ラ
ンジ

付弁
 

1.03
 

1.89
 

1.68
 

1.55
 

1.39
 

1.18
 

1.02
 

0.93
 

0.83
 

0.75
 

0.65
 

0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
4.96

 
4.34

 
4.06

 
3.84

 
3.59

 
3.43

 
3.35

 
3.30

 
3.23

 
3.17

 
3.14

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.62
 

5.81
 

5.40
 

5.13
 

4.76
 

4.58
 

4.48
 

4.38
 

4.30
 

4.24
 

4.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
9.92

 
8.68

 
8.09

 
7.70

 
7.14

 
6.88

 
6.74

 
6.58

 
6.43

 
6.34

 
6.28

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

14.9
0 

13.0
5 

12.0
6 

11.5
4 

10.7
2 

10.3
3 

10.0
9 

9.88
 

9.67
 

9.54
 

9.45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
24.8

2 
21.7

3 
20.2

5 
19.2

0 
17.8

6 
17.2

1 
16.8

2 
16.4

5 
16.1

0 
15.8

9 
15.7

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

41.3
6 

36.2
2 

33.7
4 

32.0
2 

29.7
8 

28.6
9 

28.0
4 

27.4
1 

26.8
3 

26.4
7 

26.2
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

溶
接
端弁

 

1.03
 

2.00
 

1.78
 

1.69
 

1.63
 

1.52
 

1.47
 

1.43
 

1.40
 

1.38
 

1.38
 

1.34
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.08

 
5.17

 
4.62

 
4.37

 
4.26

 
4.00

 
3.85

 
3.76

 
3.67

 
3.61

 
3.55

 
3.52

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78
 

6.89
 

6.16
 

5.83
 

5.68
 

5.31
 

5.11
 

5.00
 

4.90
 

4.79
 

4.72
 

4.69
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.14

 
10.3

5 
9.21

 
8.75

 
8.48

 
8.00

 
7.70

 
7.51

 
7.34

 
7.19

 
7.10

 
7.04

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.24
 

15.5
1 

13.8
3 

13.1
2 

12.7
5 

11.9
6 

11.5
1 

11.2
6 

11.0
4 

10.8
0 

10.6
5 

10.5
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.4

0 
25.8

6 
23.0

4 
21.8

4 
21.2

2 
19.9

6 
19.2

1 
18.7

7 
18.3

7 
17.9

6 
17.7

1 
17.5

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.3
4 

43.0
9 

38.4
1 

36.4
1 

35.3
9 

33.2
3 

31.9
9 

31.2
6 

30.6
1 

29.9
6 

29.5
3 

29.2
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (備

考
) 

1 
こ
の
表
に
お
い
て
，
温
度
の
中
間
に
お
け
る
許
容
圧
力
の
値
は
，
比
例
法
に
よ
っ
て
計
算
す

る
。

 
2 
原
子
力
発
電
用
規
格
「
低
温
用
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
及
び
低
温
用
合
金
鋼
鍛
鋼
品
」
の

1種
，

2種
及
び

3種
並
び
に
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
51

52
(1

99
1)「

低
温
高
圧
用
鋳
鋼
品
」
の

SC
PL

1，
SC

PL
11
，

SC
PL

21
及
び

SC
PL

31
に
適
合
す
る
材
料
は
，
最
高
使
用
温
度
が

35
0℃

を
超

え
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
掲
げ
る

35
0℃

を
超
え
る
温
度
に
お
け
る
許
容
圧
力
を
適
用
で
き

な
い
。

 
3 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
51

21
(1

99
1)「

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼
品
」
の

SC
S1

9及
び

SC
S1

9A
に
適
合
す
る
材
料
は
，
最
高
使
用
温
度
が

42
5℃

を
超
え
る
場
合
は
，
こ
の
表
に
掲
げ
る

42
5℃

を
超
え
る
温
度
に
お
け
る
許
容
圧
力
を
適
用
で
き
な
い
。

 
4 
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
材
料
に
適
合
す
る
材
料
で
あ
っ
て
，
室
温
に
お
い
て
引
張
試
験
を

行
っ
た
と
き
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
機
械
的
強
度
に
適
合
し
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
，
こ
の
表
に
掲
げ
る
当
該
材
料
の
許
容
圧
力
を
適
用
で
き
な
い
。

 

材
料
の
種
類

 
機
械
的
強
度

 
引
張
強
さ

 
(N

/m
m

2 ) 
降
伏
点

 
(N

/m
m

2 ) 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

03
(1

98
7)「

ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容

器
用
炭
素
鋼
及
び
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
板
」
の

SB
45

0及
び
炭

素
鋼
で
あ
っ
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
強
度
を
有
す

る
材
料

 

48
1以

上
 

24
6以

上
 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
31

06
(1

99
9)「

溶
接
構
造
用
圧
延
鋼

材
」
の

SM
40

0A
及
び
炭
素
鋼
で
あ
っ
て
こ
れ
と
同
等
以
上

の
機
械
的
強
度
を
有
す
る
材
料

 
41

2以
上

 
20

6以
上

 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
41

09
(1

98
7)「

ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容

器
用
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
板
」
の

SC
M

V3
及
び
合
金

鋼
で
あ
っ
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
強
度
を
有
す
る

材
料

 

48
1以

上
 

27
5以

上
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材
料
の
種
類

 
機
械
的
強
度

 
引
張
強
さ

 
(N

/m
m

2 ) 
降
伏
点

 
(N

/m
m

2 ) 
日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
40

51
(1

97
9)「

機
械
構
造
用
炭
素
鋼

鋼
材
」
の

S2
5C

及
び

S2
8C

並
び
に
炭
素
鋼
で
あ
っ
て
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
強
度
を
有
す
る
材
料

 
48

1以
上

 
24

6以
上

 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

01
(1

98
8)「

炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」
の

SF
44

0A
及
び
炭
素
鋼
で
あ
っ
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械

的
強
度
を
有
す
る
材
料

 
48

1以
上

 
24

6以
上

 

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
51

21
(1

99
1)「

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼

品
」
の

SC
S1

3，
SC

S1
4，

SC
S1

6及
び

SC
S1

9並
び
に

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的

強
度
を
有
す
る
材
料

 

48
1以

上
 

20
6以

上
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別表第14 鉄鋼製管フランジの寸法(mm) 

フランジの種類 
適用する

鋼管の外

径（mm） 

フランジ

の外径D
（mm） 

フランジ

の最小厚

さt
（mm） 

ボルト穴 
ボルト

のねじ

の呼び 

中心円の

径C
（mm） 

数 径h
（mm） 

1.03MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 

 

21.7 89 11.1 60.5 4 15 M12 
27.2 99 12.7 69.9 4 15 M12 
34.0 108 14.2 79.2 4 15 M12 
42.7 117 15.7 88.9 4 15 M12 
48.6 127 17.5 98.6 4 15 M12 
60.5 152 19.0 120.7 4 19 M16 
76.3 178 22.3 139.7 4 19 M16 
89.1 191 23.8 152.4 4 19 M16 

101.6 216 23.8 177.8 8 19 M16 
114.3 229 23.8 190.5 8 19 M16 
139.8 254 23.8 215.9 8 23 M20 
165.2 279 25.4 241.3 8 23 M20 
216.3 343 28.4 298.5 8 23 M20 
267.4 406 30.2 362.0 12 25 M22 
318.5 483 31.7 431.8 12 25 M22 
355.6 533 35.0 476.3 12 27 M24 
406.4 597 36.5 539.8 16 27 M24 
457.2 635 39.6 577.9 16 33 M30 
508.0 699 42.9 635.0 20 33 M30 
609.6 813 47.7 749.3 20 33 M30 

 

2.08MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 

 

 

21.7 95 14.2 66.5 4 15 M12 
27.2 117 15.7 82.6 4 19 M16 
34.0 124 17.5 88.9 4 19 M16 
42.7 133 19.0 98.6 4 19 M16 
48.6 155 20.5 114.3 4 23 M20 
60.5 165 22.3 127.0 8 19 M16 
76.3 191 25.4 149.4 8 23 M20 
89.1 210 28.4 168.1 8 23 M20 

101.6 229 30.2 184.2 8 23 M20 
114.3 254 31.7 200.2 8 23 M20 
139.8 279 35.0 235.0 8 23 M20 
165.2 318 36.5 269.7 12 23 M20 
216.3 381 41.1 330.2 12 25 M22 
267.4 445 47.7 387.4 16 27 M24 
318.5 521 50.8 450.9 16 33 M30 
355.6 584 53.8 514.4 20 33 M30 
406.4 648 57.1 571.5 20 33 M30 
457.2 711 60.4 628.7 24 33 M30 
508.0 775 63.5 685.8 24 33 M30 
609.6 914 69.8 812.8 24 39 M36 
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フランジの種類 
適用する

鋼管の外

径（mm） 

フランジ

の外径D
（mm） 

フランジ

の最小厚

さt
（mm） 

ボルト穴 
ボルト

のねじ

の呼び 

中心円の

径C
（mm） 

数 径h
（mm） 

2.78MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 

 

21.7 95 14.2 66.5 4 15 M12 
27.2 117 15.7 82.6 4 19 M16 
34.0 124 17.5 88.9 4 19 M16 
42.7 133 20.5 98.6 4 19 M16 
48.6 155 22.3 114.3 4 23 M20 
60.5 165 25.4 127.0 8 19 M16 
76.3 191 28.4 149.4 8 23 M20 
89.1 210 31.7 168.1 8 23 M20 

101.6 229 35.0 184.2 8 25 M22 
114.3 254 35.0 200.2 8 25 M22 
139.8 279 38.1 235.0 8 25 M22 
165.2 318 41.1 269.7 12 25 M22 
216.3 381 47.7 330.2 12 27 M24 
267.4 445 53.8 387.4 16 33 M30 
318.5 521 57.1 450.9 16 33 M30 
355.6 584 60.4 514.4 20 33 M30 
406.4 648 63.5 571.5 20 39 M36 
457.2 711 66.5 628.7 24 39 M36 
508.0 775 69.8 685.8 24 39 M36 
609.6 914 76.2 812.8 24 45 M42 

 

4.14MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 

 

 

21.7 95 14.2 66.5 4 15 M12 
27.2 117 15.7 82.6 4 19 M16 
34.0 124 17.5 88.9 4 19 M16 
42.7 133 20.5 98.6 4 19 M16 
48.6 155 22.3 114.3 4 23 M20 
60.5 165 25.4 127.0 8 19 M16 
76.3 191 28.4 149.4 8 23 M20 
89.1 210 31.7 168.1 8 23 M20 

101.6 229 35.0 184.2 8 25 M22 
114.3 273 38.1 215.9 8 25 M22 
139.8 330 44.4 266.7 8 27 M24 
165.2 356 47.7 292.1 12 27 M24 
216.3 419 55.6 349.3 12 33 M30 
267.4 508 63.5 431.8 16 33 M30 
318.5 559 66.5 489.0 20 33 M30 
355.6 603 69.8 527.1 20 39 M36 
406.4 686 76.2 603.3 20 39 M36 
457.2 743 82.5 654.1 20 45 M42 
508.0 813 88.9 723.9 24 45 M42 
609.6 940 101.6 838.2 24 52 M48 
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フランジの種類 
適用する

鋼管の外

径（mm） 

フランジ

の外径D
（mm） 

フランジ

の最小厚

さt
（mm） 

ボルト穴 
ボルト

のねじ

の呼び 

中心円の

径C
（mm） 

数 径h
（mm） 

 

6.24MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 

 

21.7 121 22.3 82.5 4 23 M20 
27.2 130 25.4 88.9 4 23 M20 
34.0 149 28.4 101.6 4 25 M22 
42.7 159 28.4 111.3 4 25 M22 
48.6 178 31.7 124.0 4 27 M24 
60.5 216 38.1 165.1 8 25 M22 
76.3 244 41.1 190.5 8 27 M24 
89.1 241 38.1 190.5 8 25 M22 
114.3 292 44.4 235.0 8 33 M30 
139.8 349 50.8 279.4 8 33 M30 
165.2 381 55.6 317.5 12 33 M30 
216.3 470 63.5 393.7 12 39 M36 
267.4 546 69.8 469.9 16 39 M36 
318.5 610 79.2 533.4 20 39 M36 
355.6 641 85.8 558.8 20 39 M36 
406.4 705 88.9 616.0 20 45 M42 
457.2 787 101.6 685.8 20 52 M48 
508.0 857 107.9 749.3 20 52 M48 
609.6 1041 139.7 901.7 20 70 M64 

 

10.40MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 
 

 

21.7 121 22.3 82.6 4 23 M20 
27.2 130 25.4 88.9 4 23 M20 
34.0 149 28.4 101.6 4 25 M22 
42.7 159 28.4 111.3 4 25 M22 
48.5 178 31.7 124.0 4 27 M24 
60.5 216 38.1 165.1 8 25 M22 
76.3 244 41.1 190.5 8 27 M24 
89.1 267 47.7 203.2 8 33 M30 
114.3 311 53.8 241.3 8 33 M30 
139.8 375 73.1 292.1 8 39 M36 
165.2 394 82.5 317.5 12 39 M36 
216.3 483 91.9 393.7 12 45 M42 
267.4 584 107.9 482.6 12 52 M48 
318.5 673 123.9 571.5 16 52 M48 
355.6 749 133.3 635.0 16 59 M56 
406.4 826 146.0 704.9 16 67 M64 
457.2 914 162.0 774.7 16 75 M72 
508.0 984 177.8 831.9 16 79 M76 
609.6 1168 203.2 990.6 16 93 M90 
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フランジの種類 
適用する

鋼管の外

径（mm） 

フランジ

の外径D
（mm） 

フランジ

の最小厚

さt
（mm） 

ボルト穴 
ボルト

のねじ

の呼び 

中心円の

径C
（mm） 

数 径h
（mm） 

 

17.34MPa鉄鋼製管フランジの基準寸法 

 

21.7 133 30.2 88.9 4 23 M20 
27.2 140 31.7 95.3 4 23 M20 
34.0 159 35.0 108.0 4 25 M22 
42.7 184 38.1 130.0 4 27 M24 
48.6 203 44.4 146.1 4 33 M30 
60.5 235 50.8 171.5 8 27 M24 
76.3 267 57.1 196.9 8 33 M30 
89.1 305 66.5 228.6 8 33 M30 
114.3 356 78.2 273.1 8 39 M36 
139.8 419 91.9 323.9 8 45 M42 
165.2 483 107.9 368.3 8 52 M48 
216.3 552 127.0 438.2 12 52 M48 
267.4 673 165.1 539.8 12 67 M64 
318.5 762 184.1 619.3 12 75 M72 

(備考) この表に規定するフランジの圧力は，最高使用温度における別表第 13 に規定する許容圧力

を超えてはならない。 
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別表第 15 鉄鋼製弁の最小厚さ(mm) 
弁入口流路
内径（mm） 

呼び圧力 
1.03MPa 2.08MPa 2.78MPa 4.14MPa 6.24MPa 10.40MPa 17.34MPa 

5 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.6 4.1 
10 3.0 3.0 3.1 3.3 3.8 4.5 6.2 
15 3.0 3.1 3.2 3.6 4.2 5.4 7.7 
20 3.3 4.0 4.3 4.3 5.3 6.3 9.2 
25 4.1 4.8 4.8 4.8 6.4 7.1 11.2 
30 4.6 4.8 4.8 4.8 6.6 8.3 13.3 
35 4.8 4.8 4.8 5.2 7.1 9.6 14.9 
40 4.9 5.0 5.0 5.7 7.4 10.3 16.5 
45 5.2 5.7 5.7 6.0 7.8 10.9 18.3 
50 5.5 6.3 6.3 6.3 8.1 11.6 19.2 
75 5.8 7.0 7.9 7.9 10.3 16.3 28.1 

100 6.2 7.9 9.0 9.3 12.9 20.9 36.6 
125 6.6 8.7 10.1 11.0 15.5 25.5 45.2 
150 7.0 9.5 11.2 12.7 18.1 30.1 53.7 
175 7.4 10.3 12.3 14.4 20.7 34.7 62.2 
200 7.8 11.2 13.5 16.1 23.3 39.3 70.7 
225 8.2 12.0 14.6 17.8 25.9 43.9 79.3 
250 8.6 12.8 15.7 19.5 28.5 48.5 87.8 
275 9.1 13.6 16.8 21.2 31.1 53.1 96.3 
300 9.5 14.5 17.9 22.9 33.7 57.7 104.8 
325 9.9 15.3 19.0 24.6 36.3 62.3 113.4 
350 10.3 16.1 20.1 26.3 38.9 66.9 121.9 
375 10.7 16.9 21.2 28.0 41.5 71.5 130.4 
400 11.1 17.8 22.3 29.7 44.1 76.1 138.9 
425 11.5 18.6 23.4 31.4 46.7 80.7 147.5 
450 11.9 19.4 24.6 33.1 49.3 85.3 156.0 
475 12.3 20.2 25.7 34.8 51.9 89.9 164.5 
500 12.7 21.1 26.8 36.5 54.5 94.5 173.0 
525 13.1 21.9 27.9 38.2 57.1 99.1 181.6 
550 13.5 22.7 29.0 39.9 59.7 103.7 190.1 
575 13.9 23.5 30.1 41.6 62.3 108.3 198.6 
600 14.4 24.4 31.2 43.3 64.9 112.9 207.1 
625 14.8 25.2 32.3 45.0 67.5 117.5 215.7 
650 15.2 26.0 33.4 46.7 70.1 122.1 224.2 
675 15.6 26.8 34.2 48.4 72.7 126.7 232.7 
700 16.0 27.7 35.1 50.1 75.3 131.3 241.2 
725 16.4 28.5 35.9 51.8 77.9 135.9 249.8 
750 16.8 29.3 36.8 53.5 80.5 140.5 258.3 
775 17.2 30.1 37.8 55.2 83.1 145.1 266.8 
800 17.6 31.0 38.7 56.9 85.7 149.7 275.3 
825 18.0 31.8 39.6 58.6 88.3 154.3 283.9 
850 18.4 32.6 40.6 60.3 90.9 158.9 292.4 
875 18.8 33.4 41.7 62.0 93.5 163.5 300.9 
900 19.2 34.3 42.6 63.7 96.1 168.1 309.4 
925 19.6 35.1 43.6 65.4 98.7 172.7 318.0 
950 20.1 35.9 44.7 67.1 101.3 177.3 326.5 
975 20.5 36.7 45.8 68.8 103.9 181.9 335.0 
1000 20.9 37.6 46.9 70.5 106.5 186.5 343.5 
1025 21.3 38.4 48.1 72.2 109.1 191.1 352.1 
1050 21.7 39.2 49.2 73.9 111.7 195.7 360.6 
1075 22.1 40.0 50.3 75.6 114.3 200.3 369.1 
1100 22.5 40.9 51.4 77.3 116.9 204.9 377.6 
1125 22.9 41.7 52.5 79.0 119.5 209.5 386.2 
1150 23.3 42.5 53.6 80.7 122.1 214.1 394.7 
1175 23.7 43.3 54.7 82.4 124.7 218.7 403.2 
1200 24.1 44.2 55.8 84.1 127.3 223.3 411.7 

(備考) この表において，弁入口流路内径の中間における最小厚さの値は，比例法によって計算する。
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別表第 16 管継手の寸法(mm) 

管継手（レジューサ）の種類 径の呼び 
①×② 

外径(mm) 端面からの端面までの 
距離H（mm） D1 D2 

 

28×18 711 457 610 

30×20 762 508 610 

34×24 864 610 610 

36×26 914 660 610 

36×24 914 610 610 

38×28 965 711 610 

38×26 965 660 610 

40×30 1016 762 610 

42×32 1067 813 610 

42×30 1067 762 610 
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別
表
第
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弁
の
耐
圧
試
験
の
圧
力

(M
Pa

) 
 

 
材

料
の

種
類

 

継 手 の 区 分 

呼
び

 
圧
力

 
M

Pa
 

日
本
工
業

規
格

JI
S G

 
40

51
(19

79
)「
機
械
構
造
用
炭
素

鋼
鋼
材
」

の
S2

5C
及
び

S2
8C

，

日
本
工
業

規
格

JI
S G

 32
01

 
(19

88
)「

炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」
の

SF
44

0A
及

び
SF

49
0A

，
日
本

工
業
規
格

JI
S G

 32
02

(19
88

)
「
圧
力
容

器
用
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」

の
SF

V2
B，

日
本
工
業
規
格

JI
S 

G 
32

04
(19

88
)「

圧
力
容
器
用

調
質
型
合

金
鋼
鍛
鋼
品
」
の
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VQ
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子
力
発
電
用
規
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低
温
用

炭
素
鋼
鍛
鋼
品
及
び
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温
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合

金
鋼
鍛
鋼
品

」の
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，

日
本
工
業

規
格
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S G

 51
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(19

91
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高
温
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圧
用
鋳
鋼
品
」

の
SC

PH
2，

原
子
力
発
電
用
規

格
「
炭
素

鋼
鋳
鋼
品
」
の
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並

び
に
炭
素

鋼
で
あ
っ
て
こ
れ
ら

と
同
等
以

上
の
機
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的
強
度
を

有
す
る
材

料
 

原
子
力
発
電
用
規

格
「
低
温
用
炭
素

鋼
鍛
鋼
品
及
び
低

温
用
合
金
鋼
鍛
鋼

品
」
の

3種
，
日
本

工
業
規
格

JI
S G

 
51
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(19

91
)「

溶

接
構
造
用
鋳
鋼

品
」
の

SC
W

48
0，

日
本
工
業
規
格

JI
S G

 51
52

 
(19

91
)「

低
温
高

圧
用
鋳
鋼
品
」
の

SC
PL

21
及
び

SC
PL

31
，原

子
力

発
電
用
規
格
「
炭

素
鋼
鋳
鋼
品
」
の

3
種
並
び
に
炭
素
鋼

で
あ
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て
こ
れ
ら

と
同
等
以
上
の
機

械
的
強
度
を
有
す

る
材
料

 

日
本

工
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規
格
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S 
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52
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温
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圧
用

鋳
鋼

品
」の
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PL
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び
炭
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鋼
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っ
て

こ
れ
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同

等
以

上
の

機
械

的
強

度
を

有
す
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材

料
 

原
子

力
発

電

用
規
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低
温

用
炭

素
鋼

鍛

鋼
品

及
び

低

温
用

合
金

鋼

鍛
鋼

品
」
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1
種

及
び

炭
素

鋼
で

あ
っ

て

こ
れ

と
同

等

以
上

の
機

械

的
強

度
を

有

す
る

材
料

 

日
本

工
業

規
格
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S G
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(19

88
)「
高

温
圧

力
容

器
用

合
金

鋼
鍛

鋼
品

」
の

SF
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F1
，
日
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工
業

規
格

JI
S 

G 
51

51
(19
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)

「
高

温
高

圧
用

鋳
鋼

品
」

の

SC
PH
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，日
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工
業

規
格
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S 
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51
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(19

91
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「
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温
高

圧
用

鋳
鋼

品
」

の
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及

び

合
金

鋼
で

あ
っ

て
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

機
械

的
強

度
を

有
す

る
材

料
 

日
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工
業

規
格
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温
圧

力
容

器
用

合
金

鋼
鍛

鋼
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F 
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合

金
鋼

で
あ
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て

こ
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同

等
以

上
の

機
械

的
強

度
を

有
す

る
材

料
 

日
本
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規

格
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「

高
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圧
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容
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用
合

金

鋼
鍛

鋼
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日
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規

格
JI

S G
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)
「

高
温

高
圧
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鋼
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ら

と
同

等

以
上

の
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械

的
強

度
を

有

す
る

材
料

 

日
本

工
業

規

格
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32
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(19
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)
「

高
温

圧
力

容
器

用
合

金

鋼
鍛

鋼
品

」
の

SF
VA

F2
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，

日
本

工
業

規

格
JI
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51
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(19
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)
「

高
温

高
圧

用
鋳

鋼
品

」
の

SC
PH
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及

び
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金
鋼

で

あ
っ

て
こ

れ

ら
と

同
等

以

上
の

機
械

的

強
度

を
有

す

る
材

料
 

日
本
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規
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9
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」

の
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金

鋼
で
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こ
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と

同
等

以
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械
的

強
度

を
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料
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本
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業

規
格
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圧

力
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用
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テ
ン

レ
ス
鋼

鍛
鋼
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」
の
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日
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以
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械
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料
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鋼
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械
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ス
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鋼
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械
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料

 日
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 (1
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「

圧
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容
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用
ス

テ
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ス
鋼
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鋼

品
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の
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21
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工
業

規
格
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S 
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43
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(19
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)「
ス

テ

ン
レ

ス
鋼

棒
」

の
SU

S3
21

及
び

ス
テ

ン

レ
ス

鋼
で

あ

っ
て

こ
れ

ら

と
同

等
以

上

の
機

械
的

強

度
を

有
す

る

材
料

 

日
本

工
業

規
格
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S G

 32
14

 
(19
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)「

圧
力

容

器
用

ス
テ

ン
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ス
鋼

鍛
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」
の
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本
工
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規

格
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S 
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43
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(19
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「

ス
テ

ン
レ

ス

鋼
棒

」
の

SU
S 

34
7，

日
本

工
業

規
格
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S G

 
51
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(19
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)「
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
鋳

鋼
品

」の
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1

及
び
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ン
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鋼

で
あ

っ
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と

同
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以
上

の
機

械
的

強
度

を
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す
る

材
料
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付録 2.1 高温で使用される高速原型炉第 1 種容器のボルト等の構造の規格 

 

（適用範囲） 

1.  高速原型炉第 1 種容器のボルト等の使用中の金属温度が別表第 3 の適用温度範囲を

超える場合であって，その金属温度及び高温使用時間が付表 A.1（付図 A.1）から付

表 A.3（付図 A.3）までの適用温度を超えない場合は，本規定を適用することができ

る。ここで高温使用時間とは別表第 3 の適用温度範囲を超える金属温度における使用

時間の総和をいう。 

（設計の方法） 

2.  高温で使用される高速原型炉第 1 種容器のボルト等の設計は原則として弾性解析に

よる設計とする。 

（応力強さの限界及び許容応力） 

3.  高温で使用される高速原型炉第 1 種容器のボルト等の応力強さの限界及び許容応力

は，次に掲げるとおりとする。 

イ 最高使用圧力におけるボルト荷重及びガスケット締付時のボルト荷重により生ず

る平均引張応力は，各々最高使用温度における付表 A.1（付図 A.1）に定める値を

超えないこと。 

ロ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅲにおいて生ずる応力は次の値を超えない

こと。 

(ｲ) 運転圧力により生ずる平均引張応力及びガスケット締付時のボルト荷重によ

り生ずる平均引張応力は，各々考えている負荷状態の最高断面平均金属温度及び

その状態の累積持続時間に対して付表 A.3（付図 A.3）に定める値 

(ﾛ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力と長期及び短期二次膜応力との和は，

考えている負荷状態の最高断面平均金属温度に対して付表 A.2（付図 A.2）に定

める値の 2 倍の値 

(ﾊ) 長期荷重による一次一般膜応力と長期二次膜応力との和は，考えている負荷状

態の最高断面平均金属温度及びその状態の累積持続時間に対して付表 A.3（付図

A.3）に定める 2 倍の値 

(ﾆ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力と，長期及び短期二

次応力との和は，考えている負荷状態の最高断面平均金属温度に対して付表 A.2
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（付図 A.2）に定める値の 3 倍の値 

(ﾎ) 長期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力と長期二次応力との和は，考

えている負荷状態の最高断面平均金属温度及びその状態の累積持続時間に対して

付表 A.3（付図 A.3）に定める値の 2 倍に係数 Kt を乗じた値 

 ただし，係数 Kt は以下によるものとする。 

Kt＝1+ks（1－
mtB

mm

S
QP

） 

ks＝αc（Ks－1） 

ここで 

Pm ；長期荷重による一次一般膜応力 

Qm ；長期二次膜応力 

SmtB ；考えている負荷状態の最高断面平均金属温度及びその累積持続時間

に対して付表A.3（付図A.3）に定める値 

αc ；クリープ係数，αc＝0.5とする 

Ks ；断面形状係数，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」別表2.2

に準拠して定めるものとする。 

ハ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲにわたって次の制限を満足すること。 

(ｲ) 長期荷重による一次一般膜応力と長期二次膜応力との和に対する使用分数和

はB値（1.0とする）を超えないこと。 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力と長期二次応力との和を係

数Ktで除した値に対する使用分数和は1.0を超えないこと。 

ニ 運転状態Ⅳにおいて生ずる応力は，次の値を超えないこと。 

(ｲ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力と長期及び短期二次膜応力との和は，

考えている負荷状態における最高断面平均金属温度に対して，「高速原型炉高温

構造設計指針材料強度基準等」別表1.6（別図1.6）に定める3分の2倍の値 

 ただし，オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，上記

の値又は考えている負荷状態の最高断面平均金属温度に対して，付表A.2（付図

A.2）に定める値の2.4倍の値のうち，いずれか小さい方の値 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力と長期二次膜応力との和は，考えている負荷状

態における最高断面平均金属温度及びその状態の持続時間に対して「高速原型炉
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高温構造設計指針材料強度基準等」別表1.5-(a)～(e)（別図1.5-(a)～(e)）に定める

値の3分の2倍の値 

(ﾊ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力，長期及び短期荷重による一次曲げ応

力及び長期及び短期二次応力の和は，(ｲ)に定める値の1.5倍の値 

(ﾆ) 長期荷重による一次一般膜応力及び，一次曲げ応力と長期二次応力の和は，(ﾛ)

に定める値に係数Ktを乗じた値 

ホ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにわたって次の制限を満足

すること。 

(ｲ) 長期荷重による一次一般膜応力と長期二次膜応力との和の1.5倍の値に対する

使用分数和はBR値（1.0とする）を超えないこと。 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力及び長期二次応力の和を係

数Ktで除した値の1.5倍の値に対する使用分数和は1.0を超えないこと。 

ヘ 告示の適用温度範囲を超える試験状態においては，本規定第3項ロ号，ハ号及び

ホ号に定める運転状態Ⅱに関する制限を満足すること。 

（ひずみの制限） 

4.  高温で使用される高速原型炉第1種容器のボルト等のひずみの制限については，「高

速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」3.4に定めるところによる。 

 ただし，「壁厚」は「断面」に，PLはPmに，PL＊はPm＊にそれぞれ読み替えるものと

する。 

（クリープ疲労損傷の制限） 

5.  高温で使用される高速原型炉第1種容器のボルト等のクリープ疲労損傷の制限につ

いては，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」3.5に定めるところによる。 
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付表A.1 最大許容応力強さ S0B 

（MPa）  

温度 ℃ SUS304 SUS316 

－30～40 69 69 

 75 61 63 

100 57 59 

150 52 54 

200 48 50 

225 46 48 

250 45 46 

275 44 45 

300 42 44 

325 41 43 

350 41 42 

375 40 41 

400 39 41 

425 38 40 

450 38 39 

475 37 39 

500 36 38 

525 36 38 

550 35 37 

575 34 37 

600 34 36 

625 33 35 

650 32 35 
（備考1） 
 各温度における許容引張応力の値は次に掲げる値のうち最小のものとする。 

(ｲ) 別表第8に定める値 
(ﾛ) 各温度での降伏点の3分の1倍の値 
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付表A.2 設計応力強さ SmB 
（MPa）  

温度 ℃ SUS304 SUS316 

－30～40 69 69 

 75 62 63 

100 58 59 

150 50 54 

200 45 50 

225 44 48 

250 42 47 

275 41 45 

300 40 44 

325 40 43 

350 39 42 

375 38 41 

400 38 40 

425 38 40 

450 38 39 

475 37 39 

500 36 38 

525 36 38 

550 35 37 

575 34 37 

600 34 36 

625 33 35 

650 32 35 
（備考1） 
 各温度における設計応力強さSmBの値は次に掲げる値のうち最小のものとする。 

(ｲ) 室温での最小降伏点の3分の1倍の値 
(ﾛ) 各温度での降伏点の3分の1倍の値 

別紙１ －411－ 



 

付表A.3 設計応力強さ SmtB 

 

(a) SUS304 （MPa） 

時間Hr 

温度℃ 
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105 

425 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

450 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

475 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

500 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

525 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

550 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

575 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 26 

600 34 34 34 34 34 34 34 34 29 25 21 

625 33 33 33 33 33 33 33 28 24 20 17 

650 32 32 32 32 32 30 26 23 19 16 13 

 

(b) SUS316 （MPa） 

時間Hr 

温度℃ 
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105 

425 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

450 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

475 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

500 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

525 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

550 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

575 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 29 

600 36 36 36 36 36 36 36 36 33 27 23 

625 35 35 35 35 35 35 35 31 25 21 16 

650 35 35 35 35 35 30 25 20 16 12 － 

 

別紙１ －412－ 



 

（備考1） 

 425℃未満における設計応力強さSmtBは，各温度における設計応力強さSmBに等しい。 

（備考2） 

 各温度，各時間における設計応力強さの値は次に掲げる値のうち最小のものとする。 

(ｲ) 室温での最小降伏点の3分の1倍の値 

(ﾛ) 各温度での降伏点の3分の1倍の値 

(ﾊ) 次に掲げる(ⅰ)～(ⅲ)の値のうち最小の値の2分の1倍の値 

(ⅰ) 各温度，各時間における設計クリープ破断応力強さの3分の2倍の値 

(ⅱ) 各温度，各時間で第3次クリープを開始する応力の最小値の0.8倍の値 

(ⅲ) 各温度，各時間で1パーセントの全ひずみを生ずる最小応力 
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付図A.1 最大許容応力強さ S0B 
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付図A.2 設計応力強さ SmB 
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付図 A.3-(a) 設計応力強さ SmtB （SUS304） 
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付図 A.3-(b) 計応力強さ SmtB （SUS316） 
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付録17.1 高温で使用される高速原型炉炉心支持構造物のボルト等の構造の規格 

 

（適用範囲） 

1.  高速原型炉炉心支持構造物のボルト等の使用中の金属温度が別表第3の適用温度範

囲を超える場合であって，その金属温度及び高温使用時間が「高速原型炉高温構造設

計指針材料強度基準等」の適用範囲を超えない場合は本規定を適用することができる。

ここで，高温使用時間とは，別表第3の適用温度範囲を超える金属温度における使用

温度の総和をいう。 

（設計の方法） 

2.  高温で使用される高速原型炉炉心支持構造物のボルト等の設計は，原則として弾性

解析による設計とする。 

（応力強さの限界及び許容応力） 

3.  高温で使用される高速原型炉炉心支持構造物のボルト等の応力強さの限界及び許容

応力は，次に掲げるとおりとする。 

イ．最高使用圧力及び機械的荷重により生ずる応力解析による一次一般膜応力強さは，

最高使用温度に対して「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等」別表1.1（別

図1.1）に定める値を超えないこと。 

ロ．運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて生ずる応力の応力解析による応力強さは，次

の値を超えないこと。 

(ｲ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力と長期及び短期二次膜応力との和は，

考えている負荷状態における最高断面平均金属温度に対して，「高速原型炉高温

構造設計指針材料強度基準等」別表1.4（別図1.4）に定める値の0.9倍の値又は別

表1.6（別図1.6）に定める値の3分の2倍の値のうちいずれか小さい方の値 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力と長期二次膜応力との和は，考えている負荷状

態の最高断面平均金属温度及びその状態の累積持続時間に対して，「高速原型炉

高温構造設計指針材料強度基準等」別表1.3（別図1.3）に定める値 

(ﾊ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力と長期及び短期二

次応力との和は，考えている負荷状態における最高断面平均金属温度に対して，

「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等」別表1.4（別図1.4）に定める値

の1.2倍の値，又は別表1.6（別図1.6）に定める値の9分の8倍の値のうち，いずれ
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か小さい方の値 

(ﾆ) 長期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力と長期二次応力の和は，考え

ている負荷状態の最高断面平均金属温度及びその状態の累積持続時間に対して，

「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等」別表1.3（別図1.3）に定める値

に係数Ktを乗じた値 

 ただし，係数Ktは以下によるものとする。 

Kt＝1+ks(1－
St

QmPm ) 

ks＝αc(Ks－1) 

 ここで， 

Pｍ ；長期荷重による一次一般膜応力 

Qｍ ；長期二次膜応力 

St ；考えている負荷状態の最高断面平均金属温度及びその状態の累積持

続時間に対して，「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等」別

表1.3（別図1.3）に定める値。 

αc ；クリープ係数，αc＝0.5とする。 

Ks ；断面形状係数，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」別表2.2

に準拠して定めるものとする。 

ハ 運転状態Ⅲにおいて生ずる応力の応力解析による応力強さは次の値を超えない

こと。 

(ｲ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力は，考えている負荷状態における最高

断面平均金属温度に対して，「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等」別

表1.2（別図1.2）に定める値の1.5倍の値 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力は，考えている負荷状態の最高断面平均金属温

度及びその状態の累積持続時間に対して，「高速原型炉高温構造設計指針材料強

度基準等」別表1.3（別図1.3）に定める値 

(ﾊ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力と一次曲げ応力との和は，考えている

負荷状態における最高断面平均金属温度に対して「高速原型炉高温構造設計指針

材料強度基準等」別表1.2（別図1.2）に定める値の2.25倍の値 

(ﾆ) 長期荷重による一次一般膜応力と一次曲げ応力の和は，考えている負荷状態の
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最高断面平均金属温度及びこの状態の累積持続時間に対して，「高速原型炉高温

構造設計指針材料強度基準等」別表1.3（別図1.3）に定める値に係数Ktを乗じた

値 

 ただし，係数Ktは以下によるものとする。 

Kt＝1+ks(1－
St
Pm ) 

ks＝αc(Ks－1) 

 ここで， 

   Pm，St，αc，Ks ；3.ロ(ﾆ)に定めるところによる。 

ニ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅲにわたって，次の制限を満足すること。 

(ｲ) 長期荷重による一次一般膜応力及び運転状態Ⅰ及びⅡにおける長期二次膜応

力の和に対する使用分数和はB値（1.0とする）を超えないこと。 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力及び運転状態Ⅰ及びⅡにお

ける長期二次応力の和を係数Ktで除した値に対する使用分数和は，1.0を超えな

いこと。ここでKtは，3.ロ(ﾆ)及び3.ハ(ﾆ)により定めるものとする。 

ホ 運転状態Ⅳにおいて生ずる応力の応力解析による応力強さは，次の値を超えない

こと。 

(ｲ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力は，考えている負荷状態における最高

断面平均金属温度に対して，「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基準等」別

表1.2（別図1.2）に定める値の2.4倍の値又は別表1.6（別図1.6）に定める値の3

分の2倍の値のうち，いずれか小さい方の値 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力は，考えている負荷状態における最高断面平均

金属温度及びその状態の持続時間に対して，「高速原型炉高温構造設計指針材料

強度基準等」別表1.5（別図1.5）に定める3分の2倍の値 

(ﾊ) 長期及び短期荷重による一次一般膜応力と一次曲げ応力との和は，(ｲ)で定めた

値の1.5倍の値 

(ﾆ) 長期荷重による一次一般膜応力と一次曲げ応力との和は，(ﾛ)で定めた値に係数

Ktを乗じた値 

 ただし，係数Ktは以下によるものとする。 
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Kt＝1+ks(1－
32S

Pm
R／

) 

ks＝αc(Ks－1) 

 ここで， 

   Pm，αc，Ks ；3.ロ(ﾆ)に定めるところによる。 

SR ；考えている負荷状態における最高断面平均金属温度及びその状態

の持続時間に対して，「高速原型炉高温構造設計指針材料強度基

準等」別表1.5（別図1.5）に定める値。 

ヘ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにわたって，次の制限を満

足すること。 

(ｲ) 長期荷重による一次一般膜応力と，運転状態Ⅰ及びⅡにおける長期二次膜応力

との和の1.5倍の値に対する使用分数和は，BR値（1.0とする）を超えないこと。 

(ﾛ) 長期荷重による一次一般膜応力及び一次曲げ応力及び運転状態Ⅰ及びⅡにお

ける長期二次応力の和を係数Ktで除した値の1.5倍の値に対する使用分数和は，

1.0を超えないこと。 

ト 告示の適用温度範囲を超える試験状態においては，本規定第3項ロ号，二号及び

ヘ号に定める運転状態Ⅱに関する制限を満足しなければならない。 

チ 運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び告示の適用温度範囲を超える試験状態

において生ずるボルト頭部の平均支圧応力の制限については，「高速原型炉第1種機

器の高温構造設計指針」3.3.2に定めるところによる。 

 ただし，「1.5Sy」及び「Sy」とあるのは「3Sm」に読み替えるものとする。 

（ひずみの制限） 

4. 高温で使用される高速原型炉炉心支持構造物のボルト等のひずみの制限については，

「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」3.4に定めるところによる。ただし，「壁

厚」は「断面」に，PLはPmに，PL＊はPm＊にそれぞれ読み替えるものとする。 

（クリープ疲労損傷の制限） 

5.  高温で使用される高速原型炉炉心支持構造物のボルト等のクリープ疲労損傷の制限

は，「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」3.5に定めるところによる。 
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1．序 

1.1 定義 
1.1.1 用語の定義 

「高速原型炉第1種機器の高温構造設計指針」（以下単に「本指針」という。）

の用語の意義は，本指針において特に定義する場合を除いて，「ナトリウム冷却

型高速炉の技術基準」（以下「構造等の技術基準」という。）の定めるところによ

る。 
 
1.1.2 本指針の定義 

本指針は構造等の技術基準別表第2の適用範囲を超える金属温度において使用

する高速原型炉第1種機器の設計指針を定めるものである。 
 
1.2 適用範囲 

1.2.1 使用温度及び使用時間 
(1) 高速原型炉第1種機器の使用中の金属温度が構造等の技術基準別表第2の適

用温度範囲を超える場合は本指針を適用するものとする。 
(2) 高速原型炉第1種機器の使用中の金属温度又は高温使用時間が別表1におい

て材料強度基準等を定めている温度又は時間を超える場合は本指針を適用し

ないものとする。高温使用時間とは構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲

を超える金属温度における使用時間の総和をいう。 
1.2.2 使用環境 

本指針は液体ナトリウム環境及び中性子照射環境の評価に関する設計指針を

含む。これらの環境効果は付録Aにより評価することができる。 
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2．設計の方法 

2.1 解析による設計 
高速原型炉第1種機器の設計は原則として解析による設計とする。ここに解析

とは弾性解析及び非弾性解析をいう。 
ただし，2.2に定めるところによる場合は，この限りでない。 

 
2.2 その他の方法による設計 

その妥当性が証明される場合は，実験等の適切な方法により，高速原型炉第1
種機器の設計を行うことができる。 

 
 
3．一般設計指針 

3.1 解析の方法 
3.2及び3.3の規定に関しては弾性解析により，これを満足するものとする。3，

4及び3.5の規定に関しては弾性解析又は非弾性解析により，これを満足するもの

とする。 
弾性解析による場合は荷重又は応力を長期荷重（応力）又は短期荷重（応力）

に区分するものとする。ここに長期荷重（応力）とは材料のクリープ効果を無視

し得ないような持続時間を有する荷重又はそれによる応力をいい，短期荷重（応

力）とは長期荷重（応力）に該当しないものをいう。 
 
3.2 1次応力の制限 

3.2.1 適用範囲 
(1) 3.2の規定は設計条件，運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及び試験状態に対して適用

する。 
(2) 3.2の規定の適用にかかわる応力分類は別表2.1に準拠して行うものとする。 

3.2.2 設計条件に関する制限 
設計条件に関して，次の(1)及び(2)の制限を満足しなければならない。この場合，

厚さとして最小厚さからくされ代を減じた値（mm）を考慮するものとする。液

体ナトリウム接液面のくされ代は付録Aにより定めることができる。 
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(1) 0m SP ＞＜  （3.2.1） 
記号＜ ＞は応力 の応力強さを表わすものであり，以下本指針においてこ

の定義により本記号を用いる。 
Pm：長期荷重による1次一般膜応力（N/mm2） 
So：最高使用温度に対して別表1.1（別図1.1）に定める値（N/mm2）。ただ

し，最高使用温度が構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲内にあ

る場合はSoを告示別表第6に定める値に読み替えるものとする。 
(2) 0bL S5.1PP ＞＜  （3.2.2） 

PL：長期荷重による1次局部膜応力（N/mm2） 
Pb：長期荷重による1次曲げ応力（N/mm2） 
So：3.2.2(1)に定めるところによる。 

3.2.3 運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及びⅣに関する制限 
(1) 運転状態Ⅰ及びⅡに関する制限 

運転状態Ⅰ及びⅡに関して，次の1）及び2）の制限を満足しなければならな

い。 

1）
tm

mmm

SP
SPP

＞＜

＞＜
　  

（3.2.3） 
（3.2.4） 

Pm：3.2.2(1)に定めるところによる。 
mP ：短期荷重による1次一般膜応力（N/mm2） 

Sm：考えている負荷状態における最高壁厚平均金属温度に対して別表

1.2（別図1.2）に定める値（N/mm2） 
St：考えている負荷状態の最高壁厚平均金属温度及びその状態の累積持

続時間に対して別表1.3（別図1.3）に定める値（N/mm2） 

2）
ttbL

mSbbLL

SKPP
SKPPPP

＞＜

＞＜  
（3.2.5） 
（3.2.6） 

ここに 

1Kk
S
P1k1K

ScS

t

L
S

＞＜

 
 
（3.2.7） 
 
（3.2.8） 

PL，Pb：3.2.2(2)に定めるところによる。 
LP ：短期荷重による1次局部膜応力（N/mm2） 
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bP ：短期荷重による1次曲げ応力（N/mm2） 
c ：クリープ係数。 c =0.5とする。 

Ks：断面形状係数。別表2.2に準拠して定めるものとする。 
Sm，St：3.2.3(1)1）に定めるところによる。 

(2) 運転状態Ⅲに関する制限 
運転状態Ⅲに関して，次の1）及び2）の制限を満足しなければならない。 

1）
tm

mmm

SP
S2.1PP

＞＜

＞＜  
（3.2.9） 
（3.2.10） 

ここに用いる記号の意義はすべて 3.2.3(1)1）に定めるところによる。 

2）
ttbL

mSbbLL

SKPP
SK2.1PPPP

＞＜

＞＜  
（3.2.11） 
（3.2.12） 

ここに用いる記号の意義はすべて 3.2.3(1)2）に定めるところによる。 
(3) 運転状態Ⅰ，Ⅱ及びⅢにわたる制限 

運転状態Ⅰ，Ⅱ及びⅢにわたって，使用分数に関する次の制限を満足しなけ

ればならない。 

0.1
t
t

B
t
t

j bj

j

i mi

i

 
（3.2.13） 
（3.2.14） 

ti：壁厚平均金属温度がTi，1次一般膜応力強さが＜Pm＞iである負荷状態i

の累積持続時間（hr）。
i

it は1.2.1(2)に定める高温使用時間を下回っ

てはならない。 
tmi：温度Ti，応力強さ＜Pm＞iに対して別表1.3（別図1.3）に定める許容時

間（hr） 
tj：壁厚平均金属温度がTj，1次応力強さが＜PL+Pb＞jである負荷状態jの累

積持続時間（hr）。
j

jt は1.2.1(2)に定める高温使用時間を下回っては

ならない。 
tbj：温度Tj，応力強さ jtbL KPP ＞／＜ に対して別表1.3（別図1.3）に定

める許容時間（hr） 
ここにPm，PL，Pb及びKtは3.2.3(1)に定めるところによる。Bは運転状態Ⅰ，

Ⅱ及びⅢにわたる使用分数の制限値であって，B=1.0とする。
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(4) 運転状態Ⅳに関する制限 
運転状態Ⅳに関して次の1）及び2）の制限を満足しなければならない。 

1）
3S2P

SPP
Rm

mmm

／＞＜

＞＜ Ⅳ  
（3.2.15） 
（3.2.16） 

ここに 
3S2S um ／Ⅳ  （3.2.17） 

ただし，オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては， 
3S2S4.2MinS umm ／　　，Ⅳ  （3.2.18） 

記号Min〔x，y〕はx又はyのいずれか小さい方の値を表わすものであり，以

下本指針においてこの定義により本記号を用いる。 
Pm， mP ，Sm：3.2.3(1)1）に定めるところによる。 
Su：考えている負荷状態における最高壁厚平均金属温度に対して別表1.6

（別図1.6）に定める値（N/mm2） 
SR：考えている負荷状態の最高壁厚平均金属温度及びその状態の持続時

間に対して別表1.5（別図1.5）に定める値（N/mm2） 

2）
3SK2PP

SKPPPP
RtbL

mSbbLL

／＞＜

＞＜ Ⅳ  
（3.2.19） 
（3.2.20） 

PL， LP ，Pb， bP ，Ks，Kt：3.2.3(1)2）に定めるところによる。ただ

し，（3.2.7）式によりKtを定める時，同式右辺のStを2SR／3に読み

替えるものとする。 
SmⅣ，SR：3.2.3(4)1）に定めるところによる。 

(5) 運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及びⅣにわたる制限 
運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及びⅣにわたって，使用分数に関する次の制限を満足し

なければならない。 

0.1
t
t

B
t
t

j bjR

j

R
i iR

i

 
（3.2.21） 
 
（3.2.22） 

ti，tj：3.2.3(3)に定めるところによる。 
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tRi：温度Ti，応力強さ1.5＜Pm＞iに対して別表1.5（別図1.5）に定める許

容時間（hr） 
tRbj：温度Tj，応力強さ jtbL KPP5.1 ＞／＜ に対して別表1.5（別図1.5）に

定める許容時間（hr） 
ここにPm，PL，Pb及びKtは3.2.3(4)に定めるところによる。BRは運転状態Ⅰ，

Ⅱ，Ⅲ及びⅣにわたる使用分数の制限値であってBR=1.0とする。 
3.2.4 試験状態に関する制限 

(1) 構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲内の試験状態に関しては構造等の

技術基準第13条第1項第1号ニに定めるところによる。 
(2) 構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲を超える試験状態に関しては

3.2.3(1)，(3)及び(5)に定める運転状態Ⅱに関する制限を満足しなければならな

い。 
 
3.3 特別な応力制限 

3.3.1 適用範囲 
(1) 3.3の規定は運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び構造等の技術基準別表第2の適用温度範

囲を超える試験状態に対して適用するものとする。 
(2) 3.3の規定が適用される特定の場合において，3.2の規定と3.3の規定が異なる

ときは3.3の規定によるものとする。 
3.3.2 支圧応力の制限 

支圧荷重を受ける部分にあっては次の(1)及び(2)の制限を満足しなければなら

ない。 
(1) 支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場

合 

t

y

S
S5.1

BL

BLBL  
（3.3.1） 
（3.3.2） 

BL ：長期支圧荷重による平均支圧応力（N/mm2） 
BL ：短期支圧荷重による平均支圧応力（N/mm2） 

Sy：支圧荷重を受ける部分の金属温度に対して別表1.4（別図1.4）に定め

る値（N/mm2） 
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St：考えている負荷状態における支圧荷重を受ける部分の金属温度及びそ

の状態の累積持続時間に対して別表1.3（別図1.3）に定める値

（N/mm2） 
(2) (1)以外の場合 

t

y

S
S

BL

BLBL  
（3.3.3） 
（3.3.4） 

ここに用いる記号はすベて3.3.2(1)に定めるところによる。 
3.3.3 純せん断応力の制限 

純せん断荷重を受ける部分にあっては次の(1)及び(2)の制限を満足しなければ

ならない。 

(1)
tm

mmm

S8.0
S6.0  

（3.3.5） 
（3.3.6） 

m ：長期純せん断荷重による断面平均せん断応力（N/mm2） 
m ：短期純せん断荷重による断面平均せん断応力（N/mm2） 

Sm，St：3.2.3(1)1）に定めるところによる。ただし壁厚平均金属温度を断

面平均金属温度に読み替えるものとする。 
(2) 中実円断面の部分がねじり荷重を受ける場合 

t

m

S8.0
S8.0

0

00  
（3.3.7） 
（3.3.8） 

0 ：長期ねじり荷重による最大せん断応力（N/mm2）。ただし応力集中に

よるものを除く。 
0 ：短期ねじり荷重による最大せん断応力（N/mm2）ただし応力集中に

よるものを除く。 
Sm，St：3.3.3(1)に定めるところによる。 

3.3.4 3軸応力の制限 
1次応力に関して次の制限を満足しなければならない。 

t

m

S4
S4

321

321321  
（3.3.9） 
（3.3.10） 

321 ，，  ：長期荷重による1次応力の主応力（N/mm2） 
321 ，， ：短期荷重による1次応力の主応力（N/mm2） 
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Sm，St：3.2.3(1)1）に定めるところによる。 
ここに応力分類は3.2.1(2)に定めるところによる。 

 
3.4 ひずみの制限 

3.4.1 適用範囲 
(1) 運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態に対して，3.4.2の規定を適用する。 
(2) 運転状態Ⅳに対して，3.4.3の規定を適用する。 

3.4.2 運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態に関する制限 
(1) 一般規定 

1）機器の累積非弾性ひずみは，次のa）及びb）の制限値を超えてはならない。

この制限は3つの主ひずみのうちの最大正値に対して適用する。溶接部にあ

っては，それぞれの制限値を1/2に減じて適用するものとする。 
a）壁厚平均ひずみ 0.01 
b）壁厚内の等価線形ひずみ分布により定める表面ひずみ 0.02 

ここにひずみの単位はmm/mmであり，以下本指針におけるひずみの単位

はmm/mmとする。 
2）弾性解析により，次のa）又はb）のいずれかの制限を満足する場合は，

3.4.2(1)1）を満足するものとすることができる。この場合に，2次応力によ

る弾性追従を判定し，適切な応力分類を行わなければならない。 
a）運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態のすべての負荷サイクルにおける＜Q+ Q

＞Rに関して次式を満足すること。 
aRmaxtbbLL SQQKPPPP ＞＜＞／＜  （3.4.1） 

ここに記号＜ ＞Rは応力 に関する負荷サイクル中の応力強さ範囲を表

わすものであり，以下本指針においてこの定義により本記号を用いる。下

つき添字maxは添字を付した量の運転状態Ⅰ，Ⅱ及び試験状態を通しての

最大値を表わす。 
PL， LP ，Pb， bP ：3.2.3(1)2）に定めるところによる。ただし弾性追

従の判定によるPL及びPbを含む。 
Q：長期2次応力（N/mm2）。ただし弾性追従の判定によりPL又はPb

とするものを除く。 
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Q ：短期2次応力（N/mm2） 
Kt：3.2.3(1)2）に定めるところによる。ただし（3.2.7）式右辺のPL

は3.4.2(1)2）に定めるところによる。 
Saは次のイ）又はロ）に定める値のうちいずれか小さい方の値とする。 
イ）運転状態Ⅰ，Ⅱ及び試験状態を通しての最高壁厚平均金属温度に対し

て時間を104hrとして別表1.3（別図1.3）に定める値の1.25倍の値

（N/mm2） 
ロ）評価の対象とする＜Q+ Q ＞Rが属する負荷サイクルの最高壁厚平均金

属温度及び最低壁厚平均金属温度のそれぞれに対して別表1.4（別図1.4）
又は構造等の技術基準別表第9に定める値の平均値（N/mm2） 
ただし評価の対象とする＜Q+ Q ＞Rを定める応力状態のうち少くとも

ひとつの状態における壁厚平均金属温度が次に定める温度T0より低い場

合は，イ）の値にかかわらずロ）の値によってSaの値を定めることができ

る。ここに温度T0は，別表1.2（別図1.2）に定める値が時間を105hrとして

別表1.3（別図1.3）に定める値に等しい温度（℃）である。 
b）次の制限を満足すること。ただし溶接部にあってはそれぞれの制限値を

1/2に減じて適用するものとする。 

02.0
01.0

EFEFEC

EFEC

bm

m  
（3.4.2） 
（3.4.3） 

EC ：促進クリープひずみ。 EC は膜ひずみとする。 
EFm ：長期2次膜応力による弾性追従ひずみ（膜ひずみ） 

EFb ：長期2次曲げ応力による弾性追従ひずみ（等価線形ひずみ） 
機器の軸対称構造にあって，評価すべきすべての負荷サイクルにおいて

2次応力強さ範囲＜Q+ Q ＞Rを定める応力状態のうち少くともひとつの状

態における壁厚平均金属温度が3.4.2(1)2）a）に定める温度T0より低い場

合は次のイ）からホ）に定めるところより EC を定めることができる。ここ

に3.4.2(1)2）a）を満足する負荷サイクルは評価することを要しない。 
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イ）パラメータX1，X2及びYを次のとおり定める。 

yCR

yCmaxtbL2

yCmaxtbL1

SQQY
SKPPX

SKPPX

max／＞＜

／＞　／＜

／＞　　／＜

 
（3.4.4） 
（3.4.5） 
（3.4.6） 

ここに下つき添字maxは（3.4.4）式においては添字を付した量の運転状

態Ⅰ，Ⅱ及び試験状態における最大値を表わし,（3.4.5）及び（3.4.6）
式においては添字を付した量の運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態におけ

る最大値を表わす。 
PL， LP ，Pb， bP ，Q，Q ，Kt：3.4.2(1)2）a）に定めるところによ

る。 
SyC：評価の対象とする状態の最低壁厚平均金属温度に対して別表1.4

（別図1.4）又は構造等の技術基準別表第9に定める値（N/mm2） 
ロ）図3.4.1において点（X1，Y）がE領域又はS1領域にあり，点（X1+X2，

Y）がS1領域にある場合は 
221 XYXX12Y1Z  （3.4.7） 

とする。 
ハ）図3.4.1において点（X1，Y）がS2領域又はP領域にあり，点（X1+X2，

Y）がS1領域，S2領域又はP領域にある場合は 

22
2

1 XYX4YXY1Y1Z  （3.4.8） 

とする。 
ニ）応力 C を次式により定める。 

yCSZ25.1C  （3.4.9） 
ただし，ロ）又はハ）により定めるZ が次式を満足しない場合は（3.4.9）

式を適用してはならない。 
yCyH SSZ ／  （3.4.10） 

SyH：評価の対象とする状態の最高壁厚平均金属温度に対して別表1.4
（別図1.4）に定める値（N/mm2） 

ホ）促進クリープひずみ EC を次式により定める。 

i
iCCEC  （3.4.11） 
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ここに iCC は壁厚平均金属温度Tiにおいて応力 C 及び温度Tiの累積

持続時間tiに対して別図1.11によって定めるクリープひずみである。

i
it は1.2.1(2)に定める高温使用時間を下回ってはならない。 

 
ただし， C が運転状態Ⅲにかかわる負荷サイクルによって定められる

場合には，運転状態Ⅲの事象1回当りの促進クリープ時間を104hrとして，

促進クリープひずみを算定し，残余の高温使用時間に関しては運転状態

Ⅰ，Ⅱ及び試験状態により定められる C により促進クリープひずみを算

定することができる。 
3）弾性解析により3.4.2(2)又は(3)の規定に適合する場合は3.4.2(1)の規定に適

合するものとすることができる。 
(2) 長期1次応力が低い場合 

1）「長期1次応力が低い場合」とは構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲を

超える運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態において，長期荷重による1次応力

が次の条件を満足する場合をいう。 
LPbL SPP ＞＜  （3.4.12）
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gSSMinS grHLP ／，　  （3.4.13） 
PL，Pb：3.4.2(1)2）a）に定めるところによる。 
SrH：運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態における高温使用時間及び評価点の

金属温度履歴に基づき，別表1.7（別図1.7）により定める値（N/mm2） 
Sg：高温使用時間中，常に存在するとしてもクリープ損傷上許容しうる応

力水準（N/mm2）であって，付録Dにより定めるものとする。 
g：応力水準Sgが長期1次応力の上限に対して有すべき倍率であって，付録

Dにより定めるものとする。 
2）長期1次応力が低い場合は，長期2次応力Q及び短期2次応力Q を別表2.3に

準拠して分類するものとする。 
3）長期1次応力が低い場合は，次のa）及びb）の制限を満足することにより，

3.4.2(1)の規定に適合するものとすることができる。 
a）3.4.2(1)2）に定めるところ。 

ただし，この場合は，別表2.3注2）により弾性追従の判定を行い，付録

Bにより EF （QEF）を定めることができる。 

 b）
mn

mHn

S3S
S3S  

（3.4.14） 
（3.4.15） 

ただし，次の（3.4.16）及び（3.4.17）式を満足する場合は，（3.4.15）
式を満足することを要しない。 

m
'

n

mSn

S3S
S3S  

（3.4.16） 
（3.4.17） 

ここに 
L R

LL R

'
LL Tb Tb R

Q

Q Q

Q Q Q Q

bn

bn b

bn b

S P P

S P P P P

S P P P P

＜ ＞

＜ ＞

＜ ＞

 
（3.4.18） 
（3.4.19） 
（3.4.20） 

SmH：考えている負荷サイクル中の最高金属温度に対して別表1.2（別

図1.2）に定める値（N/mm2） 
S ：進行性ひずみの防止に係わる設計係数であって， S =2.5とする。 
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（3.4.15），（3.4.16）及び（3.4.17）式における mS3 は次のイ）又はロ）の

いずれかにより定めるものとする。 
イ）考えている負荷サイクルにおいてSnを定める応力状態のひとつにおけ

る金属温度Tcが構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲内にある場合 
mCrHm S5.1SS3  （3.4.21） 

SmC：温度Tcに対して構造等の技術基準別表第2に定める値（N/mm2） 
ロ）考えている負荷サイクルにおいてSnを定める応力状態のいずれにおけ

る金属温度も構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲を超える場合 
rCrHm SSS3  （3.4.22） 

（3.4.21）及び（3.4.22）式におけるSrHは3.4.2(2)1）に定めるところ

によるものとする。 
（3.4.22）式におけるSrCは次に定める温度Ts及び時間tsに対して別表

1.7（別図1.7）に定める値（N/mm2）とする。 
Ts：Snを定める2つの応力状態のうち，いずれか定常状態の温度との

差が大きい方の温度（℃） 
ts：考えている負荷サイクル内において温度がTsになってから定常状

態の温度に復帰するまでの時間又は構造等の技術基準別表第2の
適用温度範囲内の温度に到達するまでの時間のうちいずれか短い

方の時間（hr） 
ただし，（3.4.18）式は地震のみによる応力範囲に適用するものとし，

（3.4.19）式によってSnを算定する時は， nS に該当する応力強さ範囲を

除外するものとする。その他の記号の意義は次に定めるところによる。 
PL， LP ，Pb， bP ：3.2.3(1)2）に定めるところによる。ただし別表2.3

注2）によるPL及びPbを含む。 
Q：長期2次応力（N/mm2）。ただし別表2.3注2）によりPL又はPbとす

るものを除く。 
Q ：短期2次応力（N/mm2） 
QTb：長期熱曲げ応力（N/mm2）。ただし別表2.3.注2）によりPbとす

るものを除く。 
TbQ ：短期熱曲げ応力（N/mm2） 
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(3) クリープ効果が顕著でない場合 
1）「クリープ効果が顕著でない場合」とは次のa）及びb）の条件を満足する場

合をいう。 

a）
i di

i 1.0
t
t2  （3.4.23） 

ti：金属温度Tiにおける累積使用時間（hr）。
i

it は1.2.1(2)に定める高

温使用時間を下回ってはならない。 
tdi：温度Tiに対して別表1.2（別図1.2）に定める値の1.5倍の応力（これ

を iTmS5.1 とする。）に対して別表1.5（別図1.5）に定める許容時間

（hr）。 iTmS5.1 が別表1.5（別図1.5）において許容時間が与えられ

ている応力値を超える場合は本条件は満足されない。 

b）
i

i 002.0  （3.4.24） 

i：金属温度Tiにおける累積使用時間tiの全期間において，応力がTiに対

して別表1.2に定める値の1.5倍の値であるとして定めるクリープひ

ずみであって，別図1.11により定めるものとする。
i

it は1.2.1(2)

に定める高温使用時間を下回ってはならない。 
2）クリープ効果が顕著でない場合は，次のa）及びb）の制限を満足すること

により，3.4.2(1)の規定に適合するものとすることができる。 
a）構造等の技術基準第13条第1項第1号へに定めるところ。ただし，「容器」，

「運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ」,「別表第9」及び「別表第2｣をそれぞれ「機

器」,「運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態」，「本指針別表1.4又は構造等の

技術基準別表第9」及び「本指針別表1.2又は構造等の技術基準別表第2」
に読み替えるものとする。 

b）3.4.2(2)3）b）に定めるところ。ただし，この場合は2次応力に関する弾

性追従の判定を要しない。 
3.4.3 運転状態Ⅳに関する制限 

運転状態Ⅳの短期荷重が繰返し性を有する場合は進行性変形に注意しなけれ

ばならない。弾性解析により，次の(1)及び(2)を満足する場合は進行性変形は防止

されるとすることができる。 
(1) mHSn S3S  （3.4.25） 
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ここに用いる記号の意義はすべて3.4.2(2)3）に定めるところによる。 
(2) 次に定めるXs及びYsによる点（Xs，Ys）が図3.4.1において，E，S1，S2又は

P領域にあること。 

mHnS

mHbLS

S5.1SY
S5.1PPX

／

＞／＜
 

（3.4.26） 
（3.4.27） 

ここに用いる記号の意義はすべて3.4.2(2)3）に定めるところによる。 
 
3.5 クリープ疲労損傷の制限 

3.5.1 適用範囲 
(1) 3.5の規定は運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び試験状態に対して適用するものとする。 
(2) 使用中の金属温度が構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲を超える場合

は，原則としてクリープ疲労解析を行うものとする。 
(3) 弾性解析により，3.5.3の規定を適用する場合，3.5.3(1)，(2)又は(3)の規定は

それぞれ3.4.2(1)2），(2)又は(3)の規定を満足する場合に適用することができる。

ここに，（3.4.1）式の適用において左辺第2項の対象とする応力から壁厚方向温

度分布による2次応力を除外することによりこれに適合する場合は，3.4.2(1)2）
a）の規定を満足するものとみなすことができる。 

3.5.2 一般規定 
(1) 累積疲労損傷係数Dfと累積クリープ損傷係数Dcの和を次式により制限する。 

DDD Cf  （3.5.1） 
D：累積クリープ疲労損傷係数の制限値であって，付録Cにより定めるもの

とする。 
(2) 累積疲労損傷係数Dfは次式により定めるものとする。 

i di

i
f

N
nD  （3.5.2） 

ni：サイクル中の最高金属温度がTi，相当ひずみ範囲が ti であるひずみサ

イクルの繰返し回数 
Ndi：温度Ti，相当ひずみ範囲 ti に対して別表1.11（別図1.8）から別表1.13

（別図1.10）に定める許容繰返し回数。考えているひずみサイクルの

繰返しひずみ速度 により，次のように適用する別表（別図）を定め

るものとする。 



別紙１（付録１） -16- 
 

 
繰返しひずみ速度 （mm/mm/sec） 別表（別図） 

10－3以上 
10－6以上 
任意 

別表1.11（別図1.8） 
別表1.12（別図1.9） 
別表1.13（別図1.10） 

 
(3) 累積クリープ損傷係数Dcは次の方式により定めるものとする。 

＊t

0 d

t
C

T
d2D  （3.5.3） 

t ：1.2.1(2)に定める高温使用時間を下回らない時間（hr） 
Td：各時刻における相当応力及びその時刻における金属温度に対して別表

1.5（別図1.5）に定める許容時間（hr） 
3.5.3 弾性解析による場合 

(1) 一般規定 
1）累積疲労損傷係数Df及び累積クリープ損傷係数Dcの和を（3.5.1）式により

制限する。 
2）累積疲労損傷係数Dfは（3.5.2）式により定めるものとする。ただし，構造

等の技術基準別表第2の適用温度範囲内のひずみサイクルにあっては，構造

等の技術基準の該当条項に定めるところにより，「疲れ累積係数」を算定し，

これをDfに加算するものとする。 
ひずみ範囲 t は次のa）からf）により定めるものとする。ただし，構造等

の技術基準別表第2の適用温度範囲内のひずみサイクルは除外するものとす

る。 
a）設計仕様書において特定の負荷順序が規定されている場合は，その負荷

順序によりひずみ範囲及びその繰返し回数を算定するものとする。 
設計仕様書において事象の発生回数のみが規定されている場合は，各事

象について応力解析を行った後，次のイ）からハ）に定める組合せ法によ

り，ひずみ範囲及びその繰返し回数を定めるものとする。 
イ）各事象間のすべての組合せの中から最大のひずみ範囲 t1を与える組合

せを選定し，その繰返し回数n1を定める。 
ロ）与えられた事象の発生回数からイ）の組合せに消費した回数を差引い

た残余の発生回数について，各事象間のすべての組合せの中から最大の

ひずみ範囲 t2を与える組合せを選定し，その繰返し回数n2を定める。 
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ハ）以下同様にして，与えられた発生回数を完全に消費するまで順次 ti 及

びniを定める。 
b）上記a）に定める評価すべきひずみサイクルについて，ひずみ範囲を定め

る2つの極値状態が生じる時点1及び2を適切に選定する。 
c）評価すべきひずみサイクルの時点k（k=1又は2）における公称ひずみ k

n を

（3.5.4）及び（3.5.5）式により定めるものとする。（時点kにおける状態

を上つき添字kを付して表わす。） 

0E
E

k
p

k
LC

k
LC

k
p

k
SC

k
LC

1k
LC

k
p

k
n

0

p

　　＞／＜＞＜

，  
（3.5.4） 
（3.5.5） 

（3.5.4）及び（3.5.5）式における関数記号の意義は次に定めるところによ

る。 
p（ p ， ）：相当塑性ひずみ p ，応力 に対して全ひずみ理論により

算定する塑性ひずみ（テンソル） 
0（＜ k ＞）：時点kにおける金属温度において，応力強さを＜ k ＞と

するとき，別図1.11に定める0hrの等時応力－ひずみ曲線により定め

られる全ひずみ 
その他の記号の意義は次に定めるところによる。 

LC：荷重制御型応力（N/mm2）。荷重制御型応力とは長期及び短期の1
次一般膜応力，1次局部膜応力，1次曲げ応力及び多量の弾性追従を

伴う2次応力をいう。 
SC：弾性追従を伴わない2次応力（N/mm2）。若干の弾性追従を伴う2

次応力にあっては，適切な補正を加えることにより，基本的には SC

と同等に取扱うことができる。 
E：時点kにおける金属温度に対して別表1.8に定める値（N/mm2） 
E：上記E及び時点kにおける金属温度に対して別表1.9に定めるポアソン

比により定める弾性係数テンソル 
d）時点1と時点2の間における相当公称ひずみ範囲 eq を次の方法により定

める。 

E
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イ） eq
1
n

2
neq

1
p 0 ＝　のとき：  （3.5.6） 

ロ） 1
p ＞0 のとき：時点1から時点2への応力の変化（負荷又は除荷）に

基づき，適切な方法により eq を定めるものとする。ロ）の場合に対し

て（3.5.6）式を用いることができる。 
記号 eq）（ の意義はひずみ ），，，，，（ zxyzxyzyx に対して次式により

定めるものとする。 

2/12
zx

2
yz

2
xy

2
xz

2
zy

2
yxeq

2/3

3/2
　

　　　　　

　）（
 （3.5.7） 

ただし， 2
n の主ひずみ（ 2

1 ，
2
2，

2
3）の方向が 1

n の主ひずみ（ 1
1 ，

1
2，

1
3）

の方向と同一であって，その間に主ひずみ方向の回転がない場合は次式に

より eq を定めることができる。 

2/121
1

1
3

2
1

2
3

21
3

1
2

2
3

2
2

21
2

1
1

2
2

2
1eq 3/2

　

　　　　

　　
 （3.5.8） 

e）時点1と時点2の間における公称ひずみ範囲 n を次式により定める。 

eqn
1

5.1
ν

 （3.5.9） 

ν：時点1及び時点2の金属温度に対して，別表1.9に定める値の平均値。

構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲の金属温度に対しては

ν=0.3とする。 
f）ひずみ範囲 t を次の方法により定める。 

　　／ ｃ FTKKKSS n
2

t  （3.5.10） 
n ：3.5.3(1)2）e）に定めるところによる。 
c ：長期荷重制御型応力により考えているひずみサイクルにおいて生

じる相当クリープひずみ。 c は考えているひずみサイクルにおけ

る最大長期荷重制御型応力強さ，最高金属温度及び経過時間に対

して別図1.11に定める等時応力－ひずみ曲線における該当曲線と

0hrの曲線の間のひずみ差として定めることができる。 
F：考えているひずみサイクルにおけるピーク熱ひずみ範囲であって,

ピーク熱応力強さ範囲に基づき，修正ポアソン比を用いて算定す

るものとする。 
F の算定に用いる修正ポアソン比νは次のとおりとする。 
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νν　　／・νν tam ES35.05.0  （3.5.11） 
ν：考えているひずみサイクル中の最高金属温度に対して別表1.9に定

める値 
mS3 ：考えているひずみサイクルに対して（3.4.21）又は（3.4.22）
式により定める値（N/mm2） 

E：考えているひずみサイクル中の最高金属温度に対して別表1.8に定

める値（N/mm2） 
ta：考えているひずみサイクルの繰返し回数niに対して当該ひずみサ

イクル中の最高金属温度においてNdiの算定に用いる別表（別図）

に定める許容ひずみ範囲 
K：弾性解析に基づくピーク応力強さと1次及び2次応力強さの比によ

り定める応力集中係数 
KT：ピーク熱ひずみに関する弾性応力集中係数 

S 及びSは次式により定めるものとする。 

　／　のとき　／

　　のとき　／

　／　のとき　／

　　のとき　／

rHrHnrHn

nrHn

rHrHnrHn

nrHn

SESKSSESK
KESESK

SESSSES
ESES

 

（3.5.12） 
（3.5.13） 
（3.5.14） 
（3.5.15） 

S（x）：考えているひずみサイクル中の最高金属温度において，ひず

みxに対して別図1.11の0hrの等時応力－ひずみ曲線により定め

る応力（N/mm2） 
SrH：3.4.2(2)1）に定めるところによる。 
E：3.5.3(1)2）f）に定めるところによる。 

ただし（3.5.10）式において右辺第1項を次式により定める M に置換える

ことができる。 
ESS rH0M ／  （3.5.16） 

ここに応力強さS（N/mm2）は次の方程式の解である。 
n

2
rH0rH KSESSSS ／  （3.5.17） 
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（3.5.16）及び（3.5.17）式における記号 0（…）の意義は3.5.3(1)2）c）
に定めるところによる。その他の記号は3.5.3(1)2）f）に定めるところによ

る。 
3）累積クリープ損傷係数Dcは次の方式により定めるものとする。 

CPCNc DDD  （3.5.18） 
ここにDCNは1次及び2次応力に伴うクリープ損傷係数を意味し，DCPはピー

ク応力に伴うクリープ損傷係数を意味する。 
DCN及びDCPは，それぞれ次のa）及びb）により定めるものとする。 

a） 1.0DDD CN
k

kCNCN 　　  （3.5.19） 

ここに（DCN）kはひずみサイクルkにおける1次及び2次応力に伴うクリ

ープ損傷係数であって，次のイ）からヘ）により定めるものとする。 
イ）ひずみサイクルkの最高及び最低壁厚平均金属温度に対して別表1.4（別

図1.4）に定める値の平均値（N/mm2）をSy|kとする。 
ロ）ひずみサイクルkの各時刻における応力強さ＜PL+ LP +Pb+ bP +Q+Q

＞を算定する。 
ハ）ひずみサイクルkの任意の時刻において 

kybbLL SQQPPPP ＞＜  （3.5.20） 
が満足される場合はSkを次式により定める。 

＞＜ QQPPPPS bbLLk  （3.5.21） 
ニ）ハ）以外の場合は次式によりSkを定める。 

　＞　＜　　

，　＞＜＞＜　，

QPP
QQPPPP5.0PMaxS25.1MinS

bL

RbbLLmkyk

 （3.5.22） 
記号Max〔x，y〕はx又はyのいずれか大きい方の値を表わすものであ

り，以下本方針においてこの定義により本記号を用いる。 
ホ）ハ）又はニ）により定めるSkが付録Dにより定める応力水準Sg（N/mm2）

を下回る場合はSk=Sgとする。 
へ）ハ），ニ）及びホ）により定めるSkに対して，別表1.5（別図1.5）によ

り使用分数を定め，これに係数2.0を乗じることにより，（DCN）kを定め

る。ここにハ）及びホ）により定めるSkに関して，（3.5.3）式により（DCN）

kを定めることができる。この場合は t をひずみサイクルkにおける高温

使用時間（hr）に読み替えるものとする。 
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b）
k

kkCP DnD  （3.5.23） 

nk：ひずみ範囲が tk であるひずみサイクルkの繰返し回数。 tk は

3.5.3(1)2）に定めるところによる。 
kD はひずみサイクルkのひずみ範囲 tk に対するクリープ損傷係数であ

って，付録Fにより定めることができる。 
(2) 長期1次応力が低い場合 

1）「長期1次応力が低い場合」の定義は3.4.2(2)1）に定めるところによる。 
2）長期1次応力が低い場合は3）に定める累積疲労損傷係数Df及び4）に定める

累積クリープ損傷係数Dcの和を（3.5.1）式により制限する。 
3）累積疲労損傷係数Dfは（3.5.2）式により定めるものとする。ただし，ひず

み範囲 t は次のa）からd）により定めるものとする。 
a）評価すべきひずみサイクルを3.5.3(1)2）a）により定める。 
b）評価すべきひずみサイクルのひずみ範囲を定める2つの極値状態を適切に

選定する。 
c）3.4.2(2)3）b）に定めるところにより両極値状態間の1次及び2次応力強さ

範囲Sn又は nS を算定する。 
d）ひずみ範囲 t の算定 

イ）公称ひずみ範囲 n を次式により定める。 

　　　又は　
E

S
E
S n

n
n

n  （3.5.24） 

Sn， nS ：考えているひずみサイクルに対して3.5.3(2)3）c）により

定める1次及び2次応力強さ範囲（N/mm2） 
E：3.5.3(1)2）f）に定めるところによる。 

ロ）ひずみ範囲 t を次式により定める。 
　　FTnt KK  （3.5.25） 

n ：イ）に定める公称ひずみ範囲 
Kε：ひずみ集中係数 

F ，KT：3.5.3(1)2）f）に定めるところによる。 
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ハ）Kεは次式により定めるものとする。 

　
　，／　のとき　

　／　のとき　

e
2

mn

2
mn

KKKSSMaxKS3S

KSSKS3S
 

（3.5.26） 
 

（3.5.27） 

0.3qSS311q1K nme ，／－－  （3.5.28） 

S 及びS は，（3.5.12）式から（3.5.15）式により定めるものとする。

ただし，これらの式における n 及びEは3.5.3(2)3）d）イ）に定めるとこ

ろによるものとする。 
n を nS によって定める場合は（3.5.26）式において，Snを nS に，3 mS

を3SmHに読み替え，（3.5.12）式から（3.5.15）式においてSrHを1.5SmH

に読み替えるものとする。 
その他の記号の意義は次のとおり。 

Sn， nS ：3.5.3(2)3）d）イ）に定めるところによる。 
3 mS ，SmH：3.4.2(2)3）b）に定めるところによる。 
K：3.5.3(1)2）f）に定めるところによる。 

4）累積クリープ損傷係数Dcは（3.5.18）式により定めるものとする。ただし，

DCN及びDCPはそれぞれ次のa）及びb）により定めるものとする。 
a） ）　（ 1.0DDDD CNC2C1CN  （3.5.29） 

DC1及びDC2はそれぞれ次のイ）及びロ）により定めるものとする。 

イ）
i di

i
C1

t
t2D  （3.5.30） 

ti：金属温度Tiにおける累積使用時間（hr）。
i

it は1.2.1(2)に定める

高温使用時間を下回ってはならない。 
dit ：温度Tiにおいて応力強さSgに対して別表1.5（別図1.5）に定める

許容時間（hr）。Sgは3.4.2(2)1）に定めるところによる。 

ロ）
n

i
i0C2 DDD  （3.5.31） 

ここにn は次の条件を満足しないひずみサイクルの回数である。 
mn S3S  （3.5.32） 

rHgmm SSS3S3  （3.5.33） 
Sn，3 mS ，Sg，SrH：3.4.2(2)に定めるところによる。 
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0D 及びD は1次及び2次応力に関する緩和クリープ損傷係数であっ

て，付録Eにより定めることができる。 
b）DCPは3.5.3(1)3）b）に定めるところによる。ただし， tk は3.5.3(2)3）に

定めるところによる。 
(3) クリープ効果が顕著でない場合 

1）「クリープ効果が顕著でない場合」の定義は3.4.2(3)1）に定めるところによ

る。 
2）クリープ効果が顕著でない場合は，3）に定める累積疲労損傷係数Df及び4）

に定める累積クリープ損傷係数Dcの和を（3.5.1）式により制限する。 
3）累積疲労損傷係数Dfは3.5.3(2)3）に定めるところにより算定するものとす

る。 
4）累積クリープ損傷係数Dcは3.5.3(2)4）に定めるところにより算定するもの

とする。 
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4．容器の設計指針 

4.1 適用範囲 
高速原型炉第1種容器について解析による設計を行う場合は，3.に定める一般設

計方針及び4.に定めるところを満足するものとする。 
 
4.2 穴と補強 

4.2.1 穴の制限 
容器に穴を設ける場合は次の規定によるものとする。 
(1) 構造等の技術基準第17条第1項第3，4及び5号の制限を満足し，かつ4.2.3

に定めるところにより穴を補強すること。 
(2) 穴の周辺部について応力解析を行い，3.2の制限を満足する場合は，

4.2.1(1)の規定によることを要しない。 
(3) 円形の穴であって，構造等の技術基準第17条第3項第1，2，3及び4号の規

定に適合する場合は，4.2.1(1)及び(2)の規定にかかわらず，穴の補強をする

ことを要しない。 
4.2.2 1次応力の制限に関する解析の免除 

4.2.1(1)又は(3)の規定を満足する穴にあっては，穴の周辺部について1次応力の

制限に関する解析を行うことを要しない。 
4.2.3 穴の補強 

穴を補強する場合は構造等の技術基準第17条第4項に定めるところによるもの

とする。 
ただし，同項第1号ロ及びハに定める「1次一般膜応力強さに基づいて要求され

る厚さ」及び「1次一般膜応力強さ又は1次膜応力と1次曲げ応力を加えて求めた

応力強さのいずれか大きい方に基づいて要求される厚さ」は本指針3.2.3(1)に定め

るところにより算定するものとする。又，同項第3号に定める「別表第12」を本

指針の「別表1.10」に，同項第6及び7号に定める「別表第2」を本指針の「別表

1.1」にそれぞれ読み替えるものとする。 
 
4.3 座屈の防止 

(1) 設計条件，運転状態Ⅰ,Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及び試験状態において考えられる座屈様

式（時間に依存する座屈を含む。）に関して別表2.4に定める安全係数により，

座屈が生じないことを示すものとする。 
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(2) 外面に圧力を受ける容器にあっては，次の1）又は2）の付帯規定により，構

造等の技術基準第13条第2項及び第19条の規定を満足するものとする。 
1）構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲を超える金属温度にあっては，構

造等の技術基準第13条第2項に定める「別表第2」を「別表1.2（別図1.2）に，

「別表第9」を「別表1.4（別図1.4）」にそれぞれ読み替えるものとする。 
2）構造等の技術基準第19条に定める容器の形状制限に関しては，該当する座

屈様式に関して4.3(1)に定めるところによる場合は，これを満足することを

要しない。 
(3) 軸方向の圧縮荷重及び（又は）曲げ荷重を受ける容器にあっては，時間に依

存しない座屈に関して付録Gにより4.3(1)に適合することができる。 
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5. 管の設計指針 

5.1 設計の方法 
高速原型炉第1種管について応力係数による弾性解析を用いて設計を行う場合

は5.の規定によるものとする。 
高速原型炉第1種管について5.の規定によらず，「4.容器の設計指針」により設

計を行うことができる。ただし，この場合は運転状態に関する1次応力の制限を

適用する時に，熱膨張応力に関して弾性追従の判定を行い，熱膨張応力を1次応

力又は2次応力のいずれかに定めるものとする。 
 
5.2 1次応力の制限 

5.2.1 適用範囲 
5.2の規定は設計条件，運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及び試験状態に対して適用する

ものとする。 
5.2.2 設計条件に関する制限 

設計条件に関して次の(1)及び(2)の制限を満足しなければならない。 

(1) d 0
m

0 d

P Dt
2S 0.8P

a  （5.2.1） 

tm：管の最小厚さ（mm） 
S0：最高使用温度に対して別表1.1（別図1.1）に定める値（N/mm2）。ただ

し，最高使用温度が告示の適用温度範囲にある場合はS0構造等の技術基

準別表第6に定める値に読み替えるものとする。 
Pd：最高使用圧力（MPa） 
D0：管の外径（mm） 
a：くされ代（mm）。液体ナトリウム接液面のくされ代は付録Aにより定め

ることができる。 

(2) d1 d 0 2 0 i
0

FB P D B D M 1.5S
2t 2I A

 （5.2.2） 

B1，B2：構造等の技術基準第48条に定める応力係数 
t：管の厚さ（mm） 
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I：管の断面2次モーメント（mm4） 
Mi：自重によるモーメント（N･mm） 
Fd：自重による軸力（N） 
A：管の断面積（mm2） 
S0，Pd，D0：5.2.2(1)に定めるところによる。 

5.2.3 運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及びⅣに関する制限 
(1) 弾性追従の判定 

1）熱膨張応力に関して弾性追従の判定を行い、熱膨張応力を1次応力又は2次
応力のいずれかに定めるものとする。 

2）弾性追従の判定に関して付録Bによることができる。 
(2) 運転状態Ⅰ及びⅡに関する制限 

運転状態Ⅰ及びⅡに関して次の1）及び2）の制限を満足しなければならない。 

1）
tS

mS

SP
SP  

（5.2.3） 
（5.2.4） 

aa1 0 1 0
S

a1 0 1 0
S

F FB PD B PDP Max
2t 2t A

FB PD B PDP Max
2t 2t A

，　

，　

 

（5.2.5） 
 
 
 
（5.2.6） 

Sm，St：3.2.3(1)1）に定めるところによる。 

1B ：応力係数。曲管又はエルボに関して， 

rR2
r2RB1

－

－  （5.2.7） 

とし，その他の配管要素に関しては， 1B =1.0とする。ここにRは曲管又

はエルボの曲げ半径（mm），rは管断面の平均半径（mm）である。 
P：運転圧力（MPa） 

Fa：自重，熱膨張及びアンカー点の熱変位による軸力（N） 
aF ：地震時の管の慣性動及びアンカー点の動的強制変位による軸力（N） 

B1，D0，t，A：5.2.2(2)に定めるところによる。 
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2）

aa1 0 2 0

a1 0 2 0 i

F FB PD B D
2t 2I A

FB PD B D M
2t 2I A

i i S m

t t

M M K S

K S

 
（5.2.8） 
 
（5.2.9） 

ここに 

1Kk
SP1k1K

SS

tSSt

C

／  
（5.2.10） 
（5.2.11） 

Sm，St，P，Fa， aF ，：5.2.3(2)1）に定めるところによる。 
Mi：自重によるモーメント（N･mm）。ただし，熱膨張応力を1次応力とす

る場合は，熱膨張及びアンカー点の熱変位によるモーメントを加える

ものとする。 
iM ：地震時の管の慣性動によるモーメント（N･mm） 

C ：3.2.3(1)2）に定めるところによる。 
Ks：断面形状係数（厚さと外径の比が0.05以下の管断面に対してKs=1.27

とする。） 
B1，B2，D0，t，I，A：5.2.2(2)に定めるところによる。 

(3) 運転状態Ⅲに関する制限 
運転状態Ⅲに関して次の1）及び2）の制限を満足しなければならない。 

1）
tS

mS

SP
S2.1P  

（5.2.12） 
（5.2.13） 

ここに用いる記号の意義はすべて5.2.3(2)1）に定めるところによる。 

2）

aa1 0 2 0

a1 0 2 0 i

F FB PD B D 1.2
2t 2I A

FB PD B D M
2t 2I A

i i S m

t t

M M K S

K S

 
（5.2.14） 
 
（5.2.15） 

ここに用いる記号の意義はすべて5.2.3(2)2）に定めるところによる。 
(4) 運転状態Ⅰ，Ⅱ及びⅢにわたる制限 

運転状態Ⅰ，Ⅱ及びⅢにわたって，使用分数に関する次の制限を満足しなけ

ればならない。 
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1.0
t
t

B
t
t

j bj

j

i mi

i

 
（5.2.16） 
 
（5.2.17） 

ti：壁厚平均金属温度がTi，応力強さが（Ps）iである負荷状態iの累積持続時

間（hr）。
i

it は1.2.1(2)に定める高温使用時間を下回ってはならない。 

tmi：温度をTiとしてtiを定めた上記の応力強さに対して別表1.3（別図1.3）に

定める許容時間（hr） 
tj：壁厚平均金属温度がTj，応力強さが 

a1 0 2 0 i FB PD B D M1
2t 2I At j

K
 

である負荷状態jの累積持続時間（hr）。
j

jt は1.2.1(2)に定める高温使用

時間を下回ってはならない。 
tbj：温度をTjとしてtjを定めた上記の応力強さに対して別表1.3（別図1.3）に

定める許容時間（hr） 
ti及びtmiを定める応力強さを規定する記号はすべて5.2.3(2)1）に定めるとこ

ろにより，tj及びtbjを定める応力強さを規定する記号はすべて5.2.3(2)2）に定

めるところによる。Bは3.2.3(3)に定めるところによる。 
(5) 運転状態Ⅳに関する制限 

運転状態Ⅳに関して次の1）及び2）の制限を満足しなければならない。 

1）
3S2P

S2P
RS

mS

／
 

（5.2.18） 
（5.2.19） 

SR：3.2.3(4)1）に定めるところによる。 
その他の記号の意義は5.2.3(2)1）に定めるところによる。ただしPは

考えている負荷状態における過渡的内圧を含む内圧（MPa）とする。 

2）

aa1 0 2 0

a1 0 2 0 i

F FB PD B D 2
2t 2I A

FB PD B D M 2
2t 2I A 3

i i S m

t R

M M K S

K S

 
（5.2.20） 
 
（5.2.21） 
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SR，P：5.2.3(5)1）に定めるところによる。 
Sm，B1，B2，D0，t，Ks， iM ， aF ：5.2.3(2)2）に定めるところによる。 
Kt：5.2.3(2)2）に定めるところによる。ただし，（5.2.10）式におけるPs

は5.2.3(5)1）に定めるところによるものとし，同式右辺のStを2SR／3
に読み替えるものとする。 

Mi：考えている負荷状態における自重によるモーメントを含む荷重制御型

モーメント（N･mm）。ただし， iM を除く。 
Fa：考えている負荷状態における自重及び熱膨張による軸力を含む荷重制

御型軸力（N）。ただし， aF を除く。 
(6) 運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及びⅣにわたる制限 

運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及びⅣにわたって，使用分数に関する次の制限を満足し

なければならない。 

1.0
t
t

B
t
t

j Rbj

j

R
i Ri

i

 
（5.2.22） 
 
（5.2.23） 

ti，tj：5.2.3(4)に定めるところによる。 
tRi：温度Ti，応力強さ（1.5Ps）iに対して別表1.5（別図1.5）に定める許容時

間（hr） 
tRbj：温度Tj，応力強さ 

a1 0 2 0 i FB PD B D M1.5
2t 2I At j

K
 

に対して別表1.5（別図1.5）に定める許容時間（hr） 
ti及びtRiを定める応力強さを規定する記号はすべて5.2.3(5)1）に定めるとこ

ろによる。tj及びtRbjを定める応力強さを規定する記号はすべて5.2.3(5)2）に定

めるところによる。BRは3.2.3(5)に定めるところによる。 
5.2.4 試験状態に関する制限 

構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲を超える試験状態に関しては

5.2.3(2)，(4)及び(6)に定める運転状態Ⅱに関する制限を満足するものとする。 
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5.3 特別な応力制限 

高速原型炉第1種管にあって，支圧荷重を受ける部分又は純せん断荷重を受け

る部分にあっては，3.3に定めるところによるものとする。 
 
5.4 穴と補強 

管に穴を設ける場合は構造等の技術基準第51条第1項及び第2項に定めるとこ

ろによらなければならない。ただし，同条の次の規定はそれぞれ(1)及び(2)に定め

るとおり読み替えるものとする。 
(1) 「第1項第2号イ」を次のとおり読み替える。 

「穴の周辺部に対して本方針4.を適用し，これに適合する場合」 
(2) 第2項第1号に定める「第49条第1号」におけるSmをSmtに読み替える。ここ

にSmtは5.2.3(2)1）に定めるSm及びStにより定めるMin〔Sm，St〕（N/mm2）で

ある。 
 
5.5 ひずみの制限 

5.5.1 適用範囲 
管について応力係数による弾性解析を用いて設計を行う場合は，5.5.2及び5.5.3

の規定を付帯規定として，3.4の弾性解析による場合の規定を適用するものとする。 
5.5.2 応力強さ及び応力強さ範囲 

応力係数による場合は，3.4における応力強さ及び応力強さ範囲を次に定めると

ころにより算定するものとする。 
(1) （3.4.1）式における応力強さ及び応力強さ範囲 

1 0 2 0

t

aa

C PD C D
2t 2K I

F F

A

L L b b t i iP P P P K M M＜ ／ ＞

　　　　　　　　　　　　　　

 （5.5.1） 

0 0 12 0 1 0 0
1

3

C D C P D1
2I 2 1 2tR i i R

ab a a b b

E T
Q Q M M K

C E T T

＜ ＞
ν

　　　　　　　

 （5.5.2） 
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a1 0

t t

FC PD1 1
2tS AS

1 0.5 1.5

S

S C S C S

tK k

k k k　， ，

 
（5.5.3） 
（5.5.4） 

C1，C2，C3：構造等の技術基準第48条に定める応力係数 
D0，t，I，A，P，Mi， iM ，Fa， aF ，St：5.2.3(2)2）に定めるところによ

る。 

1K ：構造等の技術基準第48条備考(2)に定める係数K 
P0：運転圧力の変動範囲（MPa） 

iM ：熱膨張及びアンカー点の熱変位によるモーメント（N･mm）。ただし，

熱膨張応力を1次応力とする場合は（5.5.2）式における iM を除外する

ものとする。 
iM ：地震時のアンカー点の動的強制変位によるモーメント（N･mm） 

E0：温度200℃に対して構造等の技術基準別表第11に定める値（N/mm2） 
0 ：温度200℃に対して別表1.10に定める瞬時熱膨張係数（mm/mm/℃） 

ν：考えている負荷サイクル中の最高金属温度に対して別表1.9に定める値。 
  構造等の技術基準別表第2の適用温度範囲内にあってはν=0.3とする。 
ΔT1：モーメント等価線形温度分布を仮定した場合における管壁の内外面の

温度差の変動範囲（℃） 
Eab， a ， b ，Ta，Tb：これらは総体的構造不連続又は材質的不連続による

熱応力を表わすパラメータであって，その意義は構造等の技術基準第46
条第4号に定めるところによる。ただし，同号に定める「室温における」

及び「別表第12」をそれぞれ「200℃における」及び「本指針別表1.10」
に読み替えるものとする。 

（5.5.2）式における（……）Rは（ ）内の値の最大変動範囲を表わすもの

であり，以下本指針においてこの定義により本記号を用いる。 
（5.5.2）式において iM を計算する場合は，考えている負荷サイクル中の最

高壁厚平均金属温度に，おける縦弾性係数Ehを用いてモーメントを計算した後，

これにEc／Eh（Ecはその負荷サイクル中の最低壁厚平均金属温度における縦弾

性係数。）を乗じて算出するものとする。Eh及びEcは当該温度に対して別表1.8
又は構造等の技術基準別表第11に定める値（N/mm2）とする。 
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(2) （3.4.4）式から（3.4.6）式における応力強さ及び応力強さ範囲 

a1 0 2 0

t

a
2 0

t

FC PD C D
2t 2K I A

FC D
2K I A

i
L b t

i
L b t

MP P K

MP P K

＜ ／ ＞

＜ ／ ＞

 
（5.5.5） 
（5.5.6） 

＜Q+ Q ＞R：（5.5.2）式による。 
ここに用いる記号の意義はすべて5.5.2(1)に定めるところによる。 

(3) （3.4.12）式における応力強さ 

a1 0 2 0 FC PD C D
2t 2I A

i
L b

MP P＜ ＞  （5.5.7） 

ここに用いる記号の意義はすべて5.5.2(1)に定めるところによる。 
(4)（3.4.14）式から（3.4.17）式における応力強さ範囲 

RaRii
02

n F
A
1MM

2I
DCS  （5.5.8） 

1 1 0 0 2 0

0 0 1
a3 a

K C P D C D
2t 2I

E T 1 F F
2 1 A

n i i i i R

ab a a b b R

S M M M M

C E T T　　　
ν

 （5.5.9） 

1 0 0 2 0

a3 a

C P D C D
2t 2I

1 F F
A

n i i i R

ab a a b b R

S M M M

C E T T　　　

 （5.5.10） 

C3’：構造等の技術基準第48条に定める応力係数 
その他の記号の意義はすべて5.5.2(1)に定めるところによる。 
（5.5.9）式において iM を計算する場合は，（5.5.2）式における場合と同様

に縦弾性係数に関する補正を行うものとする。 
(5) （3.4.25）式から（3.4.27）式における応力強さ範囲 

nS ：（5.5.8）式による。 
＜PL+Pb＞：（5.5.7）式による。 
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5.5.3 補足規定 
(1) 熱膨張応力に関する弾性追従ひずみ 

3.4.2(1)2）の規定の適用に当って，熱膨張応力に関する弾性追従ひずみ EF は

付録Bにより定めることができる。 EF は等価線形ひずみとする。ただし，熱膨

張応力を1次応力とする場合は EF =0とする。 
(2) 熱膨張応力強さ範囲の制限 

3.4.2(2)3）b）の規定の適用に当って，（3.4.15）式を満足することを要しな

い場合の条件として，（3.4.16）及び（3.4.17）式を満足することに加えて，次

の（5.5.11）式を満足しなければならない。 
me S3S  （5.5.11） 

Ri
02

e M
I2
DCS  （5.5.12） 

3 mS ：3.4.2(2)3）b）に定めるところによる。 
C2，D0，I， iM ：5.5.2(1)に定めるところによる。 

(3) 熱応力ラチェットの制限 
1）3.4.2(3)2）の規定の適用に当って，次の2）を満足する場合は，3.4.2(3)2）

a）の制限を満足するものとすることができる。 
2）次に定めるXp及びYpによる点（Xp，Yp）が図3.4.1において，E，S1，S2又

はP領域にあること。 

mH

S
P

1.5S
PX  （5.5.13） 

0 0 1

mH

1
1.5S 2 1P

E T
Y 　

ν
 （5.5.14） 

SmH：3.4.2(2)3）b）に定めるところによる。 
Ps：5.2.3(2)1）に定めるところによる。 
E0， 0 ，ν，ΔT1：5.5.2(1)に定めるところによる。 
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5.6 クリープ疲労損傷の制限 

5.6.1 適用範囲 
管について応力係数による弾性解析を用いて設計を行う場合は，5.6.2及び5.6.3

の規定を付帯規定として，3.5の弾性解析による場合の規定を適用するものとする。 
5.6.2 応力強さ範囲等 

応力係数による場合は，3.5における応力強さ範囲等を，次に定めるところによ

り算定するものとする。 
(1) （3.5.24）式における応力強さ範囲 

nS ：（5.5.8）式により定める。 
Sn：（5.5.9）式により定める。 

(2) （3.5.25）式におけるピーク熱ひずみ範囲 

ν1E
TE 200

F  （5.6.1） 

ΔT2：壁厚方向温度分布とモーメント等価温度分布の間の最大温度差の変動

範囲（℃） 
E0， 0 ：5.5.2(1)に定めるところによる。 
E：3.5.3(2)3）d）イ）に定めるところによる。 
ν：（3.5.11）式により定める。 

5.6.3 補足規定 
(1) 係数K及びKT 

（3.5.25）式におけるピーク熱ひずみ係数KT及び（3.5.26）及び（3.5.27）
式における応力集中係数Kは付録Hにより定めることができる。 

 
5.7 座屈の防止 

(1) 適用範囲 
5.7の規定は設計条件，運転状態Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及び試験状態に適用するもの

とする。 
5.7(3)及び(4)における場合の区分は5.5に定める場合の区分を準用するもの

とする。 
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(2) 一般規定 
4.3の規定を準用するものとする。 

(3) 長期1次応力が低い場合 
1）構造等の技術基準第49条第1項第2号に定めるところを満足すること。 
2）付録Gに適合すること。 

(4) クリープ効果が顕著でない場合 
5.7(3)に定めるところによる。 
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別表 1.  材料強度基準等 

＜内  容＞ 

別表 １. 1 最大許容応力強さ S0  

SUS304 ····························································································· 5 
SUS316 ····························································································· 5 
SUS321 伝熱管 ··············································································· 5 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ······································································ 5 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ······························································ 5 

別表 １. 2 設計応力強さ Sｍ  

SUS304 ····························································································· 6 
SUS316 ····························································································· 6 
SUS321 伝熱管 ··············································································· 6 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ······································································ 6 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ······························································ 6 

別表 １. 3 最大応力強さ St  

-（a）  SUS304 ···························································································· 7 
-（b）  SUS316 ···························································································· 7 
-（c）  SUS321 伝熱管 ··············································································· 8 
-（d）  2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ······································································ 9 
-（e）  2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ······························································ 9 

別表 １. 4 最大降伏点 Sy  

SUS304 ··························································································· 10 
SUS316 ··························································································· 10 
SUS321 伝熱管 ············································································· 10 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ···································································· 10 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ···························································· 10 

別表 １. 5 設計クリープ破断応力強さ SR  

-（a）  SUS304 ·························································································· 11 
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-（b）  SUS316 ·························································································· 11 
-（c）  SUS321 伝熱管 ············································································· 12 
-（d）  2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ···································································· 13 
-（e）  2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ···························································· 13 

別表 １. 6 設計引張強さ Su  

SUS304 ··························································································· 14 
SUS316 ··························································································· 14 
SUS321 伝熱管 ············································································· 14 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ···································································· 14 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ···························································· 14 

別表 １. 7 設計緩和強さ Sr 

-（a）  SUS304 ·························································································· 15 
-（b）  SUS316 ·························································································· 15 
-（c）  SUS321 伝熱管 ············································································· 16 
-（d）  2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ···································································· 17 
-（e）  2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ···························································· 17 

別表 １. 8 縦弾性係数 E 

SUS304，SUS316 及び SUS321 ··················································· 18 
2 1/4Cr-1Mo ·················································································· 18 

別表 １. 9 ポアソン比 ν 

SUS304，SUS316 及び SUS321 ··················································· 18 
2 1/4Cr-1Mo ·················································································· 18 

別表 １. 10 熱膨張係数 α 

SUS304，SUS316 及び SUS321 ··················································· 19 
2 1/4Cr-1Mo ·················································································· 19 

別表 １. 11 許容ひずみ範囲 (A)  εt  

-(a), (b), (c)  SUS304，SUS316 及び SUS321 ···································· 20 
-(d), (e)     2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ） ·························································· 21 
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別表 １. 12 許容ひずみ範囲 (B)  εt  

-(a), (b), (c)  SUS304，SUS316 及び SUS321 ···································· 22 
-(d), (e)     2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ） ·························································· 23 

別表 １. 13 許容ひずみ範囲 (C)  εt  

-(a), (b), (c)  SUS304，SUS316 及び SUS321 ···································· 24 
-(d), (e)     2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ） ·························································· 25 

別表 １. 14 設計引張応力 S*  

SUS304 ··························································································· 26 
SUS316 ··························································································· 26 
SUS321 伝熱管 ············································································· 26 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）板 ···································································· 26 
2 1/4Cr-1Mo（ＮＴ）伝熱管 ···························································· 26 
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DS M 5509

温度　℃ SUS304 SUS316 SUS321
伝熱管

2¼Cr-1Mo
(NT)板

2¼Cr-1Mo
(NT)伝熱管

-30～40 129 129 129 129 103

75 126 129 127 128 103

100 122 129 126 127 103

150 115 127 120 124 103

200 111 127 118 121 103

225 110 125 118 120 103

250 110 125 118 119 103

275 110 123 117 119 103

300 110 119 115 119 103

325 110 117 113 119 103

350 110 115 111 119 103

375 109 112 109 118 103

400 108 111 108 117 103

425 105 110 107 116 103

450 103 109 103 113 100

475 102 107 99 104 92

500 100 107 98 85 81

525 97 107 96 64 64

550 90 103 94 48 48

575 78 95 80 － －

600 64 81 56 － －

625 52 66 32 － －

650 41 50 － － －

別表1.1   最大許容応力強さ      S0   （N/mm2)

－5－
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DS M 5509

温度　℃ SUS304 SUS316 SUS321
伝熱管

2¼Cr-1Mo
(NT)板

2¼Cr-1Mo
(NT)伝熱管

-30～40 137 137 137 174 137

75 137 137 137 156 125

100 137 137 137 155 125

150 137 137 137 149 124

200 129 132 128 146 122

225 126 129 125 145 122

250 122 126 120 144 122

275 118 122 118 144 122

300 115 119 115 144 122

325 113 117 112 144 122

350 111 114 111 143 122

375 109 112 109 143 122

400 107 110 108 142 122

425 104 109 107 140 122

450 102 107 107 135 119

475 100 105 107 130 116

500 98 104 107 123 113

525 97 102 106 113 107

550 95 101 105 102 100

575 93 100 103 － －

600 92 98 102 － －

625 90 96 101 － －

650 88 94 99 － －

別表1.2   設計応力強さ      Sm   （N/mm2)

－6－
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DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 147 147 147 147 147 147 147 146 146 146 145
450 144 144 144 144 144 144 144 143 143 141 139
475 141 141 141 141 140 140 139 138 136 129 116
500 138 138 138 137 137 136 134 131 123 107 95
525 137 136 136 134 133 130 127 115 102 88 78
550 134 133 131 129 126 121 110 96 84 74 65
575 131 127 126 121 114 105 92 79 70 60 53
600 127 121 116 108 99 88 76 66 58 49 43
625 122 111 103 92 83 74 64 55 47 40 35
650 113 97 87 76 68 59 52 45 39 33 28

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
450 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
475 144 144 144 144 144 144 144 143 143 143 142
500 143 143 142 142 142 142 142 141 140 139 124
525 140 140 140 140 139 139 138 136 132 114 98
550 138 138 137 136 135 133 130 125 108 91 77
575 136 135 134 132 129 125 120 101 86 72 60
600 134 130 128 124 117 107 97 80 68 55 44
625 130 124 118 107 95 80 67 54 43 33 25
650 124 110 98 82 68 53 41 30 22 13 －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.3-(a)   SUS304の設計応力強さ      St   (N/mm2)

別表1.3-(b)   SUS316の設計応力強さ      St   (N/mm2)

－7－
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DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 161 161 161 161 161 161 161 160 160 160 160
450 160 160 160 160 160 160 160 159 159 159 158
475 159 159 159 159 159 159 159 158 157 156 155
500 159 159 159 158 158 158 157 156 155 145 126
525 157 157 157 156 156 155 154 152 137 116 98
550 155 155 155 154 153 151 150 128 109 89 74
575 153 152 151 150 148 145 124 102 84 67 52
600 151 149 148 146 142 119 99 79 63 45 －

625 148 145 143 138 117 94 76 58 43 － －

650 144 140 136 114 93 73 56 39 － － －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.3-(c)   SUS321伝熱管の設計応力強さ      St   (N/mm2)

－8－
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DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

375 285 284 284 283 280 254 231 209 189 170 152
400 281 279 279 268 243 219 198 177 158 140 125
425 277 274 259 232 210 186 168 147 130 114 100
450 267 251 226 201 179 158 140 122 107 91 78
475 255 219 195 172 152 132 116 99 85 72 60
500 239 190 168 146 127 110 94 79 67 54 43
525 212 164 143 123 106 89 76 62 50 37 －

550 185 140 121 102 86 72 59 46 34 － －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

375 232 231 231 230 230 230 229 209 189 170 152
400 230 229 228 228 228 219 198 177 158 140 125
425 228 227 226 225 210 186 168 147 130 114 100
450 220 218 216 201 179 158 140 122 107 91 78
475 212 207 195 172 152 132 116 99 85 72 60
500 203 190 168 146 127 110 94 79 67 54 43
525 192 164 143 123 106 89 76 62 50 37 －

550 178 140 121 102 86 72 59 46 34 － －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　 　 　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.3-(e)   2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の設計応力強さ      St   (N/mm2)

別表1.3-(d)   2¼Cr-1Mo(NT)板の設計応力強さ      St   (N/mm2)

－9－
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DS M 5509

温度　℃ SUS304 SUS316 SUS321
伝熱管

2¼Cr-1Mo
(NT)板

2¼Cr-1Mo
(NT)伝熱管

-30～40 206 206 206 314 206

75 183 187 185 283 197

100 171 176 173 269 191

150 155 161 156 255 186

200 144 149 143 245 185

225 139 144 138 243 184

250 135 139 133 242 184

275 131 135 130 241 184

300 127 131 127 241 184

325 125 128 125 240 184

350 124 127 123 240 184

375 122 125 121 239 184

400 119 123 120 237 184

425 116 122 119 234 184

450 114 119 119 228 178

475 111 117 119 222 174

500 109 116 119 213 170

525 108 114 118 206 166

550 106 112 117 196 162

575 104 111 115 － －

600 102 109 114 － －

625 100 107 112 － －

650 98 105 110 － －

別表1.4   設計降伏点      Sy   （N/mm2)

－10－
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DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 390 390 390 390 390 390 390 351 317 282 254
450 388 388 388 388 388 369 331 294 264 234 210
475 381 381 381 381 352 312 279 246 221 194 174
500 372 372 372 335 299 264 234 206 183 161 143
525 360 360 326 285 254 223 197 173 152 133 118
550 346 315 279 243 215 187 165 143 127 110 96
575 330 271 238 207 181 158 138 120 105 90 78
600 305 231 203 176 153 132 116 99 86 75 65
625 264 198 173 148 129 111 96 82 72 61 53
650 228 170 147 126 109 93 80 68 59 50 43

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 427 427 427 427 427 427 427 427 416 373 336
450 427 427 427 427 427 427 427 388 350 311 279
475 427 427 427 427 427 411 370 328 292 258 228
500 422 422 422 422 395 350 312 274 242 211 185
525 413 413 413 380 337 296 262 228 199 171 148
550 401 401 370 325 286 248 218 186 161 136 116
575 386 360 318 276 241 207 178 151 128 107 89
600 368 310 271 232 201 171 145 121 101 81 67
625 346 265 229 195 167 138 117 95 77 61 47
650 305 226 193 161 136 111 91 73 57 43 31

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.5-(a)   SUS304の設計クリープ破断応力強さ      SR   (N/mm2)

別表1.5-(b)   SUS316の設計クリープ破断応力強さ      SR   （N/mm2)
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DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 395 395 395 395 395 395 395 395 395 386 348
450 395 395 395 395 395 395 395 395 365 324 288
475 395 395 395 395 395 395 388 343 306 267 234
500 391 391 391 391 391 371 330 287 253 218 188
525 385 385 385 385 360 314 276 237 206 174 146
550 377 377 377 347 306 264 228 193 164 134 110
575 365 365 343 296 257 219 186 154 127 100 77
600 351 336 293 250 214 178 148 119 94 70 48
625 334 288 248 208 175 142 115 87 65 40 －

650 315 245 208 171 140 110 84 59 － － －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.5-(c)   SUS321伝熱管の設計クリープ破断応力強さ      SR   （N/mm2)
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DS M 5901
　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

375 430 430 430 430 422 381 348 313 283 254 228
400 428 428 428 402 366 329 296 265 237 210 186
425 421 421 389 349 315 280 251 222 196 171 150
450 407 376 338 301 270 237 210 182 160 136 118
475 390 329 293 258 228 198 174 149 127 107 89
500 362 284 252 219 192 165 141 119 100 80 66
525 318 245 215 184 159 133 113 92 76 58 44
550 278 210 181 153 129 107 88 69 54 38 －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.5-(e)   2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の設計クリープ破断応力強さ      SR   （N/mm2)
DS M 5901

　　時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

375 365 365 365 365 365 365 348 313 283 254 228
400 365 365 365 365 365 329 296 265 237 210 186
425 365 365 365 349 315 280 251 222 196 171 150
450 365 365 338 301 270 237 210 182 160 136 118
475 365 329 293 258 228 198 174 149 127 107 89
500 344 284 252 219 192 165 141 119 100 80 66
525 318 245 215 184 159 133 113 92 76 58 44
550 278 210 181 153 129 107 88 69 54 38 －

（備考)  許容時間(hr)を定めるべき応力(N/mm2)が当該温度(℃)における表中の応力値よりも小さい
　　　  　場合は付録MBを用いて定めることができる。

別表1.5-(d)   2¼Cr-1Mo(NT)板の設計クリープ破断応力強さ      SR   （N/mm2)
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DS M 5509

温度　℃ SUS304 SUS316 SUS321
伝熱管

2¼Cr-1Mo
(NT)板

2¼Cr-1Mo
(NT)伝熱管

25 520 520 520 520 412

75 466 489 469 468 375

100 441 476 446 465 375

150 422 442 430 448 370

200 402 440 412 437 365

225 400 436 408 435 365

250 397 432 404 432 365

275 394 430 399 431 365

300 391 427 395 431 365

325 391 427 395 431 365

350 391 427 395 431 365

375 391 427 395 430 365

400 391 427 395 428 365

425 390 427 395 421 365

450 388 427 395 407 365

475 381 427 395 390 365

500 372 422 391 368 344

525 360 413 385 338 322

550 346 401 377 305 299

575 330 386 365 － －

600 311 368 351 － －

625 290 346 334 － －

650 268 322 318 － －

別表1.6   設計引張強さ      Su   (N/mm2)
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DS M 5901
　  時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 156 156 156 156 155 153 149 142 135 129 124
450 153 153 152 151 148 141 132 124 118 110 101
475 150 149 147 142 134 123 113 105 98 89 78
500 147 143 137 127 114 102 94 86 78 70 61
525 143 131 120 106 94 83 76 70 62 53 46
550 135 113 99 86 76 67 61 54 47 40 34
575 122 93 80 69 60 53 48 42 36 30 25
600 104 75 64 54 47 41 36 31 27 23 19
625 85 60 50 42 36 31 28 24 21 17 14
650 69 47 39 32 27 24 21 18 15 12 10

DS M 5901
　  時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 163 163 163 163 163 163 163 162 160 158 156
450 160 160 160 160 160 159 157 154 150 146 140
475 157 157 157 157 155 151 145 139 134 125 112
500 156 155 154 151 145 135 127 120 109 94 79
525 153 150 146 136 125 112 103 92 78 64 51
550 150 140 128 113 98 86 76 64 51 37 26
575 144 120 102 84 72 61 51 39 28 18 8
600 128 92 75 59 47 37 28 19 10 － －

625 104 65 49 35 25 18 10 － － － －

650 77 41 28 17 8 － － － － － －

別表1.7-(b)   SUS316の設計緩和強さ      Sr   (N/mm2)

別表1.7-(a)   SUS304の設計緩和強さ      Sr   (N/mm2)
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DS M 5901
　  時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

425 160 160 160 160 160 160 159 157 152 146 143
450 160 160 160 160 160 158 155 148 142 136 127
475 160 160 160 159 157 152 144 136 130 118 102
500 160 160 159 156 149 139 131 123 109 91 75
525 159 157 153 145 135 125 116 100 82 65 50
550 157 151 142 129 119 108 93 74 57 41 28
575 152 138 126 113 101 85 68 49 33 16 －

600 146 123 108 95 80 61 43 25 － － －

625 135 104 90 75 57 37 18 － － － －

650 120 85 71 52 33 － － － － － －

別表1.7-(c)   SUS321伝熱管の設計緩和強さ      Sr   (N/mm2)
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DS M 5901
　  時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

375 214 210 202 189 178 174 172 166 157 144 134
400 211 198 184 169 162 158 152 140 127 116 107
425 204 178 160 148 143 136 126 111 98 87 79
450 187 150 134 125 119 109 96 81 70 60 52
475 166 124 110 102 94 82 69 55 44 35 28
500 139 97 85 77 69 56 44 31 21 － －

525 112 72 61 54 45 33 21 － － － －

550 85 48 38 31 24 9 － － － － －

DS M 5901
　  時間hr

温度℃
1 10 30 102 3×102 103 3×103 104 3×104 105 3×105

375 182 180 178 169 158 149 146 144 140 131 122
400 181 176 166 152 140 135 133 127 118 106 95
425 179 163 147 132 125 121 115 104 91 79 71
450 170 140 124 111 106 100 90 76 65 54 46
475 155 117 101 91 86 76 66 52 41 30 24
500 134 92 79 72 65 54 42 29 18 － －

525 109 70 58 51 43 32 20 － － － －

550 84 48 37 30 23 8 － － － － －

別表1.7-(e)   2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の設計緩和強さ      Sr   (N/mm2)

別表1.7-(d)   2¼Cr-1Mo(NT)板の設計緩和強さ      Sr   (N/mm2)
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DS M5509

温度　℃
SUS304，SUS316
及びSUS321 2¼Cr-1Mo

375 171000 182000
400 169000 181000
425 167000 180000
450 164000 179000
475 161000 177000
500 159000 175000
525 156000 172000
550 154000 169000
575 151000 －
600 149000 －
625 146000 －
650 144000 －

DS M5509

温度　℃
SUS304，SUS316
及びSUS321 2¼Cr-1Mo

375 0.300 0.300
400 0.300 0.300
425 0.300 0.300
450 0.300 0.300
475 0.301 0.300
500 0.302 0.300
525 0.304 0.300
550 0.306 0.300
575 0.308 －
600 0.310 －
625 0.312 －
650 0.314 －

別表1.9   ポアソン比      ν

別表1.8   縦弾性係数      E   (N/mm2)

－18－

 

別紙１（付録２）　－18－



DS M 5509

A B A B
20 15.15 － 11.63 －

50 15.65 15.45 12.05 11.79
75 16.07 15.63 12.39 11.94

100 16.48 15.82 12.68 12.10
125 16.86 16.00 12.98 12.27
150 17.22 16.18 13.24 12.43
175 17.55 16.37 13.52 12.56
200 17.85 16.54 13.73 12.70
225 18.12 16.72 13.94 12.83
250 18.36 16.88 14.14 12.96
275 18.58 17.04 14.33 13.09
300 18.79 17.20 14.49 13.21
325 18.99 17.34 14.63 13.32
350 19.19 17.47 14.75 13.42
375 19.38 17.58 14.87 13.53
400 19.57 17.69 15.00 13.61
425 19.75 17.78 15.11 13.71
450 19.93 17.89 15.20 13.81
475 20.11 18.00 15.28 13.89
500 20.28 18.12 15.36 13.97
525 20.45 18.23 15.43 14.05
550 20.60 18.33 15.49 14.11
575 20.74 18.44 － －

600 20.87 18.54 － －

625 20.99 18.64 － －

650 21.09 18.74 － －

（備考)　Aは瞬時熱膨張係数

　　　　Bは室温からその温度までの平均熱膨張係数

SUS304，SUS316
及びSUS321 2¼Cr-1Mo

温度  ℃

別表1.10   熱膨張係数      α   (10-6 mm/mm/℃)
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DS M 5901

温度　℃ SUS304 SUS316 SUS321
伝熱管

2¼Cr-1Mo
(NT)板

2¼Cr-1Mo
(NT)伝熱管

-30～40 129 129 129 129 103

75 126 129 127 128 103

100 122 129 126 127 103

150 115 127 120 124 103

200 111 127 118 121 103

225 110 125 118 120 103

250 110 125 118 119 103

275 110 123 117 119 103

300 110 119 115 119 103

325 110 117 113 119 103

110 115 111 119 103

375 109 112 109 118 103

400 108 111 108 117 103

425 105 110 107 116 103

450 103 109 103 113 100

475 102 107 99 104 92

500 100 107 98 92 86

525 97 107 96 84 80

550 90 103 94 76 75

575 82 96 91 － －

600 77 92 88 － －

625 73 86 83 － －

650 67 80 78 － －

別表1.14   許容引張応力      S*   (N/mm2)
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 － 27 －  

別図 1.  材料強度基準等 

＜内  容＞ 

別図 １. 1 最大許容応力強さ S0  

SUS304 ··························································································· 31 
SUS316 ··························································································· 31 
SUS321 伝熱管 ············································································· 31 
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別図1.4   設計降伏点      Sy   （N／mm2）
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別図1.6   設計引張強さ      Su   (N／mm2)
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別図1.11-(a)(2)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(3)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(4)   SUS304の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901

－59－

0

50

100

150

200

250

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

ひ　ず　み　（10-2mm／mm）

応
　
力
　
（

N
／

m
m2 ）

材　料　　：　SUS304
温　度　　：　500℃

0～103h
3×103h
104h
3×104h
105h
3×105h

}

 

別紙１（付録２）　－59－



別図1.11-(a)(5)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(6)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(7)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(8)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(9)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(a)(10)   SUS304の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(1)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(2)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(3)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(4)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(5)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(6)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(7)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(8)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(b)(9)　SUS316の等時応力－ひずみ線図

－74－
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別図1.11-(b)(10)　SUS316の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(1)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(2)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(3)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(4)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(5)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(6)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(7)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(8)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901
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別図1.11-(c)(9)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(c)(10)　SUS321伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(d)(1)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901
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別図1.11-(d)(2)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901
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別図1.11-(d)(3)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901
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別図1.11-(d)(4)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(d)(5)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(d)(6)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(d)(7)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(d)(8)　2¼Cr-1Mo(NT)板の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(e)(1)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(e)(2)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(e)(3)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901

－96－

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

ひ　ず　み　（10-2mm／mm）

応
　
力
　
（

N
／

m
m2 ）

材　料　：　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管

温　度　：　425℃

0～
3×102h
103h
3×103h

104h

3×104h

105h

3×105h

}

 

別紙１（付録２）　－96－



別図1.11-(e)(4)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(e)(5)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901
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別図1.11-(e)(6)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.11-(e)(7)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図

DS M 5901
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別図1.11-(e)(8)　2¼Cr-1Mo(NT)伝熱管の等時応力－ひずみ線図
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別図1.12   許容引張応力      S*   (N／mm2)
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付  録 
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付録 MB 設計応力強さ St,，設計クリープ破談応力強さ SR 及び 
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付録 MA 環境効果 

 

MA.1 ナトリウム環境効果 

 

MA.1.1 液体ナトリウム接液面のくされ代 

(1) 液体ナトリウムに接液する部材にあっては，接液面に次の計算式により定めるくされ代

a（mm）をとるものとする。 

 

（MA.1） 

 

N ：総使用期間（yr） 

RD：最高使用酸素濃度 COD及び最高使用温度に対して定める腐食速度（mm／yr） 

Ni ：温度 Tiにおいて CODを超える酸素濃度 COiである状態の持続時間（hr） 

Ri ：酸素濃度 COi及び温度 Tiに対して定める腐食速度（mm／yr） 

RD及び Riは次の計算式により定めるものとする。 

 

（MA.2） 

 

R ：腐食速度（mm／yr） 

CO：酸素濃度（ppm） 

T ：温度（℃） 

ただし，（MA.2）式の適用範囲及び適用材料は次の通りである。 

Co：5～25ppm 

T ：400～650℃ 

適用材料：SUS304，SUS316，SUS321及び 2¼Cr-1Mo鋼 

(2) (MA.2)式の適用範囲の下限を下回わる環境条件に対しては，下限値によりくされ代を算

定するものとする。 

(3) ベローズ等の極薄肉の特殊部材にあっては，(MA.1)式によらず、別途くされ代を定める

ものとする。 
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MA.1.2 強度補正係数 

(1) 液体ナトリウムに接液する 2¼Cr-1Mo鋼部材にあっては，接液部分の材料強度基準とし

て、別表 1（別図 1）に定める材料強度基準 So，Sm，St，Sy，SR，Su及び Srの値に次

の計算式により定める強度補正係数 fDCを乗じた値を用いるものとする。 

 

（MA.3） 

 

         （MA.4） 

 

ここに 

Ti ：状態 iにおける最高金属温度（℃） 

ti ：状態 iの累積持続時間（hr）。Σtiは総使用時間を下回ってはならない。 

heq ：等価厚さ（mm） 

ただし，（MA.4）式は焼ならし焼もどし（NT）材又はこれと同等以上の脱炭抑止特性を有す

る 2¼Cr-1Mo鋼に適用するものとする。等価厚さ heqは次の 1）及び 2）に準拠して定めるもの

とする。 

1) 厚さ t（mm）の平板が片面又は両面において液体ナトリウムに接液している場合は，

それぞれ 

heq=t 又は heq=t／2     （MA.5） 

とする。 

2) 外半径が ro（mm）、内半径が ri（mm）の管が外表面又は内表面において液体ナトリウ

ムに接液している場合は，それぞれ 

 

又は     （MA.6） 

 

とする。 

(2) 次の 1）又は 2）を満足する場合は fDC＝1.0とすることができる。 

1) heq≧10（mm）の場合 

2) （MA.3）式により算定した fDCが 0.99を上回わる場合 
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別表MA.1

温度（℃）

350 4 ×1025 1.5 ×1025

400 5 ×1025 2 ×1025

450 5 ×1025 2 ×1025

500 6 ×1025 2 ×1025

550 4 ×1025 1.2 ×1025

600 1 ×1025

   累積中性子照射量の限界値
   m-2（E＞1.602×10-14J)

－

SUS3041) SUS304溶接部

DS M 5901

MA.2 中性子照射効果 

 

MA.2.1 中性子照射効果の評価 

材料が SUS304であって，最高使用温度が 575℃以下であり，累積中性子照射量が 1×1025 m-2

（E＞1.602×10-14（J））を超えない場合は，本方針のひずみの制限及び別表 1（別図 1）の材料

強度基準等を特に補正することなく適用することができる。ただし，告示の適用温度範囲を超

える金属温度で使用し，「クリープ効果が顕著でない場合」に該当しないものにあっては，クリ

ープ強度に及ぼす熱中性子照射の効果をMA.2.2により評価するものとする。 

告示の適用温度範囲内の金属温度で使用するか，又は「クリープ効果が顕著でない場合」に

該当するものにあっては，累積中性子照射量が別表 MA.1 に定める値を超えない場合は，本方

針のひずみの制限値及び別表 1（別図 1）の材料強度基準等を特に補正することなく適用するこ

とができる。 

上記のいずれにも該当しない場合は，運転状態を考慮して中性子照射効果を適切に評価する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）溶接部を除く。 
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MA.2.2 クリープ強度に及ぼす熱中性子照射効果の評価 

告示の適用温度範囲を超える金属温度で使用し，「クリープ効果が顕著でない場合」に該当し

ないものにあっては，次の(1)から(4)によりクリープ強度に係る設計係数を定めるものとする。 

 

(1) 別表 1（別図 1）の Soに対しては，参照する温度 Tが 500℃を超える場合は，次式によ

り定めるΔTを加えて補正した温度を適用する。 

 

 

(2) 別表 1（別図 1）の St及び SRに対しては，参照する時間を ft倍して補正した時間を適用

する。 

(3) 付録 E の D*に対しては，図 E.1 において，t*を ft倍および読みとり値を gt倍に補正し

て適用する。 

(4) 付録 Fの D**に対しては，図 F.1において，t*を ft倍および読みとり値を gt倍に補正し

て適用する。 

ここに，ft及び gtは，それぞれ次の計算式により定めることができる 

 

φth≦φth1  ： ft = gt = 1 

 

φth1＜φth≦φth2  ： ft = fto
n 

gt = gto
n 

 

φth2＜φth  ： ft = fto 

       gt = gto 

 

 

φth：累積熱中性子照射量（m-2） 

     fto，gto，φth1，φth2 ： 次表に定めるところによる。 
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付録 MB

DS M 5901 DS M 5901

425 227 204 425 300 270

450 186 167 450 246 219

475 153 136 475 199 175

500 126 111 500 159 138

525 102 90 525 125 106

550 83 74 550 96 79

575 68 59 575 72 58

600 55 48 600 52 39

625 45 38 625 34 25

650 36 31 650 21 -

DS M 5901

425 309 276

450 252 222

475 202 175

500 158 133

525 120 97

550 85 65

575 55 -

600 - -

625 - -

650 - -

設計応力強さSt, 設計クリープ破断応力強さSr及び設計緩和
応力強さSrの外挿値

別表MB.1-(c)   SUS321伝熱管の
設計応力強さ（外挿値）
   St（N/mm2)

別表MB.1-(a)   SUS304の
設計応力強さ（外挿値）
   St（N/mm2)

別表MB.1-(b)   SUS316の
設計応力強さ（外挿値）
   St（N/mm2)

　　　　時間hr

温度℃
106 3×106 106 3×106

　　　　時間hr

温度℃

　　　　時間hr

温度℃
106 3×106

－109－
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DS M 5901 DS M 5901

375 135 121 375 135 121

400 109 95 400 109 95

425 85 74 425 85 74

450 66 55 450 66 55

475 48 38 475 48 38

500 33 25 500 33 25

525 - - 525 - -

550 - - 550 - -

別表MB.1-(d)   2¼Cr-1Mo（NT)板の
設計応力強さ（外挿値）
   St（N/mm2)

別表MB.1-(e)   2¼Cr-1Mo（NT)伝熱管
の設計応力強さ（外挿値）
   St（N/mm2)

　　　　時間hr

温度℃
106 3×106

　　　　時間hr

温度℃
106 3×106

－110－
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DS M 5901 DS M 5901

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

425 227 204 181 425 300 270 238

450 186 167 147 450 246 219 191

475 153 136 120 475 199 175 151

500 126 111 97 500 159 138 117

525 102 90 78 525 125 106 88

550 83 74 64 550 96 79 65

575 68 59 51 575 72 58 44

600 55 48 41 600 52 39 28

625 45 38 32 625 34 25 -

650 36 31 26 650 21 - -

DS M 5901
　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

425 309 276 242

450 252 222 191

475 202 175 147

500 158 133 108

525 120 97 75

550 85 65 -

575 55 - -

600 - - -

625 - - -

650 - - -

別表MB.2-(c)   SUS321伝熱管の
設計クリープ破断応力強さ（外挿値）
   SR（N/mm2)

別表MB.2-(a)   SUS304の
設計クリープ破断応力強さ（外挿値）
   SR（N/mm2)

別表MB.2-(b)   SUS316の
設計クリープ破断応力強さ（外挿値）
   SR（N/mm2)
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DS M 5901 DS M 5901

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

375 202 180 158 375 202 180 158

400 163 143 123 400 163 143 123

425 128 110 92 425 128 110 92

450 98 82 66 450 98 82 66

475 73 58 43 475 73 58 43

500 50 36 - 500 50 36 -

525 29 - - 525 29 - -

550 - - - 550 - - -

別表MB.2-(d)   2¼Cr-1Mo（NT)板の
設計クリープ破断応力強さ（外挿値）
   SR（N/mm2)

別表MB.2-(e)   2¼Cr-1Mo（NT)伝熱管の
設計クリープ破断応力強さ（外挿値）
   SR（N/mm2)
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DS M 5901 DS M 5901

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

425 227 204 181 425 300 270 238

450 186 167 147 450 246 219 191

475 153 136 120 475 199 175 151

500 126 111 97 500 159 138 117

525 102 90 78 525 125 106 88

550 83 74 64 550 96 79 65

575 68 59 51 575 72 58 44

600 55 48 41 600 52 39 28

625 45 38 32 625 34 25 -

650 36 31 26 650 21 - -

DS M 5901
　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

425 309 276 242

450 252 222 191

475 202 175 147

500 158 133 108

525 120 97 75

550 85 65 -

575 55 - -

600 - - -

625 - - -

650 - - -

別表MB.3-(c)   SUS321伝熱管の
設計緩和強さ（外挿値）
   Sr（N/mm2)

別表MB.3-(a)   SUS304の
設計緩和強さ（外挿値）
   Sr（N/mm2)

別表MB.3-(b)   SUS316の
設計緩和強さ（外挿値）
   Sr（N/mm2)
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DS M 5901 DS M 5901

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

　　時間hr

温度℃
106 3×106 107

375 202 180 158 375 202 180 158

400 163 143 123 400 163 143 123

425 128 110 92 425 128 110 92

450 98 82 66 450 98 82 66

475 73 58 43 475 73 58 43

500 50 36 - 500 50 36 -

525 29 - - 525 29 - -

550 - - - 550 - - -

別表MB.3-(d)   2¼Cr-1Mo（NT)板の
設計緩和強さ（外挿値）
   Sr（N/mm2)

別表MB.3-(e)   2¼Cr-1Mo（NT)伝熱管の
設計緩和強さ（外挿値）
   Sr（N/mm2)
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DS M 5901 DS M 5901

温度℃ SUS304 温度℃ SUS304

-30～40 121 -30～40 137

75 108 75 137

100 102 100 136

150 98 150 130

200 93 200 124

225 92 225 124

250 92 250 122

275 91 275 118

300 90 300 115

325 90 325 113

350 90 350 111

375 90 375 109

400 90 400 107

425 90 425 104

450 90 450 102

475 88 475 100

500 86 500 98

525 83 525 97

550 80 550 95

575 76 575 93

600 64 600 92

625 52 625 89

650 41 650 82

   別表 MC.1～MC.4に記載される値を適用することができる。

別表MC.1   SUS304大型鍛鋼品の規格引張
強さ480N/mm2級の最大許容応力強さ
   S0（N/mm2)

別表MC.2   SUS304大型鍛鋼品の規格引張
強さ480N/mm2級の設計応力強さ
   Sm（N/mm2)

付録 MC   SUS304大型鍛鋼品の規格引張強さ480N/mm2
級の材料強度基準

－115－
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DS M 5901

温度℃ SUS304

-30～40 481

75 431

100 408

150 390

200 372

225 370

250 367

275 365

300 362

325 362

350 362

375 362

400 362

425 361

450 359

475 353

500 343

525 332

550 320

575 306

600 287

625 269

650 247

SUS304大型鍛鋼品の規格引張強さ480N/mm2

級の設計引張強さ
   Su（N/mm2)

別表MC.4

－117－
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付録 MD SUS321大型鍛鋼品の材料強度基準 

 
別表 1.1～1.13及び別図 1.1～1.11に記載される SUS304の値を適用できる。 

 

 

別紙１（付録２）　－118－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

 

 

 

ナトリウム冷却型高速炉の溶接の技術基準
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（定義等）   

第 1条 この別紙において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律 （以下「法」という。）において使用する用語の例による。  

 

2 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力

規制委員会規則第 10 号）（以下「研開炉技術基準規則」という。）第 17 条第 2 項の規定

は、本別紙によること。 

3 この別紙において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

 一 「第一種機器」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する容器又は管をいう。  

 二 「第一種容器」とは、第一種機器に属する容器をいう。  

 三 「第一種管」とは、第一種機器に属する管をいう。  

 四 「第二種容器」とは、原子炉格納容器並びにこれに接続する容器であって原子炉格納

容器及びこれに接続する容器内の設備から放出される放射性物質等の有害な物質の漏

えいを防止するために設けられるものをいう。  

 五 「第三種機器」とは、次に掲げる容器又は管をいう。 

  イ 発電用原子炉を安全に停止するために必要な設備又は非常時に安全を確保するため

に必要な設備であって、その故障、損壊等により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを

間接に生じさせるものに属する容器又は管（放射線管理の用に供するダクトにあって

は、原子炉格納容器の貫通部から外側隔離弁までの部分に限る。） 

  ロ タービンを駆動させることを主たる目的とする流体が循環する回路に係る設備に属

する容器又は管であって、第一種機器からこれらに最も近い止め弁までのもの 

  ハ イ及びロに掲げるもの以外の容器又は管であって、原子炉格納容器の貫通部から最

も近い隔離弁までのもの 

  ニ 原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する容器又は管 

  ホ ナトリウムを内包し、かつ、多量の放射性物質を内包している容器又は管（第一種

機器を除く。） 

 六 「第三種容器」とは、第三種機器に属する容器をいう。  

 七 「第三種管」とは、第三種機器に属する管をいう。  

 八 「第四種機器」とは、第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第十一号に規定する
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第五種管以外の容器又は管をいう。  

 九 「第四種容器」とは、第四種機器に属する容器をいう。  

 十 「第四種管」とは、第四種機器に属する管をいう。  

 十一 「第五種管」とは、放射線管理の用に供するダクト（第三種管を除く。）をいう。  

 十二 「第一種継手」とは、容器の胴、管又は管台の長手継手、球形容器、鏡板又は平板

の継手及び容器の胴、管又は管台に半球形鏡板を取り付ける継手をいう。  

 十三 「第二種継手」とは、容器の胴、管又は管台の周継手及び容器の胴、管又は管台に

半球形鏡板以外の鏡板を取り付ける継手をいう。  

 十四 「第三種継手」とは、容器の胴、管又は管台にフランジ、平板又は管板を取り付け

る継手をいう。  

 十五 「第四種継手」とは、容器の胴、管、管台、鏡板又は平板に管台を取り付ける継手

をいう。  

 

（溶接部の強度）  

第 2条 溶接部は、母材の強度（母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなければならない。ただし、別表第1に掲げるＰ―１１Ａ（グループ

番号 1 に限る。）及びＰ―２１からＰ―２５までのいずれかに属する母材の溶接部であっ

て、最高使用圧力が９８ｋＰａ未満のものにあっては、設計上要求される強度以上の強度

を有するものとすることができる。  

2  溶接部は、溶込みが十分であり、割れがなく、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、

クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で溶接部の強度を確保する上で有害なものがな

いものでなければならない。  

 

（材料の制限）  

第 3条 溶接に用いられる母材は、炭素含有量が０．３５％以下のものでなければならない。  

 

（厚さの異なる母材の突合せ溶接）  

第 4条 第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器に係る厚さの異なる母材の突

合せ溶接（第三種継手又は第四種継手に係るものを除く。）を行う場合は、次の図 1 から

図3までに示すところによりこう配を設けなければならない。 
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図1 略 

図 2 略 

図 3 略 

（備考） 

 一 ｔは、薄い方の母材の厚さとする。 

 二 ｌは、突き合わせる母材の面の食い違いの値の3倍以上の値とする。 

 三 ｒは、ｔの2分の 1以上とする。  

 

（開先面）  

第 5条 開先面及びその付近の母材の表面の水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けか

すその他有害な異物は、溶接に先立ち、除去しなければならない。  

2 裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなければならない。  

 

第 6条 第一種機器、第二種容器及び第三種機器（第三種機器にあっては、原子炉格納容器

の貫通部から最も近い隔離弁までのものに限る。）に係る第一種継手、第二種継手、第三

種継手及び第四種継手並びに肉盛り溶接部及びクラッド溶接による溶接部の開先面は、磁

粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、

母材が圧延又は鍛造によって作られたものであり、その厚さが５０ｍｍ（熱荷重により著

しい応力が生ずる部分にあっては、２５ｍｍ）以下である場合は、この限りでない。  

 

（突合せ溶接による継手面の食い違い）  

第 7条 第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器の突合せ溶接による継手面の

食い違いは、次の表の上欄に掲げる継手の種類及び同表の中欄に掲げる母材の厚さ（母材

の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ）の区分に応じ、それぞれその区分に対応する同表

の下欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行って構造上要求される強度

を有することが明らかである場合は、この限りでない。 

  

 

 

 



別紙２ - 4 - 
 

継手の種類 母材の厚さ 食い違いの値 

第一種継手 

  

  

２０ｍｍ以下 １ｍｍ 

２０ｍｍを超え１２０ｍｍ以下 母材の厚さの５％ 

１２０ｍｍ超えるもの ６ｍｍ 

第二種継手、第三種継手及び第

四種継手 

  

  

１５ｍｍ以下 １．５ｍｍ 

１５ｍｍを超え１２０ｍｍ以下 
母材の厚さの１

０％ 

１２０ｍｍを超えるもの １２ｍｍ 

 

第 8条 第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器の溶接部であって第10条又は

第 12 条の規定により非破壊試験を行うこととされているものの表面は、滑らかで、母材

の表面より高く、又は母材の表面と同じ高さであり、かつ、母材の表面と段がつかないよ

うに仕上げなければならない。  

 

2 第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器の突合せ溶接による溶接部であって、

第 10条又は第 12条の規定により放射線透過試験を行うこととされているものの余盛りの

高さは、次の表の上欄に掲げる母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ）

の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下でなければならない。 

 

母材の厚さ 余盛りの高さ 

１２ｍｍ以下 １．５ｍｍ 

１２ｍｍを超え２５ｍｍ以下 ２．５ｍｍ 

２５ｍｍを超え５０ｍｍ以下 ３ｍｍ 

５０ｍｍを超え１００ｍｍ以下 ４ｍｍ 

１００ｍｍを超えるもの ５ｍｍ 

 

（溶接後熱処理）  

第 9条 第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器の溶接部は、別表第 2に掲げ

る方法により溶接後熱処理を行わなければならない。この場合において、溶接後熱処理の

温度は、別表第3の母材の区分の欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の温度範囲の欄に掲

げる範囲内の温度とし、溶接後熱処理の保持時間は、当該母材の区分の欄に掲げる区分に

応じそれぞれ同表の溶接部の厚さに応じた保持時間の欄に掲げる溶接部の厚さの区分に

応じた時間とする。  

2 前項の規定にかかわらず、別表第四の区分の欄に掲げる区分（母材の区分及び溶接部によ

り区分されるものをいう。）のいずれかに該当する溶接部であって、その厚さが、当該区
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分に対応する同表の溶接部の厚さの欄に掲げる範囲内の厚さであり、母材の炭素含有量が、

当該区分に対応する同表の母材の炭素含有量の欄に掲げる範囲内の量であるもの（別表第

1 に掲げるＰ―１、Ｐ―３からＰ―５まで、Ｐ―７、Ｐ―９Ａ、Ｐ―９Ｂ、Ｐ―１１Ａ及

びＰ―１１Ｂのいずれかに属する母材（以下「フェライト系鋼材」という。）の溶接部で

あって、厚さが１０ｍｍを超え、かつ、曲げ加工前に溶接が行われたもの並びに同表に掲

げるＰ―１、Ｐ―３、Ｐ―４、Ｐ―５及びＰ―７のいずれかに属する母材で作られた第二

種容器の溶接部であって、直径が６１ｍｍ以上の穴に取り付けられる第四種継手の溶接部

又はとびらの穴枠等を取り付ける溶接部を除く。）について、当該区分に対応する同表の

予熱温度の欄に掲げる温度で予熱をする場合は、溶接後熱処理を行わないこととすること

ができる。  

 

（溶接部の非破壊試験）  

第 10条 別表第 5の区分の欄に掲げる区分（機器及び溶接部により区分されるものをいう。）

のいずれかに該当する溶接部は、当該区分に対応する同表の規定試験の欄に掲げる非破壊

試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該

試験を行うことが著しく困難である場合であって、当該試験の代わりに、当該区分に対応

する同表の代替試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りで

ない。  

 

（溶接部の機械試験）  

第 11条 別表第 6の区分の欄に掲げる区分（機器及び溶接部により区分されるものをいう。）

のいずれかに該当する第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器の突合せ溶接

による溶接部は、当該区分に対応する同表の試験板の作成方法の欄に掲げる方法により作

成した試験板について、別表第7の区分の欄に掲げる区分（機器及び溶接部により区分さ

れるものをいう。）に応じ、それぞれ同表の試験の種類の欄に掲げる機械試験を行い、こ

れに合格するものでなければならない。  

2 前項の機械試験は、次の各号によらなければならない。  

 一 継手引張試験、型曲げ試験及びローラ曲げ試験にあっては、別表第 8の試験の種類の

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験片の欄に掲げる試験片を用い、同表の試験

の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。  
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 二 破壊靭性試験にあっては、別表第 9の機器の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。  

3  前項の機械試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。  

 一 前項第一号の場合にあっては、別表第8の試験の種類の欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同表の合格基準の欄に掲げる基準に適合するとき。  

 二 前項第二号の場合にあっては、別表第9の機器の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の合格基準の欄に掲げる基準に適合するとき。  

4 第一項の機械試験を行い、別表第 10の試験の種類の欄に掲げる試験に不合格となった場

合において、それぞれ同表の再試験が行えるときの欄に該当する場合にあっては、当該不

合格となった試験に用いられた試験片（別表第 8 の規定により分割する場合にあっては、

分割された試験片）の試験板又はこれと同時に作成した試験板からとった別表第 10 の再

試験片の数の欄に掲げる数の再試験片について、当該不合格となった試験の再試験を行い、

これに合格するときは、これを当該不合格となった試験に合格したものとみなす。  

 

（溶接部の耐圧試験）  

第 12 条 別表第 11の機器の欄に掲げる機器の溶接部は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがない

ものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著し

く困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏え

いがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいず

れか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。  

 

（非破壊試験の方法と合格基準）  

第 13条 第 6条、第 10条及び前条の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。  

一 放射線透過試験にあっては、別表第12の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行

うこと。  

二 超音波探傷試験にあっては、別表第13の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行

うこと。  

三 磁粉探傷試験にあっては、別表第14の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行う

こと。  
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四 浸透探傷試験にあっては、別表第15の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行う

こと。  

2 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。  

一 前項第一号の場合にあっては、別表第12の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。  

二 前項第二号の場合にあっては、別表第13の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。  

三 前項第三号の場合にあっては、別表第14の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。  

四 前項第四号の場合にあっては、別表第15の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。  

 

（第二種容器等の溶接の特例）  

第14条 法43条の3の9第一項又は第二項の規定により認可を受けた工事の計画において、

第一種容器に係る溶接の技術上の基準に適合すべきものとされた第二種容器、第三種容器

及び第一種管は、この別紙の適用については、第一種容器とみなす。  

2 法 43 条の 3 の 9 第一項又は第二項の規定により認可を受けた工事の計画において、第一

種管に係る溶接の技術上の基準に適合すべきものとされた第三種管は、この別紙の適用に

ついては、第一種管とみなす。  

 

別表第１ 母材の区分（第2条、第 9条関係）  

母材の区分 
グルー

プ番号 
種類 

Ｐ―１ 

1  炭素鋼であって、規格による最小引張強さが４８０Ｎ／ｍｍ２満のもの 

2 
 炭素鋼であって、規格による最小引張強さが４８０Ｎ／ｍｍ２以上５５０

Ｎ／ｍｍ２未満のもの 

3 
 炭素鋼であって、規格による最小引張強さが５５０Ｎ／ｍｍ２以上６６０

Ｎ／ｍｍ２未満のもの 

Ｐ―３ 

1 

 モリブデン鋼であって、標準合金成分の合計が２．７５％以下で、規格

による最小引張強さが４８０Ｎ／ｍｍ２未満のもの（クロム標準合金成分が

０．７５％を超えるものを除く。） 

2 

 モリブデン鋼であって、標準合金成分の合計が２．７５％以下で、規格

による最小引張強さが４８０Ｎ／ｍｍ２以上５５０Ｎ／ｍｍ２未満のもの

（クロム標準合金成分が０．７５％を超えるものを除く。） 

3 

 モリブデン鋼であって、標準合金成分の合計が２．７５％以下で、規格

による最小引張強さが５５０Ｎ／ｍｍ２以上６６０Ｎ／ｍｍ２未満のもの

（クロム標準合金成分が０．７５％を超えるものを除く。） 

Ｐ―４ ― 

 クロムモリブデン鋼であって、標準合金成分の合計が２．７５％以下の

もの（クロム標準合金成分が２．０％を超えるもの及びＰ―３に掲げるも

のを除く。） 

Ｐ―５ ― 
 クロムモリブデン鋼であって、標準合金成分の合計が１２％以下のもの

（Ｐ―３及びＰ―４に掲げるものを除く。） 
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Ｐ―６ ―  マルテンサイト系ステンレス鋼 

Ｐ―７ ―  フェライト系ステンレス鋼 

Ｐ―８ ―  オーステナイト系ステンレス鋼 

Ｐ―９Ａ ―  ニッケル鋼であって、ニッケル標準合金成分が２．５０％以下のもの 

Ｐ―９Ｂ ― 
 ニッケル鋼であって、ニッケル標準合金成分が２．５０％を超え３．５

０％以下のもの 

Ｐ―１１Ａ 

1 
 ニッケル鋼であって、ニッケル標準合金成分が３．５０％を超え９．０％

以下のもの 

2 
 合金鋼であって、規格による最小引張強さが６６０Ｎ／ｍｍ２以上７３０

Ｎ／ｍｍ２未満のもの（グループ番号１に掲げるものを除く。） 

Ｐ―１１Ｂ ―  合金鋼であって、規格による最小引張強さが７３０Ｎ／ｍｍ２以上のもの 

Ｐ―２１ ― 

 アルミニウムであって、アルミニウムの含有量が９９％以上のアルミニ

ウム及びマンガンの含有量が１．０％以上１．５％以下のアルミニウムマ

ンガン合金 

Ｐ―２２ ― 
 アルミニウムマグネシウム合金であって、マグネシウムの含有量が２．

０％以上３．９％以下のもの 

Ｐ―２３ ― 

 アルミニウムマグネシウムけい素合金であって、マグネシウムの含有量

が０．４５％以上１．４％以下で、かつ、けい素の含有量が０．２％以上

０．８％以下のもの 

Ｐ―２５ ― 
 アルミニウムマグネシウム合金であって、マグネシウムの含有量が３．

９％を超え５．６％以下のもの 

Ｐ―３１ ―  銅及び銅合金 

Ｐ―３２ ―  ネーバル黄銅又は復水器用黄銅 

Ｐ―３４ ―  白銅又は復水器用白銅 

Ｐ―４３ ―  ニッケルクロム鉄合金 

Ｐ―４５ ―  鉄ニッケルクロム合金 

Ｐ―５１ ―  チタンであって、規格による最小引張強さが３４０Ｎ／ｍｍ２以下のもの 

Ｐ―５２ ― 
 チタンであって、規格による最小引張強さが３４０Ｎ／ｍｍ２を超えるも

の 

 

別表第２ 溶接後熱処理の方法（第9条関係） 

熱処理の方

法 

 溶接後熱処理を行う場合は、次の１から３までにより行わなければならない。 

 ただし、次の４に掲げる溶接部について、次の５に掲げる範囲において溶接後熱処理

を行うときは、この限りでない。 

 １ 全体を炉内に入れるか又は二分して炉内に入れること。 

 ２ 全体を二分して炉内に入れる場合は、加熱部の重なりを１５００ｍｍ以上とし、

かつ、炉外に出る部分の温度こう配が材質に有害とならないように保温すること。

この場合において、加熱される部分と炉外にある部分との境界線上に管台その他

の構造上の不連続部があってはならない。 

 ３ 炉内に入れる場合及び炉内から取り出す場合における炉内の温度は、３００度以

下であること。 

 ４ 次のイからハまでに掲げる溶接部 

  イ 第２種継手、第３種継手及びこれらに類する継手の溶接部 

  ロ 第４種継手及び座等を容器又は管に取り付ける継手の溶接部。ただし、母材の

一部を切り取り、取付物を突き合わせて溶接したものを除く。 
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  ハ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付け

る継手の溶接部 

 ５ 次のイ及びロに掲げる範囲 

  イ 容器については、溶接部の最大幅の両側にそれぞれ母材の厚さの３倍以上の幅 

  ロ 管については、溶接部の最大幅の両側にそれぞれ開先幅の３倍以上で、かつ、

余盛り幅の２倍以上の幅 

加熱及び冷

却の方法 

 次の１又は２のうちいずれか及び３に掲げる方法により行わなければならない。 

 １ 温度３００度以上において、加熱する場合の速さは１時間につき次のイの計算式

により計算した温度差（２２０度を超える場合は、２２０度）以下、冷却する場

合の速さは１時間につき次のロの計算式により計算した温度差（２７５度を超え

る場合は、２７５度）以下であること。ただし、温度差が５５度未満の場合であ

って、容器又は管が著しい熱応力により損傷を受けるおそれのないときは、１時

間につき温度差を５５度とすることができる。 

  イ Ｒ＝２２０×２５÷Ｔ 

  ロ Ｒ＝２７５×２５÷Ｔ 

    Ｒは、温度差（度を単位とする。） 

    Ｔは、母材の厚さ（ｍｍを単位とし、厚さの異なる場合は、厚い方の厚さとす

る。） 

 ２ 温度６５０度以上において、別表第１に掲げるＰ―７に属する母材の溶接部を冷

却する場合の速さは、１の規定にかかわらず、１時間につき温度差が５５度以下

であること。 

 ３ 加熱又は冷却されるものの表面上の任意の２点であって、相互間の距離が４５０

０ｍｍ以下のものの温度差は、１４０度以下であること。 

温度保持 

 加熱保持されるものの任意の２点間における温度差は、５０度以下でなければならな

い。ただし、別表第３の温度範囲の欄に掲げる下限の温度以上に保持することが困難な

場合であって、次の表の左欄に掲げる別表第３の温度範囲の欄に掲げる下限の温度との

差に応じ、それぞれ溶接部の厚さが２５ｍｍにつき、１時間として計算した時間（溶接

部の厚さが１２．５ｍｍ未満のものにあっては、０．５時間）に同表の右欄に掲げる係

数を乗じた時間以上保持するときは、この限りでない。 

別表第３の温度範囲の欄に掲げる下限の温度との差（度） 係数 

0 1 

30 2 

60 3 

(90) (5) 

(120) (10) 

（備考）  

 １ 括弧内は、母材が別表第１に掲げるＰ―１に属する場合のみに適用する。  

 ２ 表中の値の中間の値は、比例法によって計算する。  

 

別表第３ 溶接後熱処理における温度範囲及び溶接部の厚さに応じた保持時間（第9条関係） 

母材の区

分 

温度範囲

（度） 

溶接部の厚さに応じた保持時間（時間） 

厚さが１２．５ｍ

ｍ以下の場合 

厚さが１２．５ｍ

ｍを超え５０ｍ

ｍ以下の場合 

厚さが５０ｍｍを

超え１２５ｍｍ以

下の場合 

厚さが１２５ｍｍ

を超える場合 
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別表第１

に掲げる

Ｐ―１ 

５９５以

上７００

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 
２＋（（ｔ－５０）

／１００）以上 

２＋（（ｔ－５０）

／１００）以上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―３ 

５９５以

上７１０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 
２＋（（ｔ－５０）

／１００）以上 

２＋（（ｔ－５０）

／１００）以上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―４ 

５９５以

上７４０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 

５＋（（ｔ－１２

５）／１００）以

上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―５ 

６８０以

上７６０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 

５＋（（ｔ－１２

５）／１００）以

上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―６ 

６８０以

上７６０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 

５＋（（ｔ－１２

５）／１００）以

上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―７ 

７０５以

上７６０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 

５＋（（ｔ－１２

５）／１００）以

上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―９Ａ

及びＰ―

９Ｂ 

５９５以

上６８０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 

５＋（（ｔ－１２

５）／１００）以

上 

別表第１

に掲げる

Ｐ―１１

Ａ及びＰ

―１１Ｂ 

５９５以

上６８０

以下 

０．５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 ｔ／２５以上 

（備考） 

 ｔは次に掲げる厚さ（ｍｍを単位とする。）とする。 

１ 完全溶込み溶接の場合にあっては、溶接部の厚さ又は母材（耐圧部（内面又は外面に０Ｐａを超

える圧力を受ける部分をいう。以下同じ。）に限る。）の厚さ（厚さが異なる場合は、薄い方の厚

さ）のうち、いずれか薄い方の厚さ 

２ 部分溶込み溶接の場合にあっては、開先の深さ 

３ すみ肉溶接の場合にあっては、のど厚 

４ クラッド溶接のみの場合にあっては、溶接部の厚さ 

 

別表第４ 溶接後熱処理を要しないもの（第9条関係） 

区分 溶接部の厚

さ（ｍｍ） 

母材の炭素

含有量（％） 

予熱温度

（度） 母材の区分 溶接部 

別表第１に掲げる

Ｐ―１ 

１ 第１種容器の溶接部（２及び

３に掲げるものを除く。） 
１６以下 ０．２５以下 １００以上 

２ 第１種容器のすみ肉溶接部 １９以下 ― １００以上 

３ 第１種容器の管台の第２種

継手及び第３種継手の溶接部で

あって、突合せ溶接又はソケッ

ト溶接によるもの 

１９以下 ― ― 

１９を超え

３２以下 

０．３０以下 ― 

０．３０を超

えるもの 
１００以上 
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３２を超え

３８以下 
― １００以上 

４ 第１種容器以外の機器であっ

て、母材の厚さが３８ｍｍ以下

のものの溶接部 

１９以下 ― ― 

１９を超え

３２以下 

０．３０以下 ― 

０．３０を超

えるもの 
１００以上 

３２を超え

３８以下 
― １００以上 

５ 第１種容器以外の機器であ

って、母材の厚さが３８ｍｍを

超えるもののすみ肉溶接部及び

部分溶込み溶接部 

１９以下 ― １００以上 

別表第１に掲げる

Ｐ―３（グループ

番号１又は２に限

る。） 

１ 容器及び管の溶接部（２及び

３に掲げるものを除く。） 
１６以下 ０．２５以下 １００以上 

２ 第２種継手及び第３種継手

の溶接部であって、突合せ溶接

又はソケット溶接によるもの 

１３以下 ０．２５以下 １００以上 ３ 漏止め溶接部及びラグ、ブラ

ケット、強め材、控え、強め輪

等であって、重要なものを取り

付ける継手の溶接部 

別表第１に掲げる

Ｐ―４ 

１ 第２種継手及び第３種継手

の溶接部であって、外径が１１

５ｍｍ以下の突合せ溶接による

もの 
１３以下 ０．１５以下 １００以上 

２ 漏止め溶接部及びラグ、ブラ

ケット、強め材、控え、強め輪

等であって、重要なものを取り

付ける継手の溶接部 

別表第１に掲げる

Ｐ―５ 

１ 第２種継手及び第３種継手

の溶接部であって、クロムの含

有量が３．０％以下で、かつ、

外径が１１５ｍｍ以下の突合せ

溶接によるもの １３以下 ０．１５以下 １５０以上 

２ 漏止め溶接部及びラグ、ブラ

ケット、強め材、控え、強め輪

等であって、重要なものを取り

付ける継手の溶接部 

別表第１に掲げる

Ｐ―７（日本工業

規格Ｇ４３０４

「熱間圧延ステン

レス鋼板」の「２

種類、記号及び分

類」の「表１ 種

類の記号及び分

類」の種類の記号

の欄に掲げるＳＵ

Ｓ４０５並びにこ

れと同等の化学成

 溶接金属がフェライト系ステ

ンレス合金、オーステナイト系ス

テンレス合金又はニッケルクロ

ム鉄合金の場合の溶接部 

１０以下 ０．０８以下 ― 
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分及び機械的性質

を有するものに限

る。） 

別表第１に掲げる

Ｐ―８、Ｐ―４３

若しくはＰ―４５

又は非鉄金属 

容器及び管の溶接部 ― ― ― 

 

別表第５ 溶接部の非破壊試験（第10条関係） 

区  分 
規定試験 代替試験 

機 器 溶 接 部 

第１種容

器 

１ 次のイからニまでのいずれか

に掲げるもの 

 放射線透過試験及び溶接金

属部に隣接する幅１３ｍｍの

範囲内の母材を含めた部分に

おける磁粉探傷試験（磁粉探傷

試験が不適当な場合は、浸透探

傷試験） 

  

 イ 第１種継手の溶接部 

 ロ 第２種継手の溶接部（熱交

換器用管の溶接部を除く。） 

 ハ 第３種継手の溶接部（２に

掲げるものを除く。） 

 ニ 第４種継手の完全溶込み溶

接による溶接部（３に掲げる

ものを除く。）であって、当

該管台又は溶接部が次の（１）

から（５）までに適合するも

の以外のもの 

 （１） 管台内径が１５３ｍｍ

以下のものであること。 

 （２） 管台軸が容器壁となす

角度が４０度以上のもの

であること。  

 （３） 容器の穴が容器壁の強

め材のみで補強されてい

るものであること。  

 （４） 管台は著しい配管反力

を受けないものであるこ

と。 

 （５） 裏あて金を使用する場

合は、溶接完了後にこれ

を取り除くものであるこ

と。 

２ 第３種継手の溶接部であっ

て、次の図１から図３までに示

すもの 

 放射線透過試験、超音波探傷

試験（超音波探傷試験が不適当

な場合は、溶接深さの２分の１

（溶接深さの２分の１が１３

  

図１ 略・図２ 略・図３ 略 



別紙２ - 13 - 
 

３ 第４種継手の完全溶込み溶接

による溶接部（当該管台又は溶

接部が１ニ（１）から（５）ま

でに適合するものを除く。）で

あって、かつ、次の図１から図

６までに示すもの 

ｍｍを超える場合は、１３ｍ

ｍ）ごとに磁粉探傷試験（磁粉

探傷試験が不適当な場合は、浸

透探傷試験））及び溶接金属部

に隣接する幅１３ｍｍの範囲

内の母材を含めた部分におけ

る磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

図１ 略・図２ 略・図３ 略・

図４略・図５略・図６ 略 

４ 第４種継手の完全溶込み溶接

による溶接部（１ニ及び３に掲

げるものを除く。）及び部分溶

込み溶接による溶接部 

 溶接深さの２分の１（溶接深

さの２分の１が１３ｍｍを超

える場合は、１３ｍｍ）ごとの

磁粉探傷試験（磁粉探傷試験が

不適当な場合は、浸透探傷試

験）。ただし、最終層において

は、溶接金属部に隣接する幅１

３ｍｍの範囲内の母材の部分

を含めて行わなければならな

い。 

 溶接完了後の超音

波探傷試験及び溶接

金属部に隣接する幅

１３ｍｍの範囲内の

母材を含めた部分に

おける磁粉探傷試験

（磁粉探傷試験が不

適当な場合は、浸透探

傷試験） 

５ 穴の周辺及び管台の表面に肉

盛り座を設ける場合の肉盛り溶

接部 

 超音波探傷試験及び磁粉探

傷試験（磁粉探傷試験が不適当

な場合は、浸透探傷試験）。た

だし、肉盛り座に管台を取り付

ける場合は、当該管台を取り付

ける前に行わなければならな

い。 

  

６ 耐圧部の溶接部（１から５ま

でに掲げるものを除く。）及び

キャノピーシールの継手の溶接

部 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

７ 管板に管を取り付ける継手の

溶接部（耐圧部に係るものを除

く。） 
浸透探傷試験   

８ クラッド溶接による溶接部 

９ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

第２種容

器 

１ 次のイからニまでのいずれか

に掲げるもの 

放射線透過試験 超音波探傷試験 

 イ 第１種継手の溶接部 

 ロ 第２種継手の溶接部 

 ハ 第３種継手の突合せ溶接に

よる溶接部 

 ニ 第４種継手の突合せ溶接に

よる溶接部 
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２ 第３種継手及び第４種継手の

溶接部（１ハ及びニに掲げるも

のを除く。） 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉

盛り座を設ける場合の肉盛り溶

接部 

 超音波探傷試験（著しい配管

反力を受けないものは除く。）

及び磁粉探傷試験（磁粉探傷試

験が不適当な場合は、浸透探傷

試験）。ただし、肉盛り座に管

台を取り付ける場合は、当該管

台を取り付ける前に行わなけ

ればならない。 

  

４ 耐圧部の溶接部（１から３ま

でに掲げるものを除く。）及び

漏止め溶接による溶接部 

磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

５ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部（直

径が２２ｍｍ以下の円形スタッ

ドを取り付ける溶接部を除く。） 

磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

第３種容

器 

１ 次のイからニまでのいずれか

に掲げるもの（厚さが４．８ｍ

ｍ以下の溶接部及び開放容器

（開放部により内気と外気が通

じている容器をいい、ガードベ

ッセルを除く。）の溶接部を除

く。） 

放射線透過試験 

 ガードベッセルに

限り、超音波探傷試験

又は溶接深さの２分

の１（溶接深さの２分

の１が１３ｍｍを超

える場合は、１３ｍ

ｍ）ごとの磁粉探傷試

験（磁粉探傷試験が不

適当な場合は、浸透探

傷試験） 

 イ 第１種継手の溶接部 

 ロ 第２種継手の溶接部（熱交

換器用管の溶接部を除く。） 

 ハ 第３種継手の突合せ溶接に

よる溶接部 

 ニ 第４種継手の突合せ溶接に

よる溶接部 

２ 第１種継手、第２種継手、第

３種継手及び第４種継手の溶接

部（１に掲げるものを除く。） 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 
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３ 穴の周辺及び管台の表面に肉

盛り座を設ける場合の肉盛り溶

接部 

 超音波探傷試験（著しい配管

反力を受けないものは除く。）

及び磁粉探傷試験（磁粉探傷試

験が不適当な場合は、浸透探傷

試験）。ただし、肉盛り座に管

台を取り付ける場合は、当該管

台を取り付ける前に行わなけ

ればならない。 

  

４ 耐圧部の溶接部（１から３ま

でに掲げるものを除く。）及び

漏止め溶接による溶接部 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

５ 管板に管を取り付ける継手の

溶接部（耐圧部に係るものを除

く。） 
浸透探傷試験   

６ クラッド溶接による溶接部 

７ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

 磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

第４種容

器 

１ 第１種継手、第２種継手及

び第３種継手の突合せ溶接によ

る溶接部（熱交換器用管の第２

種継手の溶接部及び開放容器

（開放部により内気と外気が通

じている容器をいう。以下同

じ。）の溶接部を除く。）であ

って、次のイからハまでのいず

れかに掲げるもの 

放射線透過試験   

 イ 次の（１）から（７）まで

のいずれかに掲げるもの 

 （１） 別表第１に掲げるＰ―

１に属する母材の溶接部

であって、厚さが３２ｍ

ｍを超えるもの 

 （２） 別表第１に掲げるＰ―

３に属する母材の溶接部

であって、厚さが１９ｍ

ｍを超えるもの 

 （３） 別表第１に掲げるＰ―

４に属する母材の溶接部

であって、厚さが１６ｍ

ｍを超えるもの 

 （４） 別表第１に掲げるＰ―

５に属する母材の溶接部 
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 （５） 別表第１に掲げるＰ―

６又はＰ―７に属する母

材の溶接部（炭素含有量

が０．０８％以下の母材

の溶接部であって、その

厚さが３８ｍｍ以下であ

り、かつ、溶接金属がオ

ーステナイト系ステンレ

ス合金又はニッケルクロ

ム鉄合金の場合を除く。） 

 （６） 別表第１に掲げるＰ―

８に属する母材の溶接部

であって、厚さが３８ｍ

ｍを超えるもの 

 （７） 別表第１に掲げるＰ―

９Ａ、Ｐ―９Ｂ、Ｐ―１

１Ａ又はＰ―１１Ｂに属

する母材の溶接部であっ

て、厚さが１６ｍｍを超

えるもの 

 ロ 内包する放射性物質の濃度

が３７ｍＢｑ／ｃｍ２（内包す

る放射性物質が液体中にある

場合は、３７ｋＢｑ／ｍｍ）

以上の容器の溶接部（イに掲

げるものを除く。）であって、

次の（１）又は（２）のいず

れかに掲げるもの以外のもの 

 （１） 液体用の容器であって、

最高使用温度が当該液体

の大気圧における沸点未

満であり、かつ、最高使用

圧力が１９６０ｋＰａ未

満のものの溶接部 

 （２） 最高使用圧力が９８ｋ

Ｐａ未満のものの溶接部

（（１）に掲げるものを除

く。） 

 ハ 第１種継手を有する母材相

互又は第２種継手若しくは第

３種継手を有する母材相互を

取り付ける継手と第１種継

手、第２種継手又は第３種継

手とが接する箇所（以下「継

手接続箇所」という。）から

１００ｍｍ以内にある第１種

継手、第２種継手又は第３種

継手の溶接部（イ及びロに掲

げるもの並びに継手接続箇所

と他の継手接続箇所との距離
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が厚い方の母材の厚さの５倍

以上であるものを除く。） 

２ 耐圧部の溶接部（１に掲げる

もの及び開放容器の屋根の溶接

部を除く。）及び漏止め溶接に

よる溶接部 

 磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

３ 管板に管を取り付ける継手の

溶接部（耐圧部に係るものを除

く。） 

浸透探傷試験   

４ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

 磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

第１種管 

１ 次のイからニまでのいずれか

に掲げるもの（管の外径が６１

ｍｍを超える場合に限る。） 

 放射線透過試験及び溶接金

属部に隣接する幅１３ｍｍの

範囲内の母材を含めた部分に

おける磁粉探傷試験（磁粉探傷

試験が不適当な場合は、浸透探

傷試験） 

  

 イ 第１種継手の溶接部 

 ロ 第２種継手の溶接部（ソケ

ット継手の溶接部を除く。） 

 ハ 第３種継手の溶接部（２に

掲げるものを除く。） 

 ニ 第４種継手の完全溶込み溶

接による溶接部（管台に接続

される管の外径が１１５ｍｍ

以下の場合を除く。） 

２  第３種継手の溶接部であっ

て、次の図１から図３までに示

すもの（管の外径が６１ｍｍを

超える場合に限る。） 

 放射線透過試験、超音波探傷

試験（超音波探傷試験が不適当

な場合は、溶接深さの２分の１

（溶接深さの２分の１が１３

ｍｍを超える場合は、１３ｍ

ｍ）ごとに、磁粉探傷試験（磁

粉探傷試験が不適当な場合は、

浸透探傷試験））及び溶接金属

部に隣接する幅１３ｍｍの範

囲内の母材を含めた部分にお

ける磁粉探傷試験（磁粉探傷試

験が不適当な場合は、浸透探傷

試験） 

  

図１ 略・図２ 略・図３ 略 

３ 第１種継手、第２種継手及び

第３種継手の溶接部（１イから

ハまで及び２に掲げるものを除

く。） 

 溶接金属部に隣接する幅１

３ｍｍの範囲内の母材を含め

た部分における磁粉探傷試験

（磁粉探傷試験が不適当な場

合は、浸透探傷試験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 
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４ 第４種継手の完全溶込み溶接

による溶接部（１ニに掲げるも

のを除く。）及び部分溶込み溶

接による溶接部 

 溶接深さの２分の１（溶接深

さの２分の１が１３ｍｍを超

える場合は、１３ｍｍ）ごとの

磁粉探傷試験（磁粉探傷試験が

不適当な場合は、浸透探傷試

験）。ただし、最終層において

は、溶接金属部に隣接する幅１

３ｍｍの範囲内の母材の部分

を含めて行わなければならな

い。 

 溶接完了後に超音

波探傷試験及び溶接

金属部に隣接する幅

１３ｍｍの範囲内の

母材を含めた部分に

おける磁粉探傷試験

（磁粉探傷試験が不

適当な場合は、浸透探

傷試験） 

５ 穴の周辺及び管台の表面に肉

盛り座を設ける場合の肉盛り溶

接部 

 超音波探傷試験（著しい配管

反力を受けないものは除く。）

及び磁粉探傷試験（磁粉探傷試

験が不適当な場合は、浸透探傷

試験）。ただし、肉盛り座に管

台を取り付ける場合は、当該管

台を取り付ける前に行わなけ

ればならない。 

  

６ 耐圧部の溶接部（１から５ま

でに掲げるものを除く。）及び

漏止め溶接による溶接部 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

７ クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験   

８ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

 磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

第３種管 

１ 次のイからニまでのいずれか

に掲げるもの（外径が６１ｍｍ

以下の管及び開放容器に接続さ

れる管のうち当該容器に最も近

い止め弁までの部分の溶接部を

除く。） 

放射線透過試験   

 イ 第１種継手の溶接部 

 ロ 第２種継手の溶接部（ソケ

ット継手の溶接部を除く。） 

 ハ 第３種継手の突合せ溶接に

よる溶接部 

 ニ 第４種継手の突合せ溶接に

よる溶接部（管台に接続され

る管の外径が１１５ｍｍ以下

の場合を除く。） 

２ 第１種継手、第２種継手、第

３種継手及び第４種継手の溶接

部（１に掲げるものを除く。） 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 
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３ 穴の周辺及び管台の表面に肉

盛り座を設ける場合の肉盛り溶

接部 

 超音波探傷試験（著しい配管

反力を受けないものは除く。）

及び磁粉探傷試験（磁粉探傷試

験が不適当な場合は、浸透探傷

試験）。ただし、肉盛り座に管

台を取り付ける場合は、当該管

台を取り付ける前に行わなけ

ればならない。 

  

４ 耐圧部の溶接部（１から３ま

でに掲げるものを除く。）及び

漏止め溶接による溶接部 

 磁粉探傷試験（磁粉探傷試験

が不適当な場合は、浸透探傷試

験） 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

５ クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験   

６ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

 磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

第４種管 

１ 突合せ溶接による溶接部であ

って、次のイからニまでのいず

れかに掲げるもの（外径が６１

ｍｍ以下の管及び開放容器に接

続される管のうち当該容器に最

も近い止め弁までの部分の溶接

部を除く。） 

放射線透過試験   

 イ 第１種継手の溶接部であっ

て、厚さが１９ｍｍを超える

もの 

 ロ 第２種継手又は第３種継手

の溶接部であって、次の（１）

又は（２）のいずれかに掲げ

るもの 

 （１） 外径が４１０ｍｍ（水

用のものにあっては、２

７５ｍｍ）を超え、かつ、

厚さが１９ｍｍを超える

管の溶接部 

 （２） 厚さが４１ｍｍ（水用

のものにあっては、２９

ｍｍ）を超える管の溶接

部（（１）に掲げるもの

を除く。） 

 ハ 内包する放射性物質の濃度

が３７ｍＢｑ／ｃｍ２（内包す

る放射性物質が液体中にある

場合は、３７ｋＢｑ／ｃｍ２）

以上の管の溶接部（イ及びロ

に掲げるものを除く。）であ

って、次の（１）又は（２）

のいずれかに掲げるもの以外

のもの 

 （１） 液体用の管であって、
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最高使用温度が当該液体

の大気圧における沸点未

満であり、かつ、最高使

用圧力が１９６０ｋＰａ

未満のものの溶接部 

 （２） 最高使用圧力が９８０

ｋＰａ（第１種継手の溶

接部にあっては、４９０

ｋＰａ）未満のものの溶

接部（（１）に掲げるも

のを除く。） 

 ニ 継手接続箇所から１００ｍ

ｍ以内にある第１種継手、第

２種継手又は第３種継手の溶

接部（イからハまでに掲げる

もの及び継手接続箇所と他の

継手接続箇所との距離が厚い

方の母材の厚さの５倍以上で

ある場合を除く。） 

２  耐圧部の溶接部（１に掲げる

ものを除く。）及び漏止め溶接

による溶接部 

 磁粉探傷試験又は浸透探傷

試験 

 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

３  ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

第５種管 

１ 耐圧部の溶接部 

２ ラグ、ブラケット、強め材、

控え、強め輪等であって、重要

なものを取り付ける溶接部 

 

別表第６ 溶接部の機械試験板（第11条関係） 

区  分 
試験板の作成方法 

機  器 溶接部 

第１種容

器第２種

容器第３

種容器第

４種容器

（安全設

備以外の

開放容器

を除く。） 

胴の内径

が６００

ｍｍを超

えるもの 

第１種継

手の溶接

部 

 当該容器について１個（溶接が同一の条件で行われない場合は、条件

の異なる部分ごとに１個とする。） 

第２種継

手、第３

種継手及

び第４種

継手の溶

接部 

 当該容器について１個（溶接が同一の条件で行われない場合は、条件

の異なる部分ごとに１個とする。）を当該容器の溶接に引き続き同一の

条件で別個に溶接を行って作ること。ただし、第１種継手の試験板の作

成と同一の条件で溶接を行う場合は、この限りでない。 

胴の内径

が６００

ｍｍ以下

のもの 

第１種継

手の溶接

部 

 当該容器について１個（溶接が同一の条件で行われない場合は、条件

の異なる部分ごとに１個とする。ただし、外径の差が１５０ｍｍ以下、

厚さの差が６ｍｍ以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件

で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが６０ｍ又はその端数ごと

に１個とすることができる。） 
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第２種継

手、第３

種継手及

び第４種

継手の溶

接部 

 当該容器について１個（溶接が同一の条件で行われない場合は、条件

の異なる部分ごとに１個とする。ただし、外径の差が１５０ｍｍ以下、

厚さの差が６ｍｍ以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件

で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが６０ｍ又はその端数ごと

に１個とすることができる。）を当該容器の溶接に引き続き同一の条件

で別個に溶接を行って作ること。ただし、第１種継手の試験板の作成と

同一の条件で溶接を行う場合は、この限りでない。 

第１種管第３種管第

４種管（安全設備以

外の開放容器に接続

される管のうち、当

該容器に最も近い止

め弁までの部分を除

く。） 

第１種継

手の溶接

部 

 当該管について１個（溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の

異なる部分ごとに１個とする。ただし、外径の差が１５０ｍｍ以下、厚

さの差が６ｍｍ以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で

引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが６０ｍ又はその端数ごとに

１個とすることができる。） 

第２種継

手及び第

３種継手

の溶接部 

 当該管について１個（溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の

異なる部分ごとに１個とする。ただし、外径の差が１５０ｍｍ以下、厚

さの差が６ｍｍ以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で

引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが６０ｍ又はその端数ごとに

１個とすることができる。）を当該管の溶接に引き続き同一の条件で別

個に溶接を行って作ること。ただし、第１種継手の試験板の作成と同一

の条件で行う場合は、この限りでない。 

（備考） 

１ 試験板は、母材と同一の規格に適合し、かつ、母材と同一の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い

方の厚さ）であること。 

２ 本体の溶接部について溶接後熱処理（曲げ加工に伴う熱処理及びその他の熱処理を含む。以下この表

において同じ。）を行う場合は、試験板にこれと同等の溶接後熱処理を行うこと。 

３ 試験板が溶接によりそりを生じた場合は、溶接後熱処理を行う前に整形すること。 

４ フェライト系鋼材で作られた第１種容器、第２種容器又は第１種管の本体の溶接部について溶接後冷

間曲げ加工を行う場合は、破壊靭性試験に係る試験板に同等の溶接後冷間曲げ加工を行うこと。ただ

し、次のイ又はロのいずれかの場合は、この限りでない。 

 イ 加工後にオーステナイト化温度から焼ならし又は焼入れ焼戻しを行う場合 

 ロ 次の計算式により計算した加工度が、０．５以下の場合 

   ε＝Ｃｔ÷Ｒｆ（１－Ｒｆ÷Ｒｏ） 

  εは、加工度 

  Ｃは、係数で円筒形の場合は５０、球形、さら形又は半だ円形の場合は６５ 

  ｔは、母材の厚さ（ｍｍを単位とする。） 

  Ｒｆは、曲げ加工後の母材の厚さの中心における曲率半径（ｍｍを単位とする。） 

  Ｒｏは、曲げ加工前の母材の厚さの中心における曲率半径（ｍｍを単位とする。） 

５ 「安全設備」とは、研開炉技術基準規則第2条第 2項第 9号に規定されるものをいう。 
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別表第７ 機械試験（第11条関係） 

区分 
試験の種類 

機器 溶接部 

第１種容器 

第２種容器 

胴の内径が６

００ｍｍを超

えるもの 

胴 

第１種継手、第２種

継手、第３種継手及

び第４種継手の溶

接部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

管台 

及び管 

第１種継手の溶接

部 

第２種継手、第３種

継手及び第４種継

手の溶接部 

破壊靭性試験 

胴の内径が６００ｍｍ以下

のもの 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

第２種継手、第３種

継手及び第４種継

手の溶接部 

破壊靭性試験 

第３種容器 

開放容器

以外のも

の 

胴の内径が６

００ｍｍを超

えるもの 

胴 

第１種継手、第２種

継手、第３種継手及

び第４種継手の溶

接部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

管台 

及び管 

第１種継手の溶接

部 

第２種継手、第３種

継手及び第４種継

手の溶接部 

破壊靭性試験 

胴の内径が６００ｍｍ以下

のもの 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

第２種継手、第３種

継手及び第４種継

手の溶接部 

破壊靭性試験 

開放容器 

第１種継手、第２種

継手、第３種継手及

び第４種継手の溶

接部 

破壊靭性試験 

第４種容器 
安全 

設備 

開放

容器

以外

のも

の 

胴の内径

が６００

ｍｍを超

えるもの 

胴 

第１種継手、第２種

継手、第３種継手及

び第４種継手の溶

接部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

管台及 

び管 

第１種継手の溶接

部 

第２種継手、第３種

継手及び第４種継

手の溶接部 

破壊靭性試験 

胴の内径が６００ｍｍ

以下のもの 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試
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験 

第２種継手、第３種

継手及び第４種継

手の溶接部 

破壊靭性試験 

開放容器 

第１種継手、第２種

継手、第３種継手及

び第４種継手の溶

接部 

破壊靭性試験 

安全設

備以外

のもの 

開放

容器

以外

のも

の 

胴の内径

が６００

ｍｍを超

えるもの 

胴 

第１種継手、第２種

継手、第３種継手及

び第４種継手の溶

接部 継手引張試験、型曲

げ試験 
管台及び管 

第１種継手の溶接

部 胴の内径が６００ｍｍ

以下のもの 

第１種管 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

第２種継手及び第

３種継手の溶接部 
破壊靭性試験 

第３種管 

 開放容器に接続される管のうち当該容器

に最も近い止め弁までの部分以外のもの 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

第２種継手及び第

３種継手の溶接部 

破壊靭性試験 
 開放容器に接続される管のうち、当該容

器に最も近い止め弁までの部分 

第１種継手、第２種

継手及び第３種継

手の溶接部 

第４種管 

安全設備 

 開放容器に接続される管のう

ち当該容器に最も近い止め弁ま

での部分以外のもの 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験、破壊靭性試

験 

第２種継手及び第

３種継手の溶接部 

破壊靭性試験  開放容器に接続される管のう

ち、当該容器に最も近い止め弁

までの部分 

第１種継手、第２種

継手及び第３種継

手の溶接部 

安全設備

以外のも

の 

 開放容器に接続される管のう

ち、当該容器に最も近い止め弁

までの部分以外のもの 

第１種継手の溶接

部 

継手引張試験、型曲

げ試験 

（備考） 

１ 型曲げ試験は、厚さが１９ｍｍ以上の場合にあっては側曲げ試験、厚さが１９ｍｍ未満の場合

にあっては裏曲げ試験とする。 

２ １回の試験において使用する試験片の数は、次の表のとおりとする。 

試験の種類 試験片の数 

継手引張試験 １個 

型曲げ試験 １個 
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破壊靭性試験 

落重試験 溶接金属部について１組（２個） 

衝撃試験 
溶接金属部について１組（３個） 

熱影響部について１組（３個） 

３ 次のイ又はロのいずれかに掲げる場合は、型曲げ試験の代わりに、長手表曲げ試験及び長手裏

曲げ試験（以下「長手曲げ試験」という。）とすることができる。       

 イ 溶接されたそれぞれの母材の伸び又は降伏点が著しく異なる場合 

 ロ 母材と溶接金属の伸び又は降伏点が著しく異なる場合 

４ 厚さが１０ｍｍ未満の場合であって、裏曲げ試験又は長手曲げ試験を行うことが困難な場合 

は、ローラ曲げ試験とすることができる。 

５ 次のイからニまでのいずれかに掲げる溶接部については、破壊靭性試験を行うことを要しな

い。       

 イ 厚さが１６ｍｍ未満の溶接部 

 ロ 外径が１６９ｍｍ未満の管の溶接部 

 ハ 厚さが１６ｍｍ又は外径が１６９ｍｍ未満の管に接続されるフランジ又は管継手の溶接部 

 ニ イからハまでに掲げるもの以外の溶接部であって、次の（１）又は（２）のいずれかに掲げ

るもの 

  （１） 熱影響部であって、母材が別表第１に掲げるＰ―８、Ｐ―４３若しくはＰ―４５に属

するもの又は非鉄金属であるもの 

  （２） 溶接金属部であって、溶接金属がオーステナイト系ステンレス合金、ニッケルクロム

鉄合金又は非鉄金属であるもの 

 

別表第８ 継手引張試験、型曲げ試験及びローラ曲げ試験（第11条関係） 

試験の種類 試験片 試験の方法 合格基準 

継手引張試

験 

１ 形状及び寸法は、

日本工業規格 Ｚ３

１２１「突合せ溶接

継手の引張試験方

法」（以下この表に

おいて「ＪＩＳ Ｚ

３１２１」という。）

の「３ 試験片」に

よること。 

 ＪＩＳ Ｚ３１２１の「５ 試

験方法」によること。 

 試験片（試験片の欄

の２の場合にあって

は、それぞれの試験片）

の引張強さが母材の規

格による引張強さ（付

表の母材の種類の欄に

掲げる母材にあって

は、その区分に応じ、

それぞれ同表の最小引

張強さの欄に掲げる最

小引張強さ）の最小値

以上であるとき。 

２ 試験機の能力が不

足で、試験片の厚さ

のままで試験ができ

ない場合は、薄のこ

ぎりでこれを所要の

厚さに分割すること

ができる。 

型

曲

げ

試

験 

側曲

げ試

験 

１ 形状及び寸法は、

ＪＩＳ Ｚ３１２２

の「３ 試験片」に

よること。ただし、

試験片の厚さは、溶

接部の厚さとし、１

０ｍｍを超える場合

 ＪＩＳ Ｚ３１２２の「５ 試

験用ジグ」を使用し、ＪＩＳ Ｚ

３１２２の「６ 試験方法」によ

ること。この場合において、次の

表の母材の区分の欄に掲げる母

材にあっては、その区分に応じ、

ＪＩＳ Ｚ３１２２の「表３ 試

 溶接部が、次の１か

ら３までに適合すると

き。 
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は、１０ｍｍ（母材

が別表第１に掲げる

Ｐ―２３に属するも

のにあっては、８．

０ｍｍを超える場合

は、８．０ｍｍ）と

すること。 

験用ジグの寸法」中Ｒ、Ｂ及び

Ｒ′の欄に掲げる値は、それぞれ

次の表のジグの寸法の欄に掲げ

るＲ、Ｂ及びＲ′の値とする。 

２ 溶接部の表面は、

滑らかで、かつ、試

験片の長手方向以外

に刃物跡がないこ

と。 

１ 長さ３ｍｍを超え

る割れ（縁角に発生

するものを除く。）

がないこと。 

裏曲

げ試

験 

１ 形状及び寸法は、

ＪＩＳ Ｚ３１２２

の「３ 試験片」に

よること。ただし、

試験片の厚さは、溶

接部の厚さとし、１

０ｍｍを超える場合

は、１０ｍｍ（母材

が別表第１に掲げる

Ｐ―２３に属するも

のにあっては、８．

０ｍｍを超える場合

は、８．０ｍｍ）と

すること。 

母材の

区分 

ジグの寸法 

Ｒ Ｂ Ｒ′ 

別表第

１に掲

げるＰ

―１１

Ａ、Ｐ

―１１

Ｂ又は

Ｐ―２

５ 

（１

０／

３）

ｔ 

（２

０／

３）

ｔ 

（１

３／

３）

ｔ＋

１．

６ 

別表第

１に掲

げるＰ

―２３ 

（３

３／

４）

ｔ 

（３

３／

２）

ｔ 

（３

７／

４）

ｔ＋

０．

８ 

別表第

１に掲

げるＰ

―５１ 

４ｔ ８ｔ 

５ｔ

＋

１．

６ 

別表第

１に掲

げるＰ

―５２ 

５ｔ 
１０

ｔ 

６ｔ

＋

１．

６ 

 

（備考） 

１ 寸法の単位は、ｍｍとする。 

２ ｔは、試験片の厚さとする。 

２ 長さ３ｍｍ以下の

割れの長さの合計

（試験片を分割した

場合にあっては、そ

れぞれの試験片の長

さ３ｍｍ以下の割れ

の長さの合計）が７

ｍｍを超えないこ

と。 

２ 溶接部の表面は、

滑らかで、かつ、試

験片の長手方向以外

に刃物跡がないこ

と。 

３ 割れ及びブローホ

ールの個数の合計

（試験片を分割した

場合にあっては、そ

れぞれの試験片の割

れ及びブローホール

の個数の合計）が１

０個を超えないこ

と。 

    

１ 試験片の形状及び

寸法は、次の図１及

び図２によること。 

  

 図１ 長手表曲げ試

験片の場合 

（略） 

  

 図２ 長手裏曲げ試

験片の場合 

（略） 

  

 

長手

表曲

（備考）         

（１） 寸法の単位は、         
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げ試

験及

び長

手裏

曲げ

試験 

ｍｍとする。  

（２） ｗは、試験片

の幅とし、ａは、

溶接部の広い方

の側の幅とする。

ただし、ａの値に

１２ｍｍを加え

た値が４０ｍｍ

以下の場合にあ

っては、ｗは、４

０ｍｍとする。

（備考） 図２ 

長手裏曲げ試験

片の場合 （略） 

        

（３） ｔは、試験片 

の厚さとし、試

験片の厚さが１

０ｍｍを超える

場合は、１０ｍ

ｍ（母材が別表

第１に掲げるＰ

―２３に属する

ものにあって

は、８．０ｍｍ

を超える場合

は、８．０ｍｍ）

とする。 （１） 

寸法の単位は、

ｍｍとする。

（備考） 

        

 （４） Ｒは、１．

５ｍｍ以下と

する。 （２） 

ｗは、試験片の

幅とし、ａは、

溶接部の広い

方の側の幅と

する。ただし、

ａの値に１２

ｍｍを加えた

値が４０ｍｍ

以下の場合に

あっては、ｗ

は、４０ｍｍと

する。 （１） 

寸法の単位は、

ｍｍとする。 

        

２ 溶接部の表面は、

母材と同一面まで削

ること。 （３） ｔ
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は、試験片の厚さと

し、試験片の厚さが

１０ｍｍを超える場

合は、１０ｍｍ（母

材が別表第１に掲げ

るＰ―２３に属する

ものにあっては、８．

０ｍｍを超える場合

は、８．０ｍｍ）と

する。 （２） ｗ

は、試験片の幅とし、

ａは、溶接部の広い

方の側の幅とする。

ただし、ａの値に１

２ｍｍを加えた値が

４０ｍｍ以下の場合

にあっては、ｗは、

４０ｍｍとする。 

３ 溶接部の表面は、

滑らかで、かつ、試

験片の長手方向以外

に刃物跡がないこ

と。 （４） Ｒは、

１．５ｍｍ以下とす

る。 （３） ｔは、

試験片の厚さとし、

試験片の厚さが１０

ｍｍを超える場合

は、１０ｍｍ（母材

が別表第１に掲げる

Ｐ―２３に属するも

のにあっては、８．

０ｍｍを超える場合

は、８．０ｍｍ）と

する。 

        

４ 試験片の切り取り

が熱切断による場合

は、削り代を３ｍｍ

以上とすること。２ 

溶接部の表面は、母

材と同一面まで削る

こと。 （４） Ｒ

は、１．５ｍｍ以下

とする。 

        

  

 ＪＩＳ Ｚ３１２４の「５ 試

験用ジグ」を使用し、ＪＩＳ Ｚ

３１２４の「６ 試験方法」によ

り１８０度曲げること。この場合

において、ＪＩＳ Ｚ３１２４の

「表２ 試験用ジグの寸法」中Ｒ
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は、次の表の左欄に掲げる母材の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる値とする。３ 溶接部の

表面は、滑らかで、かつ、試験片

の長手方向以外に刃物跡がない

こと。２ 溶接部の表面は、母材

と同一面まで削ること。 

４ 試験片の切り取り

が熱切断による場合

は、削り代を３ｍｍ以

上とすること。３ 溶

接部の表面は、滑らか

で、かつ、試験片の長

手方向以外に刃物跡が

ないこと。 

   

母材の区分 Ｒ 

別表第１に掲げ

るＰ―１１Ａ、

Ｐ―１１Ｂ又は

Ｐ―２５ 

（１０／

３）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―２３ 

（３３／

４）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５１ 
４ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５２ 
５ｔ 

前各項に掲げる

もの以外のもの 
２ｔ 

 

   

  

ＪＩＳ Ｚ３１２４の「５ 試験

用ジグ」を使用し、ＪＩＳ Ｚ３

１２４の「６ 試験方法」により

１８０度曲げること。この場合に

おいて、ＪＩＳ Ｚ３１２４の

「表２ 試験用ジグの寸法」中Ｒ

は、次の表の左欄に掲げる母材の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる値とする。４ 試験片の

切り取りが熱切断による場合は、

削り代を３ｍｍ以上とすること。 

  

 

 

母材の区分 Ｒ 

別表第１に掲げ

るＰ―１１Ａ、

Ｐ―１１Ｂ又は

Ｐ―２５ 

（１０／

３）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―２３ 

（３３／

４）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５１ 
４ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５２ 
５ｔ 

前各項に掲げる

もの以外のもの 
２ｔ 

（備考） 

１ 寸法の単位は、ｍｍとする。 

２ ｔは、試験片の厚さとする。 
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ＪＩＳ Ｚ３１２４の「５ 試

験用ジグ」を使用し、ＪＩＳ Ｚ

３１２４の「６ 試験方法」によ

り１８０度曲げること。この場合

において、ＪＩＳ Ｚ３１２４の

「表２ 試験用ジグの寸法」中Ｒ

は、次の表の左欄に掲げる母材の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる値とする。 

母材の区分 Ｒ 

別表第１に掲げ

るＰ―１１Ａ、

Ｐ―１１Ｂ又は

Ｐ―２５ 

（１０／

３）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―２３ 

（３３／

４）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５１ 
４ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５２ 
５ｔ 

前各項に掲げる

もの以外のもの 
２ｔ 

（備考） 

１ 寸法の単位は、ｍｍとする。 

２ ｔは、試験片の厚さとする。 

 

ローラ曲げ

試験 

１ 形状及び寸法は、

日本工業規格 Ｚ３

１２４「突合せ溶接

継手のローラ曲げ試

験方法」（以下この

表において「ＪＩＳ 

Ｚ３１２４」とい

う。）の「３ 試験

片」によること。た

だし、試験片の厚さ

は、溶接部の厚さと

する。 

母材の区分 Ｒ 

別表第１に掲げ

るＰ―１１Ａ、

Ｐ―１１Ｂ又は

Ｐ―２５ 

（１０／

３）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―２３ 

（３３／

４）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５１ 
４ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５２ 
５ｔ 

前各項に掲げる

もの以外のもの 
２ｔ 

 

（備考） 

１ 寸法の単位は、ｍｍとする。 

２ ｔは、試験片の厚さとする。 

 

 

２ 溶接部の表面は、

滑らかで，かつ、試

験片の長手方向以外

に刃物跡がないこ

と。 

母材の区分 Ｒ 

別表第１に掲げ

るＰ―１１Ａ、

Ｐ―１１Ｂ又は

Ｐ―２５ 

（１０／

３）ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―２３ 

（３３／

４）ｔ 
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  別表第１に掲げ

るＰ―５１ 
４ｔ 

別表第１に掲げ

るＰ―５２ 
５ｔ 

前各項に掲げる

もの以外のもの 
２ｔ 

 

（備考） 

１ 寸法の単位は、ｍｍとする。 

２ ｔは、試験片の厚さとする。 

  

 

別表第９ 破壊靭性試験（第11条関係） 

機器 試験の方法 合格基準 

第１

種容

器 

 母材が別表

第１に掲げる

Ｐ―６に属し、

かつ、溶接金属

がマルテンサ

イト系ステン

レス合金の場

合であるもの

以外のもの 

 次の１から３まで

に掲げる方法により

関連温度を求めるこ

と。 

 関連温度が、次の表の左欄に掲げる機器の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる温度以下で

あるとき。 

１ 次のイからハま

でのいずれかの温

度を無延性遷移温

度とする。 

 イ 落重試験を行

ったとき、１組

の試験片が非破

断である場合の

温度より５度低

い温度 

 ロ 落重試験を行

ったとき、１組

の試験片の１個

が非破断であり

他の１個が破断

である場合は、

落重試験を新た

な２組の試験片

について再度行

ったときに、当

該２組の試験片

が非破断である

場合の温度より

５度低い温度 

 ハ 落重試験を行

わない溶接部

は、次の（１）

から（３）のい

ずれかに掲げる

温度 

 （１） 第１種容
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器にあって

は、次の不

等式を満足

する「Ｒ」

で示される

温度 

９４．８９＋４．３

３４ｅ（０．０２６１（Ｔ－Ｒ

＋８８．９））＞Ｋ 

 Ｔは、運転状態に

おける当該容器の母

材の温度（度を単位

とする。） 

 Ｋは、運転状態に

おける当該容器の母

材の応力と応力係数

との積 

 （２） 第１種管

にあって

は、当該管

の最低使用

温度より５

６度低い温

度 

 （３） 第３種容

器、第４種

容器、第３

種管及び第

４種管にあ

っては、当

該容器又は

管の最低使

用温度より

１７度低い

温度 

２ 次のイ又はロの

いずれかに適合す

る場合は、無延性

遷移温度を関連温

度とする。 

 イ 無延性遷移温

度より３３度高

い温度以下の温

度で衝撃試験を

行ったとき、そ

れぞれの試験片

の吸収エネルギ

ーが６８Ｊ以上

及び横膨出量が

機器 温度 

第１種容器 

 当該容器について、次の不等式を満足する

「Ｒ」で示される温度。９４．８９＋４．３

３４ｅ（０．０２６１（Ｔ－Ｒ＋８８．９））＞Ｋ Ｔは、

運転状態における容器の母材の温度（度を単

位とする。） Ｋは、運転状態における容器

の母材の応力と応力係数との積 

第１種管 
 当該管の最低使用温度より５６度低い温

度 
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０．９０ｍｍ以

上であること。 

第３種容器 

 当該容器又は管の最低使用温度より１７

度低い温度 

第４種容器 

第３種管 

第４種管 
 

 ロ イに適合しな

い場合であっ

て、次の（１）

及び（２）に適

合するときは、

衝撃試験を新た

な１組の試験片

について再度行

った場合に当該

１組の試験片が

イに適合するこ

と。 

 （１） １組の試

験片の吸収

エネルギー

の平均値及

び横膨出量

の平均値が

イに定める

値以上であ

ること。 

 （２） イに適合

しない試験

片が１組に

ついて１個

であり、か

つ、当該試

験片の吸収

エネルギー

が５４Ｊ以

上及び横膨

出量が０．

７５ｍｍ以

上であるこ

と。 

３ ２に適合しない

場合は、無延性遷

移温度より３３度

高い温度を超える

温度で衝撃試験を

行い、すべての試

験片が２イ又はロ

に適合するとき

は、その温度より

３３度低い温度を

関連温度とする。 
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第３

種容

器 

 次の１又は

２のいずれか

に掲げるもの

以外のもの 

  

  

第４

種容

器 

１ 厚さが６

３ｍｍ以下の

もの 

  

第１

種管 

２ 母材が別

表第１に掲げ

るＰ―６に属

し、かつ、溶接

金属がマルテ

ンサイト系ス

テンレス合金

の場合である

もの 

  

第３

種管 
    

第４

種管 
    

第１

種容

器 

 母材が別表

第１に掲げる

Ｐ―６に属し、

かつ、溶接金属

がマルテンサ

イト系ステン

レス合金の場

合であるもの 

 最低使用温度以下

の温度で衝撃試験を

行うこと 

 それぞれの試験片の横膨出量が、次の表の左欄

に掲げる厚さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる値以上であるとき。 

 

厚さ（ｍｍ） 横膨出量（ｍｍ） 

１６以上１９以下 0.5 

１９を超え３８以下 0.65 

３８を超えるもの 1 
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第３

種容

器 

 次の１又は

２のいずれか

に掲げるもの 

  

第４

種容

器 

１ 厚さが６

３ｍｍ以下の

もの 

第１

種管 

２ 母材が別

表第１に掲げ

るＰ―６に属

し、かつ、溶接

金属がマルテ

ンサイト系ス

テンレス合金

の場合である

もの 

第３

種管 
  

第４

種管 
  

第２種容器 

 最低使用温度より

１７度低い温度以下

で、落重試験又は衝

撃試験のいずれかを

行うこと。 

 次の１又は２のいずれかに適合するとき。 

１ 落重試験にあっては、すべての試験片が非破

断であるとき。 

２ 衝撃試験にあっては、それぞれの試験片の吸

収エネルギーが付表の母材の種類の欄に掲げる

母材の種類に応じ、それぞれ同表の吸収エネル

ギーの欄に掲げる値以上であるとき。 

（備考） 

 １ 落重試験は、次のイからルまでによらなければならない。 

  イ 試験片の寸法は、次の表の試験片の種類の欄に掲げる試験片の種類に応じ、それぞ

れ同表の寸法の欄に掲げるとおりとする。 

試験片の種類 
寸法（ｍｍ） 

厚さ 長さ 幅 

１  種 ２５（２５） ３６０（１０） ９０（２．０） 

２  種 １９（１．０） １３０（１０） ５０（１．０） 

３  種 １６（０．５） １３０（１０） ５０（１．０） 

（備考） 括弧内は、許容差を示す。 

 ロ 試験片の片面（第１種容器、第２種容器又は第１種管のフェライト系鋼材の場合であ

って、試験板の溶接部について冷間曲げ加工を行う場合にあっては、当該試験板の引張

り側とする。）の長手方向に長さ６０ｍｍ以上７０ｍｍ以下で幅が１２ｍｍ以上１６ｍｍ
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以下の溶接ビードを表面硬化用溶接棒を使用して溶接すること。この場合において、溶

接ビードは、次の図に示すように、その中心が試験片の中心に一致し、かつ、Ａ点及び

Ｂ点から出発してそれぞれＣ点が終点となるように溶接しなければならない。 

図表 （略） 

 ハ 溶接ビードの中央には、次の図に示すような切欠きを設けること。 

図表 （略） 

（備考） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

 ニ 試験片の長手中心軸は、溶接線の長手方向と直角すること。 

 ホ 試験板の厚さが５０ｍｍ以下の場合は、試験片の長手中心軸が試験板の内外面の中央

と一致するようにすること。 

 ヘ 試験板の厚さが５０ｍｍを超える場合は、試験片の長手中心軸が試験板の表面から厚

さの４分の１以上離れた位置にあるようにすること。 

 ト 落錘の重量は、２３ｍｍ以上１３６ｍｍ以下とし、落錘の試験片に接する面の形状は、

半径が２５ｍｍの半円柱形の側面の形状であること。 

 チ 試験片を置く受台の寸法は、次の表の試験片の種類の項に掲げる試験片の種類に応じ、

それぞれ同表の受台各部の寸法の項に掲げるとおりとすること。 

 

試験片の種類 １種 ２種 ３種 

受台各部

の寸法

（ｍｍ） 

Ｓ ３０５（１．５） １００（１．５） １００（１．５） 

Ｄ ７６（０．１） １５（０．１） １９（０．１） 

Ｃ ３８以上 ３８以上 ３８以上 

Ｅ ９０以上 ５０以上 ５０以上 

Ｆ ５０以上 ５０以上 ５０以上 

Ｇ ５０（２５） ５０（２５） ５０（２５） 

Ｒ １．０（０．１） １．０（０．１） １．０（０．１） 

Ｈ ９０以上 ５０以上 ５０以上 

Ｉ ３２（３．０） ２２（３．０） ２２（３．０） 

Ｊ １０以上 １０以上 １０以上 

（備考）１ 括弧内は、許容差を示す。 

       ２ 表中Ｓ、Ｄ、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｒ（曲率半径）、Ｈ、Ｉ及びＪは、それぞれ次の

図によること。 

図表 （略） 

 リ 試験片に対する落重は、チに掲げる受台の上に溶接ビードのある面が下になるように
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試験片を置き、ヌに規定する落重エネルギーで落錘を１．２ｍｍ以上の高さから落下さ

せて行うこと。この場合において、試験片の表面が受台のたわみ止めに接しない場合は、

ヌに規定する落重エネルギーより高いエネルギーで行うものとし、ｌ種試験片にあって

は１３６Ｊ、２種試験片及び３種試験片にあっては、６８Ｊずつ増加させ、試験片の表

面が受台のたわみ止めに接するようにすること。 

 ヌ 落重エネルギーは、次の表の試験片の種類の欄に掲げる試験片の種類及び同表の試験

片の降伏点の欄に掲げる試験片の降伏点に応じ、それぞれ同表の落重エネルギーの欄に

掲げる値とすること。 

 

試験片の種類 試験片の降伏点（Ｎ／平方メートル） 落重エネルギー（Ｊ） 

１種 

２１０を超え３４０以下 800 

３４０を超え４８０以下 1100 

４８０を超え６２０以下 1350 

６２０を超え７６０以下 1650 

２種 

２１０を超え４１０以下 350 

４１０を超え６２０以下 400 

６２０を超え８３０以下 450 

８３０を超え１０３０以下 550 

３種 

２１０を超え４１０以下 350 

４１０を超え６２０以下 400 

６２０を超え８３０以下 450 

８３０を超え１０３０以下 550 

ル 試験の結果は、次の３種類に分類する。 

  （１） 破断 溶接ビードの切欠き底部のみに割れが生じている場合であって、溶接ビ

ードを溶接した面のいずれかの端まで当該割れが進行している場合をいう。 

  （２） 非破断 溶接ビードの切欠き底部のみに割れが生じている場合であって、溶接

ビードを溶接した面のいずれの端までにも当該割れが進行していない場合をいう。 

  （３） 無効 イ及びロ以外の場合をいう。 

 ２ 衝撃試験は、次のイからヘまでによらなければならない。 

  イ 試験片の形状及び寸法は、日本工業規格Ｚ２２０２「金属材料衝撃試接金属部にあ

っては、試験板の表面（第１種容器、第２種容器又は第１種管のフェライト系鋼材の

場合であって、試験板の溶接部について冷間曲げ加工を行う場合にあっては、当該試

験板の引張り側とする。）から１３ｍｍ以上深い所にあるようにし、熱影響部にあって

は、試験板の表面から厚さの４分の１の所にあるようにすること。 
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  ロ 試験片の長手中心軸は、溶接線の方向と直角であること。 

  ハ 試験板の厚さが２５ｍｍ以下の場合は、試験片の長手中心軸が試験板の内外面の中

央と一致するようにすること。 

  ニ 試験板の厚さが２５ｍｍを超える場合は、試験片の長手中心軸が溶接金属部にあっ

ては、試験板の表面（第１種容器、第２種容器又は第１種管のフェライト系鋼材の場

合であって、試験板の溶接部について冷間曲げ加工を行う場合にあっては、当該試験

板の引張り側とする。）から１３ｍｍ以上深い所にあるようにし、熱影響部にあっては、

試験板の表面から厚さの４分の１の所にあるようにすること。 

  ホ 試験の方法及び吸収エネルギーの算出は日本工業規格Ｚ２２４２「金属材料衝撃試

験方法」（シャルピー衝撃試験に係る部分に限る。）によること。 

  ヘ 横膨出量は、次の計算式により計算した値とすること。δ＝（δ１又はδ４のうち

いずれか大きい値）＋（δ２又はδ３のうちいずれか大きい値）δは、横膨出量δ１、

δ２、δ３及びδ４は、破断後の試験片の変形量であって、それぞれ次の図に示す値

（ｍｍを単位とする。） 

図表 （略） 

 ３ この表において「最低使用温度」とは、機器の運転状態又は試験状態において生ずる

最低の温度以下の温度であって、設計上定めるものをいう。  

 

別表第１０ 再試験（第11条関係）  

試験の種類 再試験が行えるとき 再試験片の数 

継手引張試験 

 試験片が溶接部で切れたときの引張強さが母材の規格

による引張強さの最小値又は付表に掲げる最小引張強さ

のいずれか小さい方の値の９０％以上であるとき。 

試験片１個に

ついて２個 

側曲げ試験 

割れの原因が溶接部の欠陥以外にあることが明らかで

あるとき。 

試験片１個に

ついて２個 

裏曲げ試験 

長手表曲げ試

験 

長手裏曲げ試

験 

ローラ曲げ試

験 
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破壊靭性試験 

第

１

種

容

器 

 厚さが６３ｍｍ以下のもの（第１種容器を除く。）

又は母材が別表第１に掲げるＰ―６に属し、かつ、

溶接金属がマルテンサイト系ステンレス合金の場合

の衝撃試験であって、次の１及び２に適合している

とき。 

１組の試験片

について１組 

第

３

種

容

器 

１ １組の試験片の横膨出量の平均値が別表第９

の機器の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

の合格基準の欄に掲げる合格基準（以下この表

において「衝撃試験の合格基準」という。）に、

それぞれ適合するとき。 

第

４

種

容

器 

２ 衝撃試験の合格基準に適合しない試験片が１

個であり、かつ、当該試験片の横膨出量が、次

の表の左欄に掲げる厚さの区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる値以上であるとき。 

第

１

種

管 

厚 さ（ｍｍ） 横膨出量（ｍｍ） 

第

３

種

管 

１６以上１９以下 0.35 

第

４

種

管 

１９を超え３８以下 0.5 

  ３８を超えるもの 0.85 

第

２

種

容

器 

落重試験にあっては、１個の試験片が非破断であ

るとき。 

  

１組の試験片

について２組 

衝撃試験にあっては、１組の試験片の平均値及び

当該１組の試験片のうち２個以上の試験片の最小値

がそれぞれ付表に掲げる吸収エネルギーの値以上で

あるとき。 

  

１組の試験片

について１組 
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別表第１１ 耐圧試験（第12条関係） 

機  器 試験圧力 

第１種

容器 

内圧を

受ける

もの 

 原子炉容器（原子炉冷却材圧

力バウンダリに属するものに

限る。） 

 当該容器の最初の据付け後燃料を装

入するまでの間においては最高使用圧

力の１．２５倍、その後においては通常

運転時における圧力の１．１倍の水圧

（水圧で試験を行うことが困難である

場合は、気圧） 

その他のもの 

 原子炉容

器（原子炉冷

却材圧力バ

ウンダリに

属するもの

に限る。）と

一体で試験

を行う必要

があるもの 

 原子炉容器（原子炉冷却材圧力バウン

ダリに属するものに限る。）の最初の据

付け後燃料を装入するまでの間におい

ては当該容器の最高使用圧力の１．２５

倍、その後においては当該容器の通常運

転時における圧力の１．１倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

その他のも

の 

最高使用圧力の１．２５倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

外圧を

受ける

もの 

内部が大気

圧未満になる

ことにより、大

気圧により外

圧を受けるも

の以外のもの 

  

外圧と内面に受ける圧力との最高の

差の１．２５倍の水圧（水圧で試験を行

うことが困難である場合は、気圧） 

第２種

容器 

内圧を受けるもの 

最高使用圧力の１．１２５倍の気圧

（気圧で試験を行うことが困難である

場合は、最高使用圧力の１．３５倍の水

圧） 

外圧を

受ける

もの 

内圧が大気圧

未満になるこ

とにより、大気

圧により外圧

を受けるもの 

  
大気圧と内面に受ける圧力との最高

の差の１．５倍の気圧又は水圧 

その他のもの   

外圧と内面に受ける圧力との最高の

差の１．１２５倍の気圧（気圧で試験を

行うことが困難である場合は、当該差の

１．３５倍の水圧） 

第３種

容器 

内圧を

受ける

もの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧

力バウンダリに属するものを

除く。）及び原子炉容器と一体

で試験を行う必要があるもの 

原子炉容器の最初の据付け後燃料を

装入するまでの間においては当該容器

の最高使用圧力の１．２５倍、その後に

おいては当該容器の通常運転時におけ

る圧力の１．１倍の水圧（水圧で試験を
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行うことが困難である場合は、気圧） 

第４種

容器 
開放容器   

胴板の頂部（屋根がない場合は、頂部

の山形鋼の下部）より５０ｍｍ下部（い

つ出口がある場合は、いつ出口の下部）

まで水を満たしたときの圧力 

  その他のもの   

最高使用圧力の１．５倍の水圧（水圧

で試験を行うことが困難である場合は、

最高使用圧力の１．２５倍の気圧） 

  

外圧を

受ける

もの 

内部が大気

圧未満になる

ことにより、大

気圧により外

圧を受けるも

の（開放容器を

除く。） 

  
 大気圧と内面に受ける圧力との最高

の差の１．５倍の水圧又は気圧 

  その他のもの   

外圧と内面に受ける圧力との最高の

差の１．５倍の水圧（水圧で試験を行う

ことが困難である場合は、当該差の１．

２５倍の気圧） 

第１種

管 

内圧を

受ける

もの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧

力バウンダリに属するものに

限る。）と一体で試験を行う必

要があるもの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力バウン

ダリに属するものに限る。）の最初の据

付け後燃料を装入するまでの間におい

ては当該容器の最高使用圧力の１．２５

倍、その後においては当該容器の通常運

転時における圧力の１．１倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

その他のもの   

最高使用圧力の１．２５倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

外圧を

受ける

もの 

内部が大気

圧未満になる

ことにより、

大気圧により

外圧を受ける

もの以外のも

の 

  

外圧と内面に受ける圧力との最高の

差の１．２５倍の水圧（水圧で試験を行

うことが困難である場合は、気圧） 

第３種

管第４

種管 

内圧を

受ける

もの 

原子炉容器と一体で試験を

行う必要があるもの 

 原子炉容器の最初の据付け後燃料を

装入するまでの間においては当該容器

の最高使用圧力の１．２５倍、その後に

おいては当該容器の通常運転時におけ

る圧力の１．１倍の水圧（水圧で試験を

行うことが困難である場合は、気圧） 
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試験圧力

の異なる容

器又は管と

一体で試験

を行う必要

があるもの

（上欄に掲

げるものを

除き、当該容

器又は管と

直接接続さ

れる継手の

溶接部に限

る。） 

  
低い方の圧力による水圧（水圧で試験

を行うことが困難である場合は、気圧） 

開放容器

に接続され

るもの（当該

容器に最も

近い止め弁

までの部分

に限る。） 

  

当該容器の胴板の頂部（当該容器に屋

根がない場合は、頂部の山形部の下部よ

り５０ｍｍ下部（いつ出口がある場合

は、いつ出口の下部））まで水を満たし

たときの圧力 

その他のも

の 
  

最高使用圧力の１．５倍の水圧（水圧

で試験を行うことが困難である場合は、

最高使用圧力の１．２５倍の気圧） 

外圧を

受ける

もの 

内部が大

気圧未満に

なることに

より、大気圧

により外圧

を受けるも

の（開放容器

に接続され

るものであ

って、当該容

器に最も近

い止め弁ま

での部分を

除く。） 

  
大気圧と内面に受ける圧力との最高

の差の１．５倍の水圧又は気圧 

その他のも

の 
  

外圧と内面に受ける圧力との最高の

差の１．５倍の水圧（水圧で試験を行う

ことが困難である場合は、当該差の１．

２５倍の気圧） 

第５種

管 
内圧を受けるもの 

最高使用圧力の１．２５倍の気圧又は

水圧 
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外圧を

受ける

もの 

内部が大

気圧未満に

なることに

より、大気圧

により外圧

を受けるも

の（開放部に

より内部と

外部が通じ

ている管を

除く。） 

  
大気圧と内面に受ける圧力との最高

の差の１．５倍の気圧又は水圧 

その他のも

の 
  

外圧と内面に受ける圧力との最高の

差の１．２５倍の気圧又は水圧 

（備考） 

 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とすることが

できる。 

 

別表第１２ 放射線透過試験（第13条関係） 

試

験

の

方

法 

増感紙を使用する場合 
増感紙にあっては、蛍光性のもの（第１種容器及び第１種管

以外のものにあっては、金属蛍光増感紙を除く。）でないこと。 

撮

影 

撮影原則 

撮影は、原則として試験部の透過する厚さが最小となる方向

に放射線源を置き、かつ、単壁撮影とすること。（第２種継手、

第３種継手又は第４種継手の溶接部の全周を同時に撮影する場

合にあっては、放射線源をその中心軸上に置くこと。）ただし、

第２種継手、第３種継手又は第４種継手の溶接部であって、単

壁撮影が困難な場合は、二重壁撮影とすることができる。 

二

重

壁

撮

影 

外径が９０ｍ

ｍを超える場

合 

撮影は、二重壁片面撮影とし、像が重ならないように等間隔

に４回以上で、かつ、フィルム側の溶接部が観察できるように

行うこと。 

外径が９０ｍ

ｍ以下の場合 

次の１及び２に適合すること。ただし、撮影を、二重壁片面

撮影とし、像が重ならないように等間隔に４回以上で、かつ、

フィルム側の溶接部が観察できるように行う場合は、この限り

でない。 

１ 撮影は、二重壁両面撮影とし、像が重ならないように互い

に９０度離れた方向から２回以上行うこと。ただし、像が重

なる場合は、等間隔に３回以上行わなければならない。 

２ 透過度計は、溶接部の線源側に置くこと。 

フィルムの位置 フィルムは、溶接部の放射線源と反対の側にできるだけ接近
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して置くこと。 

放射

線源

と溶

接部

の線

源側

との

距離

（全

周を

同時

に撮

影す

る場

合を

除

く。） 

第１種容器及

び第１種管の

場合 

透過度計（透過度計をフィルム側に置く場合は、溶接部の線

源側の表面）とフィルムとの間の距離の５倍に線源寸法（ｍｍ

を単位とした値）を乗じた値又は試験部の有効長さの３倍の値

のうち、いずれか大きい方に等しい距離以上であること。ただ

し、機器等の構造上これによることが著しく困難である場合は、

この限りでない。 

第２種容器、第

３種容器、第４

種容器、第３種

管、第４種管及

び第５種管の

場合 

 透過度計（透過度計をフィルム側に置く場合は、溶接部の線

源側の表面）とフィルムとの間の距離の２．５倍に線源寸法（ｍ

ｍを単位とした値）を乗じた値又は試験部の有効長さの２倍の

値のうち、いずれか大きい方に等しい距離以上であること。な

お、機器等の構造上これによることが著しく困難である場合は、

この限りでない。 

散乱線の防止 
散乱線の影響のおそれのある場合は、当該散乱線の影響を防

止する措置を講ずること。 

透

過

度

計

の

使

用

方

法 

透過度計の使用区

分 
有孔形透過度計を使用すること。 

材

厚

の

測

定

方

法 

突合せ溶接に

よる溶接部の

場合 

材厚の測定方法は、日木工業規格Ｚ３１０４「鋼溶接部の放

射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法」（以下この

表において「ＪＩＳＺ３１０４」という。）の「２．３ 母材

の厚さおよび材厚」によるものであること。なお、管円周溶接

部にあっては、日本工業規格Ｚ３１０８「アルミニウム菅の円

周溶接部の放射線透過試験方法」（以下この表において「ＪＩ

ＳＺ３１０８」という。）の「３．１ 管の肉厚及び材厚」、

Ｔ形溶接部にあっては、日本工業規格Ｚ３１０９「アルミニウ

ムのＴ形溶接部の放射線透過試験方法」（以下この表において

「ＪＩＳＺ３１０９」という。）の「３．２ 母材の厚さ及び

材厚」によることができる。また、別表第１に掲げるＰ―５１

又はＰ―５２に属する母材にあっては、日本工業規格 Ｚ３１

０７「チタン溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等

級分類方法」の「２．３ 母材の厚さ及び材厚」によることが

できる。 

突合せ溶接以

外による溶接

部の場合 

材厚の測定方法は、放射線が透過する方向の母材の厚さ（二

重壁撮影の場合は、それぞれの母材の厚さの合計）に、溶接部、

裏あて金等の厚さを加えたものとすること。 

設

置

方

法 

有

孔

形

透

配置 

透過度計は、溶接部の線源側（溶接部の線源側に置くことが

困難な場合は、記号「Ｆ」を付してフィルム側）にこれに接近

して置くこと。ただし、溶接部に接近して置くことが困難な場

合は、溶接部の上に置くことができる。 
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過

度

計

を

使

用

す

る

場

合 

個数 

透過度計は、各フィルムに１個（全周を同時に撮影する場合

は、等間隔に３個（母材が別表第１に掲げるＰ―２１、Ｐ―２

２、Ｐ―２３又はＰ―２５に属する場合は、４個））以上写る

ように置くこと。 

全厚さ 

透過度計を置く部分の母材の全厚さ（放射線が透過する母材

の厚さをいい、二重壁撮影の場合は、それぞれの母材の厚さの

合計をいう。）と溶接部の全厚さ（放射線が透過する溶接部の

厚さをいい、二重壁撮影の場合は、それぞれの溶接部の厚さの

合計をいう。）が同等でない場合は、透過度計と母材との間に

はさみ金を置き、母材の全厚さと溶接部の全厚さとが放射線透

過に関して同等であるようにすること。 
整名 

線形透過度計

を使用する場

合 

ＪＩＳ Ｚ３１０４の「２．７ 撮影配置」によること。こ

の場合において、透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難

な場合は、記号「Ｆ」を付してフィルム側に置くことができる。

また、全周を同時に撮影する場合は、透過度計を等間隔に３個

以上写るように置くこと。 

使

用

す

べ

き

透

過

度

計 

有

孔

形

透

過

度

計 

材質 試験される溶接部と同等のものであること。 

形状、寸法 

 透過度計の形状及び寸法は、その厚さの区分に応じ、次の図

１から図３までによること。 

図１ 厚さが１．２７ｍｍ以下の場合 図略 

（備考） 

（１）  寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２）  Ｔは、透過度計の厚さとする。 

（３）  ａ１は、Ｔの２倍の値（０．５ｍｍ未満の場合は、０．

５ｍｍ）とする。 

（４） ａ２は、Ｔの値（０．２５ｍｍ未満の場合、０．２５ｍ

ｍ）とする。 

（５） ａ３は、Ｔの４倍の値（１．０ｍｍ未満の場合は、１．

０ｍｍ）とする。 

図２ 厚さが１．５２ｍｍ以上４．０ｍｍ以下の場合 図略 

（備考） 

（１） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２） Ｔは、透過度計の厚さとする。 

（３） ａ１は、Ｔの２倍の値とする。 

（４） ａ２は、Ｔの値とする。 

（５） ａ３は、Ｔの４倍の値とする。 

図３ 厚さが４．０ｍｍを超える場合 図略 

（備考） 

（１） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２） Ｔは、透過度計の厚さとする。 

（３） ａ１は、Ｔの２倍の値とする。 

（４） ａ２は、Ｔの値とする。 

（５） ａ３は、Ｔの４倍の値とする。 

（６） ａ４は、Ｔの１．３３倍の値とする。 

（７） ａ５は、Ｔの０．８３倍の値とする。 
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寸法の許容差 

 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる値以下であること。 

区分 許容差（％） 

厚さ １０ 

穴の径 １０ 
 

材厚に応じた

使用区分 

 次の１及び２によること。 

１ 透過度計の厚さ及び基準穴の径は、次の表の材厚の欄に掲

げる材厚の区分に応じ、それぞれ同表の透過度計の欄に掲げ

る厚さ及び基準穴とする。 

２ 透過度計には、次の表の透過度計の欄に掲げる厚さに応じ、

それぞれ同欄に掲げる記号を試験に影響を及ぼさない位置に

表示しなければならない。 

材厚 

（ｍｍ） 

透過度計 

放射線源側の場合 フィルム側の場合 

厚さ

（ｍ

ｍ） 

記号 基準穴 厚さ

（ｍ

ｍ） 

記号 基

準

穴 

６以下 ０．１

２ 

５ ａ３ ０．１

２ 

５ ａ

３ 

６を超

え９．５

以下 

０．１

９ 

７ ａ３ ０．１

９ 

７ ａ

３ 

９．５を

超え１

３以下 

０．２

５ 

１０ ａ３ ０．２

５ 

１０ ａ

３ 

１３を

超え１

６以下 

０．３

１ 

１２ ａ３ ０．３

１ 

１２ ａ

３ 

１６を

超え１

９以下 

０．３

８ 

１５ ａ３ ０．３

１ 

１２ ａ

３ 

１９を

超え２

２以下 

０．４

３ 

１７ ａ３ ０．３

８ 

１５ ａ

３ 

２２を

超え２

５以下 

０．５

０ 

２０ ａ１ ０．３

８ 

１５ ａ

３ 

２５を

超え３

２以下 

０．６

３ 

２５ ａ１ ０．４

３ 

１７ ａ

１ 

３２を

超え３

８以下 

０．７

６ 

３０ ａ１ ０．５

０ 

２０ ａ

１ 

３８を

超え５

０．８

９ 

３５ ａ１ ０．６

３ 

２５ ａ

１ 
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１以下 

５１を

超え６

４以下 

１．０

０ 

４０ ａ１ ０．７

６ 

３０ ａ

１ 

６４を

超え７

６以下 

１．１

４ 

４５ ａ１ ０．８

９ 

３５ ａ

１ 

７６を

超え１

０２以

下 

１．２

７ 

５０ ａ１ １．０

０ 

４０ ａ

１ 

１０２

を超え

１５２

以下 

１．５

２ 

６０ ａ１ １．１

４ 

４５ ａ

１ 

１５２

を超え

２０３

以下 

２．０

０ 

８０ ａ１ １．２

７ 

５０ ａ

１ 

２０３

を超え

２５４

以下 

２．５

０ 

１００ ａ１ １．５

２ 

６０ ａ

１ 

２５４

を超え

３０５

以下 

３．０

０ 

１２０ ａ１ ２．０

０ 

８０ ａ

１ 

３０５

を超え

４０６

以下 

４．０

０ 

１６０ ａ１ ２．５

０ 

１００ ａ

１ 

４０６

を超え

５０８

以下 

５．０

０ 

２００ ａ１ ３．０

０ 

１２０ ａ

１ 

 

 

線形透過度計 

ＪＩＳ Ｚ３１０４の「２．５ 透過度計の構造」によるも

のであること。ただし、透過度計の材質が当該溶接部の材質と

同等でないものを使用する場合にあっては、相互の吸収係数に

より補正を行うことができる。 

合

格

基

準 

透過写真の具備すべき

条件 

 次の１から３までに適合すること。 

１ 透過度計の記号及び基準穴（線形透過度計を使用する場合

にあっては、この表の有孔形透過度計の項の材厚に応じた使

用区分の項に掲げる材厚の区分に応じた厚さ以下の径の線）

が明らかに現れていること。 
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２ 溶接部の位置を示す記号が、明らかに現れていること。 

３ 次の計算式により計算した試験部の欠陥以外の部分の透過

写真の濃度が、ＪＩＳ Ｚ３１０４の「２．８ 透過写真の

具備すべき条件」の表５に示す範囲に適合するように撮影さ

れていること。ただし、有孔形透過度計を使用する場合にあ

っては、更に、透過度計が置かれた部分の濃度より１５％以

上低いか又は３０％以上高い濃度の部分がないように撮影さ

れていること。 

Ｄ＝ｌｏｇ１０（Ｆｏ／Ｆ） 

 Ｄは、透過写真の濃度 

 Ｆｏは、透過写真の濃度を測定する装置から透過写真を取り

外した場合の透過光束 

 Ｆは、透過写真の濃度を測定する装置に透過写真を取り付け

た場合の透過光束 

判定基準 

 次の１から３までに適合すること。 

１ ＪＩＳ Ｚ３１０４の「３ 透過写真の等級分類方法」の

１級であること。この場合において、タングステン巻込みは、

第１種の欠陥とみなし、その欠陥点数を２分の１として判定

するものとする。ただし、第２種容器、第３種容器、第４種

容器、第３種管、第４種管及び第５種管の場合にあっては、

第１種の欠陥については、試験視野を３倍に拡大して欠陥点

数を求め、その３分の１の値を欠陥点数とすることができる。 

２ 第１種の欠陥がある場合には、その長径は、それぞれの欠

陥の隣接する他の第１種の欠陥との間の距離が２５ｍｍ未満

の場合にあっては母材の厚さの０．２倍（３．２ｍｍを超え

る場合は、３．２ｍｍ）、隣接する他の第１種の欠陥との間

の距離が２５ｍｍ以上の場合にあっては母材の厚さの０．３

倍（６．４ｍｍを超える場合は、６．４ｍｍ）の値を超えな

いこと。この場合において、１において欠陥点数として算定

しない欠陥については、欠陥とみなさない。 

３ 母材の厚さの１２倍の長さの範囲内で、隣接する第２種の

欠陥の間の距離が長い方の第２種の欠陥の長さの６倍未満で

あり、かつ、これらが連続して直線上に並んでいるときにお

けるこれらの長さの合計が母材の厚さを超えないこと。 

 

別表第１３ 超音波探傷試験（第13条関係） 

試

験

の

方

法 

方法 斜角法又は垂直法によること。 

使

用

す

べ

き

装

置 

種類 パルス反射法によるものであること。 

増幅直線性 
増幅直線性は、ブラウン管上の可読波高値の２０％以上８

０％以下の範囲内において、±５％以内であること。 

周波数 

超音波の周波数は、０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以下のもの

であること。ただし、超音波の周波数が５ＭＨｚを超えるも

のであって、十分な探傷能力を有する場合にあっては、この

限りでない。 
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斜角探触子の屈折角 

斜角法による場合は、探触子の屈折角は、溶接部の表面の

凹凸等からの反射波により試験に支障を及ぼさないもので

あること。 

基凖

感度 

斜

角

法 

肉盛り

溶接部

の場合 

対比試験片の標準穴又はこれと同等の反射効果を有する

反射体からの反射波（以下この表において「標準穴反射波」

という。）の伝ぱ距離が肉盛り部の厚さが２５ｍｍ以下のも

のにあっては、４分の１スキップ、２５ｍｍを超えるものに

あっては、８分の３スキップのときにおいて、標準穴反射波

のブラウン管上の高さが飽和値又は可読波高値の高さの７

５％以上であること。 

その他

の場合 

標準穴反射波の伝ぱ距離が溶接部の厚さが２５ｍｍ以下

のものにあっては、４分の３スキップ、２５ｍｍを超えるも

のにあっては、８分の３スキップのときにおいて、標準穴反

射波のブラウン管上の高さが飽和値又は可読波高値の高さ

の７５％以上であること。 

垂

直

法 

肉盛り

溶接部

の場合 

肉盛り部の厚さが２５ｍｍ以下のものにあっては、肉盛り

厚さの２分の１、２５ｍｍを超えるものにあっては、肉盛り

厚さの４分の１の深さにある試験片の標準穴反射波のブラ

ウン管上の高さが飽和値又は可読波高値の高さの５０％以

上であること。 

その他

の場合 

溶接部の厚さが２５ｍｍ以下のものにあっては、対比試験

片の厚さの２分の１、２５ｍｍを超えるものにあっては、対

比試験片の厚さの４分の１の深さにある試験片の標準穴反

射波のブラウン管上の高さが飽和値又は可読波高値の高さ

の５０％以上であること。 

接触媒質 液体状又はのり状の媒質を用いること。 

探傷面 

探傷面は、清浄で、かつ、滑らかであること。ただし、探

傷面に固着したスケール又は塗料であって、その表面が滑ら

かで、はく離するおそれがなく、かつ、超音波の伝ぱを妨げ

るおそれのないものは、取り除くことを要しない。 

走査 

走査は、次の１及び２により行うこと。 

１ 反射波の高さが基準感度の２倍以上（自動超音波探傷試

験装置を用いる場合を除く。）の感度で行うこと。ただし、

欠陥の評価は、基準感度で行わなければならない。 

２ 超音波が試験部全体に伝ぱするように行うこと。 

試

験

片 

材質 
対比試験片の材質は、超音波伝ぱに関して、探傷部の材質

と同等のものであること。 

形

状、

寸法 

肉盛り溶接部

の場合 

対比試験片の形状及び寸法は、次の図１又は図２によるこ

と。この場合において、標準穴は、探触子を接触させる面と

直角の面に設けなければならない。 

図１ 接触部の半径が２５４ｍｍを超える場合 図略 



別紙２ - 49 - 
 

（備考） 

（１） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２） ｌは、試験に必要な長さとする。 

（３） Ｔ、ａ及びｄは、それぞれ次の表のとおりとする。 

（４） 試験片を肉盛り溶接によって作成する場合は、当該

肉盛り溶接の母材は、任意の厚さとしてよい。 

（５）  試験片を肉盛り溶接によって作成しない場合は、当 

該試験片の厚さは、Ｔの値でよい。 

肉盛り溶接

部の厚さ（ｍ

ｍ） 

Ｔ 

（ｍｍ） 

ａ ｄ 

（ｍｍ） 

２５以下 肉盛り溶接

部の厚さ又

は１９ 

Ｔの２分の

１ 

２．４ 

２５を超え

るもの 

肉盛り溶接

部の厚さ又

は３８ 

Ｔの４分の

１又はＴの

４分の３ 

３．２ 

 

 

図２ 接触部の半径が２５４ｍｍ以下の場合 図略 

（備考） 

（１） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２） Ｒは、接触部の直径の０．７倍から１．１倍までの

値とする。 

（３） ｌ、Ｔ、ａ及びｄは、図１に定めるところによる。 

その他の場合 

対比試験片の形状及び寸法は、次の図１又は図２によるこ

と。この場合において、標準穴は、探触子を接触させる面と

直角の面に設けなければならない。 

図１ 接触部の半径が２５４ｍｍを超える場合 図略 

（備考） 

（１） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２） ｌは、試験に必要な長さとする。 

（６） Ｔ、ａ及びｄは、それぞれ次の表のとおりとする。 

 

溶接部の厚

さ（ｍｍ） 

Ｔ 

（ｍｍ） 

ａ ｄ 

（ｍｍ） 

２５以下 溶接部の厚

さ又は１９ 

Ｔの２分の

１ 

２．４ 

２５を超え

５１以下 

溶接部の厚

さ又は３８ 

Ｔの４分の

３又はＴの

４分の１ 

３．２ 
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５１を超え

１０２以下 

溶接部の厚

さ又は７６ 

Ｔの４分の

３又はＴの

４分の１ 

４．８ 

１０２を超

え１５２以

下 

溶接部の厚

さ又は１２

７ 

Ｔの４分の

３又はＴの

４分の１ 

 ６．４ 

１５２を超

え２０３以

下 

溶接部の厚

さ又は１７

８ 

Ｔの４分の

３又はＴの

４分の１ 

 ８．０ 

２０３を超

え２５４以

下 

溶接部の厚

さ又は２２

９ 

Ｔの４分の

３又はＴの

４分の１ 

 ９．６ 

２５４を超

えるもの 

溶接部の厚

さ 

Ｔの４分の

３又はＴの

４分の１ 

９．６に厚さ

が２５４を

超える５１

又はその端

数ごとに１．

６を加えた

値 
 

図２ 接触部の半径が２５４ｍｍ以下の場合 図略 

（備考） 

（１） 寸法の単位は、ｍｍとする。 

（２） Ｒは、接触部の半径の０．７倍から１．１倍までの

値とする。 

（３） ｌ、Ｔ、ａ及びｄは、図１に定めるところによる。 

複数の穴 

 １つの試験片に複数の穴を設ける場合は、標準穴以外の穴

からの反射波の影響を受けないようそれぞれの穴の間に十

分な距離を置くこと。 

表面 
 探触子を接触させる表面は、清浄で、かつ、滑らかである

こと。 

合

格

基

準 

 次の１又は２に適合すること。 

 １ 溶接部の欠陥からの反射波（以下この表において「欠陥部反射波」という。）の

ブラウン管上の高さが、標準穴反射波のブラウン管上の高さを探触子と欠陥との間

の距離について補正した値以下であること。 

２ 欠陥部反射波のブラウン管上の高さが、標準穴反射波のブラウン管上の高さを探

触子と欠陥との間の距離について補正した値を超える部分の長さが、次の表の左欄

に掲げる溶接部の厚さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。 

溶接部の厚さ（ｍｍ） 長 さ（ｍｍ） 

１８以下 ６ 

１８を超え５７以下 溶接部の厚さの３分の１ 

５７を超えるもの １９ 
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（備考） 

 「自動超音波探傷装置」とは、探触子の走査及び試験結果の記録が自動的に行われるもの

をいう。 

 

別表第１４ 磁粉探傷試験（第13条関係） 

試

験

の

方

法 

磁場の方向  直交する２方向に対して行うこと。 

磁化の方法 

 日本工業規格Ｇ０５６５「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁

粉模様の等級分類」（以下この表において「ＪＩＳ Ｇ０５６５」と

いう。）の「８．４ 磁化」のプロッド法、コイル法又は極間法によ

ること。 

磁粉及び検査液 
 ＪＩＳ Ｇ０５６５の「５．２ 磁粉及び検査液」によること。 

 

試験部の表面 
 清浄で、かつ、試験に支障を及ぼすことがないように滑らかである

こと。 

磁場の強さ 

 ＪＩＳ Ｇ０５６５の「６．１ Ａ形標準試験片」のＡ形標準試験

片（Ａ１―１５／５０又はＡ１―３０／１００のものに限る。）を用

いて磁化したとき、磁場の方向が明確となる磁粉模様が現れる強さ以

上であること。 

磁粉の適用  ＪＩＳ Ｇ０５６５の「８．５ 磁粉の適用」によること。 

合

格

基

準 

開先面の場合 

 次の１から４までに適合すること。 

 １ ＪＩＳ ＧＯ５６５の「９．２ 欠陥磁粉模様の種類の分類」

の線状欠陥磁粉模様（以下この表において「線状欠陥磁粉模様」とい

う。）がある場合は、その長さが次の表の左欄に掲げる母材の厚さの

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

母材の厚さ（ｍｍ） 線状欠陥磁粉模様の長さ（ｍｍ） 

１６以下 ２ 

１６を超え５０以下 ４ 

５０を超えるもの ６ 

 

２ ＪＩＳ ＧＯ５６５の「９．２ 欠陥磁粉模様の種類の分類」の

円形状欠陥磁粉模様（以下この表において「円形状欠陥磁粉模様」

という。）がある場合は、その長さが４ｍｍ以下であること。 

３ ４個以上の線状欠陥磁粉模様又は円形状欠陥磁粉模様が直線上

に並んでいる場合は、隣接する磁粉模様の間の距離が１．５ｍｍを

超えること。 

４ 面積が３７５０ｍｍ２の長方形（短辺の長さは、２５ｍｍ以上と

する。）内に長さが１．５ｍｍを超える線状欠陥磁粉模様及び円形
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状欠陥磁粉模様が１０個以上含まれないこと。 

溶接部の場合 

次の１から３までに適合すること。 

 １ 線状欠陥磁粉模様がないこと。 

 ２ 円形状欠陥磁粉模様がＪＩＳ Ｇ０５６５の「９．３ 欠陥磁

粉模様の等級分類」の１級又は２級であること。 

３ 面積が３７５０ｍｍ２の長方形（短辺の長さは、２５ｍｍ以上

とする。）内に円形状欠陥磁粉模様が、１０個以上含まれないこ

と。ただし、円形状欠陥磁粉模様であつて、長さが１．５ｍｍ以

上のものは算定することを要しない。 

 

別表第１５ 浸透探傷試験（第13条関係） 

試

験

の

方

法 

試験方法 

 日本工業規格Ｚ２３４３「浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等

級分類」（以下この表において「ＪＩＳ Ｚ２３４３」という。）の

「４ 試験方法」によること。 

試験装置及び探

傷剤 
 ＪＩＳ Ｚ２３４３の「５ 試験装置及び探傷剤」によること。 

合

格

基

準 

開先面の場合 

 次の１から４までに適合すること。 

 １ ＪＩＳ Ｚ２３４３の「８．２ 欠陥指示摸様の種類の分類」

の線状欠陥指示摸様（以下この表において「線状欠陥指示摸様」

という。）がある場合は、その長さが次の表の左欄に掲げる母材

の厚さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下である

こと。 

 

母材の厚さ（ｍｍ） 線状欠陥指示模様の長さ（ｍｍ） 

１６以下 2 

１６を超え５０以下 4 

５０を超えるもの 6 

 

 ２ ＪＩＳ Ｚ２３４３の「８．２ 欠陥指示模様の種類の分類」

の円形状欠陥指示模様（以下この表において「円形状欠陥指示模

様」という。）がある場合は、その長さが４ｍｍ以下であること。 

３ ４個以上の線状欠陥指示模様又は円形状欠陥指示摸様が直線



別紙２ - 53 - 
 

上に並んでいる場合は、隣接する欠陥指示模様の間の距離が１．

５ｍｍを超えること。 

４ 面積が３７５０ｍｍ２品の長方形（短辺の長さは、２５ｍｍ以

上とする。）内に長さが１．５ｍｍを超える線状欠陥指示模様及

び円形状欠陥指示模様が１０個以上含まれないこと。 

溶接部の場合 

 次の１から３までに適合すること。 

 １ 線状欠陥指示模様がないこと。 

 ２ 円形状欠陥指示模様がＪＩＳ Ｚ２３４３の「８．３ 欠陥指

示模様の等級分類」の１級又は２級であること。 

 ３ 面積が３７５０平方ミリメートルの長方形（短辺の長さは、２

５ｍｍ以上とする。）内に円形状欠陥指示模様が１０個以上含ま

れないこと。ただし、円形状欠陥指示模様であって、長さが１．

５ｍｍ以下のものは算定することを要しない。 

 

付表 溶接部の最小引張強さと吸収エネルギー 

母材の種類 種別 記号 

最小引

張強さ  

（Ｎ／

ｍｍ２） 

吸収エネルギー（Ｊ） 

３個の平均 最小値 

溶接構造用圧延鋼材 

日本工業規格Ｇ３１０６ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

１種Ａ ＳＭ４００Ａ 400 ― ― 

１種Ｂ ＳＭ４００Ｂ 400 27 21 

１種Ｃ ＳＭ４００Ｃ 400 27 21 

２種Ａ ＳＭ４９０Ａ 490 ― ― 

２種Ｂ ＳＭ４９０Ｂ 490 40 33 

２種Ｃ ＳＭ４９０Ｃ 490 40 33 

３種Ａ ＳＭ４９０ＹＡ 490 ― ― 

３種Ｂ ＳＭ４９０ＹＢ 490 40 33 

４種Ｂ ＳＭ５２０Ｂ 520 40 33 

４種Ｃ ＳＭ５２０Ｃ 520 40 33 

５種 ＳＭ５７０ 570 40 33 

発電圧力容器用モリブデン

合金鋼鋼板        

火力発電用規格  
火ＳＢ５２０Ｍ 520 ― ― 

  

圧力容器用鋼板 

 日本工業規格Ｇ３１１５ 
１種 ＳＰＶ２３５ 400 21 14 
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２種 ＳＰＶ３１５ 490 40 33 

  ３種 ＳＰＶ３５５ 520 40 33 

  ４種 ＳＰＶ４５０ 570 40 33 

  ５種 ＳＰＶ４９０ 610 40 33 

中・常温圧力容器用炭素鋼

鋼板 

 日本工業規格Ｇ３１１８ 

１種 ＳＧＶ４１０ 410 21 14 

  ２種 ＳＧＶ４５０ 450 27 21 

  ３種 ＳＧＶ４８０ 480 27 21 

ボイラ及び圧力容器用マン

ガンモリブデン鋼及びマン

ガンモリブデンニッケル鋼

鋼板 

日本工業規格Ｇ３１１９ 

１種Ａ ＳＢＶ１Ａ 520 40 33 

  １種Ｂ ＳＢＶ１Ｂ 550 40 33 

  ２種 ＳＢＶ２ 550 40 33 

  ３種 ＳＢＶ３ 550 40 33 

圧力容器用調質型マンガン

モリブデン鋼及びマンガン

モリブデンニッケル鋼 

 日本工業規格Ｇ３１２０ 

１種Ａ ＳＱＶ１Ａ 550 40 33 

  １種Ｂ ＳＱＶ１Ｂ 620 40 33 

  ２種Ａ ＳＱＶ２Ａ 550 40 33 

  ２種Ｂ ＳＱＶ２Ｂ 620 40 33 

  ３種Ａ ＳＱＶ３Ａ 550 40 33 

  ３種Ｂ ＳＱＶ３Ｂ 620 40 33 

低温圧力容器用炭素鋼鋼板 

 日本工業規格Ｇ３１２６ 
１種Ａ ＳＬＡ２３５Ａ 400 21 14 

  １種Ｂ ＳＬＡ２３５Ｂ 400 21 14 

  ２種Ａ ＳＬＡ３２５Ａ 440 27 21 

  ２種Ｂ ＳＬＡ３２５Ｂ 440 27 21 

  ３種 ＳＬＡ３７０ 490 40 33 
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発電用低温圧力容器用炭素

鋼鋼板 

火力発電用規格  
火ＳＬＡ３２５Ｂ 440 ― ― 

  

低温圧力容器用ニッケル鋼

鋼板 

日本工業規格Ｇ３１２７ 

２種 ＳＬ２Ｎ２５５ 450 ― ― 

  ３種Ａ ＳＬ３Ｎ２５５ 450 ― ― 

  ３種Ｂ ＳＬ３Ｎ２７５ 480 ― ― 

  ３種Ｃ ＳＬ３Ｎ４４０ 540 ― ― 

  ９種Ａ ＳＬ３Ｎ５２０ 690 ― ― 

  ９種Ｂ ＳＬ３Ｎ６９０ 690 ― ― 

ボイラ・熱交換器用炭素鋼

鋼管 

日本工業規格Ｇ３４６１ 

３種 ＳＴＢ３４０ 340 21 14 

  ４種 ＳＴＢ４１０ 410 27 21 

発電ボイラー用給水加熱器

用炭素鋼鋼管 

火力発電用規格  
火ＳＴＢ４８０Ｓ 480 ― ― 

  

ボイラ・熱交換器用合金鋼

鋼管 

日本工業規格Ｇ３４６２ 

１２種 ＳＴＢＡ１２ 380 21 14 

  １３種 ＳＴＢＡ１３ 410 21 14 

  ２０種 ＳＴＢＡ２０ 410 21 14 

  ２２種 ＳＴＢＡ２２ 410 21 14 

  ２３種 ＳＴＢＡ２３ 410 21 14 

  ２４種 ＳＴＢＡ２４ 410 21 14 

  ２５種 ＳＴＢＡ２５ 410 21 14 

  ２６種 ＳＴＢＡ２６ 410 21 14 

発電ボイラー用合金鋼鋼管 

 火力発電用規格 
１種 火ＳＴＢＡ２１ 410 ― ― 
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  ２種 火ＳＴＢＡ２７ 510 ― ― 

低温熱交換器用鋼管 

 日本工業規格Ｇ３４６４ 

 

ＳＴＢＬ３８０ 380 ― ― 

  ＳＴＢＬ４５０ 450 ― ― 

  ＳＴＢＬ６９０ 654 ― ― 

高圧配管用炭素鋼鋼管 

 日本工業規格Ｇ３４５５ 
２種 ＳＴＳ３７０ 370 21 14 

  ３種 ＳＴＳ４１０ 410 27 21 

  ４種 ＳＴＳ４８０ 480 27 21 

高温配管用炭素鋼鋼管 

 日本工業規格Ｇ３４５６ 
２種 ＳＴＰＴ３７０ 370 21 14 

  ３種 ＳＴＰＴ４１０ 410 27 21 

  ４種 ＳＴＰＴ４８０ 480 27 21 

配管用合金鋼鋼管 

 日本工業規格Ｇ３４５８ 
１２種 ＳＴＰＡ１２ 380 21 14 

  ２０種 ＳＴＰＡ２０ 410 ― ― 

  ２２種 ＳＴＰＡ２２ 410 21 14 

  ２３種 ＳＴＰＡ２３ 410 21 14 

  ２４種 ＳＴＰＡ２４ 410 21 14 

  ２５種 ＳＴＰＡ２５ 410 21 14 

  ２６種 ＳＴＰＡ２６ 410 21 14 

発電配管用合金鋼鋼管 

火力発電用規格 
１種 火ＳＴＰＡ２１ 410 ― ― 

  ２種 火ＳＴＰＡ２７ 510 ― ― 

低温配管用鋼管 

日本工業規格Ｇ３４６０

（１９７８） 

１種 ＳＴＰＬ３８０ 380 21 14 

  ２種 ＳＴＰＬ４５０ 450 27 21 

低温配管用鋼管 

日本工業規格Ｇ３４６０

（１９８４） 

１種 ＳＴＰＬ３８０ 380 ― ― 
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  ２種 ＳＴＰＬ４５０ 450 ― ― 

  ３種 ＳＴＰＬ６９０ 654 ― ― 

低温配管用炭素鋼鋼管 

原子力発電用規格 

 
ＧＳＴＰＬ 414 27 21 

  

圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 

 日本工業規格Ｇ３２０２ 

 
ＳＦＶＣ２Ｂ 490 27 21 

  

圧力容器用調質型合金鋼鍛

鋼品 

日本工業規格Ｇ３２０４ 

 

ＳＦＶＱ１Ａ 550 40 33 

  ＳＦＶＱ１Ｂ 620 ― ― 

  ＳＦＶＱ２Ａ 550 40 33 

  ＳＦＶＱ２Ｂ 620 ― ― 

  ＳＦＶＱ３ 620 ― ― 

合金鋼鋼鍛鋼品 

 原子力発電用規格 

 
ＧＳＴＨ 828 ― ― 

  

発電用低温圧力容器用炭素

鋼鍛鋼品 

 火力発電用規格  
火ＳＦＬ４９ 480 ― ― 

  

発電用低温圧力容器用ニッ

ケル鋼鍛鋼品 

 火力発電用規格 

１種 火ＳＦＬ３Ｎ４９ 480 ― ― 

  ２種 火ＳＦＬ９Ｎ７０ 654 ― ― 

低温用炭素鋼鍛鋼品及び低

温用合金鋼鍛鋼品 

 原子力発電用規格 

１種 ＧＬＦ１ 414 ― ― 
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  ２種 ＧＬＦ２ 482 ― ― 

  ３種 ＧＬＦ３ 482 ― ― 

高温高圧用鋳鋼品 

日本工業規格Ｇ５１５１ 
１種 ＳＣＰＨ１ 410 21 21 

  ２種 ＳＣＰＨ２ 480 27 21 

  １１種 ＳＣＰＨ１１ 450 27 21 

  ２１種 ＳＣＰＨ２１ 480 27 21 

  ３２種 ＳＣＰＨ３２ 480 27 21 

  ６１種 ＳＣＰＨ６１ 620 27 
 

炭素鋼鋳鋼品 

 原子力発電用規格 
１種 ＧＳＣ１ 414 21 14 

  ２種 ＧＳＣ２ 482 27 21 

  ３種 ＧＳＣ３ 482 27 21 

機械構造用炭素鋼鋼材 

 日本工業規格Ｇ４０５１ 

 

Ｓ１０Ｃ 310 21 14 

  Ｓ１２Ｃ 370 21 14 

    340 
  

  Ｓ１５Ｃ 370 21 14 

    340 
  

  Ｓ１７Ｃ 400 27 21 

    370 
  

  Ｓ２０Ｃ 400 27 21 

    370 
  

  Ｓ２２Ｃ 440 27 21 

    410 
  

  Ｓ２５Ｃ 440 27 21 

    410 
  

  Ｓ２８Ｃ 470 27 21 

    440 
  

  Ｓ３０Ｃ 470 27 21 

    440 
  

  Ｓ３３Ｃ 510 ― ― 

    470 
  

  Ｓ３５Ｃ 510 ― ― 

    470 
  

ニッケルクロム鋼鋼材 

日本工業規格Ｇ４１０２  
ＳＮＣ２３６ 740 47 40 
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  ＳＮＣ６３１ 830 47 40 

  ＳＮＣ８３６ 930 47 40 

ニッケルクロムモリブデン

鋼鋼材 

 日本工業規格Ｇ４１０３ 

 

ＳＮＣＭ４３１ 830 47 40 

  ＳＮＣＭ６２５ 930 47 40 

  ＳＮＣＭ６３０ 1080 47 40 

クロムモリブデン鋼鋼材 

 日本工業規格Ｇ４１０５ 

 

ＳＣＭ４３０ 830 47 40 

  ＳＣＭ４３２ 880 47 40 

  ＳＣＭ４３５ 930 47 40 

１３クロム鋼鍛鋼品及び１

３クロム鋼棒 

原子力発電用規格 

１種 Ｇ１３ＣＲ１ 482 ― ― 

  ２種 Ｇ１３ＣＲ２ 758 ― ― 

高温用ステンレス鋼棒材 

 原子力発電用規格 

１種 

Ｇ３１６ＣＷ１ 758 ― ― 

    689 ― ― 

    655 ― ― 

    621 ― ― 

  ２種 Ｃ３１６ＣＷ２ 586 ― ― 

耐熱ステンレス鋼 

 原子力発電用規格 
１種 ＧＸＭ１ 689 ― ― 

  ２種 ＧＸＭ２ 758 ― ― 

耐食耐熱合金鋼 

 原子力発電用規格 
１種 ＧＮＣＦ１ 758 ― ― 

  ２種 ＧＮＣＦ２ 586 ― ― 

  ３種 ＧＮＣＦ３ 586 ― ― 

  ４種 ＧＮＣＦ４ 430 ― ― 
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アルミニウム及びアルミニ

ウム合金の板及び条 

 日本工業規格Ｈ４０００

（１９７８） 

1100 

Ａ１１００Ｐ―０ 75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

１２ 
75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

１４ 
75 ― ― 

  

3003 

Ａ３００３Ｐ―０ 95 ― ― 

  
Ａ３００３Ｐ―Ｈ

１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３Ｐ―Ｈ

１４ 
95 ― ― 

  

5052 

Ａ５０５２Ｐ―０ 175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

３２ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

３４ 
175 ― ― 

  

5154 

Ａ５１５４Ｐ―０ 205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

３４ 
205 ― ― 

アルミニウム及びアルミニ

ウム合金の板及び条 

日本工業規格Ｈ４０００

（１９８２） 

1050 

Ａ１０５０Ｐ―０ 60 ― ― 

  
Ａ１０５０Ｐ―Ｈ

１２ 
60 ― ― 

  
Ａ１０５０Ｐ―Ｈ

２２ 
60 ― ― 

  
Ａ１Ｏ５０Ｐ―Ｈ

１４ 
60 ― ― 

  
Ａ１０５０Ｐ―Ｈ

２４ 
60 ― ― 

  
Ａ１Ｏ５０Ｐ―Ｈ

１１２  
― ― 

  

1070 

Ａ１０７０Ｐ―０ 55 ― ― 

  
Ａ１０７０Ｐ―Ｈ

１２ 
55 ― ― 
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Ａ１０７０Ｐ―Ｈ

２２ 
55 ― ― 

  
Ａ１０７０Ｐ―Ｈ

１４ 
55 ― ― 

  
Ａ１０７０Ｐ―Ｈ

２４ 
55 ― ― 

  
Ａ１０７０Ｐ―Ｈ

１１２ 
55 ― ― 

  

1080 

Ａ１０８０Ｐ―０ 55 ― ― 

  
Ａ１０８０Ｐ―Ｈ

１２ 
55 ― ― 

  
Ａ１０８０Ｐ―Ｈ

２２ 
55 ― ― 

  
Ａ１０８０Ｐ―Ｈ

１４ 
55 ― ― 

  
Ａ１０８０Ｐ―Ｈ

２４ 
55 ― ― 

  
Ａ１０８０Ｐ―Ｈ

１１２ 
55 ― ― 

  

1100 

Ａ１１００Ｐ―０ 75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

１２ 
75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

２２ 
75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

１４ 
75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

２４ 
75 ― ― 

  
Ａ１１００Ｐ―Ｈ

１１２ 
75 ― ― 

  

1200 

Ａ１２００Ｐ―０ 75 ― ― 

  
Ａ１２００Ｐ―Ｈ

１２ 
75 ― ― 

  
Ａ１２００Ｐ―Ｈ

２２ 
75 ― ― 

  
Ａ１２００Ｐ―Ｈ

１４ 
75 ― ― 

  
Ａ１２００Ｐ―Ｈ

２４ 
75 ― ― 

  
Ａ１２００Ｐ―Ｈ

１１２ 
75 ― ― 

  3003 Ａ３００３Ｐ―０ 95 ― ― 
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Ａ３００３Ｐ―Ｈ

１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３Ｐ―Ｈ

２２ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３Ｐ―Ｈ

１４ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３Ｐ―Ｈ

２４ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３Ｐ―Ｈ

１１２ 
95 ― ― 

  

3004 

Ａ３００４Ｐ―０ 155 ― ― 

  
Ａ３００４Ｐ―Ｈ

１２ 
155 ― ― 

  
Ａ３００４Ｐ―Ｈ

３２ 
155 ― ― 

  
Ａ３００４Ｐ―Ｈ

１４ 
155 ― ― 

  
Ａ３００４Ｐ―Ｈ

３４ 
155 ― ― 

  

3203 

Ａ３２０３Ｐ―０ 95 ― ― 

  
Ａ３２０３Ｐ―Ｈ

１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３Ｐ―Ｈ

２２ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３Ｐ―Ｈ

１４ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３Ｐ―Ｈ

２４ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３Ｐ―Ｈ

１１２ 
95 ― ― 

  

5052 

Ａ５０５２Ｐ―０ 175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

１２ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

２２ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

３２ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

１４ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

２４ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

３４ 
175 ― ― 
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Ａ５０５２Ｐ―Ｈ

１１２ 
175 ― ― 

  

5083 

Ａ５０８３Ｐ―０ 275 ― ― 

    265 ― ― 

  
Ａ５０８３Ｐ―Ｈ

３２ 
275 ― ― 

    265 ― ― 

  
Ａ５０８３Ｐ―Ｈ

１１２ 
275 ― ― 

    265 ― ― 

  

5086 

Ａ５０８６Ｐ―０ 245 ― ― 

  
Ａ５０８６Ｐ―Ｈ

３２ 
245 ― ― 

  
Ａ５０８６Ｐ―Ｈ

３４ 
245 ― ― 

  
Ａ５０８６Ｐ―Ｈ

１１２ 
245 ― ― 

    235 ― ― 

  

5154 

Ａ５１５４Ｐ―０ 205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

１２ 
205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

２２ 
205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

３２ 
205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

１４ 
205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

２４ 
205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

３４ 
205 ― ― 

  
Ａ５１５４Ｐ―Ｈ

１１２ 
205 ― ― 

  

5254 

Ａ５２５４Ｐ―０ 205 ― ― 

  
Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

１２ 
205 ― ― 

  
Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

２２ 
205 ― ― 

  
Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

３２ 
205 ― ― 

  
Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

１４ 
205 ― ― 
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Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

２４ 
205 ― ― 

  
Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

３４ 
205 ― ― 

  
Ａ５２５４Ｐ―Ｈ

１１２ 
205 ― ― 

  

5652 

Ａ５６５２Ｐ―０ 175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

１２ 
175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

２２ 
175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

３２ 
175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

１４ 
175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

２４ 
175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

３４ 
175 ― ― 

  
Ａ５６５２Ｐ―Ｈ

１１２ 
175 ― ― 

  

6061 

Ａ６０６１Ｐ―Ｔ

４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１Ｐ―Ｔ

６ 
165 ― ― 

アルミニウム及びアルミニ

ウム合金の棒及び線 

日本工業規格Ｈ４０４０

（１９７８） 6061 

Ａ６０６１ＢＥ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＢＥＳ

―Ｔ６ 
165 ― ― 

アルミニウム及びアルミニ

ウム合金の棒及び線 

日本工業規格Ｈ４０４０

（１９８２） 

6061 

Ａ６０６１ＢＥ―

Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＢＥ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＢＤ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

  6063 
Ａ６０６３ＢＥ―

Ｔ５ 
120 ― ― 
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Ａ６０６３ＢＥ―

Ｔ６ 
120 ― ― 

アルミニウム及びアルミニ

ウム合金継目無管 

日本工業規格Ｈ４０８０

（１９７８） 

3003 

Ａ３００３ＴＥ―

Ｈ１１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＥＳ

―Ｈ１１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤ―

０ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤＳ

―０ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤ―

Ｈ１４ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤＳ

―Ｈ１４ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤ―

Ｈ１８  
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤＳ

―Ｈ１８ 
95 ― ― 

  

5052 

Ａ５０５２ＴＥ―

０ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＥＳ

―０ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＤ―

０ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＤＳ

―０ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＤ―

Ｈ３４ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＤＳ

―Ｈ３４ 
175 ― ― 

  

6061 

Ａ６０６１ＴＥ―

Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＥＳ

―Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＤ―

Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＤＳ

―Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＥ―

Ｔ６ 
165 ― ― 
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Ａ６０６１ＴＥＳ

―Ｔ６ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＤ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＤＳ

―Ｔ６ 
165 ― ― 

  

6063 

Ａ６０６３ＴＥ―

Ｔ５ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＥＳ

―Ｔ５ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＥ―

Ｔ６ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＥＳ

―Ｔ６ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＤ―

Ｔ６ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＤＳ

Ｓ―Ｔ６ 
120 ― ― 

アルミニウム及びアルミニ

ウム合金継目無管  

日本工業規格Ｈ４０８０

（１９８２） 

1050 

Ａ１０５０ＴＥ―

Ｈ１１２ 
65 ― ― 

 

Ａ１０５０ＴＤ―

０ 
65 ― ― 

  
Ａ１０５０ＴＤ―

Ｈ１１４ 
65 ― ― 

  

1070 

Ａ１０７０ＴＥ―

Ｈ１１２ 
55 ― ― 

  
Ａ１０７０ＴＤ―

０ 
55 ― ― 

  
Ａ１０７０ＴＤ―

Ｈ１４ 
55 ― ― 

  

3003 

Ａ３００３ＴＥ―

Ｈ１１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤ―

０ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤ―

Ｈ１４ 
95 ― ― 

  
Ａ３００３ＴＤ―

Ｈ１８ 
95 ― ― 
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3203 

Ａ３２０３ＴＥ―

Ｈ１１２ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３ＴＤ―

０ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３ＴＤ―

Ｈ１４ 
95 ― ― 

  
Ａ３２０３ＴＤ―

Ｈ１８ 
95 ― ― 

  

5052 

Ａ５０５２ＴＥ―

Ｈ１１２ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＥ―

０ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＤ―

０ 
175 ― ― 

  
Ａ５０５２ＴＤ―

Ｈ３４ 
175 ― ― 

  

6061 

Ａ６０６１ＴＥ―

Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＤ―

Ｔ４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＥ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１ＴＤ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

  

6063 

Ａ６０６３ＴＥ―

Ｔ５ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＥ―

Ｔ６ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３ＴＤ―

Ｔ６ 
120 ― ― 

アルミニウム及びアルミニ

ウム合金押出形材 

日本工業規格Ｈ４１００ 6061 

Ａ６０６１Ｓ―Ｔ

４ 
165 ― ― 

  
Ａ６０６１Ｓ―Ｔ

６ 
165 ― ― 

  

6063 

Ａ６０６３Ｓ―Ｔ

５ 
120 ― ― 

  
Ａ６０６３Ｓ―Ｔ

６ 
120 ― ― 
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アルミニウム及びアルミニ

ウム合金鍛造品 

 日本工業規格Ｈ４１４０ 6061 

Ａ６０６１ＦＤ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

 

Ａ６０６１ＦＨ―

Ｔ６ 
165 ― ― 

アルミニウム合金鋳物 

 日本工業規格Ｈ５２０２ 
ＡＣ４

Ｃ 
ＡＣ４Ｃ―Ｔ６ 125 ― ― 

 
（備考） 

 １．火力発電用規格とは、発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示（昭和４

０年６月通商産業省告示第２７０号）に規定する規格をいう。 

 ２．原子力発電用規格とは、発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和５５年１

０月通商産業省告示第５０１号）に規定する規格をいう。 

 ３．日本工業規格 Ｇ４０５１ 「機械構造用炭素鋼鋼材」の最小引張強さの値は、鋼材

径、対辺距離又は主体部の厚さが１００ｍｍ以下の場合は上段に掲げる値、鋼材径、対

辺距離又は主体部の厚さが１００ｍｍを超え２００ｍｍ以下の場合は下段に掲げる値と

する。 

 ４．原子力発電用規格「高温用ステンレス鋼棒材」１種の最小引張強さの値７５８Ｎ／ｍ

ｍ２は棒材径が１９ｍｍ２未満の場合、６８９Ｎ／ｍｍ２は棒材径が１９ｍｍ以上２５

ｍｍ未満の場合、６５５Ｎ／ｍｍ２は棒材径が２５ｍｍ以上３２ｍｍ未満の場合、６２

１Ｎ／ｍｍ２は棒材径が３２ｍｍ以上３８ｍｍ未満の場合に適用する。 

 ５．日本工業規格 Ｈ４０００（１９８２） 「アルミニウム及びアルミニウム合金の板

及び条」の種別５０８３の最小引張強さの値は、板及び条の厚さが０.８ｍｍを超え８０

ｍｍ以下の場合は上段に掲げる値、板及び条の厚さが８０ｍｍを超え１００ｍｍ以下の

場合は下段に掲げる値とする。 

 ６．日本工業規格 Ｈ４０００（１９８２） 「アルミニウム及びアルミニウム合金の板

及び条」の種別５０８６の最小引張強さの値は、板及び条の厚さが４ｍｍを超え５０ｍ

ｍ以下の場合は上段に掲げる値、板及び条の厚さが５０ｍｍを超え７５ｍｍ以下の場合

は下段に掲げる値とする。 
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Ⅰ．溶接の方法等の技術基準について 
 溶接の方法等の技術基準は、次の各号に適合すること。 

1 溶接設備 
 溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量が、その溶接施

行方法に適していること。 
2 溶接施行方法 

(1)溶接部の設計 
 溶接部の設計は「Ⅱ．溶接部の設計」によるものであること。  
(2)溶接施行法 
 溶接施行法は、「Ⅲ．１．溶接施行法の確認実施要領」に定めるところにより、確

認されたものであること。 
3 溶接を行う者 
 溶接を行う者（以下「溶接士」という。）は、確認する溶接施行方法に関し、相当の

知識を有すると認められる者であって、次の条件に適合するものであること。 
(1)手溶接士 
 手溶接士は、「Ⅲ．２．手溶接による溶接を行う者の技能の確認実施要領」に定め

るところにより、その技能が確認され、かつ、2 年ごとに技能の確認を受けている

者であること。 
(2)自動溶接士 
 自動溶接士は、作業経歴等によってその技能が十分であると確認された者である

こと。 
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Ⅱ．溶接部の設計 
容器及び管の溶接部の設計は、次によらなければならない。ただし、十分な強度を

有することが確認された場合は、この限りでない。 
 
イ 第一種容器 
 第一種容器（第 2 部第 2 条第 2 項第 5 号に規定するものをいう。以下同じ。）

の継手の溶接は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 内径が 600mm 以下のものの継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶

接（第一種継手（第 2 部第 1 条第 3 項第 12 号に規定するものをいう。以下同

じ。）又は熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を

取り除いたものに限る。）、初層イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上

の効果が得られる方法によって行う場合 
ⅱ 第三種継手（第 2 部第 1 条第 3 項第 14 号に規定するものをいう。以下同じ。）

の溶接を別図第 2(1)から(3)まで又は別図第 3(1)から(4)までによって行う場合。

ただし、熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、別図第 2(2)若しくは

(3)又は別図第 3(1)から(4)までによる場合は、容器の外径が 115mm 以下のもの

に限る。 
ⅲ 第四種継手（第 2 部第 1 条第 3 項第 15 号に規定するものをいう。以下同じ。）

の溶接を別図第 4(1)から(16)までによって行う場合（別図第 4(13)から(16)まで

による場合にあっては、著しい反力を受けないもの、または、熱荷重により著

しい応力が生ずる部分では、接続される管の外径が 34mm 以下のものに限る。

熱荷重により著しい応力が生じる部分であって、別図第 4(6)から(12)までによ

る場合は、接続される管の外径が 115mm 以下のものに限る。） 
ⅳ 管台に制御棒駆動機構ハウジングを取り付ける継手の溶接を別図第 6 によっ 
て行う場合 

ⅴ 加圧器の管台に加圧器用加熱器を取り付ける継手の溶接を別図第 7-1 によっ

て行う場合 
ⅵ 栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)又は(2)によって行う場合 
ⅶ 管板に管又はスリーブを取り付ける継手（管とスリーブとの継手を含む。）の

溶接を全厚すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う

場合 
ⅷ 耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同

等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
 

ロ 第二種容器 
 第二種容器（第 2 部第 1 条第 3 項第 7 号に規定するものをいう。以下同じ。）

の継手の溶接は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 内径が 600mm 以下のものの継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶

接（第一種継手又は熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、溶接後

裏あて金を取り除いたものに限る。）、初層イナートガスアーク溶接又はこれら
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と同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
ⅱ 第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(8)まで若しくは(11)又は別図第 3(1)から

(10)までによって行う場合（別図第 2(7)による場合にあっては、差し込まれる

部分の外径が 61mm 以下の場合に限る。また、熱荷重により著しい応力が生ず

る部分であって、別図第 2(2)、(3)若しくは(8)又は別図第 3(1)から(6)まで、(8)
若しくは(9)による場合は、容器の外径が 115mm 以下のものに限り、別図第 2(4)
から(7)まで又は別図第 3(7)若しくは(10)による場合は、容器の外径が 34mm 以

下のものに限る。） 
ⅲ 第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(31)まで又は(38)によって行う場合（別

図第 4(13)から(16)までによる場合にあっては、著しい反力を受けないもの、ま

たは、熱荷重により著しい応力が生じる部分では、接続される管の外径が

115mm 以下のものに限る。熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、

別図第 4(6)から(12)までによる場合は、接続される管の外径が 115mm 以下の

ものに限る。） 
ⅳ 電線貫通部のボディとアダプタとの継手の溶接を別図第 6 によって行う場合 
ⅴ 電線貫通部の平板に外径 61mm 以下の管を取り付ける継手の溶接をのど厚

が管の厚さの 0.7 倍以上の連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られ

る方法によって行う場合 
ⅵ 栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)又は(2)によって行う場合 
ⅶ 漏止め溶接による継手又は耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接を連

続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
 

ハ 第三種容器 
 第三種容器（第 2 部第 1 条第 3 項第 6 号に規定するものをいう。以下同じ。）

の継手の溶接は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 開放容器以外のもの又はガードベッセルの継手の溶接を次によって行う場合 

(ⅰ)a.裏から溶接ができないものの継手（最低使用温度がマイナス 30℃以下と

なる場合を除く。） 
b.最低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合であって内径が 600mm 以

下のものの継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最低使用温

度がマイナス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により著しい

応力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。） 
c.初層イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる方

法によって行う場合 
(ⅱ)次に適合するものの継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最

低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により

著しい応力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限

る。）、初層イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる

方法によって行う場合 
a 液体用のものであって、最高使用温度が当該液体の大気圧における沸点未
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満であり、かつ、最高使用圧力が 1960kPa 未満のもの 
b a 以外のものであって、最高使用圧力が 98kPa 未満のもの 

(ⅲ)第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(8)まで若しくは(11)又は別図第 3(1)か
ら(8)までによって行う場合（別図第 2(7)による場合にあっては、差し込ま

れる部分の外径が 61mm 以下のものに限る。また、熱荷重により著しい応

力が生ずる部分であって、別図第 2(2)、(3)若しくは(8)又は別図第 3(1)から

(6)まで若しくは(8)による場合は、容器の外径が 115mm 以下のものに限り、

別図第 2(4)から(7)まで又は別図第 3(7)による場合は、容器の外径が 34mm
以下のものに限る。） 

(ⅳ)第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(28)までによって行う場合（別図第

4(13)から(16)までによる場合にあっては、著しい反力を受けないもの、ま

たは、熱荷重により著しい応力が生じる部分では、接続される管の外径が

34mm 以下のものに限る。熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、

別図第 4(6)から(12)までによる場合は、接続される管の外径が 115mm 以下

のものに限る。） 
(ⅴ)管台に制御棒駆動機構ハウジングを取り付ける継手の溶接を別図第 6 によ

って行う場合 
(ⅵ)容器の管台に管等を取り付ける継手の溶接を別図第 7-2 によって行う場合 
(ⅶ)栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
(ⅷ)管板に管又はスリーブを取り付ける継手（管とスリーブとの継手を含む。）

の溶接を全厚すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によっ

て行う場合 
(ⅸ)漏止め溶接による継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果

が得られる方法によって行う場合 
(ⅹ)耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接を連続すみ肉溶接若しくはこ

れと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合又は外圧を受ける容

器に強め輪を取り付ける継手の溶接を別図第 5(4)によって行う場合 
(xi)制御棒駆動機構ハウジングの継手の溶接を別図第 9 によって行う場合 
(xii)原子炉容器据付ボルトキャップシール部の継手の溶接を別図第 10 によっ

て行う場合 
ⅱ 開放容器（ガードベッセルを除く。）の継手の溶接を次に掲げる場合を除き、

突合せ片側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
(ⅰ)平底容器の胴板と底板との第三種継手の溶接を別図第 5(1)又は(2)によって

行う場合。この場合において、胴板相互の第一種継手と底板相互の継手との

距離は、300mm 以上であること。 
(ⅱ)内張り相互の継手及び内張りを埋込み金物に取り付ける継手の溶接を次に

よって行う場合 
a 全厚かど溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う場

合 
b 重ね継手の溶接を次に適合する全厚すみ肉溶接によって行う場合 
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(a)母材の重ね部の長さは、母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄

い方の厚さ。以下(b)において同じ。）の 2 倍以上（13mm を超える必

要はない。）であること。 
(b)内張り相互の継手の交点の距離は、300mm（相接する母材の厚さが

6mm 未満の場合は、当該母材の厚さの 10 倍）以上であること。 
c へり溶接を別図第 5(3)によって行う場合 

(ⅲ)第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(10)まで又は別図第 3 によって行う場

合（別図第 2(7)による場合にあっては、差し込まれる部分の外径が 90mm
以下のものに限る。） 

(ⅳ)第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(37)までによって行う場合 
(ⅴ)容器の管台に管等を取り付ける継手の溶接を別図第 7-2 によって行う場合 
(ⅵ)栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
(ⅶ)漏止め溶接による継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果

が得られる方法によって行う場合 
(ⅷ)耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接をすみ肉溶接又はこれと同等

以上の効果が得られる方法によって行う場合 
 

ニ 第四種容器 
 第四種容器（第 2 部第 1 条第 3 項第 9 号に規定するものをいう。）の継手の溶

接は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 開放容器以外のものの継手の溶接を次によって行う場合 

(ⅰ)裏から溶接ができないものの継手（最低使用温度がマイナス 30℃以下とな

る場合を除く。）及び最低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合であって

内径が 600mm 以下のものの溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最

低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により

著しい応力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限

る。）、初層イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる

方法によって行う場合 
(ⅱ)内径が 600mm 以下で、かつ、母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、

厚い方の厚さ）が 16mm 以下のもの（内包する放射性物質の濃度が

37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体中にある場合にあっては、

37kBq/cm3）以上又は最低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合を除

く。）の継手（母材の区分が別添第 2 表に掲げる P－1 又は P－3（規格によ

る最小引張強さが 548.8MPa 未満のものに限る。）以外のもので作られたも

のの第一種継手の場合を除く。）の溶接を突合せ片側溶接によって行う場合

（熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、裏あて金を使用する突合

せ片側溶接によって行う場合は、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。） 
(ⅲ)内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体中に

ある場合にあっては、37kBq/cm3）以上のものであって、次に適合するもの

の継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最低使用温度がマイナ
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ス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により著しい応力が生ずる

部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）、初層イナート

ガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によって行う

場合 
a 液体用のものであって、最高使用温度が当該液体の大気圧における沸点未

満であり、かつ、最高使用圧力が 1960kPa 未満のもの 
b a 以外のものであって、最高使用圧力が 98kPa 未満のもの 

(ⅳ)第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(9)まで又は別図第 3 によって行う場合

（別図第 2(7)による場合にあっては、差し込まれる部分の外径が 90mm 以

下のものに限る。また、熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、別

図第 2(2)、(3)、(8)若しくは(9)又は別図第 3(1)から(6)まで、(8)、(9)若しく

は(11)による場合は、容器の外径が 115mm 以下のものに限り、別図第 2(4)
から(7)まで又は別図第 3(7)、(10)若しくは(12)による場合は、容器の外径が

34mm 以下のものに限る。） 
(ⅴ)第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(37)までによって行う場合（熱荷重によ

り著しい応力が生ずる部分にあっては、別図第 4(6)から(12)までによる場合

は、接続される管の外径が 115mm 以下のものに限り、別図第 4(13)から(37)
までによる場合は、接続される管の外径が 34mm 以下のものに限る。） 

(ⅵ)容器の管台に管等を取り付ける継手の溶接を別図第 7-2 によって行う場合 
(ⅶ)栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
(ⅷ)管板に管又はスリーブを取り付ける継手（管とスリーブとの継手を含む。）

の溶接を全厚すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によっ

て行う場合 
(ⅸ)漏止め溶接による継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果

が得られる方法によって行う場合 
(ⅹ)耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接をすみ肉溶接又はこれと同等

以上の効果が得られる方法によって行う場合 
ⅱ 開放容器の継手の溶接を次に掲げる場合を除き、突合せ片側溶接又はこれと

同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
(ⅰ)平底容器の胴板と底板との第三種継手の溶接を別図第 5(1)又は(2)によって

行う場合。この場合において、胴板相互の第一種継手と底板相互の継手との

距離は、300mm 以上であること。 
(ⅱ)平底容器の底板相互の継手（底板の厚さが 6mm 以下のものに限る。）の溶

接を全厚すみ肉溶接によって行う場合。この場合において、母材の重ね部の

長さは、母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ。以下（ⅲ）

b において同じ。）の 5 倍（25mm 以下となる場合は、25mm）以上とし、

かつ、当該継手の交点の距離は、300mm 以上とすること。 
(ⅲ)内張り相互の継手及び内張りを埋込み金物に取り付ける継手の溶接を次に

よって行う場合 
a 全厚かど溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
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b 重ね継手の溶接を次に適合する全厚すみ肉溶接によって行う場合 
(a)母材の重ね部の長さは、母材の厚さの 2 倍以上（13mm を超える必要は

ない。）であること。 
(b)内張り相互の継手の交点の距離は、300mm（相接する母材の厚さが

6mm 未満の場合は、当該母材の厚さの 10 倍）以上であること。 
c へり溶接を別図第 5(3)によって行う場合 

(ⅳ)第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(10)まで又は別図第 3 によって行う場

合（別図第 2(7)による場合にあっては、差し込まれる部分の外径が 90mm
以下のものに限る。） 

(ⅴ)第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(37)までによって行う場合 
(ⅵ)容器の管台に管等を取り付ける継手の溶接を別図第 7-2 によって行う場合 
(ⅶ)栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
(ⅷ)漏止め溶接による継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果

が得られる方法によって行う場合 
(ⅸ)耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接をすみ肉溶接又はこれと同等

以上の効果が得られる方法によって行う場合 
 

ホ 第一種管 
 第一種管（第 2 部第 1 条第 3 項第 3 号に規定するものをいう。以下同じ。）の

継手の溶接は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 内径が 600mm 以下のものの継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶

接（第一種継手又は熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、溶接後

裏あて金を取り除いたものに限る。）、初層イナートガスアーク溶接又はこれら

と同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
ⅱ 管台又は管と容器（ポンプ、弁その他これらに類するもの）との継手の溶接、

または、管台又は管と突合せ溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(1)によっ

て行う場合 
ⅲ 外径が 61mm（熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、34mm）

以下の管と容器（管台、ポンプ、弁その他これらに類するもの）との継手の溶

接、または、管と差し込み溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(2)によって

行う場合 
ⅳ 第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(3)まで若しくは(7)又は別図第 3(1)から

(4)までによって行う場合（別図第 2(7)による場合にあっては、管の外径が

61mm 以下のものに限る。ただし、熱荷重により著しい応力が生ずる部分であ

って、別図第 2(2)若しくは(3)又は別図第 3(1)から(4)までによる場合は、管の外

径が 115mm 以下のものに限り、別図第 2(7)による場合は、管の外径が 34mm
以下のものに限る。） 

ⅴ 第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(16)までによって行う場合（別図第 4(13)
から(16)までによる場合にあっては、著しい反力を受けないもの、または、熱

荷重により著しい応力が生じる部分では、接続される管の外径が 34mm 以下の
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ものに限る。熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、別図第 4(6)から

(12)までによる場合は、接続される管の外径が 115mm 以下のものに限る。） 
ⅵ 栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)、(2)又は(7)によって行う場合 
ⅶ 漏止め溶接による継手又は耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接を連

続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
 

ヘ 第三種管 
 第三種管（第 2 部第 1 条第 3 項第 7 号に規定するものをいう。以下同じ。）の

継手の溶接は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 裏から溶接ができないものの継手（最低使用温度がマイナス 30℃以下となる

場合を除く。）及び最低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合であって内径

が 600mm 以下のものの溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最低使用

温度がマイナス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により著しい応

力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）、初層

イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によって

行う場合 
ⅱ 次に適合するものの継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最低

使用温度がマイナス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により著し

い応力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）、

初層イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によ

って行う場合 
(ⅰ) 液体用のものであって、最高使用温度が当該液体の大気圧における沸点未

満であり、かつ、最高使用圧力が 1960kPa 未満のもの 
(ⅱ) (ⅰ)以外のものであって、最高使用圧力が 980kPa（第一種継手の場合にあ

っては、490kPa）未満のもの 
ⅲ 管台又は管と容器（ポンプ、弁その他これらに類するもの）との継手の溶接、

または、突合せ溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(1)によって行う場合 
ⅳ 外径が 61mm（熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、34mm）

以下の管と容器（管台、ポンプ、弁その他これらに類するもの）との継手の溶

接、または、管と差し込み溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(2)によって

行う場合 
ⅴ 第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(8)まで又は別図第 3(1)から(8)までによ

って行う場合（別図第 2(7)による場合にあっては、管の外径が 61mm 以下のも

のに限る。また、熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、別図第 2(2)、
(3)若しくは(8)又は別図第 3(1)から(6)まで若しくは(8)による場合は、管の外径

が 115mm 以下のものに限り、別図第 2(4)から(7)まで又は別図第 3(7)による場

合は、管の外径が 34mm 以下のものに限る。） 
ⅵ 第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(28)までによって行う場合（別図第 4(13)
から(16)までによる場合にあっては、著しい反力を受けないものまたは、熱荷

重により著しい応力が生じる部分では、接続される管の外径が 34mm 以下のも
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のに限る。熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、別図第 4(6)から(12)
までによる場合は、接続される管の外径が 115mm 以下のものに限る。） 

ⅶ 栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
ⅷ 漏止め溶接による継手又は耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接を連

続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
ⅸ 制御棒駆動機構ハウジングの継手の溶接を別図第 9 によって行う場合 
 

ト 第四種管 
 第四種管（第 2 部第 1 条第 3 項第 10 号に規定するものをいう。）の継手の溶接

は、次に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。 
ⅰ 裏から溶接ができないものの継手（最低使用温度がマイナス 30℃以下となる

場合を除く。）及び最低使用温度がマイナス 30℃以下となる場合であって内径

が 600mm 以下のものの溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最低使用

温度がマイナス 30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により著しい応

力が生ずる部分にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）、初層

イナートガスアーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によって

行う場合 
ⅱ 内径が 600mm 以下で、かつ、厚さ（厚さが異なる場合は、厚い方の厚さ）

が 16mm 以下のもの（内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（内包する放

射性物質が液体中にある場合にあっては、37kBq/cm3）以上又は最低使用温度

がマイナス 30℃以下となる場合を除く。）の継手（母材の区分が別添第 2 表に

掲げるP-1又はP-3（規格による最小引張強さが548.8MPa未満のものに限る。）

以外のもので作られたものの第一種継手の場合を除く。）の溶接を突合せ片側溶

接によって行う場合（熱荷重により著しい応力が生ずる部分であって、裏あて

金を使用する突合せ片側溶接によって行う場合は、溶接後裏あて金を取り除い

たものに限る。） 
ⅲ 内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体中に

ある場合にあっては、37kBq/cm3）以上のものであって、次に適合するものの

継手の溶接を裏あて金を使用する突合せ片側溶接（最低使用温度がマイナス

30℃以下となる場合の第一種継手又は熱荷重により著しい応力が生ずる部分

にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）、初層イナートガスア

ーク溶接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によって行う場合 
(ⅰ) 液体用のものであって、最高使用温度が当該液体の大気圧における沸点未

満であり、かつ、最高使用圧力が 1960kPa 未満のもの 
(ⅱ) (ⅰ)以外のものであって、最高使用圧力が 980kPa（第一種継手の場合にあ

っては、490kPa 未満）未満のもの 
ⅳ 管台又は管と容器（ポンプ、弁その他これらに類するもの）との継手との溶

接、または、管台又は管と突合せ溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(1)に
よって行う場合 

ⅴ 外径が 90mm（熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、34mm）
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以下の管と容器（管台、ポンプ、弁その他これらに類するもの）との継手の溶

接、または、管と差し込み溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(2)によって

行う場合 
ⅵ 第三種継手の溶接を別図 2(1)から(9)まで又は別図第 3 によって行う場合（別

図第 2(7)による場合にあっては、管の外径が 90mm 以下のものに限る。熱荷重

により著しい応力が生ずる部分であって、別図第 2(2)、(3)、(8)若しくは(9)又
は別図第 3(1)から(6)まで、(8)、(9)若しくは(11)による場合は、管の外径が

115mm 以下のものに限り、別図第 2(4)から(7)まで又は別図第 3(7)、(10)若し

くは(12)による場合は、管の外径が 34mm 以下のものに限る。） 
ⅶ 第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(37)までによって行う場合（熱荷重によ

り著しい応力が生ずる部分であって、別図第 4(6)から(12)までによる場合は、

接続される管の外径が 115mm 以下のものに限り、別図第 4(13)から(37)までに

よる場合は、接続される管の外径が 34mm 以下のものに限る。） 
ⅷ 栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
ⅸ 漏止め溶接による継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が

得られる方法によって行う場合 
ⅹ 耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接をすみ肉溶接又はこれと同等以

上の効果が得られる方法によって行う場合 
 

チ 第五種管 
 第五種管（第 2 部第 1 条第 3 項第 11 号に規定するものをいう。）の継手の溶接

は、次に掲げる場合を除き、突合せ片側溶接又はこれと同等以上の効果が得られ

る方法によって行うこと。 
ⅰ 第一種継手及び第二種継手（第 2 部第 1 条第 3 項第 13 号に規定するものを

いう。以下同じ。）のかど部の溶接を全厚かど溶接又はフレア溶接によって行う

場合 
ⅱ 第一種継手及び第二種継手の重ね継手の溶接を全厚すみ肉溶接によって行う

場合。この場合において、全厚すみ肉溶接の母材の重ね部の長さは、母材の厚

さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ）の 2 倍以上であること。 
ⅲ 管台又は管と容器（弁その他これらに類するもの）との継手の溶接、または、

管台又は管と突合せ溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(1)によって行う場

合 
ⅳ 外径が 90mm 以下の管と容器（管台、弁その他これらに類するもの）との継

手の溶接、または、管と差し込み溶接式管継手との継手の溶接を別図第 1(2)に
よって行う場合 

ⅴ 第三種継手の溶接を別図第 2(1)から(10)まで又は別図第 3 によって行う場合

（別図第 2(7)による場合にあっては、管の外径が 90mm 以下のものに限る。） 
ⅵ 第四種継手の溶接を別図第 4(1)から(37)まで又は(39)によって行う場合 
ⅶ 栓等を取り付ける継手の溶接を別図第 8(1)から(6)までによって行う場合 
ⅷ 漏止め溶接による継手の溶接を連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の効果が
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得られる方法によって行う場合 
ⅸ 耐圧部に非耐圧部材を取り付ける継手の溶接をすみ肉溶接又はこれと同等以

上の効果が得られる方法によって行う場合 
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別図第 1 

 
(1) 

 
注 tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

 
 

(2) 

 
注 tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tc は、0.85tn以上 
a は、1.25tn以上 
b は、10mm（外径が 61mm 以下の場合は 9.6mm）以上 
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別図第 2 
(1) 

 
(2) (3) 

  
(4) (5) 

  
 (6) (7) 

  

圧力 1568ｋPa 以下で温度
350℃までに使用できる。 
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(8) (9) 

  
 

(10) 

 
 

(11) 
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注 
t、t1、t2は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 
tn、tn1、tn2は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 
tr は、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ（mm を単位とする。） 
tc は、(2)にあっては、0.25tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

(3)及び(11)にあっては、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 
(7)及び(8)にあっては、tn以上 
(9)にあっては、tn又は 2tr のうちいずれか小さい方以上 

tc1は、(10)にあっては、t1又は tn1、のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 
tc2は、(10)にあっては、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 
twは、(3)の鍛造品の場合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 

(3)の鍛造品以外の場合及び(11)にあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方

以上 
(9)にあっては、3tn以上 

tw1は、(4)から(6)までにあっては tn以上 
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別図第 3 
(1) (2) 

 

 
  

(3) (4) 

 

 
  

(5) (6) 
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(7) (8) 

 
 

  
(9) (10) 

 
 

  
(11) (12) 
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注 1 t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 
tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 
tr は、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ（mm を単位とする。） 
tc は、(1)から(4)までにあっては、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

(6)、(11)及び(12)のステーで支えられるもの（管板に限る。）にあっては、

0.7tn又は 1.4tr のうちいずれか小さい方以上 
(6)、(11)及び(12)のステーで支えられないものにあっては、tn又は 2tr のう

ちいずれか小さい方以上 
twは、(1)及び(2)の鍛造品で、かつ、開先角度が 45°未満の場合にあっては、0.5tn

又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 
(1)及び(2)の鍛造品で、かつ、開先角度が 45°以上の場合及び鍛造品以外

のものにあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方以上 
(6)及び(11)のステーで支えられるもの（管板に限る。）並びに(5)及び(9)に
あっては、2tn以上 

(6)及び(11)のステーで支えられないものにあっては、3tn以上 
(8)にあっては、1.25tn又は 2tr のうちいずれか大きい方以上 
ただし、t より大きくする必要はない。 

 
注 2  第一種容器、第二種容器、第三種容器、第一種管及び第三種管であって、片側

溶接による場合は、裏あて金を使用する片側溶接（第一種容器及び第一種管にあ

っては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）又は初層イナートガスアーク

溶接によって行うこと。 
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別図第 4 

 
(1) (2) 

 
 

  
(3) (4) 

  
  

(5) (6) 
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(7) (8) (9) 

   
 

第 １ 段 階  第 ２ 段 階 

 

(10) 

 

(11) 

(12) 

 

別紙３ －20－ 



 

 

 
(13) (14) 

 
  

(15) (16) 

 
  

(17) (18) (19) (20) 
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(23)  

 

(24) 
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（25－イ）（25－ロ） （26－イ）（26－ロ） （27－イ）（27－ロ） 

 
 
 
 

（27－ハ） (28) 
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(29) 

 
 

(30) 

 
 

(31) 
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(32) (33) 

  
 

(34) 

 
 

(35) 
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(36) 

 
 

(37) 

 
 

(38) 
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(39) 

 
 
注 1. t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 
te は、強め材の厚さ（mm を単位とする。） 
tc は、(6)から(9)まで、(11)、(20)から(24)まで、(29)、(30)及び(35)にあっては、0.7tn

又は 6mm のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内面への突出し量

がこれ以下の場合は、この限りでない。 
(25)から(27)までにあっては、6mm 以上 

twは、部分溶接の場合における深さ（mm を単位とする。）で 0.7tmin以上 
tminは、(17)から(24)まで、(31)から(35)まで及び(38)にあっては、t、tn又は te のう

ちの小さいもの。ただし、19mm 以上とする必要はない。 
(25)から(28)までにあっては、管台が取り付けられる部分の厚さ。ただし、19mm
以上とする必要はない。 

r1は、(1)から(9)までにあっては、0.25t 又は 19mm のうちのいずれか小さい方以上

（応力計算を行って必要な強度を有することが明らかである場合は、この限り

でない。） 
(11)から(14)までにあっては、0.25tn 又は 19mm のうちいずれか小さい方以上

（応力計算を行って必要な強度を有することが明らかである場合は、この限り

でない。） 
r2は、6mm 以上 
a は、第 2 段階の溶接部に対して放射線透過試験を行う場合は、19mm 以上とする。 
c は、管台の外径が 34mm 以下の場合は 0.25mm 以下 

管台の外径が 34mm を超え 115m 以下の場合は 0.5mm 以下 
管台の外径が 115mm を超える場合は 0.8mm 以下とする。 

y は、1.6mm 又は tnのうちいずれか小さい方以上 
2. (13)及び(14)における強め材としての肉盛り溶接部は、その必要がなければ肉盛り

溶接を行う必要はない。 
3. 第一種容器、第二種容器、第三種容器、第一種管及び第三種管であって、片側溶接

による場合は、裏あて金を使用する片側溶接（溶接後裏あて金を取り除いたものに

限る。）又は初層イナートガスアーク溶接によって行うこと。 
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別図第 5 

 

(1) 

 
 

(2) 

 
 
 

胴板の厚さ（mm） tc（mm） 
4.5 未満 4.5 
4.5 以上 19 未満 6 
19 以上 32 未満 8 
32 以上 10 
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(3)  

 
  

(4)  
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別図第 6 
(1) (2) 

  
  

(3)  

 

 
注1 tn1は、ハウジング又はアダプタの厚さ（mm

を単位とする。） 
tn2は、管台又はボディの厚さ（mmを単位と

する。） 
tnは、tn1又はtn2のうち小さいもの 
tcは、0.7tn又は6mmのうち小さいもの以上 
rは、0.25tn又は19mmのうち小さいもの以上 
（第一種機器に限る。） 

 
2 管台又はボディとハウジング又はアダプタ

との間隔は、直径においてハウジングの外径が

34mm以下の場合は0.25mm以下、ハウジング

の径が 34mmを超え 115mm以下の場合は

0.5mm以下、ハウジングの径が115mmを超え

る場合は0.8mm以下とする。 
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別図第 7－1 

 

 
注 tr は、管台の計算上必要な厚さ 

tc は、tr 以上 
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別図第 7－2 

 

 
注 tr は、管台の計算上必要な厚さ 

tc は、tr 以上 
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別図第8 

 
(1) (2) 

 

 
  

(3) (4) 

 

 

  
(5) (6) 

 
 

  
(7) 

 
 

注 dは、栓等の径で61mm以下のものに限る。 
tcは、0.85tr1（tr1は、dを外径とした継目のない容器又は管の計

算上必要な厚さ）以上 
twは、1.25tr2（tr2は、t の部分の計算上必要な厚さ） 
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別図第 9 

 

 
注 tはハウジング差込み部の厚さ（mmを単位とする。） 

 
 
 
別図第10 
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Ⅲ．溶接施行法の確認実施要領 
１．溶接施行法の確認実施要領 
 本内規Ⅱ．２．（２）による溶接施行法の確認は、次に掲げる事項について、それぞ

れ定める事項の区分の組合せが異なるごとに確認試験を実施して行うものとする。た

だし、この要領により難い特別な場合は、この限りでない。 
 
(1)確認事項 
イ．溶接方法 
 溶接方法の区分は、次に掲げる場合を除き第 1 表に掲げる区分のとおりとする。

なお、2 以上の溶接方法を併用する場合は、その組合せを 1 区分とみなす。 
（イ） 第一種容器及び第三種容器のクラッド溶接 

 この場合は、第 1 表の溶接方法の記号に続けて（ ）内にクラッドと記入した

区分とする。 
（ロ） 第一種容器及び第三種容器の管と管板の取り付け溶接 

 この場合は、第 1 表の溶接方法の記号に続けて（ ）内に管と管板と記入した

区分とする。 
ロ．母材 
  母材の区分は、第 2 表に掲げる区分のとおりとし、それ以外のものについては、

母材の種類とする。なお、2 以上の母材を併用する場合は、その組合せを 1 区分とみ

なす。 
ハ．溶接棒 
  溶接棒の区分は、第 3 表に掲げる区分のとおりとし、それ以外のものについては、

溶接棒の種類とする。なお、2 以上の溶接棒を併用する場合は、その組合せを 1 区分

とみなす。 
ニ．溶接金属 
 被覆アーク溶接及びガス溶接に係る溶接金属（第３表に掲げる F－41 から F－45
まで及び非鉄金属を除く。）の区分は、次に掲げるとおりとする。 
（イ） 溶接金属の区分については、第 4 表に掲げる区分のとおりとする。 
（ロ） 第 4 表に掲げる溶接金属以外の溶接金属にあっては、それぞれ個別に 1 区分

とみなす。 
（ハ） （イ）及び（ロ）の規定にかかわらず、当該溶接金属の炭素の含有量の最大

値が 0.15％（第 4 表の A－8 の欄に掲げるものにあっては 0.30％）を超えるも

のについては、その値をそれぞれ個別に 1 区分とする。 
ホ．予熱 
  予熱を行うか行わないか、また、予熱を行う場合は、その温度の下限を区分とする。 
へ．溶接後熱処理 
  溶接後熱処理を行うか行わないかの区分とする。なお、溶接後熱処理を行う場合は、

保持温度の下限及び最低保持時間の組合せによる区分とする。 
ト．シールドガス 
  シールドガス（プラズマアーク溶接におけるオリフィスガスを含む。）又は密閉容
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器中で溶接を行う場合の置換ガス（母材の区分が第 2 表に掲げる P－51 又は P－52
の場合に限る。）を使用するか使用しないかの区分とする。なお、シールドガス又は

置換ガスを使用する場合は、シールドガス又は置換ガスの種類ごとの区分とし、2 以

上のガスを混合する場合は、その組合せを 1 区分とみなす。 
チ．裏面からのガス保護 
  裏面からのガス保護を行うか行わないかの区分とする。 
リ．溶加材 
 溶加材の区分は、第 5 表に掲げる区分のものについては同表に掲げる区分のとお

りとし、それ以外のものについては、その種類及び成分の組合せによる区分とする。 
ヌ．ウェルドインサート 
  ウェルドインサートを使用するか使用しないかの区分とする。なお、ウェルドイン

サートを使用する場合は、第 5 表に掲げる区分のものについては同表に掲げる区分

のとおりとし、それ以外のものについては、その種類及び成分の組合せによる区分と

する。 
ル．電極 
  電極の数の区分とする。 
ヲ．フラックス 
  フラックスの種類及び成分の組合せによる区分とする。 
ワ．心線 
 心線（フラックス入りワイヤを含む。）の区分は、第 5 表に掲げる区分のとおりと

し、それ以外のものについては、心線の種類及び成分の組合せによる区分とする。 
カ．溶接機 
  半自動溶接機又は自動溶接機の種類の区分とする。 
ヨ．層 
  自動溶接機による溶接について多層盛りと一層盛りとの区分とする。 
タ．母材の厚さ 
  母材の厚さの区分とする。 

 ただし、第一種容器及び第三種容器のクラッド溶接の母材の厚さ及び管と管板の取

り付け溶接の管板の厚さについては区分しない。 
レ．ノズル 
  エレクトロスラグ溶接において、ノズルが消耗性か非消耗性かの区分とする。 
ソ．電圧及び電流 
  エレクトロスラグ溶接において、電圧及び電流の値による区分とする。 
ツ．揺動 
  エレクトロスラグ溶接において、揺動を行うか行わないかの区分とする。なお、揺

動を行う場合は、揺動の幅、頻度及び停止時間の組合せによる区分とする。 
ネ．あて金 
  エレクトロスラグ溶接及びエレクトロガス溶接において、あて金を使用するか使用

しないかの区分とする。なお、あて金を使用する場合は、非金属か非溶融性金属かの

区分とする。 
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ナ．リガメントの幅 
 第一種容器及び第三種容器の管と管板の取り付け溶接は、リガメントの幅の最小幅

を 1 区分とする。 
ラ．衝撃試験 
 第２部において破壊靭性試験を要求されている場合においては、衝撃試験に係る当

該衝撃試験温度の下限を 1 区分とする。 
 
(2)確認試験 
 確認試験は、次に掲げるところにより行うものとする。 
イ．試験材とその取り付け方法 
（イ）試験材の厚さの区分は次のとおりとする。 

 ⅰ ⅱからⅳに掲げる場合を除き、申請に係る母材の厚さの上限の 1/2 から上限

までの範囲の値 
 ⅱ 次に掲げる場合は、申請に係る母材の厚さの上限値（（ⅴ）に掲げる場合は（ⅴ）

に掲げる値） 
（ⅰ）確認に用いる試験材が管である場合は、外径が 140mm 以下で、かつ、

申請に係る母材の厚さの上限が 19mm を超えるとき 
（ⅱ）母材の区分が第 2 表に掲げる P－1 及び P－3 であって、予熱を 100℃以

上で行い溶接後熱処理を行わず、かつ、申請に係る母材の厚さの上限が

P－1 の場合は、32mm、P－3 の場合は、13mm を超えるとき 
（ⅲ）母材の区分が第 2 表に掲げる P－11A－1、P－11A－2 及び P－11B で 

あるき 
（ⅳ）ガス溶接によるとき又はティグ溶接、プラズマアーク溶接、半自動溶接

若しくは自動溶接による場合であって、片側溶接として一層盛りを行う

とき 
（ⅴ）エレクトロスラグ溶接又はエレクトロガス溶接の場合は、申請に係る母

材の厚さの上限の 0.9 倍から上限までの値 
（ⅵ）半自動溶接又は自動溶接による場合であって、両側溶接として、それぞ

れの側に一層盛りを行うとき（申請に係る母材の厚さが、50mm を超え

る場合に限る。） 
 ⅲ クラッド溶接を行うとき、試験材の厚さは 19mm 以上 
 ⅳ 管と管板の取り付け溶接を行う場合は、管板の厚さは 19mm 以上、管の厚さ

は申請に係る管の厚さの±10％の範囲の値 
 ⅴ 衝撃試験を行う場合には、ⅰ及びⅱによるほか、JIS Z 2202（1998）「金属

材料衝撃試験片」の V ノッチ試験片を採取できる厚さ以上とする。 
（ロ）試験材の取り付け方法は、試験材が板である場合は下向、試験材が管である場合

は水平固定又は水平回転とする。ただし、これによって行うことが適当でないと認

められるものは、実作業の姿勢とする。 
ロ．試験片及びその試験方法 
（イ）試験片の種類、数及び採取位置は第 1 図から第 5 図までによる。 
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（ロ）突合せ溶接の試験片の形状、寸法及び試験方法については次に掲げるところによ

り行うものとする。 
ⅰ 継手引張試験は、第 2 部第 11 条第 2 項による。 
ⅱ 型曲げ試験及びローラ曲げ試験は、第 2 部第 13 条第 2 項による。ただし、表

曲げ試験は裏曲げ試験を準用する。 
ⅲ 衝撃試験は、第 2 部第 11 条第 2 項によるものとし、試験温度は次に掲げると

ころによる。 
 

適用機器 試験温度 
第一種機器 最低使用温度より 33℃低い温度以

下 
上記以外の

機器 
最低使用温度より 17℃低い温度以

下 
 
（ハ）クラッド溶接の曲げ試験については、試験片の形状及び寸法は第 6 図のとおり

とし、試験方法は、第 2 部第 11 条第 2 項に準ずる。 
（ニ）管と管板の取り付け溶接における断面試験の試験片の形状及び寸法は第 7 図の

とおりとし、試験方法については溶込み状況の目視検査及びのど厚測定を行うもの

とする。 
（ホ）クラッド溶接及び管と管板の取り付け溶接にあっては溶接部の全面について、浸

透探傷試験を行うものとし、その方法については第 2 部第 13 条第 1 項第 4 号によ

るものとする。 
 
(3)確認試験の省略 
 次のいずれかに該当する場合には、確認試験を省略することができる。 
イ．認を受けようとする溶接施行法が、原子炉等規制法第 16 条の 4 第 2 項又は第 46

条の 2 第 2 項に規定するところにより認可を受けた溶接の方法（電子ビーム溶接に

係るものを除く。）である場合 
ロ．本内規による確認試験を実施した溶接施行法について確認を受けようとする場合

であって、当該確認試験についての客観性を証明できる場合 
ハ．溶接金属 A－1 から A－4－2 までのいずれかについて以前に確認を受けている場

合であって、確認を受けた A 番号より小さい A 番号の溶接金属を用いるとき 
ニ．予熱温度の下限について以前に確認試験を受けて確認を受けた場合であって、予

熱温度の下限が当該確認を受けた下限の温度より 50℃の範囲で下回るとき 
ホ．裏面からのガス保護を行わないものについて以前に確認を受けた場合であって、

裏面からのガス保護を行うとき 
へ．一層盛りについて以前に確認を受けた場合であって、多層盛りを行うとき（クラ

ッド溶接の場合を除く。） 
ト．母材の厚さについて以前に確認試験を受けて確認を受けた場合（(2)イ（イ）ⅱに

掲げる場合を除く。）であって、申請に係る母材の厚さが当該確認を受けた試験材の

厚さの 2 倍以下であるとき 
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チ．エレクトロスラグ溶接において、電圧及び電流について以前に確認試験を受けて

確認を受けた場合であって、それぞれの値が確認を受けた値に対して 15％以内の範

囲であるとき 
 
(4)試験結果の判定 
 試験の合否の判定は次によること。 
イ．突合せ溶接の場合 
（イ）継手引張試験については、第 2 部第 11 条第 3 項の規定による。 
（ロ）型曲げ試験及びローラ試験については、第 2 部第 11 条第 3 項の規定による。 
（ハ）衝撃試験については、吸収エネルギーの値が付表に掲げる値以上であるときこ

れを合格とする。 
ロ．クラッド溶接の場合 
（イ）浸透探傷試験については、第 2 部第 13 条第 2 項第 4 号の規定による。 
（ロ）側曲げ試験については、溶接部に 1.6mm を超える欠陥がないときこれを合格

とする。 
（ハ）溶接金属の化学分析値が規定値を満足するときこれを合格とする。 

ハ．管と管板の取り付け溶接の場合 
（イ）浸透探傷試験については、第 2 部第 13 条第 2 項第 4 号の規定による。 
（ロ）目視検査については、管の中心断面を 10 倍の拡大鏡で検査し、割れ及びそ

の他有害な欠陥がないときこれを合格とする。 
（ハ）のど厚測定については、管の中心断面を 10 倍の拡大鏡で検査し、のど厚（最

小漏れ経路）が管の肉厚の 2/3 以上であるときこれを合格とする。 
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第 1 表 溶接方法の区分 
溶接方法の区分 種類 
A 被覆アーク溶接（両側溶接又は裏あて金を用いる片側溶接） 
A0 被覆アーク溶接（裏あて金を用いない片側溶接） 
G ガス溶接 
T ティグ溶接（裏あて金を用いない片側溶接） 
TB ティグ溶接（両側溶接又は裏あて金を用いる片側溶接） 
TF 初層ティグ溶接（裏あて金を用いないもの） 
TFB 初層ティグ溶接（裏あて金を用いるもの） 
M ミグ溶接（両側溶接又は裏あて金を用いる片側溶接） 
M0 ミグ溶接（裏あて金を用いない片側溶接） 
PA プラズマアーク溶接 
J サブマージアーク溶接 
ES エレクトロスラグ溶接 
EG エレクトロガス溶接 
S その他自動溶接 
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G

XM
2 

P－
9A

 
ニ

ッ
ケ
ル
鋼
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
標
準
合

金
成
分
が

2.
50

％
以
下
の
も
の

 
SL

2N
25

5 
 

SC
PL

21
 

 
 

 
 

P－
9B

 
ニ

ッ
ケ
ル
鋼
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
標
準
合

金
成
分
が

2.
50

％
を
超
え

3.
50

％
以
下
の

も
の

 

SL
3N

25
5 

SL
3N

27
5 

SL
3N

44
0 

ST
BL

45
0 

ST
PL

45
0 

SC
PL

31
 

G
LF

3 
 

 
 

 

P－
11

A－
1 

ニ
ッ
ケ
ル
鋼
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
標
準
合

金
成
分
が

3.
50

％
を
超
え

9.
0％

以
下
の
も

の
 

SL
9N

52
0 

SL
9N

59
0 

ST
BL

69
0 

ST
PL

69
0 

火
SF

L9
N

69
0 

 
 

 
 

P－
11

A－
2 

合
金
鋼
で
あ
っ
て
、
規
格
に
よ
る
最
小
引
張

強
さ
が

66
0N

/m
m

2
以
上

73
0N

/m
m

2
未

満
の
も
の
（

P－
11

A－
1

に
掲
げ

る
も

の

を
除
く
。
）

 

H
W

56
 

H
W

63
 

 
 

 
 

 
 

P－
11

B 
合

金
鋼
で
あ
っ
て
、
規
格
に
よ
る
最
小
引
張

強
さ
が

73
0N

/m
m

2
以
上
の
も
の

 
H

W
70
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母
材
の
区
分

 
種
類

 
規
格
（
例
）

 
P－

21
 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
含
有
量
が

99
％
以
上
の

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

及
び

マ
ン

ガ
ン

の
含

有
量

が
1.

0％
以
上

1.
5％

以
下
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
マ
ン
ガ
ン
合
金

 

A1
05

0 
A1

07
0 

A1
08

0 
A1

10
0 

A1
20

0 

A3
00

3 
A3

20
3 

 
 

 
 

 

P－
22

 
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
マ

グ
ネ

シ
ウ

ム
合

金
で

あ

っ
て
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
含
有
量
が

1.
0％

以
上

1.
5％

以
下
の
も
の

 

A5
05

2 
A5

15
4 

A5
25

4 
A5

45
4 

 
 

 
 

 
 

P－
23

 
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
マ

グ
ネ

シ
ウ

ム
け

い
素

合

金
で
あ
っ
て
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
含
有
量
が

0.
45

％
以
上

1.
5％

未
満
で
、
か
つ
、
け
い

素
の
含
有
量
が
、

0.
2％

以
上

0.
8％

以
下
の

も
の

 

A3
00

4 
A6

06
1 

A6
06

3 
 

 
 

 
 

P－
25

 
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
マ

グ
ネ

シ
ウ

ム
合

金
で

あ

っ
て
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
含
有
量
が

3.
9％

を
超
え
、

5.
6％

以
下
の
も
の

 

A5
05

6 
A5

08
3 

A5
08

6 

 
 

 
 

 
 

P－
31

 
銅

及
び
銅

合
金
で

あ
っ
て

、
P－

32
、

P－
34

及
び

P－
35

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
 

C1
02

0 
C1

10
0 

C1
20

1 
C1

22
0 

C1
22

1 

C2
30

0 
C2

60
0 

C3
60

1 
C3

60
2 

C3
60

3 
C3

60
4 

BC
2 

BC
3 

BC
6 

BC
7 

 
 

 

P－
32

 
ネ

パ
ー
ル
黄
銅
又
は
復
水
器
用
黄

銅
 

C4
43

0 
C4

62
1 

C4
64

0 

C6
87

0 
C6

87
1 

C6
87

2 

 
 

 
 

 

P－
34

 
白

銅
又
は
復
水
器
用
白
銅

 
C7

06
0 

C7
10

0 
C7

15
0 

 
 

 
 

 
 

P－
35

 
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
青
銅

 
C6

16
1 

C6
19

1 
C6

28
0 

 
 

 
 

 
 

P－
42

 
ニ

ッ
ケ
ル
銅
合
金
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
標

準
合
金

成
分

が
66

.5
％

以
下
で

、
か

つ
、

銅
の
標
準
合
金
成
分
が

25
％
を
超

え
33

％

以
下
の
も
の

 

N
Cu

P-
O

 
N

Cu
T-

O
 

N
Cu

T-
SR
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母
材
の
区
分

 
種
類

 
規
格
（
例
）

 
P－

43
 

ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
鉄
合
金

 
N

CF
60

0 
N

CF
75

0 
N

CF
60

0T
P 

N
CF

60
0T

B 
G

N
CF

1 
 

 
 

 

P－
45

 
鉄

ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金

 
N

CF
80

0 
N

CF
80

0T
P 

N
CF

80
0H

TP
 

N
CF

80
0T

B 
N

CF
80

0H
TB

 

G
N

CF
2 

G
N

CF
3 

G
N

CF
4 

 
 

 
 

P－
51

 
チ

タ
ン
で
あ
っ
て
、
規
格
に
よ
る
最
小
引
張

強
さ
が

34
0N

/m
m

2
以
下
の
も
の

 
TP

27
0H

 
TP

27
0C

 
TR

27
0H

 
TR

27
0C

 
TP

34
0H

 
TP

34
0C

 
TR

34
0H

 
TR

34
0C

 

TT
P2

70
E 

TT
P2

70
C 

TT
P2

70
W

 
TT

P2
70

W
C 

TT
P3

40
E 

TT
P3

40
C 

TT
P3

40
W

 
TT

P3
40

W
C 

TT
H

27
0C

 
TT

H
27

0W
 

TT
H

27
0W

C 
TT

H
34

0C
 

TT
H

34
0W

 
TT

H
34

0W
C 

TB
27

0H
 

TB
27

0C
 

TB
34

0H
 

TB
34

0C
 

 
 

 

P－
52

 
チ

タ
ン
で
あ
っ
て
、
規
格
に
よ
る
最
小
引
張

強
さ
が

34
0N

/m
m

2
を
超
え
る
も
の

 
TP

48
0H

 
TP

48
0C

 
TR

48
0H

 
TR

48
0C

 

TT
P4

80
E 

TT
P4

80
C 

TT
P4

80
W

 
TT

P4
80

W
C 

TT
H

48
0C

 
TT

H
48

0W
 

TT
H

48
0W

C 

TB
48

0H
 

TB
48

0C
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第 3 表 溶接棒の区分 

溶接棒の区分 種類 規格（例） 
JIS AWS 

被
覆
ア
ー
ク
溶
接
棒 

F－0 イルミナイト系溶接棒 D ＸＸ01 
DH ＸＸ01 
DW ＸＸ01 

－ 

F－1 高酸化鉄系溶接棒 － E ＸＸ20 
鉄粉酸化チタン系溶接棒 D ＸＸ24 E ＸＸ24 
鉄粉低水素系溶接棒 D ＸＸ26 

DW ＸＸ26 
DL ＸＸ26 

E ＸＸ28 

鉄粉酸化鉄系溶接棒 D ＸＸ27 E ＸＸ27 
F－2 ライムチタニヤ系溶接棒 D ＸＸ03 

DW ＸＸ03 － 

高酸化チタン系溶接棒 D ＸＸ13 
DH ＸＸ13 
DT ＸＸ13 

E ＸＸ12 
E ＸＸ13 

鉄粉酸化チタン系溶接棒 － E ＸＸ14 
F－3 高セルロース系溶接棒 D ＸＸ11 E ＸＸ10 

E ＸＸ11 
F－4 低水素系溶接棒 D ＸＸ16 

DT ＸＸ15 
DT ＸＸ16 
DW ＸＸ16 
DL ＸＸ16 

E ＸＸ15 
E ＸＸ16 

鉄粉低水素系溶接棒 D ＸＸ18 
DT ＸＸ18 

E ＸＸ18 
E ＸＸ48 

F－5 ステンレス用溶接棒 D ＸＸＸ15 
D ＸＸＸ16 

E ＸＸＸ-15 
E ＸＸＸ-16 

ガ
ス
溶
接
棒 

F－6－1 ガス溶接棒 GA ＸＸ R ＸＸ 

F－6－2 ガス溶接棒 GB ＸＸ  
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溶接棒の区分 種類 規格（例） 
JIS AWS 

被
覆
ア
ー
ク
溶
接
棒 

F－41 ニッケル用溶接棒 DNi-1 ENi-1 
F－42 ニッケル銅合金用溶接棒 DNiCu-1 

DNiCu-4 
ENiCu-7 

F－43 ニッケルクロム鉄合金用溶接棒 DNiCr-1 
 
DNiCrFe-1 
DNiCrFe-1J 
DNiCrFe-2 
DNiCrFe-3 
 
D9Ni-1 

ENiCrFe-1 
ENiCrFe-2 
ENiCrFe-3 
ENiCrFe-4 
 
ENiCrMo-2 
ENiCrMo-3 
ENiCrMo-6 

F－44 ニッケルモリブデン鉄合金用溶接棒 DNiMo-1 
 
 
D9Ni-2 

ENiMo-1 
ENiMo-3 
ENiMo-7 
 
ENiCrMo-4 
ENiCrMo-5 
ENiCrMo-7 

F－45 鉄ニッケルクロムモリブデン合金用溶

接棒 
DNiMoCr-1 ENiCrMo-1 
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第
4
表

 溶
接
金
属
の
区
分

 

溶
接

金
属
の

区
分

 
溶
接
金
属

 
溶

接
金

属
の
主
要
成
分
（
％
）

 

炭
素

 
ク

ロ
ム

 
モ

リ
ブ
デ
ン

 
ニ
ッ

ケ
ル

 
マ
ン
ガ
ン

 
け
い
素

 

A－
1 

炭
素
鋼

 
0.

15
以

下
 

－
 

－
 

－
 

1.
60

以
下

 
1.

00
以
下

 

A－
2 

モ
リ
ブ
デ
ン
鋼

 
0.

15
以

下
 

0.
50

以
下

 
0.

40
～

0.
65

 
－

 
1.

60
以
下

 
1.

00
以
下

 

A－
3 

ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼

 
0.

15
以

下
 

0.
40

～
2.

00
 

0.
40

～
0.

65
 

－
 

1.
60

以
下

 
1.

00
以
下

 

A－
4－

1 
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼

 
0.

15
以

下
 

2.
00

～
5.

00
 

0.
40

～
1.

50
 

－
 

1.
60

以
下

 
2.

00
以
下

 

A－
4－

2 
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼

 
0.

15
以

下
 

5.
00

～
10

.5
0 

0.
40

～
1.

50
 

－
 

1.
20

以
下

 
2.

00
以
下

 

A－
5 

マ
ル
テ
ン
サ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ

ス
鋼

 
0.

15
以

下
 

11
.0

0～
15

.0
0 

0.
70

以
下

 
－

 
2.

00
以
下

 
1.

00
以
下

 

A－
6 

フ
ェ
ラ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

 
0.

15
以

下
 

11
.0

0～
30

.0
0 

1.
00

以
下

 
－

 
1.

00
以
下

 
3.

00
以
下

 

A－
7 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ

ス
鋼

 
0.

15
以

下
 

14
.5

0～
30

.0
0 

4.
00

以
下

 
7.

50
～

15
.0

0 
2.

50
以
下

 
1.

00
以
下

 

A－
8 

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ

ス
鋼

 
0.

30
以

下
 

25
.0

0～
30

.0
0 

4.
00

以
下

 
15

.0
0～

37
.0

0 
2.

50
以
下

 
1.

00
以
下

 

A－
10

 
ニ
ッ
ケ
ル
鋼

 
0.

15
以

下
 

－
 

0.
55

以
下

 
0.

80
～

4.
00

 
1.

70
以
下

 
1.

00
以
下

 

  

 
 

別紙３ －47－ 



 

 

第
5
表

 溶
加
材
若
し
く
は
ウ
ェ
ル
ド
イ
ン
サ
ー
ト
又
は
心
線
の
区
分

 

溶
加

材
又

は
ウ

ェ
ル

ド

イ
ン

サ
－

ト
の

区
分

 
心
線

の
区
分

 
種

類
 

規
格

（
例

）
 

JI
S 

AW
S 

R－
1 

E－
1 

炭
素

鋼
 

溶
接

金
属

の
成

分
が

 
A－

1
に

相
当

す
る

も
の

 

YG
T5

0 
YG

W
11

 
YG

W
12

 
YG

W
13

 
YG

W
14

 
YG

W
15

 
YG

W
16

 
YG

W
17

 
YG

W
22

 
YG

W
24

 

        YF
W

 X
X 

 
ER

70
S-

2 
ER

70
S-

3 
ER

70
S-

4 
ER

70
S-

5 
ER

70
S-

6 
ER

70
S-

7 

EL
8 

EL
8K

 
EL

12
 

EM
12

 
EM

12
K

 
EM

13
K

 
EM

15
K

 
EH

14
 

EX
XT

-X
 

 

R－
2 

E－
2 

モ
リ

ブ
デ

ン
鋼

 
溶

接
金

属
の

成
分

が
 

A－
2
に

相
当

す
る

も
の

 

YG
TM

 
YG

TM
L 

YG
M

-C
 

YG
M

-A
 

YG
M

-G
 

YG
CM

-C
 

YG
CM

-A
 

YG
CM

-G
 

YF
M

-X
 

 
 

EA
1 

EA
2 

EA
3 

EA
4 

EX
XT

X-
A1

 
 

R－
3 

E－
3 

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン
鋼

 
溶

接
金
属

の
成

分
が

 
A－

3
に

相
当

す
る

も
の

 

YG
T1

CM
 

YG
T1

CM
L 

YG
1C

M
-C

 
YG

1C
M

-A
 

YG
1C

M
-G

 

YF
CM

-X
 

YF
1C

M
-X

 
 

ER
80

S-
B2

 
ER

80
S-

B2
L 

EB
2 

EB
2H

 
EX

XT
X-

B1
 

EX
XT

X-
B2

X 
 

R－
4－

1 
E－

4－
1 

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン
鋼

 
溶

接
金

属
の

成
分

が
 

A－
4－

1
に

相
当
す

る
も

の
 

YG
T2

CM
 

YG
T2

CM
L 

YG
T3

CM
 

YG
2C

M
-C

 
YG

2C
M

-A
 

YG
2C

M
-G

 
YG

3C
M

-C
 

YG
3C

M
-A

 
YG

3C
M

-G
 

YF
2C

M
-X

 
 

ER
90

S-
B3

 
ER

90
S-

B3
L 

EB
3 

EX
XT

X-
B3

X 
 

R－
4－

2 
E－

4－
2 

ク
ロ

ム
モ

リ
ブ

デ
ン
鋼

 
溶

接
金

属
の

成
分

が
 

A－
4－

2
に

相
当
す

る
も

の
 

YG
T5

CM
 

YG
3C

M
-C

 
YG

3C
M

-A
 

YG
3C

M
-G

 

 
 

EB
6 

EB
6I

I 
 

 
 

R－
5 

E－
5 

マ
ル

テ
ン

サ
イ

ト
系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
 

溶
接

金
属

の
成

分
が

 
A－

5
に

相
当

す
る

も
の

 

Y4
10

 
YF

41
0 

 
 

ER
10

 
ER

41
0 

N
iM

o 
ER

42
0 

 
E4

09
 T

-X
 

E4
10

 T
-X

 
E4

10
N

iM
oT

-X
 

E4
10

 N
iT

iT
-X
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溶
加

材
又

は
ウ

ェ
ル

ド

イ
ン

サ
－

ト
の

区
分

 
心
線

の
区
分

 
種

類
 

規
格

（
例

）
 

JI
S 

AW
S 

R－
6 

E－
6 

フ
ェ

ラ
イ

ト
系

ス
テ
ン

レ
ス

鋼
 溶
接

金
属

の
成

分
が

 
A－

6
に

相
当

す
る

も
の

 

Y4
30

 
YF

43
0 

 
 

ER
43

0 
 

E4
30

 T
-X

 
 

R－
7 

E－
7 

オ
－

ス
テ

ナ
イ

ト
系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
 

溶
接

金
属

の
成

分
が

 
A－

7
に

相
当

す
る

も
の

 

Y3
08

 
Y3

08
L 

Y3
09

 
Y3

09
M

o 
Y3

16
 

YB
30

4 
YB

30
4L

 
YB

31
6 

Y3
16

L 
Y3

16
J1

L 
Y3

17
 

Y3
21

 
Y3

47
 

YB
31

6L
 

YB
34

7 

YF
30

8 
YF

30
8L

 
YF

30
9 

YF
30

9L
 

YF
30

9J
 

YF
30

9M
o 

YF
30

9M
oL

 YF
31

6 
YF

31
6L

 
YF

31
6J

1L
 

YF
31

7L
 

YF
34

7 

ER
30

7 
ER

30
8 

ER
30

8H
 

ER
30

8L
 

ER
30

8M
o 

ER
30

8M
oL

 
ER

30
9 

ER
30

9L
 

ER
31

2 

ER
31

6 
ER

31
6H

 
ER

31
6L

 
ER

31
7 

ER
31

7L
 

ER
31

8 
ER

32
1 

ER
34

7 
ER

34
9 

E3
07

-T
-X

 
E3

08
T-

X 
E3

08
LT

-X
 

E3
08

M
oT

-X
 

E3
08

M
oL

T-
X 

E3
09

T-
X 

E3
09

Cb
LT

-X
 

E3
09

LT
-X

 
E3

10
T-

X 
E3

12
T-

X 
E3

16
T-

X 
E3

16
LT

-X
 

E3
17

LT
-X

 
E3

47
T-

X 

R－
8 

E－
8 

オ
－

ス
テ

ナ
イ

ト
系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
 

溶
接

金
属

の
成

分
が

 
A－

8
に

相
当

す
る

も
の

 

Y3
10

 
Y3

10
S 

 
 

 
ER

31
0 

ER
32

0 
ER

32
0L

R 
ER

33
0 

 
 

R－
10

 
E－

10
 

ニ
ッ

ケ
ル

鋼
 

溶
接

金
属

の
成

分
が

 
A－

10
に

相
当
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第 1図 試験片の種類、数及び採取位置（板の場合） 

 
A 試験片の厚さが 19mm 未満のもの  B 試験片の厚さが 19mm 以上のもの 
  切 り 捨 て る    切 り 捨 て る 
① 継 手 引 張 試 験 片  ① 側 曲 げ 試 験 片  
② 裏 曲 げ 試 験 片   ② 継 手 引 張 試 験 片 
③ 表 曲 げ 試 験 片   ③ 裏 曲 げ 試 験 片  
④ 裏 曲 げ 試 験 片   ④ 側 曲 げ 試 験 片  
⑤ 表 曲 げ 試 験 片   ⑤ 継 手 引 張 試 験 片 
⑥ 継 手 引 張 試 験 片  ⑥ 裏 曲 げ 試 験 片  
⑦ 衝 撃 試 験 片  ⑦ 衝 撃 試 験 片 
  切 り 捨 て る    切 り 捨 て る 

 

 

 
 

C 長手曲げ試験を行うもの 

 
 

切

り

捨

て

る 

① 

長
手
表
曲
げ
試
験
片 

② 

継

手

引

張

試

験

片 

③ 
長
手
裏
曲
げ
試
験
片 

④ 

長
手
表
曲
げ
試
験
片 

⑤ 

継

手

引

張

試

験

片 

⑥ 

長
手
裏
曲
げ
試
験
片 

⑦ 

衝

撃

試

験

片 

 
 

切

り

捨

て

る  

 
注 1  試験片の厚さが 19mm 未満で初層部のみティグ溶接を行う場合は、表曲げ試験片

を裏曲げ試験片と読み替えるものとする。 
2  衝撃試験片の数は、熱影響部及び溶接金属部からそれぞれ 3 個とする。ただし、

異なる母材を用いる場合は、各母材の熱影響部及び溶接金属部からそれぞれ 3 個と

する。また、異なる溶接方法（初層部のみに用いる溶接方法は、試験片を採取する

必要がない。）を用いる場合は、各溶接方法の交わる箇所の熱影響部及び溶接金属部

からそれぞれ 3 個ずつ採取するものとする。 
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第 2 図 試験片の種類、数及び採取位置（管の場合） 

 

 
 

 
 

注 1  試験材の厚さが 19mm 未満で初層部のみティグ溶接を行う場

合は、②⑤の表曲げ試験片を裏曲げ試験片と読み替えるものとす

る。 
2  衝撃試験片の数は、第 1 図の板の場合と同じとする。 
3  衝撃試験片の採取位置は、⑦又は⑧のいずれかでよい。 
4  水平回転で溶接を行った場合における試験片の採取位置につ

いては、試験片の相対位置を図のとおりとし絶対位置は問わない。 
5  水平固定で溶接を行った場合における固定水平面は、図に示す

とおりとする。 
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第 3 図 試験片の種類及び採取位置 

（クラッド溶接の場合） 

 

 
 

 
 

注 クラッド溶接部の表面の浸透探傷試験は、試験板で行い、判定の

後試験片の作成を行うこと。 
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第 4 図 試験片の種類、数及び採取位置 

（管と管板の取り付け溶接の場合） 

 

 
 

注 試験片は 90°方向で中心線を残し、1つの管の 4 断面が見られるように加工すること。 
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第 5 図 衝撃試験片の採取位置 

 

(1) 熱影響部 

 
 

(2) 溶接金属部 

 
 

注 1 t は、試験材の厚さ 
t1は、試験材表面から 1mm とする。 
t2は、0.25t とする。なお、異なる溶接方法を用いる場合は、各溶接方法

の交わる中心までとする。 
2 0.25tを軸とすると、t1が1mm未満となる場合は、軸の位置をかえて1mm

とすること。 
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第 6 図 クラッド溶接の側曲げ試験片の形状 

 

 

 

 

第 7 図 管と管板の取り付け溶接における断面試験の試験片の形状 
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付表 吸収エネルギー値 

母材の種類 種別 記号 吸収エネルギーJ 
3 個の平均 最小値 

溶接構造用圧延鋼材 
JIS G 3106（1999） 

 SM400B 
SM400C 

27 
27 

21 
21 

 SM490B 
SM490C 

40 
40 

33 
33 

 SM490YB 
SM520B 

40 
40 

33 
33 

 SM520C 
SM570 

40 
40 

33 
33 

ボイラー及び圧力容器用炭素

鋼及びモリブデン鋼鋼板 
JIS G 3103（1987） 

 SB410 
SB450 
SB480 
SB450M 
SB480M 

21 
27 
27 
27 
27 

14 
21 
21 
21 
21 

圧力容器用鋼板 
JIS G 3115（1990） 

 SPV235 
 
 
SPV315 
 
SPV355 
 
SPV450 
 
SPV490 
 

21 
21 
21 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

14 
14 
14 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

中・常温圧力容器用炭素鋼鋼

板 
JIS G 3118（2000） 

 SGV410 
SGV450 
SGV480 

21 
27 
27 

14 
21 
21 

ボイラー及び圧力容器用マン

ガンモリブデン鋼及びマンガ

ンモリブデンニッケル鋼鋼板 
JIS G 3119（1987） 

1 種 A 
1 種 B 
2 種 
3 種 

SBVlA 
SBVlB 
SBV2 
SBV3 
 

40 
40 
40 
40 

33 
33 
33 
33 

圧力容器用調質型マンガンモ

リブデン鋼及びマンガンモリ

ブデンニッケル鋼鋼板 
JIS G 3120（1987） 

 SQV1A 
SQV1B 
SQV2A 
SQV2B 
SQV3A 
SQV3B 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

33 
33 
33 
33 
33 
33 

低温圧力容器用炭素鋼鋼板 
JIS G 3126（1990） 

 SLA235A 
SLA235B 
SLA325A 
SLA325B 
SLA360 

21 
21 
27 
27 
40 

14 
14 
21 
21 
33 

ボイラー及び圧力容器用クロ

ムモリブデン鋼鋼板 
JIS G 4109（1987） 

 SCMV1-1 
SCMV1-2 
SCMV2-1 
SCMV2-2 
SCMV3-1 
SCMV3-2 
SCMV4-1 

21 
40 
21 
27 
21 
40 
21 

14 
33 
14 
21 
14 
33 
14 
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母材の種類 種別 記号 吸収エネルギーJ 
3 個の平均 最小値 

SCMV4-2 
SCMV5-1 
SCMV5-2 
SCMV6-1 
SCMV6-2 

40 
21 
40 
21 
40 

33 
14 
33 
14 
33 

圧力配管用炭素鋼鋼管 
JIS G 3454（1988） 

 STPG370 
STPG410 

21 
27 

14 
21 

高圧配管用炭素鋼鋼管 
JIS G 3455（1988） 

 STS370 
STS410 
STS480 

21 
27 
27 

14 
21 
21 

高温配管用炭素鋼鋼管 
JIS G 3456（1988） 

 STPT370 
STPT410 
STPT480 

21 
27 
27 

14 
21 
21 

配管用合金鋼鋼管 
JIS G 3458（1988） 

 STPA12 
STPA20 
STPA22 
STPA23 
STPA24 
STPA25 
STPA26 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

低温配管用鋼管 
JIS G 3460（1988） 

 STPL380 
STPL450 
STPL690 

21 
27 
47 

14 
21 
40 

低温配管用炭素鋼鋼管 
原子力発電用規格 

 GSTPL 27 21 

炭素鋼鍛鋼品 
JIS G 3201（1988） 

 SF340A 
SF390A 
SF440A 
SF490A 

21 
21 
21 
27 

14 
14 
14 
21 

圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 
JIS G 3202（1988） 

 SFVC2B 27 21 

高温圧力容器用合金鋼鍛鋼品 
JIS G 3203（1988） 

 SFVAF1 
SFVAF2 
SFVAF12 
SFVAF11A 
SFVAF22B 
SFVAF5B 
SFVAF9 

27 
27 
27 
27 
40 
27 
40 

21 
21 
21 
21 
33 
21 
33 

圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼

品 
JIS G 3204（1988） 

 SFVQ1A 
SFVQ1B 
SFVQ2A 
SFVQ2B 
SFVQ3 

40 
40 
40 
47 
47 

33 
33 
33 
40 
40 

合金鋼鍛鋼品 
原子力発電用規格 

 GSTH 40 33 

低温用炭素鋼鍛鋼品及び低温

用合金鋼鍛鋼品 
原子力発電用規格 

1 種 
2 種 
3 種 

GLFl 
GLF2 
GLF3 

21 
27 
27 

14 
21 
21 

炭素鋼鋳鋼品 
JIS G 5101（1991） 

 SC360 
SC410 
SC450 

21 
21 
21 

14 
14 
14 
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母材の種類 種別 記号 吸収エネルギーJ 
3 個の平均 最小値 

SC480 27 21 
溶接構造用鋳鋼品 

JIS G 5102（1991） 
 SCW410 

SCW480 
21 
27 

14 
21 

高温高圧用鋳鋼品 
JIS G 5151（1991） 

 SCPH1 
SCPH2 
SCPH11 
SCPH21 
SCPH32 
SCPH61 

21 
27 
27 
27 
27 
27 

14 
21 
21 
21 
21 
27 

低温高圧用鋳鋼品 
JIS G 5152（1991） 

 SCPL1 
SCPL11 
SCPL21 
SCPL31 

27 
27 
27 
27 

21 
21 
21 
21 

高温高圧用遠心力鋳鋼品 
JIS G 5202（1991） 

1 種 
2 種 
11 種 
21 種 
32 種 

SCPH1-CF 
SCPH2-CF 
SCPH11-CF 
SCPH21-CF 
SCPH32-CF 

27 
27 
21 
21 
21 

21 
21 
14 
14 
14 

炭素鋼鋳鋼品 
原子力発電用規格 

1 種 
2 種 
3 種 

GSC1 
GSC2 
GSC3 

21 
27 
27 

14 
21 
21 

（備考） 
1 原子力発電用規格とは、発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55 年 10

月通商産業省告示第 501 号）に規定する規格をいう。 
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２．手溶接による溶接を行う者の技能の確認実施要領 

 手溶接による技能の確認は、この要領に定めるところにより行うものとする。ただし、

この要領により難い特別な場合はこの限りでない。 

 (1)確認事項 

 溶接を行う者の技能の確認は、次に掲げる事項について、それぞれ定める事項の区

分の組合せが異なるごとに行うものとする。 

イ．溶接方法 

 溶接の方法の区分は次のとおりとする。 

（イ）第 1 表のうち手溶接に係るものの区分とする。 

（ロ）（イ）の規定にかかわらず次に掲げる溶接方法は同一の区分とみなす。 

ⅰ Ao の溶接方法の確認を受けた場合であって、Ao と A の溶接方法 

ⅱ T の溶接方法の確認を受けた場合であって、T と TB、TF 及び TFB の溶接

方法 

ⅲ TF の溶接方法の確認を受けた場合であって、TF と TFBの溶接方法 

ⅳ TBの溶接方法の確認を受けた場合であって、TBと TFBの溶接方法 

ⅴ Mo の溶接方法の確認を受けた場合であって、Mo と M の溶接方法 

ロ．試験材及び溶接姿勢 

 試験材及び溶接姿勢の区分は、第 4 表のとおりとする。 

ハ．溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

（イ）溶接棒の区分は、第 2 表のとおりとする。 

（ロ）（イ）の規定にかかわらず、第 2 表の F－0 から F－4 までの溶接棒の区分

による溶接棒で確認を受けた場合で、当該溶接棒と当該溶接棒より F 番号

の小さい溶接棒は同一区分とし、F－41 から F－45 までのいずれかの溶接

棒で確認を受けた場合は、F－41 から F－45 までの溶接棒は同一区分とす

る。 

（ハ）溶加材の区分は、第 3 表に掲げるものについて同表の溶加材の区分による

（R－1 から R－4－2 まで及び R－10）、（R－5 から R－8 まで）、（R－21

から R－23 まで）、（R－31 から R－34 まで、R－36 及び R－37）、（R－41

から R－45 まで）並びに（R－51）の 6 区分とする。 

（ニ）心線の区分は、第 3 表に掲げる心線の区分による（E－1 から E－4－2 ま
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で及び E－10）、（E－5 から E－8 まで）、（E－21 から E－23 まで）、（E－

31 から E－34 まで、E－36 及び E－37）、（E－41 から E－45 まで）並び

に（E－51）の 6 区分とする。 

（ホ）（イ）に掲げる溶接棒以外のもの、（ハ）に掲げる溶加材以外のもの及び（ニ）

に掲げる心線以外のものにあっては、その種類及び成分の組合せによる区分

とする。 

 

(2)確認試験及びその判定基準 

 確認試験及び判定基準は次による。 

イ．試験材の種類がアルミニウム又はアルミニウム合金以外のものにあっては、次に

掲げる事項を除き JIS Z 3801（1997）「手溶接技術検定における試験方法及び判定

基準」の規定による。 

（イ）採用しうる溶接方法、試験材及び溶接姿勢並びに溶接棒、溶加材又は心線は、

2(1)のイ～ハに掲げる範囲とする。 

（ロ）第 4 表に掲げる試験材 W－3－0r、W－3r 及び W－4r について、試験材の

寸法、取り付け方法及び試験片採取位置は第 1 図のとおりとする。 

（ハ）試験材の種類は、その溶接に適したものとする。 

（ニ）第 1 表に掲げる溶接方法 T、TB、TF、TFB、M、M0又は PA における開先の

形状及び寸法は、その溶接方法に適したものとし、TB、M 又は PA においては、

片側溶接とする。 

（ホ）第 1 表に掲げる溶接方法 TF 及び TFB の場合における初層部以外の溶接を行

う者、溶接方法及び溶接姿勢は問わない。この場合において、初層部以外の溶

接は技量の確実な溶接を行う者により行うものとし、かつ、溶接金属は初層部

のそれと同程度のものとする。 

（へ）第 1 表に掲げる溶接方法 TF 及び TFB の場合における試験片の個数は、第 1

図又は JIS Z 3801（1997）図 3、図 4、図 5、図 6、図 7 若しくは図 8 に示す

表曲げ試験、側曲げ試験及び裏曲げ試験の試験片の個数の合計とし、すべての

試験片について、裏曲げ試験を行う。 

（ト）クラッド溶接の場合における試験片の種類、数、採取位置、形状、寸法、試

験方法及び判定基準は溶接施行法の場合と同一とするが、溶接金属の化学分析
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は行う必要はない。 

（チ）管と管板の取り付け溶接の場合における試験片の種類、採取位置、試験方法

及び判定基準は溶接施行法の場合と同一とし、試験片の数は取り付ける管 6 個

とする。 

ロ．試験材の種類がアルミニウム又はアルミニウム合金のものにあっては、次に掲

げる事項を除き、JIS Z 3811（1976）「アルミニウム溶接技術検定における試験

方法及び判定基準」の規定による。 

（イ）採用しうる溶接方法、試験材及び溶接姿勢並びに溶接棒、溶加材又は心線

は、1(1)イ、ロ及びハに掲げる範囲とする。 

（ロ）第 4 表に掲げる試験材 W－13r、W－14r 及び W－15r について試験材の

寸法、取り付け方法及び試験片採取位置は第 1 図のとおりとする。 

（ハ）第 1 表に掲げる溶接方法 TF 及び TFB の場合における初層部以外の溶接を

行う者、溶接方法及び溶接姿勢は問わない。この場合において初層部以外の

溶接は、技量の確実な溶接を行う者によって行うものとし、かつ、溶接金属

は初層部のそれと同程度のものとする。 

（ニ）第 1 表に掲げる溶接方法 TF 及び TFBの場合における試験片の個数は、第 1

図又は JIS Z 3811（1976）図 3、図 4、図 5、図 6、図 7 若しくは図 8 に示

す表曲げ試験、側曲げ試験及び裏曲げ試験の試験片の個数の合計とし、すべ

ての試験片について、裏曲げ試験を行う。 

 

(3)溶接を行う者の技能確認試験の省略 

 溶接の技能の確認を受けようとする者が、次のいずれかに該当し、かつ、イからハ

まで、又はホにおける認可若しくは確認を受け又は試験若しくは検査に合格したとき

に所属していた溶接施行工場と同一のものに所属している場合には、確認試験の全部

又は一部を省略することができる。 

イ．原子炉等規制法第 16 条の 4 第 2 項又は第 46 条の 2 第 2 項に規定するところによ

り認可を受けた溶接の方法について確認を受けようとする場合 

ロ．本内規による確認試験を実施した溶接を行う者の技能について確認を受けようと

する場合であって、当該確認試験についての客観性を証明できる場合 

  ハ．溶接工の技りょうに関する試験の方法を定める告示（平成 10 年運輸省告示第 417

別紙３ －62－ 



 

 

号）附則第 3 条に基づき合格証明書の交付を受けている溶接工、溶接工の技りょう

に関する試験の方法を定める告示（平成 10 年運輸省告示第 417 号）に規定する M2

種 O 級 A、M3 種 O 級 A、M2 種 V 級 A、M3 種 V 級 A 若しくは M2 種 P 級 A の

試験に合格した者又はボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33 号）

第 104条に規定するボイラー溶接士試験に合格した者が次表の左欄に掲げる試験の

種類に応じ同表右欄に掲げる溶接を行う者の技能の確認を受けようとする場合。こ

の場合において、試験に使用した溶接棒が第 2 表の溶接棒の区分の項に掲げる F－1

から F－4 までのいずれかに該当することが明確である場合には、F－0 とあるのは、

当該区分に読み替えるものとする。 

 

合格となったボイラー溶接士等の試験の種類 確認を受けようとする

溶接を行う者の技能 
ボイラー及び圧力容器安

全規則 
特別ボイラー溶接士 AW－2 fvh F－0 
普通ボイラー溶接士 AW－1 fvo F－0 

溶接工の技りょうに関す

る試験の方法を定める告

示 

M2 種 O 級 A AW－1 fvho F－0 
M3 種 O 級 A AW－2 fvho F－0 
M2 種 V 級 A AW－1 fv F－0 
M3 種 V 級 A AW－2 fv F－0 
M2 種 P 級 A AW－3 r F－0 

 

ニ．JIS Z 3801（1997）「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」、JIS Z 3811

（2000）「アルミニウム溶接技術検定における試験方法及び判定基準」、JIS Z 3821

（1989）「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」又は JIS Z 

3841（1997）「半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」の規定に準拠

して社団法人日本溶接協会が行う検定試験に合格し、技量証明書の交付を受けた者

又はこれと同等以上の資格があると認められる者が確認を受けようとする場合 

ホ．確認を受けようとする者が申請に係る溶接方法、試験材及び溶接姿勢並びに溶接

棒、溶加材又は心線の同一組合せについて以前に確認を受けたことがある場合であ

って、過去 2 年以内に溶接した容器又は管が原子炉等規制法第 43 条の 3 の 13 に規

定する検査又は溶接安全管理審査、同法第 16 条の 4、第 46 条の 2 若しくは第 55

条の 3 に規定する検査及び原子力規制委員会設置法附則第 17 条の規定による改正

前の電気事業法第 52 条第一項の検査又は溶接安全管理審査、船舶安全法（昭和 8

年法律第 11 号）第 5 条若しくは第 6 条に規定する検査、ボイラー及び圧力容器安
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全規則第 7 条若しくは第 53 条に規定する検査若しくは高圧ガス保安法（昭和 26 年

法律第 204 号）第 56 条の 3 に規定する検査に合格しているとき又は技能の低下が

認められないとき。 

 

(4)２年ごとの技能の確認試験の省略 

 (2)の技能の確認を受けた者のうち、２年ごとの技能の確認を受ける者が、溶接方法、

試験材及び溶接姿勢並びに溶接棒、溶加材又は心線の同一組合せについて以前に確認

を受けたことがあり、かつ、当該確認を受けたときに所属していた溶接施行工場が同

一のものに所属している場合であって、次のいづれかに該当するときは、溶接を行う

者の技能の確認試験を省略する。 

イ 毎年 3 月 31 日から起算して過去 2 年以内に溶接した容器又は管が、以下の検査

または審査に合格しているとき。 

（イ）原子炉等規制法第 16 条の 4、第 46 条の 2 又は第 55 条の 3 に規定する検査 

（ロ）原子炉等規制法第 43 条の 3 の 13 に規定する検査又は溶接安全管理審査、又

は原子力規制委員会設置法附則第 17 条の規定による改正前の原子炉等規制法第

28 条の 2 の規定による検査 

（ハ）船舶安全法第 5 条又は第 6 条に規定する検査 

（ニ）ボイラー及び圧力容器安全規則第 7 条又は第 53 条に規定する検査 

（ホ）高圧ガス保安法第 56 条の 3 に規定する検査 

ロ 当該年度の前年の 10 月 1 日以降翌年の 3 月 31 日までに、原子力規制委員会設置

法附則第 17 条の規定による改正前の原子炉等規制法第 28 条の 2 第 2 項の規定に基

づく認可を受けた溶接を行う者にあっては、その認可をもって当該年度の技能の確

認を受けるとき。 
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第 1 表 溶接方法の区分 
溶接方法 
の区分 種類 

A 被覆アーク溶接（両側溶接又は裏あて金を用いる片側溶接） 
A0 被覆アーク溶接（裏あて金を用いない片側溶接） 
G ガス溶接 
T ティグ溶接（裏あて金を用いない片側溶接） 
TB ティグ溶接（両側溶接又は裏あて金を用いる片側溶接） 
TF 初層ティグ溶接（裏あて金を用いないもの） 
TFB 初層ティグ溶接（裏あて金を用いるもの） 
M ミグ溶接（両側溶接又は裏あて金を用いる片側溶接） 
M0 ミグ溶接（裏あて金を用いない片側溶接） 
PA プラズマアーク溶接 
J サブマージアーク溶接 
ES エレクトロスラグ溶接 
EG エレクトロガス溶接 
S その他の自動溶接 
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第 2 表 溶接棒の区分 

溶接棒の区分 種   類 規格（例） 
JIS AWS 

被

覆

ア

ー

ク

溶

接

棒 

F－0 イルミナイト系溶接棒 D ＸＸ01 
DH ＸＸ01 
DW ＸＸ01 

－ 

F－1 高酸化鉄系溶接棒 － E ＸＸ20 
鉄粉酸化チタン系溶接棒 D ＸＸ24 E ＸＸ24 
鉄粉低水素系溶接棒 D ＸＸ26 

DW ＸＸ26 
DL ＸＸ26 

E ＸＸ28 

鉄粉酸化鉄系溶接棒 D ＸＸ27 E ＸＸ27 
F－2 ライムチタニヤ系溶接棒 D ＸＸ03 

DW ＸＸ03 － 

高酸化チタン系溶接棒 D ＸＸ13 
DH ＸＸ13 
DT ＸＸ13 

E ＸＸ12 
E ＸＸ13 

鉄粉酸化チタン系溶接棒 － E ＸＸ14 
F－3 高セルロース系溶接棒 D ＸＸ11 E ＸＸ10 

E ＸＸ11 
F－4 低水素系溶接棒 D ＸＸ16 

DT ＸＸ15 
DT ＸＸ16 
DW ＸＸ16 
DL ＸＸ16 

E ＸＸ15 
E ＸＸ16 

鉄粉低水素系溶接棒 D ＸＸ18 
DT ＸＸ18 

E ＸＸ18 
E ＸＸ48 

F－5 ステンレス用溶接棒 D ＸＸＸ15 
D ＸＸＸ16 

E ＸＸＸ-15 
E ＸＸＸ-16 

ガ
ス
溶
接
棒 

F－6－1 ガス溶接棒 GA ＸＸ R ＸＸ 

F－6－2 ガス溶接棒 GB ＸＸ  
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溶接棒の区分 種   類 規格（例） 
JIS AWS 

被

覆

ア

ー

ク

溶

接

棒 

F－41 ニッケル用溶接棒 DNi-1 ENi-1 
F－42 ニッケル銅合金用溶接棒 DNiCu-1 

DNiCu-4 
ENiCu-7 

F－43 ニッケルクロム鉄合金用溶接棒 DNiCr-1 
 
DNiCrFe-1 
DNiCrFe-1J 
DNiCrFe-2 
DNiCrFe-3 
 
D9Ni-1 

ENiCrFE-1 
ENiCrFE-2 
ENiCrFE-3 
ENiCrFE-4 
 
ENiCrMo-2 
ENiCrMo-3 
ENiCrMo-6 

F－44 ニッケルモリブデン鉄合金用溶接

棒 
DNiMo-1 
 
 
D9Ni-2 

ENiMo-1 
ENiMo-3 
ENiMo-7 
 
ENiCrMo-4 
ENiCrMo-5 
ENiCrMo-7 

F－45 鉄ニッケルクロムモリブデン合金

用溶接棒 
DNiMoCr-1 ENiCrMo-1 
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第
3
表
 
溶
加
材
若
し
く
は
ウ
ェ
ル
ド
イ
ン
サ
ー
ト
又
は
心
線
の
区
分

 
溶

加
材

又
は

ウ
ェ

ル
ド

イ

ン
サ

ー
ト

の

区
分

 

心
線

の
区

分
 

種
 

 
 

類
 

規
 

 
格

 
 
（

例
）

 

JI
S 

AW
S 

R－
1 

E－
1 

炭
素

鋼
 

溶
接

金
属

の
成

分
が

A
－

1
に

相
当

す
る

も
の

 

YG
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0 
YG

W
11
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12
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13
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        YF
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X 
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E－
2 
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鋼
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成
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溶
加

材
又

は
ウ

ェ
ル

ド
イ

ン
サ

ー
ト

の

区
分

 

心
線

の
区

分
 

種
 

 
 

類
 

規
 

 
格

 
 
（

例
）
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S 
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S 

R－
6 

E－
6 
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ェ
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R－
21

 
E－

21
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

 
A1

07
0-

BY
（

W
Y）

 
A1

10
0-

BY
（

W
Y）

 
A1

20
0-

BY
（

W
Y）

 

 
 

ER
11

00
 

 
 

 

R－
22

 
E－

22
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

合
金

 
A5

18
3-

BY
（

W
Y）

 
A5

35
6-

BY
（

W
Y）

 
A5

55
4-

BY
（

W
Y）

 

A5
55

6-
BY

（
W

Y）
 

A5
65

4-
BY

（
W

Y）
 

ER
51

83
 

ER
53

56
 

ER
55

54
 

ER
55

56
 

ER
56

54
 

 
 

R－
23

 
E－

23
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

け
い

素
合

金
 

A4
04

3 
 

 
 

ER
40

43
 

ER
40

47
 

ER
41

45
 

 
 

 

R－
31

 
E－

31
 

銅
 

YC
u 

 
 

 
ER

Cu
 

 
 

 
R－

32
 

E－
32

 
け

い
素

青
銅

 
YC

u 
Si

A 
YC

u 
Si

B 
 

 
 

ER
Cu

Si
-A

 
 

 
 

R－
33

 
E－

33
 

り
ん

青
銅

 
YC

u 
Sn

A 
 

 
 

ER
Cu

Sn
-A
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溶
加

材
又

は
ウ

ェ
ル

ド
イ

ン
サ

ー
ト

の

区
分

 

心
線

の
区

分
 

種
 

 
 

類
 

規
 

 
格

 
 
（

例
）

 

JI
S 

AW
S 

YC
u 

Sn
B 

R－
34

 
E－

34
 

白
銅

 
YC

uN
i-1

 
YC

uN
i-3

 
 

 
 

ER
Cu

N
i 

 
 

 

R－
36

 
E－

36
 

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

青
銅

 
YC

uA
l 

 
 

 
ER

Cu
Al

-A
1 

ER
Cu

Al
-A

2 
ER

Cu
Al

-A
3 

 
 

 

R－
37

 
E－

37
 

特
殊

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム
青
銅

 
YC

u 
Al

N
iA

 
YC

u 
Al

N
iB

 
YC

u 
Al

N
iC

 

 
 

 
ER

Cu
N

iA
l 

ER
Cu

M
nN

iA
l 

 
 

 

R－
41

 
E－

41
 

ニ
ッ

ケ
ル

 
－

 
ER

N
i-1

 
 

 
 

R－
42

 
E－

42
 

ニ
ッ

ケ
ル

銅
合

金
 

－
 

ER
N

iC
u-

7 
 

 
 

R－
43

 
E－

43
 

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ

ム
鉄
合
金

 
YG

T9
N

i-1
 

 
 

 
ER

N
iC

r-
3 

ER
N

iC
rM

o-
2 

ER
N

iC
rM

o-
3 

 
ER

N
iC

rF
e-

5 
ER

N
iC

rF
e-

6 
 

R－
44

 
E－

44
 

ニ
ッ

ケ
ル

モ
リ

ブ
デ

ン
鉄

合
金

 
YG

T9
N

i-2
 

YS
9 

N
i 

 
 

ER
N

iM
o-

l 
ER

N
iM

o-
2 

ER
N

iM
o-

3 
ER

N
iM

o-
7 

 
ER

N
iC

rM
o-

4 
ER

N
iC

rM
o-

7 
 

R－
45

 
E－

45
 

鉄
ニ

ッ
ケ

ル
ク

ロ
ム

モ
リ

ブ
デ

ン
合

金
 

YG
T9

N
i-3

 
 

 
 

ER
N

iF
eC

r-
1 

ER
N

iC
rM

o-
1 

ER
N

iC
rM

o-
8 

ER
N

iC
rM

o-
9 

 
 

 

R－
51

 
E－

51
 

チ
タ

ン
 

YT
W

 2
8 

YT
W

 3
5 

 
 

 
ER

Ti
-1

 
ER

Ti
-2

 
ER

Ti
-3

 
ER

Ti
-4
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第 4 表 試験材及び溶接姿勢の区分 

 

(1)アルミニウム又はアルミニウム合金以外の場合 
試験材の

区分 溶接姿勢 作業範囲 

W－0 
（厚さ 3～
3.2mm 
の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 

W－1 
（ 厚 さ

9mm の

板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 19mm 未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが 19mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが 19mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが 19mm 未満 

W－2 
（ 厚 さ

25mm 以

上 
の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
o 上 向 板にりいての上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

W－3－0 
（ 外 径

100 ～

120mm 厚

さ 4 ～

5.3mm の

管） 

r 
有壁水平固定 
及び 
有壁鉛直固定 

姿勢の制限がなく、母材の厚さが 11mm 未満 

e 
水平固定 
及び 
鉛直固定 

姿勢の制限がなく、母材の厚さが 11mm 未満 
（拘束のある場合を除く） 

W－3 
（ 外 径

150 ～

170mm 厚

さ 9 ～

11mm の

管） 

r 
有壁水平固定 
及び 
有壁鉛直固定 

姿勢の制限がなく、母材の厚さが 19mm 未満 

e 
水平固定 
及び 
鉛直固定 

姿勢の制限がなく、母材の厚さが 19mm 未満 
（拘束のある場合を除く） 

W－4 
（ 外 径

200 ～

300mm で

厚 さ

20mm 以

上の管） 

r 
有壁水平固定 
及び 
有壁鉛直固定 

姿勢及び母材の厚さに制限なし 

e 
水平固定 
及び 
鉛直固定 

姿勢及び母材の厚さに制限なし 
（拘束のある場合を除く） 

W－5 
（ 管 と管

板 の 取り

付け溶接） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
vh 立向及び横向 管板を立てて溶接する姿勢で母材の厚さに制限なし 
o 上 向 上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

W－6 
（ ク ラッ

ド溶接） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
v 立 向 立向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
h 横 向 横向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
o 上 向 上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
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(2)アルミニウム又はアルミニウム合金の場合 
試験材の区分 溶接姿勢 作業範囲 

W－10 
（厚さ 3mm の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 

W－11 
（厚さ 8mm の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 17mm 未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが 17mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが 17mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが 17mm 未満 

W－12 
（厚さ 20mm 以上 
の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

W－13 
（ 外 径 100 ～

150mm で厚さ 4mm
の管） 

r 
有壁水平固定 
及び 
有壁鉛直固定 

姿勢に制限なく、母材の厚さが 9mm 未満 

e 
水平固定 
及び 
鉛直固定 

姿勢に制限なく、母材の厚さが 9mm 未満 
（拘束のある場合を除く） 

W－14 
（ 外 径 150 ～

200mm で厚さ 12～
15mm の管） 

r 
有壁水平固定 
及び 
有壁鉛直固定 

姿勢に制限なく、母材の厚さが 25mm 未満 

e 
水平固定 
及び 
鉛直固定 

姿勢に制限なく、母材の厚さが 25mm 未満 
（拘束のある場合を除く） 

W－15 
（ 外 径 200 ～

300mm で 厚 さ

20mm 以上の管） 

r 
有壁水平固定 
及び 
有壁鉛直固定 

姿勢及び母材の厚さに制限なし 

e 
水平固定 
及び 
鉛直固定 

姿勢及び母材の厚さに制限なし 
（拘束のある場合を除く） 

 
注 1. 「拘束」とは実際に溶接を行う場合における高所作業、限られた狭い場所における

作業等作業しにくい場所における種々の制限をいう。 
2. 第 1 表の TF 及び TFBの場合、上表の試験材 W－0、W－1、W－3－0、W－3、W

－10、W－11、W－13 及び W－14 の作業範囲は、母材の厚さに制限ないものとす

る。 
3. 第 1 表の G の場合、上表の作業範囲に示す「母材の厚さが 19mm 未満」又は「母

材の厚さに制限なし」とあるのは、それぞれ「母材の厚さが試験材の厚さ未満」と

読み替えるものとする。 
4. 上表の試験材の区分が W－0 又は W－10 の場合における作業範囲は、f、v、h 及び

o の 4 姿勢について確認を受けた場合、作業範囲に規定する溶接姿勢は、「姿勢制限

なし」と読み替えるものとする。 
5. 溶接姿勢が v、h 又は o は、必ず溶接姿勢 f の確認を受けたもののみが試験を行うこ
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とができる。（上表の試験材の区分が W－5 及び W－6 の場合は、この限りでない。）

ただし、f の確認を条件に v、h 若しくは o のすべて又はいずれかを同時に確認を受

けようとする場合は、この限りでない。 
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第 1 図 W－3－0r、W－3r、W－4r、W－13r、W－14r 及び W－15r の試験材、 

溶接姿勢及び試験片採取位置 

 
a）天井  

 

 

b）壁  

 

注 1 寸法の単位は、mm とする。 
2 試験材は、本図に規定するほか JIS Z 3801

（1997）「手溶接技術検定における試験方法及

び判定基準」を準用する。 
3 試験材は、適当な方法を用いて図 a）のように

水平に固定して AB 及び AD 間を溶接する。D
点は水平軸の下端とする。次に図 b）のように

試験材を鉛直に固定して BCD を溶接する。C
点は壁の隅の方向にする。 
 溶接は B 点、D 点のいずれから開始しても

よい。 
4 溶接方法の区分が第 1 表に掲げる M 又は M0の場合にあっては、天井及び壁と試験材

の間隔「300」とあるのは「500」と読み替えるものとする。 
5 W－13r、W－14r 及び W－15r の場合にあっては、天井及び壁と管の間隔「300」と

あるのは「500（溶接方法の区分が第 1 表に掲げる T、TB、TF 又は TFBの場合は 400）」
と壁の溶接部の間隔「150」とあるのは「350（溶接方法の区分が第 1 表に掲げる T、
TB、TF 又は TFBの場合は 300）」と読み替えるものとする。 

6 図中「表曲げ又は側曲げ」とあるのは W－3－0r、W－3r、W－13r 及び W－14r に対

して表曲げと、W－4r 及び W－15r に対しては側曲げとする。 
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Ⅳ．別紙２中で引用されている日本工業規格について 

 

別紙２で引用されている日本工業規格は、「JIS 制定年適用表」を参考に、可能な限り

新しい JIS 制定年を採用するものとする。   
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JI
S
制
定
年
適
用
表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

該
当

条
項

 
第

2
部
の

引
用

JI
S 

 
適
用

JI
S
制
定

年
（
例
）

 

別
表
第

4 
JI

S 
G

 4
30

4「
熱
間

圧
延
ス
テ
ン
レ

ス
鋼

板
」

 
JI

S 
G

 4
30

4(
19

91
)「

熱
間
圧
延
ス

テ
ン
レ
ス
鋼
板

及
び
鋼
帯
」

 
別
表
第

8 
JI

S 
Z 

31
21

「
突
合
せ
溶

接
継
手
の

引
張

試
験

方
法

」
 

JI
S 

Z 
31

22
「

突
合
せ
溶

接
継
手
の

型
曲

げ
試

験
方

法
」

 
JI

S 
Z 

31
24

「
突
合
せ
溶

接
継
手
の

ロ
ー

ラ
曲

げ
試

験
方

法
」

 

JI
S 

Z 
31

21
(1

99
3)

 
JI

S 
Z 

31
22

(1
99

0)
「

突
合
せ
溶
接
継

手
の
曲
げ
試
験

方
法
」

 
JI

S 
Z 

31
23

(1
98

4)
 

JI
S 

Z 
31

22
(1

99
0)
「

突
合
せ
溶
接
継

手
の
曲
げ
試
験

方
法
」

 
別
表
第

9 
JI

S 
Z 

22
02

「
金
属
材
料

衝
撃
試
験

片
」

 
JI

S 
Z 

22
42

「
金
属
材
料

衝
撃
試
験

方
法

」
 

JI
S 

Z 
22

02
(1

99
8)

 
JI

S 
Z 

22
42

(1
99

8)
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(材
厚

の
測
定
方

法
) 

JI
S 

Z 
31

04
「

鋼
溶
接
部

の
放
射
線

透
過

試
験

方
法

お
よ

び
透

過
写

真
の

等
級

分
類

方
法

」
 

JI
S 

Z 
31

07
「

チ
タ
ン

溶
接
部
の
放
射

線
透

過
試

験
方

法
お

よ
び

透
過

写
真

の
等

級
分

類
方

法
」
 

JI
S 

Z 
31

08
「

ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
管
の

円
周

溶
接

部
の

放
射

線
透

過
試

験
方

法
」

 
JI

S 
Z 

31
09

「
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
の

T
型
溶

接
部

の
放

射
線

透
過

試
験

方
法

」
 

 JI
S 

Z 
31

04
(1

96
8)
※

１
 

JI
S 

Z 
31

07
(1

99
3)
「

チ
タ
ン
溶
接
部

の
放
射
線
透
過

試
験
方
法
」

 
JI

S 
Z 

31
08

(1
97

8)
 

JI
S 

Z 
31

09
(1

98
0)

 
JI

S 
Z 

31
04

「
鋼
溶
接
部

の
放
射
線

透
過

試
験

方
法

お
よ

び
透

過
写

真
の

等
級

分
類

方
法

」
 

「
2.

7 
撮
影
配
置

」
 

「
2.

5 
透
過
度
計

の
構
造
」

 
「

2.
8 

透
過
写
真

の
具
備
す
べ

き
条
件

」
 

「
3.
透

過
写
真
の
等
級

分
類
方
法
」

 

 JI
S 

Z 
31

04
(1

99
5)
「

鋼
溶
接
部
の
放

射
線
透
過
試
験

方
法
」

 
JI

S 
Z 

23
06

(1
99

1)
「

放
射
線
透
過
試

験
用
透
過
度
計

」
 

JI
S 

Z 
31

04
(1

96
8)

 
JI

S 
Z 

31
04

(1
96

8)
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JI
S 

G
 0

56
5「

鉄
鋼

材
料
の
磁
粉
探

傷
試

験
方

法
及

び
欠

陥
磁

粉
模

様
の

等
級

分
類

」
 

JI
S 

G
 0

56
5(

19
92

)「
鉄
鋼
材
料
の

磁
粉
探
傷
試
験

方
法
お
よ
び
磁

粉
模
様
の
分
類

」
 

※
２

 
JI

S 
G

 0
56

5「
鉄
鋼

材
料
の
磁
粉
探

傷
試

験
方

法
及

び
欠

陥
磁

粉
模

様
の

等
級

分
類

」
 

「
9.

2 
欠
陥
磁
粉

模
様
の
種
類

の
分
類

」
 

 JI
S 

G
 0

56
5(

19
92

)※
３
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JI
S 

Z 
23

43
「

浸
透
探
傷

試
験
方
法

及
び

欠
陥

指
示

模
様

の
等

級
分

類
」

 
JI

S 
Z 

23
43

(1
99

2)
「

浸
透
探
傷
試
験

方
法
お
よ
び
浸

透
指
示
模
様
の

分
類
」
※
４

 
JI

S 
Z 

23
43

「
浸
透
探
傷

試
験
方
法

及
び

欠
陥

指
示

模
様

の
等

級
分

類
」

 
「

8.
2 

欠
陥
指
示

模
様
の
種
類

の
分
類

」
 

 JI
S 

Z 
23

43
(1
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「JIS 制定年適用表」の注意事項 

※１ 放射線透過試験の「撮影配置」については、JIS Z 3104(1995)を適用する。また、

放射線透過試験の「透過度計の構造」については、JIS Z 2306(1991)を適用する。 

※２ 磁粉探傷試験の合格基準については、JIS G 0565(1982)「鉄鋼材料の磁粉探傷試験

方法及び欠陥磁粉模様の等級分類」を適用。 

※３ JISG0565 及び JISZ2343 の適用年は、試験方法については 1992 年、判定基準は

1982 年とする 

※４ 浸透探傷試験の合格基準については、JIS Z 2343(1982)「浸透探傷試験方法及び欠

陥指示模様の等級分類」を適用。 

 

別紙３ －77－ 



 

 

JIS 制定年適用表（附表） 

                           附表１ 

母材の種類 
(第 2 部の JIS 年度) 

適用 JIS 制定年（例） 

溶接構造用圧延鋼材 
日本工業規格 G 3106 1992 
圧力容器用鋼板 
日本工業規格 G 3115 1990 
中･常温圧力容器用炭素鋼鋼板 
日本工業規格 G 3118 1987 
ボイラー及び圧力容器用マンガンモリブ

デン鋼及びマンガンモリブデンニッケル

鋼 
日本工業規格 G 3119 1987 
圧力容器用調質型マンガンモリブデン鋼

及びマンガンモリブデンニッケル鋼 
日本工業規格 G 3120 1987 
低温圧力容器用炭素鋼鋼板 
日本工業規格 G 3126 1990 
低温圧力容器用ニッケル鋼鋼板 
日本工業規格 G 3127 1990 
ボイラー・熱交換器用炭素鋼鋼管 
日本工業規格 G 3461 1978、 1988 
ボイラー・熱交換器用合金鋼鋼管 
日本工業規格 G 3462 1988 
低温熱交換器用鋼管 
日本工業規格 G 3464 1988 
高圧配管用炭素鋼鋼管 
日本工業規格 G 3455 1988 
高温配管用炭素鋼鋼管 
日本工業規格 G 3456 1988 
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JIS 制定年適用表（附表）  

                            附表 2 

母材の種類 
(第 2 部の JIS 年度) 

適用 JIS 制定年度（例） 

配管用合金鋼鋼管 
日本工業規格 G 3458 1978 
低温配管用鋼管 
日本工業規格 G 3460(1978) なし※ 
低温配管用鋼管 
日本工業規格 G 3460(1984) 1988 
圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 
日本工業規格 G 3202 1988 
圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼品 
日本工業規格 G 3204 1982 
高温高圧用鋳鋼品 
日本工業規格 G 5151 1991 
機械構造用炭素鋼鋼材 
日本工業規格 G 4051 1979 
ニッケルクロム鋼鋼材 
日本工業規格 G 4102 1979 
ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 
日本工業規格 G 4103 1979 
クロムモリブデン鋼鋼材 
日本工業規格 G 4105 1979 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の板及び条 
日本工業規格 H 4000(1978) なし※ 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の板及び条 
日本工業規格 H 4000(1982) 1988 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の棒及び線 
日本工業規格 H 4040(1978) 1988 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の棒及び線 
日本工業規格 H 4040(1982) 1988 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金継目無管 
日本工業規格 H 4080(1978) 1988 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金継目無管 
日本工業規格 H 4080(1982) 1988 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金押出形材 
日本工業規格 H 4140 1988 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金鋳物 
日本工業規格 H 5202 1988 

JIS 制定年が「なし」となっているものは第 2 部の制定年を適用する。 
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別記－１ 

 

有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項 

 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第３７条第５項、

第４５条第２項及び第５５条第２号1の規定に対応する工場等内における有毒ガスの発生2

を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報する

ための装置に関する要求事項については、以下のとおりとする。なお、同規則の規定と当

該要求事項との対応関係は別表に掲げるところによる。 

（１）工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置 

① 工場等内における有毒ガスの発生源（固定されているものに限る。）の近傍に、有毒

ガスの発生又は発生の兆候を検出する検出装置を設置すること。 

② 有毒ガスの到達を検出するために、原子炉制御室近傍に検出装置を設置すること。 

③ 有毒ガスの到達を検出するために、緊急時対策所近傍に検出装置を設置すること。 

④ 有毒ガスの到達を検出するために、緊急時制御室近傍に検出装置を設置すること。 

（２）当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置 

① 原子炉制御室には、（１）①から④に掲げる検出装置からの信号を受信して原子炉制

御室で自動的に警報する警報装置を設置すること。 

② 緊急時対策所には、（１）③に掲げる検出装置からの信号を受信して緊急時対策所で

自動的に警報する警報装置を設置すること。 

③ 緊急時制御室には、（１）①から④に掲げる検出装置からの信号を受信して緊急時制

御室で自動的に警報する警報装置を設置すること。 

 

 

                                                   
1 同規則の解釈第５５条３(b)に規定される緊急時制御室に限る。 
2 有毒ガスの発生時において、原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員並びに緊急時対策所の指示要員の対処能力が著

しく低下し、安全施設の安全機能及び特定重大事故等対処施設の機能が損なわれるおそれがあり、当該運転員及び指示

要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための判断基準値を超えるおそれがあることをいう。 
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別表 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の規定と要求事項との対応関係 

 

以下の場所に検出装置を

設置すること。 

以下の場所に設置した検出装置からの

信号を受信し、警報する装置を設置する

こと。 

発
生
源
の
近
傍 

原
子
炉
制
御
室
近
傍 

緊
急
時
対
策
所
近
傍 

緊
急
時
制
御
室
近
傍 

発
生
源
の
近
傍 

原
子
炉
制
御
室
近
傍 

緊
急
時
対
策
所
近
傍 

緊
急
時
制
御
室
近
傍 

（原子炉制御室等） 

第三十七条 

５ （前略）次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じなければならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生を検出す

るための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するた

めの装置の設置 

二 （略） 

○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○ 

（緊急時対策所） 

第四十五条 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をと

るため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場

合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置の設置その他の適切な防護措置を講じなければなら

ない。 

○ ― ○ ― ― ― ○ ― 

（特定重大事故等対処施設） 

第五十五条 

二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有すること。（※） 

○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ 

凡例 

○：それぞれの条文において要求するもの 

―：それぞれの条文において要求しないもの 

※ 緊急時制御室の要求事項に限る。 



 

別記－２ 

燃料体に関する要求事項 

 

技術基準規則第２２条第１項の規定に対応する燃料体に関する要求事項については、以下のとおり

とする。この場合において、以下の規定は、法第４３条の３の１１第２項に定める使用前事業者検査

の確認を行うまでの間適用する。 

 

１．二酸化ウラン燃料材 

二酸化ウラン燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 高速増殖炉以外の発電用原子炉に用いる場合にあっては、次の表の上欄に掲げる元素を含有す

る場合における当該元素の含有量のウランの含有量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄

に掲げる値であること。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 高速増殖炉に用いる場合にあっては、当該燃料体に含まれる不純物の含有量の全重量に対する

百分率の値は、実用上差し支えないものであること。 

⑶ ウラン 235 の含有量のウランの含有量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑷ ペレット型燃料多剤にあっては、ペレットが次に適合すること。 

① 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

② 密度の偏差は、著しく大きくないこと。 

③ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

④ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑸ ガドリ二ウムを添加していないものにあっては次に適合すること 

① ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、87.7 以上であること。 

② 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、1.99 以上 2.02 以下であること。 

⑹ ガドリニウムを添加したものにあっては、次に適合すること。 

① ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、実用上差し支えがないものであること。 

② 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであるこ

と。 

③ ガドリニウムの含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

④ ガドリニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。 

 

２．ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材 

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 酸素の原子数のウラン及びプルトニウムの原子数の合計に対する比率の値は、実用上差し支え

がないものであること。 

⑶ ウラン 235、プルトニウム 239 及びプルトニウム 241 の含有量の合計のウラン及びプルトニウ

炭素 0.010 以下 

ふっ素 0.0015 以下 

水素 0.0002 以下 

窒素 0.0075 以下 



 

ムの含有量の合計に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑷ プルトニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑸ ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。 

① 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

② 密度の偏差は、著しく大きくないこと。 

③ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

④ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

 

３．ジルコニウム合金燃料被覆材 

 ジルコニウム合金燃料被覆材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 

⑶ 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合

金管」の「4品質」の表 2及び表 3に規定する値であること。 

⑷ 日本産業規格 H4751（20161998）「ジルコニウム合金管」の「附属書 3水素化物方位試験方法」

又はこれと同等の方法によって水素化物方位試験を行ったとき、水素化物方向性係数が 0.45 を

超えないこと。 

⑸ 日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」の「附属書 4超音波探傷試験方法」又はこ

れと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同

等以上の欠陥信号がないこと。 

⑹ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑺ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑻ 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑼ 日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」の「附属書 2腐食試験方法」又はこれと同

等の方法によって腐食試験を行ったとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付着せず、かつ、

腐食質量増加が 3日間で 22mg/dm 以下又は 14 日間で 38mg/dm2以下であること。 

⑽ 再結晶焼きなましを行ったものにあっては、次に適合すること。 

① 日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」の「附属書 1結晶粒度試験方法」又はこ

れと同等の方法によって結晶粒度試験を行ったとき、結晶粒度が結晶粒度番号 7 同等又はそ

れより細かいこと。 

② 日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試

験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」

の「4品質」の表 4に規定する値であること。 

⑾ 応力除去焼きなましを行ったものにあっては、日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験

方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な

値であること。 

 

４．ステンレス鋼燃料被覆材 

ステンレス鋼燃料被覆材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 

⑶ 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する百分

率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ ニオブ、チタン及びホウ素の含有量の全重量に対する百分率の値は、それぞれ実用上差し支え

がないものであること。 

⑸ 日本産業規格 Z2344（1993）「金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則」又はこ

れと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同

等以上の欠陥信号がないこと。 

⑹ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑺ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑻ 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑼ 結晶粒度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑽ 日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験

を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。 

 

５．ジルコニウム合金端栓 

⑴ 再結晶焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引

張試験方法」又はこれと同等の方法によって次の表の上欄に掲げるいずれかの試験温度において

引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる値であるものでなければならない。 

 

⑵ 応力除去焼き鈍しを行ったジルコニウム合金端栓は、日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引

張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが

必要な値であること。 

⑶ 前記２．の規定はジルコニウム合金端栓に準用する。ただし、第六条第三号の日本産業規格

H4751(2016)「ジルコニウム合金管」の「4品質」の表 3に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。 

 

６．ステンレス鋼端栓 

前記４．（⑵､⑸､⑻及び⑼を除く。）の規定は、ステンレス鋼端栓に準用する。 

 

 

炭素 

けい素 

マンガン 

リン 

0.08 以下 

1.00 以下 

2.00 以下 

0.040 以下 

硫黄 0.030 以下 

ニッケル 10.00 以上 14.00 以下 

クロム 

モリブデン 

16.00 以上 18.00 以下 

2.00 以上 3.00 以下 

温度 
引張試験 

引張強さ(N/mm2) 耐力（N/mm2） 伸び(%) 

10℃以上 35℃以下 415 以上 240 以上 14 以上 

316℃ 215 以上 105 以上 24 以上 



 

７．その他の部品 

燃料材、燃料被覆材、端栓以外の燃料体の部品は、次のいずれにも適合するものでなければなら

ない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑶ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑷ 支持格子、上部支持板、下部支持板、ワイヤスペーサ、ラッパ管、ハンドリングヘッド及びエ

ントランスノズルにあっては、次に適合すること 

① 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

② 日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試

験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。 

 

８．燃料要素 

燃料要素は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。 

⑶ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑷ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑸ 日本産業規格 Z4504(2008)「放射線表面汚染の測定方法－β線放出核種（最大エネルギー

0.15MeV 以上）及びα線放出核種」における間接測定法又はこれと同等の方法によって測定した

とき、表面に付着している核燃料物質の量が 0.00004Bq/mm2を超えないこと。 

⑹ ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が 1億分の 304MPa･mm3/s を超えないこと。 

⑺ 溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。 

⑻ 部品の欠如がないこと。 

 

９．燃料体 

燃料要素の集合体である燃料体は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑶ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑷ 部品の欠如がないこと。 
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